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令 和 ４ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和４年３月11日（金曜日）

開 会 午前10時３分

散 会 午後５時39分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和４年度沖縄県一般会計予

算（出納事務局、監査委員事務局、人事委員

会事務局及び議会事務局所管分）

２ 甲第１号議案 令和４年度沖縄県一般会計予

算（企画部所管分）

３ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 又 吉 清 義君

副委員長 島 尻 忠 明君

委 員 仲 村 家 治君 花 城 大 輔君

仲 田 弘 毅君 山 里 将 雄君

当 山 勝 利君 西 銘 純 恵さん

渡久地 修君 平 良 昭 一君

仲宗根 悟君 國 仲 昌 二君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

企 画 部 長 宮 城 力君

参事兼県土・跡地利用 與那嶺 善 一君
対策課跡地利用推進監

企 画 調 整 課 長 髙江洲 昌 幸君

企 画 調 整 課 島 津 典 子さん
Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 室 長

企 画 調 整 課 副 参 事 武 村 幹 夫君

企 画 調 整 課 副 参 事 宮 城 直 人君

交 通 政 策 課 長 金 城 康 司君

交 通 政 策 課 山 里 武 宏君
公 共 交 通 推 進 室 長

交 通 政 策 課 副 参 事 下 地 努君

科 学 技 術 振 興 課 長 金 城 克 也君

情 報 基 盤 整 備 課 長 加賀谷 陽 平君

デジタル社会推進課長 石 川 欣 吾君

地 域 ・ 離 島 課 長 山 里 永 悟君

市 町 村 課 長 森 田 賢君

市 町 村 課 副 参 事 山 内 明 良君

会 計 管 理 者 大 城 博君

監 査 委 員 事 務 局 長 渡嘉敷 道 夫君

人 事 委 員 会 事 務 局 長 大 城 直 人君

総 務 課 長 宮 城 和一郎君

職 員 課 長 宮 平 直 哉君

議 会 事 務 局 長 知 念 弘 光君

参 事 兼 総 務 課 長 前 田 敦君

3ii4

○又吉清義委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案の調査及び予算調査報告

書記載内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、企画部長、会計管理者、監

査委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事務

局長の出席を求めております。

これより、会計管理者、監査委員事務局長、人事

委員会事務局長及び議会事務局長から関係予算議案

の概要説明を一括して聴取した後、関係部局予算議

案を調査いたします。

まず初めに、会計管理者から出納事務局関係予算

議案の概要の説明を求めます。

大城博会計管理者。

○大城博会計管理者 改めまして、委員の皆様、お

はようございます。

それでは、出納事務局所管の令和４年度一般会計

歳入歳出予算の概要につきまして、サイドブックス

に掲載されております令和４年度当初予算説明資料

出納事務局に基づきまして御説明いたします。

ただいま青いメッセージで通知しました令和４年

度当初予算説明資料のタップをお願いいたします。

資料の１ページの令和４年度一般会計部局別歳出

予算をお開きください。

表の部局名の12、出納事務局の欄を御覧ください。

出納事務局における令和４年度歳出予算額は、６億

4823万3000円となっております。

続きまして、２ページを御覧ください。

出納事務局の歳入予算の概要について御説明いた

します。

総務企画委員会記録（第４号）
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表の一番上の行、出納事務局合計欄を御覧くださ

い。

出納事務局が所管する歳入予算の総額は33万円で、

前年度と比較して68万6000円、率にして67.5％の減

となっております。その主な要因としましては、（款）

諸収入における県預金利子の減となっております。

続きまして、３ページを御覧ください。

出納事務局の歳出予算の概要について御説明いた

します。

表の一番上の行、出納事務局合計欄を御覧くださ

い。

出納事務局が所管する歳出予算の総額は６億

4823万3000円で、前年度と比較して6849万5000円、

率にして9.6％の減となっております。

次に、歳出予算の主な内容について目ごとに御説

明いたします。

（目）一般管理費は、予算額４億873万6000円で、

これは職員費となっており、前年度と比較して1000万

7000円、率にして2.4％の減となっております。

次に、（目）会計管理費は予算額２億2035万9000円

で、これは主に証紙収納及び財務会計システムの運

用管理に係る経費であり、前年度と比較して5625万

8000円、率にして20.3％の減となっております。そ

の主な要因としましては、令和３年度に実施した財

務会計システム関連機器の更新に伴う業務の完了に

よる減となっております。

次に、（目）財産管理費は予算額1913万8000円で、

これは物品管理及び調達事務費と車両管理事務費と

なっており、前年度と比較して223万円、率にして

10.4％の減となっております。その主な要因としま

しては、物品調達に係る電子入札システムの利用料

の減少に伴う減となっております。

以上で、出納事務局所管の令和４年度一般会計歳

入歳出予算の概要について説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、監査委員事務局長から監査委員事務局関係

予算議案の概要の説明を求めます。

渡嘉敷道夫監査委員事務局長。

○渡嘉敷道夫監査委員事務局長 令和４年度監査委

員事務局の当初予算概要につきまして、サイドブッ

クスに掲載されております令和４年度当初予算説明

資料監査委員事務局により御説明させていただきま

す。

ただいま青いメッセージで通知いたしました令和

４年度当初予算説明資料をタップしてください。

それでは、画面をスクロールしていただき、１ペー

ジの令和４年度一般会計部局別歳出予算を御覧くだ

さい。

表の下から２番目、監査委員事務局所管の令和４年

度歳出予算額は１億9027万円となっております。

２ページをお願いいたします。

監査委員事務局の歳入予算について御説明をいた

します。

歳入予算額は（款）諸収入の１万3000円で、これ

は、会計年度任用職員等の雇用保険料本人負担分の

受入れであります。

続きまして、歳出予算の概要について御説明いた

します。

画面をスクロールしていただき、３ページを御覧

ください。

監査委員事務局の歳出予算額は（款）総務費（項）

監査委員費の１億9027万円で、前年度と比較して

215万2000円、1.1％の増となっております。

主な経費について目ごとに御説明いたします。

（目）委員費1961万5000円は、監査委員４名の報

酬と旅費等の運営費で、前年度に比べて15万9000円、

0.8％の増となっております。

（目）事務局費１億7065万5000円は、事務局の職

員費と運営費で、前年度に比べ199万3000円、1.2％

の増となっております。

以上で、監査委員事務局所管の令和４年度一般会

計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 監査委員事務局長の説明は終わ

りました。

次に、人事委員会事務局長から人事委員会事務局

関係予算議案の概要の説明を求めます。

大城直人人事委員会事務局長。

○大城直人人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会事務局所管の令和４年度一般会計歳入歳出予算

の概要につきまして、抜粋版令和４年度当初予算説

明資料人事委員会事務局に基づき御説明いたします。

ただいま通知しましたメッセージをタップしてく

ださい。

それでは、説明資料１ページ、部局別歳出予算を

御覧ください。

人事委員会における令和４年度歳出予算額は１億

8127万6000円で、前年度と比較して217万1000円、

1.2％の増となっております。

２ページをお願いします。
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一般会計歳入予算の概要について御説明いたしま

す。

人事委員会事務局が所管する歳入予算の総額は、

（款）諸収入のうち、（項）雑入（目）雑入の165万1000円

で、前年度当初予算と比べ11万9000円、率にして6.7％

の減となっております。

歳入予算の内容は、市町村、一部事務組合等から

の公平審査、苦情相談業務の受託経費と雇用保険料

受入分でございます。減の要因としましては、公平

委員会事務受託料について、市町村等関係の審査事

案に係る役務費の減であります。

３ページをお願いします。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明いたします。

（款）総務費における人事委員会事務局の令和４年

度予算額は、１億8127万6000円で、前年度当初予算

額１億7910万5000円と比較しますと217万1000円、率

にして1.2％の増となっております。

４ページをお願いします。

歳出予算額を目別に説明しますと、（目）委員会費

747万6000円でございますが、その内容は、人事委員

会委員３名の報酬や旅費等で、前年度当初予算額よ

り４万9000円、率にして0.7％の増となっております。

次に、（目）事務局費の１億7380万円でございます

が、その内容は職員費、職員採用試験等に要する経

費で、前年度当初予算額より212万2000円、率にして

1.2％の増となっております。増の主な要因としまし

ては、印刷製本費の増によるものであります。

以上で、人事委員会事務局所管の令和４年度一般

会計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 人事委員会事務局長の説明は終

わりました。

次に、議会事務局長から議会事務局関係予算議案

の概要の説明を求めます。

知念弘光議会事務局長。

○知念弘光議会事務局長 それでは、県議会事務局

所管の令和４年度一般会計予算の概要につきまして、

ただいま通知しました令和４年度当初予算説明資料

県議会事務局抜粋版に基づき、御説明申し上げます。

通知をタップし、資料を御覧ください。

資料１ページをお願いいたします。

県議会事務局の歳入予算の概要について御説明申

し上げます。

県議会事務局の令和４年度一般会計歳入予算額は、

（款）使用料及び手数料が40万9000円、（款）諸収入

が177万9000円で、合計額は218万8000円となってお

ります。前年度当初予算総額215万6000円と比較しま

すと３万2000円の増となっておりますが、その主な

理由は、（款）使用料及び手数料（節）建物使用料に

おいて、議会棟使用団体の使用面積の増による使用

料の増です。

次に、２ページをお願いいたします。

県議会事務局の歳出予算の概要について御説明申

し上げます。

県議会事務局の令和４年度一般会計歳出予算額は、

（款）議会費の14億3477万6000円で、前年度当初予

算額14億 6670万 6000円と比較しますとマイナス

3193万円、マイナス2.2％の減となっております。減

となった主な理由は、（目）事務局費（事項）事務局

運営費のうち、議会庁舎及び設備の保守管理等を行

う事業において、議会棟の空調関連設備の更新工事

等が終了したこと等に伴うものであります。

以上が、県議会事務局所管の令和４年度一般会計

予算の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 議会事務局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、昨日と同様に行うこととし、本日の質疑

終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ、番号及び業務名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。
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それでは、これより直ちに各予算議案に対する質

疑を行います。

山里将雄委員。

○山里将雄委員 おはようございます。お願いしま

す。

一つだけお伺いしたいと思います。人事委員会の

歳出のほうから、ちょっとだけ確認を。

今、通知しましたが、総務費の説明のほうにあり

ますけれども、この中から歳出のほうで１億8000万

円ほどの中で一番大きいのがこの職員費ということ

になっているんですが、人事委員会の職員は今、何

名いらっしゃいますか。

○宮城和一郎総務課長 人事委員会事務局の職員数

は、正規職員が16名、短時間勤務の再任用職員が

２名、会計年度任用職員が２名の計20名となってお

ります。

職員費は、事務局職員の給与等に要する経費であ

り、正規職員と再任用職員18名分の給与、手当、共

済費及び会計年度任用職員２名分の共済費となって

おります。

○山里将雄委員 人事委員会には、この16名でした

か。この中には専門職、そういった職種もあるんで

しょうか。

○宮城和一郎総務課長 専門職という職はございま

せん。

○山里将雄委員 分かりました。

あと、採用試験で1800万円ほどの計上があるんで

すが、これは人事委員会単独で行っている採用試験

ですか。

○宮城和一郎総務課長 人事委員会が単独で行って

いる試験がほとんどですが、ただ一部、警察官試験

につきましては、試験の大半を警察本部に委任して

いると、そういう仕組みになっております。

○山里将雄委員 すみません、警察官試験というの

がよく分からない。人事委員会のほうでそういった

採用があるんですか。

○宮城和一郎総務課長 沖縄県警察の警察官につい

ては、警察官Ａ、大卒の警察官と警察官Ｂ、高卒の

警察官、この２種類の試験を行っております。

人事委員会の所管の試験なんですが、権限は地方

公務員法上、人事委員会にございますが、試験の２次

試験以降の試験の実施については、警察本部長に委

任して行っております。

○山里将雄委員 また後で詳しく聞かせていただき

たいと思います。

最後に職員給与等実態調査費というのが300万円ほ

ど組まれているんですが、これは調査の内容とか方

法とかはどんな形になっていますか。

○宮平直哉職員課長 職員給与等実態調査費ですが、

県の職員に適用される給料表が適当であるかどうか

を検討するために、人事委員会が年に１回、毎年４月

現在の県職員や民間の給与の実態調査を行いまして、

公務員給与と民間給与の格差を算定して、その結果

を議会、それから知事に勧告するために要する経費

ということになります。

○山里将雄委員 ありがとうございました。

県内のこういった給与等々の適正化のために日々

頑張っておられることに敬意を表したいと思います。

質問は以上です。

○又吉清義委員長 渡久地修委員。

○渡久地修委員 人事委員会に聞きます。

４ページの職員採用試験についてですが、職員採

用試験をやっているのは分かりますが、今ね、公務

員に対するこの人気が落ちているんじゃないかとい

うことで、受験者数が減っているんじゃないかとい

うのがあるのだけど、それぞれでピーク時と一番直

近、どれだけになっているかというのをまず教えて

ください。

○宮城和一郎総務課長 沖縄県人事委員会が行って

いる試験は、大きく上級試験、中級試験、初級試験、

そして先ほど申し上げました警察官採用試験、そう

いう試験種類になっております。

その中で、主な最も受験者数、採用人数が多いの

は上級試験なんですが、上級試験の競争率等につい

て申し上げますと、平成17年度試験の50.4倍をピー

クとして減少しており、令和３年度試験では、競争

率は7.2倍となっております。

受験者数の視点で申し上げますと、平成14年度が

2707名、これが最高でありましたが、令和３年度は

1327名というふうに減少してございます。

○渡久地修委員 ちなみにね、今、上級を言ったけ

れども、中級、初級、そして警察官Ａ、Ｂもお願い

します。

○宮城和一郎総務課長 まず、中級試験になります

が、中級試験の近年のピークは、平成23年の1299名

でありました。それが直近の令和３年度は458名と減

少しております。

続いて、初級試験です。初級試験は、上級、中級

と異なり、年度によって増減がある、ちょっと変則

的な動きを示しますが、令和元年度の752名が最多で

ございまして、令和３年度は349名となっております。

次に、大学卒業の警察官Ａ試験ですが、平成16年
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度1049名がピークでございました。直近の令和３年

度は264名となっております。

続いて、高校卒業者を対象とした警察官Ｂ試験に

ついては、警察官Ａと同じく、平成16年度1258名が

ピークでございました。直近の令和３年度は539名と

なっております。

○渡久地修委員 競争率のピークと直近を教えてく

ださい。

○宮城和一郎総務課長 中級試験で申し上げますと、

競争率のピークは平成17年ですね、55.3倍がピーク

でありました。令和３年度は18.3倍となっておりま

す。

初級試験は、先ほど申し上げました変則的な動き

をしますので、極端に競争率が上がったり下がった

りする傾向がございます。ピークは平成17年、236.5倍

でございました。令和３年度は24.9倍となっており

ます。

警察官Ａ試験は、平成17年がピークで40.9倍、令

和３年度が5.0倍。

警察官Ｂ試験が、平成15年がピークで34倍、令和

３年度が6.1倍という推移になっております。

○渡久地修委員 この競争率が低下、受験者数が減っ

ているという理由は、原因は何でしょうか。

○宮城和一郎総務課長 減少の原因としまして、社

会構造の変化が複合的に影響しているものと考えて

おりますが、ただ、民間企業の求人が拡大傾向に、

コロナ以前ですが、あったことや、やはり少子化の

影響などがあるものと考えております。

○渡久地修委員 ちなみに、教員採用試験は、これ

は皆さんの管轄ではないですか。

○宮城和一郎総務課長 教員につきましては、地方

公務員法ではなくて教育公務員特例法等に基づいて

行いまして、県教育委員会の所管となっております。

○渡久地修委員 最近いろんな報道でも、公務員の

過剰な勤務形態とかね、極端ないい方、ブラック勤

務という表現をするところもあるんですが、そういっ

たもので公務員志向が減っていったということは考

えられますか。

○宮城和一郎総務課長 公務員の志望者の低下傾向

は、沖縄県に限ったことではなくて、国家公務員に

ついても、そして他都道府県についても言える傾向

でありまして、今、委員おっしゃいましたような、

勤務の在り方、ワークライフバランスが適切かどう

かという視点も、この低下に影響していると考えて

おります。

○渡久地修委員 ちなみに、退職者というのは皆さ

んの管轄ですか。

○宮城和一郎総務課長 採用試験については、人事

委員会が所管してございますが、退職者の把握、管

理については、知事や教育委員会等各任命権者の所

管になります。

○渡久地修委員 では、このいわゆる受験する人が

減っているとかね、その辺を改善する公務員のもっ

と魅力を広げるとか、それはもう皆さんの管轄では

ないということになりますか。

○宮城和一郎総務課長 いえ、各任命権者も当然、

志望者を高める努力はしていただきたいのですが、

採用試験を実施する人事委員会についても、その役

割はあると考えておりまして、様々なＰＲ活動等に

力を入れているところであります。

○渡久地修委員 ありがとうございました。

次に監査事務局、３ページの事務局費なんですが、

監査いろいろ財務監査とかやっていますけれども、

この２か年間ね、コロナがわっと感染が拡大してき

たものだから、特にそのコロナ対策の中心になって

いる県、これは、県の組織、学校も含めてね。そこ

での感染対策というのは、とても大事だと思うんで

すが、皆さんの監査する視点で、監査はずっとやっ

ていますよね。その際に、この県の指針どおりにそ

れぞれの組織が感染対策とか、いろんなものをやっ

ていますかというのを監査の職員監査とか委員監査

とかの中で、しっかりその視点でやっているかどう

かというのをお聞かせください。

○渡嘉敷道夫監査委員事務局長 今、委員からお話

ありましたとおり、各組織において、コロナの感染

症対策をしっかり取っていくということは、非常に

大事だと思っております。

そういう意味で監査委員事務局におきましても、

我々自身が感染症対策としまして、各組織に出向い

ていくわけですが、なるべく従来よりその監査の時

間を短くしたりですとか、あるいは、従来は対面を

してヒアリングをしていたのを書類を置いてもらっ

て、そこを確認して必要なときだけ電話で確認する

というような形に変えてきております。

そういったところで、今、委員から御指摘のあっ

たような細かいところまでのですね、コロナ対策ど

うなっているかというところは、今、財務を主にやっ

ておりますので、なかなか難しいところではあるん

ですが、ただ、委員監査におきましては、従来どお

り４人の委員が現地に赴きまして、実地監査を行っ

ております。その際はヒアリングで、例えば学校と

か、あるいは児童養護施設とかの対策の状況につい
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ては確認をしております。

また、県の予算で整備をした、例えば空調設備で

あるとかについては確認させていただいております

し、また、各警察署におきましては、屋外に取調べ

の部屋を設けて、そこで熱のある方については取調

べを行うというようなことも聞いておりまして、そ

の現場を確認させていただいているというようなこ

とを行っております。

○渡久地修委員 財務監査は、皆さん主流ですが、

特に県庁挙げてコロナ対策やっていくわけだから、

その何ていうの、お金の使い方もね、しっかり感染

対策で使われているのかということも含めて、そし

て行動、いわゆる県庁の組織の中でそういった感染

を広げたらいけないわけさ。そのための対策どう取っ

ていますかということは、監査の視点として、もう

財務監査だけですじゃなくて、これだけ感染が拡大

して、県がその中心になっているわけだから、監査

も僕はその視点でね、ぜひやってもらいたいという、

これ要望なんですが、ぜひやってもらいたいんです

が、どうですか。

○渡嘉敷道夫監査委員事務局長 今、コロナ禍でか

なり監査自身がなかなかやりづらい状況ではあるん

ですが、委員がおっしゃったことは非常に大事なこ

とだと思いますので、その辺も留意しながら、今後

も監査業務に当たっていきたいと思います。

○渡久地修委員 頑張ってください。

あと、議会事務局ですが、昨日管財課に聞いたら、

このコロナ感染対策で、県の持っている建物とかの

コロナ対策とかで、どんなふうにやっていますかと

いうことを聞いたら、それぞれの管理者のほうでこ

れをやっていますということだったんですが、議会

事務局として、このコロナが発生してから、もちろ

んいろんな対策、今やっていますよね。今日の委員

会の開会の仕方も工夫してやっているんだけど、い

わゆるハード面での対策、ソフト面での対策、どん

なふうにやってきたかというのを教えてください。

○知念弘光議会事務局長 沖縄県議会庁舎における

新型コロナウイルス感染症対策としては、令和４年

度から予算の使途変更や流用等により、必要な予算

を確保し、行ってまいりました。

令和２年度には、消毒液や顔認証型サーマルカメ

ラなどの物品の購入を行い、37.5度以上の発熱等の

風邪症状がある方への県議会庁舎への立入制限、そ

れから陳情請願者等へのマスク着用徹底の呼びかけ、

ソーシャルディスタンスの確保等の対応を行いまし

た。

また、本会議場及び委員会室の感染対策としまし

ては、議場及び委員会室への必要箇所へのアクリル

パーティションの設置、感染防止のための委員会議

員席を２列にしたことに伴うワイヤレスマイクの設

置を行いました。

また、令和３年１月には各階トイレ洗面台の手動

水栓49台を自動水栓に取り替えるなどの工事を実施

しております。

それから令和３年度には新たな取組として、庁舎

内の換気対策を確保する指標としてＣＯ２センサーを

購入しまして、委員会室、正副議長室、そういった

ところに合計９台設置しております。

これにより、令和２年度から本日まで県議会庁舎、

議会棟内におけるクラスターは発生しておりません。

これからもこのウイルス感染症対策の基本的な事

項について、着実に実施していくことが重要である

と考えております。

○渡久地修委員 この建物もね、これずっと前の建

物なんだけれど、やっぱりコロナが発生して、いろ

んなもう建築の発想も変わってくると思うんだよね、

換気の問題とかね。そういう意味では、これからど

んなふうに本会議場も含めて、このままでいいのか、

どうするかというやつは検討されていますか。

○前田敦参事兼総務課長 議会庁舎の空調設備につ

きましては、議会庁舎の個別施設計画というものを

つくっておりまして、空調関係の更新については、

令和15年度に全体の改修をする計画にしております。

それまでにつきましては、今現在やっている換気

とかですね、ＣＯ２濃度の計測などで換気を十分行っ

ているかどうかというのを確認していくということ

を考えております。

○渡久地修委員 15年といったら大分先のこと。

いろいろ、とにかく感染対策するために、いろん

な知見もね、もうどんどん積み重なってきているか

ら、しっかりとやってください。

以上です。

○又吉清義委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 議会事務局の関係でちょっと。議

会棟の通信環境、いわゆるネット環境が悪いという

ことを、かなり前から指摘はしているんですけれど、

我々の会派だけかなと思うとそうでもないような状

況があります。その辺、どう今回の件で対応できて

いるような状況がありますか。

耳に入っていないんだったら耳に入っていないで

いいよ。

○前田敦参事兼総務課長 各会派から通信環境が悪
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いというお話はいろいろございまして、事務局とし

ては、各会派にあるＷｉ－Ｆｉルーターの確認とか

ＬＡＮ回線のチェックなどをして、一つ一つ、改善

はしている状況ではございます。

ただ、それ以外にもネットワークのグループを分

けたりとか、あと契約回線を増やす、また、そうい

うことも検討はしている状況ではございます。

それから、あと会議室とかでもＷｉ－Ｆｉを使い

たいという御要望がございますので、それについて

は今度の連休でＬＡＮ回線を敷設して、Ｗｉ－Ｆｉ

ルーターも購入して４月以降は使えるような状況に

していきたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 各会派でそれぞれ調整するという

のも当然必要ですけれど、いろいろ調べてみると、

かなりの会派が、個人的な居室もですね、つながり

づらい、日によってつながらないというときもある

んですよ。これはもう会派の問題ではないと思うよ。

この辺、具体的に専門的な立場の中で調査させた

ことはありますか。

○前田敦参事兼総務課長 外注とかそういうことは

まだしておりませんが、私どもの技術者のほうで各

会派を回って、そういう通信状況とか一応確認をし

ている状況ではございます。

○平良昭一委員 これもう今どきこんな議論してい

る場合じゃないような状況なんですよね。その辺、

改善を急ぐように努力していただきたい、それだけ

です。

○又吉清義委員長 以上で、出納事務局、監査委員

事務局、人事委員会事務局及び議会事務局関係予算

議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員の入替え）

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、企画部長から企画部関係予算議案の概要の

説明を求めます。

宮城力企画部長。

○宮城力企画部長 それでは、企画部の令和４年度

歳入歳出予算の概要について、当初予算説明資料企

画部抜粋版に基づき、御説明いたします。

スクロールいただいて資料の１ページをお願いい

たします。

太枠で示しております企画部所管の一般会計歳出

予算額は334億8808万円で、前年度と比較して60億

8895万4000円、15.4％の減となっております。

２ページをお願いいたします。

企画部の歳入予算の概要について御説明いたしま

す。

表の一番下、合計欄でございます。

歳入は、県全体8606億2000万円のうち、企画部所

管の歳入予算額は253億6540万8000円で、前年度当初

予算と比べ69億3292万2000円、21.5％の減となって

おります。

企画部所管の一般会計歳入予算の主なものについ

て、款ごとに御説明いたします。

９の使用料及び手数料は、主に沖縄県県土保全条

例に基づく申請手数料、地籍図等の閲覧、交付手数

料等であります。

10の国庫支出金は、主に沖縄振興特別推進交付金

の国庫補助金、参議院議員選挙費の委託金等であり

ます。

11の財産収入は、主に沖縄県特定駐留軍用地等内

土地貸付料、市町村振興資金貸付基金利子等であり

ます。

13の繰入金は、主に沖縄県特定駐留軍用地等内土

地取得事業基金繰入金等であります。

15の諸収入は、主に地域総合整備資金貸付金元利

収入等であります。

16の県債は、主に沖縄振興特別推進交付金事業等

であります。

以上が、企画部所管一般会計歳入予算の概要とな

ります。

３ページをお願いいたします。

次に、企画部の歳出予算の概要について御説明い

たします。

企画部の予算は全て、２の総務費に計上されてお

ります。

641億3374万8000円のうち、企画部所管の歳出予算

額は、冒頭で申し上げたとおり、334億8808万円となっ

ております。

４ページをお願いいたします。

企画部の一般会計歳出予算の主な内容について、

目ごとに御説明いたします。

（項）総務管理費の中の（目）諸費109億8266万7000円

のうち、企画部所管分は11億2493万8000円で、駐留

軍用地跡地利用促進費及び自衛官募集事務費であり、

前年度に比べ１億215万7000円、10％の増となってお

ります。

（項）企画費の中の（目）企画総務費は27億3389万

7000円で、主に、職員費、電子自治体推進事業費で

あり、前年度に比べ２億6869万1000円、10.9％の増

となっております。
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（目）計画調査費は85億6074万4000円で、これは

主に、交通運輸対策費、通信対策事業費であり、前

年度に比べ20億7169万1000円、19.5％の減となって

おります。

５ページをお願いいたします。

（項）市町村振興費の中の（目）市町村連絡調整

費３億9533万9000円は、職員費及び市町村事務指導

費であり、前年度に比べ1433万6000円、3.8％の増と

なっております。

（目）自治振興費６億8036万9000円は、市町村振

興資金等貸付費及び市町村振興協会交付金であり、

前年度に比べ1855万2000円、2.8％の増となっており

ます。

（目）沖縄振興特別推進交付金181億8080万3000円

は、沖縄振興特別推進交付金のうち、県内市町村が

実施するソフト事業等を対象とした交付金でありま

す。前年度に比べ47億7600万円、20.8％の減となっ

ております。

（項）選挙費の中の（目）選挙管理委員会費4268万

3000円、（目）選挙啓発費661万2000円、（目）参議院

議員選挙費６億6565万2000円、（目）県知事選挙及び

県議会議員補欠選挙費５億6109万8000円は、職員費

及び選挙の管理執行に要する経費であります。

（項）選挙費は、前年度に比べ４億4364万9000円、

53.3％の増となっております。

（項）統計調査費の中の（目）統計調査総務費３億

2510万1000円、（目）人口社会経済統計費２億1084万

4000円は、職員費及び諸統計調査に要する経費であ

ります。

（項）統計調査費は、前年度に比べ8864万8000円、

14.2％の減となっております。

以上で、企画部所管の一般会計歳入歳出予算の概

要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長 企画部長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、委員長の許可を得てから、重複す

ることがないよう簡潔にお願いいたします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに甲第１号議案に対する

質疑を行います。

山里将雄委員。

○山里将雄委員 それでは、よろしくお願いします。

令和４年度の事項別積算内訳書の57ページにあり

ますが、地域住民の生活に関するバス路線の確保、

維持からと。バス路線補助事業について少し確認を

していきたいと思います。

まずこのバス運行対策費補助事業、これ国協調、

それから生活バス路線補助事業、県単と２つの事業

で成り立っているんですが、この予算はですね。こ

の２つの確認の意味で、この２つの違いをどういう

ものか説明お願いします。

○金城康司交通政策課長 まず、この事項別積算内

訳書のバス運行対策費補助事業、国協調補助とそれ

から２番の生活バス路線確保対策補助、県単の違い

なんですが、まず、国協調補助は国庫補助の対象と

なる広域的、幹線的な路線について県も協調して補

助を行うものとなっております。補助対象経費の２分

の１ずつを国と県が補助しております。

それから２番の県単補助につきましては、国庫補

助の対象とならない離島ですとか、あと、過疎地域

を中心とした路線について、県と市町村が協調して

行うものとなっております。

なお、県単補助は、運行区域の違いのほか運行回

数ですとか、１日当たりの輸送量等の要件を緩和し

て、路線の確保維持に配慮しております。

○山里将雄委員 分かりました。

それでは、今、国協調のほうは、これ国の補助も

入るということなんですが、この内訳書の中では特

定財源が入っていないんですが、どういった形での

国の支出になっているんですか。

○金城康司交通政策課長 支出に当たりましては、

国が直接事業者に補助するのに加えまして、県はま

た県独自に一般財源を持って措置しております。

○山里将雄委員 補助金１億6000万円が計上となっ

ていますが、去年との比較、去年は幾らだったんで

すかね、今回は、増減は。

○金城康司交通政策課長 昨年度の予算額が１億

6169万7000円となっております。

○山里将雄委員 大体同じということですね。

では、次に車両減価償却費補助と車両購入補助と

いうのがあって、国協調のほうにこの車両減価償却

費、それから県単のほうに車両購入補助というのが

あるんですが、これはどういう違いなんでしょうか。

○金城康司交通政策課長 まず、国の車両減価償却

補助等といいますのは、国庫補助対象路線の運行に
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要するために、運行事業者が直接取得した車両に係

る減価償却費及び金融費用、これ借入利息なんです

が、その一部を５年間に分割して補助するもので、

国と県が補助対象経費の２分の１ずつを補助してお

ります。

それから県単の購入補助につきましては、事業者

が直接バス等を購入する際の費用に補助する制度と

なっております。

○山里将雄委員 では、国の補助としては、その車

両購入費は入っていないと。この補助はしないとい

うことなんですね。

○金城康司交通政策課長 支出の仕方なんですが、

県は、直接事業者がバスを購入する際に補助するん

ですが、国については、直接車両購入の際に補助す

るのではなくて、後年度以降、生じる減価償却等に

補助する制度となっております。

○山里将雄委員 分かりました。

では、次にこれ県のホームページを少し確認させ

ていただいたんですが、このバス路線補助事業につ

いてはこう書かれていました。平成25年度からおお

むね横ばいとなり、下げ止まり傾向にあるというふ

うに書いてあったんですが、これはどう考えますか。

○金城康司交通政策課長 県内乗合バスの輸送人員

につきましては、まず、平成元年度の6871万人から

平成16年度には2766万人まで減少を続け、その後は

ホームページにありますように、下げ止まり傾向が

続いているものの新型コロナウイルス感染症拡大の

影響によって、大きく減少しているところでござい

ます。

令和２年度の輸送人員につきましては、令和元年

度に比べ約32％減少しておりまして、乗合バス事業

者の経営環境は厳しい状況にあると認識しておりま

す。

このため県としては、引き続き公共交通の確保維

持が図られるよう取り組んでいく必要があると考え

ております。

○山里将雄委員 同じホームページ、これ30年度ま

でしか載っていなかったんですが、26年度から30年

度までの補助額、補助の国協調と県単で見てみたん

ですが、合計では確かに横ばい状態で、要するに変

わってないというような、数字的にはそうなってい

るんですが、これが国協調の場合は、ほぼ同じです。

26年度で約4000万円弱、30年度で4000万円ちょっと

ということですね、本当にほぼ変わっていません。

ところが、県単のほうですね。これは26年度が

1252万3000円で30年度が1426万4000円、やっぱり上

がっているんですね。毎年上がっていっています、

県単の場合はですね。こちらにもあるんですが。と

いう状況なんで、さっき言った広域的、幹線的な路

線ですか、これが国協調ということで、過疎地域が

県単ということになっているんですが、県単のほう

がどんどん増えているということは、やっぱりこれ

は過疎地域、北部、ヤンバルも含めた人口の少ない

地域が、いわゆる赤字化が進んでいると。利用者も

減っているという状況になっているんですね。

北部には４路線それがあるんですが、これは北部

市町村の負担もその分増えていくということになっ

ているんですね。人口がどんどん減っているという

こともあるので、利用も減っていくということはあ

るんですが、やっぱりその生活路線、バス路線の確

保というのは非常に重要なことで、北部では非常に

今そういったものが問題、課題になっているんです

ね。コミュニティーバスとかいろいろ市町村ごとに

計画したり、また実際に自治体がやっているんです

が、やっぱり将来的には、この生活の足がなくなる

ということが非常に心配な状況なんですね。そこは

しっかりと県のほうに対応といいますか、その確保

について取り組んでいかなければならないというふ

うに思っています。

こういった北部地域とか都市部以外の過疎地域と

いうんですかね、田舎というんですかね、そういう

地域の公共交通の維持確保について、県はどのよう

な長期的なビジョンを持っているか教えていただけ

ますか。

○金城康司交通政策課長 委員おっしゃいましたと

おりやっぱり北部地域、それから離島・過疎地域に

おけるバスの路線等については、その多くが既に不

採算であることに加えまして、今後は人口減少や高

齢化が進行すると予測されることから、その確保維

持が大きな課題であると認識しております。

また北部地域におきましては、交通空白地域です

とか、不便地域も多く存在しており、定住条件の整

備を図るためにも公共交通の確保維持は重要である

と認識しております。

県としては引き続き国や地元自治体と連携しなが

ら、赤字路線への運行支援を行うことにより、公共

交通の確保維持を図ってまいりたいと考えておりま

す。

加えまして令和２年11月に地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律が改正されまして、これは改

正内容なんですけれども、日本国内人口減少が進ん

でおり、過疎、離島地域、それから本州であっても
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地方に行けば行くほどやっぱり人口減少、それから

高齢化が進んでいるということで、バス路線の確保

については非常に重要だと。バス路線含む公共交通

の確保は非常に重要だということで、今後は例えば

バスとかタクシーのみならず、例えば地元が導入し

ているコミュニティーバスとか、場合によってはス

クールバス、それから民間事業者による福祉輸送で

すとか、宿泊施設などの送迎サービス含めた地域の

多様な輸送資源を総動員して地域の課題に応えてい

く必要があるだろうということで、県も地元自治体

と連携しながら地域の移動手段の確保維持に取り組

んでまいりたいと考えております。

○山里将雄委員 ぜひそうしていただきたいと思い

ます。

この部局別の概要の中でも皆さんのところに、こ

の交通体系の機能強化というふうなものが取り上げ

られていますので、いろんな公共交通の機能強化に

ついては、これから取り組んでいかれると思うんで

すが、鉄軌道も含めてですね。全体的な公共交通の

確保についてしっかりと今後も取り組んでいってい

ただきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。

○又吉清義委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 今、通知させていただきました積

算内訳書のほうで、よろしくお願いします。

科学技術振興費についてまず伺いますが、これま

での経緯とか、いろいろ予算を見ていたら、今年も

減額されるだろうと私は勝手に思っていたんですが、

１割程度、逆に増えているんですけれども、この要

因について伺います。

○金城克也科学技術振興課長 科学技術振興費の増

の主な理由は、沖縄振興特別推進交付金を活用した

令和４年度新規事業であるヒト介入試験プラットフ

ォーム構築事業、それから高度研究人材等活用促進

事業、大学発ＳＤＧｓ社会課題解決型プロジェクト

創出事業の実施や沖縄科学技術イノベーションシス

テム構築事業等４事業の後継事業である沖縄イノ

ベーション・エコシステム共同研究推進事業の拡充

による増となっております。

○当山勝利委員 これについては、深く質疑はしま

せんが、新規事業もあって予算が増えたということ

ですので、そう理解しますが、一つ一つちょっと幾

つか聞いていきますが、大学院大学発展事業につい

てまず伺います。

この事業の内容について御説明ください。

○金城克也科学技術振興課長 大学院大学発展促進

事業は、沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ）を核

としたイノベーション・エコシステムの構築を促進

するため、ＯＩＳＴとの連携事業として、ＳＤＧｓ

社会課題解決型起業促進事業とＯＩＳＴ発展促進事

業を実施しております。

ＯＩＳＴの強みである国際的なネットワーク等を

活用し、沖縄県において、研究開発型の起業活動を

支援することで、起業家の集積を図り、新産業の創

出につなげるＳＤＧｓ社会課題解決型起業促進事業

と、それからＯＩＳＴの発展促進を目的として活動

する沖縄科学技術大学院大学発展促進県民会議及び

ＯＩＳＴと協働し、科学技術人材の育成やＯＩＳＴ

の研究活動の理解促進につながる取組を実施するＯ

ＩＳＴ発展促進事業がございます。

○当山勝利委員 ありがとうございます。

起業、要するに起こすほうですよね。起こすほう

の起業の促進ということなんですが、その手助けを

したいということの事業だと思います。

ＯＩＳＴ、前期ですかね、総務企画委員会で視察

させていただいたときに、外国の方々が沖縄県内で

起業したいというときに、どうしても高い壁とか厚

い壁があって、なかなかできなくて、国外、結局どっ

か別のところで起業してしまったという例が多々

あったということで聞いておりますが、この事業で

そこら辺は解決できるんでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 ＯＩＳＴが実施する

ＳＤＧｓをテーマとした起業人材育成事業プログラ

ムになっておりまして、専門家のアドバイスも受け

ることになっておりますので、ＯＩＳＴには会計士

もおりますので、会計士が分担する分については適

切なアドバイスができるというふうに考えておりま

す。

○当山勝利委員 いわゆる、士業の方々の援助も受

けながらというのは分かるんですが、制度自体がな

かなか厳しいところがあると聞いているんですね。

そこら辺は現状としてどうなんでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 制度については要望

しておりましたが、残念ながら認めていただけませ

んでしたので、非常に厳しい状況にはあると思いま

す。

○当山勝利委員 これは沖縄に限らず、日本全体に

おける問題、課題だと思いますので、そこら辺はぜ

ひ、部長、いろんなところと連携しながら、そこで

困っている自治体もあると思うんですよ。そこは連

携したほうがいいんじゃないでしょうか。

○宮城力企画部長 委員がおっしゃるように、様々



－327－

な面で外国人の起業家に当たって、単純な話でいう

と口座がつくれないとか、いろんな課題があると聞

いております。

ＯＩＳＴ、先ほど申し上げたように、会計士はい

らっしゃるということで、そのほかの専門分野のア

ドバイスができるような仕組みができないか、今、

検討しているところで、ＯＩＳＴももちろんそうで

すし、連携して取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○当山勝利委員 ぜひそういう壁を取り払ってもら

えるようなことも要請していただきたいと思います。

次、移ります。沖縄イノベーション・エコシステ

ム共同研究推進事業というのも最初ありましたが、

まず、この事業内容について伺います。

○金城克也科学技術振興課長 ＯＩＳＴや琉球大学

などを核とした共同研究等や産学連携による研究成

果の実用化を支援することにより、絶え間なくイノ

ベーションが創出されるイノベーション・エコシス

テムの構築を推進し、県内における科学技術の社会

実装や産業振興を促進することを目的として、３つ

の取組を実施します。

１つ目の大学と行う画期的な共同研究等について

は、優れた知見をもたらし、研究成果が様々な研究

機関の参画等を誘発し得る研究など、今後特に影響

力を持つ可能性がある大学等を中心とした基礎研究

を支援します。

それから産学連携共同研究等については、専門コー

ディネーターによる大学との研究シーズと企業ニー

ズのマッチングや大学等と企業による出口志向型の

共同研究を支援します。また、その成果を基に県内

で事業化を進める企業に対して、研究費を補助しま

す。

３つ目の一層の支援が求められている分野の共同

研究等については、産業化に向け支援が求められて

いる先端医療分野や感染症分野における課題解決に

向けた研究等を支援します。

これらの取組により、科学技術の社会実装や産業

振興を促進してまいりたいと考えております。

○当山勝利委員 ありがとうございます。

これまで21世紀ビジョンとかの産業振興に向けて、

いろんな分野を限られていて促進されていたような

ところがあると思うんですが、先ほど感染症とか先

端医療というのはあったんですが、それ以外の分野

は限らずに、これはやられるということでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 先ほど委員がおっ

しゃっていた感染症とか、それから先端医療分野に

ついては、先ほど私が御説明しました一層の支援が

求められている分野の共同研究等に入っております

し、それから、それ以外の分野、今までは健康医療

とかの分野に特化をしておりましたが、例えば産学

連携共同研究というのがありまして、これは前身が

イノベ事業というものなんですけれども、当然、少

し間口を広げて、ほかの分野も入ってこられるよう

にはしたいと考えております。

○当山勝利委員 いろんな分野の門戸を広げるとい

うような方針転換になった、そこら辺の理由はあり

ますか。

○金城克也科学技術振興課長 産業クラスター、我

々は今まで健康医療とか、エネルギーとかについて

の知的・産業クラスターの形成を目指しておりまし

たが、今後は新たにそれを―今まで集積だったんで

すが、これからはイノベーション・エコシステムを

活用していこうということで、今までは健康医療等

に特化をしておりましたが、イノベーション・エコ

システムでいろんな企業を呼びたいということで、

間口を広げさせていただいております。

○当山勝利委員 分かりました。これはまた経過を

見たいと思います。

次に、ヒト介入試験プラットフォーム構築事業に

ついて事業内容をお伺いします。

○金城克也科学技術振興課長 当該事業は、健康食

品などの商品を実際に人に摂取してもらいながら、

素材の機能性を検証する、いわゆるヒト介入試験を

県内の事業者が恒常的に利用できるよう、県内大学

等を中心としたヒト介入試験プラットフォームを構

築し、その自走化を図ることを目的としております。

背景として、県内ではヒト介入試験を行う機関が

なく、試験は実質的に県外への外注となるため、費

用負担や試験の準備等に労力を要し、商品開発の大

きなリスクとなっております。

一方で、県内には、亜熱帯独特の食資源が豊富に

あり、県内大学等には、これらを研究する研究者や

試験を行うポテンシャルと実績があるため、企業側

の商品開発の負担を減らしながら、県内大学等の成

果につなげられるよう、双方が継続的に連携できる

仕組みが必要であると認識しております。

○当山勝利委員 ありがとうございます。

機能性表示食品の届出とか、それから特定保健用

食品の認可を受けるのには、しっかりしたエビデン

スが必要であるというのは分かるんですよね。例え

ば、それ１食品当たりどのぐらいの費用がかかると

いうのは分かりますか。
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○金城克也科学技術振興課長 試験の内容にもより

ますが、県外企業へヒト介入試験を依頼した場合、

1400万円程度かかると、実際に試験を利用した事業

者からは聞いております。

○当山勝利委員 多分、それすごいお安いほうだと

思うんですね。特定機能保健用食品の場合、億単位

でかかるというようなことも伺ってはいるんですね。

大企業がやられているやつ。

これはちょっと古い話なので、また現状は違うか

もしれませんが、それぐらいお金がかかるのですと

いうふうに私も聞いていまして、沖縄県内には、機

能的な食品がいろいろあるというのを分かっており

ますし、そういうものをですね、エビデンスをちゃ

んと取れるような状況をつくっていくというのは、

非常に必要だと思っているんですね。

ぜひ、こういう食品の機能のエビデンスが取れる

ような、こういうプラットフォームを実現していっ

ていただきたいと思いますが、これ３年で可能です

か。

○金城克也科学技術振興課長 沖縄高専を含めた県

内大学等では、単発的ですが、実際にヒト介入試験

を実施した事例があります。例えば琉球大学で行わ

れた沖縄モズクによる腸内細菌の検証や名桜大学、

沖縄高専で行われたβ－グルカンと呼ばれる物質に

よる腸内細菌や血糖値に関する検証において、ヒト

介入試験が行われております。

プラットフォームを構築するには、さらなるヒト

介入試験の実証や自走化に向けた体制の構築等が必

要ですが、各大学等には一定の経験値がありますの

で、期間内の構築達成に向け、事業実施に取り組ん

でいきたいと考えております。

○当山勝利委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

次に、高度研究人材等活用促進事業の内容につい

て伺います。

○金城克也科学技術振興課長 高度研究人材等活用

促進事業は、県内企業における修士課程以上の科学

技術系人材を活用した研究開発ニーズと企業が必要

とする研究分野、技能等持つ人材とのマッチングを

行い、企業に対し、その人材にかかる人件費を含む

研究開発費の補助を実施する内容となっております。

本事業では、県内に事業所を置く県外企業も対象と

する予定です。

また、高専生や学部１年生以上を対象とし、県内

企業での就労に対する興味関心を高める取組も併せ

て実施する予定です。

○当山勝利委員 確認ですが、高度研究人材という

のは、どのような方々を指しますでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 博士課程とか、それ

から修士課程、それからポストドクターといわれる

方々です。ポストドクターは主に博士号を取得後に

大学の研究職に就いている非常勤研究員の方々でご

ざいます。

○当山勝利委員 博士、ポスドク、修士の方々の人

材と県内企業とのマッチングをされる事業というの

は分かるんですが、この方向性は、私は合っている

と思いますよ。県内の企業の技術の高度化という意

味では、そういう高度な能力というか、ものを持っ

ていらっしゃる方を必要とするのは分かるんですが、

どれだけの県内にそれのニーズがあるのかというの

は把握されていますか。

○金城克也科学技術振興課長 企業ニーズについて

ですけれども、県内のインキュベート施設に入居し

ている人とか、それから県内に事業所を置くバイオ

関連企業65社に対してアンケートを実施しました。

アンケートを実施したところ、アンケートの回答が

あったのが23社です。その中でも10社が人材獲得に

関して苦慮しているという回答がありましたので、

そこそこニーズはあると考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

そういうニーズがあるということなんですが、確

かに、企画部さんとはちょっと違いますけれども、

商工労働部さんで企業立地されています。その企業

立地されている企業の話を伺うと、やはり人材、本

土のほうでなかなか人材が取れないと。大手企業に

行ってしまうので、そういう人材が少ないんだと。

沖縄に来ると、そういう人材を、例えば高専とか、

工業高校とか、琉大さんもそうですが、そういう人

材が比較的獲得しやすいというので来ましたという

企業も多いんですね。

ですので、この制度もぜひそこの立地という意味

においても、こういうプログラムがありますよとい

うのは、企業立地推進課さん、商工労働部さんと連

携されたらどうかと思いますが、どうでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 おっしゃるとおり、

商工労働部とも意見交換をしながらこの事業を進め

ていきたいと思っております。

○当山勝利委員 よろしくお願いします。

あともう一つ、大学発ＳＤＧｓ社会課題解決型プ

ロジェクト創出事業について事業内容を伺います。

○金城克也科学技術振興課長 大学発ＳＤＧｓ社会

課題解決型プロジェクト創出事業は、県内大学等の
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研究成果や人文社会科学と自然科学が融合した総合

知を活用し、沖縄の社会課題の解決策を創出するた

め、大学発社会課題解決型プロジェクト創出の取組

を支援する事業となっております。

具体的には、健康、教育、社会インフラ、脱炭素

などに関する沖縄の社会課題に対して、特定の地域

と受益者を設定し、研究者と共同実施者が実証実験

などを通して、解決策を創出する取組となっており、

当該取組に対して、専門アドバイザーを配置し、社

会実装の取組を伴走支援する内容となっております。

○当山勝利委員 私もこのいわゆる総合知と言われ

る分野について調べさせていただいたんですが、結

構最近の考え方ですよね。

ほかの自治体で、これをやられているとか、先例

とかもありますでしょうか。

○金城克也科学技術振興課長 県内で先行して行わ

れている取組として、地域や行政などの多様な関係

者と研究者が一体となって、飲料水や農業用水とし

て、水資源を健全かつ持続的に活用していくための

課題解決に取り組んでいる事例がございます。

具体的には、地域の水資源の利用について、水資

源利用状況や汚染状況を科学的に可視化し、多様な

関係者と研究者の対話型による解決策を図る組織づ

くりの取組を行っていると聞いております。

○当山勝利委員 これ、他県の例とかありますか。

他都道府県。

○金城克也科学技術振興課長 今のは、沖縄県の例

なんですが、すみません、ちょっと他県の例につい

ては、今、資料を持っておりませんので、答えるこ

とができません。すみません。

○当山勝利委員 新しい分野で新しい試みだという

ことだと思っておりますので、ぜひいろんなことに

チャレンジされることはいいことだと思いますし、

いわゆる文系の方々と理系の方々が一緒になってや

られる問題解決型の事業だというふうに思っており

ますので、ぜひそこら辺はしっかり取り組んでいた

だきたいと思いますが、この10年間でどういうのを

解決していきたいというのは、何かありますか。

○金城克也科学技術振興課長 先ほども申し上げま

したが、具体的には健康とか教育、社会インフラ、

脱炭素などを中心にした沖縄の課題について解決で

きるような取組をしていきたいと考えております。

○当山勝利委員 頑張ってください。

通知させていただきましたＳＤＧｓ推進事業につ

いて、その内容をまず伺います。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 ＳＤＧｓ

推進事業費でございますが、令和４年度は、県民、

企業、団体、市町村などの多様なステークホルダー

の交流、連携の促進を図るＳＤＧｓプラットフォー

ムを創設することとしております。

このＳＤＧｓプラットフォームでは、専門のコー

ディネーターを配置することで、企業、団体等のマッ

チングの促進を図り、新たなビジネスの創出による

地域課題の解決に資する取組を推進していきたいと

考えております。

○当山勝利委員 プラットフォーム創設はあるんで

すが、これまで企業、団体のマッチングというのは、

やられてきたと思うんですよね。今回、新たにこれ

を創設されてやられるということなんですが、今ま

でとの違いというのは何でしょうか。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 これまで、

令和元年度にＳＤＧｓに取り組む県内企業、団体等

を沖縄ＳＤＧｓパートナーとして登録する制度を創

設してまいりまして、現在407団体が登録されており

ます。これまでは、これらの団体間の情報共有や交

流イベントの開催を行ってまいりました。

令和４年度は、これらの登録制度は維持しつつ、

ＳＤＧｓの関心の高い県民の皆様をはじめ、県外の

企業や地方自治体などを幅広く会員として登録でき

る仕組みを構築し、多様な取組、連携の創出を促進

していきたいと考えております。

そのためには、やはりコーディネート機能という

ことが、強化が必須であると考えておりまして、こ

の専門的な知見を有するコーディネーターを事務局

に置き、様々な相談等に対応していく方向を考えて

おります。

○当山勝利委員 分かりました。

そのＳＤＧｓの推進というのは重要なので、その

コーディネートの方、コーディネート事業をしっか

りやっていくんだということを理解しましたが、認

証制度とか、それからまた、インセンティブを設け

るというような話も聞かせていただきましたけれど

も、その件について、ちょっとどういうふうにされ

るのか具体的に伺います。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 令和４年

度は、この沖縄ＳＤＧｓパートナー登録制度も維持

しつつ、さらにステップアップする取組を加速して

いただいている県内企業に対して評価基準等を基に

審査し、認証する制度を新たにつくっていきたいと

考えております。

国のほうでも地方創生ＳＤＧｓ金融の方向性があ

りますので、それらを踏まえながら、県内の支援機
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関や金融機関などと意見交換をしながら、これらの

制度に関するインセンティブについても検討をして

いきたいと考えております。

○当山勝利委員 そうですね、何らかのインセンテ

ィブがあると、さらに活動が活発化するかとも思い

ますので、そこら辺は、慎重かつしっかりと検討し

ていただけたらと思います。

国の制度として、３年度事業というのは聞いてい

るんですが、市町村との連携ですね、そういうのは

ありますでしょうか。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 ありがと

うございます。

県内では、恩納村、石垣市がＳＤＧｓ未来都市に

選定されておりますけれども、多くの市町村におい

てもこのＳＤＧｓに関する取組が展開されていると

認識をしております。

県としては、市町村と連携をしながら、ＳＤＧｓ

を推進していくことが重要であると考えまして、令

和３年度の５月頃に、41市町村が参画する連絡会議

を設置いたしました。その中で、県の取組や国の動

向、市町村の先行事例の発表を行いながら、複数回

会議を開催して、お互いに情報共有をしながら進め

ているところです。

○当山勝利委員 そうですね、41市町村がしっかり

連携しながら県も一緒になってやっていかないと、

沖縄県全体のＳＤＧｓ推進にならないと思います。

ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、県外との

連携というのもあるのでしょうか。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 沖縄県の

取組を県外に対して情報発信することも、また、県

外の自治体や企業などとの連携も重要であると考え

ております。

県外の自治体ですと、長野県や埼玉県、横浜市、

対馬市などとも意見交換を行っておりまして、神奈

川県、滋賀県、徳島県とともに、今回ジャパンＳＤ

Ｇｓアクション推進協議会協働事務局に参画をいた

しております。

この全国規模のＳＤＧｓのイベント、協議会のホー

ムページなどを通して、沖縄県内の取組事例の発信

を促進していきたいと考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

今、通知させていただきました自治体デジタルト

ランスフォーメーション推進事業について伺います。

デジタル技術を活用した行政サービス向上の推進

に要するということなんですが、まず、いろいろあ

りますが、大枠でいいので、どのような事業になる

のか伺います。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 自治体ＤＸ推進

事業費なんですが、令和４年度予算で設定した事項

でありまして、ＤＸ関連施策の推進、市町村におけ

る行政手続オンライン化、基幹システム標準化等の

円滑な推進を図るための8200万円余りの事業でござ

います。

この事業の中ですけれども、外部アドバイザーチー

ムによって、ＤＸ関連施策に取り組む庁内の各部局

等にこの助言提案、情報提供等を行うＤＸ技術アド

バイザリーコンサルテーション事業として、2868万

円を計上しております。

また、自治体職員の育成研修や市町村における外

部デジタル人材の確保に関する支援ですね、これを

行うＤＸ人材確保育成市町村支援事業として2981万

2000円を計上しております。

特徴的な事業はこの２つでございますが、庁内向

け、そして市町村の取組を支援していくということ

でございます。

○当山勝利委員 庁内向けというのはよく分かるん

ですが、この市町村向けというのは、具体的にどう

いうことをされるのでしょうか。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 市町村向けとご

ざいますが、実際には自治体の職員さんですね、県、

市町村も含めてですが、人材育成、育成の部分です

けれども、ＤＸの研修だったりをしていって理解を

深めていただくようなものが一つ。そして、特に市

町村ですが、手続オンライン化に関して努力義務が

課されていたり、それから基幹業務システムの標準

化、共通化ということで法定の事務が定められてい

たりしますので、こういったところ、特に小規模な

自治体ですね、専門人材の確保が困難なところがご

ざいますので、外部デジタル人材を県のほうで確保

いたしまして、巡回させることでこれらの円滑な推

進を支援していくと、そういうような事業でござい

ます。

○当山勝利委員 では、財政的にちょっと規模が小

さくて厳しいような町村、特に小規模離島とか、離

島ですよね、自治体なんかが主な対象になるという

ようなことでいいんでしょうか。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 そうですね、実

際にプロジェクトマネジメントの支援だとか、こう

いった計画があるんだけれども、どういうふうに進

めていったらいいのというところをアドバイスがほ

しいようなところというのを手を挙げていただいて、
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選定していくような流れを想定しております。

○当山勝利委員 分かりました。

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

デジタルトランスフォーメーションつながりでで

すね、離島・過疎地域づくりＤＸ促進事業というの

があります。

これの事業について、まず伺います。

○山里永悟地域・離島課長 よろしくお願いします。

離島・過疎地域づくりＤＸ促進事業でありますが、

離島・過疎地域において、デジタル技術の活用によ

りまして、離島・過疎地域の個性を生かしながら、

地域課題の解決と持続可能な地域づくりを目指すも

のでありまして、条件不利性を軽減できるＩＣＴ技

術の広範な利用によって、例えば子供の学習機会の

確保であるとか、高齢者等の見守り支援を行う内容

となっております。

○当山勝利委員 もうちょっと細かく聞きますが、

子供の学習機会の確保というのは具体的にどうされ

るのでしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 少子化が進む県内の過

疎地域においては、例えば全校生徒が６名とか、10名

といった学校もあります。そういった地域において

は、学習塾というのも遠隔地にあったりして通うの

が大変という、そういった学力向上の機会の不利性

をＩＣＴの活用によって解消していきたいというも

のでありまして、具体的には小学生高学年であると

か、中学生に対して質の高い教育サービスを提供す

るオンライン学習塾を実施することを予定しており

ます。

○当山勝利委員 分かりました。

あともう一つ、高齢者等の見守りというのもおっ

しゃられたと思います。それについて、もう少し具

体的に説明ください。

○山里永悟地域・離島課長 人口減少や高齢化が進

む県内の過疎地域ですが、ひとり暮らしの高齢者等

もいらっしゃいます。

こういった高齢者が住み慣れた地域で引き続き暮

らせるように、プライバシーに配慮した、ＡＩを活

用した見守りセンサーを希望するお宅に設置をさせ

ていただきまして、お子さんが離れて暮らすような

御家族であるとか、地域の中で人材不足で、こういっ

た方々を支える、そういった地域の方々の見守りの

負担を軽減するようなものを考えておりまして、自

治体や地域住民、団体、様々な主体の連携によって、

安心・安全な地域コミュニティーの形成を支援する

事業となっております。

○当山勝利委員 この高齢者の見守りなんですが、

これは手挙げ方式でやられるんでしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 あくまで希望者ベース

で考えております。

○当山勝利委員 今、想定されている地域というの

はありますか。

○山里永悟地域・離島課長 まず、本島北部の過疎

地域で実施をしたいというふうに考えております。

○当山勝利委員 分かりました。

あと、離島ですね。例えば小規模離島もあると思

うんですが、そこら辺はどうなんでしょう。対象と

されていないのでしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 小規模離島も対象であ

ります。

実は、前身事業のようなものがございまして、平

成26年から平成28年ですが、離島の学力向上支援実

証事業というもので、同じオンライン学習塾のよう

な事業をやっておりまして、そこで複数離島を展開

して、現在、今、２つの離島ですが、市町村が効果

があるということで続けてくれてといったこともあ

りまして、今回ちょっと本島北部の例えばヤンバル

３村であるとか、そういった過疎地域から始めてい

きたいと考えております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、当山委員より質問しているのは

高齢者についてであると指摘があった。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

山里永悟地域・離島課長。

○山里永悟地域・離島課長 説明不足で申し訳ござ

いません。

高齢者の見守り支援ですが、ＡＩを活用したＷｉ

－Ｆｉの微弱な電波で安全に、プライバシーに配慮

した見守り、結構安価でできるようになってきたと

いうのがかなり最新の技術でありまして、まだちょっ

と離島ではできていなかったんですが、今回、予算

の中で学習塾と見守りをセットで事業の予算立てを

している関係で、まず本島北部からやっていきたい

というふうに考えているところでございます。

○当山勝利委員 ちょっと気になっていたのが、小

規模離島のネットの環境ですね。線は全部つながっ

ている、太い線はつながっているんですが、実際に

は陸に上がったところでちゃんとつながるかどうか

が一番の問題かなと思っていまして、そこら辺は今

のところどういう状況か分かりますか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 離島のブロードバ

ンド環境の状況でございますが、令和２年度末で基
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盤整備率としては97.2％というところまで上がって

おります。本年度、大東地区において今、整備を進

めているという状況にございます。

この光ファイバー網の前提としては、海底光ケー

ブル等の中継伝送路の整備が必要になるんですが、

それがされていない離島としては、津堅島、久高島

等がございます。

ただし、これら離島におきましても、携帯電話用

の通信回線を活用した超高速ブロードバンドサービ

スのほうは提供されております。インターネットの

利用は可能となっております。

○当山勝利委員 では、今のお話ですと、小規模離

島であっても、インターネット等の利用は十分可能

であると、基地局はちゃんとありますよということ

の理解でよろしいんですね。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 委員おっしゃると

おりです。

○当山勝利委員 分かりました。

それでですね、この事業の中でデータの蓄積、提

供、連携というものがあります、ちょっとこの辺に

ついての説明もお願いします。

○山里永悟地域・離島課長 データプラットフォー

ムというのは、まだ始まったばかりで全国的にもな

じみがないかと思いますが、データプラットフォー

ムについては、官民の様々なオープンデータを蓄積

するとともに、データ分析や加工ができる機能を備

えたデータ活用基盤となっておりまして、現在、商

工労働部において基盤構築に向けた取組が進められ

ているところです。

具体的には、集めるデータとしては、行政機関や

調査機関等が公表している統計データ、気象データ、

人流のデータ、人の流れですね、観光関連データ、

販売データなどが予定されておりまして、様々なデー

タの収集と分析が容易に行えることで、沖縄のデジ

タルトランスフォーメーションが推進されることが

期待されています。

当事業、離島・過疎地域づくりＤＸ促進事業で蓄

積するデータですが、まだ今は想定段階ですが、オ

ンライン学習塾では、全国学力テストにおける受講

開始時と期末の成績の全体で比較したデータである

とか、見守りサービスであれば、満足度調査の結果

だとか、プライバシーに配慮した活動、睡眠記録等

のデータを蓄積しまして、児童の学習環境に応じた

効果的なカリキュラムの改善であるとか、健康デー

タ等、気象の急激な変化があった場合にどういった

ことが起こるのかといったことをＡＩで予測をいた

しまして、この予測を予防と早期対応につなげるな

ど、活用改善であるとか、これはまた、ほかの小規

模離島の地域であるとか、ほかの地域に効果的に横

展開することを目指しております。

○当山勝利委員 分かりました。

これも新しい事業かと思いますので、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。

最後に、シームレスな陸上交通体系構築事業とい

うのがありますが、これについて御説明ください。

○金城康司交通政策課長 当該事業は公共交通の利

用促進はもとより、自動運転技術を活用した新たな

モビリティーや電気自動車、カーシェアリングなど、

多様なモビリティーを活用したシームレスな乗り継

ぎサービスの構築を促進する事業であります。

また、交通手段による移動を一つのサービスで完

結させるＭａａＳの概念を踏まえ、県民及び観光客

などの安心、快適、円滑な乗り継ぎ等を支えるシス

テムや割引等を検討してまいります。

なお、令和４年度は、引き続きノンステップバス

導入やバス停における到着案内など、物理的、心理

的な負担軽減に向けた取組に加え、基幹バスと支線

バスの乗り継ぎ割引など、料金的にもシームレスな

環境構築を検討してまいります。

○当山勝利委員 今、基幹バスのシステム構築とい

うのが出てきましたが、これはどことどこを結ぶ基

幹バスでしょうか。

○金城康司交通政策課長 那覇－コザ間です。

○当山勝利委員 １路線だけですか。

○金城康司交通政策課長 現在取り組んでおります

のは、国道58号、那覇からコザまでの区間なんです

が、将来的には329、330の２方向も予定しておりま

す。

○当山勝利委員 ３路線基幹路線化ということで、

それは時間の短縮であったり、なるべく遅延がない

ようにするためにやられるというふうなことだとい

うふうに理解しますが、どうしても人口の多い南部

のほうが中心になっているわけですよね。

そこら辺のほうが交通体系的には利便性が高まる

ということは、相対的には、それより北側の人口の

少ないところは―相対的にですよ、利便性が低くな

るということが起こるわけですよね。そこら辺は、

そうならないような工夫というのは何かありますで

しょうか。

○金城康司交通政策課長 将来的には、長期的には

那覇から名護までの鉄軌道の導入に合わせて、今も

取組を進めておりますが、そういった取組にも含め
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て、例えば県においては北部、中部、南部の各地域

で、各市町村を交えて、今後のシームレスな交通体

系の構築に向けて意見交換を行っております。

そこで出てきた課題を今後市町村を交えながら、

どういった方向でいくのが望ましいのか等について

検討していきたいと考えております。

○当山勝利委員 今はどうしても人口の多いところ

からやられるというのは分かるんですが、ぜひ意見

交換も進めていただきながら、シームレスな陸上交

通というのであれば、ぜひ全県的に利便性が高まる

ような方向でやっていただきたいと思いますが、部

長これはどうでしょうか、方向性として。

○宮城力企画部長 新たな振興計画においては、シー

ムレスな交通体系をということを掲げております。

基幹バスだけではなくて、新しいモビリティーも活

用しつつ、また長期的な鉄軌道整備も、導入も視野

に入れながら展開を図っていきたいと考えていると

ころでございます。

○当山勝利委員 分かりました。

あと、最後にですね、基幹バスとそこから別の乗

換えをする場合の利便性を高めるために、低減化で

すかね。運賃の低減ということをおっしゃられまし

たが、これは具体的にどういうことを想定されます

か。

○金城康司交通政策課長 まず、例えば基幹バスが

那覇からコザまで走るというふうに、今もう基幹急

行バスが走っていますが、今後はやはりコザを乗り

継ぎ拠点として各地域を結ぶというシームレスな交

通体系を図るんですが、そこでやはり課題となって

くるのが、乗り継ぎ抵抗というのがあります。

それは、移動利便性という、乗り継ぎ利便性とい

う観点から、例えばバス停の上屋の整備とか利用し

やすい環境づくりもあるんですが、やはり料金的に、

やっぱり乗り継ぎが生じると高くなると非常に乗り

継ぎの利便性が図れなくなるということで、可能な

限り乗り継ぎ割引を導入したいと考えておりまして、

バス事業者とも意見交換を始めているところでござ

います。

○当山勝利委員 乗り継ぐのか乗り継がないのかと

いう判断がとても難しいところではあるんですが、

ぜひそこら辺はうまく解決していただいてですね。

本当に、乗り継ぎがあって、結局、300円乗り継いで、

次に行って300円といったら、高かったり、もっとお

金がかかったり、結局初乗りと一緒、行くよりもす

ごいお金がかかるということもありますので、ぜひ

そこら辺は解決していただきながらやっていただき

たいと思います。

終わります。ありがとうございました。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時21分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お願いします。

最初に、市町村課に伺います。

会計年度任用職員について、市町村は市町村課所

管ということですので、11市について人数と割合を

伺います。

○森田賢市町村課長 まず、県内11市における全市

職員に占める臨時会計年度任用職員の割合につきま

しては、平均で44.4％となっております。

11市のそれぞれの内訳でございますが、那覇市が

1614名で、その全体に占める割合が40.3％、宜野湾

市が539名で42.5％、石垣市が472名で46.0％、浦添

市が595名で42.4％、名護市が539名で46.8％、糸満

市が406名で47.2％、沖縄市が1037名で50.5％、豊見

城市が268名で37.1％、うるま市が990名で52.9％、

宮古島市が565名で44.7％、南城市が120名で26.2％

となってございます。

○西銘純恵委員 南城市26.2、そして高いところが、

うるま市52.9、平均44.4ということですが、何でそ

んなに開きがあるんでしょうか。

○森田賢市町村課長 会計年度任用職員の考え方に

ついては、各市町村が常勤、非常勤の担うべき役割

等も考慮して、各市町村がそれぞれの地域の実情に

応じて配置先、業務内容等を総合的に判断して運用

しているものと考えてございます。

○西銘純恵委員 沖縄県が25％弱ということで、そ

れでも全国平均より高いわけですよね。４割超えて、

５割を超えるというところは、結局は住民サービス

のところでどうなのかというところが問われると思

うんですが、そこは、ぜひこれから市町村と意見交

換をして、正規を高める方向でやってほしいと思い

ます。

時給についてはどうなっていますか。

○森田賢市町村課長 我々どもが認識しております、

令和２年度に総務省が行った調査におけます令和

２年４月１日現在の会計年度任用職員のうち、事務

補助職員についてお答えいたします。その職員にお

ける時給の平均については、事務補助職員のいない

名護市を除く10市におきましては、約平均932円と
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なってございます。

○西銘純恵委員 それぞれ時給、お願いできますか。

○森田賢市町村課長 那覇市が964円、宜野湾市が

957円、石垣市が898円、浦添市が943円、糸満市が

898円、沖縄市が897円、豊見城市が935円、うるま市

が991円、宮古島市が935円、南城市が898円というと

ころで、一番大きいところのうるま市が991円、一番

低いところが沖縄市の897円となってございます。

○西銘純恵委員 この時給にも結構差があって、やっ

ぱり1000円以上にやっていくということがすぐ求め

られているのかなと思いますので、これもぜひ、

11市、ほかの町村も含めて意見交換をしながら時給

を引き上げていくということも含めてやっていただ

きたいと思います。

もう一つ、軽自動車税についてお尋ねします。米

軍の軽自動車税の軽減。自動車税は305億円、復帰か

ら50年そうなっているという答弁、昨日受けたんで

すが、市町村の徴収する軽自動車税、どのような軽

減になっていますか。

○森田賢市町村課長 軽自動車税は市町村税でござ

いまして、手元にある資料ということで言いますと、

平成22年度から令和２年度までの11年間の軽減額で

申し上げますと、合計で9200万円となってございま

す。

○西銘純恵委員 これ、復帰からということにすれ

ば、もっとなっているだろうと思いますので、やっ

ぱり税の不公平についても正していただきたいと、

その立場で頑張ってほしいと思います。

それでは次に移ります。離島支援を県政の振興計

画の柱に据えていて、離島住民の声に応えられるよ

うに頑張っていると思いますが、次期振興計画にお

ける方向性、取組について、部長にお伺いしたいと

思います。

○宮城力企画部長 新たな振興計画にあっては、産

業のＤＸ、稼ぐ力についてもＤＸを推進することに

しておりますし、遠隔教育であったり、遠隔医療、

これについてもデジタル化の進展、推進が必要になっ

てくるものと考えていて、離島振興にあってもＤＸ

が鍵を握ると考えているところです。

そのためにも、まず情報通信基盤の整備が必要と

いうことで、５Ｇ対応のための県の海底光ケーブル

の先の通信局、ここの設備の整備をし、拡充を図る

ことにしておりますし、今年度、本島－北大東間の

海底光ケーブルの敷設が終了しますが、その強靱化

を図るということで、南北大東間の海底光ケーブル

の敷設に向けた設計費を令和４年度に計上している

ところです。

これらの基盤整備を図った上で、ＤＸの自治体の

人材を育成するという予算も計上しておりますし、

特に小規模町村にあっては、人材の確保が難しいと

いうことで、高度外部人材の派遣、これも予算計上

しているところです。

これらの取組に加えまして、離島デジタル広報・

販売スキル向上、いわゆる離島フェアとかでも、ハ

イブリッド開催ではなくオンライン開催等も行って

きたところですが、このデジタルを活用した販売ス

キルのノウハウ等が少し課題であろうというところ

もあって予算化したところですし、テレワーカーの

育成をこれまで進めてきて、アノテーションであっ

たり、単純な入力作業等の要員は育ってきたんです

が、さらなる高度化に向けた取組も進めることにし

ています。

さらに、ワーケーションがコロナ禍で推奨される

ようになっておりますが、このしまっちんぐ事業で、

ワーケーションで訪れる企業が、単なるその島で過

ごすだけではなくて、地域の課題の解決に向けたア

ドバイスなり、何らかのサポートをしていただけな

いかという取組も今、進めているところでございま

す。

それに加えて、これまで実施してきました島あっ

ちぃ事業ですね。それから交通コストの負担軽減。

それから児童生徒の離島を知っていただくという体

験交流事業も引き続き実施することとしておりまし

て、離島振興に向けてしっかり取り組んでいきたい

というふうに考えているところでございます。

○西銘純恵委員 それでは個別にお尋ねします。

３－３です。説明資料の36ページ、新規事業の離

島デジタル広報・販売スキル向上支援事業、説明を

お願いいたします。

○山里永悟地域・離島課長 離島デジタル広報・販

売スキル向上事業でございますが、離島の事業者は

デジタル媒体の活用力が弱く、現地販売しか行って

いないような事業者も多いなど、情報発信力が不十

分な課題がありますので、ＳＮＳやウェブサイト等

のデジタル媒体を活用した情報発信や販売を促進す

るなど、デジタルマーケティングの導入による販路

拡大を支援することとしております。

具体的には、離島の観光事業者や特産品事業者に

対してＳＮＳ、ウェブサイト等のデジタル媒体を活

用した販売促進のための効果的な広報方法等に関す

るノウハウの提供や、個々の事業者の能力に応じた

ハンズオン支援などを実施する予定となっておりま
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す。

○西銘純恵委員 農協や漁協の婦人部というのがあ

りまして、結構、地元の産品、商品化しているのが

あるんですが、そこら辺については、この事業では

どう考えていますか。

○山里永悟地域・離島課長 今、説明で申し上げた

中の特産品の販売に当たるかなというふうに期待を

しておりまして、そちらもぜひ対象とさせていただ

きたいと思います。

○西銘純恵委員 ぜひ離島で定着して収入向上にな

ると。島を発信できるという事業だと思いますので、

新規事業ということですが、これの目指す方向とい

いますか、どこら辺まで目標とされていますか。

○山里永悟地域・離島課長 支援対象の地域ですが、

有人離島であります18離島市町村、25離島を予定し

ております。その中でもやっぱりデジタル活用が、

要は若干弱いというか、少ないと見込まれる地域に、

より重点を絞って支援をしていきたいというふうに

考えております。

○西銘純恵委員 その地域は具体的に挙げられます

か。

○山里永悟地域・離島課長 実は、25離島の中でも

どちらかというとデジタル媒体に比較的、より活用

が進んでいる地域のほうが少ないので、そちらを挙

げたほうが分かりやすいかと思うんですけれど、や

はり大規模離島の石垣島であるとか、宮古島の市街

地では、より活発に利用が進んでいるのかなという

ふうに思いますが、それ以外の地域は、やはり比較

的、若干弱いかなというふうに考えていまして、そ

の中から要は支援先を見つけていきたいということ

でございます。

○西銘純恵委員 次、同じ新規事業の離島・過疎地

域づくりＤＸ促進事業、説明をお願いします。

○山里永悟地域・離島課長 離島・過疎地域づくり

ＤＸ促進事業でございますが、離島・過疎地域にお

いてデジタル技術の活用により、離島・過疎地域の

個性を生かしながら地域課題の解決と持続可能な地

域づくりを目指すものでございます。条件不利性を

軽減できるＩＣＴの広範な利用による子供の学習機

会の確保や高齢者等の見守り支援を行うこととして

おります。

○西銘純恵委員 学習支援ということでしたけれど

も、既に行っている与那国、伊平屋島があったと思

うんですよね、デジタルでね。それがあったと思う

んですが、今回支援を予定している具体的な地域あ

りますか。

○山里永悟地域・離島課長 現在、以前県のほうで

平成26年から28年まで行いました実証事業からです

ね、現在まで市町村ベースで進めているのは北大東

と与那国ということになります。今回は、本島北部

の過疎地域を実施先として想定しております。

○西銘純恵委員 意向調査をされて、北部過疎地域

ということでしょうか。

その地域名は具体的に挙げられますか。

○山里永悟地域・離島課長 まだ予算を審査いただ

いている段階ですので、ちょっと意向調査というと

ころまでは行っておりませんが、当方として、今想

定しているのは、世界自然遺産の登録先でもありま

す国頭村、東村、大宜味村ではどうかなというふう

に考えているところです。

○西銘純恵委員 高齢者の見守り、先ほどもやって

いましたが、このセンサーといいますか、それを設

置するということも同じ地域ですか。

○山里永悟地域・離島課長 予算の制限もありまし

て、子供のオンライン学習については複数地点でで

きそうなんですが、この高齢者の見守りがちょっと

対象範囲がもっと絞らざるを得ないかなといった状

況にあります。

できれば、地域の皆さんと一緒にやることがどう

しても必要になってきますので、ばらばらにするよ

りは高齢者の見守りと子供の学習支援のほうも同じ

地域でできたほうが、ありがたいといった状況です。

○西銘純恵委員 楽しみにしています。

それでは、次は、離島体験デジタル交流促進事業、

説明をお願いします。

○山里永悟地域・離島課長 沖縄離島体験デジタル

交流促進事業でございますが、将来を担う児童が離

島の重要性、特殊性及び魅力に対する認識を深める

とともに、沖縄本島等と離島との交流促進により離

島地域の活性化を図ることを目的として体験学習を

実施するとともに、オンラインによる離島体験学習

や交流を実施する事業となっております。

○西銘純恵委員 ちょっと具体的に、県内離島への

派遣ということでやっていますが、もう少し具体的

に説明をお願いできますか。対象も含めて。

○山里永悟地域・離島課長 対象を含めて少々具体

的にですが、小学５年生を対象としております。こ

れが小学４年生以下は宿泊学習というのがちょっと

ないこともあります。小学６年生になりますと、よ

り長期、５日間の修学旅行を実施しているといった

状況もありまして、小学５年生を対象としておりま

して、小学５年生を本島から離島に、また、離島の
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小学生もですね、ほかとの交流が難しいという環境

がありますので、離島から離島へといった体験交流

も行っているところです。

○西銘純恵委員 何名想定していますか。

○山里永悟地域・離島課長 次年度ですが、現在、

御承知のようにコロナ感染症の影響で、かなり親御

さんも学校側もちょっと慎重になっているといった

状況はあります。そんな中ではありますが、今回の

本島版としては23校、離島版としては５校を予定し

ているところです。

○西銘純恵委員 人数も聞きましたが。

○山里永悟地域・離島課長 非常に概算的で申し訳

ないんですが、これらの学校が全て実施できた場合

ですが、本島版が約1700名、離島版が37名程度を目

指しているところでございます。

○西銘純恵委員 次、48ページの離島ＩＣＴ利活用

人材等高度化事業、説明をお願いします。

○山里永悟地域・離島課長 離島ＩＣＴ利活用人材

等高度化事業でございますが、いわゆるテレワーク

の事業でございまして、今回の高度化事業では、前

身事業であります離島ＩＣＴ利活用促進事業で育成

した離島のテレワーカーの中から、高スキル取得希

望者に対して、専門性の高い業務に関する研修等を

行いながら離島における収益力強化を目指し、島外

からの受注業務の高付加価値化を図る内容となって

おります。

○西銘純恵委員 離島件数と人数と場所。

○山里永悟地域・離島課長 現在、前身事業でかな

りの登録をいただいておりまして、令和３年３月末

時点で24離島、これは、石垣島、宮古島をはじめ、

来間島、伊良部、久米島、渡嘉敷、竹富、西表、小

浜、黒島、波照間、鳩間島、伊江島等となっており

ます。

○西銘純恵委員 何名。

○山里永悟地域・離島課長 すみません。登録数で

言いますと、令和３年３月末時点では553名に御登録

をいただいている状況です。

○西銘純恵委員 分かりました。

次、交通政策に移ります。部局別説明３－４の

３ページをお願いします。

離島住民等の航路、空路における交通コスト負担

軽減の積算根拠、説明をお願いします。

○金城康司交通政策課長 沖縄離島住民等交通コス

ト負担軽減事業の積算ということなんですが、積算

に当たっては、今年、昨年については、コロナの影

響で大分落ち込んでいますので、次年度の令和４年

度の予算につきましては、その影響受けていない令

和29年、30年度の負担金の平均額で積算しておりま

す。

○西銘純恵委員 平成ですよね。

令和29年と聞こえましたが。

○金城康司交通政策課長 大変失礼しました。

コロナの影響のなかった平成29年度、平成30年度

負担金の平均額で積算しております。

失礼しました。

○西銘純恵委員 この事業の離島の皆さんとっても

助かっているんですが、23億円余りの予算というこ

とで、最高の予算、決算額で結構ですが、最高に使

われた人数も含めて、それと令和２年度の差といい

ますかね、コロナの関係でどうなったかということ

もお尋ねします。

○金城康司交通政策課長 決算額のこれまでの最高

額は、令和元年度の約26億600万円。それから令和２年

度につきましては、新型コロナの影響を受けており

まして約16億5100万円となっております。

○西銘純恵委員 今年度は23億円余りということで

やっているようですが、一番多かったときの島民の

皆さんの利用者の人数、航空路、航路をお尋ねしま

す。

○金城康司交通政策課長 一番多かったのは平成元

年度で、利用人数、航空路が42万2366人、航路が61万

2096人で、合計103万4462人となっております。

○西銘純恵委員 そのうち小人の活用、子供たちと

いうのはどれぐらいだったでしょうか。

○金城康司交通政策課長 平成元年度の利用者数の

うち、小人、これは子供の人数が４万5152人となっ

ております。

○西銘純恵委員 子供たちは修学旅行もあろうか、

そして部活派遣とかですね、大会派遣とかも使われ

ると思いますので、今年度23億円ということですが、

今後もっとコロナが終息した後に、新年度予算はそ

うですが、その後の活用について島民の利用が増え

れば予算を増やしていくという立場にあるというこ

とは、そうでしょうか。

○金城康司交通政策課長 当該事業はやはり定住条

件の厳しい離島において、割高となっているやっぱ

り移動コストを軽減するためのものですので、非常

に重要な施策だと考えております。

そういったこともありますので、今後は利用人数

が増えることも考慮しながら、この事業、財源を一

括交付金で賄っております。一括交付金の予算確保

に努めてまいりたいと考えております。
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○西銘純恵委員 もう一つ、シームレスな陸上交通

体系構築事業、増額になっていますが説明をお願い

します。

○金城康司交通政策課長 増額の理由なんですが、

まず、この事業の５つの取組がありまして、まず、

基幹バスシステムの構築に向けた調査検討。それか

ら運行ダイヤや路線等に対する調査検討。それから

ノンステップバス導入補助。バス停上屋や電子掲示

板の整備補助。それから公共交通利用促進に関する

広報活動。交通コスト負担軽減で得た調査検討の大

きな６つの柱があるんですけれども、その中でもノ

ンステップバスの導入補助とバス停上屋の電子掲示

板の整備補助について対象系統を拡充したことによ

る増額となっております。

○西銘純恵委員 ノンステップバスというのは、実

績としてどうなっていますか。

○金城康司交通政策課長 まず、ノンステップバス

の導入補助なんですが、これ令和２年度までに218台

を導入しております。この数字につきましては、21世

紀ビジョンの令和３年度目標値70％の目標を掲げて

いるんですが、実績72.8％ということで、目標値を

上回っておりまして交通弱者等の乗降性向上につな

がっていると考えております。

○西銘純恵委員 この事業は新規ですか。

○金城康司交通政策課長 これは従前からの継続事

業でございます。

○西銘純恵委員 10年間取り組んできて、さらに拡

充をされるということで受け止めますが、10年間の

取組の成果と課題と、それから10年間、これからの

目標についてどう考えていますか。

○金城康司交通政策課長 まず、やはり高齢者を中

心とした交通弱者の方々のですね、やっぱり公共交

通機関を利用しやすい環境を整えるのは非常に大事

だと考えております。そういった意味では、ノンス

テップバスの導入というのは非常に大事だと考えて

おります。

ただ、やっぱり金額的なものが通常のバスと比べ

て高額になるのと、やはり補助ではあっても100％補

助ではありませんので、やはりその時点時点、年度

年度のバス会社の体力に応じた導入計画に沿って上

げる形となっております。

今もバス協会、バス事業者のほうからは、ノンス

テップバスの導入については、今後も支援してほし

いという要望が強くありますので、今後も県のほう

でノンステップバスの導入に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。

○西銘純恵委員 やっぱりバスを利用して、自家用

車をできるだけ手放していくという考えに立ったら、

今のバスの路線が結構競合していて、時間も定時に

来ないとかですね、問題がある。それをこれから、

まだそんなに解決されていないと思うんですが、こ

れについて解決のめどというのか、方向性というの

か、それはこの計画の中で、事業の中で入っている

ということでしょうか。

○金城康司交通政策課長 今おっしゃったのは、やっ

ぱりバスが定時性に乏しいという話と、それから競

合路線もあるというふうな課題があって、なかなか

バス利用につながらないというふうなこともあるん

ですが、そういった状況を踏まえまして、県とそれ

から交通事業者、それから国、それから関係市町村

で組織している沖縄県公共交通活性化推進協議会と

いうのがあります。この場所で実際の沖縄の公共交

通に関する、特にバスに関する現状ですとか、課題

等について情報共有しておりますので、その協議会

の中で今後の改善策についても継続して努めてまい

りたいと考えております。

○西銘純恵委員 自家用車で浦西モノレール駅まで

乗り継ぎをするというのは、実績といいますか、ど

ういう評価されていますか。

○金城康司交通政策課長 公共交通機関といっても、

バス、モノレール、タクシーもあるんですが、モノ

レールを利用して、例えば浦西駅だと想定されるの

が、中部、北部方面から来て、浦添、那覇に入って

くるということですので、浦添、那覇というのがも

う県内では、非常に交通渋滞の発生したところです

ので、政策としては、そこからモノレールに乗り換

えることによって、那覇、浦添の中心部分において

やっぱり渋滞を緩和するということから、やっぱり

パーク・アンド・ライドですか、今でも取り組んで

おりますが、そういう取組も大事ですし、実際にバ

スでもって浦西まで行けない方々につきましては、

やはり家族が浦西駅まで自動車で送ることもやむを

得ないのかなと考えております。

○西銘純恵委員 この駐車場そのものの稼動といい

ますか、やっぱりそこで乗り継ぎということであれ

ば、仕事が終わるまで駐車しているだろうと思うん

ですが、そこら辺は調査されていますか。

○金城康司交通政策課長 すみません。てだこ浦西

駅パークアンドライド駐車場は、土木建築部のほう

が所管しておりますので、すみません、我々のほう

で数字をお持ちしておりません。

○西銘純恵委員 やっぱり総合的な交通政策になる
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と思いますので、様々な検証といいますか、それも

しながら、ぜひ車を持たないで高齢化社会にも対応

できるようにやっていただけたらなと思います。

最後に、企画調整課にお尋ねします。ＳＤＧｓ未

来都市の実現と普及啓発の説明をお願いします。３－

３の20ページです。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 ＳＤＧｓ

推進事業費の事業概要でございますが、沖縄県は令

和３年５月に優れたＳＤＧｓの取組を提案する自治

体として、国からＳＤＧｓ未来都市に選定をされま

した。

さらに、ＳＤＧｓ未来都市の中から、先導的な取

組として、県の提案が自治体ＳＤＧｓモデル事業に

も選定されたことから、関連する国の補助事業を活

用し、事業を今、展開しているところです。

令和４年度におきましては、県民、企業、団体、

市町村などの参画と連携を促進するプラットフォー

ムの構築や普及啓発の促進など、地方創生、ＳＤＧ

ｓの取組を加速することとしております。

○西銘純恵委員 国から未来都市に選定をされたと

いうことですが、これ全国でどれだけとか、選定を

されたら何がどう変わるんでしょうか。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 国におき

ましては、平成30年度からそのＳＤＧｓ未来都市の

取組を進めておりまして、令和３年度までの４年間

に124都市、125の自治体が選定をされています。

その中でもこのモデル事業、予算活用できる事業

は40都市となっておりまして、沖縄県、令和３年度

にそのモデル都市10都市に選ばれているというとこ

ろでございます。

○西銘純恵委員 取組に特別な予算というのが確保

できるということですか。

それは、どのような取組に使われているんでしょ

うか。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 令和３年

度におきましては、アクションプランの策定と推進

体制の構築というところと、また、沖縄らしい循環

型社会モデルの構築としまして、再生可能エネルギー

導入促進の実証事業やフードネットワーク事業、Ｅ

Ｖカーシェアリング事業などを展開しております。

○西銘純恵委員 この、今おっしゃった事業をされ

ているというのは、民間がやっているんでしょうか。

県はどのように関わっているんでしょうか。

○島津典子企画調整課ＳＤＧｓ推進室長 アクショ

ンプランの策定と推進体制の構築については、県の

ほうが主導しましてやっておりますが、再生可能エ

ネルギーのほうは産業政策課のほうで、フードネッ

トワーク事業は子ども未来政策課のほう、ＥＶカー

シェアリングのほうは民間事業者と一体となって、

ＳＤＧｓ推進室のほう、企画部のほうで公用車２台

をＥＶカーとしまして１月14日から実証事業を今、

展開しているところです。

○西銘純恵委員 沖縄県は本当にＳＤＧｓの先進県

になっているんじゃないかなと思いますが、それを

さらに今、個別具体的な部にまたがってとおっしゃっ

たんですが、やっぱりヤンバルの世界自然遺産登録

もされたし、そこら辺も含めてまた前に進めていた

だきたい、要望して終わります。

○又吉清義委員長 渡久地修委員。

○渡久地修委員 まず、この当初予算概要版、Ａ４の

ものから駐留軍用地跡地の有効な利用促進という点

で、まず、普天間飛行場の先行取得のですね、土地

の取得目標と実績、これを教えてください。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 県では、平成24年度に沖縄県特定駐留軍用

地等内土地取得事業基金へ約69億1000万円を積上げ、

普天間飛行場内の道路用地17.15ヘクタールの先行取

得に取り組んでいるところでございます。

土地の取得状況としましては、令和４年３月時点

で12.8ヘクタールを取得し、取得率は約74.6％とな

る見込みでございます。

○渡久地修委員 取得率が74.6％土地で、あと基金

の実績を教えてください。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 基金の執行状況としましては、平成24年度

から令和３年度までの10年間で土地購入費として約

64億2000万円を取り崩すとともに、軍用地の土地貸

付料等の約12億7000万円を積み立てたことにより、

令和３年度末の基金残は約17億6000万円になる見込

みでございます。

○渡久地修委員 そうすると、県の目標の土地取得

率74.6で、残の土地の広さは幾らになりますか。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 残り約4.4ヘクタールとなっております。

○渡久地修委員 この4.4ヘクタール、今年の予算で

幾らまで買うつもりかお願いします。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 先ほど申しましたのは、令和４年３月とい

うことで、今年度予算での取得見込みでございます。

残り4.4ヘクタールにつきましては、次年度以降に

買収する予定となっております。

令和４年度につきましては、土地の取得費は約８億
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3000万円で1.2ヘクタールを取得する予定としており

ます。

○渡久地修委員 では、令和４年度で1.2ヘクタール

を買う。そうすると残りこれ、全部買うのはいつの

予定ですか、完了予定。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 現在、県では道路用地の先行取得を行って

おりまして、取得率は74.6％で、残り4.4ヘクタール。

次年度以降は、まず第一にその取得に取り組んでい

かなければいけないというふうに考えております。

○渡久地修委員 ごめんね、僕、完了予定日いつかっ

て聞いたんだ。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 今後の4.4ヘクタールの取得につきまして

は、現在の取得状況を勘案しますと、四、五年程度

はかかるのではないかなというふうに考えていると

ころでございます。

○渡久地修委員 四、五年かかると。これね、ぜひ

今度、条例も延長のあれが出るんだけど、ぜひ全力

で頑張ってください。

そして、これ県道だけですが、ちなみに宜野湾市

の土地の取得状況というのは、分かるんだったら教

えてください。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 宜野湾市におきましては、学校用地11.5ヘ

クタールの目標に対しまして、令和３年３月末時点

で約８ヘクタールの取得となっております。

○渡久地修委員 割合は幾らですか。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 宜野湾市の進捗率は66％となっております。

○渡久地修委員 残り、県の4.4ヘクタール、あと四、

五年でということなんですが、今17億円残高あるん

だけれども、要するに新たな基金の積み増しをやら

なくても、これは買い取れるということで理解して

いいんですかね。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 令和３年度末の基金残高約17.6億円を見込

んでおりますが、今後、4.4ヘクタールを購入、土地

を取得するとしますと、不足が生じることを見込ん

でおります。

一方で、県はこれまで12.8ヘクタールの土地を取

得しておりますので、毎年軍用地料の収入がござい

ます。その都度その収入につきましては、基金に積

み立てるところでございます。

取得に伴いまして、土地の軍用地料の収入につき

ましては、毎年増加しているところでございます。

したがいまして、基金の積み増しにつきましては、

これらの軍用地料の収入の状況等も踏まえまして、

慎重に検討していきたいというふうに考えておりま

す。

○渡久地修委員 ぜひ頑張ってくださいね。

あとですね、鉄軌道導入の機運醸成事業というの

がありますが、具体的な計画を教えてください。

○山里武宏交通政策課公共交通推進室長 鉄軌道の

導入については、今、国から課題とされている費用

便益について精緻化した結果、１を超えるケースを

確認しております。

それで、鉄軌道を持続的に運営可能とする特例制

度の創設がされると、今後、実現可能性が高まるも

のと考えております。

そのため、令和４年度には復帰50周年事業に位置

づけて、鉄軌道の導入効果を広く県民に周知して、

県民一丸となった機運醸成を図って、国に対し、そ

の特例制度の創設を求めるなどして、鉄軌道の導入

実現に向けて取り組んでいくことを考えております。

○渡久地修委員 その県民の間で醸成を図るという

が、だから具体的にどうするのというのを聞いてい

るんだけど。

○山里武宏交通政策課公共交通推進室長 具体的に

は導入効果を広く県民に周知するために、県内のＰ

Ｒキャラバンなどですね、あとシンポジウムなどを

開催するとともに、高校生とか小学生などの次世代

を担う若者向けに、鉄軌道導入の効果を体験するた

めの他県訪問、あるいはワークショップなどを実施

することを考えております。

○渡久地修委員 あと部長、特例制度というのがあ

りましたが、この国会で、昨日かな、附帯決議で全

国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制度というの

を国会が附帯決議をつけていますが、これについて

の見解を教えてください。

○山里武宏交通政策課公共交通推進室長 昨日、衆

議院のほうで沖縄振興特別措置法の改正案の鉄軌道

に関する附帯決議として、全国新幹線鉄道整備法を

参考とした特例制度についても調査及び検討を行う

ことということが盛り込まれたものが可決されてお

ります。

県としましては、この法律が成立した後には、そ

の附帯決議も踏まえた上で、国との協議を進めてい

きたいと考えているところです。

ちなみにこの全国新幹線鉄道整備法というのは、

いわゆる具体的には一般鉄道整備は鉄道事業者にお

いて線路など施設整備とか保有、鉄道の運行を行う
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上下一体方式と言われる整備手法になっているんで

すが、沖縄県では、やっぱり米軍政権下であって、

基地の周辺に市街地の形成された後に鉄軌道を導入

することになるものですから、多額の費用がかかる

ということもあって、そのために新幹線を整備する

手法であります施設の整備、保有は公共が行って、

鉄道事業者が車両を保有し、運行のみを行う上下分

離方式と呼ばれる整備新幹線の整備手法を参考にし

た特例制度を国に求めているところであります。

○渡久地修委員 部長、この附帯決議について部長

の見解。

○宮城力企画部長 先ほどありましたように、衆議

院で附帯決議11項目、決議されたところでございま

す。

その中には、先ほど答弁申し上げたとおり、鉄軌

道に関する特例制度。これについても調査検討する

ことということがなされて、県としましては、この

法律が成立した後は、その附帯決議の内容も踏まえ

た上で、国と協議を進めていって、鉄軌道の導入に

向けて一日でも早い導入に向けて、しっかり取り組

んでいきたいというふうに考えているところでござ

います。

○渡久地修委員 ぜひですね、これ頑張ってくださ

いね。

次ね、この説明資料の35と36の⑪石油製品輸送補

助事業。これもこれまで相当議論されてきてね、な

かなか進まないけれども、部長、もうこれは要する

に本島と同一の料金に絶対やり切ると。あるいはこ

れはもうこれ以上どうしようもないという立場で臨

むのか、何としても解決したいという立場で臨むの

かというのがね、今、問われていると思いますが、

ちょっと部長の見解を教えてください。

○宮城力企画部長 石油製品等輸送費補助として、

本島並みの価格を実現するということでこれまで

ずっと取り組んできたところですが、実態としては

依然として本島と離島にはガソリン価格等で格差が

生じているところで、なかなかこれが一部縮小はし

てきているけれどもまだ開きがあるというところ。

要因としましては、市場の規模の大きい、小さい

等もございます。様々な要因があって価格差がある

というのは承知しておりますが、例えばＳＳ、ガソ

リンスタンドが複数あるような規模の離島と、ある

いは島に一つしかない給油所と同じ仕組みでこれま

で補助をしてきたところですが、今後の在り方につ

いて、関係者の皆さんと今、意見交換を進めている

ところで、小規模、あるいは島に一つしかないとこ

ろと複数競争状態も発現できるような島、これにつ

いては、少し対応を考える必要があるのかなという

ところで、いろいろ意見を頂戴しているところでご

ざいます。

これまでと同様なスキームでずっと続けるという

ことではなくて、何らかの策が必要なのかなという

ことで、今、考えているところでございます。

○渡久地修委員 これに⑪の石油製品と、それから

①の離島住民交通コストというのがあるよね。①は、

この離島に行く人たちの人に対する補助。これは離

島の中の石油製品の輸送に対する補助とかあります

が、だからもう今までのやり方じゃなくて、例えば、

もうこれを一体のものとして何とかできないかとか

ね、制度的なものでの解決なのか、あるいはもう離

島の受入れ側の体制側の問題なのか、事業者とある

いはもう市町村が一体となって運営する方法がいい

のか、県も一体となって運営する方法がいいのか含

めて、新たな枠組みでやるのか、あるいは補助費を

増やせば解決できる問題なのかとか、いろんなこの

解決方向というのを探っていって、国が補助金を増

やせばできるのか、県が出せばできるのか、市町村

が出せばできるのか、あるいはそういう問題じゃな

いと。これはもう事業者含めた問題だということに

なるのか含めて、根本的なこれは解決策をやらない

と、僕が県議会来て、もうずっと同じ議論をやって

いるんだよね。

だから皆さん一生懸命やっているのは分かるが、

部長、これはもう絶対ね、解決するという点で、国、

県、市町村、それから事業者一体となって必ず解決

するというものをちょっと見いだしてほしいんです

が、いかがですかね。

○山里永悟地域・離島課長 地域・離島課から、少

し話を整理して説明させてください。

まず、財源についてですが、この補助事業ですが、

揮発油税の軽減措置、これが復帰前の沖縄の税額と

日本本土とギャップがありまして、沖縄のほうが低

かったということから、復帰に伴って高騰すること

がないように、復帰後一定期間の措置として導入さ

れていて、これを前提として、石油価格調整税は、

この離島への石油製品の輸送費補助を財源とするた

めに創設されております。

こうした経緯から、輸送費補助を超える形で補助

に充てていく云々、そういった変更等は法定外税の

縛りもありまして、総務大臣の協議、同意が必要で

すが、この経緯からかなり困難かなという、そういっ

た事情もございます。



－341－

また、御指摘にあった根本的に解決を図るために

は、輸送費自体には、この補助でほぼ全額補助して

いるつもりなんですが、価格差が生じるその要因と

いうのは、先ほど部長から説明もあったように、市

場規模が小さいこともありますし、たくさんの人手

を使いながら運営している事業者の事情もあったり

します。

そういった、ある意味ですと経営上の課題という

ものも複合的に重なり合って現状がありますので、

それを改善するためにはどうしていけばいいのかと

いうのは、先ほど委員がおっしゃったことしか私も

ないかなというふうに思っていて、やはり地域の皆

さんであるとか、離島の事業者であるとか、離島の

市町村、県と一緒になって、ちょっと考えていただ

きたいというのはあります。

今回、令和４年度の予算の中に、当該補助制度の

在り方や効果を検証するための調査というのも予定

をさせていただいております。価格差が生じている

要因、また、この価格差を縮小する方策など、こう

いったことを調査させていただきまして、引き続き

関係者の皆さんと意見交換を進めながらですね、効

果的な補助の在り方等について検討をしていきたい

というふうに考えております。

○渡久地修委員 今、例えばね、別の問題で、交通

の問題でいろんな市町村とか過疎のところ、これ全

国でも沖縄でも市町村、各自治体がコミュニティー

バス出したところもあるわけよね。だからいろんな

解決の方向というのはあると思うので、ぜひ部長、

ぜひこれ全力でやってもらいたいんですが、決意を

聞かせてください。

○宮城力企画部長 基本としまして、石油製品の販

売は、民間事業者で行うべきものと考えているとこ

ろではございます。

ただ、小規模離島等でそれらの事業所が今後もずっ

と存続していくのかというような問題もあろうかと

思います。県、それから市町村、民間事業者、それ

ぞれの役割分担、どのような形でやるのが望ましい

のかも含めて、他県の事例も参考にしながら、少し

検討してみたいと思います。

○又吉清義委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 資料３－３、令和４年度当初予算

説明資料の35ページ、地域離島の振興ですが、令和

４年度の離島・過疎地域に関する産業振興と定住条

件の整備に関する取組を聞かせていただきたい。

具体的に36ページの離島ブランディング、これ島

あっちぃ、島まーる推進事業ということになってい

ますが、これまでこの島あっちぃ事業は、補助費用

によってモニターツアーを実施していたというふう

に私認識しておりますが、これまでの事業とは、何

か変わったところが出てくるのかな、あるのかな。

○山里永悟地域・離島課長 後継事業として離島ブ

ランディング事業とさせていただいておりますが、

令和３年度までの島あっちぃ事業については、県内

在住者を対象に交流人口の増加を図るためにモニ

ターツアーを実施しておりました。令和４年度から

は、対象を県外在住者といたしまして、さらなる交

流人口の増加と販路拡大を図ることとしております。

また、県民の皆さんに対しては、今後、関係人口

というより深い関わりを持っていただくための仕掛

けとして、離島におけるボランティア活動と観光体

験を組み合わせた、より離島に理解を深めたボラケー

ションという分野のプログラム造成を図る内容と

なっております。

○平良昭一委員 では、これまでは県内を対象にし

ていたと。これからは県外も対象にしていくという

ようなことでありますが、これまでの県内の島あっ

ちぃ事業で得たというのはどういう状況でしたか。

離島の強みとか、そういうものもありましたか。こ

れまでの実績ですよ。

○山里永悟地域・離島課長 島あっちぃ事業ですが、

離島の事業者自体に企画力であるとか、販売力であ

るとか、あと対応力であるとか、そういったものを

実践的に高めてもらうといった狙いがございました。

そのこともあって、離島発の観光体験プログラム

の造成というものが進められてきまして、この島あっ

ちぃ事業を実施した結果、1189のプログラムが造成

をされました。

自走化に向けて頑張っていただきたいというとこ

ろもありまして、累計ですが107のツアーが一般の旅

行製品としてＯＴＡであるとか、そういったところ

に掲載をされて、販売を開始されているところでご

ざいまして、一定の効果があったものと考えており

ます。

○平良昭一委員 今年から、今回から県外の対象と

するというのは、どういう目的で、どういう中身で

進めていくんですか。

○山里永悟地域・離島課長 今の話とつながるんで

すが、実際に競争力を持った商品開発のところまで

見えていますので、これを実際に県外向けに、県外

から本島、そこから先の離島まで要は吸引力を持っ

て引っ張っていけるような、そういったところを目

指して、今回は県外の皆さんを対象に事業を展開し
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ていくということでございます。

ただ、県外、首都圏から本島、那覇空港に来るま

では、全部自費で来てくださいという内容になって

いまして、そこから先ですね、本島止まりだった方

々をいかに離島につなげていくかというところに重

点を置いて支援をしていく内容になっております。

○平良昭一委員 これは年度的にいつ頃までですか。

○山里永悟地域・離島課長 計画ベースで６年事業

を計画しております。

○平良昭一委員 分かりました。

次に39ページ、ＤＸの人材育成。このＤＸの推進

に関する取組がちょっと幅広過ぎて分かりづらいも

のですから細かく聞きたいんですが。このＤＸの人

材確保育成市町村事業、これは新しいものでありま

すが、このＤＸの導入というのは社会生活、あるい

は産業の、既存の価値観や生活様式に変革をもたら

すものだと思ってはいます。

ただ、各市町村の人材育成をやるというようなこ

とでありますけど、具体的にどのようなことを行い

たいというのが見えないんですよね。どうでしょう

か。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 この事業なんで

すが、まず、人材育成の部分ですが、県、市町村向

けのＤＸ。まずＤＸとは何ぞやというところから、

県職員は今年度、アドバイザーからの研修をやって

いるんですが、市町村さんでそういったところまだ

やれていないところとかもございますので、そういっ

たこところを含めて、まず説明をしたり、さらに深

めていったりということをやろうというのが、この

人材育成の部分でございます。

確保の部分というのは、先ほど申し上げましたと

おり、特に小規模市町村ですね、マネジメントして

いくような人材、またはコンサルティングをしてい

くような人材がいないというような、なかなか費用

的にもちょっと雇うことができないとか、委託する

ことができないということがございますので、そう

いったところを、何とか底上げしていくような、そ

ういう事業として今回、巡回派遣みたいな形で支援

していくと。そういったことを考えている事業でご

ざいます。

○平良昭一委員 皆さん、県庁の中では既に行われ

ているということを、どう裾野を広げて市町村単位

の中で広げていくかということは、課題になるから

そういうことだと思いますが、ただ、これはやっぱ

り職員のそういう人材をつくるためには、その市町

村の首長さんとか、やっぱり管理者、管理職の皆さ

んの理解を得ないといけないわけですね、どうして

も。

その辺の取組は、しっかり行われているような状

況がありますか。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 今年度の取組な

んですけれども、市町村の管理職とか担当者向けの

セミナー、こちらのほうも開催してきたほかに、県

と市町村のＤＸ推進連絡会というのを設置しまして、

それをまた圏域ごとに開いたり、市町村を個別に訪

問したり、または介護広域連合とか、こういったと

ころも含めて個別の意見交換等を行ってきたところ

です。

令和４年度についてもこういう連絡会等の事業の

取組を継続するとともに、今回立ち上げた事業を使

いまして、職員の研修とか、人材派遣を行いまして、

首長含めて、役場全体の理解度も高めていきながら、

この支援を行っていきたいと、そういうふうに考え

ております。

○平良昭一委員 どれだけ理解していただけるかと

いうのは課題だと思いますが、先ほど最初の答弁の

中で、どうしてもそういう財源が少なくて、人材も

いないというような状況があったときに、取り残さ

れていってしまうような可能性があるわけですよね。

市町村によっては。

その辺のアプローチのサポートというのをしっか

りやれていけるのかな。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 そういったとこ

ろ、今回立ち上げた事業等を使いまして、底上げを

図っていきたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

次、43ページのイノベーションの創出。

午前中、当山委員からいろいろ質疑ありましたが、

金城課長いろいろ答えて頑張ってはいたんですが、

そういう中身でこの沖縄イノベーション・エコシス

テム共同研究推進事業に関して、どうも琉球大学と

大学院大学、２つでいろいろやりたいというような

ことがありますが、私はこの大学院大学、これまで

のこの学術の論文等では確かに世界的有数の大学で

あるというふうに認識はしていますが、このスター

トアップ企業の設立等はですね、全く本県の経済面

への寄与する率が低いんじゃないかというような意

見がかなり出ているんですよ。

その辺どう考えていますか。

○金城克也科学技術振興課長 ＯＩＳＴは恩納村漁

協との共同でサンゴ礁の再生に向けた研究に取り組
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んでいるほか、沖縄県水産海洋技術センターとの取

組では、沖縄モズクの全ゲノム解析に成功しており、

産業利用への応用が期待されています。

また、ＯＩＳＴは平成30年度から実施している起

業家育成プログラムで、革新的な技術を基に新規ビ

ジネスの創出につながる技術を持った起業家を世界

中から公募し、沖縄県内で事業化を支援しておりま

す。これにより県内での新規雇用の増加、関連産業

への波及効果、国内外からの投資、県内の人材育成

等が期待されています。

このほかにもＯＩＳＴが持つ研究人材、科学者ネッ

トワーク等を活用し、県内企業、大学等との共同研

究などの産学連携やＯＩＳＴ発ベンチャーの創出支

援などを推進しており、沖縄振興につながるイノベー

ション・エコシステムの構築を目指し、積極的に取

り組んでいることから、ＯＩＳＴは今後もイノベー

ション・エコシステムの中核として、基盤を強固に

していくものと考えております。

○平良昭一委員 いろいろ長く言っているが、新規

ビジョンで本当に沖縄に経済的に貢献しているかと

言いたいわけよ。皆さん、目標持って、目標達成と

か数値も持ってやっているはずですが、それが達成

されているような状況があるんですか。

○金城克也科学技術振興課長 新たな振興計画の中

では、ＯＩＳＴは、先ほど委員からもありましたと

おり、世界最高水準の研究機関として平成20年９月

に開学し、今年で10年目を迎え、これまでに2760本

の論文を発表し、181件の特許を取得しています。

一方で、ＯＩＳＴが得意とする基礎研究は、研究

機関が実用化、事業化までに時間を要することから、

ＯＩＳＴはその対策の一つとして、世界中から革新

的な技術を持つ起業家を沖縄において創業させる取

組を実施しております。

令和４年度から始まる新たな振興計画においては、

最先端の研究を実施しているＯＩＳＴが核となり、

世界中から優れた人材、企業等を沖縄に集積させ、

沖縄の経済を強靱なものに変換させる必要があると

考えており、ＯＩＳＴについては、その中で重要な

役割を担ってもらえるものと考えております。

○平良昭一委員 何ていうかな、理想論ばかり言っ

ているような形の中で、現実的に見えてこないのが

今、実際なんですよね。

恩納村からは歓迎されているような話も私はよく

聞いています。連携もしているような状況がありま

すが、これが沖縄県全体として、どういう形の中で

生かされているかというのが全く見えない。

部長、その辺どうですか、どう感じていますか。

○宮城力企画部長 先ほど答弁ありましたように、

ＯＩＳＴは基礎研究の部分というところもあって、

なかなかその実用化に向けた成果が見えにくいとい

うところがあるのは事実でございます。沖縄振興に

資するという視点に欠けているんじゃないかという

ような御指摘もいろいろいただいているところでご

ざいます。

ＯＩＳＴについては先ほどありましたとおり、イ

ノベーション・エコシステムを構築する際のやはり

核になると考えています。様々な革新的な技術を持っ

た企業が集積することによって、それが波及してい

く。それがいろんな方面の沖縄振興に果たす役割は

大きいだろうというふうに考えているところでござ

います。

今後に向けたこのＯＩＳＴが今、起業家支援のプ

ログラムもしているところで、県も若干、県単では

ありますが支援をしているところで、その企業の円

滑な起業化が進むような、そのようなサポートがで

きないか、取組を進めていきたいというふうに考え

ております。

○平良昭一委員 この大学ができてから、もう長く

なるわけですよね。

それだけ相当の金を国からもいただいていながら、

今回、県の中からも出ていくわけですから、もう

ちょっと形が、これは沖縄振興の中で、これからの

中でどういう形の中で活躍していくかというのは、

やっぱり注目していかないといけないなと思います

が。

分かりました。これはもう、しばらく見ておきま

す。

そして、44ページの自立的発展の実現に向けた基

盤整備の中での鉄軌道を含む新たな公共交通システ

ム導入促進事業。これも具体的に分かりやすく、ど

のような調査、取組を行うのか、もう一回説明して

ください。

○山里武宏交通政策課公共交通推進室長 具体的に

は導入効果を広く県民に周知するための県内ＰＲ

キャラバンとか、県内の大きな商業施設とか、そう

いったところでのキャラバンみたいなものをイメー

ジしています。あとは、シンポジウムの開催。あと

は、次世代を担う高校生とか小学生の若者向けに導

入効果を体験するための他県訪問とか、あるいはワー

クショップなどを実施することを考えております。

○平良昭一委員 この鉄軌道を含む新たな公共交通

システムということでありますので、当然この鉄軌
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道を中心にしながら考えて、このフィーダー交通、

いわゆる市町村とのこれまでの共同でできるような

ものとかも、これに含まれてくるのかな。

○山里武宏交通政策課公共交通推進室長 フィー

ダー交通についても鉄軌道と連携する利便性の高い

公共交通ネットワークの構築に向けて、沖縄本島の

北中南部の各圏域ごとに議論の場を設けて、地域の

課題等を確認しながら、市町村と協働で公共交通の

充実に向けた取組を進めることとしております。

○平良昭一委員 では、具体的に鉄軌道のことをも

うちょっと聞きたいと思うんですが。この件はいろ

んな案が出てきて、しばらく活発に動いていたよう

なことがあって、県民の目にも出るような状況があっ

たんですよ。その辺が最近全く見えなくなっている

が、もう行き詰まっているのか。

○山里武宏交通政策課公共交通推進室長 平成26年

から29年の間に、構想段階における計画案づくりと

いうのをやっていた時期があったと思います。

そのときに県民意見とかも聞いて延べ６万人余り

の意見を収集する等の事業を実施しておりました。

やはりそのときに、結構そういう県民意見を募集し

たりとかしていたものですから、かなり目に触れる

ような機会があったかと思います。

その後、課題と言われているビー・バイ・シーと

言われている費用便益比とかですね。そういったも

のが課題と言われているので、それを精緻化するた

めに、いろいろ調査事業等を行ったところでありま

した。今現在１を超える結果も出て、あとは特例制

度の実現があると、かなり鉄軌道導入に向けた実現

可能性というのは高まると思いますので、やはり次

年度以降はさらに機運醸成を図るような事業を行っ

て、そういう鉄軌道が皆さんの目に触れるような導

入効果をもっと周知するような形の事業展開を考え

ていきたいと思います。

○平良昭一委員 これからは、国との調整の中での

駆け引き論になると思いますので、頑張っていただ

きたい。

ただですね、誰の質疑だったかな。那覇から名護

じゃないよ。名護から那覇ですからね。これは私、

苦言をずっと呈しているけれども、いつも那覇から

名護と言ってしまうものですから、話が出てきたの

は、北部からですからね。これは忘れないでくださ

いよ。

同じ44ページですね。シームレスな陸上交通体系

構築事業。このバス路線の維持確保のために、どの

ように活用されるのかな、これ。

○金城康司交通政策課長 今、バス路線の維持に向

けてということだったんですが、この事業自体が、

当面の取組で一番力を入れているのは基幹バスシス

テムの構築に向けた取組ということで、那覇からコ

ザまでの基幹バスシステム構築に向けた調査検討、

それから今後、そこからまた地域のフィーダー交通

の充実に向けて取り組んでおります。

バス路線の維持に向けては、今いろいろ話題になっ

ておりますが、運行ダイヤの問題、路線が重複する

問題とか、いろんな問題ありますので、そういった

問題についても公共交通活性化推進協議会の中で、

事業者、それから国などを含めて検討を行っていく

ところとしております。

それから同じく、やっぱり利便性向上に向けては、

やっぱりノンステップバスの導入支援ですとか、あ

とバス停上屋、それから電子掲示板の整備補助、そ

れから、やはり公共交通利用促進に関する広報とい

うのを、今もわったーバス党などを通じて行ってい

ますが、今後とも引き続き県民が幅広く公共交通機

関であるバスを利用できるように進めていきたいと

考えております。

○平良昭一委員 ではこれ、このコロナの影響で支

援が求められている路線バス等への補助は、当該事

業とは違うわけね。

○金城康司交通政策課長 この事業ではありません。

○平良昭一委員 これは企画部の中ではなくて、ほ

かの部署になるのかな、それでは。

○金城康司交通政策課長 この件につきましては、

今、コロナに向けての支援ということなんですけれ

ども、先ほど説明しましたバス路線の赤字に対する

補塡の補助事業があるんですが、この中でも昨年来、

国において、例えば赤字について補助要件を緩和し

たりとかすることによって増額をしております。

それから県の単独の補助路線においても、国と同

じような要件緩和を取りつつ金額の増額を行ってき

たところであります。

○平良昭一委員 最後に聞きたいんですが、昨日も

今日も米軍自動車の自動車税のいろいろ軽減のお話

がありましたが、実際この軽減というのは、何割軽

減されているのか。

○金城康司交通政策課長 沖縄自動車道の特別割引

につきましては。

○平良昭一委員 違う、違う。自動車道って言って

ない、俺。

自動車税だよ。自動車道はこっちじゃない。

○金城康司交通政策課長 失礼しました。
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○森田賢市町村課長 例えばですが、軽自動車４輪

で言いますと、一般住民の方、これは当然ですけれ

ども、排気量とか用途等によっておおむね3000円か

ら１万800円程度を軽自動車税負担しているわけでご

ざいますが、米軍人軍属等にあっては一律3000円と

なっております。

○平良昭一委員 軽自動車で１万8000円から3000円

だが、最低限の3000円になっているわけね、それで

は。

○森田賢市町村課長 １万800円です。

○平良昭一委員 １万800円。分かった、分かった。

それではですね、先ほどちょっと言っていました

が、沖縄自動車道。これも非課税か割引かあると言っ

ていたが、それも教えてください。

○金城康司交通政策課長 沖縄自動車道は、ＮＥＸ

ＣＯ西日本さんのほうの経営判断に基づきまして、

これは全国では沖縄オンリーの制度なんですが、通

常料金から35％の割引を実施しております。

○平良昭一委員 これ一律35％ということですか。

いわゆるＹナンバーもあれば、Ｅナンバーもあるし、

Ａもありますよね。

その辺は分からないのか。

○金城康司交通政策課長 割引については、自動車

道を利用する方々が、要するに全て35％の割引になっ

ているんですが、今、委員のおっしゃった例えばＹ

ナンバーですとか、軍用車両というのは多分、日米

地位協定のほうで課徴金を課さないというふうな取

扱いもあるというふうに聞いておりますので、当課

のほうでは把握しておりません。

○平良昭一委員 では、いわゆるＹナンバー、日本

国内で調達したもの、それに対しては、この自動車

道は35％引きになっているわけね。

○金城康司交通政策課長 すみません。これはちょっ

と知事公室の所管なので、あまり細かいお答えがで

きません。すみません。

○平良昭一委員 知事公室に聞いたら、皆さんのと

ころと言われたんだけれども、俺、昨日聞いたよ、

知事公室長に。

○金城康司交通政策課長 ちょっと聞いた限りの情

報なんですが、Ｙナンバーといえどもですね、公務

で使用している場合と使用していない場合で、実際

に利用料金課される場合、課されない場合があると

いうふうに聞いておりますので、具体的な数字等に

ついては把握してございません。

○平良昭一委員 最後に本題。

私が言いたいのはですね、この沖縄自動車道、こ

れはもう本来有料ですよね、我々はね。有料で高い

ものをお願いしてまた割引させてもらっていると。

国に調達しながらですね。

その中で、もうこのマナーの悪さがですね、米軍

車両の。もう目に余るものがあるんですよ。猛スピー

ド、あおり運転。ましてや、この追越し車線をずっ

と走り続けて、低速で。我々はお金を払って、自動

車道として意識しているのに、全くもう米軍関係者

は一般道路の感覚で走ってしまっているんですよ。

金払って、出して僕らは行くんですが、彼らは一般

と同然に走っているような状況があるものだから、

その辺をどう変えていくかということを議論しない

といけない状況だと思いますが。

幾ら日米地位協定だといっても、これは我々生活

道路としての問題もありますから。

○金城康司交通政策課長 今のお話ですね、例えば

スピード違反ですとか、米軍属の自動車道での運転

マナーが悪いというふうなお話があったんですが、

そういった自動車道におけるマナー違反については、

一般的には一般車両と同様に所管する警察のほうに

おいて取締りが行われていると承知しております。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

（休憩中に、東日本大震災の発生時刻に合わ

せて全員で黙禱をささげた。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 よろしくお願いします。

１件だけですので、よろしくお願いします。

積算内訳書の63ページですか。よろしくお願いし

ます。

地域づくり推進費という事業で、こちらの事業内

容を御説明いただけないでしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 地域づくり推進事業費

ですが、地域住民による主体的な地域づくりの促進

及び県配置の地域おこし協力隊の活動に要する経費

となっておりまして、地域づくり応援員の人件費で

あるとか、所要の出張費でありますとか、先進地域

づくり団体の取材、そのほか市町村に配置されてい

る地域おこし協力隊に対する研修等を実施しており

ます。

○仲宗根悟委員 今の説明の中の具体的に今モデル

をつくってやっているのか、あるいは皆さんが公募

して、手を挙げさせているのかですね。その辺の具

体的な事例ですとか、どういったことをやっていま

すよというところまでお話いただけませんか。

○山里永悟地域・離島課長 主に、地域おこし協力
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隊制度を活用している面がございまして、この地域

おこし協力隊は総務省の制度となっております。県

で２名を配置しておりまして、地域づくり活動に取

り組む団体等の取材や情報発信を行っているほか、

また、市町村職員や市町村配置の協力隊員を対象と

した研修会を開催しているということでございまし

て、何かこれに関して地域の募集とか、そういった

ことではありません。

○仲宗根悟委員 事業の本題が少し見えにくいんで

すが、この事業をすることによって、地域おこしに

役立ちましたと、実績はこうでしたというのが、見

えてくるのがあるんですか。

この辺いかがですか。

○山里永悟地域・離島課長 地域おこし協力隊です

が、条件不利性を有する地方公共団体が都市地域の

人材を採用し、地域が抱える課題解決や地域活性化

につながる取組を通して、その地域へ定住、定着を

図る制度となっております。

令和３年11月時点ですが、県内では、全体で53名

が協力隊員として活動をしておりまして、沖縄本島

が17名、離島地域が36名となっております。観光振

興、公営塾などの学習支援、移住定住の促進、地域

情報の発信など、地域特性に応じた活動が展開され

ているところでございます。

○仲宗根悟委員 よく分かりました。

その中で、２番目のこの移住定住促進事業か。こ

ちらも何年か前から継続して事業をされて、翌年度

も予算化をしているわけなんですが、これまでの事

業成果というんでしょうかね。どうやってこの移住

につながったのか、定住につながったのかという事

例というんでしょうかね。どこそこ、本島ですとか、

あるいは離島。離島のほうが多いのかな。どういう

状況なんでしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 移住定住促進事業です

が、離島・過疎地域でバランスの取れた人口の維持

増加を目指すための事業でございまして、移住フェ

アへの出展、移住体験ツアーの開催、ウェブサイト

の運用等を行うことで、移住応援活動の基盤づくり

を進めるといった内容となっております。

まず、移住体験ツアーですが、令和２年度の実績

として10の市町村で行いまして、計98組128名が参加

し、そのうち６組９名が移住をしているといった状

況です。

また、移住フェアへの出展ですが、令和２年度の

実績としては４回出展をし、38組と相談対応を行い

ました。これは市町村と連携して行っていまして、

４市町村も一緒に参加をしてくれております。

県独自の移住相談会ですが、令和２年度で計８回、

157組と相談をいたしました。

また、移住体制を強化するために市町村と連携し

て、この移住を市町村との間に入って支援をする、

そういった中間支援組織といったものの立ち上げも

支援をしておりまして、順調に各市町村で、中間支

援組織も主に４団体以上ですね、５団体育ってきて

いるところでございます。

こういったことを通じまして、この移住が何人と

いうのを捉えるのが非常に難しい状況でありまして、

我々の事業を通して、どれぐらい移住者として定着

していただいたかというところは把握できるんです

が、広く捉えていくのが非常に難しい状況ではあり

ます。

ただ、沖縄に対する移住がですね、この市町村と

連携した取組によって非常に高まっているなという

のを実感させるのが、移住の相談であったりとか、

ウェブサイトへのアクセスなんですけれど、例えば

移住ウェブサイトですが、目標値としては、令和２年

度、目標７万件だったんですけれど、ウェブサイト

のアクセスは15万7000件になってきていて、移住の

相談も順調に増えてきておりますので、事業の効果

は見られるものと考えております。

○仲宗根悟委員 よく分かりました。

体験ツアー等をしたり、あるいは相談の事業を通

して、この事業の目的である移住定住につなげると

いうのは、少しずつではあるが、成果は出来上がっ

てきているということで、来年度も頑張っていきた

いというような内容だと思います。そういうふうに

理解をしたいと思います。

そして、４番目のほうの沖縄・奄美の連携交流促

進事業なんですが、私たちも総務企画委員会のほう

で、奄美に寄らせていただきました。そのときにも

沖縄から児童がこの事業を通じて、交流事業があり

ますよというような紹介をいただきました。大変い

い事業だなというふうに思っているんですが、ただ、

何せ今年度、そして前年度は、恐らくコロナで事業

執行はかなわなかったのかなと思うんですけれども、

来年度こそは収束を図りながらも、あるいは、こう

見ながらも交流事業を進めていただけたらなという

ふうに思うんですが、いかがでしょうか。どういっ

たあんばいですか。

○山里永悟地域・離島課長 ありがとうございます。

御指摘の沖縄・奄美連携交流事業でございますが、

両地域間の移動しやすい環境づくり、交流促進する
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ことを目的として、航空機であるとか、船の運賃等

の低減を図って交流を活性化するといった事業内容

となっております。

今、御指摘がありましたように、今年度、昨年度

からですがコロナの影響で利用量というのは落ち込

んではおります。ただ、コロナの影響が出る前の令

和元年度の交流人口と事業開始前の平成24年、27年

とかの平均と比較すると、航空路線が72％ぐらい増

えているとかですね、そういった事業の効果は見ら

れるというふうに考えております。

○仲宗根悟委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

あと一つ聞いていいですか。同じような内容だと

思うんですが、離島の体験交流事業というのがあり

ましたよね。離島活性化特別事業かなと思うんです

が、あのほうも今の内容とまず一緒でしょうかね。

今年度、前年度、コロナの影響で事業が少し滞った

かなと思うんですけれども。

○山里永悟地域・離島課長 ありがとうございます。

御指摘いただいたように、コロナの影響をかなり

受けています。対象が小学５年生ですので、ワクチ

ン接種もままならなかったということもありますし、

受け入れる先の離島も小規模離島が多くて、医療体

制にやはりちょっと不安を抱えながらということで、

かなり慎重にですね、展開をしてきたところであり

まして、残念ながら思うように派遣はかなわなかっ

たというところでございます。

ただ、本事業、平成22年度から始まっているんで

すが、令和２年度までの累計で言いますと、２万

8641人の児童生徒を島に派遣することができており

まして、その中にもかなり児童の発信力が高まって

いるような数値化もあったりしまして、この辺もやっ

ぱり成果は感じているところでございます。

○仲宗根悟委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

最後にもう一件だけ。離島の特産品のマーケティ

ング支援事業というのがありましたが、これはもう

幾つかのグループが、企業者が集まって展覧会を開

く、そこの支援だというふうな事業内容だと認識し

ているんですけれども、毎回毎回新しい方々、ある

いは組合せが違う格好でのそういった事業に乗っ

かって自分たちの販路開拓ができている事例だと思

うんですけれども、この事業の効果というのかな、

今、申し上げたような形で今年もまた行くと。

ただ、懸念された事項があって、せっかくこの事

業を使いながら販路拡大なんですが、その特産品に

別のものが混ざってしまって、産地偽装とまでは言

いませんが、そういった指導を受けたりした事例が

あったと、過去にあったというふうに思うんですが。

この場合に、この事業費用を使ってですよ、こちら

にペナルティーですとか、いろいろ来なかったかな

と。これからもまたこういう事例がある場合には、

こういう制裁がありますよというのがあるのかどう

か。

この辺も含めて、お聞かせいただけませんか。

○山里永悟地域・離島課長 今、後段にありました

産地の取扱いに関する問題といったところは、すぐ

に把握はできていないんですが、この離島特産品マー

ケティング支援事業ですが、こういった表示の正確

性であるとか、後で問題にならないようにといった、

そういった指導も専門家から併せて行うことを目的

にしておりまして、ただ販路を広げるだけではない

ということは、御承知いただきたいというふうに思

います。

今年度も11社に支援をさせていただきまして、中

にはちょっと新聞に先日載っていたんですけれど、

久米島の紅芋を使って大手アイスクリームの会社が

全国に展開してくれるといった、そういったところ

にもつながったりしておりまして、離島の特産品を

そういった全国展開、もしくは店頭販売につなげる

のに、この事業も役立てているところでございます。

○仲宗根悟委員 ぜひ頑張ってください。よろしく

お願いします。

終わります。

○又吉清義委員長 國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。

まず、歳入のほうでですね、抜粋版の企画部の予

算説明資料のほうの２ページ。そこの真ん中辺りで

すね、10、国庫支出金。対前年度比で約69億円の減

となっています。中身的には、多分、沖縄振興特別

推進交付金の減だと思うんですが、まずこの交付金、

県分と市町村分とあると思うんですけれども、県分

が幾らで市町村分が幾らという内訳は分かりますか。

お願いします。

○髙江洲昌幸企画調整課長 企画部の一括交付金事

業の令和４年の予算額は約246億円で、昨年度の当初

予算額315億円と比較しまして、約69億円の減となっ

ております。減の内訳ですが、市町村分が約47億円、

県分が約22億円の減となっております。

○國仲昌二委員 そのうち、一括交付金の県分と市

町村分の減はどういうふうな。それとその額は、ど

ういうふうになっていますか。
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○髙江洲昌幸企画調整課長 一括交付金の減の内訳

としまして、市町村分が約47億円、県分が22億円の

減となっております。

○國仲昌二委員 それでは、減になった影響がどう

いう事業に出てくるかというのは、あとは積算内訳

書のほうでちょっと見ていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

積算内訳書、対前年度比で増減が大きい事業を中

心に聞いていきたいと思います。まず18ページです

ね。電子自治体推進事業費。１億円近く伸びていま

す。その中で20ページの委託料のほうがかなり伸び

ています。この伸びの理由を説明お願いします。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 委員お尋ねの電子

自治体推進事業費の委託料の伸びの主な理由でござ

いますが、この事業費の中にございます沖縄県情報

セキュリティクラウド運用事業というものがござい

ます。

こちらのほう、県内自治体におけるセキュリティー

を確保したインターネット利用環境の構築に要する

経費となっておりますが、こちらのほう、平成28年

度に構築した現行システムの更新を次年度控えてお

りまして、それに要する経費を計上したことにより

増となっております。

○國仲昌二委員 この説明の中で、電子県庁構築に

伴う行政事務の電子化というのがあるんですが、こ

れはいつ頃までに整備を終了するという予定になっ

ているんですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 今、委員がおっしゃ

られたのは、電子自治体推進事業費全体の説明とし

て書かれているものをお話しされていると思います

が、こちらのほうの事業の構成なんですが、電子シ

ステムの運用に要する経費であるインターネット利

活用推進事業費ですとか、職員用端末の配備や庁内

ネットワークに要する経費でありますネットワーク

整備費等々、日常的な業務、県庁の業務を運営して

いくために、必要な経費をこの電子自治体推進事業

費のほうで計上させていただいているというところ

でございます。

○國仲昌二委員 ということは、この増の要因とい

うのは、システムの更新時期に係るその費用が発生

するということの増ということでよろしいですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 おっしゃるとおり

です。

○國仲昌二委員 はい、分かりました。

同じく22ページですね。通信施設維持管理費とい

うことで、これもどれぐらいですかね。２億円近く

ですかね、伸びています。その中で23ページのほう、

工事請負費とそれから負担金補助ですか、伸びが大

きいんですが、説明をお願いします。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 令和４年度の通信

施設維持管理費のほうにおきまして、主だった増の

理由でございますが、通信施設改修事業として石垣

中継局の鉄塔の改修ですとか、他の中継局の受電線

の修繕工事等に要する経費のほうを工事請負費のほ

うとして計上させていただいているというところが

ございます。

負担金のほうにつきましては、県のほうで整備し

ております離島地区の海底光ケーブル、こちらの沿

岸部の防護管のほうで、修繕の必要が生じていると

ころがあるということで、そちらの修繕に要する経

費のほうを計上させていただいたところです。

○國仲昌二委員 この総合行政情報通信ネットワー

クというのは、全県を網羅した、要するに市町村と

のネットワークのことなんですかね。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 失礼いたしました。

この総合行政情報通信ネットワークと呼んでいる

ものは、災害時におきます市町村との通信手段の確

保。それから日常的な各市町村、県庁が使用する行

政情報システム、こちらの伝送路を確保する、そう

いったことを主目的として設置しております沖縄県

総合行政情報通信ネットワーク、こちらの運営管理

等を行うものとなっております。

○國仲昌二委員 財源内訳で特定財源が3000万円余

りあるんですが、この説明をお願いします。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 特定財源の内容で

ございますが、大きくは２つございまして、行政財

産使用許可に基づく建物使用料、土地使用料等に係

る部分。それから沖縄県有施設整備基金のほうが特

定財源となっております。

○國仲昌二委員 ありがとうございました。

51ページのほう、お願いします。この中の補助金

の離島・過疎地域づくりＤＸ促進事業補助金。先ほ

ど、オンライン学習塾の説明がありましたが、この

前の段階として、平成26年から何か同じような事業

を行って、これが継続しているというような答弁が

あったかと思うんですが、そこをちょっと説明お願

いします。

○山里永悟地域・離島課長 オンラインによる学習

塾ですが、前例となる前身の事業が、平成26年度か

ら平成28年度、離島学力向上支援実証事業というこ

とで、複数離島で行っておりました。

複数の年度にまたがっておりますので、平成26年
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度が３島３拠点、平成27年度が６島６拠点、平成28年

度が８島12拠点で行ってまいりました。その県事業

として先導的なモデルを示させていただいて、市町

村の事業として引き継ぐことも目的としていたとこ

ろでございますが、現時点で同様の事業を展開して

いる市町村は、与那国と北大東ということになって

おります。

○國仲昌二委員 26年度から28年度までこの事業を

行ったということで、これ全離島、継続してやって

いるというわけではなくて、今現在やっているとこ

ろが与那国と北大東ということになりますか。そう

いう説明でしたか、今。

○山里永悟地域・離島課長 厳密に申しますと、す

みません、正確な説明が足りなくて大変申し訳なかっ

たんですが、こういった取組がありますということ

で離島の皆さんに知っていただいて、横展開として

市町村ベースでも、もしくは民間自走の形でもやっ

ていただけないかというのが実証事業なものですか

ら、展開した離島で事業を継続してくれたというこ

とではなくて、そういったものを見て、例えば与那

国は、そのときの拠点としては実施していなかった

んですが、その効果を恐らく見て、町が独自に展開

をしてくれて今に至っているというふうに考えてお

ります。

○國仲昌二委員 先ほどの答弁では、まず本島北部

のほうからという話があったかと思うんですが、離

島のほうについては、特に小規模離島のほうについ

ての計画というのは、どういうふうに考えているん

ですかね。

○山里永悟地域・離島課長 計画では当然持ってお

りますが、予算ベースでやっぱり縛りがありますの

で、ちょっと本島北部でこれまでできていなかった

ものですから、まず本島北部でさせていただきたい

と。そういった改善とか、実績も踏まえて、また小

規模離島のほうにも展開をしていきたいということ

でございます。

○國仲昌二委員 ぜひ早めに取り組んでいただきた

いと思います。

同じく54ページのほうですね。交通運輸対策費。

この事項がかなりマイナスになっていますが、この

大きな要因の説明をお願いします。

○金城康司交通政策課長 大きな要因ということな

んですが、この事業の中の交通運輸対策事業の中に

は、上の交通運輸対策事業から下の路線バス運転手

確保対策支援事業まで複数あるんですけれども、そ

の中のまず１点目で、離島航路安定化支援事業。そ

れから２点目で那覇空港サーモグラフィー設置監視

事業。この事業が予算の皆減によるものです。

ちなみに離島航路安定化支援事業につきましては、

離島住民のライフラインである離島航路を確保、維

持することにより、離島の定住条件の整備を図るた

め、航路事業者が船舶を加工する際の建造費、また

は購入する購入費を補助するものですが、令和４年

度においては対象となる航路がないため、事業費を

計上しておりません。

それから那覇空港サーモグラフィー設置監視事業

につきましては、那覇空港国内線到着口、保安検査

場前、出発口においてサーモグラフィーにより熱監

視を行うものです。事業開始当初、新型コロナウイ

ルス感染症の特性や流行の対応等が不透明な時期に

は、旅行者が来県中に体調管理に留意するなど、一

定の抑止効果があったものと考えますが、幾度の流

行を経験し、社会全体として感染防止対策が徹底さ

れるようになり、空港におけるサーモグラフィーに

よる発熱感知者が令和３年度には、ほぼ確認されな

くなったことなどから、サーモグラフィー発熱監視

業務は、スタッフを配置する手法から機械のみを設

置してセルフチェック方式に変更するものです。

なお、文化観光スポーツ部において実施している

ＰＣＲ検査、それから抗原検査の体制につきまして

は、継続して感染拡大期には体制を強化して取り組

む旨聞いております。

この２つの事業で離島航路安定化支援事業で約

６億円、それからサーモグラフィーの設置監視事業

で約１億8000万円の減となっております。

○國仲昌二委員 では、同じ56ページのほうでちょっ

と説明をもらいたいんですけれども。まず、大きい

減が、委託料が減になっているんですが、この減の

理由をお願いします。

○金城康司交通政策課長 委託料の減につきまして

は、先ほど説明しました那覇空港のサーモグラフィー

の設置事業で約１億8000万円の減になっております。

○國仲昌二委員 この56ページの委託料の説明の欄

にある那覇空港整備促進事業費という事業になりま

すか。

○金城康司交通政策課長 那覇空港整備促進事業と

は別の事業で、昨年度まで事業として那覇空港のサー

モグラフィー設置推進事業については、事業化され

ていたんですが、令和４年度はその事業がないため

にこの欄には載っておりません。

○國仲昌二委員 分かりました。

それでは、その下のほうの補助金のほうの減の説
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明をお願いします。

○金城康司交通政策課長 先ほど説明しました離島

船舶等の更新の支援ということで、離島航路安定化

支援事業が今年度対象事業者がないということから、

約６億円の減になっております。

この事業についても今年度事業がありませんので、

この欄には記載がありません。

○國仲昌二委員 分かりました。

あと、その補助金の中に県債が9350万円あるんで

すが、この説明をお願いします。

○金城康司交通政策課長 これは那覇空港整備促進

事業費の一部なんですが、今、那覇空港第２滑走路

が供用されておりますが、そこと第１滑走路の間の

陸地の南側の海、瀬長島のすぐ近くなんですが、そ

こに船だまりを造るという事業を那覇市が実施して

おります。

これは主に、那覇地区漁協と那覇市沿岸漁協が利

用するという船だまりになるんですが、その那覇市

に対する補助金の財源として県債を充てているもの

でございます。

○國仲昌二委員 分かりました。

同じく60ページのほう、通信対策事業費。これも

次のページでやったほうがいいかな。

この事業費の中で大きい減が61ページの工事請負

費ですね、この説明をお願いします。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 令和４年度の通信

対策事業費の減の主な理由でございますが、大東地

区情報通信基盤整備推進事業において、沖縄本島と

北大東島間の海底ケーブルの整備工事、令和３年度

に約25.8億円のほうを計上しておりましたが、令和

３年度、本年度で完了見込みということで、それに

伴うものでございます。

○國仲昌二委員 同じページの委託料の増は、どう

いうあれですかね。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 委託料のほうにつ

きましては、同じく大東地区情報通信基盤整備推進

事業、令和４年度に南北間のケーブル敷設に向けた

調査設計を行う、その委託料のほうを計上したこと

に伴うものでございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございました。

次は80ページですね。これは新規事業ですかね。

自治体ＤＸ推進事業費。この委託料が事業５つほど

あるんですが、この説明をお願いします。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 事業が５つござ

いますが、先ほどから申し上げている県庁内のアド

バイザリーのものが2868万円ございます。それから

市町村支援事業が2981万2000円ございます。

そのほかに、沖縄県のＤＸ推進計画を策定するの

を来年度予定しておりまして、そのための計画の委

託費を多く含んでいるんですが、これが1559万6000円

ございます。これがほぼ大きなものでございまして、

あとは、地域デジタル活用支援事業というものが、

デバイド対策のモデル事業を市町村に示すようなも

のですが、これを400万円ほど積んでございます。

あとは、オープンデータを推進支援していくよう

なもの、意識啓発とか市町村への説明会を行うよう

なものとして、これも400万円弱積んでいます。

○國仲昌二委員 ４の市町村支援事業ですね。これ、

どういうふうな支援をしていくのかというのを

ちょっと教えてください。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 先ほど来、出て

いる事業でございますが、市町村、県と市町村も含

めてですが、自治体職員に対する研修を行っていく

というものが一つ大きな柱。そしてもう一つは、市

町村に対してこの人材が必要なところ、そこに県で

委託して巡回派遣をしていくと。そういった委託料

が含まれている事業でございます。

○國仲昌二委員 ありがとうございます。

同じく89ページ、市町村への沖縄振興特別推進交

付金。89ページの真ん中のちょっと下、18の負担金

補助及び交付金があります。

昨年度比で四七、八億円ぐらいですかね、減になっ

ています。これだけ減になると市町村への大きい影

響もかなり出てくると思うんですけれども、その辺

をどういうふうにつかんでいるのか、説明お願いし

ます。

○山内明良市町村課副参事 令和４年度の沖縄振興

特別推進交付金、市町村の予算額は約181億8000万円

で、前年度比47億8000万円、率にしまして20.8％の

減となっております。これはソフト交付金総額が約

110億円減額となったことが影響しております。

ソフト交付金の減額に伴い、市町村では国庫の充

当率を引き下げて事業を実施するなど、一定の影響

が生じると考えられますが、県としましては、執行

調査や過不足調査による予算の市町村間流用などに

より、市町村の影響が低減されるよう対応してまい

りたいと考えております。

○國仲昌二委員 市町村の影響かなりあると思うの

で、しっかりまた対応できるところは対応していた

だきたいと思います。

終わります。

○又吉清義委員長 當間盛夫委員。
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○當間盛夫委員 ありがとうございます。

予算の細かい部分に入る前に、国会のほうでも、

この沖縄振興特別措置法の衆議院が附帯決議をつけ

たという部分で、沖縄県と連携を図りつつ今後の沖

縄振興推進に遺漏なきを期すべきであるということ

で、附帯決議が出ているんですが、今、国会のこの

審査の内容等を含め、部長、どのような形であるん

でしょうか。ちょっと見解からお聞かせください。

上等なのか、不満なのか、満足なのか。

○宮城力企画部長 衆議院のほうで、今、沖北委で

議論が重ねられていて、附帯決議がされたというの

は報道で承知しております。

その中でも一括交付金、それから鉄軌道、いろい

ろ附帯決議がなされております。活発な御議論の結

果だと感じております。

先ほど答弁申し上げたとおり、法律が制定した暁

には、その決議の趣旨も踏まえた上で内閣府と協議

を進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。

○當間盛夫委員 県と連携するというのは、これも

大事な部分があるんですけど、その中で内閣府沖縄

担当部局、沖縄担当大臣、強い沖縄経済の実現に向

けてということで、民間に公募をかけるということ

であります。

アイデアとして、観光リゾート、農水産加工だと

か、ＩＴだとか、科学技術だとかということで、い

ろいろアイデアを募集するということを踏まえてや

るんですけど、５月をめどにそのことをやって、次

の骨太の予算要求に反映をしていきたいということ

があるんですよ。

これは、これまでもそういう流れがあったんでしょ

うか。

○武村幹夫企画調整課副参事 10年前の例で申し上

げますと、こうした動きというのはこれまではなかっ

たものと認識しております。

○當間盛夫委員 部長。今回、沖縄出身の担当大臣

になってから、こういう募集がかけられているんで

すか。

どういう認識でいるんですか。

○武村幹夫企画調整課副参事 今回、岸田総理の施

政方針演説の中で、強い沖縄経済をつくるというこ

とが明言されました。

これを踏まえて、今回新しい動きとして、内閣府

のほうで強い沖縄経済どうあるべきかというアイデ

ア募集がされているものと思っております。

○當間盛夫委員 それでは、この沖縄振興計画とい

うのは県が策定して、これからの10年間をいろいろ

とやっていこうということで、皆さん一生懸命頑張っ

て出されているわけですよね。

それとは全く別の、国は国でそのことをやります

よという認識でいいんですか。

○武村幹夫企画調整課副参事 今の動きというのは、

内閣府の動きとなりますが、この観光リゾート、農

水産業、ＩＴ関連産業、そして科学技術、そしてＤ

Ｘデジタル化、競争力強化とかいった部分につきま

しては、県の新たな振興計画の方向性とも合致して

おります。

これまで県におきましては、昨年１月に骨子案を

公表してから、随時、素案などを公表してまいりま

した。この公表に合わせて、内閣府のほうにも情報

提供をさせていただいておりますので、この基本的

な方向性は一致して進んでいるものと考えておりま

す。

○當間盛夫委員 連携してやっていくということで

認識しておきます。

皆さんの調査の去年３月に出ている、この沖縄に

おける経済循環向上に向けた施策検討調査というこ

とを踏まえて、ちょっと質問をさせてもらいますが、

今度の附帯決議にもあるように、遺漏なきを期すべ

きと、漏れがないような形をつくっていこうねとい

うことであるんですが、この経済循環、そして皆さ

ん、この計画の展望値で新たに域内自給率、新規

73.4％ということの展望値も出してきているんです

が、この域内自給率の具体的取組、どういうふうな

取組をするのかちょっとお教えください。

○宮城直人企画調整課副参事 今回の振興計画の展

望値、域内自給率というのを入れておりますが、こ

れは、算出は県内総生産を総需要で割ると、そうい

う算出をします。ということで、県内総生産をどう

伸ばすかというところが鍵になってくるということ

で、県内産業の受注を可能な限り高めていくという

ところが求められてくることになります。

具体的には、観光と農業、商工業など、農産業間

連携の強化の促進、６次産業化とかそういった取組。

それから、ものづくり産業の高度化であるとか県内

企業への優先発注、県内需要の高い作物、製品の安

定生産の整備、地消地産というところもあります。

それから従来やっている県産品の地産地消と促進。

そういったもので県内産業受注を高めていって、域

内自給率を高めていきたいというふうに考えている

ところであります。

○當間盛夫委員 しっかり県内循環、県内の公共工
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事だけではなくて、いろんな離島での、先ほども石

油のものもお話をさせてもらうんですが、やっぱり

その域内でいかに回し切れるかということが、これ

からの10年の在り方にもなってくるのかなというふ

うにも思うんですが、皆さん、今回あえてこの域内

自給率というものを73.4％ということで展望を掲げ

ているんですが、約２％、この２％上がることで、

沖縄の総生産、１人当たりの県民所得にどのように

反映されるという数字的なものはお持ちですか。

○宮城直人企画調整課副参事 委員の質問は、域内

自給率の押し上げ効果をどうやって測るかというこ

とだと思いますけれど、ちょっとこの辺については

なかなか測定が難しいというふうに考えています。

なぜかといいますと、経済波及効果ですね。これ

をやるためには産業連関表というのを使うんですけ

れど、産業連関表というのは、製品をつくるときの

中間生産物の取引についても詳細に捉えることで、

財やサービスの生産と販売の関係を、各産業間の連

鎖的なつながりとか最終需要までの影響を把握する

んですが、今回の域内自給率で使います県内総生産

については、県民経済計算というマクロ的に生産分

野などを把握することによって、県経済の実態を体

系的に明らかにするというものを使いますので、

ちょっとそこは難しいところであります。

ただ、参考までに今回つくった展望値では、県が

掲げるいろんな諸施策、観光であるとか農林水産業

であるとか製造業、そういった諸施策の効果を見込

んで、10年後に令和13年、73.4％に域内自給率がい

くということを見込んでいますが、この域内自給率

を算出するときの分子の県内総生産については、令

和２年度の4.1兆円から令和13年度は5.7兆円という

ことで、10年間で1.6兆円伸びるという見通しになっ

ているところであります。

これは参考までですが、以上です。

○當間盛夫委員 ザル経済を防ぐのをどういうよう

な形でやるのかということは、本当に今回大変大事

な部分になっていると思いますので、これから具体

的にこういう施策をやるんだという、こういう取組

をやるんだということをね、ちょっと早めに出して

いただければありがたいなというふうに思っていま

すので、この辺はまた頑張ってください。

今回のこの法律改正のもので、新聞等もよく出る

んですが、沖縄の子供貧困対策の中で、努力義務と

いうことをよく使われているわけさ。皆さん、この

文の中でも、この離島北部振興のものでも、それを

やる部分での努力義務を新設したと。この努力義務

とはどういう意味ですか。

○宮城直人企画調整課副参事 国会でも西銘大臣が

答弁をしておりますけれど、この子供の貧困対策を

進めていく中で、今回の改正法で子供貧困対策に関

する努力義務規定がありますが、それに基づいて次

年度以降もしっかり取り組んでいくという答弁をし

ています。

国は、予算等の特別措置による施策の充実等に、

取り組むと、予算もですが取組もあると思います。

とともに、県、市町村はこういった国の措置を活用

して施策の充実に取り組んでいくといった旨を規定

していると、努力義務はそういった旨だということ

で認識をしております。

○當間盛夫委員 僕はあまり国を甘く見ないほうが

いいと思っているんですよ。

このね、努力義務ということを数値化する中で、

今回初めて、皆さんこのことはＰＤＳでやっている

よということであるんですが、５年見直しなんです

よね、今回。５年見直しということは、今回いろん

な数字が出てきたら、例えばこの特区の在り方でも

税制の部分でも、数字が悪ければ切るよというよう

なサインになっているのではないかというふうにも

思うんですが、これが私の懸念だったらいいとは思

うんですが、このことは終わりまして、細かい予算

のほうに入らせてもらいます。

離島航路補助事業があるんですが、先ほど船舶購

入のものは、今年度はもうないから予算を上げてい

ませんということがあるんですが、渡嘉敷航路、座

間味航路で高速船の購入があるわけですよね。これ

以前からこの船舶購入の予算でやりたいという要請

があると思うんですが、これはどうなったのでしょ

うか。

○金城康司交通政策課長 まず、船舶の更新に係る

建造購入支援につきましては、国、県、市町村、そ

れから航路事業者で協議、策定する沖縄県離島航路

船舶更新支援計画に基づき実施しております。この

計画に基づきますと、今、現計画では、原則フェリー

を対象としております。

座間味、渡嘉敷については、この期間内でフェリー

については支援を終了しております。

ただ、この計画の中でも、例えば高速船のみしか

出航していない路線については高速船も認めており

ます。

今、お話があった座間味、渡嘉敷の高速船につい

てなんですが、まず今の要綱上対象となっていない

んですけれども、座間味、渡嘉敷については航路が
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唯一の移動手段であるため、高速船についても離島

住民の生活に不可欠で、重要なものと認識はしてお

ります。

一方で、現状の補助要綱、船舶更新支援計画では、

先ほど述べましたとおり、原則フェリーのみが支援

対象となっていることから、高速船の支援に当たっ

ては、課題や支援の必要性を整理した上で補助要綱

の改定など、検討する必要があります。

それから船舶更新支援計画が、先ほど話しました

が、国、県、市町村、それから航路事業者で構成す

る沖縄県離島航路確保維持改善協議会で協議して策

定するため、高速船の支援については、そこでの合

意等も必要となってきます。

あわせて、やっぱり計画的に船舶更新を行うに当

たっては、財源を十分に確保する必要があります。

この事業自体が国の一括交付金を活用して行ってい

る事業です。県としては一括交付金の予算状況も勘

案しながら、高速船の支援については引き続き両村

と協議していきたいと考えております。

○當間盛夫委員 ちなみに、皆さんからいただいた

資料で、渡嘉敷、座間味の部分で、両方とも年間リー

ス料が１億3000万円かかっているわけですよね。こ

れは担当のほうからも、これは経費だから、その分

での赤字補塡の対象になるということで聞いており

ます。

国の６分の３、県が６分の２か、６分の１という

ことがあるんですよ。これはそういう認識でいいん

でしょうか。

○金城康司交通政策課長 今渡嘉敷航路、それから

座間味航路というのは、国、県の協調補助である赤

字補塡の対象路線となっております。

当該リース料につきましては、この路線が赤字に

なった欠損額に含むことができることになっており

ますので、要するに経費計上できることになってい

ますので、赤字分については、委員が先ほどおっ

しゃったようなことで、欠損額の２分の１相当を国、

それから残り２分の１のうち３分の２を県、それか

ら３分の１を市町村が保持するスキームとなってい

て、それから市町村が負担した３分の１についても

８割が特別交付税で措置されることになっておりま

す。

○當間盛夫委員 これはウチナービケンではないよ

ね。

○金城康司交通政策課長 これはオールジャパンの

補助金ですので、今の特別交付税についてはオール

ジャパンなんですが、運航費補助の補助率について

は、すみません、今、手元に資料がないんですが、

県ごとで若干補助率の差はあったかと思います。

○當間盛夫委員 離島の船舶、小規模離島の船舶と

なると、やっぱり道路と一緒なはずでしょうから、

その分が離島の皆さんの負担にならないようなこと

をするのが行政、政治の役割だというふうに思って

いますので、その部分の予算のつけ方ということを

しっかりとやっていただければなというふうに思っ

ております。

次に、離島地域情報通信基盤高度化事業が今回13億

円、この海底ケーブル通信の設備ということである

んですが、海底ケーブルは分かるんですが、陸上部

分は、これどうなるんでしょうか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 ５Ｇの基地局整備

に向けた財政支援のほうにつきましては、国におい

て携帯電話等エリア整備事業や高度無線環境整備推

進事業による補助金支援のほか、設備取得を行う場

合の税額控除等による税制支援のほうを行っており

ます。

県においては、５Ｇの全県的な展開に向けて、携

帯事業者や通信事業者と意見交換を実施しており、

その中で先島、久米島地域における基地局整備の前

提となる県所有の海底光ケーブルについて、５Ｇの

通信要領に適合させるため、通信設備の機能強化が

必要となるということを確認しております。

このため、令和４年度に約13億円を計上させてい

ただいたところでございます。

○當間盛夫委員 これは海底ケーブルの部分でしょ

う。僕が言ったのは、この陸上はどうするのと。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 現状、県において

補助メニューは用意をしておりませんが、国におい

て活用可能な補助メニューが存在している。また、

税制支援のほうが行われているというところでござ

います。

○當間盛夫委員 基本的にＮＴＴさんを含めて民間

がこのことをやるというのがあるんですが、状況は

どうなんですか。

以前にも、海底ケーブルは組んだけれども、なか

なかやっぱり採算が合わないということで、一括交

付金を活用して各市町村がやったという認識がある

んですが、その辺はどうなんですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 離島における光フ

ァイバー網の整備については、これまで超高速ブロー

ドバンド環境整備事業ということで事業のほうを続

けてまいりました。

その結果もありまして、離島においても、今、令
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和２年度末で97％程度のカバー率という基盤の整備

率という状況になっております。

○當間盛夫委員 通じていないかね。つなぎはでき

たさあね。ところが需要のもので、民間ではなかな

か厳しいと、陸上揚げはね、という部分で一括交付

金を活用して陸上部分はやっているのではないか、

私のこの認識が違うのかな。

これは５Ｇではどうするのという話。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 光ファイバー網の

整備については、陸上部の基幹線ともなる部分にな

ります。そちらのほうについては、県のほうが事業

者を補助するというスキームの中で、これまで整備

が進められてきたと。

５Ｇの基地局展開に関しましては、国による財政

支援とか、税制支援のほうがあるということで、携

帯事業者との意見交換の中でも、特段この部分につ

いて、県に対しての求めというのはございません。

○當間盛夫委員 では、ある程度、もうこの離島に

おいてもこの５Ｇのこの設置状況というのは、特段

県がやる、市町村がやるということではないという

認識でいいんですか。

○加賀谷陽平情報基盤整備課長 現状、その各携帯

事業者のほうが総務省のほうに届け出て、認定を受

けている計画のほうで申し上げますと、令和６年度

末離島も含めて県内の基盤展開率は50％以上、各社

とも設定はされている。最も高いところが約89％と

いうふうな計画というふうに今なっておりまして、

令和２年３月から順次、整備のほうが進められてい

るということで承知をしております。

事業者の計画の進捗状況とか、この辺もちょっと

お聞きをしながら、また、今あるのは令和６年度末

までの計画ですので、それ以上のそれ以降の計画化

の動向、そういったところをちょっと注視していき

たいなというふうに思います。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

それでは、次に、鉄軌道を含む新たな公共交通に

なるんですが、今回も県の分で5000万円、国の予算

で8000万円というのがあるんですが、鉄軌道―部長、

長期的にという話ではなくて、どうされるんですか。

○宮城力企画部長 今年の令和４年度の予算につい

ては、機運醸成のための予算を計上しているところ

でございます。

私が初めて本土に行って、モノレールを乗り継い

で電車で移動したときに、こういう定時で本当に移

動ができるんだということに感動しました。この感

動をですね、今の子供たちも味わわせて、こういう

便利な乗り物があるんだと、そういうのを早く沖縄

にも導入すべきなんだという機運を盛り上げていき

たいというふうに考えているところです。

今回、附帯決議の中で特例制度の創設についても

調査検討するということが盛り込まれました。これ

について内閣府と協議を進めた上で、一日でも早い

この鉄軌道の導入に向けて取り組んでいきたいとい

うふうに考えているところでございます。

県土の均衡ある発展を図るためには、ぜひとも名

護、那覇の鉄軌道が必要と考えておりますので、引

き続き熱意を持って頑張っていきたいというふうに

考えているところでございます。

○當間盛夫委員 今回、例年、大体国が１億円の予

算、今回また2000万円減されての予算をつけてはい

るんですが、国でもね、もうトータル10億円近く、

この調査だけで、もうかかっているわけですよ。我

々沖縄県だけでも５億円以上の予算を使ってね、こ

のことを調査していると。

今回、国の附帯決議もあるんですが、その中でも

鉄軌道その他の公共交通機関の整備の在り方につい

て鋭意調査検討を行うことと。まだね、調査検討を

行うというのは、もう10年ね、これだけ調査、これ

だけのお金をかけてやってきたのに、いまだにそう

いう状況ということは、やっぱりね、政治的な決着

をどこかでやっぱりやらないといけないだろうなと

いうふうに思っていますし、やっぱり知事の―リー

ダーの強いこの公共交通に対しての在り方というこ

とを持たないといけないと思うんですが、どうでしょ

うか。

○宮城力企画部長 鉄道の整備だけで6000億円、数

年前に概算で出した数字で6000億円。すごい巨大な

プロジェクトになります。

これについては、県民の強い意志も必要ですが、

まさしく委員おっしゃるような政治的な側面もある

のかなとは思っております。

○當間盛夫委員 待っても、僕ら、我々がこう生き

ているうちにあるのかというところを考えると、公

共交通、バスをどうするのかということがあるんで

すが、今回この皆さんの部分で、このバスの補助だ

とかシームレスのものがあるんですが、この路線バ

スの欠損補助金、もう一度教えてください。

国、県、市町村でどれだけのものを出していると。

○金城康司交通政策課長 まず、国、県、市町村の

補助ということなので、国協調補助のことから説明

いたしますと、令和２年度決算ベースで、補助額総

額２億3473万6000円、うち国が9473万3000円、それ
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から県が4663万2000円、それから市町村が9337万

1000円となっております。

○當間盛夫委員 では、皆さんこれ持ち合わせてい

るかどうかなんですが、県内の今、乗合バス、貸切

りバスの減収状況は分かりますか。持っていますか。

○金城康司交通政策課長 すみません。今、貸切り

バスのデータはないんですが、路線バスで言います

と、バスの減収状況、令和３年度４月から直近のデー

タがある１月までですと、コロナの影響を受けない

令和元年度に比較しまして約33％の収入減となって

います。

○當間盛夫委員 金額で言うと。

○金城康司交通政策課長 約19億1400万円となって

おります。

○當間盛夫委員 部長、皆さんこれまでずっと路線

の赤字補塡でも、私が持っている資料でも、県、国、

市町村でやっても５億円ぐらいの赤字補塡があるわ

けですよね。

皆さん、このバス路線補助事業でバスのこの低層

の車両購入だけでも今回１億6000万円と。

ところが、今の赤字金額を聞くと、私もう少しそ

の公共交通に対する在り方を皆さん、根本から見直

す時期に来ているのではないかなと。コロナだから

ということではなくて、やはり今、鉄軌道がこうい

う部分でなかなか国からのゴーサインが出ないとい

うことであれば、この路線バス、公共交通をどのよ

うな形で持っていくのかということは大事な部分が

あると思うんですが、どうですか。

○宮城力企画部長 コロナ禍にあって、路線バスの

運営が非常に厳しいというのは承知しております。

コロナ前には運転手がいない、乗客も減ってきて

いるが運転手も減ってきたと、非常に厳しい状況が

ある。それで様々な対策を練ってきたところです。

公共交通の展開を図るには、まず、今、バスが一

番重要な交通手段だと思っておりまして、そのため

にやっぱり基幹バスを通す。そのためには支線バス

の再編も必要、結節点も必要となります。支線バス

を運行するには、路線の再編が必要で、その際の乗

り継ぎの運賃、この体系も、料金体系をどうしてい

くかという難しい問題が出てきます。

これらも含めて今、国、それから交通事業者さん、

意見交換を交わしているところで、その再編を図り

ながらバスのネットワークの維持確保に努めていき

たい。加えて、コロナ禍で今、非常に厳しい状況に

ある交通事業者さんのですね、どのような対応がで

きるのかという点も含めて検討を進めているところ

でございます。

○當間盛夫委員 これまで貸切りバスのこの黒字の

部分で、この路線バスというんですか、乗り合いの

この赤字を埋めていたというようなのがあるんです

が、今もうこのコロナで貸切りバスも、もう赤字だ

というような現状がね、私はこのバス会社にとって

は、もうマイナスになっているということを考える

と、やはり今、この公共交通が我々沖縄県にとって

大事ということになってくるのであれば、このね、

乗合路線バスのものは、早めにちょっと統合をどう

していくのかと、独禁法のいろんな部分での兼ね合

いも、そういったものもあるんですが、そういった

ことも含めながら、沖縄の公共交通の在り方、ＳＤ

Ｇｓ含めたこれは大事な部分だというふうにも思っ

ておりますので、頑張ってください。

○又吉清義委員長 休憩いたします。

午後４時０分休憩

午後４時20分再開

○又吉清義委員長 再開いたします。

先ほど平良委員の質疑に対する答弁で、地域・離

島課から答弁を訂正したいとの申出がありますので

発言を許します。

山里永悟地域・離島課長。

○山里永悟地域・離島課長 先ほど平良昭一委員か

ら御質問のありました島あっちぃ事業の後継事業と

なります離島ブランディング事業。これは何年計画

の事業かという御質問に対しまして、私、６年と答

えてしまったんですが、再度確認をしたところ、５年

事業で内閣府と調整を進めているところであります。

おわびを申し上げて訂正させていただきます。

○又吉清義委員長 引き続き質疑を行います。

島尻忠明委員。

○島尻忠明委員 こんにちは。

それでは、聞き取りに来た方がおりまして、その

方にもお話をしたんですが、令和４年度当初予算案

概要の部局別の２を参照していきたいと思います。

まず最初に、シームレスな陸上交通体系の構築の

件なんですが、まず確認なんですが、これは沖縄県

総合交通体系基本計画、これは第６章まであるんで

すが、第６章の第２節の中にシームレスの文言があ

るんですが、その辺に基づいて解釈して質疑してよ

ろしいですか、確認から。

○金城康司交通政策課長 当該事業なんですが、公

共交通の利用促進はもとより、将来的には自動運転

技術を活用した新たなモビリティーや自動運転車、

電気自動車、ＥＶですね、それからカーシェアリン



－356－

グ、それからシェアサイクルなど多様なモビリティー

を活用したシームレスな乗り継ぎサービスの構築を

促進する事業であります。

また、交通手段による移動を一つのサービスで完

結させるＭａａＳの概念を踏まえ、県民及び観光客

などの安心、快適、円滑な乗り継ぎ等を支えるシス

テムや割引等を検討してまいります。

なお、令和４年度は引き続きノンステップバス導

入やバス停における到着案内など、物理的、心理的

な負担軽減に向けた取組に加え、基幹バスと支線バ

スの乗り継ぎ割引など料金的にもシームレスな環境

構築を検討してまいります。

○島尻忠明委員 ちなみに、これまではどのような

作業をしてきましたか。

○金城康司交通政策課長 この前身事業の中で、ま

ず那覇－コザ間の基幹バスシステムの構築に向けた

調査検討を、これ現在も進めております。

それからノンステップバスの導入補助ですね。特

に基幹バスの路線における利用者の増を図るためノ

ンステップバスの導入補助、それからバス停上屋や

電子掲示板の整備補助、それから公共交通の利用促

進に関する広報活動などを実施してきたところでご

ざいます。

○島尻忠明委員 結構、物すごい空港とも、港湾と

も、各離島空港とか、いろんな施策が物すごく張り

巡らされていて本当にとてもいい施策だなと思って

おります。

そこで、シームレスという言葉を調べたら、継ぎ

目のないという意味で交通をシームレスにすると、

複数の交通手段の持続性を改良し、利用しやすくす

ることを指すといって、ここにもいろんな海外との

絡みを記載されているんですよ。

沖縄にはモノレールとかありまして、よく新聞に

載っているＯＫＩＣＡとか、今はいろんな航空会社

とも連携したカード１つで使えるように。やっぱり

いろんな会社が連結して乗っていくということを多

分、最終的に見込んでいるのかなという思いがある

んですが、ただ、その辺の部分がこの中になかった

ものですから、これまで皆さんが検討するものでは

なくて別なのかどうかも含めて、それもちょっと検

討をしたほうが、そのままいろんな発券をしたりと

かね、いろんなことをスムーズに観光客も含めて、

それもうたっていますので、その辺の検討はなさら

なかったのかどうかお聞きします。

○金城康司交通政策課長 ありがとうございます。

今、委員のお話、多分、シームレスな移動につな

がるということであれば、例えばバス、モノレール、

電車などから、例えば飛行機、船に乗り継ぐ。それ

から観光であれば最終的にはホテルまで宿泊すると

いうことで、そういった予約から決済を一括で行え

るＭａａＳというふうな取組、今、進めているんで

すが、県のほうとしましても、今、県内各所で、そ

のＭａａＳの動きというのが今、進んでおりまして、

県のほうとしましても、そういった民間の動きを促

進しつつ、今後また新たな展開に結びつけないかと

いうことで、常に情報収集しているところでござい

ます。

○島尻忠明委員 これちょっと部長に最後お聞きを

したいんですが、この施策、いろんなものを網羅し

てやっているんですが、10年間という節目もあると

思いますが、附帯決議の中にもいろいろとありまし

た。交通手段とかもですね。

その辺も含めて、これの最終目的というか、短め

でよろしいですから。これができることによって、

どういうことが沖縄県にとって効果的に、また、明

るい展望が開けるのかなということをお聞きしたい

です。

○宮城力企画部長 今は自動車依存、加えて全国で

も多分最悪の交通渋滞が続いているところ、まず、

公共交通への転換を図らないといけないというとこ

ろで、そのためにも基幹バス、加えていろんなモビ

リティーも活用しつつ、ＭａａＳの展開も促進して

いくということになると思います。

そうすることによって、県民はもとより、県外あ

るいは海外からいらっしゃるお客様もスムーズな移

動ができる、そうすることによって観光地としての

魅力が増す。これがまず１点。

あと、自動車からその他の乗り物への転換を図る

というところで、脱炭素といいますか、カーボンゼ

ロ、温室効果ガスの排出量の削減にもつながるはず

ですし、環境面での負荷も低減できる。様々な効果

があると考えておりますので、そのためにも現在の

交通システムをですね、公共交通を充実させた社会

にしていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

○島尻忠明委員 これは、フライヤーのクルーズの

面もいろいろ書いていますので、ぜひまた取組につ

いては、注視をしていきたいと思っております。

それであと一つ、二つ皆さんにはお聞きしたいと

いうことでお話をしました。あと一つですね、駐留

軍用地跡地の有効かつ適切な利用推進という事業が

ありますが、予算は別にして、今般、本会議でも質
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問させていただきましたが、跡地利用の面積の問題、

あとはまた公庫さんが今度、保留床ということも沖

振法の改正に組み込まれましたが、この２つがです

ね、この利用促進とか、皆さんいろんな計画を立て

る中で与える影響というか、行政にとってもよいの

か、あるいはまた返還される地主にとっての、その

返還される環境整備にとって与える影響がありまし

たらお聞きをしたいと思います。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 まず、公庫法の改正についてですが、今回

の沖縄振興開発金融公庫法の改正案では、駐留軍用

地跡地に係る産業開発資金の貸付け対象を譲渡に活

用される保留床部分を含む施設の建設または整備に

必要な資金にまで拡大しております。

この改正によりまして、民間事業者が商業施設等

を開発する場合、この当該施設の保留床部分も含め

て、資金の貸付け対象となりますので、所有者が多

数存在する駐留軍用地跡地の活用の推進に資するも

のと考えております。これは、資金面から跡地利用

を推進する制度になっていると考えているところで

ございます。

あと、跡地法の改正の効果についてでございます

が、いわゆる跡地利用推進法の改正案では、法律期

限を10年間延長するとともに、拠点返還地の指定に

つきまして、駐留軍用地が段階的に米国から返還さ

れる場合の指定要件の緩和が盛り込まれております。

この改正によりまして、引き続き駐留軍用地跡地

利用が有効かつ適切に推進されるとともに、牧港補

給地区が段階的に返還された場合でも地区全体を拠

点返還地に指定することが可能となりまして、一体

的な土地利用が推進できるものと期待しております。

○島尻忠明委員 跡地利用計画の件なんですが、キャ

ンプ・キンザー―牧港補給地区、一義的には浦添市

がしっかりと計画を立てると思うんですが、県はこ

のことについては、何らかの課題を持って会議をし

たことがあるのか、あるいは浦添市とも意見交換を

したことがあるのか、まずお聞きをしたいと思いま

す。

○與那嶺善一参事兼県土・跡地利用対策課跡地利用

推進監 浦添市におきましては、牧港補給地区の跡

地利用計画を平成25年３月に作成しまして、現在は、

地権者との合意形成活動を継続して実施していると

ころです。

令和３年10月にその跡地利用に関する準備協議会

というのを浦添市が設置いたしまして、その中で行

政、県、国、浦添市、あと地権者のまきほ21という

地権者の下部組織が連携いたしまして、今、情報の

共有と信頼関係の醸成を図りながら、今後の跡地利

用に関する協議会設置に向けて今、作業を行ってい

るところでありまして、今年度２回、準備協議会を

開催して、そこに県も参加して一緒に情報共有を図っ

ているところでございます。

○島尻忠明委員 ぜひ今、答弁があったまきほ21と

いうのは、牧港補給基地の青年の皆さんが、若い皆

さんが組織して、次世代のまちづくり、いろいろと

提言をしております。

区画整理はもちろんやりますが、やっぱり小さな

ブロックではなくて、やっぱり開発をするに当たっ

て、いろんな誘致をするに当たって、大きくブロッ

クを切ってやろうという話もありますので、私はそ

のこともですね、この公庫の民間への、やっぱり答

弁がありましたように、要するに、統合して一つの

事業としてできるというのは、画期的なことだと思っ

ておりますので、その辺も踏まえて、キャンプ・キ

ンザーは約270ヘクタールなんですが、まちづくりに

もしっかりと、また県としても、国もそうですが、

しっかり対応していただけるように、これからも協

議も一緒になって、まちづくりをしていただくよう

にお願いをして、２つでしたので、これで終わりま

す。

ありがとうございました。

○又吉清義委員長 仲村家治委員。

○仲村家治委員 質問が重ならないように考えたん

ですが、なかなか皆さんもう先に質問しているので、

通告した中でですね、まず那覇空港整備促進事業に

ついて、事業の内容をもう一度教えてもらえますか。

○下地努交通政策課副参事 本事業は、那覇空港の

機能強化に係る課題の整理、調整などの取組を国等

と連携して推進するものであります。具体的には、

那覇空港の機能拡張等に関する調査検討、２つ目に

滑走路増設に関して那覇市が事業主体となっている

船だまり整備事業への補助、３つ目に国や関係機関

との意見交換等を行っております。

○仲村家治委員 那覇市の関連ですが、これは南側

の船だまりと関連している事業ですか。

○下地努交通政策課副参事 そのとおりです。

○仲村家治委員 もう少し、この事業の内容を教え

てもらえますか。

○下地努交通政策課副参事 船だまりの事業につき

ましては、那覇市が事業主体となって進めている事

業ですが、県が費用の一部を補助しており、整備を

進めている事業となっています。
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内容としましては、那覇空港南側の那覇市具志地

先に、那覇地区漁業協同組合の漁業拠点となる船だ

まりを整備する事業となっております。

○仲村家治委員 県の予算としては、幾らついてい

るんですか。

○下地努交通政策課副参事 次年度は１億2478万

8000円の補助金となっております。

○仲村家治委員 具体的にどういった事業をなさる

んですか。

○下地努交通政策課副参事 那覇市は、令和４年度

から本体工事に着手するとして、船だまりの施設直

下の地盤改良工事と、それに伴う磁気探査工事を予

定しております。それに対する補助を行うことになっ

ております。

○仲村家治委員 具体的に、この補助をすると言っ

ていますが、どういう関連で補助事業になっている

のかも含めてお願いします。

○下地努交通政策課副参事 那覇市によりますと、

この事業は旧小禄村、大嶺地区の漁業者が旧軍飛行

場の用地接収に伴い、漁業拠点を失った歴史的経緯

と長きにわたり船だまり整備を要望した経緯を踏ま

え、那覇空港第２滑走路増設事業を契機に、那覇市

が国、県と連携して船だまりを整備するものとして

おります。

○仲村家治委員 旧軍飛行場の関連事業は、今年度

で終わるという、知事公室の中で出てきたんですが、

次年度の予算にその旧軍飛行場の関連の予算がつけ

られるんですか。

○金城康司交通政策課長 今、委員がおっしゃるの

は多分、知事公室が所管している旧軍飛行場用地跡

地の処理事業ということで、多分、大嶺地区ですと

か、例えばいろいろ会館を造っていますよね、保健

所機能を備えた。ああいったものをおっしゃってい

ると思うんですが、あの事業とはまた別でですね、

この事業の財源につきましては、埋立事業に対する

県から那覇市への補助ということで、主に県債を発

行して措置することになっております。

○仲村家治委員 分かりました。

ぜひ那覇市さんと協力して、事業が推進するよう

にお願いします。

続きまして、ハワイ東西センター連携事業の内容

について。

○金城克也科学技術振興課長 本事業は、本県にお

ける国際的な人材育成を目指し、県内学部卒以上の

大学生、社会人等をハワイ大学大学院及びハワイ東

西センターへ派遣する事業です。

本事業は、2000年に本県で開催された九州・沖縄

サミットを記念して設立された小渕沖縄教育研究プ

ログラムとして、ハワイ東西センターと沖縄県が連

携して実施をしております。

小渕沖縄教育研究プログラムでは、沖縄県からハ

ワイ東西センターへ負担金を拠出し、その内訳は、

派遣者の学費、寮費、書籍代、滞在費の一部、健康

保険費等となっております。また、派遣者に係る経

費の約半分は、ハワイ東西センターが負担しており

ます。

本事業の経費には、小渕沖縄教育研究プログラム

の周知広報や応募手続等についての説明会に係る経

費も含まれています。

平成26年度の事業開始から令和３年度までに、沖

縄県からハワイ大学大学院へ10名、それからハワイ

東西センターへ３名の計13名の派遣をしております。

○仲村家治委員 大変重要な、額は小さいんだけれ

ども、人材育成という意図、あとハワイ等に住んで

いろんな現地の人と交流することによって学生を、

そういう大変重要な中身の濃い事業だと思うんです

が、成果といったら、ちょっと言葉、語弊があるか

な。派遣して、その結果どういうふうにですね、彼

らがハワイと沖縄のかけ橋になったかの、何かいい

例があれば教えてください。

○金城克也科学技術振興課長 ハワイ東西センター

は、米国連邦議会により1960年に設立された国際的

な教育研究機関であります。アジア太平洋諸国から

人材を受け入れています。これらの人材の経歴は、

国等の政策決定者、それから企業関係者、研究者及

び学生など多種多様であります。帰国後には、リー

ダーとして活躍する人材となっています。

また、ハワイには、県系移民が多く、独特のコミュ

ニティーを確立し、活動も活発であり、留学生はコ

ミュニティー活動に積極的に関与することが求めら

れ、沖縄のアイデンティティーを再確認する場とも

なっております。このような環境に、沖縄の次代を

担う人材が身を置くことで、国際的な視点を広げ、

有益なネットワークを構築することができると思っ

ております。

また、留学を通じ研究を深めるとともに、沖縄県

民としての誇りと使命感を高めることにつながり、

帰国後は、国際協力及び国際交流の推進を担う人材

となることが期待できます。

○仲村家治委員 それはもちろん、おっしゃるとお

りだと思うんですが、実際に実社会で、帰国した後

に具体的な活動が分かれば、大変ありがたいんです
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が。

○金城克也科学技術振興課長 直近の事例では、探

求型学習や第２言語習得に向けた効果的な語学教育

などの研究プログラムの習得に励み、現在は、県内

学校において理科教員、それから英語教員として活

躍されている方がおります。

また、このプログラムを通して、いらっしゃった

方で実務経験を積みたいということでハワイの病院

に勤務し、それからハワイ現場医療の情報発信とし

て中部病院看護師との意見交換や、それから沖縄県

立看護大学学生との交流のかけ橋としての活躍をさ

れている方もいらっしゃいます。

そのほか、大学、民間、マスコミ等において活躍

されている方もいらっしゃいます。

○仲村家治委員 この辺で、やっぱり帰ってきて社

会貢献もなさっているということで大変すばらしい

と思うんですが、大きな県人会もありますし、沖縄

とハワイというのは、やっぱり観光という一番似た

ような文化も、そういう共有できる部分があるので、

もう少し、この観光の人材の発掘をする意味で広く

ですね、もう即戦力になると思うんですよ、この観

光の分野に関しては。だからこの辺の人材発掘も含

めて、ぜひもう少し募集要項も含めて検討なさって

いただきたいと思っていますので。

ただ、もう年何人とか決まっているんですか。

○金城克也科学技術振興課長 ４名です。

○仲村家治委員 もっと枠を広げてもいい事業だと

思うので、ぜひ、人材、学生といってもある程度多

分、日本でもそれなりの学歴を持って行かれるはず

ですから、より人材の発掘も含めて、観光分野とか、

沖縄に直結した産業に、人物になるような方々もぜ

ひ採用して、派遣していくのを要請いたします。

この件は以上です。

あと、部長。今回の企画部の予算を見ていると、

離島関係の予算に相当、重点的に予算が配分されて

いて、次期沖縄振興計画の中でも離島の振興という

のは、沖縄県の発展に欠かせないという意味で、大

変その精神が反映されていると思うんですが、まだ

まだ足りない部分があるんですが、いかんせんソフ

ト交付金も減額されている中で重点的にやったとい

う、この辺の配分について、部長の所見をちょっと

お伺いしたいんですけれども。

○宮城力企画部長 令和４年度は、沖縄振興の節目

の年で、離島振興計画も令和４年度からスタートい

たします。

これまでの取組を振り返っていって、条件不利地

域であることには変わりはありませんが、その地理

的な不利性を軽減できるツールは何かといったら、

やはりデジタル、ＤＸだと思っていまして、その方

向で基盤を整備し、人材を育て、そして産業のＤＸ

に取り組むための様々な支援をサポートしていく。

そういう意味では、令和４年度以降も、この取組を

もっと強めていきたいというのが１点と、今回、一

括交付金が大幅な減になりましたが、交通コストの

負担軽減、これ一括交付金でやっている事業の中で

も上から２番目に大きい玉、事業でございます。

どうしても、この現行のスキームを維持したまま

で事業継続したいということで、いろいろ調整を進

めて、従前どおりのスキームが今後も継続、令和４年

度も継続できるという意味にあっては、離島の皆様

にも満足していただけるというふうに考えておりま

す。

○仲村家治委員 次年度のこの予算編成にしても多

分、次期沖縄振興計画の策定で、この令和３年度と

いうのはもう部長にとっても大変忙しい年度であっ

たと思います。

ただ、次期沖縄振興計画は昨日、衆議院通過して

いますし、参議院でも間違いなく年度内には成立す

ると思われますので、今度は令和５年度の予算に向

けて、取りこぼした部分、減額になった部分をきめ

細かく積み上げていかないといけない作業が待ち構

え、もう予算編成４年度はもう終わっているので、

終わったことを言ってもどうしようもないから、５年

度に向けて、４月からはまた市町村と調整しながら、

沖縄担当大臣がおっしゃったように、またいろんな

新たな手法で骨太に向かっていくということもあり

ますので、その辺のですね、部長は４月からまた違

う部署に行くかもしれないけれども、決意を聞かせ

ていただけますか。

○宮城力企画部長 落ち込んだ沖縄振興予算の回復

に向けて、企画部としましても、総務部はじめ、各

部と連携して、しっかりとした予算を確保していき

たいというふうに考えております。

○仲村家治委員 ぜひよろしくお願いします。

以上です。

○又吉清義委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 よろしくお願いします。

前のお二人の質問見て、私にも何か期待されてい

るのかなんて思っていますけれども。

まず一つですね、当初予算案概要の資料３－４の

３ページ、企画部予算のポイントとあります。ここ

には離島・過疎地域の産業振興及び定住条件の整備、
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情報通信基盤の整備については、重点的に配分して

いるというふうにあります。

令和４年の企画部における離島振興に対する目玉

の事業というのは、どのようなものがありますでしょ

うか。

○髙江洲昌幸企画調整課長 令和４年度当初予算概

要部局別資料３－４にも記載しておりますが、企画

部におきまして７つの施策を軸として、予算を計上

しております。

離島・過疎地域の産業振興及び定住条件の整備、

情報通信基盤の整備につきましては、切れ目のない

施策が不可欠ということで重点的な配分をしており

ます。

まず、離島におけるオンライン教育や５Ｇ利活用

等インターネット利用増を見据えた海底光ケーブル

通信設備の機能強化を実施する離島地区情報通信基

盤高度化事業に13億円の予算。

それから大東地区におきまして、高度な情報通信

環境の形成を図るため南大東島と北大東島を結ぶ海

底光ケーブルの整備に着手する大東地区情報通信基

盤整備事業に２億3000万円。

それから専門的知見からの助言等を行う外部アド

バイザーから成る支援体制を構築するＤＸ技術アド

バイザリーコンサルテーション事業で全庁的なＤＸ

の関連施策を支えていく。また、県市町村職員のＤ

Ｘ人材の育成等を行うためのＤＸ人材確保育成市町

村支援事業に5800万円の予算。

また、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金

を活用して、離島・過疎地域のデジタル実装を進め

て、デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上

を実施するためのオンライン学習塾支援等の取組を

実施する離島・過疎地域づくりＤＸ促進事業に

4200万円という形で、企画部におきましては、特に

情報基盤整備、デジタルトランスフォーメーション

の取組を推進していくと、予算に配分をしていると

いうところでございます。

○花城大輔委員 非常に目玉がたくさんあるんだな

という印象を持ちながら聞きましたが、これ新たな

計画の展望値として、県民所得291万円を目指すとい

うふうに一般質問なんかでも答弁ありましたけれど

も、今、お話されたうちの２つは、当初予算概要の

資料３－３の中の39ページに新規事業として載って

いるものがあります。ＤＸ技術アドバイザリーコン

サルテーション事業、また、ＤＸ人材確保育成市町

村支援事業、この辺がこの稼ぐ力の項目に入ってい

るということで、この県民所得向上のために寄与す

るものなのかなというふうな、私は期待を持ってお

りますが、この事業における経済波及効果、また、

期待みたいなものを説明お願いしたいと思います。

○石川欣吾デジタル社会推進課長 経済波及効果と

いうのを、この事業でというのは、なかなか言いづ

らいところはあるんですが、私たちのこの事業とい

うのは、県庁各部局、デジタルトランスフォーメー

ションというのは、全ての分野に、根底して、この

共通してあるものですから、そういったところを各

部局の取組を支援していくような事業になってござ

います。

この予算説明書で言いますと、例えば42ページの

観光のところだとか、あとは43ページの産業のとこ

ろだとか、こういったところに大きな事業がござい

ますが、こういったところにもこのアドバイザーと

かを使って、効果的な活動を支援していくと、そう

いったことを考えております。

○花城大輔委員 ぜひこの事業が新規で行われて、

決算のときには、先ほどの質問に関連するような回

答をほしいと思いますね。というのは、稼ぐ力の強

化というページに折り込まれている人材育成内容が

どのようなプロセスを経てそれを実感できるように

なるのかということは非常に重要だというふうに私

は考えています。でないと、このような説明資料は、

そぐわないものになってしまうと思いますから、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。

あと、先ほどの仲村委員とは真逆のことを言うか

もしれませんが、今度、離島振興事業費ですね。こ

れは平成５年からの７年間は1000億円以上の予算が

ありました。そして、最近の大きな金額で言うと平

成26年で869億円、これ離島全体を網羅する予算であ

りますが、令和４年は幾らの予定でしょうか。

○山里永悟地域・離島課長 部局全庁的にまたがる

離島関係予算で申し上げます。

令和４年度の当初予算におきますと、概算で約

536億円となっております。

○花城大輔委員 先ほども申し上げましたけれども、

いいときは1000億円以上ついていたと。平成26年で

は869億円。これはですね、全体の予算規模は減って

いますが、企画部としては非常に力を入れて新規事

業にも取り組んでいるよという理解でよろしいので

しょうか。

○山里永悟地域・離島課長 まず、地域・離島課の

取組として申し上げさせていただきたいんですが、

予算が大きく減額したのは、例えば石垣の空港の整

備事業が完了したとか、そういったところが影響し
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ています。

地域・離島課として、令和４年度予定しているの

は、先ほども説明させていただいたんですが、引き

続き児童の離島体験、デジタル交流促進事業を実施

させていただく、これで２億2000万円。離島のテレ

ワーカーの高付加価値化を図る取組といった高度化

事業も引き続き実施をさせていただきますし、離島

・過疎地域ならではのワーケーションの魅力向上の

しまっちんぐ事業、離島デジタル広報・販売スキル

―デジタル化に対応した販売スキル向上の事業も新

設をさせていただいております。

また、島あっちぃ事業の後継としての離島ブラン

ディング事業。また、新規事業として離島・過疎地

域づくりＤＸ促進事業といったものも組み立ててお

りまして、引き続き切れ目のない支援をさせていた

だきたいと考えております。

○花城大輔委員 なので、企画部としては、離島振

興はもう力を入れてやっているということでよろし

いんですよね。

○宮城力企画部長 企画部としては、離島振興に力

を入れているつもりでございますし、今後も注力し

ていきたいというふうに考えております。

○花城大輔委員 次に、過疎の部分なんですけれど

も、今年になって食堂のない村、また、コンビニの

ない地域、その辺に対して販売機を設置して、ラン

チ難民や食事に困らないような事業がスタートした

というふうに聞いておりますが、これに対する住民

の評価とか聞いているのであれば教えていただけま

すか。

○山里永悟地域・離島課長 御指摘いただきありが

とうございます。

御指摘、国頭村の安田協同売店の取組だと考えま

す。私が以前お伺いしたときには、まだ設置されて

いる前でして、ちょっと時間が取れなかったので職

員が最近ちょっとヤンバルの共同売店、よく職員が

回ってくれるんですけれど、行ってお話を伺ってく

れました。

やはりコンビニの―要はレトルトパックの食品で

すけれど、我々からはなじみが結構あるかもしれま

せんが、その地域の方にとってはやっぱり新鮮に映っ

ているということで、大変好評だというふうな報告

を受けております。

○花城大輔委員 県の評価はどうですか。

○山里永悟地域・離島課長 県の評価ということで

すが、ちょっと答えになるか分かりませんが、先日

２月５日に県主催でシンポジウムをさせていただき

ました。これ、国頭村、東村、大宜味村と共催で行

いまして、小さな拠点とやんばる共同売店という名

目でやっております。

そこでも国頭村からある県議の御尽力もあってこ

ういった取組ができたといった紹介もありましたし、

大宜味村の謝名城共同売店の運営者による取組など、

そういったところを紹介させていただいたところで

あります。

共同売店が非常に地域の中心的な役割を担ってい

て、重要な取組、重要な役割にかなり尽力をされて

いるといったことを再認識をさせていただきまして、

改めて住民、事業者、行政と課題を共有して、今後

の連携の在り方を検討したところでございます。

○花城大輔委員 この話を聞いたときに、11年前の

東北の震災の際に、避難所の前に移動コンビニが来

て、非常にスイーツをみんな買い求めていたのを思

い出しました。

そして、今、最近は自動販売機が非常に面白いと

思うんですよね。有名ラーメン店のものが食べられ

たりとか、刺身とか焼肉セットが食べられたりとか、

そういった試みを過疎地域のところで、希望をする

ことがあるのであれば、応えていただけるような取

組をしていただきたいなと思います。

では、次にバスの件であります。しょっちゅうバ

スのことをやっていますが、当初予算案概要の資料

３－４の３ページですね。

先ほど、答弁の中でバスの定時性のお話がありま

したが、もし分かる範囲で構いませんが、最後に時

刻表が改正されたのはいつか分かりますか。

○金城康司交通政策課長 今、時刻表というお話だっ

たんですが、バスの時刻表によっては、系統別に大

体直近でも１か月前とかに変更することになってお

ります。

それから今、定時性というお話だったと思うんで

すけれども、定時性につきましては、これも沖縄県

公共交通活性化推進協議会というのがありまして、

これも国、県、それから事業者等で組織して年２回

ですか、沖縄県の公共交通について話し合う機会を

持っているんですが、その勉強会の中でも、その実

際の定時性について話し合っておりまして、その都

度、バス事業者と意見交換をする中で、その改善方

法について探っているところではあります。

○花城大輔委員 これ委員会の中でお話したことが

あるかどうか分かりませんが、県庁北口でバスを待っ

て、１発目のバスが定時に来ないんですよね。バス

ターミナルを出て、10分過ぎたあたりにやっと来る
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と。その間、待ち切れなくなって、宝くじを買って

いたら人に見られたりするわけですよ。

なので、この辺のところを改正していくとか、気

をつけないと、我々が、バスを愛する人たちが理想

とする形には、まず遠くなるんではないかなという

ふうに思っています。

そして、今日、いろんな方からいろんな質問があ

りましたが、例えば南北縦断鉄道ですね。あと、高

速道路もまたいろいろと工事が進んでいるというふ

うに聞きます。モノレールも延長をしました。パー

ク・アンド・ライドも進めていくということ。また、

シームレスな陸上交通というふうにありますが、こ

れの全てが完成に近づいたときに、バスの在り方と

いうものが変わってくるのかなというふうには思う

んですけれども、県としてはどのような見立てを持っ

ていますか。

○金城康司交通政策課長 今、委員がおっしゃるよ

うに、これまでも、これからも県のほうで公共交通

を充実、交通渋滞の緩和に向けて取り組む所存です。

その理由としては、やはり県内の公共交通につい

て、先ほどから話ありますように、定時性に欠ける、

それから、そういったのが原因で利用客が減る、加

えて、人口増による車が増えるというふうな状況に

なっておりますので、そういったものを改善する手

段ということで、いろいろな手段があります。鉄軌

道の導入もそうですし、フィーダー交通の充実もそ

うですし、シームレスな交通体系もそうなんですが、

そういったのを含めましても、例えば鉄軌道ができ

た際には、そこから地域に延びる公共交通システム

ということで、バスの役割というのは逆に果たして

いくのかなというふうに考えております。

今、沖縄県内、本島内で取り組んでいる基幹バス

のシステムもそうなんですが、まず那覇－コザ間を

ですね、基幹バスシステム構築した際に、例えば競

合路線とか出てきます。それから地域に延びるバス

の再編も行うことになります。

そういったことによって、例えば今、バスの運転

手の担い手が足りないという問題もあるんですが、

限りある資源を有効に活用できるというふうな手段

でもって、逆に地域の公共交通が不足している地域

に、そういった力を投入できるのではないかなとも

考えております。

○花城大輔委員 バスの価値が高まれば、それはい

いと思いますので、ぜひ力を入れて取り組んでいた

だきたいと思います。

部長、今日の朝刊にですね、県内紙ですが、沖縄

市がバスターミナルを設置することを官房長官に求

めたということが載っていました。これは那覇－コ

ザ間といわれる路線をコザ－那覇間に変えていこう

というもくろみがあるというふうに思いますが、こ

れ内容を県は把握していましたか。

○宮城力企画部長 ちょうどコザが基幹バスの区間

になって、支線バスの結節点をするためには、その

展開する場所が必要になるということで、沖縄市の

皆様と意見交換を進めてまいりました。

道路事業に合わせて整備をしたいという話は聞い

ているところで、計画自体については承知をしてい

るところでございます。

○花城大輔委員 沖縄市は今、このいわゆるコザを

中心にしたまちづくり、改めて取り組んでいるとこ

ろでありますので、ぜひ協力して進めていっていた

だきたいというふうに思います。

次に、これも皆さんの質問とかぶりますが、鉄軌

道の件ですね。これ、今日も何度か質問ありました

が、沖縄北方特別委員会が可決される過程の中で、

この鉄軌道を含む新たな交通システム導入に向けた

調査検討、これ、財政措置などを求めるという附帯

決議があったということでありますが、これ企画部

の皆さんとしては、これまでの努力が若干でも報わ

れるものになるのか、または弾みとして取れるもの

であるのか、それとも、あんまり評価されないもの

なのか、率直なところを聞かせていただきたいと思

います。

○宮城力企画部長 これまで国においても鉄軌道の

導入に向けた調査検討をしてきて、同じく県も調査

をしてきて、一番ギャップがあったものが、ビー・

バイ・シーの数値でございます。それから事業の採

算性。大きな開きがあって、沖縄県の場合はどのよ

うにすれば持続可能な経営ができるのかという視点

で立ったときに、全国新幹線鉄道整備法、これを参

考にした特例制度があれば、持続可能性があるとい

うことで、国にいろいろお話をしてきたところです

が、そういう制度がないものですから、国としては

そういう前提でなかなか調査をするのは難しいとい

うところもあったかと思います。

今回、附帯決議の中で、その新幹線鉄道整備法を

参考とした特例制度についても調査検討を行うこと

という文言が入りましたので、こういう制度があれ

ば、鉄軌道の導入も可能になるのかという視点で、

調査検討がされるものというふうに考えております。

法律ができて、国との今後の協議を進めていく中

で、いろいろ意見交換を交わしていきたいというふ
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うに考えております。

○花城大輔委員 私、県議会議員になって初めて内

閣府に行ったときに、担当の方から沖縄県民はマイ

カーを手放す覚悟あるのかと言われたことをいつも

この鉄軌道の話を聞くたびに思い出します。約１兆

円投資するために、沖縄の覚悟というものは固めな

いといけない。

今回、この予算書を見たときに、機運醸成とあり

ました。今さら機運醸成かと。もう県は５億円、国

は10億円、予算を費やしていながら、今さら機運醸

成かというふうに思ったわけですけれども、その辺

の県民の、この沖縄県の道路環境に対する意識を変

えるための内容であるなら、大いに歓迎するべきだ

なというふうに個人的には思っております。引き続

きいつまでも調査研究ではなくて、実現に向けての

一歩を歩んでいただきたいと思います。

次に、歳出予算事項積算内訳書の１ページ。これ

自衛官募集事務費というふうにあります。内容は、

福岡に出張して、会議に参加をする旅費だというふ

うに聞きましたが、そもそものこの会議の性質と県

がこの自衛官の募集業務に対して、どのような協力

をしているのかということを聞かせていただきたい

と思います。

○森田賢市町村課長 まず、県及び市町村は、自衛

隊法97条の規定に基づき、法定受託事務として、自

衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を

行うこととされております。

まず、委員御指摘の募集連絡会議についてでござ

いますが、毎年九州各県の募集担当課や九州地方協

力本部等々が集まりまして、各団体の募集に係る取

組の発表、意見交換等を行っているところでござい

ますが、令和２、３年度は、新型コロナウイルス感

染症の影響で中止というふうになってございます。

続きまして、県の取組に関しましてでございます

が、自衛官採用試験の沖縄県広報での告示でござい

ますとか、自衛官の採用情報のホームページでの掲

載、また、市町村総務担当課長会議なるものを行っ

ておりますが、その中で募集業務に関する説明等々

の取組を行っているところでございます。

○花城大輔委員 市町村では、この自衛官募集に関

する業務を手伝ってくれる議員や民間の方がいると

いうふうに聞いていますが、沖縄県もそのような人

選をする、そういう立場にあるのでしょうか。

○森田賢市町村課長 基本的には、例えば市町村に

おいて協力本部と連携して募集相談員なるものを指

定して行っているケースありますが、県としては特

にそういうことはないと思っております。

○花城大輔委員 では、最後に、これは通告してい

ないので、答えられたら答えてほしいんですが、Ｏ

ＩＳＴの件です。やはり予算が非常に大きくありな

がら、長年この研究費が費やされていきながら、県

民に全く還元されていないんではないかというよう

な声がよくあります。

その中で、総務企画委員会で過去に視察に行った

ときに、お米の研究をしているというような話を聞

きました。ラットをですね、非常に脂肪肝を多くし

て危険な状態にまでして、かわいそうではあるんで

すが、そこにＯＩＳＴが研究をしたお米を食べさせ

ると一定の期間を過ぎると、元の健康的な体に戻っ

ていくんだというようなお話でした。

私と私の右前にいる人たちは、この米が今、必要

だと思うんですよね。このようなものが市場に出回

れば、沖縄県民にとってもＯＩＳＴに対する見方も

変わっていくのではないかなと思いますが、答弁で

きるのであればお願いしたいと思います。

○宮城力企画部長 委員が御覧になったお米につい

ては、すみません。私はちょっと聞いてはおりませ

んが、そういう革新的な開発があって、それがまた

実用化されて、広く県民にも周知されて、そうする

とＯＩＳＴのまた名声が高まるというところになる

と思います。分かりやすいといいますか、その成果

の部分を、我々としてもしっかり把握できるように、

ＯＩＳＴとも連携を今後とも深めていきたいと思い

ます。

○花城大輔委員 ありがとうございました。

５秒だけ期待に応えたいと思います。

○又吉清義委員長 仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 お疲れさまです。

二、三質問を行いますが、質問取りにこられた皆

さんには大変申し訳ないんですが、通告した質問は

全部取り下げたいと思いますが、部長、委員長、大

丈夫でしょうか。

○又吉清義委員長 はい。よきに取り計らいます。

○仲田弘毅委員 では、宮城部長に質問をいたしま

す。

御案内のように、昨日衆議院本会議において、沖

振法など、沖縄関係法の改正案が全会一致で可決さ

れた。この報道を受けたときに、私自身含めて、関

係者の皆さんは、安堵し、ほっとしたというふうに

思います。

その中においても、国とあるいはまた執行部等も

含めて、大変深く関係してこられた宮城部長、どう
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いうふうな心境なのか、その思いをお聞かせくださ

い。

○宮城力企画部長 新たな沖縄振興が始まるに当

たって、どのような制度が必要であろうかというこ

とを庁内すごい幅広に議論してまいりました。

議会の皆様にも、この制度提言の内容をお示しし

て、いろんな御意見も頂戴しながら、国と調整を進

めてきたところでございます。

２月に閣法として閣議決定がされた内容について

は、これまで沖縄県が望んでいた制度、特に高率補

助、一括交付金、跡地利用推進法、盛り込んでいた

だいて、大変ありがたく思っているところ、おおむ

ね盛り込んでいただいたところでございます。その

他の制度もですね。

まだ、参議院が残っておりますが、衆議院を可決

いただいたという点にあっては、非常にありがたく

思っているところでございます。

あとは、参議院可決、成立に向けて取り組んでい

ただけるものと感じているところでございます。

○仲田弘毅委員 ほかの委員からもお話がありまし

たが、鉄軌道を含めた公共交通システムの導入とか、

あるいはまた一括交付金制度の拡充などに向けて、

11項目の附帯決議も採択されたというふうにありま

した。

このことは、やはり大変厳しい、あるいはまた５年

に１度の見直しもあるというふうな状況を含めてで

すね、多難だなと。例えばそれが、改正案が実際施

行されても、今後、沖縄県に課された課題というも

のは、とにかく県も含めて、沖縄県自体がもっともっ

と頑張らなくちゃいけないのではないかなというふ

うに考えております。

もう一つですね、部長。新たな沖振法では、いよ

いよ沖縄県の懸案事項でありました酒税。これがビー

ルで５年、泡盛で10年すると、この軽減措置が廃止

となっていくわけですが、そのことに対する思いみ

たいなものもありますでしょうか。

○宮城力企画部長 酒税については、商工労働部が

所管いたしますが、これまでの経緯について商工か

ら確認した部分を御紹介いたしますと、令和２年度

から酒造組合、オリオンビール株式会社のほか、学

識経験者や経営の専門家などの外部有識者を交えて、

県産酒類振興検討会において、酒税の軽減措置の在

り方などについて検討を重ねてきたと聞いていると

ころでございます。

そして昨年の７月に、その業界の皆様から知事へ

の要請書が提出されて、その中で段階的な引下げ、

終期設定について言及されたことから、県としても

段階的な引下げを国に要望し、調整を行ってきた結

果というふうに聞いているところでございます。

○仲田弘毅委員 沖縄県は、この５期にわたって復

帰特別措置、このことが沖縄県のこの50年間の歩み

の中で、この振興法、振興計画が大きく寄与してき

たことはもう間違いないというふうに考えています。

このことを受けて、将来、いろいろな御意見はあ

りますが、自立型経済の構築に向けて、まだまだ道

半ばであるという御意見を取り入れていきますと、

やはり今後、沖縄の方向性を決めていくためには、

どうしても県の執行部が国としっかりと対話を持ち

ながら頑張っていかないと、元の木阿弥になるので

はないかという心配も持っております。

そして、我々の自民党各委員からもお話がありま

したように離島振興。離島振興をなくして沖縄県の

発展はあり得ない。これがやはり私たちがずっと申

し上げてきたことであり、また、この２月議会はあ

くまでも予算を決めていく。しかも50周年という一

つの大きな節目の初年度に向けての予算組みであり

ます。少ない予算で最大の効果を上げるというのが、

執行部の大きな責務でもありますし、私たちもそれ

をまたバックアップするというのが、私たちの義務

でもありますので、共に頑張っていきたいというふ

うに考えております。

以上です。

○又吉清義委員長 以上で、企画部関係予算議案に

対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○又吉清義委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました総括質疑につ

いて、各総括質疑ごとに、これを提起しようとする

委員から、改めてその理由を説明した後、当該総括

質疑を報告することに反対の意見がありましたら、

各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります総括質疑（委員会協議用）の順番でお

願いいたします。

まず初めに、沖縄振興予算の減額についての提起

理由が仲村家治委員からありました。

御説明のほう、よろしくお願いいたします。提起

理由について。

○仲村家治委員 今回は、予算の審査をしている中
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で、やっぱり前年度に比べての減額があまりにも大

き過ぎて、一括交付金の減額も含めて、かなり本県

にとりまして、この予算編成は大変なきつい予算に

なっているので、この辺を大本の予算へ向けての知

事の要請活動も含めて、予算特別委員会でこの部分

をやっぱり質疑して聞くべきだと私は思ってそれを

提起しております。

あと併せて、昨日、次期沖縄振興計画も衆議院を

通過し、また、附帯決議付されているので、次年度

の予算というのは新しい振興計画にも大変関連して

いる部分もあるので、多分それもですね、併せて、

多分予算委員会では聞かれるのではないかなと思い

まして、それも併せてあります。

○又吉清義委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

休憩いたします。

（休憩中に、渡久地委員より総括質疑の取扱

い方法について再度確認があり、事務局よ

り補足説明を行った。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

ただいまの報告について、反対の御意見はありま

せんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 意見なしと認めます。

次に、２項目目、県債残高及び投資的経費の状況

について、當間委員よりありました。

提起理由について、よろしくお願いいたします。

○當間盛夫委員 文言のとおりでございます。

○又吉清義委員長 ただいまの報告について、反対

の御意見はありませんか

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 意見なしと認めます。

次に、３項目目、ワシントン駐在員活動事業を継

続することについて、花城委員より提起がありまし

た。

提案理由について、よろしくお願いいたします。

○花城大輔委員 書いてあるとおりでございます。

○又吉清義委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

渡久地修委員。

○渡久地修委員 これは、ここに書いてあることに

ついては、文言のとおりだったらいいんですが、こ

の事業については必要だと思いますので、あえてや

る必要はないと思います。

以上。

○又吉清義委員長 次に、４項目目に入ります。

沖縄復帰50周年記念式典に岸田総理が出席するこ

と並びにこの機会を対話のチャンスとして生かすこ

とについて、花城委員より提起がございました。

提起理由について、お願いいたします。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 今、委員長が読まれたとおりでご

ざいます。

○又吉清義委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 意見なしと認めます。

以上で、総括質疑に係る提起理由の説明と反対意

見の表明を終結いたします。

次に、総括質疑に係る予算特別委員会における総

括質疑についての意見交換及び当該事項の整理等に

ついて、休憩中に御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、提起された総括質疑の取下げが

ないことを確認し、意見の一致を見た。）

○又吉清義委員長 再開いたします。

総括質疑につきましては、休憩中に御協議いたし

ましたとおり報告することといたします。

次に、特に申し出たい事項について御提案があり

ましたら、挙手の上、御発言をお願いいたします。

御提案はありませんか。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 提案なしと認めます。

以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

結いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における予算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任を願いたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○又吉清義委員長 御異議なしと認めます。よって、

さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月15日 火曜日 正

午までにタブレットに格納することにより、予算特

別委員に配付することになっています。

また、予算特別委員の皆様は、３月16日に総括質

疑の方法等について協議を行う予定になっておりま

す。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月22日 火曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
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本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 又 吉 清 義
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令 和 ４ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和４年３月11日（金曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後３時43分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和４年度沖縄県一般会計予算

（文化観光スポーツ部及び労働委員会所管分）

２ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 西 銘 啓史郎君

副委員長 大 城 憲 幸君

委 員 新 垣 新君 大 浜 一 郎君

島 袋 大君 中 川 京 貴君

上 里 義 清君 山 内 末 子さん

玉 城 武 光君 次呂久 成 崇君

仲 村 未 央さん 赤 嶺 昇君

説明のため出席した者の職、氏名

文化観光スポーツ部長 宮 城 嗣 吉君

観 光 政 策 課 長 山 川 哲 男君

観 光 政 策 課 副 参 事 呉 屋 陽 慈君

観 光 振 興 課 長 又 吉 信君

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 推 進 課 長 白 井 勝 也君

文 化 振 興 課 長 松 堂 徳 明君

文 化 振 興 課
国民文化祭・障害者芸術 山 川 優君
文 化 祭 準 備 室 長

空 手 振 興 課 長 佐和田 勇 人君

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 高宮城 邦 子さん

交 流 推 進 課 長 前 本 博 之君

交 流 推 進 課
第７回ウチナーンチュ 宮 城 清 美さん
大 会 事 務 局 室 長

観光事業者等支援課長 嘉 数 晃君

県立博物館・美術館 上 原 毅君
博 物 館 副 館 長

労 働 委 員 会 山 城 貴 子さん
参 事 監 兼 事 務 局 長

調 整 審 査 課 長 下 地 康 斗君

3ii4

○西銘啓史郎委員長 ただいまから、経済労働委員

会を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案から甲第４号議案まで、

甲第８号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案

及び甲第14号議案の予算議案10件の調査及び予算調

査報告書記載内容等についてを一括して議題といた

します。

本日の説明員として文化観光スポーツ部長及び労

働委員会事務局長の出席を求めております。

まず初めに、労働委員会事務局長から労働委員会

事務局関係予算議案の概要の説明を求めます。

山城貴子参事監兼労働委員会事務局長。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 おはよう

ございます。それではよろしくお願いいたします。

令和４年度労働委員会事務局の当初予算案につき

まして、御説明申し上げます。

労働委員会は、公益委員、労働者委員、使用者委

員の三者構成により、中立・公正な立場で労使間の

紛争の迅速かつ円満な解決を援助し、労使関係の安

定を図る専門的な行政機関です。

主に、不当労働行為の審査、労働争議の調整、個

別労働関係紛争のあっせんなどを行っています。

それでは、労働委員会事務局所管の令和４年度一

般会計予算の概要につきまして、令和４年度当初予

算説明資料により、御説明申し上げます。

ただいま通知しました資料を御覧ください。

それでは、説明資料の１ページを御覧ください。

最初に令和４年度一般会計部局別歳出予算から御

説明いたします。本ページは、部局別歳出予算の一

覧となっております。表の下段、太枠線の欄を御覧

ください。

令和４年度歳出予算額は１億3477万円で、令和３年

度当初予算１億3324万5000円と比較しますと、152万

5000円、率にして1.1％の増となります。

画面を右から左にスクロールしていただき、２ペー

ジを御覧ください。

２ページは、款ごとの歳入予算一覧となっており、

県全体の予算額に労働委員会事務局の予算額を追記

経済労働委員会記録（第４号）
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しております。労働委員会事務局の令和４年度歳入

予算額は、15、諸収入の5000円で、令和３年度と同

額です。その内容は、会計年度任用職員の雇用保険

料本人負担分となっております。

続きまして、画面をスクロールしていただき、説

明資料の３ページを御覧ください。

３ページは、款ごとの歳出予算一覧となっており

ます。労働委員会事務局の歳出予算１億3477万円は、

５、労働費に含まれており、その内訳は、右の内訳

欄に記載がありますように委員会運営費、職員費、

事務局運営費となっております。

以上で、労働委員会事務局所管の令和４年度一般

会計予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘啓史郎委員長 労働委員会事務局長の説明は

終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、昨日と同様に行うこととし、本日の質疑

終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ、番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに甲第１号議案に対する

質疑を行います。

山内末子委員。

○山内末子委員 山城事務局長、お疲れさまでござ

います。

すみません、出していないんですけど、今説明が

ありました労働委員会としての労使間の交渉とか紛

争とか、その最近の実態と課題、その１点だけお聞

かせください。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 労働委員

会における取扱件数についてなんですけれども、コ

ロナ前は平均して年間20件ほどの取扱件数がござい

ました。ただ、令和２年の実績が13件、令和３年が

９件ということで、減少傾向にございます。

やはり不当労働行為と集団あっせん、これは労働

組合が主体になりますので、当事者になりますので、

やっぱりコロナ禍で労働組合の活動が少し自粛して

いると。そうしたことで団体交渉も行われずに、こ

の問題が表面化するのが抑えられているのかなとい

うふうにちょっと考えているところです。また、個

人の労働者が会社側とちょっとトラブルを持ったと

きに個別あっせんという制度があるんですが、やは

りコロナ禍で解雇になった方もいらっしゃるとは思

いますけれども、そうした場合でも会社側が廃業し

たりとか倒産したり、あるいはやはりもうこういう

状況ですので、労働者としてはあっせん手続をする

よりは、もう早めに次の仕事を探したほうがいいと

いうようなことも聞いていますので、そういった意

味でなかなか増加にはつながっていないというとこ

ろがあります。

そういう状況で件数が少なくなりますと、事務局

のノウハウの蓄積ですとか、そういった知識の向上

とか、そういったところに少し影響がございますの

で、事務局職員あるいは委員の皆様の研修ですとか

研究会とか、そういったところに力を注いでやって

いるところではございます。

○山内末子委員 沖縄県では本当にこの３年間、豚

熱であったり、いろんな雇用の形態も、特に県庁の

中での形態もすごい変化があった３年間だと思うん

ですけど、そういう観点からするともっと交渉とい

うか、もっと紛争的なものがあるのかなと思いまし

たけど、その辺の実態が減少状況だということにつ

いてはいい状況なのか、今お話を聞いているとそこ

まで至っていないということではありますけれど、

至るにつけての我慢をしているとか、そういうよう

なことが多々見当たらないのか。その辺の状況につ

いてはどのように把握していますでしょうか。

○山城貴子労働委員会参事監兼事務局長 なかなか

個々の労使関係の中身までこちらが把握するという

のは難しいんですけれども、やはり労使関係という

のは良好なのがいいにこしたことはないということ

で、紛争が少ないのはいいんですけれども、やはり
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きちんと定期的に労使の交渉が行われることがとて

も大事だと思います。やはりコロナ禍で自粛してい

るというのはあまりよろしくない状況ですので、やっ

ぱり何らかの工夫をして交渉をして、労使が良好な

関係を築いていけるというのがいいのかなというふ

うに思っています。

○山内末子委員 分かりました。ありがとうござい

ました。

終わります。

○西銘啓史郎委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 おはようございます。

労働費の中で、少しだけですが増額になっている

んですよね、前年度より。その要因は何でしょうか。

○下地康斗調整審査課長 増額については、職員の

異動に伴う手当関係の増と、あと事業費の消耗品の

購入に係る費用が増額となっております。消耗品に

つきましては、リモート会議等で使用するようなＩ

Ｔ関係の配線であるとか、そういった関連の消耗品

機器、それと関連の法令関係の図書の購入費という

のが前年の予算よりは若干増加をしております。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 以上で、労働員会事務局関係

予算議案に対する質疑を終結いたします。説明員の

皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、説明員等入替え）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

次に、文化観光スポーツ部長から文化観光スポー

ツ部関係予算議案の概要の説明を求めます。

宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 委員の皆さん、

おはようございます。文化観光スポーツ部です。御

審査のほど、よろしくお願いいたします。

令和４年度文化観光スポーツ部の当初予算案につ

いて御説明いたします。

沖縄観光は、令和元年には入域観光客数が1000万

人を超えるなど、好調な本県経済の牽引役を果たし

てまいりました。しかしながら、新型コロナウイル

ス感染症の影響による緊急事態宣言等により、令和

２年以降の入域観光客数は激減するなど、現在、県

経済はリーディング産業である観光産業をはじめ、

あらゆる業界において新型コロナウイルス感染症の

影響が長期化し、大変厳しい状況に置かれておりま

す。

文化観光スポーツ部では、令和４年度において、

沖縄観光の回復の動きを加速化させるとともに、安

全・安心で快適な観光、沖縄の持つソフトパワーを

生かした多彩かつ質の高い観光の推進、ＤＸによる

変革などの施策を展開してまいります。

水際対策など感染防止対策を徹底した上で、Ｇｏ

Ｔｏおきなわキャンペーンなどの需要喚起策を実施

するとともに、県独自のおきなわ事業者復活支援金

の給付により、観光関連事業者を含む県内事業者の

事業継続を支援します。

また、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を

図るため、沖縄県観光振興基金を設置し、観光産業

のさらなる振興に取り組みます。

アフターコロナを見据えた観光客の誘客として、

沖縄観光ブランドのイメージを基に国内外において

戦略的なプロモーション活動を展開し、富裕層等の

消費単価の高い層の取り込みを図るとともに、情報

通信技術を活用した調査分析手法の導入や、滞在日

数の延伸、来訪時期の平準化などにつながる沖縄型

ワーケーションを促進します。

マリンタウンＭＩＣＥエリアでは、民間の知見・

ノウハウを活用した大型ＭＩＣＥ施設の整備と、Ｍ

ＩＣＥを中心とした魅力あるまちづくりを推進しま

す。

地理的特性や歴史過程を経て醸成された沖縄独自

の伝統文化の継承・発展、スポーツ関連産業の振興

と地域の活性化、世界に広がるウチナーネットワー

クの継承・発展に向けた施策についても展開してま

いります。

沖縄文化の基層であるしまくとぅばのアーカイブ

化、沖縄の伝統的な食文化の普及及び文化の担い手

育成等、文化の継承に向けた取組を推進するととも

に、国内最大の文化の祭典である美ら島おきなわ文

化祭2022開催や県立博物館・美術館での各種特別展

・企画展の開催に取り組みます。

第２回沖縄空手世界大会及び第１回沖縄空手少年

少女世界大会の開催や、沖縄空手のユネスコ無形文

化遺産の登録に向けた取組を推進します。

ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ開催に

向け、関係市町村と連携し支援体制の構築等に取り

組むとともに、プロスポーツチーム等との連携を促

進し、スポーツコンベンションの核となるＪ１規格

スタジアムの整備に向けた検討を進めます。

また、第７回世界のウチナーンチュ大会を開催し、

ウチナーネットワークのさらなる発展と次世代への

継承を図るとともに、将来の国際協力・国際貢献を

担う人材の育成や、中国福建省との友好県省締結25周

年記念式典等を実施し、諸外国・地域との多元的な
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交流を推進します。

本年は復帰50年の節目を迎え、新たな振興計画が

スタートする重要な年であります。文化観光スポー

ツ部では、新型コロナウイルス感染症の再拡大を防

止しながら、県経済の立て直しを加速化させるため、

必要な施策に全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

それでは、文化観光スポーツ部所管の令和４年度

一般会計予算の概要について、お手元にお配りして

おります令和４年度当初予算説明資料文化観光ス

ポーツ部により、御説明いたします。

ただいま通知いたしました１ページをお願いしま

す。

まず初めに、令和４年度一般会計部局別歳出予算

から御説明いたします。本ページは、部局別歳出予

算の一覧となっております。表の中段、太枠線の欄

を御覧ください。

文化観光スポーツ部の令和４年度歳出予算額は

525億3262万5000円で、県全体の予算額に占める割合

は6.1％となっており、令和３年度当初予算額と比較

しますと434億8342万8000円、率にして480.5％の増

となっております。増となった主な要因としまして

は、（款）商工費の予算増などによるものです。

それでは、次に歳入、歳出予算について、個別に

説明を行います。

２ページをお願いします。

２ページは、款ごとの歳入予算一覧となっており、

県全体の予算額に文化観光スポーツ部の予算額を記

載しております。

表の一番下、合計欄を御覧ください。文化観光ス

ポーツ部の令和４年度歳入予算額は、総額430億

3650万9000円で、令和３年度と比較して396億1392万

9000円、1157.4％の増となっております。

それでは、当部所管に係る歳入予算について、款

ごとに御説明いたします。

まず９、使用料及び手数料は、予算額が1820万

2000円で、その主な内容は、土地・建物使用料及び

一般旅券発給手数料にかかる証紙収入等であります。

前年度と比較して122万2000円、6.3％の減となって

おります。減となった主な理由は、旅券発給申請件

数の減による一般旅券発給手数料の減によるもので

あります。

次に10、国庫支出金は、予算額が424億2277万7000円

で、その主な内容は、沖縄振興特別推進交付金、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金であります。

前年度と比較して399億1837万3000円、1593.9％の増

となっております。増となった主な理由は、ＧｏＴ

ｏおきなわキャンペーン事業による補助金の皆増と

なっております。

次に11、財産収入は、予算額7435万3000円で、そ

の主な内容は土地貸付料であります。前年度と比較

して1617万1000円、27.8％の増となっております。

増となった主な理由は、ＪＩＣＡ沖縄国際センター

用地貸付料の見直しによるものであります。

次に13、繰入金は、東京2020オリンピック・パラ

リンピックに係るホストタウン等新型コロナウイル

ス感染症対策基金の廃止による皆減となっておりま

す。

次に15、諸収入は、予算額が２億2537万7000円で、

その主な内容は、美ら島おきなわ文化祭2022開催事

業収入であります。前年度と比較して２億630万

9000円、1082.0％の増となっております。増となっ

た主な理由は、美ら島おきなわ文化祭2022開催に伴

う実行委員会経費によるものです。

次に16、県債は、予算額が２億9580万円で、その

主な内容は、施設の長寿命化のための改修費に係る

県債であります。前年度と比較して２億5380万円、

46.2％の減となっております。減となった主な理由

は、沖縄コンベンションセンター受変電設備更新工

事等の減によるものであります。

以上が、一般会計歳入予算の概要であります。

３ページをお願いします。

３ページは、款ごとの歳出予算一覧となっており

ます。なお、一番右の欄には、款ごとに主な予算事

項を記載しておりますので、こちらも併せて御覧く

ださい。

それでは、当部所管に係る歳出予算につきまして、

款ごとに御説明いたします。

まず２、総務費は７億3767万円で、主な予算事項

は海外移住事業費や国際交流事業費であります。前

年度と比較して３億48万8000円、68.7％の増となっ

ております。増となった主な理由は、第７回世界の

ウチナーンチュ大会開催費用の増によるものであり

ます。

次に７、商工費は489億1190万5000円で、主な予算

事項は、一般観光事業費や観光指導強化費、観光宣

伝誘致強化費であります。前年度と比較して434億

3468万8000円、793.0％の増となっております。増と

なった主な理由は、一般観光事業費において沖縄県

観光振興基金積立事業を、観光指導強化費において

ＧｏＴｏおきなわキャンペーン事業を新規に計上し
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たこと、また、県民文化振興費において美ら島おき

なわ文化祭2022開催事業の増によるものであります。

次に10、教育費は28億8305万円で、主な予算事項

は、文化施設費、大学運営費であります。前年度と

比較して２億5174万8000円、8.0％の減となっており

ます。減となった主な理由は、東京2020オリンピッ

ク・パラリンピック沖縄県聖火リレー推進事業の事

業終了による減となっております。

以上で、文化観光スポーツ部所管の令和４年度一

般会計予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○西銘啓史郎委員長 文化観光スポーツ部長の説明

は終わりました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いいた

します。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより甲第１号議案に対する質疑を

行います。

上里善清委員。

○上里善清委員 まず、文化観光スポーツ部の予算

が大幅な増ということになっていますが、内容は多

分このＧｏＴｏキャンペーンとかいうのが大きな増

だとは思いますが、大まかにこの増加の要因をちょっ

と教えてください。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 令和４年度予算

の予算計上の基本的な考え方、特徴をまず申し上げ

たいと思います。観光、ＭＩＣＥ分野につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図

りつつ、沖縄観光の回復の動きを加速化させるとと

もに、安全・安心で快適な観光、沖縄の持つソフト

パワーを生かした多彩かつ質の高い観光の推進、Ｄ

Ｘによる変革などの施策を展開するための施策を計

上しているところです。

また、文化交流分野については、地理的特性や歴

史過程を経て醸成された沖縄独自の伝統文化の継承

・発展、スポーツ関連産業の振興と地域の活性化、

世界に広がるウチナーネットワークの継承・発展に

向けて施策を展開するための予算を計上したところ

であります。

さらに、引き続き新型コロナウイルス感染症対応

関連経費を計上し、新たに復帰50周年記念関連の経

費についても計上したところでありまして、文化観

光スポーツ部の令和４年度当初予算は、新型コロナ

ウイルス感染症に対応した需要喚起策等の経費の増

や、50周年記念式典関連の経費などを計上したこと

によって予算規模が過去最大になったというような

特徴がございます。

○上里善清委員 ３年近くにもうなるんですが、やっ

ぱり守りから攻めに入るという時期にそろそろ来て

いるんじゃないかと。観光は沖縄のリーディング産

業でありますので、徹底的にてこ入れをしていかな

いといけない時期に来ているんじゃないかと私も

思っております。攻めの予算組みとして、非常にい

い予算になったんじゃないかと私も思っております

が、個別的に一応御質問していきます。

ＧｏＴｏおきなわキャンペーンなんですが、376億

円。これは県外からの旅行需要を喚起するための割

引事業なんですけど、内容としてはどんなことをや

るんですか。ホテルの割引とか、ちょっと内容を教

えてください。

○又吉信観光振興課長 今委員おっしゃったとおり、

これは県外、日本全国から観光客を呼んでくるとい

うようなものに活用する事業で、一応県民の県内旅

行も対象になっております。

具体的にこの制度設計なんですけれども、旅行商

品の20％、１人泊当たり交通を使う場合には8000円

を上限と。交通を使わない場合には5000円上限、日

帰りについては2000円を上限という形で、旅行形態

によって上限額が決まっていると。補助率は先ほど

申しましたけれども、旅行商品の20％。さらに土産

品とか観光施設の体験アクティビティ等で使える地

域クーポン、これを3000円を上限にして発行できる

というような制度設計になっております。

以上です。

○上里善清委員 県外からということなんですけど、

これはインバウンド、外国人も対象になるんでしょ

うか。

○又吉信観光振興課長 インバウンドは対象外でご

ざいます。ただ、日本に住んでいる外国人であれば

それは対象になりますけれども、直接外国から来る

というのは対象外ということでございます。

○上里善清委員 分かりました。

あと観光基金ですね。これは様々な国の施策を実

行して、まだまだ足りないということであれば実行
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するという基金だと思うんですけど、どんなことを

想定しておりますかね。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 県では、国際競争力

の高い魅力ある観光地の形成を図るための取組を長

期的、安定的に実施するために沖縄県観光振興基金

を創設することとしており、使途については、観光

旅客の受入れ体制の充実強化、観光地における環境

及び良好な景観の保全、観光の振興に通ずる文化芸

術の継承及び発展並びにスポーツの振興、地域社会

の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行の

促進を図るための事業を想定しています。

その活用については、各部局から提案された事業

について、基金の目的、優先度、効果等を勘案し選

定した上で、有識者や観光関連団体で構成する検討

委員会で意見を聴取して決定することとしておりま

す。

以上です。

○上里善清委員 当初は40億を積み立てするんです

けど、これは一般財源から積立てをするということ

でしょうかね。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 当初予算計上の40億

円については、一般財源で積み立てすることとして

おります。

以上です。

○上里善清委員 令和４年度は40億円ということで

はあるんですが、来年、次の年も同じように一般財

源から積み上げていくと。計画としてはそういう計

画ですか。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 今回の基金について

は、令和４年度当初予算で40億円を積み立てて、そ

の後の安定的な財源としては、今後宿泊税の導入を

安定的な財源として検討することを予定しておりま

す。

以上でございます。

○上里善清委員 次、ＭＩＣＥ事業にちょっと移り

ましょうね。これは５億円ですか、35％減というこ

とになっているんですが、コロナになってかなりＭ

ＩＣＥ事業も開催が少なくなっていると思うんです

が、この２年間の推移を教えていただけますか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 ＭＩＣＥの開催件数

については、令和元年が1638件でした。コロナ禍の

令和２年は490件ということで、令和元年と比較しま

すと1148件、70％の減となっております。

以上です。

○上里善清委員 かなり件数も減ったと。

これはあるアンケートなんですけど、日本国内で

魅力を感じる地域はどこですかというアンケートを

取ったら、１位が北海道で、２位が京都でしたかね。

３位が沖縄なんですよ。だから私観光も含めて、間

違いなく将来はコロナが、今からはもうコロナと付

き合っていくことが大事だと思いますのでね。もう

完全に付き合っていくという時代になっていると思

うんですよ。これは世界的にもそうだと思うんです

けどね。そういうことを考えれば、ぜひＭＩＣＥ施

設も充実させておけば間違いなく需要は出てくるは

ずですので、きっちりこのＭＩＣＥを進めていただ

きたいとかように思っております。

あと、文化振興の中で２件ほど新規事業がありま

すけど、しまくとぅばアーカイブ事業、あと復帰50周

年、これは音楽コンサートですね。この内容をちょっ

と教えていただけますか。

○松堂徳明文化振興課長 まず、しまくとぅばアー

カイブ事業につきましては、現在しまくとぅば自体

が、平成21年２月にユネスコのほうから消滅の危機

にある言語と認定されております。県の令和２年度

の県民意識調査の結果においても、現在しまくとぅ

ばを使う人が70代以上の高齢者となっている部分で

すから、この保存が喫緊の課題となっているという

ところでございます。

このため次年度、令和４年度のしまくとぅばアー

カイブ事業の中で、県内５地域を対象として県内各

地で引き継がれているしまくとぅばを次世代へ継承

するためのアーカイブ化の取組を行おうとしていま

す。具体的には、県内においてしまくとぅばの音声、

映像等の収録、また県民に向けて公開するというこ

とで、例えばしまくとぅばによる文書調査票に基づ

く５地域での収集、この収集した調査結果に基づい

た教材の作成、さらにしまくとぅばによる歌の収録、

文学的―これは例えば詩とか小説とかの収集になり

ますが、例えば小学校とか中学校の教材に載ってい

る歌とか、そういった詩をしまくとぅばに訳して、

それを子供たちに伝えていこうというような取組を

行っていきたいと考えております。

もう一つ、音楽コンサート……。

○上里善清委員 ちょっと待ってね。しまくとぅば

からちょっと聞きます。僕は伊是名出身なんですけ

ど、各地域で、言葉は似ているかもしれんけどイン

トネーションが違うんですよ。うちの伊是名と伊平

屋の違いもあるんですよ。この島の中でも５部落あ

るんですが、やっぱりちょっとイントネーションが

違うんですよ。だから今５地域を分けてと言ってい

るんですけど、細分化したらもっとあると思うんで
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すよね。５地域ではとどまらないと思うんです。僕

らも、宮古の言葉を聞いても全く分からないんです

よ、何を言っているか。だから宮古・八重山もしか

り、きれいに使われたら全く分かりません、意味が。

こういったことで、もっと細分化する必要が僕は

あると思うんですよ。その辺はどうでしょうかね。

○松堂徳明文化振興課長 委員おっしゃるとおり、

県内５地域でも各地域によってイントネーション等

が異なってきます。このため県においては、今年度

しまくとぅばアーカイブ検討委員会を立ち上げて、

どういった収集の方法があるかというのを整理して、

しまくとぅばアーカイブロードマップというのを整

理してきてございます。

この中では県内５地域においても、例えば地方行

政区分便覧における間切りとか、あるいは有人離島

を加えた地域分けをして、県内細かく81地域に分け

て収集を行っていきたいと。ただ、この81地域を実

際収集するに当たっては、現在国、文化庁のほうが

琉大のほうに委託した事業の中で既に収録がされて

いる地域もございますので、ここら辺は国等とも連

携しながら、例えば県のほうにおいては県内44地域

で、国等あるいは市町村が取り組んでいる37地域を

一緒に連携しながら、81地域の収集を行っていきた

いと考えております。

○上里善清委員 しっかり頑張ってください。

あと、復帰50周年音楽コンサートの一応内容等を、

どういうふうにやるのかですね。

○松堂徳明文化振興課長 県では、復帰50周年の節

目に、先人たちがつくり上げてきた沖縄の音楽の歴

史と文化への理解を深め、その継承と発展を図るた

め、県内５地域でミニコンサートやパネル展等を開

催するとともに、次代の担い手を育成する場として、

例えばベテランと若手のアーティストが共演する沖

縄音楽コンサートを開催することとしております。

さらに、これらのコンサートの動画を国内外に広く

配信することによって、そういった沖縄の音楽の歴

史を学ぶ機会を増やしていきたいと考えております。

○上里善清委員 あと、空手振興なんですが、今ユ

ネスコに登録するという働き、進めていると思いま

すけど、現状はどのようになっておりますか。

○佐和田勇人空手振興課長 学術研究連絡会を昨年

度立ち上げまして、おととしは流派研究連絡会とい

うことで、まずは空手の型、歴史がどういうものか

という。また、昨年は学術研究連絡会を立ち上げま

して、空手の生活文化に関わる部分、要するにエイ

サーとか、あるいは綱引きに起こるガーエーですね。

示威行為というんですけれどもそういったもの。沖

縄の空手は本土の空手と違って、そういった生活文

化の部分に密着しているところがありますので、そ

ういったものを研究しながら、そして昨年の12月14日

には関係各省庁に、ユネスコ登録推進協議会の会長

である玉城知事を伴って各省庁に要請活動をしてい

るところでございます。

○上里善清委員 型のほうが結構あるわけですよね。

先生たちはうちが発祥だと言い張るらしいんですけ

どね。まとめるのは大変だと思うんですよ。この流

派の意見とかきっちりやっていかないと、この事業

はどうなるのかねという感じがするんですよね。ユ

ネスコに登録というのは何々派を登録するのか、あ

るいはもう全体、総称で登録するのか。よくこの事

業の意味が分からないんですよ、私。この辺はどん

なですかね。各流派の意見の取りまとめというのは

ちゃんとできているんですか。

○佐和田勇人空手振興課長 委員おっしゃるように

空手の型、世界空手連盟に登録しているのが約102ご

ざいます。ですので、空手の型を統一というよりも、

まず沖縄の伝統空手には大きいものでは４つの流派

がございます。例えば剛柔流とか少林流、そして上

地流、古武道、松林流というのもあるんですけど、

それぞれの流派、この流派に関しても1930年、戦前

から流派に分かれてきたんですけれども、その前に

那覇手、首里手、泊手、この３つが大きな分け方だっ

たんですね。なので、その那覇手、首里手、泊手か

ら派生していろんな分派して、本土に伝わり世界に

伝わって100以上の型になってきてはいるんですけれ

ども、沖縄の伝統空手としてはコアの部分ですね。

それぞれの型の登録ではなくて、全体を沖縄空手と

して多様性を認めて、コアの部分、沖縄空手の精神

であったり何を大切にするかという、沖縄空手はよ

く平和の武と言われていますので、そういったもの

をぜひ登録をしていきたいと。それプラス、平和の

武だけではなくて、生活文化に関わっている部分も

大きな要素ですので、そこもしっかり捉えて登録に

向けて努力していきたいと考えているところです。

○上里善清委員 喜友名選手がオリンピックで優勝

しているんでね、この沖縄の空手を発信して、これ

は一つのウチナーの観光資源にもなるだろうし、資

源になりますので、しっかり頑張ってくださいね。

あと交流推進事業ですが、世界のウチナーンチュ

大会、これは今の取組はどういう状況になっており

ますか。

○宮城清美交流推進課第７回ウチナーンチュ大会事
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務局室長 第７回世界のウチナーンチュ大会ですけ

れども、令和４年10月30日から11月３日までの５日

間、開催を予定しております。国内外のウチナーン

チュによる凱旋パレードを前夜祭として行うほか、

本大会では開会式、閉会式、グランドフィナーレを

はじめ、県民との交流、次世代の参画を促進する各

種交流イベントを実施する予定です。また主な会場

としましては、沖縄セルラースタジアム那覇を想定

しております。

今回、コロナの影響がまだ残っておりますので、

コロナ禍や様々な事情で来県がかなわないウチナー

ンチュの皆様にも参加していただけるよう、リアル

のほかにオンラインも含めたハイブリッド形式での

開催に向けて取り組んでいるところです。各種イベ

ントがハイブリッド形式においても魅力的となるよ

う検討を進めているところです。

以上です。

○上里善清委員 大分ウチナーンチュ大会もなくて

みんな寂しがっていたものですから、今年はぜひ成

功させていただきたいと思いますのでよろしくお願

いします。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 山内末子委員。

○山内末子委員 よろしくお願いいたします。

今、世界のウチナーンチュ大会のことがありまし

たので、ちょっと引き続いてお願いいたします。今

はコロナの状況でもありますので、そのときの世界

の状況、また沖縄の状況によってはいろいろと方法

も変わってくるかとは思いますけれど、現時点で何

か国の方々が出席、参加とか、そういうような申出

があるのか。その進捗状況についてもう少し具体的

にお願いいたします。

○宮城清美交流推進課第７回ウチナーンチュ大会事

務局室長 国内外の皆様、オンラインでウェブ会議

を開いたり、オンラインキャラバンのほうを実施し

ておりまして、海外参加者からはリアルでぜひ参加

できれば来たいと。また、来られない場合について

もオンラインで参加したいというような意見はいた

だいております。

ただ、事務局としましては、コロナの影響による

入国制限が継続する場合であっても、海外参加者が

来県ができない状況であっても、リアルとオンライ

ンを組み合わせたハイブリッド形式を開催すること

としております。また、参加者については５月以降

に参加申込みを始めることとしておりますので、現

時点での参加見込みというのは把握できていない状

況でございます。

以上です。

○山内末子委員 もう決定するのにこの状況が一番

左右すると思いますので、決定するのにとても勇気

が要ることになるかなというふうに思いますけど、

前回の大会なんかでは本当にもう盛り上がっていた

んですけれど、近くの例えば台湾であったり、韓国

であったり、中国だったり、もう近くの皆さんたち

とか、そういった皆さんたちの来県とかそれについ

ては、やはり遠くの南米、特に一番多かったのがブ

ラジルであったりペルーであったり、そういったと

ころとかアメリカであったりとか、また国によって

も差をつけながらいろんな状況を考えていただけれ

ば、さらなる成功に向けていろいろ知恵を出し合っ

ていかなければならないかと思いますけど、期待を

していますので、ぜひここは部長、本当にこれはと

ても大事なところだと思っていますので、ぜひよろ

しくお願いいたします。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 今ありますよう

に、国の入国制限の状況によってどうしても参加者

のほうは左右される形になりますけれども、その状

況を見極めながら、オンラインキャラバンなりある

いはＳＮＳ等を通して参加の周知ということをやっ

ておりますので、今おっしゃるように国ごとにどう

いった形で参加ができるのか、あるいはどういった

形で参加できる環境を整えられるのかというところ

を丁寧に、ここに当たって条件整備をしていきたい

なというふうに思っておりますし、また県外の県人

会あるいは国内外の県人会とも密接に連携をしなが

ら、先方の御意見も伺いながら進めさせていただけ

ればなというふうに思っております。

○山内末子委員 ありがとうございます。

予算についてですけど、世界のウチナーネットワー

ク事業の中にこれは入っているんですか、それとも

別建てで予算というのは組み立てておりますか。こ

の中にはちょっと見当たらないんですけど、事項別

積算内訳書の中には。

○宮城清美交流推進課第７回ウチナーンチュ大会事

務局室長 世界のウチナーネットワーク強化推進事

業には２事業ございまして、第７回世界のウチナー

ンチュ大会開催事業費と、もう一つ世界のウチナー

ネットワーク強化推進事業の２つが入っております。

以上です。

○山内末子委員 別々に予算の説明をお願いいたし

ます。

○前本博之交流推進課長 この世界のウチナーネッ
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トワーク強化推進事業といいますのは、前回、第６回

の世界のウチナーンチュ大会のときに、10月30日が

世界のウチナーンチュの日と制定されたことを受け

ましてこの事業がスタートしたところでありまして、

ウチナーンチュ大会そのものとの関わりが強い事業

でございます。そういったこともありまして、ウチ

ナーンチュ大会は５年に一度ですけれども、令和４年

度に関しましては通常のウチナーネットワーク強化

事業に加えてウチナーンチュ大会開催の事業を追加

しているという状況でございますが、今後の在り方

についてはまた検討させていただきたいと思います。

内訳ですけれども、ウチナーンチュ大会の開催事

業費としましては２億6986万5000円となっておりま

して、トータルが２億9000万円ですので、1100万円

近くが通常の強化事業になります。この強化事業に

関しましては、ウチナーンチュの日に関連したトー

クイベントですとか、ウチナーンチュの日の認知度

向上のための広報活動ですとか、海外県人会に対し

ての沖縄の伝統文化の指導ですとか、移民の歴史に

関する県内の小中学校・高校を含めた出前講座等々

を実施する内容のものとなっております。

以上です。

○山内末子委員 ありがとうございます。よろしく

お願いいたします。

それでは続きまして、沖縄観光振興基金積立事業

についてですけど、先ほどもありましたけど、40億

円の積立てになっていますけど、この積算根拠につ

いてお聞かせください。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 県では、国際競争力

の高い魅力ある観光地の形成を図るための取組を長

期的、安定的に実施するために、沖縄県観光振興基

金を創設することとしております。40億円の積算に

つきましては、宿泊税を導入した場合に想定する税

収規模を参考に、基金を活用して実施する事業の内

容を勘案して計上したものであります。

以上でございます。

○山内末子委員 宿泊税を導入した場合というのは、

今はちょっとコロナで観光客が少なくなっています

けど、その前の状況、1000万観光入域客数がありま

したよね。その1000万観光入域客数で積算をすると

いうことですか。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 積算については令和

元年度の観光入域客数を参考に積算したものであり

まして、1000万人規模の観光入域客数があった場合

の状況を勘案して積算すると40億円規模になるとい

うことでございます。

以上でございます。

○山内末子委員 もうせっかく積み立ててやれます

ので、観光再興については大変この基金を効果の高

い、そういった基金とならなければならないと思っ

ていますけれど、どういう事業にどれぐらいの予算

をつけるのかというのは、先ほど検証委員会を立ち

上げるとかとおっしゃっていましたけど、とてもこ

こは重要だと思うんですね、効果の高い事業、また

効果の高い予算組みというのは。この辺のしっかり

とした検証委員会の査定も含めてぜひしっかりと

やっていただきたいんですけど、この辺については

いかがでしょうか。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 資金の使途について

は、観光旅客の受入れの体制の充実強化などについ

て活用したいと考えております。その活用について

も、先ほどの繰り返しになりますが、各部局から提

案された事業について基金の目的、優先度、効果等

を勘案し選定した上で、有識者や観光関連団体等で

構成する検討委員会において、丁寧に意見を聴取し

ながら決定したいと思います。

以上でございます。

○山内末子委員 頑張ってください。

続きまして、ＧｏＴｏおきなわキャンペーン。こ

れも先ほど出ましたけど、今朝の新聞報道の中でＧ

ｏＴｏの予算を国庫へということで、4000億円の消

化していない分について返還をしないといけないと

いうような、そういう報道がございました。これに

ついては沖縄県はどのような状況でしょうか。返還

しないといけない状況があるのかどうかも含めてお

願いいたします。

○又吉信観光振興課長 このＧｏＴｏの予算につい

ては、まず令和２年度に経済産業省のほうが1.6兆円

ほど計上しております。それで令和２年度のＧｏＴ

ｏキャンペーンを実施しております。その余りが繰

り越せない、令和２年度の予算ですので令和３年度

に繰り越して、それが令和４年度の事故繰りはでき

ないというようなことが恐らく新聞報道であったと

思います。

この彩発見の４弾の事業とか、あるいは次年度行

うＧｏＴｏおきなわキャンペーンの事業については、

観光庁のほうが令和２年度の３次補正で１兆円予算

を確保しております。この１兆円について、彩発見

の財源でありますとかＧｏＴｏおきなわの財源に

なってきて、これについては令和４年度に事故繰り

の調整をしているということですので、県がやる事

業については、特にこの国庫のものとはちょっと今
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回の新聞報道とは関係ないということでございます。

○山内末子委員 少し安心しました。そのＧｏＴｏ

キャンペーン、なかなか使われないままこの時期に

なっていると思っていますので、そういう意味では

緊急事態宣言であったり、まん延防止であったり、

その隙間を縫いながら、やっぱりそれをしっかりと

アピールをしながらぜひ楽しんでいただきながら、

そしてまた観光にも資する。経済にも資する。だけ

どなかなかこの辺の広報があまりうまくいってない

ような気がするんですよ。その広報活動がもう少し

じっくりと県民の皆さん、それから本土のほうにも

それをしっかりと訴えていかないと、今回もそうで

したよね。なかなかそれが使われていないと。この

辺についてはやっぱり全力で取り組んでいかなけれ

ば、これは消化できないと思います。今皆さんやっ

ぱり気にしていますので、それについてはどのよう

な形で広報活動を含めてやっていくのか、これもお

願いいたします。

○又吉信観光振興課長 ＧｏＴｏおきなわキャン

ペーンについては、基本的には全国のほうから呼ん

でくる。これは全国も同じような立場で、他都道府

県から自分たちに呼んでくるというものに対して支

援するという事業になっておりますので、この広報

についてはやはり47都道府県が一体となった形で、

自分たちの県民を含めて広報することが大事だと

思っていますので、その辺り各都道府県の協力を得

ながら、同じような形で広報を強化していきたいと

いうふうに考えております。

○山内末子委員 ぜひこれもまたコロナの感染状況

によっても左右されますので、その辺の見極め方を

しっかりと頑張っていただきながら、ぜひ経済の回

るようなキャンペーンをお願いしたいと思います。

それから、その中にあります沖縄観光コンテンツ

開発支援事業、それについても少し内容的なものと

予算についてお聞かせください。

○又吉信観光振興課長 沖縄観光コンテンツ開発支

援事業は、沖縄の特色ある地域資源を生かした観光

コンテンツの開発を支援し、滞在日数の延伸や１人

当たりの観光消費額の向上を図ることを目的として

実施する事業です。具体的には、新たな観光商品の

開発に取り組む民間企業等に対し、開発に係る費用

の補助を行っております。また、補助事業者が事業

終了後も自走ができるような形で、アドバイザーの

派遣でありますとかハンズオン支援、それとか作っ

た商品の商談会というふうなことをやっております。

令和４年度の予算としては１億2118万7000円を計

上しております。

以上です。

○山内末子委員 具体的には、新たな観光資源とい

うのはどのようなものが想定されますか。

○又吉信観光振興課長 いろいろあると思うんです

けど、沖縄県の弱いところと言ったらあれなんです

けれども、ナイトコンテンツとかそういうものに力

を入れていきたい。それ以外にやはり滞在日数を延

ばすようなもの、あるいは同じ滞在日数でも多くお

金を落としてもらえるようなものというようなとこ

ろを考えております。また、沖縄県は自然とか歴史

とか、そういうソフトパワーを生かしたものもあり

ますので、そういう取組をいろんな民間事業者に手

を挙げてもらって、そういうふうな形で質の高いも

のにくっつくようなもののコンテンツ開発を支援し

ていきたいというふうに考えております。

○山内末子委員 今年は復帰50年でもありますし、

そういった観点からも、文化の観点、歴史の観点、

そういった部分の観光をＰＲできるような形で、そ

れも必要かとは思うんですよね。単なるこの自然だ

けではなくて、自然、文化、それはもう当たり前に

芸能を含めてありますけど、やっぱり今年の特徴あ

るのは復帰50年というところ。その辺の部分も少し

検討していただきたいと思うんですけど、そういっ

たことについての議論とか、またそれを開発するよ

うなことというのは、流れはどうなんでしょうか。

○松堂徳明文化振興課長 まず、文化の面での観光

振興につきましては、令和４年度事業として文化資

源を活用した沖縄観光の魅力アップ支援事業という

のを現在計上させていただいております。

この事業につきましては、例えば沖縄特有の文化

資源を活用した新たな観光メニューを確立させるた

め、文化コンテンツを含む旅行商品造成プログラム

モデルを構築するとともに、観光客の沖縄の芸能に

対する認知度や理解度を高めるための文化体験等の

取組を行うこととしております。

○山内末子委員 頑張ってください。

あと、スポーツツーリズム戦略推進事業について、

19ページですかね。これについて内容と進捗状況に

ついてもお聞かせください。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 スポーツツーリズ

ム戦略推進事業について御説明いたします。この事

業は、沖縄の温暖な気候とスポーツ資源を活用した

スポーツツーリズムの普及定着を図り、沖縄観光ブ

ランドの一つとして確立することで、国内外からの

誘客を促進するということを目的に実施しておりま
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す。

このスポーツツーリズム戦略推進事業には６つの

細事業がぶら下がっておりまして、まず、国内外の

スポーツ合宿等の誘致促進というのがございます。

それを支える窓口として、スポーツコミッション沖

縄への支援をしてございます。このスポーツコミッ

ション沖縄は、県スポーツ協会の中に設置してござ

います。それから委員御承知のとおり、プロ野球キャ

ンプ来訪者の誘客の促進、そしてサッカーキャンプ

の誘致促進、受入れ環境の整備。そのほかにこういっ

た沖縄のキャンプ環境の魅力を発信する事業といた

しまして、国内外でのプロモーション活動を行って

おります。昨年度は海外でのプロモーションは行え

ておりませんけれども、国内外で実施する事業とし

て立てつけてございます。そして６つ目のものとい

たしまして、スポーツイベントを新たに創出をして

育てていこうという事業。合計６つの事業に取り組

んでございます。

取組状況ということでよろしいでしょうか。まず、

国内外の合宿誘致、キャンプの誘致についてでござ

いますけれども、これは昨年度はオリパラの事前合

宿を中心に行ってまいりました。実施は４か国とな

りました。中止が９か国となっております。それか

らスポーツコミッション沖縄の合宿等への相談対応

でございますけれども、こちらは例年ですと200件ほ

どあるんですけれども、これは現時点で122件でござ

います。昨年度は108件でございました。あと、プロ

野球キャンプの誘客促進でございますけれども、プ

ロ野球キャンプは国内のみ９球団が実施していただ

きましたけれども、こちらは昨年度、今年度ともに

ＰＲ、プロモーションのほうを中心に行っておりま

して、キャンプの前に各球団のホームゲームの球場

に赴きまして、そちらでファンの皆さんにどうぞ沖

縄にお越しくださいというプロモーションを行って

おります。あと、全体のプロモーションでございま

すけれども、展示会へのブース出展や、テレビや専

門誌、それからウェブを活用したプロモーション活

動を50件程度行っております。イベント支援につき

ましては、沖縄で新たにイベントを新しくつくって

定着をさせていこうという試みに対して、今年度５件

を支援しております。実施状況については以上でご

ざいます。

○山内末子委員 今年、プロ野球のキャンプ場、６か

所ぐらい回ったんですけれど、やっぱりコロナの影

響もありましたし、またパスポートの必要性とかが

あったりして、県民の皆さんたちが割とそれを分かっ

ていなくて入れないとか、そういうような状況が実

はあったんですね。そういうことも含めて、やっぱ

り県はそういうことについてはそれぞれの球団とか

市町村に任せるのではなくて、全体的なプロモーショ

ンというのは県がやっぱりやっていかないといけな

かったのかなと思いますので、その辺のところも今

年のこの反省を踏まえて、ぜひしっかりとやってい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

あと、沖縄ワーケーション促進事業についての実

績と課題についてお聞かせください。

○又吉信観光振興課長 今年度は、昨年度に実施し

たニーズ調査、受入れ環境調査の結果を踏まえまし

て、ワーケーション導入の可能性の高いテレワーク

実施事業者をはじめとする県外企業関係者等に対し

て、オンラインセミナーやイベントの開催、イベン

ト実施を通じて、沖縄ワーケーションの魅力とか利

点等をＰＲしたほか、企業の関係者、メディアを対

象とした招聘等を実施することで、沖縄でのワーケー

ションの導入実施の促進を図りました。

課題といたしましては、ワーケーション実施先と

しての沖縄の認知度がまだ高くないということと、

全国的にワーケーションが注目されている中で他県、

他地域の差別化をどう図るかということを考えてお

ります。そのため令和４年度については、沖縄が持っ

ている観光資源をいかに魅力を活用した沖縄ならで

はのワーケーションを確立してプロモーションをす

るかというようなことで、認知度向上に取り組んで

いきたいというふうに考えております。

以上です。

○山内末子委員 とても魅力のある沖縄でのワー

ケーションということでは、短期、中期、あるいは

単身、家族というような形で、いろいろな状況を想

定しながらプロモーションしていくというのがやっ

ぱり一番いいかとは思いますけど、その辺のところ

もしっかりと頑張っていただきたいと思います。

それから次に、美ら島おきなわ文化祭の開催事業

についてですけど、進捗状況をお聞かせください。

○山川優文化振興課国民文化祭・障害者芸術文化祭

準備室長 質問ありがとうございます。県では復帰

50周年記念事業としまして、今年の令和４年10月22日

から11月27日までの37日間、沖縄初開催となる国民

文化祭、それから沖縄で２回目の開催となる全国障

害者芸術・文化祭を統一名称美ら島おきなわ文化祭

2022として開催いたします。開催期間中は大きく分

けて２つありまして、県実行委員会が実施する総合

フェスティバルと市町村及び市町村実行委員会が実
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施する分野別フェスティバルなど、全国の文化団体

とも連携した多彩な文化イベントを予定してござい

ます。

具体的には、県の実行委員会が行います総合フェ

スティバルとしましては、開会式だったり閉会式だっ

たり、あと沖縄文化発信事業として音楽フェスティ

バル、食文化フェスティバル、宮古・八重山での芸

能フェスティバル、あとシンポジウムだったり、世

界のウチナーンチュ大会と連携した国際交流事業で

あったり、障害者交流事業ということで全国のアー

ト作品展だったり、舞台イベントといったものを予

定しているところです。進捗状況なんですけれども、

令和２年７月にまず実行委員会が発足されまして、

同年８月に基本構想、昨年８月には実施計画という

ものを国の了承も得まして策定してございます。そ

れから、昨年は大会シンボルマークと大会テーマの

決定だったり、公式ホームページの開設、昨年10月

には１年前プレイベントを実施しております。

昨年は、沖縄大会の直前の大会として和歌山で大

会が行われたんですが、その11月の閉会式で大会旗

の引継ぎをいただきまして、沖縄大会のアトラクショ

ンも実施するなどのＰＲ活動をしてございます。今

現在、その国民文化祭の大会旗を県内全市町村に巡

回広報させようということで実施しているところで、

例えば今週であれば渡名喜村で大会旗の設置をやっ

ておりまして、来週は座間味村で行う予定になって

おります。今後、今年の７月には100日前のプレイベ

ントだったり、あと大会期間中の機運醸成を図るた

めの各種広報活動を行う予定です。

それから県としては、全国の文化団体と連携して

行うイベントも市町村のほうにやっていただくこと

になっているんですけれども、例えばオーケストラ

とか大正琴の音楽だったり、川柳とかの文芸、囲碁

・将棋、茶道、着物といった全国文化団体との連携

した事業、多彩な文化イベントを実施できるように

取り組んでまいりたいと考えているところです。

以上です。

○山内末子委員 ぜひ成功に向けて頑張ってくださ

い。

それでは最後に部長、せんだってこの経済労働委

員会でもコロナ後の観光再興条例について、１年間

の延長ということで決議をいたしました。そのとき

にやっぱりまだまだ県のほうの予算の獲得の手法が

少し足りないんじゃないかとか、いろいろな情報の

共有が議会のほうと、それから県選出国会議員であっ

たり、状況的にもっともっと頑張ってしっかりと観

光に特化した予算の獲得について頑張ってほしいと

いうことで１年間の延長ですので、そういう意味で

その決意をお聞きいたしまして終わりたいと思いま

す。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 沖縄観光におい

てはコロナウイルス感染症の影響を長期にわたって

受けておりまして、関連事業者の皆様におきまして

は人流が抑制されていることによる影響を相当大き

く受けていると考えております。県としましては、

その事業継続のための支援を行いながら、また感染

再拡大を抑止しながら域内需要喚起策を、今当初予

算で様々な事業等を計上させていただいております

けど、そういった事業を着実に実施しながら段階的

に沖縄観光の回復に努めていきたいと思っておりま

すし、今ありましたように、予算の執行状況を勘案

しながら、予算の弾力的な活用方法であったり、さ

らなる予算の確保について、官公庁をはじめ内閣府

等の関係要路に積極的に働きかけていきたいと思っ

ておりますし、その辺の情報共有につきましては議

員の皆様とも情報共有をいただきながら、あるいは

助言をいただきながら進めさせていただければと

思っております。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、交流推進課長から答弁訂正の申

出があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

前本博之交流推進課長。

○前本博之交流推進課長 申し訳ございません。先

ほどウチナーネットワーク強化推進事業の予算を約

1100万円とお答えいたしましたが、正確には2080万

3000円でございまして、約2100万円を約1100万円と

答弁してしまいました。おわびして訂正いたします。

○西銘啓史郎委員長 玉城武光委員。

○玉城武光委員 よろしくお願いします。

沖縄観光の回復の動きを加速化するという事業に

なっているんですが、地域観光事業支援の概要をお

伺いします。

○又吉信観光振興課長 地域観光事業支援は、観光

庁の補助事業を活用して実施するもので、新型コロ

ナウイルス感染拡大により深刻な影響を受けている

観光事業者を支援するために、県民による県内旅行

需要を喚起する事業でございまして、おきなわ彩発

見キャンペーン第４弾という形で実施しております。

具体的には、お得に旅行ができるプレミアム旅行

クーポンの発行に加えて、土産品や観光施設で利用

できる地域クーポンを付与する事業となっておりま
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す。１人１泊当たりの補助条件として、宿泊旅行代

金の50％、上限5000円を割引して、加えて地域クー

ポンを2000円付与するというものとなってございま

す。

以上です。

○玉城武光委員 この事業は、令和３年度から令和

４年度に繰越しをするという事業なんですか。

○又吉信観光振興課長 この事業、沖縄県において

は昨年の11月15日から利用を開始しております。今

年の１月９日で一旦停止したんですけれども、また

３月３日から再開しており、現時点では、国の交付

要綱上３月31日までとなっております。ただ、観光

庁のほう、財務のほうと―これは国のほうでは令和

２年度予算ですので、今事故繰りの調整をしている

というふうに伺っておりますので、その事故繰りが

認められれば、さらに４月以降延長したような形で

執行していきたいというふうに考えております。

○玉城武光委員 この彩発見の事業なんですが、一

昨日の新聞に彩発見低調、周知不足、予約の手間の

影響という、こういう記事が載っているんですが、

周知がなされていなくてそういう状況になっている

のか、それとも業界がなかなか足を踏み出せないと

いう状況になっているのか。どういうところでこう

いう低調な状況になっていますか。

○又吉信観光振興課長 先ほど申しましたが、これ

は観光庁の補助事業ですので、国のまず補助要件と

いうのがあります。その補助要件が、今年の１月１日

からについては全ての旅行に対して、国でいうワク

チン検査パッケージを適用するという形であって、

今まではそのまま使えたものが、そういうふうな形

のＰＣＲ検査とかワクチン２回接種というのが課さ

れたものですから、１月の段階でまず利用者が12月

末と比べて減りました。その後、まん延防止等があっ

て一時休止していたんですけれども、３月３日から

の再開に当たっては新規陽性者等が高止まりしてい

ましたので、感染を抑制しつつ再開する必要がある

ということで、国の補助要件よりも厳しい要件を課

して、例えばＰＣＲ検査が必須ですよと。ただし、

ワクチン接種者とか12歳未満は免除しますとか、そ

のような形で国の補助要件よりも厳しくしておりま

す。また、利用人数についても宿泊は４人までとか、

旅行も４人までとかというような形で要件を厳しく

しておりますので、そういう要件の厳しさがちょっ

とこういう低調につながっているのかなというふう

に考えております。

○玉城武光委員 分かりました。要件が厳しくなっ

たということで、いろいろな影響が出たということ

は理解できます。

次に、沖縄観光コンテンツ開発支援事業の中の魅

力ある地域の資源というのがあるんですが、皆さん

が考えている沖縄の魅力ある地域の資源というのは

どんなものでしょうか。

○又吉信観光振興課長 やはり沖縄は、昨年であり

ますと世界自然遺産登録もありましたので、まず自

然があると思います。独特な空手とか、いろんな文

化もあると思います。いろんな歴史的なものも他県

あるいは外国から見ると魅力はあるのかなというよ

うな形です。またさらに人間的に温かみというか、

そういう部分もあると思います。そういうのを踏ま

えて、いわゆるソフトパワー、それらが沖縄県の魅

力なのかなというふうに考えております。

○玉城武光委員 この魅力ある地域の資源を活用し

て高付加価値をつけて観光の質を上げるとか、そう

いうことをおっしゃっていたんですが、これは民間

が手を挙げるということなんですが、実際に民間が

手を挙げているということはあるんですか。

○又吉信観光振興課長 補助事業としては、そうい

う沖縄の資源を活用して魅力あるコンテンツを開発

する事業者が対象となっております。今年度で言い

ますと、８団体のほうが手を挙げて８件の補助をし

ていると。

例えば今年度の例で言いますと、首里城の破損瓦

とか、あるいは琉球ビーグを組み合わせた形で伝統

芸能を首里城のほうで披露するというようなコンテ

ンツ開発がございました。ここについては、その後

の商談会というところで他県の旅行者を含めて売り

出したんですけれども、ここの辺りについてはかな

り好評があったような事業です。あと宮古とかでは、

オープンバスを利用した形で星空観察をしながらや

るというのがあったんですけれども、ちょっと30回

ぐらい予定していたんですけど、天候等の影響もあっ

て実施は19回という形になったんですけれども、こ

れについても自走ができるんじゃないかなというふ

うな形で、いろんなところでいろんな資源を活用し

たような形の応募がなされている状況でございます。

以上です。

○玉城武光委員 今さっき３年度は８団体ぐらい

あったということなんですが、令和４年度はどれぐ

らいの件数が予定されておりますか。

○又吉信観光振興課長 予算上は上限1000万まで補

助できるんですけれども、1000万の10団体を予定し

ております。ただ、この手を挙げたところがその額



－381－

までいかなければ、それ以上は採択できる準備はし

ているというところでございます。

○玉城武光委員 分かりました。

次、マリンレジャー魅力向上促進事業の概要をお

伺いします。

○又吉信観光振興課長 マリンレジャー魅力向上促

進事業は、海の美しさだけではない持続可能なマリ

ンレジャーの振興を目的として実施するものです。

具体的には、マリンレジャーを体験する観光客が

沖縄のマリンレジャーに何を求めているのか、ある

いは沖縄のマリンレジャーを選ぶときにどのような

形で選んでいるのかというような形のまず情報収集

をしたいというふうに考えております。次に、マリ

ン事業者向けにはセミナーを開催いたしまして、安

心・安全に関する取組やＳＤＧｓに配慮した高付加

価値なサービス提供に関する理解促進、意識啓発を

図っていきたいというふうに考えております。

観光客に向けては、この安全・安心やＳＤＧｓに

配慮した事業者選びの方法とか、あるいは遊泳とか

シュノーケリング、注意点等について周知を図って

いきたいという形で事業者を育てながら、その事業

者を市場調査した結果、効果的な方法で観光客に伝

えて、この観光客にいい事業者を選んでもらうとい

う形で、持続可能なマリンレジャーを推進していき

たいというふうな考えで実施する事業でございます。

以上です。

○玉城武光委員 この事業はどこがやるんですか。

○又吉信観光振興課長 これについては企画提案と

いう形で、やるところを公募したいというふうに考

えております。

○玉城武光委員 公募する先は、大体どういう感じ

の事業なんですかね。

○又吉信観光振興課長 先ほど言ったように、まず

やることが観光客のニーズ調査、どのような形で事

業者を選んでいるかとかそういうニーズ調査をやっ

たり、あるいは観光、そのマリンレジャーをやって

いる事業者に対して、どうやったら持続可能な形で

安心・安全なマリンレジャーを提供できるかという

セミナーを実施する。観光客に向けて効果的に情報

発信するということですので、そういったところが

得意なところが手を挙げてくるのかなというふうに

考えております。

○玉城武光委員 分かりました。

次に、沖縄文化の継承・発展・普及というところ

の沖縄文化芸術の創造発信支援事業、その概要をお

伺いします。

○松堂徳明文化振興課長 本事業は、本県の多様で

豊かな地域の伝統芸能や文化芸術などの文化資源を

活用した文化芸術活動の持続的発展を図るため、文

化芸術団体等が行う文化資源を活用した取組に対し

て公募、審査、採択し、支援を行うものとなってお

ります。また、県民が気軽に文化芸術に親しめる環

境創出を図るとともに、文化芸術活動者に活動の場

を提供するため、令和４年度につきましては、文化

芸術人材バンク及び文化芸術活動の担い手育成に関

する調査を行い、その調査結果に基づくプログラム

の構築を行うこととしております。

具体的にこの公募の区分でございますが、例えば

文化芸術団体などの組織力向上、基盤強化に資する

取組、また文化芸術を次代に引き継ぐ新たな創造発

信を伴う取組、そして文化芸術を通じて地域の諸課

題解決や活性化の促進などに寄与する取組に対して

支援を行うこととしております。支援の内容といた

しましては、例えば団体でございましたら補助上限

500万円、個人でございましたら補助上限100万円を

前提として、令和４年度は22件を支援していきたい

と考えております。

○玉城武光委員 この支援は、どのような団体を支

援するんですか。

○松堂徳明文化振興課長 例えばこれまでの事業に

つきましては、沖縄文化芸術を支える環境形成推進

事業という事業で支援を行ってきております。この

中では、例えば伝統芸能、音楽、美術・芸術―アー

トとかですね。演劇、映像、伝統工芸、舞踊、民俗

芸能、その他空手とかいろいろ闘牛とか、そういっ

たものに対して支援を行ってきているところでござ

います。

○玉城武光委員 分かりました。

次に、沖縄食文化保存普及継承事業の概要をお伺

いします。

○松堂徳明文化振興課長 本事業は、本県の伝統的

な食文化を保存普及及び継承していくため、琉球料

理を基盤とする沖縄の伝統的な食文化の担い手を育

成し、同時にその過程や魅力などを県民や観光客へ

情報発信し、沖縄独自の価値、効用を持つ食文化と

しての質を向上させ、ブランド化を図るための事業

となっております。

具体的には、令和４年度につきましては琉球料理

伝承人、現在69名、これは平成29年度から令和元年

度にかけて養成してきておりますが、69名を県が認

証しております。これらの琉球料理伝承人を活用し

た出前講座等の取組や、例えば新たな琉球料理伝承
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人の育成に加えて、琉球料理を提供できる店舗認証

制度の検討を行っていきたいと考えております。

○玉城武光委員 すみません、ちょっと休憩。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、玉城委員から琉球料理とはどん

なものかとの発言があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

松堂徳明文化振興課長。

○松堂徳明文化振興課長 琉球料理につきましては、

例えば琉球王朝時代から提供されていました宮廷料

理とか、あるいは庶民料理とか、そういったものを

前提として今やっております。

○玉城武光委員 今現在、こういう料理を出してい

るというところは沖縄県内にありますかね。

○松堂徳明文化振興課長 今年度、この令和４年度

の事業の中で、そういった琉球料理を提供している

店をどのような基準で定めていくか、あるいは現在

沖縄県でどういった店があるのかというのを調査を

行いながら、制度の制定の検討を行う予定としてお

ります。

○玉城武光委員 分かりました。

次に移ります。琉球歴史文化コンテンツ創出支援

事業の概要を伺います。

○松堂徳明文化振興課長 本事業は、琉球の歴史・

文化資源をテーマとした新たなコンテンツを制作す

る取組について、事業実施者への支援を行うものと

なっております。また、琉球の歴史文化を活用した

産業化などに関する講演会の開催や補助を受けた団

体等による事業報告会を開催する事業となっており

ます。

○玉城武光委員 補助をするということを今おっ

しゃっていましたけど、どこに補助するんですか。

○松堂徳明文化振興課長 本事業の中では、具体的

にこの事業は4000万円を計上させていただいていま

すが、委託料1000万円、補助3000万円の内訳となっ

ております。補助につきましては、補助上限額500万

円を前提に６件の補助を行うこととしておりますが、

例えばイメージとしては、沖縄の文化を活用したＶ

Ｒ―仮想現実を活用した琉球歴史を学ぶ仮想デジタ

ルコンテンツを作成する会社とか、あるいは歴史・

文化のアプリゲームを作成する会社、また地域の伝

統的な行事映像制作や歴史・文化に関する演劇、ワー

クショップ、イベント等を行う会社に支援をしてい

きたいと考えております。

○玉城武光委員 次に、復帰50年展の「琉球－美と

その背景－」の概要をお伺いします。

○上原毅博物館・美術館副館長 沖縄県立博物館・

美術館では、復帰50年の節目に、東京国立博物館、

九州国立博物館との共催で、琉球をテーマとした過

去最大規模の特別展として復帰50年展「琉球－美と

その背景－」の開催を予定しております。

同展覧会は東京国立博物館で今年５月３日から

６月26日まで、九州国立博物館で７月16日から９月

４日まで開催され、沖縄県立博物館・美術館では10月

14日から12月４日の会期で開催する予定でございま

す。また、同展覧会では、当館所蔵資料のほか県内

初公開となる九州国立博物館所蔵の朱漆鳳凰螺鈿七

弦琴や東京大学史料編纂所所蔵の国宝、金丸世主書

状など、県外にある琉球・沖縄関係資料も多数紹介

をする予定でございます。

本展覧会を通して、王国時代の栄華の象徴とも言

える琉球の美の世界とその背景を探りつつ、本県の

歴史や文化を再考する契機としていきたいと考えて

おります。

以上です。

○玉城武光委員 すごい企画ですね。沖縄の琉球王

朝の時代からという展示をやる。すごい開催だと思

います。頑張ってくださいね。

次に、この復帰50年特別展「沖縄復帰後」展の概

要を伺います。

○上原毅博物館・美術館副館長 沖縄県立博物館・

美術館では、復帰50年の節目に、復帰を経験した当

時の人々の思いを理解し、現代に生きる私たちが平

和で豊かな沖縄づくりを継承するため、1972年５月

15日の復帰の日を起点としまして、本県の発展と葛

藤の歩みを県民意識調査や外交資料、あるいは当時

の映像などの展示を通しまして振り返って、過去と

現在、そして未来へとつなげる復帰50年特別展「沖

縄復帰後」展の開催を予定しております。

同展覧会の会期は７月20日から９月19日までを予

定しておりまして、関連催事として講演会や舞台、

それから親子バスツアーなどを計画しております。

以上です。

○玉城武光委員 復帰を起点にして歩みを振り返る

ということは非常に大事な観点ですから、頑張って

いただきたい。

今さっき講演会を予定しているという話があった

んですが、どんな講演会を予定しているんですか。

○松堂徳明文化振興課長 講演会というのは、琉球

歴史文化コンテンツに係る講演会になりますでしょ

うか。この事業の中での講演会としましては、琉球

の歴史・文化を活用した産業化などの講演会を行い
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たいと考えています。この内容につきましては、今

回の予算成立後に委託事業者のプロポーザルを図り

ながら、有識者会議と選定委員会を立ち上げながら、

その中でどういった産業があるかを確認しながら、

他県で実際に行われているそういった産業化の事例

を確認して講演をしていきたいと考えております。

○玉城武光委員 次に、スポーツ関連産業の振興と

地域活性化ということで、スポーツアイランド沖縄

の形成に向けた付加価値構築支援事業の概要を伺い

ます。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 このスポーツアイ

ランド沖縄の形成に向けた付加価値構築支援事業と

いいますのは、スポーツをフックとしたビジネスモ

デルを構築する事業者に対して支援を行う補助事業

でございます。これは、これまでにスポーツコンベ

ンションの集積が図られておりますので、その集積

の効果をより一層高め、またさらなる集積につなげ

るということもございますし、プロ野球キャンプ、

あるいはサッカーキャンプなどが沖縄に集積をして

いただいたことによって、新たなスポーツビジネス

モデルということに取り組む事業者の皆様が出てき

たということもございます。新しいビジネスモデル

を創出していただくことによって、県内のスポーツ

市場規模の拡大を図っていきたいと考えております。

本事業の前身といたしましては、今年度にスポー

ツツーリズム戦略推進事業において、小さくですけ

れども芽出しを行っておりまして、３件の支援を行

いました。内容といたしましては、スポーツ掛ける

ヘルスケアサイエンスの拠点という側面から、沖縄

版ハイパフォーマンスセンターの構築に取り組む事

業者さんがおります。これはスポーツ選手が医科学

的な身体データを蓄積することによって、それをト

レーナーが、この筋力の負荷がここまでかけられる

とか、そういったところを個別に丁寧に指導をする

といったものでございます。それから、プロスポー

ツチームの指導のノウハウのサービス化という試み

もございます。これは既に来県されているプロ野球

チームとの連携によって、その指導力をやはり医科

学的な観点から、あるいは蓄積されたノウハウ、こ

れを地域の指導者の皆様に広げていこうといった取

組でございます。それからまたほかに幾つかござい

ますけれども、このような取組が今年度、芽出しと

して出ておりまして、次年度以降もまたさらに新た

な取組が出てくるのではないかというふうに考えて

おります。

以上でございます。

○玉城武光委員 この事業で今までもやっていて、

ビジネス化を図ると。ビジネスになるような傾向が

出てきたということですか。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 そのとおりでござ

います。

○玉城武光委員 新しいビジネスができたというこ

とですから、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

次に、これは最後になりますかな。多元的な交流

の推進ということで、北前船寄港地フォーラムｉｎ

Ｏｋｉｎａｗａ開催事業費の概要を伺います。

○前本博之交流推進課長 すみません、ちょっと恐

縮ですけれども、北前船と聞き慣れない方も結構い

らっしゃるかなと思いまして、まずそこら辺の説明

からさせていただきたいと思います。

北前船と申しますのは、江戸時代から明治期にか

けまして北海道、東北、北陸、下関を経由して、瀬

戸内海から入って大阪までを結ぶ広域の物流ネット

ワークの機能を果たしておりまして、100年ほど前に

は日本海側の各寄港地を拠点とする一大経済圏が存

在しておりました。このフォーラムといいますのは、

この北前船の寄港地のルートを活用した地域活性化

を図るため2007年から国内外で開催してきているフ

ォーラムでございます。

沖縄は北前船の寄港地ではございませんけれども、

江戸時代後期に北海道で収穫されました昆布が薩摩

から琉球を経て、進貢貿易により中国の秦のほうに

届けられた歴史がございます。その道筋を昆布ロー

ドと呼ばれておりまして、琉球にとっても昆布は重

要な輸出品でございました。それとともに昆布は沖

縄の食文化に欠かせない食材ともなって、定着して

きた史実がございます。

この事業内容でございますけれども、復帰50周年

の機を捉えまして、琉球王国の時代にアジア諸国と

の交易・交流で繁栄してきた歴史を振り返りまして、

沖縄を結び目とするグローバル交流ネットワークを

形成すべく、復帰50周年事業として当該フォーラム

を開催したいと考えております。中身でございます

けれども、昆布ロードを含めましてアジア諸国との

交易・交流の歴史を振り返るとともに、コロナ終息

後を見据えて、北前船寄港地と昆布ロードをつなぐ

観光、文化・交流の可能性を探ることをテーマにパ

ネルディスカッション等を実施したいと考えており

ます。そのほかに世界遺産ですとか琉球料理、泡盛、

芸能といった日本遺産を巡るエクスカーション等も

予定してございます。

以上です。
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○玉城武光委員 文化交流という観点から非常に大

事だと思いますから、ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 よろしくお願いします。

私はこの当初予算、資料３－４のほうからお聞き

したいと思います。まず観光振興のところなんです

けれども、コロナからの沖縄観光回復を加速的に進

めるということなんですけれども、コロナの影響で

昨年は観光客数が301万人ですかね。300万ぐらいで、

その前が250何万とかだったと思うんですけれども、

今年度、2022年度というのは入域観光客数の目標設

定とかというのはあるんでしょうか。

○山川哲男観光政策課長 コロナ禍にあるというこ

とで、入域観光客数の目標値につきましては令和２年

度、令和３年度ともに設定をしておりません。ただ、

令和３年12月、24日だったと思うんですけれども、

今年度の見込み値ということで約391万人ということ

で公表をさせていただきました。しかしながら議員

の皆様も御承知のとおり、その後感染拡大につながっ

て、入域観光客数、当初の見込みよりも大きく落ち

込んでいます。391万人というのは厳しいかなという

ところにありまして、またビューローのほうが公表

したところによりますと、308万人ほどになるのでは

ないかというふうにされております。

以上でございます。

○次呂久成崇委員 私がちょっと確認したかったの

は、加速化を進めていくということで、こちらの資

料のほうにもその取組ということで幾つかあります。

それぞれの事業で、例えば国内需要安定化事業とか

離島観光活性化促進事業とか、こういった事業のと

ころで幾つか対象者というか消費者を、国内観光客

または離島に行きたい方、そしてインバウンド、ま

たマリンレジャーとか修学旅行とかということで分

けて、このプロモーションも含めてそれぞれの事業

で誘致事業を掲げていらっしゃるんですけれども、

私はこのそれぞれの目標数というんですかね。ある

程度こういう修学旅行だったらどれぐらいは来てほ

しいとか、やっぱりそういう目標というのは設定を

しないと、この誘致事業というのとの整合性という

んでしょうか、それが取れないんじゃないかなとい

うふうに思うんですよ。そうでなければ、それぞれ

の事業でそれぞれでプロモーションもやって、その

事業を実施するわけですよね。その取組というか、

それについてどのように考えていらっしゃるのかと

いうのをちょっとお聞きしたいと思います。

○山川哲男観光政策課長 今委員から御指摘があり

ましたように、次年度から新振計も始まります。ま

た、第６次沖縄県観光振興基本計画というものがス

タートしていく重要な年になります。過去２年間、

今年度含めてですけれども、目標値というものの設

定はできなかったというところがございましたが、

新年度は５月、６月を目途に、令和４年度の目標値、

見込み値というものを設定いたしまして、そこに向

けて施策を打っていくというふうに考えているとこ

ろでございます。

以上です。

○次呂久成崇委員 確認なんですけれども、５月、

６月の入域観光客数ということですか。

○山川哲男観光政策課長 いや、そうではなく、令

和４年度の目標値もしくは見込み値ということで設

定を検討しております。

以上です。

○次呂久成崇委員 それが５月、６月ということで

よろしいんですよね。ありがとうございます。

それとこの観光振興のところで、今回受入れ体制

の強化ということも掲げております。その中で18ペー

ジのほうにもあるんですけど、観光人材育成・確保

促進事業について、この事業の概要についてちょっ

とお聞きしたいと思います。

○又吉信観光振興課長 県では、国際観光地として

沖縄県の観光客受入れ体制を強化するために、国内

外の観光客が満足する質の高いサービスを提供でき

る観光人材の育成、確保に取り組んでおります。

具体的には、観光関連産業の従事者を対象にエン

トリー層、現場リーダー層に区分して、体系的な研

修をオンラインで実施し、ウィズコロナ、アフター

コロナ社会におけるマネジメントやキャリアデザイ

ン等カリキュラムに加え、人材育成に取り組んでお

ります。また、企業自らが研修実施を促進させるた

めに、講師のデータベースである育人―ハグンチュ

を活用いたしまして、そのサイトに登録された講師

と観光関連事業者のマッチングに取り組んでおりま

す。そのほかにも、経営者等に対しても抱えている

課題を解決するために専門家を派遣したりでありま

すとか、あるいはインターンシップ生の受入れを促

進させるためにガイドラインの作成ということを

行っております。

以上です。

○次呂久成崇委員 もう御承知のように、やはりこ

のコロナ禍で沖縄の観光、特に離島のほうもかなり
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低迷しております。私も現場の皆さんのほうから話

をいろいろ聞くと、やはり従事者がもう既に離職を

してしまっていて、受入れ体制というのを考えたと

きに、従事している方がもう既に不足しているので

サービスの提供が難しいんだと。まずはだから人材

をどのように確保するのか。もう地元にいる皆さん

を確保するということじゃなくて、やはり沖縄の特

に離島などは県外から移住してきている皆さんとか、

一時的に来てそのワンシーズンいたりとかという方

たちが、やはり観光業の受入れとして従事して支え

ていた部分があるんですけれども、それが今ごそっ

といなくなってしまっていると。なので人材確保と

言われても、なかなか地元のほうでは、特に小離島

のほうでは確保することができない。その人材がい

ないということなんですけれども、これについて何

かこの体制強化の中で事業というのはあるんでしょ

うか。

○又吉信観光振興課長 今委員おっしゃったような

人材の確保について、例えば商工労働部のほうであ

れば地域巡回マッチングプログラム事業とか、ある

いは民間の琉球新報とか沖縄タイムスさんがやって

いる合同企業説明会とか、民間のマイナビさんがやっ

ているいろんなものがありますので、そういうとこ

ろでマッチングを図ってもらうと。この事業では、

その前と言ったら変ですけれども、インターンシッ

プ生を入れながら観光業界を知ってもらって入って

きてもらいたいというところと、入社したい方を離

さないというか、キャリアアップをさせるための人

材育成というところで取り組んでいるところでござ

います。

以上です。

○次呂久成崇委員 私はこれからの沖縄の観光の回

復というのを考えたときに、やはりこの受入れ体制

の強化というのは本当に重要じゃないかなと思って

います。

先ほど観光客の誘致のところで幾つか取組があっ

て、そのプロモーション等も含めて事業を掲げてい

ますけれども、その中でもやはりしっかり安定とい

うか、従事する皆さんに対してももっと人材を確保

する、ＩターンとかＵターンとかというところでの

従事者を確保するためのそういったプロモーション

も含めての事業というのを考えていかないといけな

いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、

それについてちょっと見解を伺いたいと思います。

○又吉信観光振興課長 Ｕターン、Ｉターンについ

ては、例えば企画部のほうで事業をやったりとかあ

るいは商工のほうでもやっていると思いますので、

そういう人たちを含めた形で、先ほど言ったような

合同企業説明会とか面接会とかありますので、そこ

に誘致をするような形で人材を確保していただけれ

ばなというふうに考えております。

○次呂久成崇委員 観光業界は、特に宿泊業界とか

でもやはり離職率というのはかなり高いですよね。

離島についてはやっぱりそこが原因となってなかな

か定着しないということもありますので、企画部と

か商工労働部とかともしっかりそこら辺を連携して、

まずはその体制づくりというところでしっかりとま

た取り組んでいただけたらなと思いますので、よろ

しくお願いします。

終わります。

○西銘啓史郎委員長 仲村未央委員。

○仲村未央委員 ありがとうございます。

午前中に回ってきて本当にありがたいなと思って

いますけれども、観光需要策、喚起策のほうが先ほ

ど来皆さんお聞きですので、これが非常に期待も大

きいし、実際には経営のほうの直接的な補償的な支

援というのができないという現実を見れば、この需

要策を通じてどれだけ本当に回復させられるかとい

うことにもかかっているというふうにも思えるもの

ですから、非常にここは大事だなというふうには思っ

ているんですけれども、今次呂久委員の質問の中に

もあったように、300万人台ようやくということを見

ると、なかなかこれは本当にまだまだという感じは

しております。

それでちょっと総括的に聞きたいのは、今実際に

は需要策としておきなわ彩発見をやっていますけれ

ども、この総予算に対する執行率というのはどれぐ

らいになっているんですか。

○又吉信観光振興課長 今時点でこの彩発見につい

ては、まだ今回の２月補正は入れていないんですけ

ど、68億ほどあります。そのうちクーポン原資で62億

ほど、そのうち執行しているのが約13億ほどという

形で、20％程度の執行率となっております。

○仲村未央委員 20％の執行率の残りの８割、80％

というのは、その翌年度に繰り越すということです

か。

○又吉信観光振興課長 現在３月３日から再開して

いますので、その後も今年の３月３日以降を含めて

実施するということでございます。

○仲村未央委員 もちろん３月分の執行分も含めて

残りの分ということですけれども、その残った分は

全部翌年度に繰越しということで理解してよろしい
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ですか。

○又吉信観光振興課長 委員おっしゃるとおりでご

ざいます。

○仲村未央委員 そうなると、それも含めた今彩発

見全体の総額というのは幾らになるんでしょうかね。

○又吉信観光振興課長 ２月補正前までは62億でし

たけれども、今回の補正で約49億近く補正しますの

で、改予算、補正後の予算が111億円という形になり

ます。そのうち31億円は、事務局の運営費とクーポ

ンの支払い等を含めてお渡ししていますので、繰越

額としては約80億円というふうになってございます。

以上です。

○仲村未央委員 それで需要をあおって喚起を立て

ていくということが当面の大きな取組になろうかと

思いますけれども、実際の回復状況についても伺い

たいんですが、今修学旅行の状況、ちらちらこのか

いわいでも修学旅行の団体さん、目にかかるように

はなってはいるんですけれども、このキャンセル状

況などはどのような状況、実態でしょうか。

○又吉信観光振興課長 令和４年１月以降、オミク

ロン株が発生したというところでちょっとやりたい

と思います。沖縄観光コンベンションビューローの

ほうで大体月に１回程度、本土大手の15社に対して

アンケート調査を実施しております。毎回10社程度

ぐらいから回答があるんですけれども、そのアンケー

トで申し上げますと、まず昨年の12月７日時点で今

年の１、２、３月の修学旅行の予定学校数が433校、

８万5749人というふうになってございました。それ

が今年の２月８日時点の調査によりますと、75校、

１万5830人となってございますので、358校、６万

9919人がこの第６波というか、オミクロンの影響で

キャンセルになったものというふうに考えておりま

す。

○仲村未央委員 実際そうだと思います。旅行関係

の皆さんの声も本当に悲鳴でして、やはりこの１月、

２月、３月の需要を逃すと、学校は年度でほとんど

計画を立てるので、３月を４月以降に繰り越すとい

うか日程を組むというのは、なかなか学年をまたい

で、また４月になったら最初から考え直しというこ

とで、かなり３月までの需要を期待をしていただけ

に非常に喪失感が大きいなというふうに思うんです

よね。

だからそこら辺のそのつなぎを丁寧に、予約をし

てくれていた学校との調整、ここは本当に具体的に

つないでいかないと、これはやっぱり翌年度に保証

がされないキャンセルだと思うんですよ。年度の夏

にあったのを秋に、秋にあったのを冬にというのは、

同じ学年を通じてキャンセル、キャンセルで延長し

ますけれども、３月で一旦切れてしまうと次の年と

いうのは、なかなかこれを起こせるかどうかという

のはやっぱり関わってくると思うんですよね。そこ

ら辺の調整というのは具体的にされていますか。

○又吉信観光振興課長 今おっしゃったような形で、

今回予定した学校がキャンセルした場合でも、学校

の希望に応じて平和学習という形でオンラインで実

施をしていますので、できるだけ今年度、その学年

は今回ちょっと残念で来られなかったかもしれない

んですけど、また次の学年、次年度について来てい

ただきたいといった形で、引き続きそういう今まで

沖縄に来ていた学校についてはアプローチしている

というところでございます。

○仲村未央委員 ここは本当に丁寧に培ったその人

脈、それからこれを旅行者任せ、ビューロー任せと

いうだけじゃなくて、沖縄県として戦略的に本当に

こういう回復をきちんと接触してやっていかなけれ

ばいけないのかなというふうに思っていますので、

ここの仕組みづくりも含めて、この取組を強くして

いただきたいと思います。

それから新聞報道か何かで見たんですけど、修学

旅行生の中に感染が起きたということが事例が出ま

したけれども、これは何件かそういうことがありま

したか。

○又吉信観光振興課長 ３校ほどでしたかね。出た

事例はございます。

○仲村未央委員 これの対処というのは、実際には

どんなふうにしているんでしょうか。

○又吉信観光振興課長 それぞれ陽性者が発生した

ら、やはり保健所のほうで陽性者の搬送を含めて調

整をします。それと濃厚接触者の特定も保健所のほ

うでやって、その濃厚接触者についても保健所のほ

うが待機を指示するとかがあります。その濃厚接触

者について待機があった場合は、修学旅行の緊急時

支援事業という形で、この人たちのここにいる宿泊

の費用とか、あるいは親御さんが迎えに来る費用と

か、そういうふうな費用を支援するという事業がご

ざいますので、それを通してそういう濃厚接触者の

方に対して負担がないような形で進めているところ

でございます。

○仲村未央委員 今の負担のないような形というの

は、経済的な負担というのはどうなりますか。

○又吉信観光振興課長 経済的な負担をほぼ実費に

近い形で面倒を見ると。陽性者とかあるいはその他
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引率の教員等については、保険適用でありますとか、

あるいは修学旅行で掛けている旅行保険とか、そう

いうもので対応ができますので、そういうものから

外れる濃厚接触者についてはほぼほぼ支援するとい

う形になってございます。

○仲村未央委員 この対応も含めて団体旅行、特に

修学旅行などでこういう感染が生じたときに、沖縄

に行ったら本当によくしてくれた、不安なく対応し

てくれたと。送り出す側の環境というのは非常に厳

しい中、沖縄までいらっしゃっているということが、

行く行かないの判断を含めてかなりぎりぎりのとこ

ろで判断して、わざわざこちらに入っているという

のが学校や保護者も含めた判断だと思うんですよね。

だからそこでもしそういうことが起きたときに、沖

縄の対応はすばらしかった、とても不安なく対応が

されたということがむしろ伝わっていくぐらい、こ

れが次のまたつなぎにやっぱりしっかりと乗ってく

るというような形の対応になるような、そこも非常

に丁寧にこういう今回起きたことの例えば課題が生

じているんだったら、それをどのように次は克服し

回復をさせるかということも強く、これは協議会な

り、あるいはそういった仕組みをしっかりつくって

いくというのは必要かなと思いますけれども、そこ

は抜かりのないようにしていただきたいと思います

がいかがでしょうか。

○又吉信観光振興課長 先ほど言った濃厚接触者に

対する支援は恐らく他府県にはない支援ということ

で、かなり今の時点でも他都道府県から、沖縄県さ

ん、こういう支援があっていつまで適用できますか、

手続はどうなっていますかという形でいろんな問合

せが来ております。また、これもビューローを通し

てなんですけれども、それがあるから沖縄、こうい

う状況といったらあれですけれども、それでも沖縄

を選んで決断しましたとかですね。そういうふうな

話を聞いていますので、この事業を通してかなりＰ

Ｒできているのかなというふうに考えております。

○仲村未央委員 最後の１点になりますが、飛行機

の搭乗率とか、その辺のデータはどれぐらい、マッ

クスに対して今何パーセントぐらいの状況なのかと

いうデータがあれば聞いて終わりたいと思います。

○山川哲男観光政策課長 これは主要エアラインの

予約数なんですけれども、３月１日時点で３月の予

約数の割合が65％です。これは2019年度比、コロナ

禍前なんですけれども、その後４月以降ですが、こ

れは2020年度比で見ますと４月が52％、５月が50％

という予約の数になっております。

以上でございます。

○仲村未央委員 ありがとうございました。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

午後０時７分休憩

午後１時25分再開

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 お願いします。

資料は、令和４年の当初予算の部局別の概要説明

資料３－４からお願いいたします。文化観光は15ペー

ジですので、まずは部長、トータルのところで、概

要説明のところでも話しましたけれども、やっぱり

今回コロナ対策という大きいものがある。ただ、職

員の皆さんは通常の業務もこなしながら、そして特

に文化観光スポーツ部においては、コロナ対策はも

ちろんですけれども、復帰50周年記念、世界のウチ

ナーンチュ、空手世界大会ですね。そしてそういう

中で、この事業を活用して沖縄の観光を何とか復活

させないといけないという、そういうような大変な

年になるんですけれども、その執行体制というのは、

職員の数というのは増えるんですか。当然、委託事

業なんかはお願いすることはたくさんあると思うん

ですけれども、その辺が心配なんですけれども、こ

の480％の予算をどう執行していくのか。その辺をま

ず答弁をお願いします。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 令和４年度の文

化観光スポーツ部の組織体制につきましては、今委

員からございましたように、観光振興の事業の着実

な着手、執行を図る必要があります。あわせて、美

ら島沖縄文化祭2022や第７回世界のウチナーンチュ

大会などの復帰50周年記念事業も実行する必要がご

ざいますので、定数増、それから兼務職員や臨時的

任用職員の配置などで16名の増員を予定していると

ころであります。あわせて、事業継続支援の業務を

担っておりました観光事業者等支援課についても、

令和４年度も課として継続することとなっておりま

す。

○大城憲幸委員 ちなみに16名を増員して、定員は

何名になるんですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 令和３年度の定

数が149名、令和４年度の定数が153名で、定数とし

ては４名の増となります。

○大城憲幸委員 ずっと議論があるように、非常に

額が大きい。国からの交付金もある。当然税金です

から、しっかりと根拠を持って使わないといけない。
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ただ、またせっかく理解を得て頂いた税金ですので、

沖縄県の傷んでしまった観光の復活のためには、ど

うしてもやはりしっかりと知恵も出して戻すことが

できるだけ小さいように努力もしないといけないと

思いますので、取組をよろしくお願いします。

次に移ります。17ページ。ちょっと教育旅行推進

強化事業から入りたいんですけれども、この事業に

ついては額としては同額。これは今40万人と言われ

る教育旅行の充実に向けて、毎年恒例的に首都圏で

いろんなアピールをしたりプロモーションをしてき

たわけですけれども、今本当にこのコロナで、午前

中もあったようにがくっと減ってしまった。だから

私は今プロモーションというよりは、これまで来て

くれていた皆さんをどうつなぎとめるのかというの

が大事なのかなと思うんですけれども、この教育旅

行の同事業についてこれまでと違うところ、今年度

どうやっていきたいのか、まずはお願いいたします。

○又吉信観光振興課長 おっしゃったように、教育

旅行については例年40万人余り来ていたのが、昨年

度、令和２年度は７万人余りという形でかなり落ち

ています。ですので、それをいかに回復させるかと

いうのが大事だというふうに考えております。予算

的には同額ではあるんですけれども、次年度ちょっ

と中のほうで細事業という形で事業のほうをつくら

せてもらっています。つくっているのが修学旅行の

商品造成支援という形で、今までどういった形の商

品をつくればいいかという形で、いろんな意見、分

科会とか協議会を設けて意見をいただいているんで

すけれども、その意見を基にして何とかそういう新

たな旅行商品という形でできないかという形のもの

を、ちょっとニーズ調査をしようという形で考えて

おります。それとか、今までやはりこの協議会等で

いろんな課題が掲げられていますので、その課題を

どうやって解決するかというふうな、ちょっとその

解決に向けた調査活動という形で、それぞれ150万円

ずつほど予算計上させていただいていますので、そ

の調査を踏まえた形で今後、補正を含めてあるいは

次年度予算を含めて確保していきたいというふうに

考えております。

○大城憲幸委員 この教育旅行についても、新たな

魅力を発信するというのは大事。そして午前中から

議論があったように、沖縄として新たなコンテンツ

を開発していきますよということで、それ以外にも

１億2000万円ぐらいの予算をつけて取り組むわけで

すけれども、自分がさっき言った、今まで毎年のよ

うに来ていただいていた皆さん、修学旅行の学校が

あるんですよ。ただ、これはコロナ禍が来る前から

やはり九州の新幹線なんかを含めて、今までエージ

ェントとか航空会社とかいろんなところに支えられ

ていって40万人、沖縄の教育旅行というのは成り立っ

ている。ところがやはり予算面も含めて、大きな流

れとして非常に危機感を感じていたところで、この

コロナでの想像もしない大きなショックなんですよ。

これを、ちょっと今大きな流れとして沖縄から離

れているよと関係者から非常に強い危機感があるも

んですから、それを何とかつなぎとめるためには今

言ったコンテンツの開発も否定はしませんけれども、

もうちょっと分かりやすく市町村なんかも連携をし

て、特に民泊とかそういう地域に入る部分について

は、例えば１人当たり500円でも1000円でも沖縄は歓

迎しますよ、南城市は歓迎をしますよというような

分かりやすい支援ができないかなと思うんですけれ

ども、これはもう国の予算ですからその使途もある

とは思うんですけれども、その辺の考え方について

どうですか。

○又吉信観光振興課長 今委員おっしゃるとおり、

国のソフト交付金を活用していますので、１人当た

り幾らというのはちょっと支援が難しいというふう

になっています。ところが、先ほど言った協議会と

いうのを設けていろんなところでやっているんです

けれども、その下に分科会を５つ設けております。

その中で宿泊費の分科会がありますので、宿泊に関

してどのような課題があるかとか、どうやったらもっ

と効果的に生徒のためになるかというふうにいろん

な話をしていますので、そういう声を拾い上げなが

ら、毎年少しずつでもいいから改善していこうとい

う形で取り組んでおります。

それとつなぎとめについては、事前事後の学習ア

ドバイザーとか、そういうのも派遣しながら沖縄に

来てもらうということをやりつつ、新たな取組とし

ては、新たな学校を取り入れるという面では、今ま

で沖縄に来たことがない学校とかについては模擬体

験という形で実際に学校の先生あたりに来てもらう

とか、そういう取組をやっております。

今年度の特徴なんですけれども、これまで海外に

行っていた修学旅行、そこがもう海外に行けなくなっ

ていますので、数は少ないんですけれどもそういう

ところも沖縄に来ているというところもありますの

で、そういうふうな新規のところも取り組んでいき

たいというふうに考えております。

○大城憲幸委員 今の分科会とよく相談しながらと

いうのはそのとおりだと思うんですけれども、もう
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一つは、本会議でも触れた、やっぱりこれから沖縄

は観光でも数だけじゃなくて中身だと。そして域内

自給率という意味で、私はこの民泊という部分につ

いてはもっと見直してもいいんじゃないかという話

をしましたけれども、残念ながらこの民泊の皆さん、

たくさんの皆さんが関わっていますけれども、そう

いう組合みたいな組織がないんですよね。そういう

意味では、早急にそういう―やっぱり現場の声を聞

くと、県に対して分科会なんかで一委員として入っ

ているメンバーはいるけれども、民泊としてのそう

いう組織がないからなかなかいろんな要望とか要請

とかというのができないんだよねみたいな話も聞く

もんですから、そこは少し県からアドバイスをして、

そういう組織をぜひ立ち上げたほうがいいんじゃな

いかなと思うんですけれども、その辺の現状と考え

方はどうですか。

○又吉信観光振興課長 民泊についてはもちろんう

ちのほうも関わりはあるんですけれども、特に離島

のほうが民泊が多いという形で、企画部のほうもい

ろいろ民泊を含めて島あっちぃ事業とかやっていま

すので、そこら辺とも連携しながら、どういった取

組ができるかということをちょっと考えていきたい

というふうに思います。

○大城憲幸委員 関連で、16ページのＧｏＴｏおき

なわキャンペーンと地域観光事業支援に触りたいん

ですけれども、今言っているように本当に大きなお

金があるわけですよ。ちょっとふと考えても本当に

これを執行できるのかなというところがある。ただ

一方で、先ほどあった教育旅行の部分については、

分かりやすい支援というのがなかなかない。これ

ちょっと知恵を絞って、こういうものから教育旅行

についても応援してあげるという方法というのは内

部で検討しているんですか。お願いします。

○又吉信観光振興課長 一応これは補助事業ですの

で、補助事業の目的がありますので、基本的にはそ

れしか使えないということになっています。ただ、

このＧｏＴｏおきなわキャンペーンについては全国

から沖縄に観光客を呼んでくるという事業になって

いますので、当然その中には修学旅行も対象になっ

ています。ですので、その中で今おっしゃったよう

な形で、どういった形でその修学旅行を呼び込める

かと。事務費も377億円の１割、37億円。その事務費

が、ちょっと要件が緩和されて６分の１まで引き上

げられましたので、その中でどんなプロモーション

を含めてできるのかというのを、ちょっと知恵を絞っ

ていきたいなというふうに考えております。

○大城憲幸委員 そのとおりで、全国にみんな各県

持っているわけですから、ある意味もうアイデアの

出し勝負だと思うんですよね。やっぱりそこはとに

かく視点は沖縄の観光業、あるいは子供たちがどう

充実した旅行ができるのか。そういう観点でもこの

使い方というのは考えてほしいなと思います。

それと今通告していませんから持っているか分か

りませんけれども、午前からあるようにやっぱり目

標の観光客数というのは出し切れてないわけですけ

れども、事業をするからにはＧｏＴｏキャンペーン

の約370億円をかけてどれぐらいの効果が出る。彩発

見の約80億円をかけてどれぐらいの人を動かして、

どのぐらいの効果が出るというのは想定しないとい

けないと思うんですけれども、現時点でその数字と

いうのはどうなっていますか。

○又吉信観光振興課長 このＧｏＴｏの約377億、事

務費が１割のときに試算したものですけれども、仮

にそれが全て執行できた場合には1200億規模です。

彩発見について、今回の49億、８億から９億ぐらい

増額しますけれども、それを踏まえた後の事業効果

としては168億ぐらいだというふうに見込んでおりま

す。

○大城憲幸委員 これは何名ぐらいになるとかとい

う人数も想定していますか。

○又吉信観光振興課長 ＧｏＴｏキャンペーンにつ

いては、たしか430万人泊ということで試算しており

ました。すみません、彩発見については今ちょっと

数字が手元にないものですから、後ほどお知らせし

たいと思います。

○大城憲幸委員 非常に額が大きいものですからな

かなかイメージができないんですけれども、ずっと

議論しているように、いつからどれを活用するかと

いうのは少しまだ流動的なところがあります。県と

して理想的なのは、この彩発見をいつぐらいまでで

盛り上げてうまくＧｏＴｏにバトンタッチさせるに

は、期間的にはこういうスケジュールでやりたいと

いうのは現時点で描き切れていますか。

○又吉信観光振興課長 県の要望としては、この彩

発見については5000円が上限ではありますけれども、

２分の１、半分、50％が旅行商品の対象です。Ｇｏ

Ｔｏキャンペーンについては、上限20％の交通系で

あれば8000円という形で補助率が下がります。です

ので県民の県内旅行とか、それについては彩発見の

ほうが有利だというふうに考えております。

ですので県の要望としては、この彩発見について

はできれば令和４年度末まで執行したいと。それと
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併走するような形で、ＧｏＴｏで沖縄から呼んでく

るものについては20％なんですけれども、それにつ

いて併走させてくれということを去る２月に照屋副

知事を筆頭にして観光庁のほうに要請してきたとこ

ろでございます。

以上です。

○大城憲幸委員 次、お願いします。19ページのＭ

ＩＣＥでお願いします。前も話したと思うんですけ

ど、やっぱり気になったのは規模が１万平米という

のが気になるんですけれども、分かりやすくこれま

での議論を踏まえて、この１万平米の根拠というの

は何ですか。お願いします。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 従来の計画から展示

場面積を変更した理由については、コロナの影響に

よる催事形態の変化を踏まえ、ハイブリッド対応な

どの機能充実により十分にＭＩＣＥ需要を取り込め

ること、それから、それにより安定的で持続可能な

運営を確保ができること、それから、官民連携の事

業を想定しているため民間事業者の参画可能性を高

める必要があることから、面積を３万平米から１万

平米に変更しております。

○大城憲幸委員 ちょっとこれまでの議論を、民間

の皆さん、関係者の皆さんからの意見も踏まえてや

ると、この１万平米というのがどうも前も言った三

百数十億、そのお金から逆算して、それでできるの

は１万平米かなというふうに聞こえてしまうんです

けれども、敷地面積が14.5ヘクタール、建物、展示

場が１万平米ですから、１ヘクタールですよ。そう

いう敷地面積に対するバランスも含めて、これまで

ずっと言ってきた、やっぱり国内外の国際会議とか

大型展示会ができる規模とか、沖縄のシンボルとな

る施設とか、県内最大規模のコンサートができるよ

うな部分とかというのは、どうもやっぱり１万平米

では中途半端というか、小さいような気がするんで

すけれども、その辺について再度考え方をお願いし

ます。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 確かに面積について

は、展示場については１万平米にしておりますけど、

将来の需要を見越して１万から２万平米、さらに拡

張することを想定して今計画をつくっております。

○大城憲幸委員 いいです。これは後でまた議論し

たいと思います。

要望としては、ＢＴプラスのコンセッション方式

ということで民間活用するけれども、県にとって何

がプラスなのか、県民にとって何がプラスなのか、

運営する業者にとって何がプラスなのかというのは、

なかなか見えないという声が大きいですので、もう

少しやっぱり皆さんは分かりやすく説明できるよう

なことをしないといけないと思いますので、これを

要望いたします。

次、お願いいたします。Ｊ１リーグだから、23ペー

ジお願いします。サッカースタジアムについて、こ

れまでも再三調査検討をしてきたはずですけれども、

今回、見直し調査を実施するとなっていますけれど

も、これまでの調査、計画の何を見直してどういう

調査をするんですか。お願いします。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 今回実施する調査

につきましては、課題となっております財源の確保

というところに照準を当てまして、費用の効率化を

どう図れるかとか、整備費を今181億円というふうに

なってございますけれども、これをどこまで改善で

きるかとかそういったところ。それから経済波及効

果につきましても、平成29年度の調査で120億円と出

ているわけですけれども、これも新たに調査をかけ

まして、どれだけ運営費に還元できるかとか、そう

いったことに調査を入れることとしております。

○大城憲幸委員 前にも私議論したと思うんですけ

れども、平成23年に基礎調査をして、平成24年に基

本構想をつくって、また平成29年に整備基本計画を

つくって、そういう調査、計画だけでも何千万円抱

えてきたわけですよ。それで一括交付金はなかなか

めどが立たないから民間の活用もというような議論

も内外であったはずですけれども、今回の調査につ

いては、県は今までどんなですか。何か方針を、民

活でやるんだとか、全体の構想を見直しながらやる

んだとか、そういうような前提を県が示さないまま

これまでのような調査を繰り返してもどうなのかな

という疑問が残るんですけれども、その辺について

考え方をお願いします。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 Ｊ１規格のスタジ

アムの整備に向けてですけれども、民間資金を活用

して建築をされているという事例が全国にはないと

いうことは委員も御承知だと思うんですけれども、

そういう民間の投資を呼び込むことが非常に厳しい

施設となっております。そのため一部、例えばＰＦ

Ｉを導入したとしても、どうしても公の費用が必要

になってくるというふうに考えておりまして、その

ために今どこまでそういった整備とかを改善できる

のか、あるいは複合機能としてどういったものを持っ

てくればその後の運営費の改善につながるのかと

いったところを詰めているところでございます。

以上です。
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○大城憲幸委員 もう指摘して終わりますけれども、

どうも前回の計画でも基本的な方針でも、今後の課

題というのは具体的に幾つも挙げられているわけで

す。そういうようなものも含めて、私は県がある程

度中で方針を決めてから、どうするというのを出し

てから調査とか計画に移るべきだと思う。どうも今

のままでは、何もやらないわけにはいかないから取

りあえず調査に予算をつけたみたいなふうにしか見

えないもんですから、そこはまたしっかりと議論し

て取り組んでいただきたいと思います。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 先ほど大城委員の質疑に対す

る答弁で、観光振興課長から答弁内容について補足

説明したいとの申出がありますので、発言を許しま

す。

又吉信観光振興課長。

○又吉信観光振興課長 すみません、先ほど大城委

員からあった彩発見、今回、補正後110億円になるん

ですけれども、それを全て執行した場合には167万人

泊になります。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 まず最初にコロナの水際対策なんで

すけど、県内の空港の取組状況を教えてください。

○又吉信観光振興課長 今現在ですけれども、那覇

空港においてはＰＣＲ検査500件、抗原検査1000件と

いう形で体制を取っております。検査時間について

は、午前９時から夜の23時までというふうな形で運

用しております。離島空港については、本土から直

行便のある離島空港について、宮古、石垣では150件

を上限にしております。下地島、久米島については

100件という形で運用しております。

離島に今回、今年に入って１月から宮古、石垣に

ついては、検査してから結果の通知が翌々日で遅かっ

たのが、翌日までにやるような形で運営していると

ころでございます。

○赤嶺昇委員 上限検査数に対しての直近の実質検

査は何件ですか、それぞれ。

○又吉信観光振興課長 那覇空港については、これ

は日々あるんですけど、直近で見ていると大体300か

ら500ぐらいが那覇空港の今の検査実績です。離島空

港においても、宮古、石垣については２桁、100件ま

ではいかないような推移でございます。下地、久米

島については20件以下ぐらいが続いているというと

ころでございます。抗原については100件まではいか

ないところで推移しているところでございます。

○赤嶺昇委員 抗原は、では全部を合わせてそれぞ

れで100件いかないという。具体的に言ってもらえま

すか。

○又吉信観光振興課長 那覇空港の月の累計でお知

らせしたいと。２月なんですけれども、ＰＣＲ検査

を受けた人が8055名で……。

○赤嶺昇委員 いや、違うよ。こんな１日じゃなく

て、こんな8000人とかでは分からんよ。抗原検査を

聞いているわけ。

○又吉信観光振興課長 すみません。抗原検査が

1663名ですので、28で割ると大体60名弱ぐらいが平

均的に受けていると。

○赤嶺昇委員 休憩お願いします。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、赤嶺委員から抗原検査の実施空

港について確認があり、観光振興課長から

那覇空港のみであるとの回答があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 石垣、宮古、久米島で抗原をやらな

い理由は何ですか。

○又吉信観光振興課長 民間でできるところがない

というところでございます。

○赤嶺昇委員 それはもう理由にならないと思うよ。

知事が公約の一丁目一番地で離島と言っている以上

は、それは通らないよ。これだけコロナがずっとやっ

てきて、抗原検査で民間対応がないんだったら、も

う皆さんが考えることだと思いますよ。いかがです

か、部長。

○又吉信観光振興課長 宮古、石垣については民間

の検査機関が出ているんですけれども、今そこはＰ

ＣＲ検査しかやってないというところと、あと抗原

検査をやるとしたら多分キットか何かをやると思う

んですけれども、その後、抗原で陽性判断できたと

きには、ＰＣＲ検査を含めてその場でやらないとい

けないと。体制の問題もあるかと思いますけれども、

やはり一番大きなのは民間の事業者、できるところ

がそこにいないというところでございます。

○赤嶺昇委員 だからそれは理由にならないと言っ

ているわけ。どうなんですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 検査機関を確保

しなければいけないというのが一番大きな課題とい

うところではありますし、また陽性になったときの

ＰＣＲ検査をして医療機関につなぐと。その体制の

部分も課題になります。後者のほうは、保健所とか

地元の民間病院との連携という部分で行政側が入る
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形は可能かと思いますが、実際の検査機関について

どう確保しようかというのは情報収集をしてみたい

と思います。

○赤嶺昇委員 だからもう２年以上これをやってき

て、知事があんなに本会議で離島は一丁目一番地と

言っているんだったら、そこがもう違うと言ってい

るわけですよ。皆さん離島医療とか僻地も、島の部

分でいうと、コロナが感染拡大すると一番影響を受

けるのは離島なんですよ。それは分かっているでしょ

う。だったら、民間検査機関がないというのは通ら

ないんじゃないのって言っているわけですよ。どう

なんですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 これまでも段階

的にＰＣＲ検査とか抗原検査とか、拡充してきたと

ころです。離島についても先ほどありましたとおり、

離島のほうでＰＣＲ検査ができるという民間機関が

誘致できたというところがありますので、検査結果

のほうが本島に送った検査よりも短くなって、検査

結果の通知が早くなったということもございます。

現状では、抗原検査を離島で実施できるという機関

がございませんので、そこは関係部局とも連携しな

がら情報収集に努めていきます。

○赤嶺昇委員 だからこの間、宮古であったり石垣

でいきなり増えたりして、結構みんな大変なんです

よ。だからそういったことも含めて、やっぱり空港

の体制、これが一番の水際対策だと僕は思うので、

そこはしっかりやってもらいたいなということを改

めて―もう毎議会これは委員会で言っていますけど、

悪いけどまだまだだと思いますよ。この状況という

のはもうずっと検討、検討ばっかりやっているんで

すけど、これは非常に課題かなと思っております。

それでは、部局別の概要の中から聞きたいんです

けれども、まず先ほどのＭＩＣＥについてなんです

けれども、予算規模を縮小ということなんですけれ

ども、いわゆるスケジュール的な部分を教えてもらっ

ていいですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 スケジュールについ

ては、令和４年度に基本計画Ｒ２に対するパブリッ

クコメントを実施して、基本計画を策定したいと思

います。その後については、民間事業者とのサウン

ディング調査を行いながら、実施方針であったり、

要求水準書などのＰＦＩ事業に必要な各種資料の作

成に向けて検討を行っていきたいというふうに考え

ております。

○赤嶺昇委員 いつ完成する予定ですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 事業者の公募時期と

か着工時期、それから完成時期につきましては、実

施方針などを検討する過程で検討していきたいとい

うふうに考えております。

○赤嶺昇委員 では大枠で、皆さんはいつ頃までを

目標に、いつまでには完成したいという方針すらな

いということですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 すみません、繰り返

しになりますけど、実施方針を検討する中でスケ

ジュールとかは検討していきたいというふうに考え

ております。

○赤嶺昇委員 改めて今考えている事業形態を簡単

に教えてもらっていいですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 今想定しているのは、

ＰＦＩ事業による整備と運営になります。

○赤嶺昇委員 なぜＰＦＩでやるんですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 ＰＦＩでやる理由な

んですけど、今４点の理由で実施したいというふう

に考えています。

まず１点目が、ＰＦＩ事業では設計から施工まで

一体発注するため、施工効率を踏まえた設計、民間

事業者の新技術や創意工夫、資機材調達などの合理

化により、コスト縮減や工期短縮につながること。

２点目が、設計から施工まで一貫した体制が取ら

れるため、施設の利用のしやすさや機能性が向上し、

ＭＩＣＥ主催者や参加者の利便性を向上させること

ができること。

３点目が、従来方式で事業を実施した場合、短期

間に初期投資費用を支出することに対して、ＰＦＩ

事業では施設完成後、整備費用を運営期間にわたり

分割して支払うことになるため、県の財政負担を長

期にわたって平準化できること。

４点目が、大規模なＭＩＣＥは３年から５年前に

開催が決定されることから、ＭＩＣＥ誘致の長期的

な視点を踏まえた誘致活動等が必要になります。Ｐ

ＦＩ事業により長期の事業とすることで、数年先を

見据えた継続的な誘致活動が可能になります。

以上の４点、コスト縮減や工期短縮、利便性の向

上、財政負担の平準化、長期的なＭＩＣＥの誘致活

動の観点から、ＰＦＩ事業で実施したいというふう

に考えております。

○赤嶺昇委員 ＰＦＩでやって、その後は県がまた

買い取るということですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 ＰＦＩ事業には幾つ

か種類がありまして、運営期間終了後に所有権を移

転する方法と、運営を始める前に県に所有権を移転

する方法があります。今回は施設整備後、運営が始
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まる前に県に所有権を移転したいというふうに考え

ております。

○赤嶺昇委員 そのときの購入するための財源の確

保はどのようになっていますか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 整備費の財源につい

ては、充当率75％の地方債と、あと残りを一般財源

ということで想定をしておりますが、引き続き活用

可能な財源については関係部局と調整をしながら検

討を進めていきたいというふうに考えております。

○赤嶺昇委員 このコロナで大変財政が厳しい状況

ですよね。そういった状況も全部踏まえて皆さんは

計画を立てていますか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 ＰＦＩの一つの特徴

としては、運営期間にわたって財政負担を平準化で

きますので、そういった観点も考慮はしております。

○赤嶺昇委員 皆さんが今計画しているプランでは

採算を取れるという根拠は持っていますか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 今回の計画案を作成

するに当たっては、需要調査を実施しております。

それで223件という催事件数の需要調査になっており

ますけど、これについては民間の運営事業者からも

このぐらい行くだろうというところは話を伺ってお

ります。

○赤嶺昇委員 その調査を踏まえて、採算が取れる

という根拠ということですか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 運営期間については

今20年を想定しておりますけど、その中では採算は

取れるというふうになっております。

○赤嶺昇委員 今コロナになって、アフターコロナ

ですね。コロナ後のＭＩＣＥ事業というのは、どの

ように今後展開していくということを皆さんは想定

していますか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 ハイブリッドが当面

主流になるというふうに言われております。

○赤嶺昇委員 具体的に。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 例えばコンベンショ

ン、会議であったりになるんですけど、一部はオン

ラインで参加していただくと。それから残りは現地

参加というような形態になります。

○赤嶺昇委員 ハイブリッドによる収入の減はどの

ように考えていますか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 確かにハイブリッド

になると、いらっしゃらない方も出てきます。ただ、

これまでのお話だと、ハイブリッドになったという

ことでより多くの参加をいただいている会議もある

というふうに聞いていますので、そこら辺は沖縄の

魅力である自然とか文化というのをアピールして来

ていただくようにしたいというふうには考えており

ます。

○赤嶺昇委員 ＭＩＣＥはフェース・ツー・フェー

スがやっぱり基本だと思いますよね。だけど３密の

典型と言われているわけですよ、ＭＩＣＥは。そう

いったものの対応も含めて、この新しい施設で今後

こういった感染症、今回のコロナに限らずですよ。

それに対応した施設づくりということも全部想定し

て、だからオンラインというのはいいんですけど、

オンラインで済むんだったら来る必要もないという

ことになってきますよね。相反するわけですよ。そ

こも含めてどういうふうに皆さんは考えていますか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 確かにオンラインだ

と沖縄にいらっしゃる人はいませんけど、沖縄県の

魅力である、繰り返しになりますけど、自然豊かな

リゾートであったり文化などを積極的にアピールし

て現地に来ていただけるようにということで、ＭＩ

ＣＥを誘致していきたいと思っています。

○赤嶺昇委員 私はこのＭＩＣＥ単体じゃなくて、

多分地元の市町村もみんなそれがまちづくりだと

思っていると思うんですよ。だからエリアのマネジ

メントとかスマートシティとか、いろいろあります

よね、国の事業も。これも全部想定して地元自治体

と連携を取れていますか。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 地元自治体とは協議

会という形で、その下に作業部会を設けていまして、

一緒にまちづくりのための取組を行っております。

○赤嶺昇委員 ＭＩＣＥが東側にできることでこれ

までずっと指摘されていたのは、公共交通の渋滞の

問題なんですよ。それも併せて対応を考えています

か。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 渋滞ということです

よね。今、国のほうで与那原バイパスを整備してお

ります。それから南風原バイパスのほうも整備して

おります。あと空港自動車道と直結する小禄道路も

整備しております。そこら辺が整備されれば、一定

程度の渋滞緩和は可能ではないかというふうに考え

ております。

○赤嶺昇委員 公共交通はどのように考えています

か。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 公共交通ということ

で、路線バスとかというふうなイメージになると思

います。今企画部のほうで、どういった形で公共交

通をやっていくかというところは検討しております。

○赤嶺昇委員 いや、だから検討しているんだった
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ら説明してちょうだい。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 すみません、ちょっ

と企画部の検討状況を詳しく承知していませんけど、

交通については、例えば近くのイオンであったりと

かと連携してシャトルバスを運行して、ＭＩＣＥの

ほうにつなげていきたいというふうに考えておりま

す。

○赤嶺昇委員 だから、そこを企画部と相談をちゃ

んとしてないということ自体がもう問題であって、

モノレールも公共交通ですよね。今浦西駅で止まっ

ていて、普通に考えてあそこから西原町に下ろして

いくということも僕らは考えるわけですよ。そこは

今何の話もしなくなっていて、これも想定してない

んですか、モノレールは。

○白井勝也ＭＩＣＥ推進課長 確かにモノレールと

いうことも考えられますけど、モノレールについて

は、もしやるとしても大分先になると思いますので、

その前にシャトルバスとかの運行の手段を検討して

いきたいと思います。

○赤嶺昇委員 この間ずっともうＭＩＣＥのことを

聞いたら、みんな再三、それでちゃんと大丈夫かと

全部聞いて、公共交通は大丈夫かとか、今言う集客

も総合的に皆さん考えて、まちづくりまで考えてい

かないと、それはまだ先だなということじゃなくて、

そこに集客させるためのこういったものも検討され

ていないじゃないですか。みんな単体でしかやって

いないから。だからＭＩＣＥもスケジュールも言え

ないじゃないですか、皆さん。ＭＩＣＥがいつでき

るかというのも言えない。これは今から検討します。

だけど同時にモノレールの延伸もどうするかとか、

昔であれば、あの一帯をＬＲＴを回すとか、循環を

つくるとか、この話もなくなっているじゃないです

か。まちづくりということを考えるんだったら、公

共交通も全部考えないと、今ただでさえ車が多いと

言われている中で、そこもすぐ含めてＭＩＣＥをやっ

てもらわないと困るんですよ。部長、いかがですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 先ほど来議論さ

れているように、選ばれるＭＩＣＥ施設になること

が課題というところで、ＭＩＣＥの機能というとこ

ろの部分についてはハイブリッドが想定されますの

で、その安全・安心であるとか、ハイブリッド開催

に対応できる仕様にあるとか、あるいは来ていただ

く人たちに対しては特別感を出せるような施設にな

るとか、施設の魅力を高める必要があります。

あわせて、エリア全体でＭＩＣＥを受け入れる体

制、エリアの利便性の向上、魅力の向上というのが

必要になってきますので、そこはデジタル技術を活

用したスマートシティの形成であるとか、グリーン

エネルギーの供給とか、エネルギーマネジメントと

いうような形の部分、それからスローモビリティ等

の新たな移動手段の参入とかいうようなところの部

分についても、地元の市町村と連携しながら実証事

業の導入等も含めて検討していきたいと思いますし、

その中でエリアの中での公共交通、移動手段をどう

するかということにつきましては、まずは公共交通

の利用を呼びかけるという話と、当面は大型駐車場

施設を活用してシャトルバスを運行すると。そうい

うふうな形の検討をしていきますけれども、中長期

的にはやはりこのエリアの中でのモノレールも含め

た公共交通の在り方、そういったものは企画部と連

携して検討していくこととしています。

○赤嶺昇委員 だからもう一回聞きますけど、ＭＩ

ＣＥはいつ完成の予定をしていて、さっき聞いたら、

これが出来上がってから利用で大体20年間を想定し

ていると言っていますよね。何で今からこの公共交

通の在り方も含めて、総合的に提案しないのかと言っ

ているんですよ。いかがですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 過去には企画部

のほうにおいて、おっしゃっていたようにモノレー

ルの延伸という部分、浦西駅から西原方面に行く部

分、それから与那原方面から循環させる部分とかい

うような形、あるいは南部のほうからという部分の

大まかなルートを設定して、導入可能性みたいな調

査をやったということがありました。そのときに課

題として出たのが、需要の部分の採算性の部分と、

それからルートの部分で勾配がきついとかという話

がありまして、事業費が高コストになるとか、そう

いうようないろんな課題があったというふうに記憶

はしております。とはいえ、そういう中で中長期的

にこのエリアの公共交通をどうしようかという部分

については、引き続き議論がなされているところで

す。

○赤嶺昇委員 以前、本会議で新垣新委員がもう明

言していたんですよ。公共交通で駄目になるよと、

もうはっきり言っていましたよ。だからやっぱりそ

れぞれの議員がいろいろ質問していくのを僕らも聞

いていますから、そこも含めて、皆さんあれから何

年もたっている中で、今後ＭＩＣＥをもう一回やろ

うと言っている中で、今回、ましてやまた買い取っ

て県民にこの予算を、ある意味どうなるかも非常に

心配ですよ。そうすると失敗は許されないわけです

よ。そうなると、今のうちから公共交通の今言う総



－395－

合的に全部やってもらわないと、それはそのうち検

討しますよと。皆さん検討が多過ぎて、総合的な部

分を出してもらわないとなかなか厳しいよ。いかが

ですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 並行して事業が

進んでいる計画道路の部分、そこの部分については、

先ほどありました小禄道路、南風原バイパス。小禄

道路が令和８年度供用予定、南風原バイパスが平成

31年の暫定供用、それから与那原バイパスが先日供

用されたというような形で、関係部と連携しながら

そこの進捗管理をやっているところでありますし、

その道路を活用して公共交通の利用を呼びかける、

シャトルバスの活用をするというような当面の対策

を経つつ、中長期的な議論も進めているというふう

に考えます。

○赤嶺昇委員 中長期的というのは、スパンで何年

ぐらいですか。だってＭＩＣＥができたら20年って

言っていたのに、何が中期で、何が長期かよく分か

らんよ。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 条件整備も含め

て、関係部局と連携しながらそこは検討していきた

いと思っています。

○赤嶺昇委員 ぜひ、もうやるんだったらやるで失

敗は許されないんですよ。これ失敗すると、次の世

代に全部借金が押しつけられていくもんだから、今

のうちから公共交通をどうするかということも含め

て、それもやっぱりあれだけの―どういうのを皆さ

んが想定しているか分からないですけど、それも含

めて提案をしっかりとやってもらいたいなというこ

とを要望しておきたいなと思っております。

次に、17ページの沖縄観光グローバル事業、ビッ

グバン事業ということで、航空路線の誘致とかとい

うことでやっているんですけど、国際線ですね。こ

の国際線の航空路線の対応というのは、すぐにでも

対応できるんですか。

○又吉信観光振興課長 那覇空港の国際線の再開に

当たっては、人の検疫体制をどうするかというとこ

ろ、そこが一番大きな課題で、これは国のほうで対

応することになるんですけれども、今のところ対応

の見通しが立っているということは聞いておりませ

ん。

○赤嶺昇委員 具体的に、もうすぐにでも対応でき

るということですか。

○又吉信観光振興課長 検疫したときに陽性者が出

たときに、出る前もそうなんですけど、人の待機と

か、出たときにどうやって建物から出していって搬

送するかとか、どうやって療養施設までつなぐかと

か、そういう体制が必要なんですけれども、やはり

検査の体制、人を含めて、検査の場所を含めて、待

機場所を含めて、そういう物理的な課題もあるとい

うふうに伺っております。

○赤嶺昇委員 こういったことも含めて、これは直

接皆さんじゃないかもしれないけど、やっぱり那覇

空港のクリニック等についても、縦割りじゃなくて

皆さんの担当部局も含めて、那覇空港ともやっぱり

そこの対応についてもしっかりと議論、相談をして

もらいたいなということは要望しておきたいと思っ

ております。

続いて、沖縄ワーケーション促進事業についてな

んですけれども、今沖縄ではワーケーションという

のは実際にはあるのか、その実態があれば教えてく

ださい。

○又吉信観光振興課長 具体的な調査はしておりま

せんが、いろいろなところでワーケーションが活用

されていると聞いています。また沖縄総合事務局の

ほうでは、補助事業等でワーケーションにやるよう

な開始をする補助とか、そういうのを行っておりま

すので、そういう整備が進んでいるというふうに認

識しております。

○赤嶺昇委員 皆さんはワーケーションの沖縄の実

態調査もしないのに、何でこの事業の予算をつける

の。

○又吉信観光振興課長 実態調査については令和

４年度の予算事業として、どのような施設があるか

どうかということを、その情報の一元化を図りたい

という形で、それについては予算化を令和４年度に

しているところです。

○赤嶺昇委員 だから、実態が分からないのに何で

促進事業が、普及事業がつくのと聞いているわけさ。

○又吉信観光振興課長 やはり新たな旅行のスタイ

ル、またワーケーションについては滞在日数も長く

なるという傾向もありますので、沖縄観光、誘客を

図るという面では進める必要があるというふうに考

えております。

○赤嶺昇委員 休憩お願いします。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、赤嶺委員から県内のワーケーショ

ンの実態について把握せずにどう促進事業を

組むのかとの発言があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

又吉信観光振興課長。

○又吉信観光振興課長 先ほども申し上げましたけ



－396－

れども、複数のホテルとかで一部部屋を改造してワー

ケーション、通信環境を整備したりとか、そういう

ふうな形をやっていて、リゾートホテルを含めてい

ろんなところ、民間も言っていいのかな。例えばハ

イアットリージェンシー瀬良垣さんとかカヌチャベ

イホテル、ゆがふいんおきなわ、星野リゾートあた

りでいろんなものが整備されていると。ほかにも多

分あると思うんですけれども、そういうのを次年度、

どんな施設がどこでどれぐらいのキャパがあるかと

か、そういうのを調査していきたいというふうに考

えております。

○赤嶺昇委員 しっかりと調査してもらって、何件、

どれぐらい、また経済効果がどれぐらいあるのかも

含めて、新しいスタイルだと思っているので、この

ワーケーション事業そのものは僕はいいと思ってい

ますので、これが例えばそれぞれ民間がやっている

部分と、県がやっぱりどういう支援ができるかとい

うことをしっかりと精査をしてもらって、これを一

つの沖縄の新しいスタイルとしてちょっと沖縄に行

きたくなるような部分を―本当は、できるんだった

らワーケーションを利用した方々の意見も聞いたほ

うがいいと思うんですけど、いかがですか。

○又吉信観光振興課長 今年度については、リゾテッ

クのほうでアイデアピッチという形で各企業さんを

呼んで、実は令和２年度に県内６地区に分けて、例

えば自然環境を楽しむとか、どんなワーケーション

ができるかというプランをつくりましたので、それ

に基づいて企業を募集した形で、企業から従業員を

出してもらってそれぞれに沿ったプランで実際に

やって、そしたらどんな効果が出たかと、アイデア

も含めてですね。それをちょっと話し合ってもらっ

てやっております。ですので、その中で泊まった従

業員の声も直接聞いたところでございます。

○赤嶺昇委員 では部長にお願い、皆さんにお願い

なんですけど、このワーケーション、国内だけじゃ

なく海外の富裕層とか、海外のこういった長丁場で、

例えば何か月間もここでできるような部分も併せて、

この沖縄のリゾートを満喫しながら仕事ができると

いう部分というのは新しいやっぱり市場になると思

いますけど、これについて部長、どう思いますか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 沖縄でのワー

ケーションの魅力、確かにワーケーションで来てい

ただく層という部分が、ビジネスツーリズムをはじ

めとした形で新しいマーケットになるだろうという

ところが一つ。それから滞在期間が長くなるという

ところがあります。それから、家族等も含めていらっ

しゃるというところからすると消費単価も高くなる

というところで、いろんな魅力があるかと思います。

一方、沖縄ではリゾート環境があふれるような、

こういう環境が提示できるということと、民間の施

設によってはオンライン環境、Ｗｉ－Ｆｉ環境が整っ

ているというようなところもございますので、先ほ

ど来ありますように、沖縄での施設というのがどう

いう形があるというものをしっかり調査をして、昨

年来つくったモデルプラン、北中南地域の特徴を生

かしたモデルプランも提示しながら、そういう沖縄

の魅力というのを発信していきたいというふうに

思っています。

○赤嶺昇委員 ぜひ沖縄の海外事務所も含めて、こ

れをアピールしてほしいんですよ。それから、利用

する海外の方々は特に通信環境が絶対必須だと思う

んですね。５Ｇの整備も含めて、沖縄が先にそれを

やっぱり一番いいところになるということを、離島

も含めてそれを強く推進していただきたいというこ

とを要望して終わります。

○西銘啓史郎委員長 新垣新委員。

○新垣新委員 事項別積算内訳書の12ページ、観光

産業実態調査事業と、７番ですね。それと12番のＤ

Ｘ観光動態調査事業のダブりがないかということを

まず伺いたいと思います。

○山川哲男観光政策課長 観光産業実態調査事業に

つきましては、次年度から始まる第６次観光振興計

画の柱の一つに、まず観光客の満足度を上げるとい

うことがあります。それから県民幸福度の向上、そ

してもう一つは観光産業従事者の方々の満足度も引

き上げるということ、この３つを柱に据えて持続可

能な沖縄観光というのを展開していこうというふう

に考えています。そういう中で、では観光産業側の

状況がどうなのかというものをしっかりとつかむ必

要があるというふうに考えまして、この観光産業実

態調査事業の調査項目といたしましては、例えば宿

泊事業者における正規雇用者の割合であるとか、そ

ういった方々の平均給与が幾らになっているのか、

それから宿泊事業者におけるマネージャー層の給与

水準がどうであるのかといった、そういったものを

調査していくという内容になっております。

一方、ＤＸのほうは、ＧＰＳ機能を活用いたしま

して、主に国内客にはなるんですが、日本中から沖

縄へどういったルートでまず来ているのか。沖縄に

到着したお客様がどういった動線で県内各地を回っ

ているのかというのを、通信衛星のほうを活用いた

しまして追いかけていこうと。そういう中で、何月
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何日何時にどこに人々が集まっているというものを

捕捉することによって、まず沖縄観光の課題であり

ましたオーバーツーリズム等の平準化、場所の平準

化にもつなげていこうと。あと、時間の平準化にも

活用していこうという調査内容になっております。

ですので、ダブりはございません。

以上でございます。

○新垣新委員 理解いたしました。

では12番の件で、去年ぐらいからＤＸで稼ぐ力と

いう形なんですけど、先ほどの説明では、衛星通信

で観光客に対してどこに行ったかとか、オーバーツー

リズムをなくすためにということなんですけど、こ

のＤＸで稼ぐという私は理解でいるんですけど、そ

れは違うと理解していいんですか。

○山川哲男観光政策課長 このＤＸを活用した稼ぐ

力というのは、文化観光スポーツ部だけの施策事業

ではなくて、例えば農林水産部の６次産業化の推進

であるとか後は商工労働部と連携した上で、総合的

に力をつけていくというふうに考えております。

以上でございます。

○新垣新委員 理解いたしました。

次、14番、沖縄県観光振興基金積立事業。約40億

円を今回は積み立てるということで、先ほどの玉城

委員とはちょっと別の角度から質疑いたします。部

長、ちょっと県議会の中で沖縄観光再興条例を延長

という形でやりました。いろんな議員からの答弁が

あって、この委員会で採決するときにもやはり予備

費を狙って、観光関連企業に対して事業規模で割っ

て国の予備費を狙おうという趣旨の中で、委員の説

明があったもんですから、その件に関して伺います。

まず、国に対して予備費獲得、ぜひ県も知事も一緒

にこれを獲得すべきだと思うんですね。もちろんこ

の40億円に賛成する立場なんですけど、もし予備費

が取れたらこれは必要なかったんじゃないかという

懸念もあってですね、私。だからそういうまずは予

備費の獲得を目指しながら、私はこの40億を将来的

に一般会計か財調に積んでほしいと。国から獲得す

るのは獲得して頑張ってほしいと、そういう質疑な

もんですから、見解を伺います。部長に。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 ２月に関係要路

のほうに予算の確保というところと、それから措置

していた予算についての改善といいますか、見直し

といいますか、柔軟な運用等について要請したとこ

ろです。その中で、内閣官房のほうで地方創生臨時

交付金の増額についても要請したところで、そこで

説明した内容としましては、沖縄県の観光を取り巻

く状況というところで、コロナの影響を長期間にわ

たって受けているということで、沖縄については第

３次産業の割合が大きいというところでそれだけ影

響が大きいという説明をしました。影響の度合いと

いう部分についても説明をして、真摯に聞いていた

だいたところでございます。先方のほうからは、そ

ういった情報を共有していきながら引き続き連携を

させてくださいというふうな話も聞いておりますの

で、そういったその時々の沖縄県の実情を知事、副

知事を先頭にしっかりと伝えていくということが大

事かなというふうには思っています。

○新垣新委員 改めて伺います。取組はやはり政治

力も使う必要があると。国政与党の自民党にも公明

党にもアプローチをかけて、官房長官や総理にも、

沖縄の観光の傷んだものは他の都道府県と違う特別

なんだという理由を、文書も持ってしっかりと正式

に伝えに行くべきだろうと思うんですね。その辺に

関して見解を伺いたいと思います。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 先ほども申し上

げましたとおり、沖縄県の実情については資料を作

成して、その資料を基に説明したところであります。

そういった形で、沖縄の実情をしっかり伝えるとい

うことはやはり重要だと思っておりますし、その伝

わることによって予算の確保につながればというふ

うには思っております。

○新垣新委員 委員の指摘では、やはりこの関係各

位ですか、国、知事の動きが伝わらないみたいな答

弁があって、再興条例の延長のときに。そこを伺っ

ているんですよ。知事自身がしっかり、知事を先頭

に動かすべきだと思うんですよね。まずはアクショ

ンを起こしてほしいんですよ、行動を。何回やった

んですか、この件に関して予備費を取りに。伺いま

す。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 直近では12月と

２月に副知事を先頭に関係要路に要請したところで

す。

○新垣新委員 これに関して、沖縄担当大臣や官房

長官や総理に打診というのは何回やりましたか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 文化観光スポー

ツ部としては副知事に要請に行ってもらったのが先

ほどの２回ということでありますけれども、例えば

出発地の旅行前検査の延長とか、そういった分につ

いては当然予算も伴う話ですので、そういった部分

についてであるとか、臨時交付金の部分についての

増額であるとかという部分については、知事のほう

が電話なりオンラインなりという形でいろいろ働き
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かけているということについては承知しています。

○新垣新委員 休憩。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から予備費獲得のため

知事自ら総理大臣や官房長官、沖縄担当大

臣に直接文書を持って要請すべきであるが、

何回行ったかとの確認があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 知事については、

全国知事会での発言については毎回、沖縄観光の状

況なり、それから沖縄県の感染状況なりを踏まえた

予算の確保について発言していただいております。

また、要請については沖縄県としての要請ですので、

そこはしっかりと関係要路のほうに沖縄県の要請と

して、副知事ではございましたけど伝えたところで

ございます。そういう意味では、知事のほうもあら

ゆる機会を捉えて国のほうに働きかけております。

○新垣新委員 休憩。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から知事自ら総理大臣、

官房長官、沖縄担当大臣に要請した回数に

ついて答弁するよう指摘があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 知事はあらゆる

機会を捉えて、全国知事会なり、あるいはオンライ

ンの電話のやり取りという形でいろんな形で働きか

けております。今委員のほうの御質問は、直接知事

のほうが関係要路にどういった形で働きかけている

のかという御趣旨で言うと、８月30日に西村経済再

生担当大臣に対して、事業規模に応じた手厚い経営

支援を行うことや水際対策等々について要請してお

ります。それから、10月９日には西銘沖縄担当大臣

に知事から要請しております。また、10月26日は岸

田新内閣の発足に伴い、これは謝花副知事ですが、

企画部のほうを中心に要請が行われております。ま

た、11月６日には松野官房長官宛てに、旅行前検査

の徹底とかＰＣＲ検査等々の財政支援、それから持

続可能な観光地の形成に向けた支援策、予備費を活

用した地方創生臨時交付金の増額等を要請している

ところでございます。

○新垣新委員 ちょっと伝わっているところがあれ

で、今私が言っているのはこの傷んだ観光業界に対

する文書ですよ、明確な。協力金、沖縄は特別なん

だと文書でちゃんと要請しているかということを聞

いているんですよ。沖振のものを訴えたものもあり

ますよ、ダブりが。明確にこの一つという形で、で

は何のために観光再興条例を県議会がつくったのか

と。保革を越えて県民一つにとやっているものです

から、その文書を分かりやすく届けているかという

ことなんですよ。口頭ではないですよ、私が聞いて

いるのは。文書ですよ、知事が。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 先ほど述べた要

請について、全て要請書という形でお渡ししており

ます。

○新垣新委員 ではなぜ伝わらないんですか、これ

だけ傷んだ経済。都道府県の中で一番傷んでいるの

は沖縄県ですよ。なぜもっと知事の踏み込み、頑張

りを努力していただきたいんですけど、この件を部

長に言っても切りがないと思うので、事務的に頑張っ

ている姿も評価いたしますし、もっと知事が汗をか

いてですね、積極的に。この観光再興条例ができて、

そしてまた傷んだ観光産業関連企業が少しでも元気

になるように頑張っていただきたいと思います。

19ページの３、スポーツツーリズム戦略推進事業。

今年度の取組なんですが、これだけソフト交付金が

減額された影響はあるのかないのか、まず伺いたい

と思います。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 次年度の取組とい

うことでよろしいでしょうか。次年度も今年度に引

き続きまして、スポーツキャンプ・合宿、それから

スポーツ大会、スポーツイベント等の誘致、誘客を

促進するということで、平成30年度とほぼ同額の予

算となっております。

○新垣新委員 先ほども多くの委員からＪ１スタジ

アムの質疑がありました。民間の活力でスタジアム

を造るのはなかなか厳しいと。国に対して説明の要

請、納得させる手だてってどういう今年度は努力を

していくのかと。120億円のスタジアムと聞いたもん

ですから、どういう努力をしていくのか伺いたいと

思います。新年度予算。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 令和４年度は、整

備費であるとか収支計画の改善に向けた検討と、そ

れから経済波及効果の算出などのための事業費とし

て2000万円を計上してございます。

○新垣新委員 2000万円を計上した中で、なぜ国を

納得させることができないのかと。私はＪ１スタジ

アムに賛成の立場です。必要な施設と思っています。

スポーツは均衡のある発展が大事だと思っておりま

す。差別がない形でです。なぜ国を納得させること

ができないのか伺いたいと思います。
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○高宮城邦子スポーツ振興課長 昨年度、ソフト交

付金の活用に向けてということで、内閣府へ赴きま

して調整をさせていただいた際の論点ですけれども、

まずは特殊事情の整理、新たな交付金に向けてはそ

ういった整理をしていただくことが必要だと。それ

から、収益化が厳しい施設となっておりますので、

その辺りの複合機能等々でどういう計画を立ててい

くのかといったところが主な論点となってございま

す。

○新垣新委員 翁長知事が知事になってこの議論を

ずっとしてきて、約７年近く何一つ成果も取れない

というのは、国はこれで経済効果、補助金を出す以

上は元が跳ね返ってくるという考えを持っていると

思うんですよね。そういう説明とかはありましたか。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 経済波及効果とい

うところでは、平成29年度に算出されております

120億円という内容を説明申し上げております。ただ

その運営費、向こう何十年と運営をしていくわけで

すけれども、その運営費でどうしても黒字化すると

いうのは、この施設の性格上難しいということも御

説明を差し上げておりまして、懸念されております

のはその辺り、赤字が続いていく施設というところ

を気にされておりましたので、そこをどのように圧

縮ができるかというところを検討していくというこ

とになってございます。

○新垣新委員 維持管理費はどのくらいを見込んで

いますか。これを築いた場合、年間。

○高宮城邦子スポーツ振興課長 平成29年度の基本

調査の際の数字でございますけれども、中位の試算

で年間２億円から2.5億円程度というふうに試算をさ

れておりますが、ここは技術の開発等で状況も変わっ

てはおりますので、改めて算出をしたいというふう

に考えております。

○新垣新委員 分かりました。ぜひまた頑張ってい

ただきますよう、期待をしています。

すみません、もう一度19ページに戻って戦略的ク

ルーズ観光推進事業、新年度の取組を伺います。

○又吉信観光振興課長 本事業は、新たな振興計画

の素案に掲げる質の高いクルーズ観光を推進し、ク

ルーズ寄港周遊発着による観光収入の増加、地域経

済波及効果の向上を図ることとしております。

令和４年度は国内外の感染状況を注視して、クルー

ズ市場の動向を踏まえながら、特化した展示会や相

談会等への出展、セールス活動、クルーズ船社との

タイアッププロモーション、沖縄への寄港発着船の

インセンティブの支援、寄港による乗客・船社等の

満足度の向上、持続的な寄港等を促すための受入れ

体制の整備強化を図って、付加価値の高いクルーズ

を戦略的に誘致したいと考えております。

○新垣新委員 分かりました。

事項別の12ページ、沖縄県観光振興基金積立事業

について、総括質疑で上げていただきますよう委員

長に要望して質疑を終わりたいと思います。

以上です。終わります。ありがとうございました。

○西銘啓史郎委員長 ただいまの提案については、

本日の質疑終了後に協議いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、東日本大震災の発生時刻に合わ

せて全員で黙禱をささげた。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いいたします。

沖縄県観光振興基金積立事業でありますけれども、

これは国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図

るためというのが大きな目的になっておりまして、

内容をちょっとお伺いすると、中長期的に実施する

必要のある事業への活用というのがございますが、

まず１点が、これは短期的な需要にやはり応じない

と今どきはあまり意味がないのではないかなと思っ

たりもします。内容を聞いてみますと、あまりにも

多岐にわたり過ぎて、項目が多過ぎるというように

も思います。それで検討委員会等々で精査するとい

うお話も今日はございましたけど、これは４月１日

からぜひ運用したいということも聞いておりますの

で、であるならば、短期的な取組についてどのよう

な話合いを持って、今後、検討委員会で何をどう精

査をしていくのか。まずその点からお聞かせくださ

い。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 沖縄県観光振興基金

は、既存事業では十分に対応できない事業、中長期

的に実施する必要のある事業、それから機動的かつ

柔軟に実施する必要のある事業に活用することを基

本的な考え方としており、使途については観光旅客

の受入れの体制の充実強化、観光地における環境及

び良好な景観の保全、観光の振興に通ずる文化芸術

の継承及び発展並びにスポーツの振興、それから地

域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光

旅行の促進を図るための事業を想定しております。

基金については、今後各部局から提案された事業

について、基金の目的、優先度、効果等を勘案し選

定した上で、有識者や観光関連団体等で構成する検

討委員会を今後設置し、意見を聴取しながら事業を
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決定することとしております。

以上です。

○大浜一郎委員 これから委員会でどのように使う

かというのをやるというのであれば、これはもう事

前に僕は本当はやっておくべきだったんじゃないか

なと思いますよ。だって４月１日から動かしたいん

でしょう。では、いつこの基金は動いていくんです

か。これが全然分からない。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 今後、各部局で提案

された事業について、基金の目的、優先度、効果等

を勘案して、検討委員会で意見を聴取しながら事業

を実施することになります。決定された事業につい

ては随時、補正予算で計上して実施していくという

ような流れになります。

以上です。

○大浜一郎委員 これは短期的な今の現状について、

直近の観光業界の内容を皆さん知らないわけじゃあ

るまいし、この実情に配慮された、例えばこの基金

の積立て、これは取崩し型ですからね。要望にこれ

は沿っているのかなという、そういう議題が中心に

なって中長期という話になるんじゃないかなと思う

んですけど、その話はまず最初にやるべきじゃない

んですか。どうなんですか。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 短期的というのは、

機動的かつ柔軟に事業を実施する必要があるものに

ついて、検討委員会で意見を聴取しながら事業を決

定して実施していきたいと考えております。

以上です。

○大浜一郎委員 そうじゃなくて、今業界がどうい

う状況かというのは、常々皆さんとはコンタクトが

取れていないから内容が分からんという話になるん

ですか。ちょっとおかしいんだけど。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 基金については、業

界の意見も聞きながら事業を実施していくことにし

ておりまして、この２月にも業界団体に事業の事前

説明会を開催したところであります。その中では、

宿泊税を財源として導入することには反対であるこ

ととかという意見もあった一方で、基金については

設置を評価するとか、基金を活用した事業に期待す

る、平時に基金を積み立てて災害時等に必要な事業

を迅速的に実施するための財源として活用できると

いう声もあったところであります。

以上です。

○大浜一郎委員 ちょっと休憩いいですか。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜委員から短期的な対応とし

て基金の活用性はないのかとの発言があっ

た。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

呉屋陽慈観光政策課副参事。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 令和４年度当初予算

においては、観光事業者等の支援策として、国が実

施する事業復活支援金に上乗せを行う沖縄事業者復

活支援金に約21億円、全国から沖縄の旅行需要を喚

起するＧｏＴｏおきなわキャンペーンに377億円を計

上しております。沖縄県観光振興基金は、既存事業

では十分に対応ができない場合に活用することを想

定しており、これらの施策事業を総合的に実施する

ことにより、まずは沖縄観光の回復に向け取り組む

こととしております。

基金は、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

を図るための取組を実施するために創出したもので

あり、既存事業の実施状況等を踏まえ、必要な施策

に活用したいと考えております。具体的な事業の選

定については、公正・中立な活用、それから効果的

な活用を図る観点から、有識者や観光関連団体等で

構成する検討委員会で意見を聴取しながら決定して

いきたいと考えております。

以上です。

○大浜一郎委員 これでは今の業界の皆さんとか観

光関連の事業者には、全く僕は通じないと思います

よ。これだって観光振興基金でしょう。しかも40億

を積み立てて取崩しをしていくということで、ある

程度期待は持たせたかもしれないけど、実施内容に

ついては、今の現状の惨状についてどういうふうな

手だてを講じてやっていくかというのがこれからこ

れで示されなかったら、何の意味があるんですか、

これ。その辺のところをしっかり、ちょっと部長か

ら話してくれませんか。今の話では平行線になる。

短期的に何をするのかということをきっちり、その

辺のところ、この基金の中で何もないんですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 基金を設置する

に当たって、ツーリズム産業団体協議会を中心とし

た関係団体へ説明会を実施して意見聴取していると

ころですけれども、その基金については、やはり使

途事業を明確にすべきであるというような話である

とか、宿泊税の導入は、今時点で導入するという部

分について前提とすることに対しては反対であると

いう意見もあった一方で、設置を評価する、それか

ら基金を活用した事業に期待する、それから将来的

な税の必要性という認識はある、平時に基金を積み

立て、災害時等に必要な事業を迅速に実施するため
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の財源として活用できると。そういうような評価を

いただいた意見もございます。

基金事業のその基本的な使途の考え方としまして

は、既存事業では十分に対応できないとか、これは

機動的、柔軟に実施する必要があるということで、

当初予算で様々な事業を継続して計上させていただ

いておりますので、この事業の実施状況を勘案しな

がら、今時点で何が必要なのかというところを機動

的かつ柔軟に実施する必要がある事業という部分を、

関係業界の皆様の意見を聞きながら、それを優先度

に応じて実施をしていくと。そこを丁寧に意見交換

をしながら事業を選定していきたいと考えています。

○大浜一郎委員 では今までの業界とのブリーフィ

ングの中で、業界の要望というのはどういうのがあっ

て、どういうものに対応していかなければいけない

という認識が皆さんの中にあるんですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 コロナウイルス

の影響を長期にわたって受けているというところで、

事業継続に対する支援、事業規模に応じた支援とい

うことと、それから感染症対策に様々な経費がかかっ

ているので、この感染症対策に対する支援等々、そ

ういった声が大きいというふうに認識しています。

○大浜一郎委員 これに対しては、この基金で迅速

な対応の対象になるかどうかはまだこれから考える

ということですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 先ほどから説明

しております、そういうプロセスに沿って、そうい

うことも含めて関係業界の意見、それから専門家の

意見、そういったものも聞きながら検討していくこ

とになると思います。

○大浜一郎委員 そうなってくると、観光業界の皆

様がこれからもっと再興して生き残って、これから

頑張っていこうというようなものに寄り添っている

ようには、どうも聞こえないんですよね、皆さんの

お考え方は。その点、これからまたいろいろ何に使

うかというのをまた皆さんで検討してやっていくん

でしょう。もうちょっとフレキシブルに、これは迅

速性も目的に入っているけど、迅速性が担保される

かな。どうなんですかね。もう少しその辺のところ

を皆さん精査されたほうがいいんじゃないですか。

ちょっと生身の人間らしくさ。あまりにもちょっと

硬直しているように思えるけどな。その点はどうな

んですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 検討委員会の準

備という形で、どのような形で組織立てていくとか、

それからそのプロセスであるとかスケジュール的な

ものは、事務的に今作業を進めているところですの

で、４月以降、迅速に検討が進められるように今か

ら準備を進めていきたいと考えています。

○大浜一郎委員 部長、これはとても遅いなと思う。

それと宿泊税の導入が基金繰入れの原資となって

いるような、今のところはそうなっていますけど、

これで十分な施策の展開ができるというふうに考え

ていますか。それと、この約１年でどれぐらいの予

算を取り崩して物事に対応していくのかという想定

はありますか。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 令和４年度当初予算

においては、観光事業者等の支援策として、国が実

施する事業者復活支援金に上乗せを行う沖縄事業者

復活支援金に約21億円、全国から沖縄への旅行需要

を喚起するＧｏＴｏおきなわキャンペーン事業に約

377億円を計上しております。観光振興基金は、既存

事業では十分に対応できない場合等に活用すること

を想定しており、その活用については当初予算で計

上した事業や、繰り越した事業の進捗状況を勘案し

ながら、各部局から提案された事業について基金の

目的、優先度、効果等を踏まえて選定した上で、有

識者や観光関連団体等で構成する検討委員会で意見

を聴取し、事業を決定することを予定しております。

以上であります。

○大浜一郎委員 ちょっと休憩いいですか。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜委員から基金については既

存事業で対応できない場合に活用するとい

う位置づけなのか、そうであればそのよう

に答弁するよう指摘があった。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 先ほど来説明し

ておりますように、既存事業を補完するという性格

はありますけど、ただ、機動的かつ柔軟に基金の目

的に沿ったきめ細かな事業を実施しようという趣旨

でもございますので、その使途内容について公正性

を期すというところで、専門家であるとか観光関連

団体の意見を聞きながら検討委員会で議論をすると

いうことでありますので、その検討については今か

ら準備を進めておりまして、迅速に必要な事業が事

業化できるように進めていきたいと考えています。

○大浜一郎委員 私は、観光再興条例が１年延長し

た、その中である程度この延長した意味をしっかり

するための１年に、やっぱり議会も執行部もやりた

いなと、やるべきだろうと思っていて、この基金の
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繰入れの工夫にしても、国にしっかりと要望してい

く必要があるだろうと思っていたわけですよ。どう

やって積み上げていって、あらゆる事態に対応する

かということで、もうちょっと僕はフレキシブルな

ものを想定はしてきた。しかし今回見てみると、

ちょっとフレキシブルさに欠けているような気もし

ないでもない。だから、その辺が非常に残念です。

委員長、これは総括質疑に取り入れたいと思います。

○西銘啓史郎委員長 これも後ほど質疑終了後に協

議いたします。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 それでは質問を移ります。この復

活支援金ですけど、これは事業者が要望する支援金

として妥当な予算措置だというふうに思いますか。

○嘉数晃観光事業者等支援課長 今回、予算計上し

ているのは約21億円というところで、観光事業者等

からは様々な場面で支援の要請がありまして、今回

この沖縄事業者復活支援金、臨時交付金を活用させ

ていただいているんですけど約90億、94億の中で20億

というところで予算措置をさせていただきました。

事業者からは、観光事業者というところでいくと、

非常に大きな経済的なダメージを受けているという

ところで、十分な額ではないというところではある

と思うんですけど、限られた予算の中でできる限り

の予算措置をして、今回取り組んでいこうと考えて

いるところでございます。

○大浜一郎委員 これをもう少し増やしていくよう

な予算措置というのは、今後見込まれますか。どう

ですか。

○嘉数晃観光事業者等支援課長 先ほどお話ししま

した国の臨時交付金の財源を活用させていただいて

おりますので、今のところ増額というところは予定

しておりません。

○大浜一郎委員 だからこそしっかりと国に対して

も、この惨状、そして今の現状、必要な額、そういっ

たものをしっかりと要望をしていくという作業も同

時に、今新垣委員が言ったけれども、これは一緒に

やらないと駄目ですよ。要するに知事会なんていう

のは、なべてしかやりませんからね。やはり沖縄は、

沖縄の経済がもうぶっ壊れているんだというところ

で今対応しなきゃならないということは、これは県

知事を先頭にしっかり予算獲得を、どこからでもい

い、取りに行くぐらいのことをしないと、こういっ

たのに対応できないんですよ。そういったことも含

めて、今の基金条例もそう。もうちょっと寄り添っ

た運用を考えていかないと、これは救われないよ。

僕はもう本当にそう思いますね。だから今では厳し

いと言うんだけれども、復活のために何をするかと

いうこともちゃんと知事部局ともしっかり検討して

くださいよ。部長どうですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 財源としては地

方創生臨時交付金を活用して、その限られた予算の

範囲内でというところではありますけど、約21億円

という予算措置ができたというふうには考えており

ますし、個人、法人合わせて約１万9300事業者を想

定しておりますので、まずはそこをしっかり周知を

して、事業者の皆様に活用していただくということ

が大事かなと思っています。その活用状況を背景に

しながら、沖縄県の状況を説明しながら、臨時交付

金の増額等についてもこの執行状況を背景にしなが

ら国のほうに働きかけていくのが大事かなというふ

うに思っています。

○大浜一郎委員 これは国の支援もないと、とても

じゃないけど沖縄の事業者は本当に苦しい思いを

ずっと続けていくことになりますよ。そういったこ

とも視野に入れて、素早く動ける体制に持っていっ

てください。

それでは３番目、ＤＸの観光客動態調査と情報基

盤の構築事業がありますけれども、これで得た情報

分析、得た情報を民間事業者とどのように、民間業

者も含めないとこれは意味がないので、民間業者も

含めてどのようにフィードバックして具体的な成果

につなげていくのかという、このちょっとイメージ

を教えてください。

○山川哲男観光政策課長 コロナ禍前の沖縄観光の

課題の一つにオーバーツーリズムという言葉がござ

いました。例えばクルーズ船が到着して、一定の箇

所に集中した人が集まることによって、地域の方々

の日常生活に支障が出ているということがございま

す。そういったことも踏まえて、次年度から始まり

ます新振計、それから６次沖縄県観光振興基本計画

の中では、県民の幸福度も向上させるような持続可

能な観光地の形成を目指していこうというふうに考

えております。

そういう中で具体的な事業として、これは国内客

を今メインにしているんですけれども、国内様々な

地域から沖縄にいらっしゃった方々がどこに集まっ

て、どういう動線で次の観光地のほうに行っている

のか。その日時、時間等をつぶさに分析することに

よって、その平準化、分散化を図ることができない

かというふうに考えております。この事業自体は観

光客の動線を捉えるという部分が主になっているん
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ですけれども、他の２次交通対策事業等々とも絡め

て、県内くまなく日常生活に支障がないような観光

地の形成を目指していくと。そういう事業の一つに

なっております。

以上でございます。

○大浜一郎委員 では情報分析の、要するに何を抽

出していくのかというのは明確になっているという

理解でいいですか。

○山川哲男観光政策課長 いらっしゃった方々のま

ず居住地、それからどういった動線で県内をくまな

く動いているのか、それからもう一つ、集中的に集

まっている観光施設ですね。そういったことも捉え

ることができます。

以上です。

○大浜一郎委員 この予算はそれにしてはちょっと

少ないような気がするけど、これで大丈夫ですか。

○山川哲男観光政策課長 この事業自体は、ＧＰＳ

機能を活用して観光客の動態を追いかけるというと

ころが主になっております。それ以外にも、２次交

通対策事業であるとか様々な施策事業がございます

ので、そこと全部連携をさせた上で、それぞれの事

業で得た情報を総合的に活用することによって、持

続可能な観光地の形成を目指してまいります。

以上です。

○大浜一郎委員 終わります。

○西銘啓史郎委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 先ほど赤嶺委員、いろんな委員か

らＭＩＣＥ施設の件でいろいろ質問が出ておりまし

たので、私のほうからも１点だけ。ぜひ部長、職員

の皆さんにお願いしたいのは、この西原与那原ＭＩ

ＣＥ施設は地元からの要望と期待で、本当に南部地

域のまちおこし、地域おこしだと思っております。

私もこの点については自分なりに努力してきたつ

もりなんですが、ただ今の形での進め方は、先ほど

もありましたとおり、もし箱物を造ってそれがうま

くいかなかったときの責任所在をどうするんだと。

今日のこの委員会の中での議事録も恐らく５年、10年

後には出てくると思っています。再度立ち止まって、

やはり国の支援を受けてしっかりとツケを残さない、

そして箱物ができた後にみんなが使い勝手がいいよ

うにできるような施設を造ってほしい。要望を申し

上げて終わります。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 以上で、文化観光スポーツ部

関係予算議案に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午後３時10分休憩

午後３時26分再開

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました総括質疑につ

いて、各総括質疑ごとに、これを提起しようとする

委員から、改めてその理由を説明した後、当該総括

質疑を報告することに反対の意見がありましたら、

各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります総括質疑（委員会協議用）の順番でお

願いいたします。

まず、項目１、飼料高騰等により大きな影響を受

けている畜産業界への支援についての提起理由につ

いて、大城憲幸委員お願いします。

○大城憲幸委員 １番の飼料高騰の畜産の支援につ

いては、結論から申し上げますと、取り下げたいと

思っております。

理由は２つあります。もう議論したとおり、円安

あるいは重油の高騰、穀物の高騰等々で配合飼料価

格がこの２年ぐらいずっと上がっている中で、畜産

経営が厳しい。それを受けての今回のウクライナ危

機ですので、今、畜産系は非常に厳しいというのは

議論があったとおりです。そしてそれに対して、担

当部局も今後やはりその厳しさは実感もしているし、

今の基金制度でも十分ではないという認識は共通し

ておりました。今後取り組んでいきたいというよう

な話もありましたし、総括質疑をやるよりは、でき

れば取り下げて、皆さんの御理解もいただいて附帯

決議として今後につなげられたらありがたいなと

思っておりますので、総括質疑からは取り下げて附

帯決議としてつけさせていただきたい。このように

お願いしたいと思っています。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、事務局から特に申出のあった事

項については総括質疑の協議の後に行うの

で、改めてそこで提案するよう説明があっ

た。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

１番については取下げということになりました。

２番、低炭素で災害に強い、沖縄らしい島しょ型

エネルギー社会の実現に向けた取組についての提起

理由について、大城憲幸委員お願いします。

○大城憲幸委員 ２番については、そのまま知事の

認識、執行部の考え方を聞きたいと思っています。
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議論したように、先進国の中で日本は再生可能エ

ネルギーの取組については弱いと言われています。

その中で断トツ、沖縄というのは島嶼あるいは構造

的な問題もあって、なかなか進んでいない。そして

直近でも、答弁があったように８％。今、全国が20％、

ハワイは30％。こういう状況で、振興策の議論のと

きには、これは税制優遇措置も含めて様々なものを

集結をして上げるんだというような話でした。18％

の目標に対してもっと上げるべきだという議論をし

たときには、18％に上げるだけでも3000億の費用が

かかるんだという議論でした。ただ、やはりクリー

ンエネルギー・イニシアティブのメンバーからの提

言もあって、目標は取りあえず28％に設定はしまし

たけれども、今の取組では到底10年後の二十数％と

いうのはなかなか難しいと思っています。

担当課、部も、この予算以外にも環境省ほかの事

業も模索をしながら取り組んでいきたいという思い

はありましたけれども、やはりその辺は県民の理解、

あるいは財政当局の理解もどうしても必須の大きな

事業になりますので、知事の見解、取組を伺いたい

ということで、総括質疑でお願いしたいと思います。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 ただいまの項目について、反

対の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○西銘啓史郎委員長 意見なしと認めます。

次に、３番の観光産業の再興に向けた沖縄県観光

振興基金積立事業の活用についての提起理由につい

て、新垣新委員お願いします。

○新垣新委員 先ほど委員会でも質疑しましたが、

この観光基金、40億の積立基金があると。委員から

の質疑の中での答弁でも、この議論を踏まえて、飲

食店にはそういった協力金を出しているけど、観光

業界にも協力金を検討していくということに非常に

評価しつつも、この委員会においても観光再興条例

が１年間延長になったと。その目的の中では、やは

り国からの予算獲得をして、一日も早く観光産業企

業が痛んでいるので救済すべきだと。観光産業企業

が潰れる前に、一日も早い手だてをということを知

事に総括質疑をして、ぜひ国からの獲得を目指して

ほしいということを質疑をしたいということで、委

員長、取り計らいをよろしくお願いします。

○西銘啓史郎委員長 ただいまの項目について、反

対の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○西銘啓史郎委員長 意見なしと認めます。

以上で、総括質疑に係る提起理由の説明と反対意

見の表明を終結いたします。

次に、総括質疑に係る予算特別委員会における総

括質疑についての意見交換及び当該事項の整理等に

ついて、休憩中に御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、総括質疑の意見交換及び当該事

項の整理等について協議した結果、低炭素

で災害に強い、沖縄らしい島しょ型エネル

ギー社会の実現に向けた取組について、観

光産業の再興に向けた沖縄県観光振興基金

積立事業の活用についてを報告することで

意見の一致を見た。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

総括質疑につきましては、休憩中に御協議いたし

ましたとおり報告することといたします。

次に、特に申し出たい事項について御提案があり

ましたら、挙手の上、御発言をお願いいたします。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 先ほどお話ししました飼料高騰等

による大きな影響を受けている畜産業界への支援に

ついてですけれども、本来は、今回陳情が出ていま

すので、その陳情を受けてであればお互いの共通認

識がもう少し深まるのかなと思ったんですけれども、

ちょっと日程上、これが先になりました。

ただ、委員会で予算審査で担当部局と議論したと

おりですので、ぜひ委員の皆さんの御理解もいただ

いて附帯決議としてつけさせていただければありが

たいなと思っております。

○西銘啓史郎委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 私は賛成です。理由は、今日委員

会の中でも部長が答弁しておりましたけれども、や

はり農林水産部の中でも、やりたくても予算との関

係があって、総務またほかの課との調整もあると思っ

ていますが、我々が附帯決議をつけることによって

農林水産部としても予算化をしてしっかり対応でき

るものだと思っていますので、附帯決議をつけて、

この餌の高騰―ただ、１つ問題があるのは、今日部

長が答えていたのは、基金に入っているというのは

農家が基金に入っているんですよ。県は基金には金

を出していません。また、基金に入っていない農家

もいるんですよ。そういった方々も救えるような附

帯決議になればなと思っております。

以上です。

○西銘啓史郎委員長 休憩いたします。

（休憩中に、島袋委員から附帯決議の取扱い
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について説明するよう申出があり、事務局

から従来の予算・決算特別委員会で特記事

項として提案されていた附帯決議について

は、特記事項に代わり、その他委員から特

に申出のあった事項として整理することが

先般の議会運営委員会において決定された

こと、さらに、特に申出のあった事項につ

いては総括質疑と併せて予算特別委員会に

報告され、改めて協議されることについて

説明を行った。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

ほかに、特に申し出たい事項について御提案はあ

りませんか。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○西銘啓史郎委員長 提案なしと認めます。

休憩いたします。

（休憩中に、特に申し出たい事項については

委員長において各委員の意見をまとめた上

で報告することで意見の一致を見た。）

○西銘啓史郎委員長 再開いたします。

特に申し出たい事項につきましては、休憩中に御

協議いたしましたとおり報告することといたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における予算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○西銘啓史郎委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月15日 火曜日、正

午までにタブレットに格納することにより予算特別

委員に配付することになっています。

また、予算特別委員の皆様は、３月16日 水曜日

に総括質疑の方法等について協議を行う予定になっ

ております。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月22日 火曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 西 銘 啓史郎



－407－

令 和 ４ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和４年３月11日（金曜日）

開 会 午前10時５分

散 会 午後５時33分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和４年度沖縄県一般会計予算

（保健医療部所管分）

２ 甲第20号議案 令和４年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

３ 甲第21号議案 令和４年度沖縄県病院事業会

計予算

４ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

委員長 末 松 文 信君

副委員長 石 原 朝 子さん

委 員 小 渡 良太郎君 新 垣 淑 豊君

照 屋 大 河君 比 嘉 京 子さん

瀬 長 美佐雄君 玉 城 ノブ子さん

喜友名 智 子さん 上 原 章君

欠席委員

翁 長 雄 治君

説明のため出席した者の職、氏名

保 健 医 療 部 長 大 城 玲 子さん

医療技監兼保健衛生統括監 糸 数 公君

保 健 医 療 総 務 課 長 名 城 政 広君

医 療 政 策 課 長 宮 城 優君

健 康 長 寿 課 長 比 嘉 貢君

地 域 保 健 課 長 国 吉 悦 子さん

感 染 症 対 策 課 長 嘉 数 広 樹君

ワクチン接種等戦略課長 城 間 敦君

衛 生 薬 務 課 長 田 端 亜 樹君

衛生薬務課薬務専門監 池 間 博 則君

国 民 健 康 保 険 課 長 仲 間 秀 美さん

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

病 院 事 業 統 括 監 玉 城 洋君

病 院 事 業 総 務 課 長 上 原 宏 明君

病院事業総務課看護企画監 津 波 幸 代さん

病院事業総務課班長 松 元 博 久君

病 院 事 業 総 務 課 佐久本 愉君
人 事 労 務 管 理 室 長

病院事業総務課新型コロナ 當 銘 哲 也君
ウイルス感染症対策室長

病 院 事 業 経 営 課 長 與 儀 秀 行君

北 部 病 院 長 久 貝 忠 男君

中 部 病 院 長 玉 城 和 光君

南部医療センター・ 和 氣 亨君
こども医療センター院長

精 和 病 院 長 親富祖 勝 己君

宮 古 病 院 長 本 永 英 治君

八 重 山 病 院 長 篠 﨑 裕 子さん

3ii4

○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第20号議案、甲第21号

議案の調査及び予算調査報告書記載内容等について

を一括して議題といたします。

本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局

長及び各県立病院長の出席を求めております。

これより、病院事業局長より病院事業局関係予算

議案の説明を聴取し、予算議案を調査いたします。

それでは、病院事業局長から病院事業局関係予算

議案の概要の説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 委員の皆様おはようござ

います。

それでは、病院事業局所管の第21号議案、令和４年

度沖縄県病院事業会計予算について御説明申し上げ

ます。

サイドブックスに掲載されております令和４年第

１回沖縄県議会（定例会）議案（その１）に基づい

て御説明いたします。

59ページを御覧ください。

令和４年度沖縄県病院事業会計の予算につきまし

ては、病院事業の持続的な経営の健全化を目指す予

算案の作成を行うこと、各病院における患者数の動

文教厚生委員会記録（第３号）
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向及び経営状況を踏まえ、沖縄県立病院経営計画に

掲げる３つの目標を達成する経営改善による効果を

加味した予算案の作成を行うこと、現下の経営状況

を踏まえ、収益向上につながる取組及び費用の縮減

・効率化の取組をなお一層推進し、効率的な企業経

営を実現する予算案の作成を行うことを基本方針と

し、あわせて新型コロナ感染症の対応に伴う影響を

勘案して予算を編成しております。

それでは、議案の概要について御説明いたします。

まず初めに、第２条の業務の予定量について、（１）

の病床数は、６病院合計で2149床としております。

また、（２）の年間患者延べ数は、同じく６病院合計

で134万5821人を見込んでおります。（４）の主要な

建設改良事業は、災害拠点病院施設整備事業となっ

ております。

第３条の収益的収入及び支出について、病院事業

収益は653億8957万1000円を予定しており、収益の内

訳は、医業収益が523億3202万2000円、医業外収益が

128億7910万8000円、特別利益が１億7844万1000円と

なっております。

続きまして、病院事業費用は674億3416万8000円を

予定しており、費用の内訳は、医業費用が662億5209万

3000円、医業外費用が８億5649万円、特別損失が３億

1558万5000円、予備費が1000万円となっております。

60ページに移りまして、第４条の資本的収入及び

支出については、施設の整備と資産の購入などに係

る予算で、資本的収入は43億6815万4000円を予定し

ており、収入の内訳は企業債が23億750万円、他会計

負担金が19億9868万5000円、他会計補助金が3099万

6000円、国庫補助金が3097万2000円、寄附金が1000円

となっております。

次に、資本的支出は64億7126万5000円で、支出の

内訳は、建設改良費が24億3178万6000円、企業債償

還金が38億3947万4000円、他会計借入金償還金が２億

3000円、無形固定資産と国庫補助金返還金がそれぞ

れ1000円となっております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する21億311万1000円は、損益勘定留保資金で補塡す

ることとしております。

第５条の債務負担行為は、債務負担行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額について定めてお

ります。

第６条の企業債は、限度額を23億750万円と定めて

おります。

61ページに移りまして、第７条の一時借入金は、

限度額を70億円と定めております。

第８条の予定支出の各項の経費の金額の流用は、

各項の間で流用できる場合について定めております。

第９条の議会の議決を経なければ流用することが

できない経費は、職員給与費と定めております。

第10条の他会計からの補助金は10億5227万6000円

を予定しております。

第11条の棚卸資産購入限度額は、薬品及び診療材

料に係る購入限度額について、129億8275万4000円と

定めております。

第12条の重要な資産の取得及び処分について取得

する資産は、器械備品で、Ｘ線コンピューター断層

撮影装置１件、循環器用Ｘ線血管造影装置１件、院

内ネットワーク機器１件、核医学診断用装置１件を

予定しております。

以上で、甲第21号議案令和４年度沖縄県病院事業

会計予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

つきましては、昨日と同様に行うこととし、本日の

質疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ・番号及び事業名等をあらかじ

め告げた上で、説明資料の該当ページをタブレット

の通知機能により委員自ら通知し、質疑を行うよう

御協力をお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに甲第21号議案に対する

質疑を行います。

比嘉京子委員。
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○比嘉京子委員 おはようございます。

各病院の院長先生方を予算と決算で御出席いただ

いております。この２年余り、県立病院におかれて

はコロナウイルスから県民の命を守ると同時に、救

急搬送により急患の対応にも365日24時間当たってこ

られました。心からの敬意と感謝を申し上げます。

県民の生命の最後のとりでである病院現場が医療に

専念できるためにどのようなことが求められている

のかを知るために、以下、質問をいたします。

まず、１番目に病院長にお聞きしたいと思います。

長きにわたり、コロナウイルスからの対応を迫られ

たわけですけれども、この２年余の対応を踏まえて、

今後の病院の在り方について各病院長から御提言が

あればいただきたいと思います。

○久貝忠男北部病院長 おはようございます。

コロナ対応から今後の病院の在り方という御質問

ですけど、まず、北部病院はこれまで大型の機器と

か人工呼吸器など、買換えが難しい状況がずっと続

いていたんですが、今回のコロナ関連予算でそれら

を整備することができました。もう一点は、これら

の機器の活用をですね、柔軟に行われることで、治

療に専念することができたことは大変よかったと思

います。

しかし、そういうふうな人工呼吸器とか特にＥＣ

ＭＯなんかは、それを扱える人材がやっぱりちょっ

と手薄であるということで、その辺の問題は残って

いるかなと思っています。

今後の病院の在り方ですけれど、今回非常に痛切

に感じたのは、平時と非常時の切替えというのが非

常に難しいと。それをやるためには、平時から人材

を確保しておかなければいけないんですけれど、こ

れは私の考えですが、この切替えは病院単独でやる

ということはやっぱりとても難しくて、地域全体で

巻き込んでやっていくことが大事かなということを

感じました。そのためには地域医療構想とか一刻も

早く進めていただければ、そういうのに平時、非常

時にも強い体力ができるんじゃないかと思っていま

す。病院の再編とか集約化―そういうことで、病院

によって、我々の病院はこれを診ると。それでそち

らの病院はこういうのを診てくださいと。そういう

ふうなことができれば、より非常時にも今後は対応

できる、こういう切替えをですね。その体制をつく

ることが大事かと思っています。

以上です。

○玉城和光中部病院長 よろしくお願いいたします。

まず、今回の第６波のときのピーク時の対応の状

況をちょっと申しますと、病床は最大で84床を休止

しています。当然これはコロナの対応に当たるため

でございます。これは約２病棟分に当たる病床となっ

ております。

職員の感染もやっぱり出てきておりまして、職員

の休職は最大で92名が休職をするに至っている状況

がございます。

まず、比嘉京子委員の質問について、ハード面、

ソフト面という形でお答え申し上げますと、まずハー

ド面のほうからいいますと、コロナ禍において建物

の構造上の問題、当院はこれがもう非常に明確になっ

たということですね。また、様々な部門の設立によ

り増築とか改増築とかが行われていますけれど、やっ

ぱり建物の狭隘という問題がもう非常に立ちはだ

かっております。それもあって将来的に見据えた―

これはビジョンでも話しましたけれども、やっぱり

新病院の建設を検討する必要があるということを盛

り込んだのもその理由でございます。

感染症指定病院としての体制強化として、陰圧等

の設備もありますけれども、まず医療設備の中でも

患者の動線の区分けも非常に難しいという状況が

あって、当院の感染症科の工夫でこれを何とか乗り

切っているということです。一般診療と感染患者が

交差するところがどうしても出てしまうという問題

があります。病棟の個室とか集中治療室、手術、透

析、化学療法室等の整備もやっぱり必要であるかな

というふうに思っております。いわゆる十分でない

ということが、今回分かってきております。

ソフト面から、まず対外的に言いますと、臨時の

医療施設とか野戦病院とか、待機ステーションの流

行の早い段階からの検討というのは、やっぱり県と

市町村の連携強化とか地域医療機関との非常時の連

携を話し合う仕組みをつくるということですね。こ

れは何を言っているかというと、医療圏ごとの地域

全体でのＢＣＰの策定と病院間の協定を締結して、

災害時のＥＲ救急の実践、何でも受け入れられる体

制をつくるということで、これは大事かなと思いま

す。

また、人材確保が残念ながら十分にできていない

状況があります。特に看護部門においては、３月９日

の時点で産休・育休の通常の休職、約30名に加えて、

看護補助員等を含めるとまたさらに約30名、コロナ

関連で休んでいるという状況があります。看護師は

もちろん、管理栄養士とＭＳＷ等も同様で、定数が

あってもコロナ禍では年度途中でタイムリーに人材

を確保することも非常に難しくて、また看護師に至っ
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ては、採用できても感染症対応を含め即戦力として

やっぱり働けるかどうかという、すぐ働けるという

わけではないという場合も多いので、さらに職員の

教育、育成にまた労力を割かないといけないという

現場の大変なところがあるというのも分かっており

ます。

私からは以上でございます。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 お答えします。

県立の各病院は、災害時の拠点病院でもあるため、

非常時においても成人、小児の救急医療や周産期の

医療など、そういった機能は維持していかなければ

なりません。新型コロナウイルス感染症の流行期に

あっても、コロナ患者とコロナ以外の救急患者の両

方の診療が求められ、これを両立するために当院で

は、第５波と第６波のピーク時に災害時事業継続計

画、すなわちＢＣＰを発動して、一般診療の多くを

中止し、コロナと救急医療、この２つに特化した診

療を行いました。

これは単独の病院でできることではなく、先ほど

北部病院長が述べられたように、地域医療機関の協

力があってできることですし、中部病院長のおっしゃ

るように地域でのＢＣＰというものは今後必要に

なってくると考えています。

当院の機能としては、平常時は高度医療や南部圏

域の地域医療を支援する病院としての機能を果たし、

コロナ禍においては災害拠点病院としての役割を果

たす、その時々のニーズに応じた医療を県民に提供

することが当院の在り方であると感じています。

以上です。

○本永英治宮古病院長 宮古病院では、昨年の１月

に第３波によるコロナ患者の急増を見まして、医療

崩壊の手前まで追い込まれました。それで自衛隊を

応援に呼びまして、それで対応した中で、我々はこ

の地域で医療が逼迫する要因が６つあるというふう

に見ています。

その１つ目は、重症患者が出るということですね。

２つ目は、高齢者の患者の入院が増えるということ

です。３つ目に、複数の高齢者施設でのクラスター

発生ですね。４つ目に、市中感染がかなり多く増え

るということです。５つ目に、一般患者の救急患者

が増えて入院が増えるというのも、病院が逼迫する

原因というふうに考えています。６つ目に、院内感

染です。院内感染が起こると、これは医療危機にな

るというのはもう見えていたので。１から今挙げた

５つのことは、宮古病院は経験しました。まだ院内

感染は経験してないんですね。

それで我々の対策としては、このような医療危機

を防ぐためにも、地域のシステムとして、医師会と

保健所、それから宮古島市、ホテル療養、自宅療養、

そういったものをネットワークで対応していく、シ

ステムとネットワークで対応していくというので現

在までそれをやって、うまく功を奏しております。

ただし、入院患者がもっと増えて、高齢者施設で

の―特に超高齢者ですね、介護が必要とする入院患

者が増大してくるときに、高齢者施設で施設職員が

かかって、さらに入所患者がかかっているときに大

きな問題が出ると。例えばそのときに高齢者がどん

どん宮古病院に入院すると、９割ぐらいは介護が必

要なケアになるんですね。それから、治療が１割か

ら２割。ということは、介護に相当看護師の手が奪

われている状況があります。そこを何とかしないと

いけないというので、これを新しい課題として我々

は考えています。

それで比嘉京子委員の質問に対して、ハード面で

今宮古病院が一番大事に思っているのは、院内感染

を防ぐためにどうしたらいいかということです。そ

れで一番は外来の待合室で、やっぱり患者が増えて、

その中に無症状の患者がいたときにうつす可能性が

あるということで、外来待合室では狭いだろうと。

それから、救急室の待合室が狭いですね。そういっ

たところから感染の火花が出てくるんじゃないかな

というふうに考えております。

それでこの件に関して、一応今年、宮古島市の夜

間休日診療所を無償譲渡してもらって、そこを広げ

て感染対策として対応しようというふうに思ってい

ます。待合室をまず分けて、発熱の患者とそうじゃ

ない一般患者に分けて対応していくということで、

感染症に対する水際計画、対策をしようと考えてい

ます。

それからソフト面なんですけれども、この６波に

至る前から宮古病院は、実は産休・育休、それから

病休、それから長期研修などで看護師が結構不足し

ていました。不足した中でどうやってコロナの対応

をしていくかというのをずっと考えていまして、第

６波を迎えたわけなんですけれども、第６波では実

は職員がマックス44名休まれたことがあったんです

ね。日頃からでも看護師の数が少ない中で、またさ

らに44名の医療従事者が休まれたということで、そ

れはもうすごい危機だったんですけれども、何とか

手術制限とか、検査制限、外来制限ということで対

応しながら、それから一般病棟の病床を減らして、
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そこから浮いた看護師をコロナ病棟に回したという

ことをやりました。それから、病院事業局のほうか

ら他県の看護師派遣ですね―厚生労働省からの看護

師派遣で、熊本大学、福井大学、久留米大学、多摩

北部医療センター、加古川病院、それから島ナース、

そういった人たちを応援にいただいて、10名近い応

援をいただいて何とか乗り切ることができました。

そういうことを踏まえて、次年度、令和４年度は

看護師の職員が一応16名、定員増が今計画されてい

ます。そうすることによって、手術制限したり、検

査制限したり、病棟を制限することは幾らか緩和で

きるというふうに今見込んでいます。でも、病休と

か産休とか育休とか、そういったものが必ず出ます

ので、出たときにはそれに対応できる臨時任用の職

員の採用をぜひお願いしながら、そういう対応をす

ることによって我々は対応できるんじゃないかなと

いうふうに見ています。

以上です。

○篠﨑裕子八重山病院長 八重山病院は、八重山地

域での唯一の新型コロナウイルス感染症の重点医療

機関となっております。コロナ感染者が増加したと

きには、当院は外来診療、あと救急、緊急手術及び

検査以外はなるべく制限をして、医療従事者を集中

的にコロナ対応という形を取りながら確保してきま

した。現在でも石垣島は今まだコロナの患者が増え

たりしていますので、１病棟をいまだコロナ病棟専

用にして、コロナに対応をしているという現状があ

ります。

当院は地域の唯一の救急受入れ病院でもあります

ので、救急患者の受入れに関しては制限をしないで

24時間対応しています。

また、高齢者施設、ほかの病院での陽性者が多数

発生した、クラスターを起こした場合には、当院の

感染症の認定看護師及び医師をすぐにその施設に派

遣して、感染の管理及びゾーニングとかを指導しな

がら、その地域のコロナを抑えるのに対応しており

ます。

今回のように非常時において、やはり平時では事

業というか診療が継続できるにもかかわらず、非常

時に関してはやはり人の確保が難しくて、その人を

集中的にその部分に集めるという形じゃないと、当

院はそういうコロナの対応ができなかったというの

はあります。そのためにも、やはり平時から定数の

余裕を持った人数がいれば、診療制限もせずに一般

診療に関しても影響がなく行えたかなというふうに

思います。人員の確保を今後手厚くしていただける

ように配置をしていただきたいというのが希望であ

ります。

ハード面では、やはり離島から本島へ重症患者を

搬送するための環境整備が今後必要になってくるか

なと思っております。当院は災害だけじゃなく、医

療も高度医療ができない部分に関しては、全て沖縄

本島のほうに患者を搬送しています。今回もコロナ

患者で重症化になった患者に対しては、全て沖縄本

島の重点医療機関のほうに搬送して、命を救ってい

ただいたという状況がありますので、やはり搬送に

関する環境の整備は必要になってくるかなというふ

うに感じております。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 よろしくお願いします。

当院は県立唯一の精神科病院として、公益的な見

地から精神保健福祉法第19条の７に基づいて政策医

療を行っております。今回、新型コロナウイルス感

染症に対応するため、既存の病棟１か所を休棟し、

新たにコロナ専用病棟―これは正確には新型コロナ

感染症ユニットなんですけれども、それを整備いた

しまして、精神疾患を有する新型コロナウイルス感

染症患者の入院受入れを行ってまいりました。

今後も県立の精神科病院として地域に必要な精神

科医療の確保に取り組み、民間の精神科病院では対

応困難な医療を担う、県内精神科医療の中核病院を

目指したいと思っております。

一方で、当院は今年で建築後36年を経過し施設が

老朽化しているため、現在の多様化した精神医療の

ニーズに十分に応えられない状況になっています。

当院の耐用年数、恐らくあと約５年程度だと考えて

おりますが、それを踏まえて、今後は新興感染症、

新型コロナだけではなくて、今後発生し得る新興感

染症を含む今後の新たな医療ニーズに対応した、よ

り質の高い精神医療を提供できるよう、今後の精和

病院の在り方については総合病院への統合を含めて

現在検討中です。

ハード面として新たな精和病院として求めるべき

ものは、旧型の病院施設―大部屋が主体になったよ

うな病棟から、感染症にも対応できるような個室が

主体となった、現在の多様な医療ニーズに対応でき

るようなそういったハードが今後は必要になるので

はないかというふうに考えております。

以上です。

○比嘉京子委員 院長先生たちから、それぞれの病

院におかれたコロナ禍が見えてくる医療体制につい

て御意見を伺いました。
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事業局のほうに伺いたいと思うんですが、感染症、

平時からもちろん、このソフト面での人員体制につ

いて幾つかありましたけれども、いわゆる途中での

採用の困難さ。それともう一つは定数的なお話もあ

りましたけれども、柔軟的な採用。一つは私、年間

ほぼほぼ産休・育休という人数というのはもう出さ

れていると思うんですよね。年間６病院を含めて産

休・育休に対応するような、今の採用ということが

どのようになされているのか伺います。

○上原宏明病院事業総務課長 看護師については、

委員おっしゃるとおり年度中途での代替は難しいで

すので、今年度の採用もそうだったんですけれども、

退職者とかを勘案した必要とする採用者数に、プラ

スして30名程度多く採用しております。これは令和

３年度もやったんですけれども、令和４年度も同じ

ように30名程度多く採用する予定としております。

以上です。

○比嘉京子委員 この30名という数字は６病院でと

いうことですか。

○上原宏明病院事業総務課長 ６病院合わせての数

字でございます。

○比嘉京子委員 それは当初からもう足りないこと

が前提になってはいませんか。

○上原宏明病院事業総務課長 そういうことではな

くて、看護師等の欠員については、育休等が主な要

因となっていますので、それを踏まえた形で年度当

初では欠員が生じないような形で採用をやっている

んですけれども、どうしても途中で欠員が生じてし

まうので、それについて通常ですと臨時的任用職員

とかで代替するんですが、資格職で採用困難職なの

で、中途での採用がかなり厳しいので、年度当初で

30名程度多く対応しているということです。

○比嘉京子委員 今の御答弁に対して各病院長にお

聞きしたいんですが、30名を見込んでやるというこ

とは、そもそも足りないことを前提にしているので

はないかと私は思ったんですが、御意見があれば挙

手でお願いします。現場から、例えば中部と南部は

大きいんですが、途中で産休・育休を取る人数とい

うのは平均的に何名ぐらいでしょうか。

○玉城和光中部病院長 当院の状況を申しますと、

特に看護部門においては３月９日の時点、大体平均

してですけれども、産休・育休は通常当院だけでは

30人あります。今は当然、体調不良とかいろんなほ

かので、また30名コロナ関連で休職しているという

状況でございます。

○比嘉京子委員 南部医療までお願いします。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 お答えします。

今年１月の資料ですけれども、手元にあるもので

いきますと、お産のための産休で休んでいる看護職

員が10人、育児休暇のためにお休みしている職員が

48人、ほぼ60人近くがお休みしていますが、これに

対して補充ができているのは臨時任用で19人となっ

ていて、不足の状態にあります。これもあって、病

床が430床ありますが、それは全部は稼動できない。

少ない職員に応じて病院を縮小して今運用している

という状況にあります。

○比嘉京子委員 私は局にこれ以上質問はしません

けれども、平均的に毎年どれぐらいの方々が産休・

育休を取るかというのは、ある程度推移を見れば分

かると思うんですね。それを見込んで当初で採るよ

うなことをしないと、幾らドクターがそろっていっ

ても、ほかの医療従事者がそろっていても、医療は

動かないわけです。その中において、今回のコロナ

というのが２年以上続いてるわけですよ。ですから、

平時からそういうような欠の中で走ってきている中

で、こういうような感染症が急激に襲ってきたら、

なお対応が大変。それで病棟を閉鎖するというよう

なことになると、もちろん一般的には医療体制にも

影響するし、そして収益にも影響するわけです。

そのことを考えると、本当に対応の仕方として、

私はこの人数では足りないということが２つの病院

だけでも分かるわけですから、ぜひ改善をお願いし

たいと思いますけど、局長、いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 今委員のおっしゃるよう

に、やっぱり産休が相当数いて、年度当初に採用し

た数では足りないというふうな御指摘でございます。

新採用というのはきちんと採用して、これは退職者

がいますから、ここに対応している。これまで産休

とか育休に対して、最初はのりしろというんですか、

幅を多めに採用するというのを一昨年までにはあま

りやっていなかったんですけど、昨年からそれを鑑

みて欠員補助というふうな格好で当初に30人、それ

で今年も30人、合計して60人程度というふうになり

ます。

今回の大きな感染で、これをフルに全稼働すると

いうのはかなり厳しいのがあります。といいますの

は、特に県立病院はコロナの中等症以上、重症とい

うふうな患者さんを受け入れるということでござい

ますので、通常は７対１なんですけど、そこに４対

１というふうなかなり手厚い看護体制をしかなく

ちゃいけないと。そうなってくると、どうしてもこ



－413－

の全体を全部フル稼働というのはかなり厳しい数字

ではあると思います。

それで説明がありましたように、場合によっては

もう救急と、それから県立病院でしか対応できない

ような患者さんにシフトしまして、そういった患者

さんに関しては十分な治療をするというふうな体制

を取ってまいりました。

今後も看護の補充に関しては、我々も注視しなが

ら補充していくと。会計年度任用の職員は年度途中

で院長の裁量という格好でできます。先ほど説明し

たように、初年度でもう大体の看護師さん、資格の

ある看護師さんは入ってしまいますので、途中から

臨任とかでなかなか厳しいのがありました。今回は

潜在看護師とか、それからホームページとかいろい

ろ看護師募集をしているんですけど、やはりそういっ

たコロナの対応のスキルのある看護師さんというの

を急に採用することはなかなか難しいというところ

もございます。そういうことも鑑みて、今後そういっ

た特に産休・育休の補助に対しては力を入れていき

たいなと。そういうふうに考えています。

以上です。

○比嘉京子委員 結論として、30人ではやっぱり足

りないんですよねということが一つと、途中で採用

することが困難である。これまでは、困難の中で走

らせてきたわけですよ。何もコロナになったから困

難ではないんですよね、きっと。これまでも途中で

の採用は難しかった。その難しい中で、欠の中で運

営してきたわけですよ。そのことを踏まえて結論と

しては、私がかつて調べたときには局長、定年まで

勤めている看護師さんほぼ少ないですね。かなり少

ないです。そのことを考えると、永久にということ

の心配があるかもしれないですけれども、むしろ収

益のことを考えるとどっちがいいのかということを

再度検討をお願いしたいなと思います。

それから２番目に、先ほどからソフト面のお話も

ありましたけれども、今沖縄県の県立病院、地方公

営企業法全部適用されています。その経営形態にお

ける権限でございますけれども、本当に全適の権限

が十分に発揮されているのかどうか。そのことにつ

いて、特に人員のところで今問題があるのかなとい

うふうに思っておりますので、各病院からのこの全

適における権限がどう不足なのかという点を簡潔に

お願いしたいと思います。

○玉城和光中部病院長 私のほうから、この御質問

に対してお答えしたいと思います。

全適における病院事業局長への権限移譲について

は２つの点で病院現場としての問題として感じてい

るのがございます。まず一つは人事、採用に関する

ことです。知事部局全体の人事調整が必要であり、

柔軟な職員の増員とか配置、採用にはやはり限界が

あると言わざるを得ません。あとまた、外部から優

秀な人材を採用する際にも、やっぱり給与面などの

縛りがあって、病院職員として採用できないことが

あるというのもやっぱり感じております。医師の場

合は、人材派遣会社を経由した形で雇用をするとい

う対応が可能でございます。

あともう一つが、予算策定に関することというこ

とがございます。単年度予算主義による制約という

ものがありまして、予算編成でも財政的な面からの

査定が行われていること、あと議会案件のため、局

長裁量での意思決定が行えないと。例えば突発的な

資金投入が難しいとか、そういうことがあります。

解決策とすればいわゆる臨時的に補正予算を組むと

かということですけど、すぐ資金の投入というのは

なかなか難しいという状況がございます。

全適が始まったのが16年前、もう既に全適入って

16年が経過しております。当時から、社会情勢とか

医療制度も大きく変化して、医療の内容もより高度

化、複雑化しております。それもありますので、こ

の全適に関する問題は病院改革を行う上でも非常に

重要な問題であると自分は考えておりまして、この

場、いわゆる文教厚生委員会内の議論で終わらせる

のではなく、関係者、有識者を交えて深く議論を行

うことが必要だと自分は考えております。例えば沖

縄県病院事業における全適の在り方検討委員会とか、

そういう場、形をつくるのも大事かなと思っており

ます。

コロナ禍で大変な時期ではあるんですけれども、

今病院事業局としてこの全適問題は避けて通らずに

経営改善に取り組むという姿勢を、局長がリーダー

シップを取って県立病院で働く職員に対して示して

いただければと私は思います。

なぜこれを言っているかといいますと、健全で持

続可能な病院経営を行っていくことは、これは公営

企業の努めでもあって、病院事業局に勤める全ての

職員の願いでもあると思っているからでございます。

私たち県立病院の病院長は日々の現場の対応で非常

に忙しくて、それに追われてじっくり政策や経営改

善に取り組むことがやっぱり難しい状況にあります。

病院事業局は局長中心として、それを支えている事

務職の皆様でこの抜本的な改革に取り組んでいただ

ければと私は思います。
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文教厚生委員会、ここにおられる委員の皆様にお

かれましても、この問題の解決に向けて引き続き御

支援をいただければと心より願う次第でございます。

以上です。

○比嘉京子委員 今の現場からの意見、今中部病院

の院長の御意見でしたけど、ほかにも、そのお話以

外にこの観点があるという院長先生がいらしたら、

挙手でお願いします。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 ただいま玉城院長が知事から局長への権限移譲

についてのお話をされましたので、私の立場からは、

今度は局長の権限が病院長にどの程度移譲されるの

かということについても、付け加えたいと思います。

特に、先ほど来の質問にありますような職員の採

用に関しては、正職員や臨時任用職員に関しては局

長にその権限があるんですが、先ほどの質問に答え

ましたけれども、産休・育休で不足した職員で臨時

任用で採用できるのは20人程度で、やっぱり足りな

いと。そこをどう埋めるかとなってきますと、これ

は会計年度任用の職員を採用するわけです。これが

病院長に与えられた権限となります。我々はその権

限を利用して、南部医療センターの場合は職員1400人

のうち350人が会計年度任用での職員になっていま

す。実はこれで充足しているというわけではなくて、

それぞれの業務の内容に応じていけばさらに人はい

たほうがいいんだけれども、この会計年度採用にも

上限があります。これは予算の上限枠の範囲内で会

計年度任用は何人まで取れるというような計算をし

ますので、改善の余地はあるけれども、先ほどの権

限という件に関してはある程度は局長から病院長に

も移譲されているなということは感じています。

以上です。

○比嘉京子委員 本当に質のいい、質の高い、そし

て持っていらっしゃる能力を発揮した医療体制をつ

くっていくっていうところに、今全適の役割として、

私は全適とそれからそうでない場合と比較してみて

も、非常に宙ぶらりんな状態に沖縄県は置かれてる

なというふうにずっと思っています。

そのことを踏まえて局長にお伺いしたいんですけ

れども、このことについて局長として県とどういう

ようなお話をされておられるのか、どこが問題なの

かということをお聞きしたいんですけれども。ちょっ

と長くなったらいけないので、すみませんが端的に

お願いします。

○玉城洋病院事業統括監 お答えします。

御承知のとおり、病院事業局はですね、公営企業

法で全部適用ということになっておりまして、その

公営企業法に基づいて管理者である局長を設置して、

局長に権限を持たせて知事の権限を移譲していると

いうことで、業務を執行しているというところでご

ざいます。

先ほどからいろいろありますが、人事管理につい

ても我々知事部とか関係機関といろいろ連携しなが

ら、採用とか人事異動とか適切に対応しているとい

うふうに理解しているというのがあります。

全適の在り方の見直しという御意見がございます

けれども、経営形態の見直しということであれば、

これについてはちょっとコメントは差し控えたいと。

経営形態についてはもう知事の公約で維持していく

と、現状維持していくというふうにありますので、

これについてはちょっとお答えは差し控えたいと思

います。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、比嘉委員から質疑内容について

経営形態の見直しではなく、経営形態、組

織体制、人事等の在り方が全適に見合って

いるのかについて伺いたいとの補足説明が

あった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

玉城洋病院事業統括監。

○玉城洋病院事業統括監 全適についてでございま

すけども、先ほど申し上げましたとおり地方公営企

業、地方公共団体が経営する企業ということで病院

事業局はなっておりまして、それで公営企業法とか

地方財政法とか地方公務員法、それにのっとって適

切に事務を執行しているところでございます。

定員とかそういう話がございましたけども、組織

については局長のほうに権限が委ねられておりまし

て、条例定数の範囲内で職員の定数の増減は可能と

なっております。全適に移行して以来、平成22年か

ら現在までの間に我々881人の増員を行って、体制を

強化しているところでございます。

以上です。

○比嘉京子委員 今、この話を続けるわけにはいか

ないので次進めますけれども、局において私は前向

きな話合いがなされてるかどうか、そこら辺も今後

問うていきたいと思います。今日はせっかく院長先

生たちがいらしてるわけなので、そこにできるだけ

お話を持っていきたいと思っています。

もう一点ですけれども、宮古・八重山の病院の職

員の住宅借り上げ、せんだって石垣に行きましたと

きには、もう旧八重山病院は解体されておりました。
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その敷地内に看護師の寮棟もあったと思うんですけ

れども、今宮古・八重山の離島の病院においては、

病院の職員の住宅についてどういう状況にあるのか、

そして借り上げが予算としてどれぐらいついている

のか伺います。

○上原宏明病院事業総務課長 次年度の宮古・八重

山両病院の職員住宅の借り上げ予算についてですけ

れども、まず宮古病院につきましては、本庁で計上

している予算と病院で計上している予算、合わせて

1431万9000円となっています。続きまして、八重山

病院については同じく1000万1000円となっておりま

す。

以上でございます。

○比嘉京子委員 では、宮古・八重山病院の院長に

お聞きしますけれども、現状として職員住宅はどの

ような状況にあるのでしょうか。そのことが医師、

看護師等の医療従事者の確保へも影響が起こってい

るのかどうかを伺いたいと思います。

○本永英治宮古病院長 まず医師住宅、看護師宿舎

ですけれども、かなり老朽化が進んでいまして、やっ

ぱり台風とか大雨の後なんかには雨漏りとかが見ら

れる状況でありますので、その辺は新築していただ

きたいなというふうには思っていましたけれども、

民間アパートとかマンションもかなりの数が出来上

がってきていまして、それを借り上げることで対応

は可能じゃないかなというふうには思っています。

それが確保できないとやっぱり人材確保というの

は難しくて、２年ぐらい前ですかね、民間のマンショ

ンが１ＬＤＫで10万近い状況があったんですけど、

それより若干下がってはいますけれども、かなりの

数のマンションとかアパートが出来上がっていまし

て、それを何とか借り上げて、新しく来られた看護

師とか医師とか、その人たちの宿舎に充てることが

できれば改善するんじゃないかな、解決するんじゃ

ないかなというふうに思います。

○篠﨑裕子八重山病院長 当院は旧病院の敷地内に

看護師住宅、それと医師の住宅を幾つか持っており

ました。旧病院が解体することになり、そこの住宅

はほぼなくなっております。その分は今ある医師住

宅のほうに人を移したりしておりました。

今回、３月で医師の３分の１の23名が当院から退

職、あと異動とかで出て行かれます。そうすると、

それに見合った人数以上に、今回当院は４月からの

採用で医師が入ってきますけども、ほぼ皆さんが問

い合わせてくるのは医師住宅はありませんかという

お言葉でした。やはり大学から派遣される医師に関

しては、１年の期限で来られる人も多いですので、

そのために２年契約になって敷金・礼金を払って、

平均７万の部屋を借りていただくことになるという

ことで、とても医師派遣にも影響が出ているかなと

思います。

それと、八重山・宮古もそうなんですけれども、

看護師、あとコメディカルに関しても、多くの新任

者、新採用の職員がまた来られます。そういう方は

最初、やはり給与がすぐには支払えないとか、あと

赴任旅費がちょっと遅れて支払うということになっ

てしまうと、やはりそのアパートを借りて自分で住

居を探すというのは難しいので、できれば安価な職

員住宅がないかという要望も多いと思います。

また、沖縄県の職員住宅として八重山には平得団

地というのがありましたけれども、そちらを改築す

るに伴い、それとやはり病院事業局が公営企業になっ

たために県の職員住宅の対象とならないということ

で、入居していた職員の退居後は新たな人を入れて

もらえなかったりというような状況もあります。

それで足りなくなった住宅に関しては借り上げを

進めていきますけれども、なかなかそれがまた見つ

からないのと、借り上げ物件も４万から７万という

高額のものを当院が借りて、また4500円という規定

の金額での職員に対しては貸すことにはなるんです

けれども、やはり離島において人材を確保する上で

そういう形のことを考慮すれば、やはり職員住宅は、

医師及び多くの職員の確保にも必要なことではない

かなということがあって、当院では今後職員住宅を

どうにか建設できないかというのを考えていきたい

と思っております。

以上です。

○比嘉京子委員 ぜひ今の意見を、意見交換もなさっ

て、局長にはお聞きしませんけれども、ぜひ対処を

よろしくお願いしたいと思います。とにかく宮古・

八重山は家賃が高いですね。よく教職員でも赴任し

て家賃の高さにびっくりするというようなことをよ

く聞いております。職員住宅は一応あるんですが、

今のように全域的に置いてないということも含めて、

私は旧八重山病院の跡地、または現八重山病院の向

かい側も県の土地だったと思うんです。ですから、

そこら辺も含めてぜひ検討をしていただければと思

います。

最後に、大事なことは、今回の繰入額ですね。幾

らであったかということと、その中に離島増嵩費は

幾ら入ってますかということをお聞きしたいと思い

ます。
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○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和４年度予算における一般会計繰入金につきま

しては、75億9046万9000円で、前年度と比べまして

２億7645万8000円の減額となっております。

また、収益的収支に係る部分としましては、地方

公営企業法第17条の２第１項第１号の規定に基づく

他会計負担金として、９億134万1000円を計上してお

ります。

また、地方公営企業法第17条の２第１項第２号の

規定に基づく負担金交付金として、36億3816万7000円

を計上しております。

さらに、地方公営企業法第17条の３の規定に基づ

く他会計補助金として10億5227万6000円を計上して

おります。

さらに、資本的収支に係る分としまして、地方公

営企業法第17条の２第１項第２号の規定に基づきま

して、他会計負担金として19億9868万5000円を計上

しております。

それから、先ほど委員御質問の離島増嵩費の部分

ですけれども、こちらのほうにつきましては、昨年

度までは基準外という形で―繰入金を繰り出す際に、

先ほど申し上げた第17条とかってありますけど、そ

こに該当しないもので基準外というのがありまして、

そこで離島支援の増嵩費として２億6600万円余り昨

年度措置されてたんですが、これは今年度廃止にな

りまして、一方で、これに代わりまして不採算地区

に所在する中核的な病院の機能の維持に関するとい

うところの項目で、改めて３億2100万円という予算

を一般会計繰入金のほうで措置されております。

以上です。

○比嘉京子委員 増嵩費については後で議論したい

と思いますけれども、総務省の繰入れの根拠という

のは全国的なもので、沖縄のような離島であるとか

豪雪地帯であるとかというのは違う考え方が必要だ

と思うんですよね。ですから、これまで増嵩費につ

いてはかなり入れ込んできたという経験があると思

うんですけれども、その点についてはまた議論をし

たいと思います。

最後に確認です。北部基幹病院を早期に建設する

ことになっているんですが、そのときの北部基幹病

院に対する繰り出しの在り方はどのように考えてい

るんでしょうか。お話合いをされているんでしょう

か。

○與儀秀行病院事業経営課長 これにつきましては、

今現在、保健医療部のほうと調整をしておりまして、

具体的な金額、そういったものについてはまだ決定

されておりません。

○比嘉京子委員 繰出金の金額についての話ではな

くて、扱いについて、やっぱり私は、それはもうい

わゆる委託になるわけですよね。経営形態自体から

違うという状況になると思うんですよ。そうするこ

とによって、プールの中に入れ込むのか、入れ込ま

ないのかということはとても重要なことだと思いま

す。そのために、そこら辺の議論はしっかりと考え

を持って臨むべきではないかというふうに思うんで

すが、局長、いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 基幹病院の繰り出しです

か、これを病院事業局、今どうかという話で、はっ

きり申し上げまして今そういった議論はございませ

ん。基本的には財政課と保健医療部がまずはどうい

うふうに考えるかというふうなことになるかと思い

ますけど、現在のところは、我々がそこに繰出金に

ついて議論しているというふうなことはございませ

ん。

以上です。

○比嘉京子委員 局としての考え方をしっかり議論

しておくことが大事ではないかと。それがあって、

他の部署と話合いをすると。局の考え方をどうする

かという点が私は重要ではないかと思っていますの

で、ぜひそこら辺は御考慮をお願いいたします。

以上です。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 オミクロンの感染から県民の健

康や命を守って頑張っておられる皆さんに、敬意と

感謝を申し上げます。オミクロン株は感染力が強く

て、医療従事者の皆さんも感染したり、濃厚接触者

になって休まざるを得ない事態になっており、医療

現場が大変逼迫した状況になったというふうに聞い

ております。

特に私は、前からこのことを大変懸念いたしまし

て質問をしておりますけれども、県立病院での人材

確保ですね。医師や看護師、コメディカルの人材確

保がやっぱり医療現場の大きな負担になっていると

いうことを聞いておりますし、先ほどからの議論の

中でも、人材不足で医療現場が大変厳しい状況になっ

ているということがございます。

これは県民の命を守るということからすると、一

刻もやっぱり見過ごすことのできない、猶予のでき

ない状況になっているというふうに思いますので、

それはやっぱり新しい人材を採用する時点から、先

を見通して、見越して、しっかりとした人材確保を

進めていくということが必要だろうというふうに私



－417－

は思っております。

ですから、ぜひその点について、病院事業局はど

のように対応をされようとしているのか。そして、

具体的にやっぱり、必要な人材を早期に確保してい

くということについて、皆さん方の御意見をお聞か

せください。

○上原宏明病院事業総務課長 職員の採用について

は適正に行っているところではございますけれども、

オミクロン株とか影響がある病院で対応が困難な状

況が生じた場合とかは、ほかの病院から必要な職員

を派遣していただいたり、あと臨時に業務量が増加

する場合は、その業務量の増に対応するような職員

を臨時的に任用すること等によりまして対応してい

るところでございます。

○玉城ノブ子委員 先ほどから各病院長の先生方の

お話も聞かせていただいています。その時点でも育

休や産休の話が出ておりましたけれども、看護師等

が不足をして、なかなかきちんとした対応ができな

い、逼迫した状況にあるということをお聞きしてお

ります。

そういうものに対して、やっぱり人材の確保、当

初からそういうことも見越して、やっぱり人材を確

保していくということが必要ではないでしょうかと

いうことを話しておりますけれども。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 先ほどから

課長が御説明している、30名程度を見越して看護師

を多めに採用してるということに関してなんですが、

この30名程度を多くするというのは育休人員、育休

で休む人ですね。あと、退職者を大体例年の人数を

見て、それを補充できるようにして―一定数を配置

して、それでも多めに採用しているという意味です。

実際に今年度は46名増員、配置が増えたんですが、

それも含めてまた30名程度多くということで、採用

者数はすごく去年に比べて多くなっていて、実際に

５月１日、４月にたくさん育休復帰者がいますので、

そこを見込んで欠員ができるだけ少なくなるような

感じで考えております。

途中退職者も今年度も多かったので、その辺は退

職をしない方向でいろいろ勤務管理の状況を改善し

たり、本人が辞めたいという理由を分析したりとか、

その辺で辞めさせない方向で人員確保というところ

もやっております。あと加えて、例年お話ししてま

すが、臨任を補充して欠員を少なくしていく方向で

やっております。

以上です。

○玉城ノブ子委員 そういう形で頑張っているとい

うことは分かりますけれども、それでも医療現場の

ほうではどうしても看護師等の人材が不足をして、

やっぱり逼迫するというふうな状況になっていると

いうことをお聞きしていますので、そういうことが

ないように、これからもいろんな感染拡大が広がっ

ていくというふうなことも想定されますので、そこ

を見越した人員を、最初からそこの採用をしていく

ということにきちんと力を入れてほしいということ

でありますので、局長はやっぱりそこはしっかりと

そこに対応できるようによろしくお願いしたいです。

○我那覇仁病院事業局長 先ほどから最初の時点で

の、要するに欠員を見越した採用ということも、我

々もそれは常時考えています。可能な限りアンテナ

を張って、そういった看護師さんを採用する。それ

から産休補充をするという方向で、これからもしっ

かりと確保に向けて検討していきたいと思います。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。

まず、本当にコロナ感染に対応する、県民の命を

守るために頑張ってくださっている皆さんに、心か

ら感謝、敬意を申し上げます。

質問は、一つはコロナ対応に果たしている県立病

院の役割は本当に重要だと思います。会計予算の中

で、新年度、病床数の2149床というふうに設定され

ています。この中に占めるコロナ対応をする病床と

いう点では、どのような計画になるのか。現状がど

うなっているのか見えればいいと思います。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長 お答えします。

県立病院のほうでは県の病床確保計画に基づきま

して、コロナ病床を各医療フェーズに応じて病床を

確保する計画となっております。県立病院では、６病

院で最大確保病床は合計しますと301床となっており

ます。県全体のほうでは920床を確保する計画となっ

ておりまして、県立病院はその割合としましては約

３割の病床を確保する、そういった計画となってお

ります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 コロナ感染症対策費について、

国からの予算がされていると思いますが、2021年度、

今年度の病院事業会計における状況を伺いたいと思

います。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和３年度の決算見込みにつきまして、病院事業

収益については約675億6300万円を見込んでおりま

す。そのうち医業収益が約472億1500万円、それから
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空床確保料や協力金等を含む医業外収益が約202億

6000万円となっております。

一方で、病院事業費用のほうにつきましては約

644億6300万円を見込んでおり、そのうち医業費用が

約607億2600万円となってます。これはコロナに関連

した業務量の増加ということが挙げられております。

その結果ですけれども、医業収支としましては、

約135億1100万円の赤字、それから経常収支におきま

しては約39億9200万円の黒字を見込んでいるという

ふうになっております。

それから影響のほうですけれども、これがコロナ

の影響が少なかった令和元年度と影響のありました

令和２年度を比較いたしますと、患者の受診動向の

変容、それからコロナ病床確保に伴う休床等により、

医業収支が令和元年度に比べて約76億2200万円減少

しております。

また、空床確保料や協力金等につきましても、経

常収支が約35億8000万円の増、それからコロナ対応

を行った令和２年度との比較では医業収支が約19億

4700万円の減、医業収支は11億9700万円の増という

ふうになっております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 コロナ感染は引き続く中での対

応ということでは、しっかり国の予算も必要だと思

いますので、きちっと対応をお願いしたいと。先ほ

ど各院長がコロナ対応の中での課題等々述べていま

した。やっぱり地域との連携が重要だということや、

宮古では一定うまくいっているという報告だったか

と思いますが、前回の決算のときも例えば中部病院

地区の医師と協力してクラスターが発生した施設へ

の対応で、一定の重要な役割を果たしたということ

をおっしゃっていました。

この点で気になったのは、実質的には手弁当です

というふうな表現があったかと思います。それにつ

いて、やっぱりしっかりとした仕組みと手当と予算

化という点では、今年度あるいは新年度にそういっ

た予算対応はしっかり組まれているということなの

か、確認させてください。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 コロ

ナ関係で県立病院外の施設のほうに業務で応援に

行った場合なんですけれども、特に今年度は派遣の

実績があった場合に特別手当を支給しています。こ

ちらのほうは派遣に行った職員―医師に限らず、看

護師等も対象にしている特別手当を措置しておりま

すけれども、これは次年度もコロナの影響がある場

合は措置することを予定しております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 あと国の経済対策としての処遇

改善が予算化されていまして、医療機関に勤務する

看護職員を対象にと。この適用というか、それは県

立病院の中ではしっかり対応されていると思うんで

すが、予算化されている金額等々について確認させ

てください。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 こち

らについては給与費の中で措置することを考えてお

りまして、もちろん必要な実績に応じて、国からの

補助金を頂くことを想定しております。支給につき

ましては、国のほうで定められた支給対象、支給要

件を踏まえて、その範囲内で措置する予定にしてお

ります。

○瀬長美佐雄委員 では、しっかり増額という形で

対応するということなんでしょうか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 はい。

処遇改善のために手当を支給いたします。

○瀬長美佐雄委員 最後に、今日、東日本大震災と

いう11年目になりますので、やっぱり懸念されるの

はコロナ自体の対応でも非常事態だということです

が、これに震災、天災があれば大変だという点でい

えば、一つ、耐震。病院自体のハード面での対応、

先ほどもそろそろ改築かなというふうな報告もあり

ましたし、あるいは非常時の電源確保、あるいは設

備の稼働するのがしっかり対応できるという非常時

の備え状況について、しっかり点検対応もできてる

ということなのか状況を伺います。

○與儀秀行病院事業経営課長 非常用発電等につき

ましては、各病院のほうにおきまして定期点検等を

随時行っているということであります。それから、

耐震のほうにつきましては今現在、県立病院におき

ましては中部病院のほうで南病棟の耐震基準が満た

されてないということで、令和２年度から改修工事

を進めているところですけれども、今年度におきま

しては２回、入札を行いましたが不調ということで、

次年度に向けて引き続き改修工事を進めていくとい

う状況になっております。

○瀬長美佐雄委員 以上ですが、コロナ禍で大変な

中、引き続き頑張っていただきたいと思います。あ

りがとうございました。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。

私のほうからは３点ほどお伺いをさせてください。

職員数については、先ほど比嘉京子委員からもかな

り質問がありましたので、事前に職員数いただいて
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いたんですけれども、質問が重なっていますので省

きます。

ただ、私のほうから一つ確認をしたいのが、中途

採用した方たちへのフォロー体制、研修だったり職

場になじむためのサポート体制がどうなっているの

か、現状を教えてください。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 中途採用に

関しましては、正職員の中途採用はほとんどありま

せん。会計年度職員とか臨時的任用職員が中途採用

になりますが、すみません、看護師の場合ですね。

そういった方は各病院で教育プログラムがありまし

て、正職員の人材育成のプログラムがありまして、

そこに一緒に参加してもらって研修等を受けても

らっております。

○喜友名智子委員 この看護師の採用においては、

やっぱり人材確保で新しく採用するというところが

やはり議論になりがちなんですけれども、採用した

方たちがどれだけ職場に定着するかというところも

非常に重要だと思っているんですね。というのが、

全国の病院の離職率の数字を見ていると、やっぱり

沖縄県は正規職員の離職率が、新規採用あるいは既

卒の看護師採用に比べると、正規職員の退職率が全

国に比べるとやっぱりちょっと高めなのかなと理解

をしています。こういった正規職員の退職、あるい

は先ほど中途で採用しているのは会計年度任用職員

ですという答弁ありましたけれども、こういった退

職をできるだけしないような努力というのは、どう

いった形で今取り組まれていますか。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 令和２年度

の普通退職の主な理由が多い順に、１番は他施設へ

の就職、２番は転居、３番は健康上の理由と、あと

進学というふうなのが令和２年度の普通退職者の主

な理由であったんですが、実際に辞めたいですといっ

た看護師が出ないように、通常の労務管理のところ

で時間外勤務を全般的に把握して、そこを調整した

り時間外勤務の対策をしたりですね。あとは休暇の

取得という連休のところであったり、あと今年度も

そうですが、コロナ病棟で看護師を再配置というか、

状況に合わせてコロナ病棟に移動してもらったりし

ていますので、その辺の労務状況を把握して、また

調整しております。職員の声もできるだけ拾うよう

に看護部のほうはやっておりまして、その辺を相談

しながら状況を見て業務調整をしています。

○喜友名智子委員 看護師さんを取りまとめている

のは恐らく看護師長さんの役割かなと思いますけれ

ども、こういった労務管理のことについては、人事

専門部署や職員とも連携必要じゃないかなと思いま

す。こういった退職防止というか、職員の方たちが

定着するという仕事については、県立病院ではどう

いった役職の方が中心になっておられるんでしょう

か。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 看護職に関

しましては、私が病院事業局で担当しております。

看護部長会議を年に四、五回持っておりますが、そ

のときに必ず労務管理に関してお話合いをして、あ

と、業務改善が必要な場合とか時間外についても話

し合っております。

○喜友名智子委員 看護師さんの定着のために、こ

ういったところの改善が必要ではないか、あるいは

予算が必要ではないか、令和４年度に関してはどの

ような点が必要だとお考えですか。

○津波幸代病院事業総務課看護企画監 対策としま

しては、やっぱり業務負担の軽減であったり、あと

看護師の多様な勤務形態。やっぱり子育てをしてい

る看護師、年代が多いですので、育児休暇を明けて

も、やっぱり短時間―フルで勤務ができないとか夜

勤ができないとかという看護師もいますので、そう

いう看護師に対応できる多様な勤務形態の工夫と、

あとやっぱりメンタルサポートのほうは引き続き

やっていきたいなというふうに考えております。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

次が、もし令和３年度あるいはコロナ禍になって

から経験があればという形で、病院長さんたちにお

伺いをしたいのが、コロナになってから観光客の患

者さん、コロナになった患者さんの受入れというも

のがあったのかどうか。そのときに何か通常の県内

の患者さんを受け入れるときとは違った課題があり

ましたら、お伺いをしたいです。というのが、今那

覇空港の国際線の再開で、課題が何かあるのかとい

うところを今少し追いかけています。そのときには、

やはり県外、海外から来たときの観光客の中で、体

調が悪い方、コロナとおぼしき症状が見られる方、

あるいは検査で実際に陽性になった方が発生したと

きに、やはり県立病院での受入れ体制が課題という

ことは理解をしております。

そのときに、ただ、これまで実際に観光客の中で

も陽性になった方を恐らく県立病院でも受け入れた

ケースはあったのではないかなと思うんですね。今、

国際線は止まっていますので、実際には国内の観光

客のみ受け入れたのかなと思っていますけれども、

その際の課題、それからまた国際線から海外の観光

客が来たときに、こういったことがひょっとしたら
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難しくなるんじゃないかと予想されるものがありま

したら教えていただけないかと思っています。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 当院は、県立病院の中では一番那覇空港に近い

ということもありますが、この２年間に海外からの

旅行客でコロナで当院に入院された方というのは、

実はおられません。帰国者の中で入院した方はおら

れましたけれども、観光で来られた方で入院という

のは、実際のところはありませんでした。

というのは、私たちの病院はコロナの中等症から

重症の方を診るという役割を担っていますので、軽

症の旅行者の場合には、恐らく県立でないほかの病

院に受け入れられたのかと思います。この振り分け

は県のコロナ対策本部のほうで、重症度に応じて患

者さんを分けていますので、御質問にありましたよ

うに県立病院で、中等症、重症の県外客というか、

観光、外国籍の方を受け入れるということはありま

せん。

もし、その必要があれば、その受皿としての用意

はあります。そのために通訳用の各国語に対応のタ

ブレットがあって、文字でやり取りはできるような

仕組みは備えております。

○本永英治宮古病院長 宮古病院も平成31年までは

クルーズ船の入港がありまして、国際対応が必要と

いうふうに認識していましたけれども、コロナになっ

てからはぐんと減りまして、外国人の入院はほとん

どない状況です。

それから観光客も、去年の今頃は観光客が入院す

るときにはホテルになかなか入れないという問題が

あったんですけれども、第５波、第６波に関しては、

観光客も宮古病院で治療が終わりまして、早期に治

療終了後はホテル療養とか、そういったのが順調に

行われています。

それから、外国人の観光客を対象にして国際診療

室というのを平成31年の４月１日から我々は準備し

てまして、外国人が入院したときには病院の職員が

チームとして対応できるように準備しています。

それから、那覇検疫所と宮古に検疫支部ができま

して、検疫に関する感染症に対しても年に２回訓練

をしていて、いつでも対応できるようにしています。

以上です。

○篠﨑裕子八重山病院長 当院も、外国の方はない

んですけども、やはり観光客でコロナになって入院

された方はおりました。その人は飛行機で来島され

たわけじゃなく、自分のヨットかそういうクルーズ

を持っていって、たまたま入港したときに体調が悪

くて、当院に受診したらコロナということで隔離を

して、年齢も高齢、70超えていましたので、かなり

重症化はしてＨＣＵのほうで管理したというふうな

経験は持っております。

また、観光客ではないんですけども、県内のスポー

ツ大会で来島された生徒さんたちに一時期コロナが

出て、症状が軽い方たちは療養のできるコロナ専用

のホテルのほうに入っていただいて、隔離期間はそ

こにいてもらうというような対応を八重山地区では

しております。

それともう一つは、洋上救急という形で、当院は

近くの海を航海している船から、何かけがをした患

者さんとかを海上保安庁のヘリで引き上げて、それ

を当院に受診させる時点で、やはり検疫所のほうか

らまずはコロナの検査をしてもらって、ちゃんとそ

れが陰性かどうかの確認をというような形の受入れ

とかもしておりますが、幸運にもコロナでなかった

ので治療をしてお帰りいただいたというようなこと

もありました。

以上です。

○親富祖勝己精和病院長 観光客ではないんですけ

れども、精神科疾患の場合、既に精神症状を有して

いて沖縄県のほうに放浪というような形で来られて、

住所不定というような形で来られて、精神症状でもっ

て当初入院ということになった際に、この場合には

精神保健福祉法に基づいた医療法入院ですけれども、

各医療機関、精神科病院も、新型コロナウイルスに

関するＰＣＲ検査、スクリーニングしておりまして、

たまたま陽性であったということで、精和病院のほ

うで、そういう方をお引き受けしたことはございま

す。

精神科疾患を伴うコロナ陽性患者さんの入院につ

いては、２つの法律で入院していただいております。

精神保健福祉法に基づく法律入院と、それと同時に、

感染症法に基づく入院ということで、書類が２つ作

成されて、入院ということになっております。一定

の療養が済めば、感染症法のほうは解除されて精神

保健福祉法のみになりますので、元の入院先の精神

科病院のほうへ、このまま通常の精神保健福祉法に

基づく入院というような形にはなっております。

それ以外に、沖縄県、本当にいろんな他県からも、

それから海外からも精神症状を既に有した状態で県

内に入って来られる方がいて、日本語がうまく疎通

性が取れないというような場合も、ほとんどは自治

体病院である県立精和病院のほうでお引き受けして

いるというようなことがあります。その場合、医療
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保険の問題、それから精神科病院の中でどのように

して日常生活用品を購入するとか、そういった面で

非常に多くの煩雑なケースワークが必要となってい

ると。それが先ほど、民間病院では対応が困難な方

の対応というようなものの主体になっております。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。

今後、まずは今の感染状況が終息するのが最優先

ということは理解をした上であえてお尋ねをしてい

ますけれども、やはり今後の課題として出てくるか

なと思ってお伺いをいたしました。

最後の１点は、すみません、資料３－４の34ペー

ジ、会計予算案の概要のところで、手元の流動性残

高が年間事業費用の１か月分を下回っているという

ことで、シンプルに何か流動性が低いことが財務リ

スクにどうつながっているのか、それへの対応をど

う考えているのかお聞かせください。

○與儀秀行病院事業経営課長 今御質問のあった手

元流動性１か月分というものにつきましては、病院

事業の年間事業費用の１か月分は、少なくとも手元

に現金として持っておく、それによって経営が安定

していくというもので、沖縄県の病院経営計画の中

でも３つの目標を立てていますけれども、その中の

一つとして手元流動性の確保というのをやっており

ます。

令和３年度におきましては、手元流動性の確保と

いうことで、一月分、約49億7800万円を目標数値と

して掲げておりましたが、今現在おける見込みでは、

令和３年度においては44億5900万円ということに

なっておりまして、ちょっと目標を下回っていると

いうことになっております。

○喜友名智子委員 これはどう対応されるんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 これにつきましては、

病院事業局は、県立病院も含めてですけれども、経

営改善に努めていきながら改善していきたいと。

ちなみに令和３年度においては、例えば施設基準

の新規取得であったりとか、既に取得している基準

であってもランクアップというような形のもので、

32の施設基準を取得しております。それから、費用

の縮減というところでは、材料費の縮減プロジェク

トというのを行いまして、県立病院全体で使う薬剤

であったり診療材料、そういったものの費用の縮減、

約2.4億円というのを達成しております。

それから各病院におかれましては、コロナ禍です

けれども、病床の効率的な運用等を行うことによっ

て患者数を増やしたりというところで、例えば南部

医療センターであれば、ウイルスのための患者対応

の病床を流動的に実施したということで、入院患者

のほうが対前年度で3395人増えまして、トータルで

入院収益で４億8000万円アップしていると。また、

外来のほうにおいても患者の診療制限を最小限にし

て、できるだけ外来患者を受け入れるとともに、高

度医療、それから救急医療に医療を提供したという

ことで患者数を増やしまして、こちら患者数が１万

600人余り増えていますけども、そういったことで

３億1000万、外来でも収益を増やしているというよ

うな形で、経営改善のほうに努めているところであ

ります。

○喜友名智子委員 分かりました。ありがとうござ

います。

以上です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時21分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

上原章委員。

○上原章委員 こんにちは、御苦労さまでございま

す。特に医療現場の院長先生、責任者の皆さん、本

当に御苦労さまです。特にこの２年間はちょっと気

を張り詰めた状態かなと思います。まだまだコロナ

が収まりません。本当に大変、従事している皆さん

に本当に感謝を申し上げたいと思います。今後とも

よろしくお願いいたします。

それで午前中、委員の方々からいろいろ質問があっ

て、医師・看護師の人材確保や、またコロナによる

医療体制現場の今の課題等、対策等いろいろお聞か

せ願いました。私は、限られた時間ですので、予算

について少し確認させていただきたいと思います。

先ほど、午前中の中で医業収益が135億赤字と。一

方、経常収益は39億黒字と、令和３年見込みですか

ね。これはどういった背景で収支になっているかま

ず教えてもらえますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 これにつきましては、

やはり先ほども説明しました医業収支のほうで135億

円の赤字ということで、やはりコロナの影響で入院

外来のほうが落ち込みがあったと。一方で、空床確

保料ですとかコロナのそういった補助金のほうが

入ってきまして、トータルとして経常損益のほうで

39億円の黒字というふうになっております。

○上原章委員 コロナということでいろいろ国から

の手当てがあって、そういう数字的には経常収支は

黒字ということだということなんですけれども、な
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かなか本当に現場は今、県立病院の経営というのは

大変厳しい中で頑張っていらっしゃると思うんです

が、収益的収支予算のこの数字、令和３年、令和４年

と見させていただいてますけど、概要の説明の中で

病院経営計画の掲げる３つの目標を達成する、経営

改善による効果を加味した予算をつくったと。この

３つの目標の取組状況をちょっと教えてもらえます

か。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

沖縄県立病院経営計画というのを平成29年３月に

策定いたしまして、今現在、それの最終年度という

ことで、それを実施しているところであります。同

計画の中では３つの基本目標というのを設定しまし

て、その中の一つが経常収支の黒字確保、それから

投資資金の確保、３つ目が手元流動性の確保という

ふうになっております。このうち、経常収支の黒字

確保、それから投資資金の確保につきましては、令

和２年度、それから令和３年度においても達成見込

みというふうになっております。

手元流動性の確保につきましては、当初の令和３年

度の目標が49億7800万円に対しまして、今現在の見

込みで44億5900万円というふうになっておりまして、

こちらのほうについては目標をまだ達成していない

ということになっております。

○上原章委員 先ほどコロナ対策の予算が加味され

て黒字確保という話を考えると、この経常収支もま

た投資資金の確保も、本来の経営事業の中ではやっ

ぱり厳しいのかなと予想されるんですけど、その辺

はどうですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 確かに当初の経営の

中ではということのお話ですけれども、ここ２年―

令和２年、令和３年ということで、非常にコロナの

影響が大きかったものですから、そのコロナの終息

を見極めて、今後どういった形になるかというのは、

非常にちょっと今見通しを立てるのが難しい状況で

はありますけれども、令和４年度におきましても、

今現在計画しております３つの目標の達成に向けて

努力していくというところであります。

○上原章委員 コロナという全国、世界の大きな

100年に一度あるかないかということが今現実に起き

ているわけですれけれども、29年度から３年間、皆

さんこの経営計画に取り組むということで進めてき

て、令和２年、令和３年、このような形になってる

んですけど、今後の経営計画というのは、要はアフ

ターコロナを受けてしっかり次のステップに移る必

要があると思うんですが、その辺はどうでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 今現在、沖縄県立病

院経営計画の最終年度になっておりますので、令和

４年度に次期経営計画を策定いたしまして、引き続

き経営健全の安定化に向けて取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。

○上原章委員 それでは、この収益的収支予算の中

に他会計補助金は今回50億、令和３年度の当初予算

で41億と。これは県の一般会計からの持ち出し金の

ことですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちらのほうにつき

ましては、一般会計からの繰入金と、それから補助

金になっております。それはただいま詳しい資料の

ほうがありません。改めて御説明のほうをさせてい

ただきたいと思います。

○上原章委員 直近の、もし決算でこの一般会計の

繰入金確定している金額というのが手元にあれば教

えてもらえませんか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和元年度につきましては、繰入金のほうが約79億

6500万円です。令和２年度におきましては約78億

2400万円。それから、令和３年度におきましては78億

6700万円というふうになっております。

○上原章委員 これは沖縄県としても３年間、しっ

かり繰入れをして改善していこうと取り組んだ経緯

がありますけど、今後この繰入金に対して事業局は

どういう考え方をされていますか。改善していくと

いうお考えでいいんでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 一般会計繰入金のほ

うにつきましては、令和元年度までは病院の直近の

確定した決算を用いて、政策医療ごとに収支差を求

めて繰入れを行っていたと。ですので、決算の非常

にいいときは、次年度は繰入額が落ちたりとか、逆

に決算が悪いときでもなかなか繰入れが上がってこ

ないとかというようなところで、なかなか安定した

経営とか、それから経営を頑張っても繰入金が減ら

されるということで、職員のモチベーションが下がっ

たりというのがありましたので、こちら繰入金につ

いては令和２年度から地方財政計画に基づく単価と

いうのを採用しまして、国が定めた基準でもって繰

入額というのを繰り入れております。

令和４年度においては、約76億円がその計算に基

づき繰入れされると。病院事業局では、そういった

地方財政計画の地財単価と言いますけども、それに

基づく形での繰入れというのを今後も続けていくと

いうふうに考えております。

○上原章委員 全国の県立病院というのは、こうい
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うのがもう普通なんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちら手元の資料で

すけれども、平成30年度の資料になりますが、決算

を用いて繰入れ対象となる医療ごとの収支差を求め

て繰入金を算定するというものについては、31団体

ですね。それから、先ほど説明しました地方財政計

画の単価を用いて算定するという団体が12団体。そ

れともう一つは、地方交付税の単価を用いて算定す

るという団体が３団体というふうになっております。

○上原章委員 ということは、沖縄県がもし収支が

悪化した場合は、これはまたその繰入れを加味して

もらう、もしくは収支がよくなったらそこは少し改

善する。そういった決算の仕方がこれからも続くと

いうことですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

今委員おっしゃった算定の仕方というのは、令和

元年度までの算定のもので、令和２年度におきまし

ては、そういった収支差ではなくて、地方財政計画

の単価を用いた、あくまでも基準に基づいた形の繰

入れという形になりますので、経営がよくなったか

らとか、悪くなったからというところではなくて、

国の基準でもってある一定の金額が入ってくるとい

うふうになっています。

○上原章委員 ちょっとその単価、国が基準の根拠

があるみたいな話なんですけど、これまでこの繰入

金については相当議論を積み上げてきたと思うんで

すよ。そのために、前３年間県のほうからしっかり

手当てして、それで病院事業局はしっかり経営改革

をして、そういったものをしっかり改善していくと

私は聞いていたんですけど、これは違うんですか。

答えてください。あの３年間繰入れした意味がちょっ

と分からないんですけど、今日の答弁では。

○與儀秀行病院事業経営課長 今、委員のおっしゃ

いました３年間というのが、平成21年から平成23年

にかけて約84億円の繰入れを行いました。一般会計

からですね。その後、経営が大分改善したと。この

３か年間におきましては、経常収支のほうは平成22年

度は18億円の黒字、それから23年度は29億円の黒字

というふうに経営が改善しております。その後、こ

の経営の改善を見まして、平成24年度には繰入金の

ほうが59億円、その前年度の84億円から一気に60億

円近くまで下がったと。これが先ほどから話します

収支差によるものという形のものの繰入れになって

います。これを踏まえて、平成25年の56億円という

形で、平成28年までは50億円台で推移しております。

その後、病院事業局のほうにおきましては、例え

ば医師の時間外手当の追加支給であったりとか、消

費税が10％に上がったりとか、退職給付引当金も積

まないといけないと、そういった外的要因等も重な

りまして、収支のほうが非常に悪化してきたと、マ

イナスに。それで、昨年度の決算においては累積88億

円ありましたのが、経常収支で22億円の黒になった

というので、20億円余り圧縮はしたんですけども、

いまだ経営的には厳しい状況にあるという状況です。

○上原章委員 外的要因とかいろいろそういうこと

は理解をしていますので、私が聞いているのは、こ

の繰入金に対して事業局としてどういうふうに今後

改善していくという認識だったんですけど、それは

違うということですか、今日のお話では。改善しな

いということですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 この繰入金の部分に

ついては、先ほどから申し上げておりますとおり令

和元年度までは経営の収支の状況によって入ってく

る金額は変わるというふうなものでしたけれども、

令和２年からは地方財政計画の単価でもってやって

いますので、ある意味これは全国均一の単価ですの

で、それでもって繰入金のほうは措置していただく

という形になっております。

○上原章委員 分かりました。

令和２年からそういうふうな、基準になっている

と。ちょっとこれまたこちらも勉強したいと思いま

す。

あとすみません、今回の令和４年の取組で、入院

収益、外来収益の増を見込んだ根拠を教えてもらえ

ませんか。これはコロナがまだ続くということでの

数字なんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

令和４年度の予算の編成に当たりましては、令和

２年度の決算、それから令和３年度上半期における

実績、それから新型コロナウイルス感染症の流行に

伴う影響等を踏まえまして、各病院の診療体制、そ

れから患者数の推移、診療単価の動向等を考慮して

算定しているところです。入院収益につきましては、

令和４年度当初予算で381億4331万円となっており、

これについては、急性期看護補助体制加算や救命救

急入院加算料などの施設基準を新たに取得というこ

とで、患者単価の増というふうになっています。そ

のため、令和３年度に比べて約４億3800万円余り収

益がアップすると。

一方、外来収益のほうについては120億2865万

5000円を計上しており、こちらのほうついては外来

患者数の増、それから外来単価の増ということで、
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令和３年度に比べて5568万円の増というふうになっ

ております。

○上原章委員 あと純損益20億円余り減となる要因、

対策をお聞かせください。

○與儀秀行病院事業経営課長 令和４年度の病院事

業会計の収益的収支予算の収入については、医業収

益の増等により前年度比で18.6億円の増や、特別利

益における前年度の固定資産売却益9.5億円の皆減に

より、前年度比9.1億円の増となっております。また

一方、支出のほうにつきましては、医業費用におい

て材料費や経費等の増による前年度比15.2億円の増

や、特別損失における前年度比9.7億円の減により、

対前年度比で5.5億円の増となっております。その結

果、前年度の純損益24億円に対して、令和４年度の

純損益が20.4億円というふうになっております。

それから、令和４年度の収益的収支予算は、やむ

を得ず費用が収益を上回る赤字予算というふうに

なっておりますけれども、病院事業局としましては

延期されていた手術であったり、また新たな施設基

準の取得、さらには救命救急センターの稼働も向上

させるというようなことで収益の確保に努め、経営

の健全化に向けて取り組んでいきたいというふうに

考えております。

以上です。

○上原章委員 ありがとうございます。

最後に、看護師の処遇改善について教えてくださ

い。今回、総額と対象人数が分かれば教えてもらえ

ますか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 総額

につきましては、これはあくまでも試算の段階でご

ざいますけれども、今回、国の対象期間が今年の２月

から９月までをまず対象として補助金措置されてお

りますけれども、試算ではこの期間で8000万円弱と

なるだろうと想定しております。

対象者は、こちらも今のところの試算ということ

なんですけれども、およそ2000名じゃないかという

ふうに見込んでおります。

○上原章委員 今回１％、4000円という国の打ち出

しですけれども、これまで何度かそういう取組をし

てきているんですけどね。実質、満額がその対象者

に届くのか、それともそれぞれの病院等で対象の決

め方とか金額の配分とか、それぞれで決まるんです

か。それとも満額、今の2000名に届く形ですか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 国等

から看護職１人当たり4000円ということで試算され

た額が交付されるというふうな、大まかなそういう

アナウンスがありますけれども、具体的な支給の対

象とか方法とかは、国の大体の定めた範囲内で各病

院、経営体で決めていいというふうな仕組みになっ

ております。沖縄県病院事業局では、この件に関し

まして職員労働団体と交渉しました結果、看護職の

みならず、薬剤師を除くコメディカルの皆様―もう

少し具体的に申しますと、北部病院、中部病院、南

部医療センター、宮古病院、八重山病院の５病院に

勤務されている薬剤師を除く看護師、コメディカル

の皆様に、看護職だけではないという意味で支給さ

せていただくということになりまして、一月当たり

2400円で支給するという方向で準備を進めていると

ころです。

○上原章委員 ありがとうございます。

病院事業の中には様々な職種の方がいらっしゃる

と思うんですけれども、例えば食堂の方、事務職、

いろいろな方あるんですけど、今の薬剤師さん以外、

ほとんどの方々、関係する職員に配分するっていう

考え方ですか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 国の

ほうで支給対象となる、できるコメディカルの皆さ

んも範囲が決められておりまして、その中では残念

ながら例えば調理師さんですとか、そのほかの純然

たる事務を見ていらっしゃる方のような、医療の患

者さんに接しないような方については支給の対象か

ら外すということになっておりまして、今委員がおっ

しゃられたような方々は対象といたしません。

○上原章委員 ありがとうございました。

終わります。

○末松文信委員長 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 重複しないように幾つか確認さ

せてください。

まず医師、看護師の充足率について、令和３年度

末の県立病院の医師、看護師の充足率どのような感

じになっているのか、各病院でもいいですし、まと

めてデータ把握しているんだったらそれでお願いし

ます。

○上原宏明病院事業総務課長 令和４年２月１日時

点の数字でお答えいたしますが、県立病院の医師に

ついては、変形労働時間制で追加された定数を除き

ました配置定数417名に対して、欠員が13名、充足率

が96.8％となっております。

看護師につきましては、配置定数1883名に対し、

欠員が66名で、充足率は96.4％となっております。

以上です。

○小渡良太郎委員 これは例えば診療科とかその他
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いろんなもので、何かしらの傾向とかはありますか。

それとも、平均的にという感じになってるのか。

○上原宏明病院事業総務課長 申し訳ないんですが、

我々のほうで把握しているのはあくまでも最終的な

数字になっておりまして、個別具体的なのはちょっ

と把握していない状況でございます。

○小渡良太郎委員 いろいろ医師、看護師の確保に

関して対策を打っていくということだったんですけ

れども、傾向とかどんな状況でとかって、ある程度

背景しっかり理解しないと、人が足りないからただ

人を入れるというやり方では、例えば見過ごされる

問題とかも想定されるわけなので、そこの部分、病

院の院長の方々は細かく知ってるかもしれないんで

すが、しっかりと事業局全体としてヒアリングもし

ながら、丁寧な充足に努めていただきたいなと。定

着も含めて、しっかりやっていただきたいなと思い

ます。

次、予算書、病院事業会計の59ページにある２条

の（４）ですね。主な建設改良事業の災害拠点病院

施設整備事業５億2800万あるんですが、これ少し内

容を教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちらの災害拠点病

院施設整備事業ですけれども、こちらのほうにつき

ましては、災害拠点病院としての施設要件を満たし、

災害発生時の医療提供体制を維持するために、北部

病院、それから宮古病院、それから八重山病院にお

いて、給水設備整備工事を行うというものです。当

該事業については、設計自体が令和３年度に完了し

ており、工事についてですね、令和４年３月に契約

を締結して、令和５年２月までに工事を完了すると

いう予定になっております。

災害拠点病院におきましては、災害時に少なくと

も３日分の病院機能を維持するための水を確保する

必要があるということですけれども、こちら３病院

についてはそれが十分確保されていないということ

がありますので、その水を確保するための工事を行

うというものでございます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

災害拠点病院の要件の中にヘリポート等の整備が

あったと思うので、これに関連して少し確認させて

いただきたいと思うのですが、今八重山病院でヘリ

ポートの設置について、複数案を上げて設置の検討

作業が進んでいると思いますが、案の詳細と今後の

工程について教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 八重山におけるヘリ

ポートにつきましては、今現在、暫定ヘリポートと

いうことで、八重山病院の隣接地にヘリポートが設

置されております。これは八重山地域における急患

搬送用の恒久ヘリポートをつくろうということで、

現在知事公室の防災危機管理課と、それから病院事

業局の本庁、八重山病院、石垣市、八重山事務所を

含めて協議を行っているところであります。

その中で３案、出ておりまして、まず１案としま

しては、八重山病院敷地内でのかさ上げ型ヘリポー

ト。それから２案目に、八重山病院近接地のかさ上

げ型ヘリポート。３案目に、八重山病院近接地の地

上型のヘリポートというふうになっております。こ

れまで病院事業局、それから八重山病院、石垣市と

先ほど申し上げた関係機関で３回協議を行っており

ます。その中で各案について、どういった課題があっ

て、整備に向けてどういった形で取り組んでいくか

というのを協議しているところであります。

○小渡良太郎委員 その課題について、少し詳しく

教えていただけますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

八重山病院、八重山地域における恒久ヘリポート

のほうにつきましては、病院事業局としては八重山

病院敷地内のヘリポートの設置については、そもそ

も八重山病院自体が移転改築をして、今現在、空港

跡地のほうに建設されておりますけれども、その際、

駐車場を含めて将来の移転改築を含めてという形の

ものでスペースを取っていて、現状スペースがない

というところのもので、新しい恒久ヘリポートを八

重山病院敷地内に設置するスペースがないと。それ

からヘリの離着陸に伴う騒音、それから振動、そう

いったものが患者へ与える影響というのがあると。

それと、八重山病院の敷地内につきましては今かさ

上げ型とかというのが出ていますけれども、かさ上

げ型になりますと、地上から20メーターぐらいのと

ころのヘリポートというふうになりますので、そう

いったところで添乗する医師の不安があると。それ

から、そのヘリポートの維持管理に伴う課題という

ところについてはまだ整理されてないというところ

があります。

恒久ヘリポートの整備につきましては、県におい

て複数の整備案というのを提示されておりますけれ

ども、関係機関において今この整備に向けてどういっ

た形で解決できるかという協議が進められていると

ころですので、病院事業局としましても引き続きこ

れら課題解決に向けて関係機関と取り組んでいきた

いというふうに考えているところです。

○末松文信委員長 休憩いたします。
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（休憩中に、小渡委員から答弁がＡ案につい

てのみとなっており、ほかの二案の課題は

議論されていないのかとの確認があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

與儀秀行病院事業経営課長。

○與儀秀行病院事業経営課長 今現在としては、先

ほど３案申し上げましたけれども、１案として八重

山病院敷地内のかさ上げ型ヘリポート、２案として

近隣でのかさ上げ型ヘリポート、３案で近隣地域の

地上ヘリポートというものです。今現在、八重山病

院敷地内でかさ上げ型がどうにか設置できないかと

いうところに焦点を絞って、まだ意見交換、協議を

行っているというところであります。

○小渡良太郎委員 焦点を絞った理由は何でしょう

か。

○與儀秀行病院事業経営課長 今、協議のほうにつ

いては、知事部の防災危機管理課のほうで主導して

協議を進めておりまして、そちらのほうの進め方と

して、まずは病院敷地内におけるかさ上げ型から課

題検討をしていこうということであります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、小渡委員からＡ案がありきに聞

こえる答弁となっているのでもう少し丁寧

な答弁をするよう、指摘があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

與儀秀行病院事業経営課長。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

これまで３回にわたり関係者で協議を行ってきた

ところであり、Ａ案だけを協議しているというわけ

ではなくて、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案、それぞれこれまで

協議を行ってきました。その中で、特にＡ案につい

て今課題解決に向けてどうかというところの協議を

行っているところでして、決してＢ、Ｃ案をやって

いないと、これを排除したというわけではありませ

ん。

○小渡良太郎委員 そのまま進んでいるので、今の

答弁だと、Ｂ、Ｃ案を排除していないとはいうんで

すけど、Ａ案ありきで進めているように聞こえるん

ですよ、この知事部局も含めてですね。ちょっと八

重山病院に伺いたいんですけれども、３案あるとい

う中で、八重山病院として実際現場で運営されてい

ると思いますから、どの案が適当か、案を限定しな

くても、どういう形のものが適当と考えているか少

し教えてください。

○篠﨑裕子八重山病院長 当院としては、やはり乗

る医師側がちゃんと安全であるかどうかという判断

が一番必要かなと思っています。今回、３回検討委

員会が開かれたということですけれども、その中で

院長の私は出席させていただけませんでした。やっ

と乗る側の人を出してほしいということで、最後の

12月に開かれたと思うんですけれども、３回目にし

てやっと当院の救急課部長を出席していただいて、

当院の乗る側の話も含めて、そういう検討委員会の

中でのいろいろな話合いは持たれたという次第です。

当院としては、やはり急患搬送に関する事業って

いうのは、そもそも沖縄県が持っている事業だと思っ

ております。その中で、沖縄本島は十幾つの病院で、

持ち回りの当番制で組んで対応しております。八重

山圏域、与那国、竹富町の島々、それと多良間に関

しては、全て八重山病院の医師が添乗して患者さん

を迎えに行きます。その理由は１人しかいない島々

の医師が、その患者とともにヘリに乗って病院に搬

送してしまうと、新たにそこに医師の不在という状

況をつくらないがために、そういうふうな事業が始

まったと聞いております。

そのために当院は、365日全て医師が当番を決めて

やっております。その中でも、ボランティア的な形

でのヘリ添乗の医師が募られていますので、年々、

医師の数が減ってはいる中で、安全性が担保できな

いかさ上げ式になった場合に、やはり添乗してくれ

る医師の確保も今後も難しいし、当院としては大事

な医師が何かあったら家族にも迷惑がかかるし、医

師としての使命で乗っていくのであれば私としては

安心・安全な地上案をぜひともお願いしたいという

ような形で意見は述べさせていただいております。

それと、当院は日本の南の国境の街の唯一の中核

病院です。今後ウクライナとか、いろんな情勢の中

で、非日常なことが起きた場合に対応すべきという

ことは、職員全員、自分たちの使命だと思って医療

を提供していますので、ぜひともその安全というこ

とをしっかりと確保できるようなヘリポートを私た

ちは望んでおります。

以上です。

○小渡良太郎委員 ちょっと思っていたよりひどい

んですけれども。検討委員会、３回話合いが行われ

たということなのですが、参加メンバーと内容を教

えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

参加メンバーにつきましては、知事公室のほうが

防災危機管理課、それから病院事業局のほうが病院

事業経営課、あと地元の八重山病院、それから県の

八重山事務所、それと石垣市の職員というふうになっ
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ております。

○小渡良太郎委員 先ほどの院長の答弁では、八重

山病院の方は３回目でようやく出席できたという話

だったんですけれども、当事者から何で最後３回やっ

て、当事者の意見が３回目しか聞き取ってないとい

う理由を。普通だったら最初に聞くべきだと思うん

ですけど、何で３回目からしか参加できてないのか。

１回目、２回目、それぞれ教えてください、１、２、

３回、別々で。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

先ほどのものは、医師が参加したということです

けれども、この意見交換につきましては、まずは事

務方でですね、本庁の課長、それから病院であれば

事務部長、石垣市においても課長クラスということ

で、事務レベルで意見交換をしましょうということ

で始まったものであります。その際、八重山病院か

らは事務部長が出席と、本庁の病院事業経営課から

は私が、それから防災危機管理課からは課長のほう

がと。石垣市も同じように関係する課長のほうが参

加しているというふうになっております。

それから、先ほど３回の協議を行ったということ

ですけれども、３回目のほうについてはできるだけ

事務方ではなくて、生の添乗するドクターの意見も

聞きたいということで、３回目にはドクターのほう

の参加も行ったというところであります。

○小渡良太郎委員 まず、Ａ案を検討しようという

ふうになったのは何回目からですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 まず第１回目の協議、

これが昨年９月１日に行われまして、その際に知事

公室の防災危機管理課のほうから先ほど申し上げた

３案が示されたと。これについて各関係者、おのお

のの立場から賛成、反対、課題等について話をした

と。

第２回目の会議、これにつきましては昨年の10月

26日に開催されまして、その際も同じくこの３案に

ついて、またそれぞれの立場から課題等を話したと。

３回目のほうが昨年の12月21日に行われまして、

このときにＡ案をさらに深掘りする形で、Ａ案とい

うのは八重山病院の敷地内のかさ上げ型が設置でき

ないかということで、Ａ案を深掘りする形で協議を

行ったというところであります。

○小渡良太郎委員 通常、先ほどの院長の答弁でも

あったとおり、乗るドクターの意見とかというのは、

できるだけ早めに聴取しておかないといけないし、

Ａ案に当たって乗るドクターの心配があるというの

が先ほど課題に上げていたんですけれども、それを

このタイミングで聞いたら当然だよねというふうに

も思えるわけです。

座波議員の一般質問の中でも、知事公室から出た

文書に関して２月17日に出て３月７日に回答期日と

いうことで、急患搬送ヘリポートの設置についての

依頼という文書が病院事業局長宛てに出されている

と思います。Ａ案に対する事業局の検討結果の回答

ということで、３月７日の期限付で求められている

と思うんですが、その検討結果の詳細を教えてくだ

さい。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちらのほうの回答

期限が３月７日というふうになっておりますけれど

も、こちらのほうについては、これまで病院事業局

としては３回の協議の中で、病院事業局本庁だけの

意見ということではなく、八重山病院と調整して病

院事業局としての意見を述べさせていただいており

ます。

３月７日の回答につきましては、今日これから八

重山病院の院長、それから事務部長を含めて病院事

業局としての対応を協議して回答させていただきた

いというふうなことで、回答のほうを延ばしている

という状況です。

それから先ほど医師の添乗の不安ということがあ

りましたけれども、これにつきましては第１回の協

議の際に八重山の事務部長から再三にわたり、医師

がそういうかさ上げ型については不安を覚えている

というのを話しております。ただ、そうなんです、

実際に医師の生の声を聞きたいということで、第３回

目は医師の出席をお願いしたというところでござい

ます。

○小渡良太郎委員 この１、２、３案ですね、いろ

いろと私も手元の資料を見ていたら懸念事項がいろ

いろ存在するんですけど、その話する前に、まずそ

れぞれの案の概算整備費を教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちらの費用の概算

でありますけれども、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案ということ

で３案を検討する際に、知事公室のほうから資料と

して数字のほうが示されておりますけれども、こち

らのほうについては、所管が知事部の防災危機管理

課のほうになりますので、この場での私からの回答

は差し控えさせていただきたいというふうに思いま

す。

○小渡良太郎委員 手元に資料があるので私は分か

るんですけれども、このヘリポート、かさ上げの場

合ですね、地上型だったらどれでも対応できると思

いますので、このかさ上げ案である１、２のヘリポー
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トについて、このヘリの機種別ですね、種類、どこ

まで対応できるような形になっているのか教えてく

ださい。

○與儀秀行病院事業経営課長 こちら３案のほうに

つきましては全てですね、今現在急患搬送をやって

いるのが海保のヘリですけども、それを主体としま

して自衛隊ヘリ、それからドクターヘリ―八重山通っ

ていませんけど、それも対応できると。唯一対応で

きないのが自衛隊大型ヘリで、ＣＨ－47と言われて

いるチヌークですね。こちらのほうについては、か

さ上げ型でも対応できないというふうになっており

ます。

○小渡良太郎委員 なぜ自衛隊の大型ヘリが対応で

きないのが上がっているのか、根拠を教えてくださ

い。

○與儀秀行病院事業経営課長 今示されている案で

は、11トンクラスまでのヘリのものという形のもの

で示されておりまして、チヌークのものでかさ上げ

型といいますと整備費用もかなりかかるのかなとい

う形を思いますけれども、恐らく病院のほうでです

ね、県立病院だけじゃなくて民間病院とかでも、ヘ

リポート設置していますけれども、そちらのところ

でもかさ上げ型でチヌークをですね、まあ、着陸す

るというところはありません。

で、チヌークが着陸するというところのものにつ

いては、地上型で整備していると。あと、チヌーク

のほうについては、今想定している面積のかなり大

きな面積でもって着陸帯を造らないと着陸できない

というところがあります。

○小渡良太郎委員 八重山病院では、このチヌーク

型で急患搬送したっていう事例は全くないんですか。

○篠﨑裕子八重山病院長 お答えします。

現在も暫定ヘリポートは、あくまでも海保のヘリ

対応ですので、そちらのほうにはチヌークはおりま

せん。しかし、そのチヌークを利用して、当院の重

症患者を沖縄本島まで運ぶ場合には、新石垣空港ま

で私たちが石垣市消防の救急車に要請をして、それ

に患者さんと医師が乗って、まず空港に向かい、そ

こで空港で乗り換えて、那覇空港で降りて、それか

らまた救急車に乗り換えて、受入れ病院のほうに連

れていくという形をとっております。

しかし、昨年の８月、与那国の高齢者施設でクラ

スターが出たときに、重傷者が多数出ました。それ

で最も重症者を早急に病院に収容しなきゃいけな

いっていうことで、その３名の重症の患者さんを運

ぶ場合にですね、海保のほうに依頼しましたら、３回

をピストンで運ばないと３人は運べないっていうこ

とで、そうすると、もう１日かかってしまうという

ことで、急遽、海保じゃなく自衛隊のほうにお願い

して、２人とお一人という形で２回の搬送で済んだ

ということで、その際にチヌークを利用して患者を

病院に収容したっていうような今回経験はありまし

た。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

この大型ヘリを活用する場合というのは、複数名、

重症患者搬送が必要となった場合とあります。本島

内であれば１人しか運べないヘリでも何とか対応で

きると思うんですけれども、八重山は離島ですから、

やっぱり何かあったときのために対応できるような

環境を整えるのが本来の姿であると思います。最初

から１人しか運べないもの、じゃあ、先ほど話が出

たようにですね、複数の患者が発生して運ばないと

いけないというときに、10機も20機も飛ばしてです

ね、ピストン輸送するのと。それを対応できる、海

保も海保の仕事があるし、そんな中で、その対応を

じゃあ誰にお願いするのという大きな懸念が―八重

山地域の医療の安全保障の観点から大きな懸念があ

るのかなと考えております。

この令和２年度の八重山病院からの急患搬送が、

海保65件、自衛隊32件、計97件という形になってる

んですが、この自衛隊ヘリ対応、一部対応できない

という形になると、できない場合の、この自衛隊が

担った33％をどのような形でやるのかっていう代替

案が必要になると思います。この代替案は何か病院

事業局で検討されたりしていますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 今、八重山の恒久ヘ

リポートについては、暫定ヘリポートを恒久ヘリポー

ト化するというところで、議論、協議が行われてい

るというところであります。

委員おっしゃったとおり、多数の負傷者が出た場

合の大量輸送とか、そういうのどうするかというと

ころがありますけれども、これにつきましても、先

日協議の中で、チヌークがとまれるようなところを

どこか近くに確保する必要があるのではないかとい

うような議論はなされております。

ただ、これについてはまだ、暫定ヘリポートを恒

久化するに当たっては、ヘリポートの中でですね、

取り入れていくかと、そういったところまでは進ん

でないというところであります。

○小渡良太郎委員 暫定だったらしようがないんで

すよ、あくまで暫定ですから。でも、これから造る

のは恒久ですよね、恒久ヘリポートを造ると。恒久
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ヘリポートを造って、想定以上のことが起きましたっ

て言い訳は聞きたくないんですよ。何かあったとき

にちゃんと対応できるようにするのが、本来の行政

がやるべき仕事であって、それでチヌークを入れま

せん、今話を聞いたら複数名、急患搬送、患者をど

うしても搬送しないといけないという状況が出てき

たら、今代替案は持っていませんという答弁でした

けれども、それで本当にいいのかというのはありま

す。

そもそもだから、この１案の検討に関して絞って

検討しているというのもちょっといろいろ考えると

ころあるんですけれども、今の答弁を聞いてたら考

える余地もないんじゃないかなというふうな気がし

ます。

ただ、もう少し掘り下げて確認をしたいんですが、

このかさ上げ型ヘリポートの、手元の資料でですね、

維持管理コストの部分で、エレベーター設置が必要

な場合には保守費用がかかるというふうに書かれて

います。

このエレベーターを設ける理由って何ですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 今現在、想定してお

ります、かさ上げ型ヘリポートというのが、大体

20メートルのかさ上げ型ヘリポートというふうに言

われておりますので、当然そこでですね、離着陸す

るに当たって、患者の病院への搬送の際には、エレ

ベーターが必要になってくるというところで、エレ

ベーターの設置というのがあると。

○小渡良太郎委員 八重山病院の急患搬送口って何

階に設置されていますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 急患搬送口は１階に

設置されています。このかさ上げ型ヘリポートのほ

うにつきましては、ヘリの着陸の際のダウンウォッ

シュとか風の影響であったり、それから着陸してく

る際の高さや周りに建物があると降りてこられない

というのはありますので、そういった高さ制限をク

リアするというようになってかさ上げ型というのが

今、案として上がっているというところであります。

それから、建物のほうにつける渡り廊下みたいなの

もありますけども、そちらのほうについては、患者

さんも振動による影響だったりとかっていうのがあ

りますので、建物から離したところでかさ上げ型と。

敷地内ということで、Ａ案という形で今、案が上がっ

て協議を行っているところであります。

○小渡良太郎委員 いろんな病院でヘリポート、病

院だけじゃなくて、民間企業でもありますけど、上

にある理由というのは、上に置いてそのまま運べる。

人も運べるというから上に置くというのが合理的で

よく理解はできます。搬送口が下にあるのに、上に

降ろしてわざわざエレベーターで急患搬送患者を上

げ降ろしして、それで医師の不安もあるよとかって

話されたらですね、何にもいいところない案なよう

な気がするんですけれども、この１案に関して、設

置場所を見ると、ヘリポートに隣接する病院側の壁

に面しているのが、乳幼児とかが入っているＮＩＣ

Ｕだという話も聞きました。

先ほどから、答弁にあるように、ダウンウォッシュ

により相当の騒音と振動が発生するということにな

ると、壁面強化の工事が必要になるんじゃないかな

というふうに考えます。このスムーズな搬送もかさ

上げ型だとなかなか厳しいという答弁で出てますし、

また、このいろんな部分を考えていくと、設置する

工事だけではなくて、病院側にも相当の強化をした

り、補強をしたりという工事が必要になる案じゃな

いのかなと、一番金のかかる案になってるんじゃな

いかなというのを強く感じます。

もちろん検討しているはずですから、このＡ案が

採用された場合ですね、八重山病院側の補強工事と

か、いろんな部分が発生すると思うんですけれども、

それの概算とかっていうのは出されてますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 まだ協議の段階です

ので、まだそこまで概算ということは出されており

ませんけれども、もしそういったかさ上げ型ヘリポー

トを八重山病院の敷地内に設置するということであ

れば、それは知事部の予算でもってやっていただき

たいという要望は、こちらのほうから出させていた

だいております。

○小渡良太郎委員 八重山病院はあれなんですよ、

2018年の10月に新築された病院です。築４年にも満

たない、まだ新しい病院なんですね。では病院を新

築する際に、こういうヘリポートの運用も含めて設

計何でしなかったのっていう話にもなるんですよ。

補強が必要とかって話になってくると。そこら辺ど

う考えていますか。見解を教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 八重山病院の移転改

築に当たりましては、当然、災害拠点病院でもあり

ますし、ヘリポートも必要だということで、病院事

業局としても考えておりました。

現在の場所に移転改築した際に、近くに市の真栄

里ヘリポートがあると。それを使えるということで、

委員お話ありましたけれども、屋上のほうにヘリポー

ト設置ということもやっておりません。そのため、

今現在の建物の中で屋上に設置するというふうにな
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りますと、加重が持たないということで、そこもヘ

リポートが設置できないというふうになっておりま

す。

○小渡良太郎委員 この離島の災害拠点病院で急患

の搬送もしないといけない。もちろん出てくるわけ

です、そういう業務が。ずっと昔から自衛隊、海保

の協力も得てやってるわけですから。それをしっか

りできるようにするために、病院建設やるべきであっ

て―そもそもの話、これは話してももう出来上がっ

ているのでしようがないとは思うんですけれども、

今言ったように設備面での懸念だけじゃなくて、運

用面でも懸念があります。

ちょうど私、この２月、石垣にいろいろな事情で

行ってたんですけれども、この周辺地域、電柱が地

中化されてなかったと。道路に隣接した地域を想定

すると、病院に近い場合、道路にも近接するという

形になります。そうすると、既存の電柱及び電線が

この安全な運用に関して、リスクの一つに数えられ

るかなと思いますし、離発着の際に周辺道路にダウ

ンウォッシュが降りるわけです。そうすると、ほか

のところの事例だと、ヘリが降りるときには交通を

一時停止するとかっていう、この交通安全上の配慮

とかもしていかないといけないというのは、ぱっと

見ただけで私でも容易に想像ができるんですが、そ

こら辺についても病院事業局の見解を教えてくださ

い。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。

このＡ案については、まだ検討段階でして、かさ

上げ型については、先ほど申しましたように20メー

トルの高さのかさ上げ型と。20メートルのかさ上げ

型になりますと、そういった地上へのダウンウォッ

シュっていうのは、かなり軽減されるということは

一応聞いております。

ただし、我々病院事業局としましては、先ほど申

し上げましたけれども、地元の八重山病院と協力し

ながらこれについては協議を行っているところであ

り、八重山病院の当然抱えてる不安については、我

々としても共有して、知事部のほうと協議を行って

いるところであります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、小渡委員からＡ案に対しての病

院事業局の率直な意見を聞きたいとの申入

れがあった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

與儀秀行病院事業経営課長。

○與儀秀行病院事業経営課長 病院事業局としまし

ても、現在の八重山病院の敷地内においては、そう

いった設置スペースはないということで理解してお

りますし、Ａ案については反対ということで、これ

まで３回の協議の中で知事部に対しては話をしてい

るところです。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

今回いろいろ質疑させていただいて、私も委員の

１人として、このＡ案、１案ですか、施設整備とか

運用面、あらゆる面で見て、著しく客観的合理性に

欠けてるんじゃないかなというふうに感じます。そ

のことを指摘して、公正な検討、選定等がなされる

ことを要望して、私の質疑を終わります。

○末松文信委員長 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 よろしくお願いします。

我が会派の花城大輔議員が今回一般質問で中部病

院の件を伺っておりましたので、もうちょっとその

件も絡めて、次年度の件お話を聞かせていただきた

いと思います。

まず、職員の労働環境の向上ということで、今ど

のような施策を取っているのかということをお伺い

します。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 県立

病院事業全体の取組の概要ということで御説明いた

します。

病院事業局としましては、業務の改善及び時間外

勤務の縮減のためのプログラムというのを定めてお

りまして、これに基づきましてまず時間外勤務の縮

減に向け取り組んでおります。具体的には、所属長

による時間外勤務に係る勤務時間とか勤務状況の管

理、それから衛生委員会による長時間労働の改善指

導、また、医師クラーク、看護クラークの配置等に

よる医師、看護師等の負担の軽減等に取り組んでい

ると。

また、医師につきましては、一部の診療科で変形

時間労働制という働き方を導入いたしまして時間外

勤務の縮減に取り組んでおります。

以上のような取組に加えまして、当然のことなが

ら、人材確保に努めるということによりまして、職

員の労働環境の向上に努めているというふうな取組

が概要でございます。

○新垣淑豊委員 この一般質問の中で県立病院の医

師が時間外58.6時間で、看護師が10.4時間というふ

うにお話をされておりましたが、この時間というの

は新型コロナで今本当に大変な状況だと思いますけ

れども、その以前と比べてどうだったのかと。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 端的
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に申しますと、以前の状態、令和元年度ということ

になるかと思いますけれども、令和元年度に比べて

令和２年度の時間外は、相対的に減りました。

令和３年度は対しまして、令和２年よりは若干時

間外は増えております。

令和元年度と３年度を比べますと、まだ令和元年

度に比べて時間外勤務の時間数は低いという状態に

なっているという状況です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

先ほどのプログラムが機能してるということかと

思います。今回の資料を見ても退職者と新規の採用

者、また、その差もありまして欠員も出るというこ

となんですけれども、例えば、花城議員のお話だと、

中部病院の泌尿器科の件が上げられておりましたが、

それ以外で例えば県立病院の中で、この科に関して

の医師の方、もしくは、それに関する医療スタッフ

が欠けているところというのは、どれぐらいあるん

ですか。要はこれは非常に大きな話だと思うんです

よ。

○松元博久病院事業総務課班長 現在、医師不足に

より診療休止の診療科は、県立病院で３診療科、北

部病院の泌尿器科、中部病院の眼科、八重山病院の

眼科。あと、医師不足により現時点で一部診療制限

の診療科は、北部病院の脳神経外科となっておりま

す。こちらは、医師不足の定義としては、定員に対

する欠員というよりは、外来を現時点でやっていな

いとか、一部外来を診療制限している等になってお

ります。

以上です。

○新垣淑豊委員 先ほどの時間外労働の件にも

ちょっと関わるんですけれども、時間外労働、かな

りハードなお仕事されてるなというふうに感じます

けれども、例えばこれが他の病院と比べてどういう

状況になってるのか。県立病院の中の話ではないん

ですよね、人材の取り合いというのは、多分民間病

院も関わってくると思うんですけれども、この辺りっ

てどうなんですかね。今の、ちょっと足りないとこ

ろも含めてですね。でも、同じぐらいの病床であれ

ば、私がちょっと聞いてるのは、ほかの同規模の病

院だと、先ほどの泌尿器科の医師が５名いる、もし

くは６名いる。だけれども今中部病院では２名、今

度から１名体制になるというような状況もあります

が、この辺ってどうなんですかね。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 なか

なか民間の医師の皆様の労働状況がどうだというよ

うなデータのほうは、ちょっと残念ながら持ち合わ

せていないんですけれども、これは民間ではなくて

全国の都道府県レベルの公立病院の数字で比較いた

しますと、医師の時間外労働に対する時間外勤務手

当の手当額ベースで見ますと、沖縄県は一番高いと

いうことでございます。

ただし、沖縄県のほうは当直とか、よその県でも

やられているような勤務に対しても、よその県より

は時間外手当を多く払ってるという状況もあります

ので、一概に時間外手当の支給が全国一だから時間

数が一番多いということにはなりませんけれども、

全国の都道府県の病院と比べて、恐らくは、平均以

上の時間数は時間外勤務をされているんじゃないか

なとは少なくとも言えるとは思っております。

県立病院の診療科の中で見比べた状況を申し上げ

ますと、診療科によって時間外勤務時間数には大分

ばらつきがございます。産婦人科とか、新生児科と

かは時間外労働時間数が多い状況にあるんじゃない

かなと思いますけれども、それに比べて大きく時間

外時間数が低いという診療科もありまして、これは

診療科によって様々というような状況です。

○新垣淑豊委員 例えば人材の確保という点では、

今産婦人科が非常に時間外労働が多いというお話で

あれば、やはりそこを手厚くするという方向で今考

えているんでしょうか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 時間

外労働時間数が多いところ、診療科について増やす

というのは当然一つ考えないといけないというポイ

ントかとは思いますけれども、後はどれだけその地

域に患者さんが将来にわたっていらっしゃるような

推計になっているかとか、将来的なニーズですね。

それも考えないといけないし、あとは、全国的に実

際にその診療科の医師の皆さんがいらっしゃるのか、

いらっしゃらないのかという、全国的なニーズのほ

うじゃなくて、供給のほうの状況も見ながら、定数

というのを実際に要求していかないといけないとい

うこともありますし、あと、あえて言えば診療科に

よって稼ぎ、収入ですね。どれぐらいペイするよう

な診療科というところも勘案しないといけませんの

で、一概に時間数が多いところだからすぐ増やすと

いう話にはならないということではあります。

○新垣淑豊委員 もちろん病院経営という面でも理

解はしていますけれども、やはり特に産婦人科のと

ころは、もう多分、県立病院が最後のとりでじゃな

いかなというふうに思います。そこから人がいなく

なるとどうやって、今後少子化対策もしなければい

けないと言っているけれども、安心して子供を産む
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環境がないじゃないかということにもつながりかね

ないと思いますので、ぜひここは、もちろん将来予

想も含めてですけれども、しっかりと取り組んでい

ただきたいなと思います。

ちょっとこれもまた同じく一般質問のほうからな

んですけれども、例えば、支援ロボット等の要望が

あったというお話がありましたけれども、これは令

和４年度の当初予算でどのように組まれているんで

しょうか。今回陳情も上がっていますけれども。

○與儀秀行病院事業経営課長 各病院からの要望等

につきましては、本庁機関の各担当が定期的に調査、

聞き取りを行いまして、把握に努めていると。今回

の予算編成においても各病院の担当者に聞き取りし

て、予算の編成を行ったところであります。

ロボット手術については、人の手で行うよりも精

密で安全性が高い手術が行いやすく、患者にとって

も体への負担が少ないということで、導入当初は、

前立腺がんとか、腎がんというところで手術が行わ

れていたんですけれども、今現在としては、胃がん、

食道がん、肺がん等、手術の適用範囲が広がってき

ているということで、病院事業局としても、これは

もうぜひ病院現場に必要なものだというふうに認識

はしております。

現在、県立病院については、まだどちらのほうに

も導入されておりませんので、これについては、病

院事業局としては、病院現場の状況とか課題等を踏

まえて、病院現場と連携して、早期実現に向けて今

現在取り組んでいきたいというふうに考えていると

ころでございます。

○新垣淑豊委員 ぜひお願いします。例えば、こう

いった機材で大分職員の負担が減るとか、そういう

ことになると、先ほど言っていた離職者の減という

ものにもつながると思いますので、ここは早急にやっ

ていただきたいなということですね。

ちなみに、これ今のロボットの件についてはどれ

ぐらい前から要望が上がっていたのかということを。

○與儀秀行病院事業経営課長 先ほど申し上げまし

たけれども、平成４年度の予算編成において中部病

院から手術ロボットを導入したいという要望は出さ

れておりません。ただし、導入に向けて検討を行っ

ているという報告は受けておりましたので、近い将

来、中部病院としては導入したいんだなということ

は把握しております。

○新垣淑豊委員 ちなみに、ほかの病院の先生方も

いらっしゃっていると思いますけれども、こういう

形でもうどうしてもこれを早めに欲しいんだという

ようなものがあれば、教えていただきたいんですけ

れども。

○和氣亨南部医療センター・こども医療センター院

長 発言の機会をいただけて大変感謝しております。

私どもはロボット手術の支援金でなくて、私たちが

今一番欲しいと考えているのは、ハイブリッド手術

室と言います。これは手術室の中に血管造影のレン

トゲンの装置も同時にある―そういうものがハイブ

リッドなんですが、これはカテーテル治療が格段に

進歩して安全性が増します。つまりは脳動脈瘤に対

してカテーテルという管を使って手術をすることが

できるし、心臓の弁の狭窄症に対してカテーテルだ

とかステントといった医療器具を安全に使うことが

できます。これは、通常の手術室で心臓を開けてや

るものとは違うので、カテーテル―足から血管に管

を通してやるものなので、特殊な機械と技術が必要

で、私たちの病院には、その技術を持った医師がそ

ろっています。ただ、部屋がないんです。それで、

喫緊の課題として、そのハイブリッド手術室をぜひ

病院につくっていただきたいと考えております。

ロボット支援手術については、これはほかの病院

でもし必要であるということだから、それは譲って

もいいかなと思っています。

○我那覇仁病院事業局長 ロボット支援手術、それ

からハイブリッドと、これは、昨年から我々は県立

病院ビジョンということで、向こう５年、10年とい

うふうなことで青写真をつくって、今月中には策定

すると。この２つの、やっぱり高度医療機器という

ことは、やはり研修医を獲得するにもぜひ必要だと

いうことが、やっぱりこの機器がないと来ないとい

うことがありますので、そこら辺はぜひ、ロボット、

ハイブリッドも局としても、なるべく早く導入でき

るような方法を検討していきたいなというふうに考

えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございました。

本当に、こういった装置がそろってくると、研修

医も集まる。非常にいいことになると思いますので、

ぜひ、与党の皆さんにしっかりと知事との予算掛け

合いやっていただきたいなと思います。よろしくお

願いします。

私からは以上です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、東日本大震災の発生時刻に合わ

せて全員で黙禱をささげた。）

○末松文信委員長 再開いたします。

それでは、以上で病院事業局関係予算議案に対す
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る質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午後２時47分休憩

午後３時10分再開

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、保健医療部長から保健医療部関係予算議案

の概要の説明を求めます。

大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 よろしくお願いします。

保健医療部所管の令和４年度一般会計及び特別会

計歳入歳出予算の概要について、御説明申し上げま

す。

通知しました令和４年度当初予算説明資料をタッ

プし、資料を御覧ください。

資料の１ページを御覧ください。

令和４年度一般会計部局別歳出予算の総括表と

なっております。

令和４年度一般会計歳出予算額は、表の一番下、

県全体の合計は8606億2000万円、そのうち保健医療

部は枠で囲った部分の965億629万8000円で、県全体

の11.2％となっております。前年度と比較しますと

170億5925万4000円、21.5％の増加となっております。

２ページを御覧ください。

県全体及び保健医療部の歳入予算を款ごとに示し

ております。

令和４年度一般会計歳入予算額は、県全体の合計

が8606億2000万円となっており、そのうち保健医療

部の令和４年度一般会計歳入予算は枠で囲った部分、

９の使用料及び手数料２億6713万7000円、10の国庫

支出金349億935万6000円、11の財産収入577万7000円、

13の繰入金17億5097万6000円、15の諸収入４億5364万

9000円、16の県債3370万円、合計で374億2059万5000円

を計上しており、県全体の4.3％となっております。

前年度と比較しますと141億886万7000円、60.5％の

増加となっております。

３ページを御覧ください。

保健医療部の歳入予算の主な内容について御説明

いたします。

欄外左側に行番号を振っておりますので、行番号

に沿って御説明いたします。

１行目、（款）使用料及び手数料２億6713万7000円

につきましては、２行目、（節）精神保健福祉センター

使用料及び４行目、（節）屠畜検査料等に伴う証紙収

入などを計上しており、前年度と比較しますと１億

9322万9000円、42％の減少となっております。これ

は主に県立看護大学の法人化に伴う県立看護大学授

業料及び県立看護大学入学料の減少などによるもの

であります。

５行目、（款）国庫支出金349億935万6000円につき

ましては、前年度と比較しますと138億5204万8000円、

65.8％の増加となっております。これは主に７行目、

（項）国庫補助金について、新型コロナウイルス感

染症対策のための新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金の増加及び看護職員の収入引上げを図

るための看護職員等処遇改善事業などによるもので

ございます。

次に、９行目、（款）財産収入577万7000円につき

ましては、前年度と比較しますと395万4000円、40.6％

の減少となっております。これは主に県立看護大学

の法人化に伴う教員の公舎入居に係る建物貸付料な

どの減少によるものでございます。

次に、11行目、（款）繰入金17億5097万6000円につ

きましては、沖縄県北部地域及び離島等緊急医師確

保対策基金繰入金及び地域医療介護総合確保基金繰

入金を計上しており、前年度と比較しますと２億

1287万3000円、13.8％の増加となっており、これは

主に基金充当事業である北部基幹病院整備推進事業

の増加などによるものでございます。

次に、14行目、（款）諸収入４億5364万9000円につ

きましては、15行目、（節）県立病院貸付金元利収入

及び17行目、（節）雑入などを計上しており、前年度

と比較しますと２億1312万9000円、88.6％の増加と

なっております。これは主に那覇市所管介護施設等

のＰＣＲ検査実施に係る受託事業収入の増加などに

よるものでございます。

次に、19行目、（款）県債3370万円につきましては、

（節）保健所施設整備事業及び（節）公共施設等適

正管理推進事業などを計上しており、前年度と比較

しますと2800万円、491.2％の増加となっております。

これは主に看護大学施設の老朽化に伴う施設改修事

業などによるものでございます。

４ページを御覧ください。

県全体及び保健医療部の歳出予算を（款）ごとに

示しております。

令和４年度一般会計歳出予算は表の一番下、県全

体の合計は8606億2000万円、そのうち保健医療部の

令和４年度一般会計歳出予算額は、枠で囲った部分、

３の民生費326億1595万2000円、４の衛生費631億

4164万4000円、10の教育費７億4870万2000円、合計

965億629万8000円を計上しており、前年度と比較し

ますと170億5925万4000円、21.5％の増加となってお

ります。
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５ページを御覧ください。

歳出予算の主な内容について御説明いたします。

欄外左側に行番号を振っておりますので、行番号

に沿って御説明いたします。

１行目、（款）民生費326億1595万2000円につきま

しては、前年度と比較しますと２億4529万8000円、

0.8％の増加となっており、これは主に国民健康保険

負担金等事業費における市町村の一般会計に対する

負担金の増加などによるものでございます。

２行目、（項）社会福祉費において、右側の事項別

内訳にありますとおり、後期高齢者医療負担金等事

業費、国民健康保険指導費などを計上しております。

次に、３行目、（款）衛生費631億4164万4000円に

つきましては、前年度と比較しますと170億7595万

3000円、37.1％の増加となっております。これは主

に４行目、（項）公衆衛生費については、こども医療

費助成の通院対象年齢拡大に伴う事業費の増加及び

ＰＣＲ検査などの相談検査体制の構築のための事業

費の増、７行目、（項）医薬費については、受入れ病

床確保や宿泊療養施設確保等の新型コロナウイルス

感染症対応事業費の増加、並びに医療提供体制を構

築するための救急医療対策費の増加などによるもの

でございます。

次に、９行目、（款）教育費７億4870万2000円につ

きましては、前年度と比較しますと２億6199万

7000円、25.9％の減少となっており、これは主に県

立看護大学の法人化に伴うシステム構築事業が完了

したことによる事業費の減少などによるものであり

ます。

次に、６ページを御覧ください。

保健医療部所管の特別会計、国民健康保険事業特

別会計の歳入歳出予算について御説明いたします。

表の下から２行目、国民健康保険事業特別会計の

歳入歳出予算額1588億7263万7000円を計上しており

ます。

次に、７ページを御覧ください。

国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算を款ご

とに示しております。

前年度と比較しますと３億554万1000円、0.2％の

減少となっており、これは主に後期高齢者支援金の

減少などによるものであります。

以上で、保健医療部所管の一般会計及び特別会計

歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 保健医療部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、委員長の許可を得てから、重複す

ることがないよう簡潔にお願いします。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに甲第１号議案及び甲第

20号議案に対する質疑を行います。

比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。よろしくお願い

いたします。

私のほうから２点お伺いしたいと思います。１点

目は所管外だったと思います。

２点目として、妊娠期からつながるしくみ体制構

築事業についてお伺いしたいと思います。まず、そ

の内容、それから１番目に質疑出してありますので、

母子健康包括支援センター設置状況と未設置市町村

の課題についてお伺いします。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。

母子健康包括支援センターについては、令和４年

２月現在、24市町村で設置が済んでおり、令和４年

度以降に設置を予定している市町村は13市町村、設

置未定が４村となっております。未設置の主な理由

は、既にセンターの機能を果たしている、専門職員

を含む職員の確保が難しいことが挙げられておりま

す。

課題解決のため、県からは、センターとしての機

能を果たしていたとしても、看板を掲げることで住

民から相談場所が分かりやすくなること、子育て支

援に力を入れていることのアピールになることや、

業務の重点化により、兼務職員で運営している小規

模町村の事例を紹介し、理解を求めてきたところで

ございます。

○比嘉京子委員 専門職員というのは、どういう職

種の方でしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 保健師をはじめ助産師等、

あと精神保健福祉士等も入っております。

○比嘉京子委員 24の市町村においてはそれが充実

しているということで、この令和４年度13か所予定

というところには、その見込みがもう見えていると

いうことでよろしいですか。

○国吉悦子地域保健課長 13か所につきましては、
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センターを設置する予定で今準備を進めていると聞

いております。４年度以降というお答えなので、皆

さん早期に進めていただきたいということで意見交

換をしております。

○比嘉京子委員 今回の妊娠期からつながるという

のは、新となっているんですけれど、従来からされ

ている事業だと思うんですけれども、これは未設置

市町村の課題を解決するモデル事業をするというこ

とで新というふうになったのでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 委員がおっしゃるとおり

で、センター未設置市町村の課題を解決するために、

県では令和４年度から新たにモデル事業を創設し、

離島等の人材確保が難しい町村に対し専門職を派遣

するなどの支援を行うほか、センター機能の充実を

図るための人材育成研修等を実施するなど、事業内

容を拡充することとしております。

○比嘉京子委員 モデル事業は、具体的に何か所と

か、どこだというようなことはどうでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 今、課題として職員が確

保できないと意見を出しております離島町村の３か

所をモデル的に考えております。

○比嘉京子委員 そのモデル事業に指定して、人材

を派遣して、その仕組みのお手伝いをするというふ

うに理解してよろしいですか。

○国吉悦子地域保健課長 実際にその仕組みを伝え

ていきながら、センターとしてどう妊産婦に相談を

展開していったらいいかというものを、町村の職員

と一緒に立ち上げていくまでの準備をしていくとい

うところです。

○比嘉京子委員 この人材がいないということは、

例えば妊娠、出産、子育てというのができていない

のではなくて、どういう状況だから設置が難しいの

でしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 できていないわけではな

くて、この町村も全数、妊娠届出があった妊婦さん

の面接をされていて、今、実際にその方たちに必要

な支援というのを実施しているところなんですけれ

ども、お一人で幾つも、母子保健事業だけでなく、

住民健診であったりいろんなことを担当しているも

のですから、このセンターを設置することで、また

さらなる事業が増えるのではないかとか、設置に対

して今よりもさらに業務が増えると、優先的に母子

に関わることができないんじゃないかということで、

なかなか設置を踏みとどまっているというところが

ございます。

○比嘉京子委員 分かりました。

結局、それをお手伝いすることによって、その運

営を支援しながら、それを機能させていくというよ

うなモデル事業だというふうに理解をいたします。

それから予想される効果というのはどうなのでしょ

うか。

○国吉悦子地域保健課長 今回につきましては、本

事業の実施により、全市町村においてセンターが設

置され相談機能が充実することで、全ての親子が住

み慣れた地域で不安を抱えることなく、安全・安心

に暮らせる環境を提供することにつながることと

思っております。

○比嘉京子委員 これは４年前にも、現知事の公約

に大きく掲げた、いわゆる沖縄版のネウボラという

制度を使わせてもらったんですけれども、本当にま

だ、この４年たって24か所だというお話ですけれど

も、とにかく今までなかったような機能を各市町村

に芽出しをしていくということで、非常に御苦労さ

れているなというふうには思っております。

部長にお聞きしたいんですけれども、今この事業

を中心として、どういうことを絡めていくようなシ

ステムをしようというふうにお考えですか。

○大城玲子保健医療部長 母子包括支援センターの

拡充につきましては、子供の貧困対策とも非常に密

接に関連していると思っています。妊娠の届出が出

されてから、それから子育てに至るまで、しっかり

としたフォロー体制ができることによって、そうい

うことが解決していけるのではないかと考えており

ますので、市町村全体にこのセンターが設置できて、

さらに拡充できていることが、子供たちを健全に育

てていくための方策であるというふうに考えます。

○比嘉京子委員 これを中心に、何よりも母子手帳

をもらいにそこに来るわけですから、来たときにア

ンケート等を実施することによって、リスクの大中

小といいましょうか、リスクの高い、低いというよ

うなことが調査され、そして、しっかりとそれを支

える家庭訪問であるとか様々なこと、これはもう健

診にもつながると思われるわけですよね。そうする

と、今事業が皆さんのところにあるもの、それから

昨日もちょっと子ども生活福祉部のほうに聞いたん

ですけれど、この事業がこれに関連して、全部ここ

にまとまればというような事業が、例えば10代の妊

娠であるとか、それから、産前産後のケア、サポー

トというようなものであったりとかいうような、事

業事業が散在しているというか、皆さんの中だけで

も部署が違うというようなことが起こっていたりし

ます。考え方としては、私はやっぱり、そこの中に
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太く全部が入るような連係プレーといいますか、と

いうのは、手帳をもらいに来たときに、こういうこ

とがあるという情報を一括して発信をしていくとい

うようなことがとても大事ではないかというふうに

思っているのですが、その考えについて、皆さんの

ほうでもおありなのかどうかお聞きしたいと思いま

す。

○大城玲子保健医療部長 委員おっしゃるとおり、

やはり妊娠の届出があってから、窓口が一元化され

るというのは非常に重要だと思っております。保健

医療部で所管している事業、それから子ども生活福

祉部で所管している事業、様々ございますけれど、

それは保健医療部とか福祉部とかいうことではなく

て、どういう支援がこの人に必要なのかというとこ

ろを見極めた上でその事業につないでいくというこ

とが重要だと考えておりますので、母子包括支援セ

ンターを含めて、また、子ども生活福祉部では若年

母子の居場所などについてもやっておりますので、

その辺は連携しながら、しっかりと取り組んでいく

必要があると考えています。

○比嘉京子委員 10代じゃなくても産前産後で不安

定になる人たちが多いことと、それから、やってい

る方々、助産師の方々からすると、そこを手厚くす

ることによって、３時間の休憩であるとか１日預か

りとか、何かをすることによって、また話をするこ

とによって、非常にこれ、実感しているのは虐待防

止だと思う。そういうようなこともつながっている

ので、やっぱりここを手厚くしていくというのが沖

縄県の今後重点的な場所になるのではないか、また、

しなければいけないのではないかというふうに思っ

ております。

そこら辺はぜひともお考えいただいて、ネウボラ

は生まれる前から関わり、ほぼ保健婦の同じ人が６年

間基本的には関わって、小学校まで、ネウボラに行

くと、子供の全ての情報がある。そして、小学校に

なるとつなぐというようなことになっているわけで

すよね。ですから、そういう意味で言うと、ここに

行きさえすれば言語の発達の問題、予防接種の問題、

それから不安材料の問題、様々なことが全部ここに

行けば解決するというような、そこから医者に回し

たり言語指導員に回したり、いろんなことをやって

いるわけですよね。

ですから、そういうことをイメージしながら、沖

縄県としても、部長はもうお辞めになるみたいです

けれども、ぜひとも次の糸数部長につないでいただ

いて、ここを太くすることが今後のいろんな派生す

る問題の大きな歯止めになるという意識を持ってぜ

ひともやってほしいなと思っております。次期部長

にも御意見を伺ってよろしいでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 もともと母子

保健は、母子手帳の届出から、それから健診、この

生まれた後の乳児検診もほぼ、90％以上、みんなが

当然に利用するというのが以前から母子のシステム

としてありました。逆に福祉のほうは申請をしてき

た子供たちに対応するというような形で、それが届

いていないという場合が、なかなかタイミングが遅

れるというふうなことがあったので、今回この包括

支援センターは、みんなが通過する母子のシステム

を使って最初の情報を取って、その後のアセスメン

トをして、必要ないろんなメニューにつなげるとい

うふうな考え方だと理解していて、今委員がおっ

しゃったように、その情報を蓄積したりそれを利用

するというところがまだ今後の課題かなと思ってい

ますので、そういうふうなイメージを市町村とも共

有しながら、これがあるということができる。

今、モデル地区で今度行おうとしているのは、小

さな離島の自治体ですけれども、逆に離島の自治体

は、地域の住民の方がみんな子育てに関心がありま

すので、逆に言うと孤立はなかなかしなくて、役所

としても、特にこれがなくてもみんなで子育てして

いるというようなところがあるんですけれども、看

板を掲げてそういうふうにセンターをつくるという

ことをまた意識してもらって、一つでも多くの自治

体でこういうセンターができるように支援していき

たいと思います。

○比嘉京子委員 ありがとうございます。

とにかく太くしてもらいたい、ここを太くしても

らいたい。そこからだというふうに、第一子は特に、

フィンランドでも関わりを深くしていました。親育

ても含めて非常に重要だと思いますので、ぜひよろ

しくお願いします。

最後に、離島医療体制の中で、医療体制確保支援

事業という、37ページのほうですけれども、離島医

療体制を堅持するための医師や看護師の現状につい

てからまずはお聞きしたいと思います。

○宮城優医療政策課長 離島地域における医師の確

保につきましては、県立病院における専攻医の養成、

自治医科大学への学生派遣、それから琉球大学医学

部地域枠出身医師の派遣といった医師の養成を通じ

た確保に取り組んでおります。また、県内外の医療

機関から北部離島の県立病院へ専門医の派遣を行う

経費を支援するとともに、公立や民間の医療機関に
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医師を派遣する医療機関に対して補助を行う医師派

遣推進事業を実施しております。このほか、医師が

離島地域でもスキルアップできる環境を整備するた

め、離島地域への指導医の招聘、若手医師の研修派

遣を支援するとともに、離島診療所に対しては、代

診医の支援強化により、研修参加や休暇取得を支援

し、業務負担の軽減に努めております。

以上でございます。

○比嘉京子委員 午前中に病院事業局がありました

けれども、やっぱりお辞めになって欠が出ていると

ころがあって、それが特に看護師等においては、か

なり育休・産休等で欠が生じていて、途中から充足

が難しいというお話がありました。離島医療を守る

ために、やっぱり何といっても人材確保だと思われ

るんですけれども、今後10年ぐらいを見通して、人

材確保というものの見通しをどのようにお考えで

しょうか。

○宮城優医療政策課長 すみません、医師の観点か

ら答弁させていただきます。医師につきましては令

和２年度から琉球大学医学部地域枠出身医師が研修

を終了して、離島・僻地における勤務を開始してお

ります。地域枠出身の医師で義務履行に従事する人

数は、順次増加して、令和12年度以降は70人前後で

推移する見込みとなっております。これに、これま

で実施してきました自治医科大学への学生派遣及び

県立病院における専攻医養成を通じた確保数も合わ

せますと、令和12年度以降は離島・僻地で勤務義務

を履行する医師数が100名程度で推移するものと見込

んでおります。

県としましては、琉大等関係機関と連携して、引

き続き離島・僻地における安定的な医師確保に努め

てまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 出てくることは出てくるんですけ

れど、琉大が離すかどうか。琉大だって困っている

状況もあるんですね、現在でも。ですから、出ては

くるんですけれど、必ずしも県立に来るかどうかは

確かではないということを踏まえて、安易な見積り

をしないというんですかね、見通しを立てないとい

うようなことで、やっぱりこれから育っていく人た

ちが何を欲しているのかということを十分に察知を

した上で対応をしていくというようなことを含めて

ぜひ確保に向けてお願いをしたいと思います。

以上です。

○末松文信委員長 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 新型コロナウイルス関連で質問

をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症、

このＰＣＲ検査強化事業について伺います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

高齢者施設等においては職員を対象として２週間

に１回定期的に検査を実施し、陽性者を早期発見す

ることで感染拡大を未然に防止できるよう取り組ん

でいるところでございます。なお、施設内で陽性者

が確認された場合は、コロナ対策本部の施設支援チー

ムで情報収集した上で、感染対策のための専門家を

派遣するなど、クラスター発生の防止に取り組んで

いるところでございます。

また、学校、保育所等におきましては、陽性者が

確認された場合はクラス単位等で一斉に検査を実施

することで、感染拡大を防止し、学校等の活動が早

期に再開できるよう取り組んでいるところでござい

ます。

○玉城ノブ子委員 高齢者施設、保育所の問題をお

話しておられましたので、10代以下の感染が広がっ

ていることの関係で、保育所、学校でのＰＣＲ検査

の実施についてはどうなっていますでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 学校現場のＰＣ

Ｒ検査の対応についてでございますが、学校保育Ｐ

ＣＲ検査については外部委託業者により検体を回収

する体制を整備しているところであり、第５波まで

は５チーム体制であったところを、現在10チームで

拡充してきているところでございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひ学校でのＰＣＲ検査、進め

ていただきたいということと、学校現場の先生方の

ほうからは負担にならないようにやってほしいとい

うこともありますので、ぜひその点については配慮

していただきたいと思うんですがいかがでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 県としましては、

学校現場の負担を軽減しつつ、必要な検査を迅速に

実施できるよう検体回収チームの拡充のほか、委託

業者による容器配布体制や結果の連絡体制の改善を

図るなど、引き続き体制強化に取り組んでまいりた

いと考えております。

○玉城ノブ子委員 沖縄県のワクチン接種促進事業

の３回目のワクチン接種事業の現状はどうなってい

ますでしょうか。今後の対策についても伺います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 ３回目の接種状

況につきましては、３月９日現在、32万5805人、全

人口の21.9％です。そのうち、高齢者については21万

2610人、高齢者全人口の64％の接種を行っていると

ころであります。

今後の接種の取組につきましてですが、現在県の

広域ワクチン接種センターを３か所置いておりまし



－438－

て、２回目接種から６カ月以上を経過した18歳以上

の全ての方を対象として、接種を進めているほか、

企業、団体枠を設け、エッセンシャルワーカーを含

めたあらゆる職種に対する接種に取り組んでいると

ころであり、また、先週から接種券なしの接種も開

始したところであります。引き続き市町村と連携し

て接種に取り組んでまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひワクチン接種については、

コロナ感染拡大をやっぱり防止していくというふう

な観点から、早めにね、みんながワクチン接種を受

けることができるような体制強化をぜひ図っていた

だきたいというふうに思います。

それと、新型コロナウイルスワクチンの個別接種

・職域接種促進事業がございますけれども、これに

ついてはどういうふうになっていますでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

新型コロナウイルスワクチン個別接種・職域接種

促進事業は、まず一定期間内に一定数の接種を行っ

た個別接種医療機関に対して報償費を支給するとい

うような取組と、また中小企業等が追加接種を行う

ために会場を設置した場合に、接種１回当たり1500円

を上限に補助金を交付するというようなものでござ

います。このような支援によって接種の推進を図っ

ていきたいというふうなことでございます。

○玉城ノブ子委員 あと、自宅療養者が増加してい

るということですけれども、自宅療養者は今、何名

になっていますでしょうか。自宅療養者への支援は

どのように対応をなされているんでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

まず自宅療養者の状況ですけれども、３月８日時

点で4837名の方が自宅療養を行っているところでご

ざいます。自宅療養者に対しては、本部に設置した

自宅療養者健康管理センターにおいて毎日の健康観

察、それからパルスオキシメーターの配付及び配食

支援サービスなどを行っているところでございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひ自宅療養者、とりわけ高齢

者の皆さん方がいらっしゃるところでは、本当に具

体的な支援がないと毎日が大変だというふうな状況

もありますので、これはもう市町村とも連携を取っ

て、必要な支援がそこに行きわたることができるよ

うな体制はぜひ強めていただきたいというふうに思

いますがいかがでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

市町村との連携については、各市町村の生活支援

が円滑に実施できるよう、県から市町村への情報提

供を毎日行っているところでございます。また、自

宅療養者には市町村が実施している支援内容の案内

を行うなど、安心して療養できるよう努めていると

ころでございます。

自宅療養者の支援については、住民サービスなど

住民の身近な行政を担う市町村との協力が重要だと

いうことから、今後も市町村との情報を共有して対

応をしていきたいというふうに考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いいたします。

次に新型コロナウイルス感染症受入病床確保事業

の執行状況について伺います。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

３月９日時点で、新型コロナウイルス感染症受入

病床確保事業については、175億5838万3000円をコロ

ナ病床確保した重点医療機関等に支出しているとこ

ろでございます。

また、新型コロナウイルス感染症医療機関協力金

交付事業については34億9738万5000円を重点医療機

関、それから発熱外来を行う医療機関、後方支援医

療機関、薬局等に支出の処理を行っているところで

ございます。

○玉城ノブ子委員 今、各医療機関ともにね、財政

上も大変逼迫した状況にあるというふうに聞いてお

ります。これはもうすぐに必要な協力金や交付金が

早めに医療機関に届けられるようにしていただきた

いというのが各機関からの訴えでございます。

執行状況はどうなっていますでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 まず病床確保料でござ

いますけれども、予算総額が２月補正後で311億

4507万5000円となっておりまして、執行額が２月末

時点で175億5838万3000円、執行率で言うと56.4％と

なっております。

○玉城ノブ子委員 ぜひこのコロナウイルスの感染

症問題、大変皆さん方、厳しい中で頑張っていらっ

しゃることに大変心から感謝と敬意を申し上げます

けれども、今後とも、今従来のオミクロン株から感

染力が1.4倍も高いと言われているＢＡ．２ですか、

県内の中部や南部で確認されているということもご

ざいます。そこも見据えて、やっぱりコロナ感染拡

大を防止していくためのぜひ体制強化を、一層進め

ていただきたいというふうに思います。

これについて部長、これまで本当に大変お疲れさ

までございます。大変お世話になりました。ぎりぎ

りのところまで、コロナ感染の問題で大変頑張って

いらっしゃることに敬意を表します。ぜひこれから

も体制強化の問題も含めて、新しい部長と連携を取

りながら頑張っていただきたいと思いますけれども、
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最後の決意、コロナ感染拡大の。

○大城玲子保健医療部長 これまでのコロナの対応

につきましては、６波まで経験したわけですけれど

も、その度ごとに様相を変えてまいりました。その

ために県としても様々な対策を工夫をしながらやっ

てきたというふうに考えています。先駆的な取組も

非常に、なかなか感染が多かったので、なかなか、

言いにくい部分もありましたけれど、県としては他

県に先駆けて取り組んだこともたくさんございます。

そのような体制でしっかりとやってまいりましたの

で、これについては新部長にしっかりと引き継いで、

しっかり対応をしていただきたいというふうに考え

ています。

○玉城ノブ子委員 どうもありがとうございます。

ぜひよろしくお願いいたします。

時間が少しありますので、ちょっと確認だけさせ

ていただきます。子供の医療費の中学校卒業までの

窓口無料化が、これ全市町村で実施するということ

で確認してよろしいんでしょうか。これは大変高く

評価しておりますので、ぜひ頑張っていただきたい

と思ってますけれども、いかがでしょうか。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

委員おっしゃるとおり、全市町村で通院年齢の拡

大に取り組むとしております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ頑張っていただきたいとい

うふうに思います。大変多くの皆さん方から大きな

期待の声が上がっておりますので、引き続き子供た

ちが安心・安全な環境の中で、子育てすることがで

きる状況をまた今後ともつくっていただきたいとい

うふうに思います。

あと１点だけ、国民健康保険の問題なんですけれ

ども、沖縄戦の影響で前期高齢者の比率が沖縄は低

くなっております。これはやっぱり、今、国保財政

大変厳しい状況になっています。国民健康保険税の

負担も、他の保険制度と比べてとても高いというこ

とで、地域の市町村の中においては、この高い国保

税、何とか安くしてほしいという大変切実な要求要

望も上がっておりますので、これについてはぜひ、

特に、前期高齢者の比率が沖縄は低くなっていると

いうこと、これはやっぱり戦争を行った国の責任で

あるわけです。

ですから、その赤字の額の補塡については、国の

責任でやっぱり補塡すべきあるというふうに思って

おりますので、国に対してしっかりとその点につい

ては要求していただきたいというふうに思いますが、

いかがでしょうか。

○仲間秀美国民健康保険課長 委員おっしゃるとお

り、沖縄県の市町村におきましては赤字の市町村が

非常に多い状況でございます。県としましては多額

の赤字を抱える市町村国保の構造的な課題の解消を

図るため、本県の特殊事情に配慮した財政支援を行

うよう、引き続き市町村国保連合会と連携して国に

要請してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、よろしくお願いいたしま

す。

○末松文信委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 コロナで本当に奮闘されている

皆さんに敬意と感謝を申し上げたいと思います。

まず１点目は、今、こども医療費助成制度につい

て、全市町村で実施するとありました。実施に向け

て市町村の負担を一定、県がカバーするという対応

もされた中でのここまで持ってきたのかなと思いま

す。その点の努力を伺いたいと思います。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

現行のこども医療費助成事業につきましては、入

院は中学校卒業まで、通院は就学前までを補助対象

としておりますけれども、県におきましては通院対

象年齢の拡大に取り組んできましたところ、各市町

村の御理解をいただき令和４年４月から県内全ての

市町村で、通院対象年齢を中学校卒業まで拡大と現

物給付が実施されることとなっております。

今回、この令和４年度当初予算におきましては、

この対象年齢の拡大に伴いまして、前年度と比べて

約６億8000万円増の22億7488万8000円を計上をして

いるところです。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 システム改修とか、それぞれの

自治体はそういう対応も必要だったのかなと思いま

す。その点での支援とかされたのかどうか確認させ

てください。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

県としましては、令和４年度からの制度拡充に向

けて令和３年度において、市町村のシステム改修へ

の補助を行っているところでございますけれども、

令和４年度におきましては、市町村の国民健康保険

の国庫負担金減額調整措置の一部を補助する新規事

業を実施することとしておりまして、市町村のこど

も医療費助成制度の円滑な事業運営を支援してまい

りたいとしております。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、こども医療費助成

現物給付支援事業とあります。これについての事業

概要について確認します。
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○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

国民健康保険の国庫負担金減額調整措置、いわゆ

るペナルティーにつきましては、こういった現物給

付を行うことによって、医療費が増える分につきま

しては、地方自治体が負担するものとされておりま

して、こういった減額調整がされるものなんですけ

れども、こちらについては、先ほど申し上げました

とおり県としましては、この市町村のこういった減

額調整措置の一部を補助するというために、新規事

業立ち上げて補助事業を行う―その事業の制度の円

滑な事業運営を支援していくということとしており

ます。

○瀬長美佐雄委員 これは国からのペナルティー分

だというふうに理解します。ちなみにこのペナルテ

ィーの意味するものは何なんでしょう。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

先ほど少し申し上げましたが、国民健康保険国庫

負担金減額調整措置につきましては、地方単独の医

療費助成事業において、現物給付により、その助成

が行われる場合、一般的に医療費が増える傾向とな

るとされておりまして、その医療費の増分について

は当該自治体が負担するものとされております。国

庫の公平な配分の観点から、減額調整されるという

ものでございます。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 本来は国の制度とすべきだし、

こういうペナルティー制度なんてあるべきじゃない

と思うんですよ。それの撤廃を求めるという地方の

声をしっかり届ける必要があると思います。その点

でどういう努力をされているのか伺います。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

県におきましては、子供の医療にかかわる全国一

律の制度の創設、これと国保の国庫負担金減額調整

措置の廃止について、全国知事会、全国衛生部長会

などを通じて国に要請してきたところでございまし

て、引き続きこういった要請を行ってまいりたいと

考えております。

○瀬長美佐雄委員 今、事業について質問してます

が、部局別の資料の８ページ、９ページにある事業

を中心に質疑をします。

続きまして、新型コロナウイルス感染症の保健所

体制強化事業。予算も大幅にアップしていますし、

これの事業概要についてお願いします。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

新型コロナウイルス感染症保健所体制強化事業で

ございますが、当該事業は令和４年度の保健所の体

制強化を図ることを目的に、事業費を約１億8700万

円増額したところでございます。これにより会計年

度任用職員として、指定感染症等対応支援員18人、

それから事務補助９人を配置するとともに、外部委

託として、看護職16人、事務職58人の増員が可能と

なっております。保健所の体制が強化されることに

よって感染拡大時にも適切に対応できるものと考え

ております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 通常業務、コロナ感染者の検査、

追跡という以外に本来業務がどうなっているのかと

いう点で、この予算で本来業務も次年度はしっかり

できるという対応ができそうなのかどうか伺います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

今回の増額につきましては、専らコロナ対策とい

うことで増員体制強化を図るというようなものに

なっておりまして、それによりまして、保健所のコ

ロナ対応業務が負担軽減されると考えております。

そういう中で、現在、幾つか制限されている業務の

実施が可能になるということで考えております。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。

次、検査体制確保事業、これも大幅な予算増額と

いうことで、これの説明を受けたいと思います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

新型コロナウイルス感染症検査体制確保事業につ

きましては、新型コロナウイルス感染症に係る行政

検査や保険診療検査の公費負担を行う事業でござい

ます。予算増額の理由としましては、新型コロナウ

イルスの感染拡大に伴い、検査需要が増大すること

を見込みまして、行政検査の委託、それから保険診

療検査の公費負担に係る費用を増額したというよう

なものでございます。

○瀬長美佐雄委員 まだ感染者が高止まりという中

で、検査はしっかり受けようと思ったら、受けられ

るという現状はどうなっているのか確認させてくだ

さい。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 委員御指摘のと

おり、第６波におきましては検査の予約がなかなか

しづらいというような状況が発生したということで

ございますが、現在はそういった事業者におきまし

ても体制強化しておりますので、現在のところ、そ

ういった検査がなかなか予約が取れないというよう

な状況は改善されているというふうに考えておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 一日どれぐらいの検査数に上っ

ているかというのを伺います。
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○城間敦ワクチン接種等戦略課長 実数として、一

日どれぐらいの検査がというのが今、手元にないの

でございますが、最大の検査能力としましては、今

１日当たり２万6000件というような数字がございま

す。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、感染症療養等の臨

時施設が新たにできていると。２月から開設されて

いるかと思いますが、この事業概要について伺いま

す。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

新型コロナウイルス感染症療養等臨時医療施設運

営事業は、感染拡大により入院、治療が必要でも、

すぐに入院できない状況に備えて、入院調整が整う

までの間、一時的に患者を受け入れて酸素投与など

の処置を行うとともに、救急搬送体制の影響を最小

限にとどめることを目的として、入院待機施設を設

置、運営する事業となっております。

○瀬長美佐雄委員 スタッフの体制、どんな人員な

のか。あと全国的にも先駆けているのかなと思いま

す。全国でそういった施設というのは何例目なのか

を伺います。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

運営の体制については、施設配置について日々の

患者の受入れ見込みにより流動的に対応していると

ころでございますが、おおむね医師が１名から２名

程度、それから看護師が１日当たり８名から12名程

度、それから事務が６名から８名程度というような

体制になっております。

ただ、他県の状況でございますけれども、東京で

あるとか、主な感染が拡大しているようなところに

ついては入院待機施設を設置しているということは

承知しておりますが、何番目かというのはちょっと

手元に資料がございません。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、医療従事者を対象

とする宿泊施設運営というのも重要な役割を担って

いるかと思いますが、現状はどうなんでしょうか。

予算対応もお願いします。

○嘉数広樹感染症対策課長 まず実績のほうから御

報告したいと思います。

新型コロナウイルス感染症医療従事者向けの宿泊

施設確保事業でございますけれども、令和３年度の

実績については、２月末時点で延べ宿泊数で２万

2450泊、補助額で申し上げますと１億1769万円となっ

ておりまして、今後、年度末までの実績に応じて執

行を予定しているところでございます。

新年度予算との比較については、令和３年度当初

予算は１億3079万8000円でございました。令和４年

度当初予算計上額は5194万2000円となっておりまし

て、7885万6000円の減となっております。これは今

回当初予算分では、当面４か月分の積算をしたため

ということになっております。令和４年度において

は、感染状況を踏まえた上で４か月を超えて事業の

継続が必要になった場合に、改めて補正予算等によ

る対応を検討してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

○瀬長美佐雄委員 やっぱり感染の関係でいうと、

米軍基地関係の対応はやっぱり課題になってないか

と。新しいオミクロンからの変異株、ＢＡ．２でし

たかね、それも基地従業員、あるいは関係者から検

出されたという点で、このゲノム解析を含めて検査

をしっかりやることと、米軍との関わりでしっかり

情報を共有できるようにまとめているかと思います

が、どんな状況でしょうか。進展があれば。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

まず、米軍との情報共有についてでございます。

県では、在日米軍と日本国の衛生当局課における情

報公開に係る日米合同委員会合意等に基づいて、相

互に情報共有を図るため、海軍病院のほうと情報交

換を行っているところでございます。

令和２年７月２日以降にその報告を受けておりま

して、在沖米軍基地のこれまでの陽性者の累計で言

うと１万1014名というような報告を受けるなど、情

報共有を図っているところでございます。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 米軍における検

査につきましては、在沖米軍のほうでゲノム解析等

はできないので、変異株が疑われる場合は海軍病院

がサンプルを本国へ送り解析しているというふうに

聞いております。

あと、その要請等につきましてですが、キャンプ

・ハンセンにおける陽性者の急増以降、12月21日に

米軍に対して、それから12月23、24日には、政府に

対して要請を行っており、その中では、感染症が収

束するまでの移動禁止や水際対策について、また、

検査につきましては、キャンプ・ハンセンの全ての

軍人等のＰＣＲ検査実施などについて求めていると

ころでございます。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、国の経済対策に係

る処遇改善が図られると。その点では、看護職、介

護、保育、学童とあるわけですが、今回の関連する

予算の中にどの程度予算化されていると見ればいい

のか伺います。
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○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

国においては、地域でコロナ医療など一定の役割

を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に賃上げ

効果が継続される取組を行うことを前提として、令

和４年２月から収入を引き上げるための経費を支援

することとしております。

県としましては、当該経費について、令和４年度

当初予算に２億8246万6000円を計上しているところ

です。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 対象となるのはどれぐらいの見

立てで見積もっているのか。それは、それぞれの施

設に対して周知徹底して申請してもらうのか、その

手続の流れも確認させてください。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

事業の対象となる医療機関は21か所、看護職員数

は7473人と見込んでおります。県としましては、今

のところそういった対象機関に通知を行っていると

ころでして、今般の措置が確実に対象医療機関に従

事する看護職員の賃金に反映されるよう、引き続き

医療機関と連携して取り組んでまいりたいと考えて

おります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 しっかり対応をお願いします。

あと、75歳以上の医療費の２割負担が始まるとい

う年度になります。そこら辺で対象者の負担増につ

いて、どれぐらいの見込みで、それが予算にどう反

映されているのか伺います。

○仲間秀美国民健康保険課長 後期高齢者の医療費

窓口負担の見直しにつきましては、後期高齢者医療

制度における現役世代の負担軽減を図ることを目的

に行われたものと認識しております。

国の資料によりますと、対象となる本県の被保険

者数は約２万2000人で、令和４年10月１日の法の施

行から３年間は、配慮措置により、１人当たり年間

２万6000円の負担増と試算されているところです。

令和４年度予算における沖縄県後期高齢者医療広域

連合への医療給付費等の負担金は、被保険者数の増

加なども含めまして見込んだ結果、144億7536万

8000円、令和３年度の143億 9072万 1000円と比べ

8465万7000円、0.6％の増となっております。

県としましては、必要な医療への受診抑制につな

がることがないよう、全国知事会を通し、引き続き

要請してまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 これは対象者にとっては倍加と

いう点で、10月からの半年で2.6万程度と。今年から

の１年間で言えば５万円を超える負担増だという点

では、高齢者の暮らしを守るという点で配慮のある

対応をお願いしたいと思います。

続きまして、薬学部設置を推進していくというこ

とで、薬剤師確保対策モデル事業等も行っていると

思いますが、どのような状況なのか伺います。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 お答えします。

調査検討状況についてということで、県ではまず

令和２年度から令和３年度にかけて、薬学部設置可

能性調査事業を実施し、県内薬剤師の需給予測や県

内国公立大学への薬学部設置の必要性、可能性等に

ついて調査を実施いたしました。アンケート調査や

ヒアリング等の結果、県内国公立大学への薬学部設

置の必要性等が確認されたことから、令和４年度は、

県内における薬学部設置の早期実現に向けて、基本

方針の策定に取り組むこととしております。

県としましては、令和４年度は大学関係者も参加

する協議会を新たに設置し、県が国公立大学に期待

する薬学部ビジョン、目指すべき薬学部設置の時期

などについて協議するとともに、薬学部設置に向け

た県民などの機運を醸成するため、シンポジウム等

を開催することとしております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに大学当局とか、要する

に意向としては引き受けるという状況なのか、熟度

というか、どんな感触なんでしょう。

○大城玲子保健医療部長 薬学部設置に向けては、

県内の国公立大学とも意見交換をしてまいりました。

いろいろ課題はございます。定員の問題であるとか

設備費用の問題、運営費に関する問題、課題はござ

いますけれども、そこは、来年度は大学関係者も交

えての協議会を設置して詰めていけたらというふう

に考えているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 糸数統括監がいらっしゃるので、

今ちょっと高止まりと、今週は減少気味という状況

がありますが、今の全体のコロナ対策の在り方で、

そのまま推移するのか本当に落とし込めるのか、ど

んな状況、どこを強化したらいいということになる

のか伺っておきたいと思います。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 ３月に入りま

して、コロナが沖縄に来てから３回目の３月という

ことになりますけれども、過去２年間はいずれも３月

の連休頃からだんだん感染者が増えていって、本当

にこの年度末に感染者が増えていき、去年は４月１日

から特別措置、９日からまん防というふうな形で行

いました。その要因は、やはり人の出入りが非常に

激しくなってくるのと、送別会等の大勢の集まりが
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やっぱり増えていって、その中での感染が広がった

ということがあります。

今のオミクロン等の株は、１年前、２年前の当時

の株よりも感染力が非常に強いですので、感染者の

数としても、今700人とか800人前後ですけれども、

また増えていくということを疫学統計解析委員会の

先生方も指摘をしております。ただ、重症化率とい

いますか、実際に入院する方の数は、その中で率と

しては低くなってきておりますので、特に重症化し

やすい高齢者等のワクチン接種をその時期の前まで

に、70％というところを目標に上げていて、そうい

うある程度の感染の波が来ても医療が逼迫しないよ

うな形で対応を今しているところです。いずれにし

ても、大勢の集まりの感染、ちょうど去年から今年

にかけての感染爆発があったような、そういう急拡

大が来るとまたかなり厳しくなるということは皆さ

んにも伝えていきたいというふうに、日々、ブリー

フィングなどで伝えているところです。

○瀬長美佐雄委員 引き続き上がる可能性もあると

いう中で、今回の予算は一定予算増という対応をす

るところでの努力も反映された予算となっているか

と思います。今後ともよろしく頑張っていただきた

いと思います。ありがとうございます。

○末松文信委員長 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。

まず、コロナ対策から始めたいんですけれども、

先ほど糸数統括監がおっしゃったように、もう３回

目の３月ということで、コロナ対策が始まってから、

ここ２年近くの経験を踏まえて、令和４年度、どう

いう点に留意して予算をつくったのか、少し大きな

考え方の話から確認させてください。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

新型コロナの全国的な大流行が継続しておりまし

て、３月から４月にかけて本土との往来が増える時

期をこれから迎えるということもありますので、県

内における感染状況も今後予断を許さない状況が続

いているところでございます。

このために、感染症対策については、今後、医療

提供体制及び相談検査体制の充実、それから、ワク

チン接種の推進等に取り組むことが必要であると考

えておりまして、令和４年度当初予算においては、

総額247億8748万1000円を計上しているところでござ

います。引き続き感染対策の推進であるとか医療提

供体制の確保に努めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。

○喜友名智子委員 過去のコロナ対策を振り返って

みると、感染が沖縄社会で拡大をするのと同時に、

病院の逼迫具合を基準にして、まん延防止措置や緊

急事態宣言をしていたというふうに私は受け止めて

います。

今、連日数百名、600名から800名規模の新規陽性

者が出る中で、それでもまん延防止措置を解除して、

世の中何となく、かかっても軽症の人が多いからふ

だんの生活に戻ってもいいんじゃないかというよう

な空気感も感じるんですね。ただ、今後、分析―要

は疫学統計委員会の資料によっていると理解してい

ますけれども、これだけ感染が社会で高止まりをし

ていても、病院が逼迫をしていないという状況にな

れば、もうこのまま普通に日常生活を送ってもいい

ですよというような形で県の施策は進んでいくもの

なんでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 若い人たちに

とっては、子供を含めてそれほど重症化しないとい

う形の発症の仕方が多いですので、数日間休めばま

た戻ることができる、陽性になって10日間というの

はありますけれども。ただ、あまりこういうふうな

かかっても大丈夫だろうというふうになってしまう

と、中途半端に少し症状があるときも、職場だった

りとか人との接触を行ってしまって、そうするとや

はりうつしてしまうという可能性は残っていますの

で、高齢者施設の中にそういうウイルスが入るとか

なり集団感染が起きてしまって、結局そこの介護度

の高い方々の感染が多くなって、そういう方々が病

院に行くと、かなり医療の逼迫に直接的につながる

ということがあります。考え方としては、やはりそ

ういうふうに本人にとっては軽く済むんだけれども、

これが高齢者にいくとかなり厳しくなるので、かかっ

ているかどうかの検査はやはりしっかりやっていか

ないといけないということで、沖縄県が、先ほどお

話がありましたように介護従事者が症状がなくても

２週間に１回検査をするとか、あるいは不安に思っ

た県民がいろんな検査場所を増やしてそこで検査す

るというふうな体制を維持することは必要かと思っ

ています。

○喜友名智子委員 この中で学校ＰＣＲ検査のチー

ムが、私はずっと10チームぐらい必要じゃないかと

いうことは昨年始まった頃からずっと指摘をしてい

たので、半年ほどたってやっと10チームになったと

いうことで、検査をしつつ、学校の先生方の負担が

減るのではないかと期待をしています。

一方、先日、私の子供が通っている幼稚園で陽性

者が出て、私は子供とすぐにＰＣＲ検査を受けてき
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ました。そのときには、幼稚園のクラス全体の検査

は少し結果が出るまでに数日かかったんですけれど

も、その間、検査結果待ちであるにもかかわらず、

通常登園になっていました。うちの子は濃厚接触者

ではないと言われたのですが、同じクラスにいてそ

んなことはないだろうと。やはり保健所の濃厚接触

者の定義、やっぱり疑問になるんですね。

検査結果待ちであるにもかかわらず、通常登園の

判断が学校現場で行われていると。これが感染拡大

につながっているのではないかと思いますけれども、

県の見解は、今どういうふうに学校のほうにガイド

をしているのでしょうか。教育委員会を通してとい

うことではありますけれども。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 濃厚接触者の家

族の取扱い等、学校でどういうふうになっているか

というようなことかと思いますが、文書自体は教育

庁のほうから出ているので、そこは確認できていな

いんですけれども、県の考え方としましては、濃厚

接触者となった家族について、法的に制限などを課

すことはないというようなことですので、県から何

かしらの制限をかけるということは、今のところは

特にございません。ただ、家庭内で感染が増加して

いるので、家庭内での対策というのは重要だという

ふうに認識しているので、その辺につきましては民

間の無料検査等もございますので、そちらのほうで

心配であれば検査を受けていただきたいというふう

なことかと思っております。

以上です。

○喜友名智子委員 こういった子供たちがいる現場

の状況を、分析をしている疫学統計解析委員会にも、

こういった状況をどう捉えて社会での感染対策につ

なげていけばいいのか、こういったところもぜひ分

析の対象にするようにと、委託をする際には一つ分

析項目を増やしていただきたいと思うんですけれど

も、４月以降も疫学統計解析委員会はこれまでどお

りのお仕事を県のほうから発注するということにな

るんでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 疫学統計解析委

員会につきましては設置要綱で設置しているわけで

すけれども、特に期限等を定めているわけではござ

いませんので、来年度も引き続き調査をしていただ

くというようなことで考えております。

○喜友名智子委員 次年度以降もお願いをするとい

うことであれば、波によって特性があるこのコロナ

の状況もしっかりと踏まえた上で、ぜひ分析を深め

ていただきたいと、こちらは要望で終わります。

同じく、コロナ感染症の医療提供体制のところと

少し関連します。予算には直接関係ないんですが、

私が那覇空港の国際線の再開に向けて相談を受けて

いることもありまして、観光客向けの県内の病院で

の対応がなかなか決まっていないということが再開

に向けての課題であるという声をいただいておりま

す。保健医療部としては、現状どのように認識され

ているでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

まず外国人の観光客ということで、外国人観光客

に対する新型コロナウイルス感染症への対応として

は、国の検疫体制と連携しまして、重点医療機関、

宿泊療養施設において陽性者の受入れを行うことと

しているところでございます。搬送についても、県

と検疫所、消防機関が連携して実施しております。

これまでも、一般観光客であるとか外国からの貨物

船、漁船の乗組員などの外国人に陽性者が発生した

場合には、県内の宿泊療養施設、あと重点医療機関

等で受入れを行っております。その中で、軽症の場

合には船内で隔離することによって自宅療養と同様

の扱いを行った事例というのもございます。

○喜友名智子委員 特に観光業界からは、観光客向

けの空港クリニック、それから医療施設、病院の必

要性といったことが指摘、声をいただいています。

これを実現する際の課題としてはどういったことが

考えられるのか、こちらのほうも何か見解がありま

したらお願いいたします。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

一般的な話でございますが、外国人観光客向けに

新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関を設

置することとした場合には、観光客の規模に応じて、

ある程度まとまった入院病床を備える必要があると

いうふうに考えております。この場合、そういった

病院については24時間体制の医療従事者が必要で

あったり、あと対象が限られておりますので、採算

性などに課題があるというふうに考えているところ

でございます。

○喜友名智子委員 分かりました。こういった点が

観光危機管理計画などで空港の復興計画に入れる必

要があるのではないかということを考えております。

ありがとうございます。

ワクチン接種について、一つ提案も含めてお尋ね

いたします。歯科医や薬剤師まで打ち手を増やして

医療資源を広げるということを、これまでに県のほ

うで検討されたことはありますか。実際に長崎や静

岡では、薬剤師会によるワクチンの打ち手の研修会
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などが行われています。医療資源が限られている沖

縄だからこそ検討する価値があるのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

まず、歯科医師につきましては県歯科医師会が研

修を実施しており、実際に市町村の接種会場で接種

を担っていただいた事例もございます。それから、

薬剤師については県薬剤師会、地区薬剤師会の御協

力の下、県及び市町村の接種会場におけるワクチン

の充塡業務と、県の副反応に係るコールセンターに

おける相談業務を担っていただいているところでご

ざいます。さらに、国においては、臨床検査技師や

救急救命士に対して研修を実施した上でワクチン接

種を担ってもらう枠組みが示されております。

これにつきまして、県では琉球大学の御協力の下、

昨年８月に救急救命士や臨床検査技師の職種の方々

150名に対して実技研修を実施したところであり、昨

年９月の調査では20名の方々が市町村の接種会場で

接種を担っていただいたというような実績がござい

ます。

以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。

○末松文信委員長 上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

私もコロナ対策で確認したいんですが、今日も

744名陽性ということで、自宅療養の数が増えて、宿

泊施設の療養が、準備されている部屋数に比べると

入居している人が少ないのかなと。この辺の自宅療

養でやるという方々が宿泊施設に行かない、何か理

由があるんですかね。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。

オミクロン株に変わりまして、若年者、特に10歳

未満のお子さんのほうに感染が広がっております。

その場合に、やはり小さいお子さん１人では宿泊療

養施設には行けないということと、あと、家族がで

すね、オミクロン株の場合には感染力が強いという

こともあって、ほとんど家族、ほぼ全員陽性になっ

てしまうと。そういった場合には、やはり家のほう

で療養をしたいという希望があってですね、なかな

か宿泊療養施設に入っていただけないというような

ことが今生じているところでございます。

○上原章委員 やっぱり家庭内感染がどうしてもこ

れだけの多くの感染につながるのかなというのがと

てもあって、今回のオミクロンは重症化率は低いと

いうことで、非常にその辺どういう形で手を打つか

非常に悩むところなんですけどね。ぜひ、この低学

年に広がるそういった感染に対しての取組―宿泊の

待機含めてしっかりやっていただかないといけない

のかなと思うんですけど、濃厚接触者の待機という

のはどのぐらいいらっしゃるんですか、沖縄で。そ

ういう数字はありますか。

○嘉数広樹感染症対策課長 濃厚接触者自体を集計

したこと、資料はございません。ただ以前ですと、

感染者の方１人につき９名ほどの濃厚接触者が発生

するというようなことは言われておりました。

○上原章委員 陽性で自宅待機していた人が買物に

行ったりとか、濃厚接触者の方がどうしても生活す

るために出てしまう。いろんなそういう課題がある

と思うんですね。これだけ沖縄県が収まらないとい

う部分はですね、もう少ししっかり県がこの感染の

強いオミクロンも含めて、しっかり訴えなくちゃい

けないのかなと思います。

もう一点、ワクチンもなかなか接種率が高まらな

いと。先ほど高齢者も21万、64％、全体も32万、21％

と。これ、ワクチンに対するやっぱり県民へのしっ

かりした取組というのが届いてないんじゃないかな

と思うんですが、いかがですか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 ワクチン接種に

つきましては、先ほど委員御指摘のとおり、３月９日

現在で32万5805人、全人口の21％、高齢者について

は64％というふうになっております。接種の推進に

つきましては、県は３月31日まで沖縄県ワクチン追

加接種期間というものを設定して、市町村と連携し

て取り組んでおります。

その中で、全高齢者人口の70％を目標として、今

設定して高齢者の接種を取り組んでいるところであ

り、市町村のほうにおきましても高齢者の接種は進

んでいるものと認識はしております。また、県にお

きましても、３か所の広域ワクチン接種センターを

設置しまして、２回目から６か月以上経過した18歳

以上の全ての方を対象に、今、接種に取り組んでい

ます。また、接種券なしでも受付をして接種が推進

できるようにということで、県の広報媒体、それか

ら新聞の広告なども使いまして、接種の機会につい

ては広報しているようなところがございます。

以上です。

○上原章委員 県の取組も評価はしますけど、少し

後手後手に回ってしまっていないかなと。接種券な

しでできるのであれば、何で最初からできなかった

のかなと。

私も最初、県の広域で申し込もうとしたら接種券

がないということで断られたんですよね。当然、自
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分の地域も全部もう予約ができなくてそういうこと

になるんですけれど、その辺何か背景があったんで

すかね。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 接種券というも

のはですね、御案内のとおり市町村のほうで発行さ

れておりまして、沖縄県の接種会場で打つ場合に、

接種券がないと御本人確認だったり、あるいは接種

歴の確認がなかなか難しいということと、あと、打っ

た後にその情報を市町村と共有するというところが

なかなか難しいというような、事務上の問題点や課

題がございまして、それで少し県のほうでは見合わ

せていたという。ただ、それにつきましても、市町

村と協議しまして、今般、やり取りができるように

なりましたので、県のほうでも接種券なしの予約と

いうものも受け付けるということになった次第でご

ざいます。

○上原章委員 私も30代の息子がいますけどね、と

にかく早く打たせたいという思いがあって、いわゆ

る県の広域センターへ行くんですけれど、今言った

ように、今できるわけですから、私は最初からでき

てたと思うんですよ。本人確認も２回の接種券があ

るわけだから、打った経緯も分かるわけですからね。

ぜひ、本当に一つ一つの手の打ち方が、県がむしろ

リードするぐらいの気持ちでやっていただきたいな

と思います。

あと最後に若年者妊婦支援事業、今回1000万円増

額になっています。この事業が、対象となる身体的、

精神的な不安を抱えた若年者妊婦に対する相談、そ

して病院への同行支援ということになってますけど、

具体的に令和３年度はどのぐらいの方が、相談、も

しくは同行していただいたんでしょうか。実績を教

えてください。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。

相談件数としまして、４月１日から１月31日まで

の実績ですけれども、ＬＩＮＥや電話での相談は

308件となっております。そのうちサポーター、相談

員を実際に派遣したのが24件、あと妊娠検査薬を一

緒に実施したのが８件、あと病院に同行したのが

７件。

以上となっております。

○上原章委員 ありがとうございました。終わりま

す。

○末松文信委員長 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

歳出予算事項別積算内訳書の18ページの、（款）衛

生費、（項）公衆衛生費、（目）予防費、（事項）感染

症対策費、たくさんの予算が上がっております。細

かい部分いろいろと先の質疑でもありましたので、

私は全般的な部分で少しだけ確認をさせていただき

たいんですが、令和３年度、今思えばですね、200日

を超える緊急事態措置下がずっと長く続いたと。県

民生活とか県経済だけじゃなくて、特に感染拡大防

止に奔走した保健医療部をはじめとする県職員の皆

さん、かなり御苦労されたんだろうなと、大変な１年

だったなというふうに思います。

さきの議会で賞与の減額の条例が出るようなんで

すが、コロナ対応にかかった職員は対象から外して

もいいんじゃないかなと思うぐらい、非常に大変だっ

たのを私も県庁の目の当たりにしておりました。そ

ういう形で、いろんな知見の蓄積とかもあったと思

いますので、それに基づいてこの予算を編成されて

きたと思うんですが、この感染症対策としての次年

度のコロナ関連予算の編成に当たって、思いといっ

たらちょっとあれなんですけれども、編成の方針と

か、もし特に特筆すべき事項とかがあれば、それも

併せて説明をいただきたいなと思います。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。

令和４年度当初予算編成の考え方につきまして、

まず現在の県政の最重要課題であります新型コロナ

ウイルス感染症対策を、重層的かつ効果的に取り組

むため、約248億の予算を計上いたしました。

次に、保健医療行政分野において、従来からの重

要な取組としましては、まず医師、看護師等の医療

人材の確保、育成、それから医療サービス、医療提

供体制を確保するためのドクターヘリの管理運営や、

病院の施設整備支援、それから母子保健の充実を図

るための妊娠期からのつながる仕組み体制の構築、

それからこども医療費助成制度の拡充、市町村への

補助などがございます。

それから課題解決のための取組としましては、離

島医療体制の確保支援、生活習慣病の予防対策、県

内公立大学薬学部の設置推進、市町村国保健康保険

行政の安定的運営のための取組などがございます。

以上でございます。

○小渡良太郎委員 答弁ありがとうございます。コ

ロナ関連予算だけのつもりだったんですが、全部答

えていただいて、感謝をいたします。

その中でちょっと１点、ワクチンのことについて

少しお尋ねしたいんですが、今、令和３年度末にな

りますか、沖縄県のワクチン接種、２回のワクチン

接種の現在の状況と、その状況分析した上で令和４年

度に取り組むべきと保健医療部が考えている事項が
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何かあれば教えてください。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

まず３回目の接種状況につきましてですが、３月

９日現在で32万5805人、全人口の21％、高齢者につ

いては21万2610人、高齢者人口の64％へ接種を行っ

ています。それから２回目接種につきましては103万

7544人で、全人口の69.9％の接種となっております。

次年度に向けてということでございますが、追加

接種につきましては、医療従事者、高齢者施設等の

入所者、それから一般高齢者をまず優先的に接種し

ているところであり、その他の県民については接種

体制を勘案してですね、順次、初回接種６か月経過

後に接種していくこととなっておりますので、速や

かに接種券等が届きましたら、もしくは接種券がな

く受付ができるというような会場がございましたら、

そういったところで早期の接種を進めていきたいと

考えております。そういう中で広域ワクチン接種セ

ンターも３か所設置しておりまして、引き続き令和

４年度も、あらゆる職種に対する接種に取り組んで

いきたいというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

この２回目の69.9％という部分がちょっとだけ気

になっております。特にオミクロンのときですね、

第６波ですか、あちこちで、僕の周辺でもコロナに

かかったという話聞きました。思っているよりも、

案外、まだワクチンを打ってないという方が多くて

ですね、かかったから打つみたいな話をしてたんで

すけれども、かかったらしばらく打てないよという

話まで説明したんですが、まず２回目まではもっと

率を上げるように、ぜひ令和４年は取り組んでいた

だきたいなと。

もう一点、３回目のブースター接種に関して、今

コロナも、沖縄も落ちついてきてですね、海外渡航

の話がちょいちょい出てきております。海外渡航が

業務に含まれる方々から少しお願いとか来てるんで

すが、海外渡航した際の帰国後の条件が、２回目接

種終了者は最大７日間の隔離、３回目接種は制限が

ないという形になってます。業務で行く場合、戻っ

てすぐ仕事に取りかかれるという観点からも、やは

りそういう職種の方々も優先接種受けたいという要

望がかなり聞こえてきてますので、これも検討いた

だけるのかも含めて今後のブースター接種の方針に

ついて改めて伺いたいと思います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 ありがとうござ

います。

そういった３回目接種をですね、早期に打ちたい

というような方がいらっしゃるというのは我々も問

合せ等で確認はしているところでございます。そう

いう中で国の方針としましては、３回目接種という

のは、２回目接種完了から６か月というのは、これ

はやっぱり守らないといけないので、そこを経過し

た方であれば、先ほど来お話していますが、広域の

ほうでも今は接種券なしで接種ができるというよう

な体制になっていますので、市町村におかれても接

種券なしで打てるところが幾つかございますので、

そういったところの活用を今後も呼びかけて、接種

率向上につなげていきたいと考えております。

○末松文信委員長 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

通告してたのがもうほとんど聞かれちゃったので

すが、少しだけ聞きたいなと思います。

まず、今何度かお話聞かせていただいてますけど、

水道の広域化、この進捗状況について確認をさせて

いただきたいです。

○田端亜樹衛生薬務課長 お答えいたします。

県は、水道事業の基盤強化を図るため、水道広域

化を推進しており、水道広域化の第１段階として、

沖縄本島周辺離島８村―これは座間味村、渡嘉敷村、

渡名喜村、粟国村、南大東村、北大東村、伊平屋村

及び伊是名村を対象に、県企業局による用水供給拡

大に取り組んでおります。

粟国村については平成30年３月から、北大東村に

ついては令和２年３月から、座間味村阿嘉慶留間地

区については令和３年３月から、県企業局による用

水供給を開始しております。南大東村、伊平屋村及

び伊是名村については令和４年から、渡嘉敷村につ

いては令和５年から、渡名喜村については令和６年

度から、座間味村座間味地区については令和７年度

から、県企業局による用水供給を開始する予定とし

ております。

以上です。

○新垣淑豊委員 進捗等、特に遅れがあったりとか、

もしくは早まるよというのはありませんか。

○田端亜樹衛生薬務課長 特に今のところ、計画ど

おり推進しております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

薬学部の設置の件に行きますね。薬学部の設置に

ついてなんですけれど、先ほどお話も瀬長委員がさ

れていましたけれど、全国的に薬剤師の状況、薬科

大学の状況というのを少し教えていただけませんか。

どうなっているのか。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 全国に薬科大学
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が今現在、77大学79学部ありまして、その内訳とし

まして国立大学が14大学14学部、公立大学が５大学

５学部、私立が58大学60学部という形になっており

ます。

○新垣淑豊委員 ちょっと私も調べてみたら、結構

私立の大学は定員割れしているんじゃないかという

お話があるんですけど、この点はどうなっているん

ですかね。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 お答えします。

令和２年度の各大学薬学部の入学者数なんですけ

ど、77学部のうち34学部で定員割れを起こしていま

して、その内訳としまして公立は１校あったんです

けど、あと私立の33校という形になっております。

○新垣淑豊委員 もし分かればでいいんですけど、

なぜ定員割れをするのかと。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 一応これは想定

でしかないんですけれど、やはり私立の場合、学費

が高いというのもあるというのと、

そういった形でいろいろ大学に

よってそれぞれの特色等もあったりとかして、大学

というより特色で、合格率と特色でやはり定員割れ

を起こしている大学が幾つか見られるところがある

ということが想定されると思います。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員より今の答弁は一部修

正したほうがよいとの指摘があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 すみません。今の発言、

少し撤回させてください。完全な理由として、しっ

かりした理由は把握しているわけではないんですけ

れども、やはり私立大学が多いということで授業料

も高いだろうと。それから薬学部は６年制になりま

したので、その分の負担も多分あるだろうというと

ころもございます。後は学校の特色等もあるとは思

いますけれど、そういった形で定員割れがあるのか

なというような推測はするところでございます。

○末松文信委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から先ほどの衛生薬務課

薬務専門監の発言を撤回するかどうかの確

認があった。）

○末松文信委員長 再開いたします。

池間博則衛生薬務課薬務専門監。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 すみません。先

ほどの私の発言、撤回いたします。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

そうなんですよね。確かに全国的には少し定員割

れをしているところもあるんですよね。ということ

は、沖縄県として本当にこの県内に国立大学、もし

くは公立大学で薬学部が必要なんだということを

もっと強く打ち出さないといけないんじゃないかな

と私は思ってるんですね。県外に行って６年間、実

は私の息子も県外に今度進学することが決まったん

ですけれども、授業料だ、家賃だとか、いろいろ考

えていくとですね、なかなか行きたくても行けない

という方々も多いのです。だから、県内でどうして

も今後の医療人材を育てていく上でも、絶対にこれ

は必要なんだということをしっかりとつくり上げら

れるぐらいの調査をしていただいて、そしてまた各

大学ともお話をしていただきたいなというふうに思

いますので、これはどうぞよろしくお願いします。

この案件は終わりましょうね。

先ほど、若年妊婦の支援についてということです

けれども、今現在、過去はたしか２倍ぐらい、10代

の妊婦さん多いよという話があったんですけど、今

はどういう感じになってますかね。

○国吉悦子地域保健課長 令和２年度現在、沖縄県

は1.9％ですけれども、全国は0.8％と、いまだに高

い状況ではあります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。

そこでちょっと伺いたいのは、今、こういった10代

での妊娠をするという女性の方々がいますけど、ど

ういう環境にあるんですかね、家庭環境とか。そう

いうのは調査されていますか。

○国吉悦子地域保健課長 妊娠届出のその調査表か

ら背景をちょっと見ているんですけれども、未婚の

方が、全体―この若年と全体で比較しているんです

けれども、19歳以下の方は83％ということで、全体

は18.1％です。かなり未婚が多いというのと、あと

は経済的な困難。これももう本人がやや苦しいとか、

大変苦しいと感じていると記載をした方ですけれど

も、そこも27.3％、妊婦全体では14％ということ。

あとは仕事なんですけれども、就職もこの常勤は19歳

以下は13.6％、全体は56.5％働いています。あとは

パートが25.8、一般の方は19.2という形で、これは

19歳以下が高いです。パートナーの職業についても

パートのほうが高いとかですね。状況はそういう形

で把握しております。

○新垣淑豊委員 未婚の方が多いということは、多

分御家族でね、その多世帯の住居で住まわれていた

りすると思うんですけれども、なかなか多くの世代

が一緒に住んでいると、こうプライバシーとかもな
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かなかなくなっちゃったりするという話です。産前

産後の支援をしている団体さんもあると思うのです

が、県内で今そういった団体というのは幾つあるん

でしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 出産されて、その後も少

しケアが必要ということで、産後ケアを利用する病

院、医療機関とか、あと助産師、助産院とかになる

んですけれども、県内では今21か所の部分で関わっ

ていただいております。

○新垣淑豊委員 ちなみにその家庭環境、例えば、

家庭内暴力があったりとかですね、そういったとこ

ろからちゃんと守ってくれるような、そういう公的

な、シェルターのような支援施設というのはあるん

でしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 那覇市や、また県の施設

とかですね、それはあります。

○大城玲子保健医療部長 委員御質問の件は福祉の

領域ともかぶる部分がありまして、福祉部では女性

相談所であるとか、あとまた民間のシェルターをやっ

ていらっしゃるところもあったり、また若年母子の

居場所という形で就労支援なども一緒にやっている

ところもありますので、そういうところと、県の今

やっている若年妊産婦の支援事業をうまくつないで

いって、必要な支援が受けられるような対策という

のが重要かと考えております。

○新垣淑豊委員 本当におっしゃるとおりで、なの

で例えば、こういった課題をお話をするときは、ぜ

ひですね、子ども生活福祉部も一緒にお話を聞く機

会があったらなというふうに思います。これはもう

要望として上げたいと思います。

あとですね、私、別に10代で妊娠をして出産をす

るというのが悪いというわけではないと思っていま

す。これを多分、望んでやる方もいらっしゃると思

うんですけど、ただその今、全国的に沖縄県は率が

高い、その背景を見ると、少し荒れているところが

多いということを考えたときに、望まないというか

ですね、できてしまったというようなことを低減す

るためには、どういうことを考えて、今、県として

はやっているんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 沖縄県では、できるだけ

安全な時期に妊娠、出産が行われるようにというこ

とで、養護教諭を中心になんですけれども、研修会

を開催いたしまして、安全なライフプランの勧めと

かですね、妊娠が安全・安心で行われるように、適

齢期の部分も含めて子供たちに伝えていってほしい

ということで、健康教育等の研修会を開催したりし

ております。

○新垣淑豊委員 教育委員会とも連携をしていると

いうことで、やっぱりこれは本当にいろんなところ

とのつながりが必要だと思いますので、またこれも

一緒にお話を聞く機会があったらなといいと思って

おりますので、よろしくお願いします。

ということで、私は以上です。終わります。

○末松文信委員長 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いいたします。

事項別積算内訳書に基づいて質疑をいたします。

18ページ、感染対策費の中のはしか等輸入感染症緊

急特別対策事業。これは次年度からゼロになってお

りますけれども、今の現状とそのなくなった理由を

お願いいたします。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。

はしか等輸入感染症緊急特別対策事業につきまし

ては、平成30年に外国人観光客をきっかけに県内で

はしかが流行したことを受け、はしかの流行の未然

防止等を目的として、平成31年度から３年間、県民

のはしか抗体検査費用及びＭＲワクチン接種費用の

補助を実施するような事業となっております。

事業開始以降、県内ではしかの流行が現在も確認

されておらず、事業目的を達成していると考えてい

ることから、当初の予定どおり令和３年度で事業を

終了するとしたため、減額、ゼロという、次年度の

予算が減額されているということになっております。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

では次、33ページの精神医療費の中のひきこもり

ピアサポーター活用支援事業、これもゼロになって

おりますけれども、これに代わる事業、統合された

のでしょうか。事業内容と説明をお願いいたします。

理由ですね。

○国吉悦子地域保健課長 お答えします。

ひきこもりピアサポート活用支援事業では、ひき

こもり状態にある本人や家族が安心して支援機関を

利用し、それぞれの状況に応じた支援が受けられる

よう、ＳＮＳやビデオ通話等、オンラインによる本

人の居場所づくりや家族同士の交流の場づくり、当

事者、ピアサポーター等による支援を実施しており

ます。

当該事業は、国庫補助事業である新型コロナウイ

ルス感染症セーフティネット強化事業の細事業とし

て実施しておりますが、当該細事業が令和３年度で

終了することから、令和４年度は同補助事業に新設

された細事業で、ひきこもり支援体制構築加速化事
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業を活用しまして、支援を継続することとしており

ます。

○石原朝子委員 関連して、県内のこのひきこもり

はどういった現状になっておりますでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 ひきこもり専門支援セン

ターで相談を受けておりますけれども、今年度、令

和３年度の相談の実人員で237名いらっしゃいます。

延べ人員としては1443件ということで、これは令和

３年度の12月時点の結果でございます。

○石原朝子委員 これは年齢層でいいますと、どう

いった年齢層が今、特徴的に出ていますでしょうか

ね。

○国吉悦子地域保健課長 年齢は30代の方が一番多

くて、40代、次に20代と続いております。

○石原朝子委員 この事業で大分改善されているん

でしょうか。それとも、それによってまだまだここ

には力を入れていかないといけない現状なんでしょ

うかね。

○国吉悦子地域保健課長 このひきこもりピアサ

ポーター事業は今年度からの事業でありまして、今

８回ほどですね、オンラインでイベントを開催しま

して、82名の方が参加されております。徐々にその

参加者数が増えてきておりますので、今後も引き続

き続けていく必要があると考えております。

○石原朝子委員 よろしくお願いいたします。

続きまして、47ページの母子保健推進費で、特定

不妊治療費助成事業、それと不育症検査費助成事業

が、それぞれ予算が減額されておりますけれども、

その減額理由と現状、今年度の実績見込みをお願い

します。

○国吉悦子地域保健課長 特定不妊治療費助成事業

につきましては、保険適用外となっています体外授

精と顕微授精にかかる治療費の一部を助成するもの

であり、令和４年度予算は１億5057万3000円を計上

しております。令和３年度予算の６億9636万3000円

と比べると、５億4579万円、78.4％の減額となって

おります。

減額となった理由としましては、令和４年４月か

ら特定不妊が保険適用に移行するためです。そのた

め、年度をまたぐ特定不妊治療については経過措置

が必要であることから、その分を補助するものとし

て減額されております。

実績としましては、那覇市も含めて、令和２年度

は1781件でございます。

続けて、不育症検査費用助成事業は、保険適用を

見据え、先進医療として実施される不育症検査に要

する費用の一部を助成するものであり、令和４年度

予算としては485万円を計上しております。令和３年

度予算の1960万円からは1475万円、75.3％の減額と

なっております。

こちらの減額となった理由としましては、不育症

検査費用助成事業は令和３年度に新規で立ち上げた

事業であり、令和３年度の実績を踏まえて、事前に

医療機関に調査を行った上で積算したことによって、

減額をしております。令和３年度の実績としまして

は、現在１件でございます。

以上です。

○石原朝子委員 ありがとうございます。不育症の

場合はまだ１件ということで、分かりました。

次ですね。50ページ、妊婦乳児健康診査費、これ

も大分減額されていますけれども、補助金がゼロに

なっていますけれども、その理由等をお願いいたし

ます。

○国吉悦子地域保健課長 当該事業は主に、新生児

聴覚検査に伴う費用を助成する内容となっており、

令和４年度予算811万2000円は、令和３年度予算

2254万円に比べ1442万8000円、64％の減となってお

ります。

減額となった理由としましては、新生児聴覚検査

体制整備事業にて、令和３年度は新生児聴覚検査の

推奨機器への切替えに対する補助金を計上しており

ましたが、県内の全ての分娩取扱機関で切替えが完

了したため、令和４年度は機器に対する補助金を減

額したことによるものです。

○石原朝子委員 分かりました、ありがとうござい

ます。

57ページ、健康づくり事業推進費の中で、みんな

のヘルスアクション創出事業がゼロになって、生活

習慣病予防対策事業が新規で計上されておりますけ

れども、それは関係性あるんでしょうか。そこら辺、

説明お願いします。

○比嘉貢健康長寿課長 お答えします。

まず、みんなのヘルスアクション創出事業につき

まして、これも沖縄振興特別推進交付金を活用して

平成28年度から今年度、令和３年度まで実施する事

業で、来年度、令和４年度からこの生活習慣病予防

対策事業を行いますので、ヘルスアクションは前進

事業ということで、生活習慣病の後継事業というこ

とで次年度からスタートする内容となっております。

○石原朝子委員 すみません。ちなみにこのヘルス

アクション創出事業というのは、今年度事業は、ど

ういった事業で、実績等を教えていただければ助か
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ります。

○比嘉貢健康長寿課長 この事業につきましては、

主に３つに分かれた事業として行っております。

まず一つ目として、健康情報発信事業ということ

で、今年度は動画コンテンツを今６本制作しており

ます。運動編であったり、食事、適度な飲酒、あと、

がん検診とか、生活習慣病の予防に向けたような、

コンテンツを作りまして、今公表しているところで

あります。またそのほかに、今年度11月以降、ゆい

レールにビジュアル広告を掲げて、あとコンビニ等

でのそういったＰＯＰ等をやるなど、また、今年の

うちから使えるうちなー予防めしカレンダーなどの

製作、あと健康づくりのイベントなどの各種健康情

報発信をしている事業が一つあります。

２つ目として、やはり働き盛り世代の健康が課題

でありますので、健康セミナーという形で今年度は

ちょっとコロナ禍でありましたのでオンラインとな

りましたけど、２回開催させていただいたところで

あります。

３つ目としては、健康教育として、やはり食育の

課題がありますので、中小企業等へ出向きまして出

前教育という形での健康教育事業、一応今年度予定

として大体20社程度に取り組むという形の事業を進

めているところです。

以上です。

○石原朝子委員 分かりました。

ちょっと戻ってよろしいでしょうか。先ほどの妊

婦乳児健康診査事業費の中の県内の新生児の聴覚検

査の補助が一部助成っていうのは、ちょっと資料を

忘れたんですけれども、県内で実施している市町村

は６か所分でしたか。

○国吉悦子地域保健課長 ８か所にございます。

○石原朝子委員 これをできれば全市町村で希望す

る方がいれば、この助成を受けられるようなことが

できないんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 こちらは市町村に財政措

置されている部分でありますので、県としましても、

できるだけ全市町村が補助ができるように今後調整

をもう少し進めていきたいと思っております。

○石原朝子委員 県内はそういう検査率が高いと聞

いてますけれども、やはり全ての子供たちが希望す

るのであれば受けられるような一部助成があれば、

本当に全員が受けられる、そして早期に対応して治

療ができる体制は、県のほうからもまだ実施されて

いない市町村に働きかけをぜひしていただきたいな

と思います。やはり出生率の高い沖縄ですから、早

期発見をし、早期治療して、早期療育をしていただ

きたいなと思います。

よろしくお願いします。

次、125ページの医師確保対策事業費の中になりま

すけれども、今回、県立病院専攻医養成事業、単独

事業が減額されてますし、県立病院医師確保環境整

備事業がゼロとなっておりますけれども、この２つ

の事業は統廃合されてないか、別の事業に置き換わっ

たんでしょうか。

○宮城優医療政策課長 ほかの事業との兼ね合いが

確かにございます。県立病院専攻医養成事業は、県

立病院にその専攻医の養成を委託して、養成後は離

島・僻地の県立病院、また診療所のほうに配置をす

るということで医師不足解消を図る事業なのですが、

二本立てでありまして、県単独、要するに一般財源

でやってるほうが離島診療所に送る医師を養成する、

交付金を活用しているほうが北部、宮古、八重山の

県立病院に医師を派遣するための養成に係る経費で

ございまして、令和４年度は、この県単独分でやっ

ていた離島診療所に送る分のうち、県立中部病院と

それから南部医療センターで養成をしていただく経

費についても、もう一方の交付金事業のほうにシフ

トして、そちらのほうで、より交付金を活用させて

いただくというようなメニューに変えたものですか

ら、人員はこの単独事業が減り、そして交付金事業

が増えているという状況にあります。

それから、県立病院医師確保環境整備事業のほう

も交付金のほうで行っていった２つの事業を統合し

たことによりまして、もともとあった県立病院医師

確保環境整備事業と県立病院医師派遣補助事業の

２本を統合して１本にしたということで、こういう

形になっております。

○石原朝子委員 端的に聞くと、今年度予算額は次

年度も確保されているということなんでしょうか。

そこら辺はどうでしょうか。統合されて減額されて

ませんよね。

○宮城優医療政策課長 両方とも増えております。

○石原朝子委員 分かりました、ありがとうござい

ます。

最後になりますけれども、133ページの地域医療対

策費、この地域医療介護総合確保事業というのが、

約２億減額されておりますけれども、事業の内容と

減額の理由をお願いいたします。

○宮城優医療政策課長 地域医療介護総合確保事業

のほうは、地域における医療、介護を総合的に確保

するため、都道府県計画で定める事業の経費として、
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国が３分の２、県が３分の１を負担して沖縄県地域

医療介護総合確保基金に積み立てるものでございま

す。なお、県負担分については、地方交付税措置が

行われているところであります。

減額の理由としましては、地方交付税措置の根拠

となる基礎数値が減となったことによりまして、基

金の積立金の積算が減となったことによるものでご

ざいます。基本的には、この事業自体は、要するに

国庫を受け入れるための事業でございまして、それ

で積み立てた基金を用いて、また別途、令和４年度

で申し上げますと、43事業ほど、この基金を用いて

事業化しているということでございます。

○石原朝子委員 分かりました。

以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 以上で、保健医療部関係予算議

案に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○末松文信委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

まず、各委員から提起のありました総括質疑につ

いて、各総括質疑ごとに、これを提起しようとする

委員から、改めてその理由を説明した後、当該総括

質疑を報告することに反対の意見がありましたら、

各委員から御発言をお願いいたします。

なお、説明の順番につきましては、お手元に配付

してあります総括質疑の順番でお願いいたします。

それでは、１件しかありませんので、新垣淑豊委

員から、説明をお願いいたします。

○新垣淑豊委員 記載されておりますように、今回

子供の貧困対策事業の予算確保と、これは増額をさ

れたということでありますけれども、やはり補助率

の決定、これが非常に問題だなと思っています。各

市町村が、実行者が補助率が下がったということで

なかなか使いづらい予算になるんじゃないかという

ことを危惧しておりまして、それに対して沖縄県と

してしっかりと働きかけをしたのかということを知

事に確認をさせていただけたらなというふうに思っ

ております。

以上です。

○末松文信委員長 ただいまの項目について、反対

の御意見はありませんか。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 意見なしと認めます。

以上で、総括質疑に係る提起理由の説明と反対意

見の表明を終結いたします。

次に、総括質疑に係る予算特別委員会における総

括質疑についての意見交換及び当該事項の整理等に

ついて、休憩中に御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、子供の貧困対策事業の予算確保

の働きかけについて報告することで意見の

一致を見た。）

○末松文信委員長 再開いたします。

総括質疑につきましては、休憩中に御協議いたし

ましたとおり報告することといたします。

次に、特に申し出たい事項について御提案があり

ましたら、挙手の上、御発言をお願いします。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 提案なしと認めます。

以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

結いたします。

次に、お諮りいたします。

これまでの調査における予算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月15日 火曜日 正

午までにタブレットに格納することにより、予算特

別委員会委員に配付することになっております。

予算特別委員の皆様は、３月16日 水曜日に総括

質疑の方法等について協議を行う予定になっており

ます。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月22日 火曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。
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令 和 ４ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和４年３月11日（金曜日）

開 会 午前10時６分

散 会 午後５時21分

場 所 第２委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和４年度沖縄県一般会計予算

（環境部所管分）

２ 甲第22号議案 令和４年度沖縄県水道事業会

計予算

３ 甲第23号議案 令和４年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

４ 予算調査報告書記載内容等について

出席委員

副委員長 下 地 康 教君

委 員 仲 里 全 孝君 座 波 一君

呉 屋 宏君 照 屋 守 之君

玉 城 健一郎君 島 袋 恵 祐君

比 嘉 瑞 己君 新 垣 光 栄君
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○下地康教副委員長 ただいまから、土木環境委員

会を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第22号議案、甲第23号

議案の予算議案３件の調査及び予算調査報告書記載

内容等についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、環境部長及び企業局長の出

席を求めております。

まず初めに、企業局長から企業局関係予算議案の

概要説明を求めます。

棚原憲実企業局長。

○棚原憲実企業局長 それでは、企業局関連の甲第

22号議案及び甲第23号議案について、順次、御説明

申し上げます。

本日は、サイドブックスに掲載されております令

和４年第１回沖縄県議会（定例会）議案（その１）

により御説明させていただきます。

初めに、甲第22号議案令和４年度沖縄県水道事業

会計予算について御説明申し上げます。

ただいま通知しました令和４年第１回沖縄県議会

（定例会）議案（その１）の62ページをタップして

御覧ください。

第２条の業務の予定量につきましては、給水対象

が那覇市ほか26市町村及び１企業団、当年度総給水

量が１億5294万1000立方メートル、１日平均給水量

が41万9000立方メートルを予定しております。また、

主要な建設改良事業は80億2228万4000円を予定して

おり、その内訳は、導送取水施設整備事業が50億

7105万7000円、水道広域化施設整備事業が24億4245万

5000円、北谷浄水場施設整備事業が５億877万2000円

となっております。

次に、第３条の収益的収入及び支出につきまして

は、収入の水道事業収益は296億2716万円を予定して

おり、その内訳は、営業収益が172億6267万4000円、

営業外収益が123億5261万1000円などとなっておりま

す。

支出の水道事業費用は300億1934万円を予定してお

り、その内訳は、営業費用が287億6299万8000円、営

土木環境委員会記録（第４号）



－455－

業外費用が12億3458万7000円などとなっております。

第４条の資本的収入及び支出について御説明申し

上げます。63ページを御覧ください。

資本的収入は87億1932万8000円を予定しており、

その内訳は、企業債が17億5640万円、国庫補助金が

66億6475万5000円などとなっております。資本的支

出は141億8141万8000円を予定しており、その内訳は、

建設改良費が102億9149万9000円、企業債償還金が

38億8923万4000円などとなっております。

第５条の債務負担行為につきましては、債務負担

行為をすることができる事項、期間及び限度額を定

めております。

第６条の企業債につきましては、限度額17億5640万

円と定めております。

次に、64ページを御覧ください。

第10条の他会計からの補助金につきましては、３億

5499万1000円を予定しており、これは、臨時財政特

例債の元利償還等に充てるため、一般会計から補助

金を受け入れることを定めたものであります。

以上で、甲第22号議案の説明を終わります。

次に、65ページを御覧ください。

続きまして、甲第23号議案令和４年度沖縄県工業

用水道事業会計予算について御説明申し上げます。

第２条の業務の予定量につきましては、給水対象

が106事業所、当年度総給水量が920万9000立方メー

トル、１日平均給水量が２万5000立方メートルを予

定しております。また、主要な建設改良事業は3273万

円を予定しており、その内訳は、導水施設整備事業

であります。

第３条の収益的収入及び支出につきましては、収

入の工業用水道事業収益は６億7282万4000円を予定

しており、その内訳は、営業収益が３億6410万

1000円、営業外収益が３億872万2000円などとなって

おります。

支出の工業用水道事業費用は６億8935万8000円を

予定しており、その内訳は、営業費用が６億7285万

2000円、営業外費用が1234万5000円などとなってお

ります。

第４条の資本的収入及び支出について御説明申し

上げます。66ページを御覧ください。

資本的収入は2814万4000円を予定しており、その

内訳は、国庫補助金が2209万2000円、他会計補助金

が605万2000円となっております。資本的支出は

8901万2000円を予定しており、その内訳は、建設改

良費が4807万3000円、企業債償還金が4092万7000円

などとなっております。

第８条の他会計からの補助金につきましては、

3276万2000円を予定しております。これは、先行投

資施設に係る維持経費等に充てるため、一般会計か

ら補助金を受け入れることを定めたものであります。

以上で、甲第23号議案の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 企業局長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことといたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に係る

予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

つきましては、昨日と同様に行うこととし、本日の

質疑終了後に協議をいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ、番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願い

いたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願

いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに甲第22号議案及び甲第

23号議案に対する質疑を行います。

玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

では、水道局事業について確認いたします。

まず予算の中で今回、次年度のＰＦＯＳなどの対

策に関する予算というのはどれぐらいありますか。

○大城清二参事兼総務企画課長 企業局では、令和

４年度の予算のうち、ＰＦＯＳ対策予算として資本

的支出約８億9000万円を計上しております。

主な内容といたしまして、北谷浄水場粒状活性炭

吸着池改良工事、約３億6000万円。長田川取水ポン

プ場施設整備事業、約５億3100万円等がございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
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北谷浄水場活性炭で３億6000万円で、長田川のポ

ンプの堰を変えるというところで５億3000万円とい

うことで。ありがとうございます。

すみません、企業局の水道事業の予算の中で、基

本的なところをちょっと確認したいんですけれども、

収入よりも支出が基本的に高い傾向にあるじゃない

ですか。これというのは、毎年同じような傾向にあ

るんでしょうか。

○大城清二参事兼総務企画課長 今年度予算につき

ましては、動力費―今、原油価格等の高騰で、電気

料金の特別調整費のほうが大分増額となっておりま

すので、その関係で支出のほうが収入を上回るよう

な予算の算定となっておりますが、平成27年度から

令和３年度までは一応黒字予算で、直近では平成26年

度が同様な形の赤字予算の編成ということとなって

おります。

○玉城健一郎委員 よく分かりました。

水道事業って基本的に黒字のイメージがあったの

で、今回、支出のほうが高くて少しびっくりしたん

ですけれども、今後この支出、この赤字が続いてく

ると、企業局の事業自体に影響が出かねないと思う

んですけれども、今後何か対策とかも考えているん

でしょうか。

○大城清二参事兼総務企画課長 短期的な収支不足

については、内部留保資金で何とか充当して対応が

可能だというふうに考えております。ただ、赤字の

状況が長期にわたるとなると、やはり企業債の元金

償還、それから老朽化施設の更新・耐震化に向けた

施設整備、そういったものの対応が厳しくなります

ので、今後の健全な事業運営にも影響が生じかねな

いということで考えております。

ただ、企業局としては、やはり動力費の軽減に向

けて、現在、省エネ機器の導入、それから効率的な

施設管理による動力費の縮減、そういった取組を行

うことによって、費用の縮減に取り組んでいるとこ

ろでございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

すみません、先ほどのＰＦＯＳのほうにもう一度

戻りますが、この支出の中で８億9000万円使ってい

るということで、こっちのほうで国からの補助金と

いうのは、このうちのどれぐらい入っているんです

か。

○大城清二参事兼総務企画課長 すみません、今、

具体的な金額はちょっと手元に資料がないんですが、

北谷浄水場の粒状活性炭事業については、これは防

衛予算を活用しまして、補助率が66.7％となってお

ります。それから、長田川の取水ポンプ場の施設整

備につきましては、75％の補助率ということとなっ

ております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

次、座間味の浄水場の件なんですけれども、これ

までの進捗状況と次年度どういった計画になってい

るのか、御説明をお願いいたします。

○米須修身建設課長 座間味浄水場建設工事の進捗

状況については、高台の既存浄水場用地における建

設に向けまして、今年度は基本設計を実施しており

ます。その成果を踏まえまして、次年度は実施設計

を計画しております。令和５年度に工事に着手しま

して、令和７年度までに供給開始することを目標に

進めております。

引き続き座間味村と連携しながら、可能な限り早

期に供給開始ができるよう取り組んでまいります。

○玉城健一郎委員 分かりました。よろしくお願い

します。

では続きまして、水道広域化の取組なんですけれ

ど、今、広域化、広げてやっていると思いますけど、

今どういった具合でしょうか。

○米須修身建設課長 水道広域化の進捗につきまし

ては、これまでに平成30年３月に粟国村、令和２年

３月に北大東村、令和３年３月に座間味村阿嘉・慶

留間地区へ用水供給を開始しております。

南大東村、伊平屋村、伊是名村は令和４年度、渡

嘉敷村は令和５年度、渡名喜村と座間味村座間味地

区については令和７年度までに供給開始することを

目標に建設を進めてまいります。

○玉城健一郎委員 分かりました。ではよろしくお

願いいたします。

以上です。

○下地康教副委員長 次に、島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。

私からも、ＰＦＯＳの対策の件で質問をします。

前回の委員会で、中部水源からの取水をできる限

り抑えていくという取組を進めていくというお話が

ございました。

次年度、この抑えていく取組について、どういっ

たことをやっていくかというのを教えてください。

○志喜屋順治配水管理課長 次年度も引き続きＰＦ

ＯＳ等対策として、中部水源からの取水停止や抑制、

それからダム水の増量、併せて粒状活性炭の定期的

な入替えに取り組んでまいります。

加えて、東系列導水路トンネル工事期間中のさら

なるダム水の増量を図ることを目的としまして、こ
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のたび金武ダム、漢那ダム等の水系変更を行ったと

ころでありまして、そのトンネル工事期間中の中部

水源の取水抑制に次年度も取り組んでまいりたいと

考えています。

さらに、現在、長田川の取水堰の移堰を進めてお

りまして、移設後につきましては、ＰＦＯＳ等濃度

が高い比謝川から長田川への水の回り込みが解消し、

ＰＦＯＳ等濃度の低減が図られるものと考えており

ます。加えて、水源ごとにより効率的・効果的なＰ

ＦＯＳ等の処理を検討するための水源別の処理方式

検討調査というものを実施することとしております。

以上でございます。

○島袋恵祐委員 ぜひ頑張ってほしいと思いますが、

先ほど言った金武ダムや漢那ダム等の水利権の変更

申請を、前回の11月に行っているということなんで

すが、これはもう認められたというか、変更になっ

たという理解でいいんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 水利権については取得

しておりまして、その水利権の取得に併せて、１月

24日から１月31日までの間、その水利権に基づいて

漢那ダムの試験増量を実施したところです。

以上でございます。

○島袋恵祐委員 分かりました。

ぜひ引き続きこのＰＦＯＳの対策、県民がやはり

不安に思っているところでもありますので、企業局

の皆さん、引き続き頑張ってもらいたいと思います。

そこで、やはりこの企業局、県としてもやはりこ

のＰＦＯＳが混入されているかもしれないというと

ころのこの実態調査。やはり米軍に対しての申入れ

もこの間も行っていると思うんですけれども、きち

んと調査ができるよう求めていく必要があると思う

んですけれども、その辺はどうでしょうか。

○棚原憲実企業局長 担当レベルでも逐一進捗状況

等を確認させていただいていますし、コロナの影響

で、ちょっと直接、私、行く機会減ってはいますけ

ど、その合間を縫いまして、昨年も11月に直接、日

米合同委員会の環境分科会の担当をしています環境

省ですとか、防衛省のほうにも直接行きまして、今、

委員がおっしゃった内容で、米軍への強い協力につ

いて、引き続き粘り強くお願いしているところです。

動き出すことを期待しながら、継続して求めてい

きたいと思います。

○島袋恵祐委員 コロナの状況も見ながらの要請に

なると思うんですけれども、引き続き企業局長も頑

張ってもらいたい。

さらに、やはり県民の代表である知事自らきちん

と調査してほしいということを要請していく必要が

あると思うんです。それも併せてぜひ頑張ってほし

いと思うんですが、最後どうでしょうか。

○棚原憲実企業局長 おっしゃるように、嘉手納基

地周辺だけの問題ではなくて、普天間の問題もあり

ます。基地に関しての広い視野で、知事を筆頭に関

係大臣への要請もタイミングを見計らって随時やっ

ておりますので、引き続き県を挙げて取り組んでい

きたいと思います。

○島袋恵祐委員 ぜひ頑張ってください。

以上です。

○下地康教副委員長 次に、比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 お願いします。

私からは、座間味浄水場の件で聞かせてください。

高台案で進んでいるということを聞いて安心いた

しました。

それで、先ほど玉城委員の質疑の中でスケジュー

ルもあったんですが、この基本設計業務の委託とい

うのは、もう済んだという理解でいいんですか。

○米須修身建設課長 基本設計業務の委託につきま

しては、当初、履行期間を令和３年の12月28日とし

ておりました。しかし、新型コロナ感染症によって、

長期間にわたって渡航への影響が続いたことと、あ

とまた、用水供給開始の時期をより早めるための検

討に時間を要したこと等によりまして、３月25日ま

で履行期間を延長しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 今月の25日には、これは発注でき

るという見込みですか。

○米須修身建設課長 基本設計につきましては、３月

25日までには終了するものと考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

それで、この浄水場の件の発端になったその水質

の問題について、島の人たちは、高台に決まったこ

とはうれしいんだけれども、ただ、それができるま

での間の水質を大変心配されています。

島の人たちに聞くと、企業局の皆さんが、この離

島の皆さんのために海水を淡水化する装置を持って

いるはずだということでお話を聞いたんですが、そ

れの利用というのは可能ですか。

○志喜屋順治配水管理課長 可搬型海水淡水化装置

につきましては、一括交付金、いわゆるソフト交付

金を財源として、県衛生薬務課の沖縄県離島災害時

等給水対策事業補助金によって平成28年度に整備し

ております。当該補助金につきましては、沖縄県内

の離島において、地震等の災害や基幹水道施設の事
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故、それから、渇水等により発生する給水制限等に

対して安定的な給水の確保を目的として交付されて

いるものでございます。

今、御指摘のありました水質改善を目的とした海

水淡水化装置の使用につきましては、現状において

は、補助金交付の目的に合致しないものと認識して

おります。目的外の使用に当たっては、補助金を所

管する県衛生薬務課と、交付金を所管しています内

閣府の承認が必要と考えております。しかしながら、

村が使用したいとの相談がありましたら、必要な対

策等について検討したいと考えております。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 局長、ぜひこの件はいろいろ紆余

曲折もありましたが、最終的には、村のほうも協力

して一緒に頑張ろうというふうに来ています。

この水質問題が発端なんですから、ここはぜひ、

村の要望も聞いてしっかりとこれ目的を、この水質

確保もちゃんとできるようにしていくべきだと思い

ますが、最後にお願いいたします。

○棚原憲実企業局長 座間味村をはじめ、各離島同

様な問題をやはり抱えているということで、この広

域化事業は進めております。

我々としても、各離島の現状がありますのでより

早く供給できるようにやりますが、公平性も含めて、

我々、村と相談しながら進めています。

座間味村につきましては、先ほど説明ありました

ように、水源の悪化というのがありますので、技術

的助言もしながら、先ほど課長から説明のありまし

たように、この可搬型の活用も検討しながら、より

早く供給できるようにやっていきたいと思います。

○下地康教副委員長 次に、新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 私も全部聞かれてしまってもうな

いものですから、どうしようかなと思っていたとこ

ろなんですけれども。

棚原局長、本当に座間味の問題ではいろいろ御尽

力いただいてありがとうございます。

その件で、座間味村の、先ほど瑞己委員からもあ

りましたように、やはり水源の水質の悪化が座間味

浄水場の問題だと思っております。そして、ダムを

見たら本当に厳しい状況だなと思っているんですよ。

私たちも踏査をさせていただいたんですけれども。

それで、昨日、おとといですかね、自治会館のほ

うでも、水質の改善をする様々なバイオの技術があっ

て、私も見てきたんですけれども、そういうのも座

間味村と一緒になって、費用負担等の件もあるとは

思うんですけれども、まずは、もうこの今、完成が

令和７年ということなものですから、あと３年間あ

るわけですよね。その３年間そういう水を住民の方

が飲んでいるということはもう耐えられませんので、

しっかり、いろんな技術があると思いますので、そ

の辺も活用していただいて、どうにか水質改善をし

ていただきたいなと思うんですけれども、どうでしょ

うか。

○棚原憲実企業局長 我々としても、いろんな情報

を収集しながら、言っては何ですけど、いろんな分

野の技術を持った職員が大勢いますので、引き続き

技術的助言をしっかりやって何とか少しでも改善し

ていけるようにやりながら、先ほど言いましたよう

に、より早期に企業局が供給できるように頑張って

いきたいと思います。

○新垣光栄委員 続きまして、ＰＦＯＳの問題。

先ほど、そういうＰＦＯＳの関連予算が８億9000万

円。その中で、防衛省が３分の２を負担していると

いうことなんですけれども、これ全額負担は考えて

いないんでしょうか。

○志喜屋順治配水管理課長 北谷浄水場の粒状活性

炭処理施設につきましては、従来から臭気及びトリ

ハロメタン対策として導入してきております。です

ので、これまで県単費で全額負担して、活性炭の取

替えを８年周期で行っていたところですが、ＰＦＯ

Ｓ等対策が必要となったことから、現在４年周期で

取替えをする必要が生じておりまして、費用負担の

増加につながっております。

これについて、企業局では関係部局と連携して、

令和元年と令和３年に関係大臣及び米軍に対して、

立入調査を認めることですとか、汚染原因の究明、

それから費用補償等を要請しております。

これに対して、防衛省のほうからは、米軍とＰＦ

ＯＳ等の因果関係は現時点で確認されていないもの

の、基地周辺住民の安心・安全な飲料水の供給に寄

与するものとして、粒状活性炭の取替工事について、

防衛省から民生安定施設整備事業として、工事費用

の３分の２の補助を令和元年から受けております。

この防衛省の補助を受けることで、これまで８年間

周期で交換していた県単費の全額負担に比べますと、

現在、その補助金の分で負担軽減にはつながってい

るところでございます。

以上でございます。

○新垣光栄委員 そういう中で、因果関係が分から

ないから、これ関係ないよと、政府の言い方はおか

しいと思いますので、因果関係がしっかり分かるよ

うに、また企業局、また環境部、そして知事公室、
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おのおのが担当していて、私はおのおのの部署が力

があんまり入らないと思っているんですよ。本来だっ

たらプロジェクトチームをつくって、ＰＴをつくっ

て、誰かが、どの部が主役になるかは分からないん

ですけれども、先頭に立って推し進める必要がある

のではないかなと思っているんですけど、どうでしょ

うか。

○棚原憲実企業局長 このＰＦＯＳに対する不安等

については、広い分野に関わります。河川等の環境

問題から企業局の水道事業まで、広範囲にわたるこ

とがありますので、関係部局で情報共有はしっかり

今現在、取り組んでいます。

この問題につきましては、知事、副知事をはじめ、

非常に関心を持って、重要な事項だということで適

宜指示も受けておりますので、全庁的と言えば、い

つもそれぞれの部署に、しっかり調整しながら取り

組んでいるという状況です。

○新垣光栄委員 そういう中でも、ぜひ解決するた

めにもう一度考え直して、強化体制をしっかり構築

していただきたいと思います。

そして今回、企業局さんのほうも、取水堰の変更

とか、様々な頑張りをもって、できるだけＰＦＯＳ

の含まない水を提供しようということで頑張ってい

ます。その中でも、取水状況が今どういうふうな改

善をしているのか、お伺いします。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局では、ＰＦＯＳ

等対策の一環として、例年、水量良好な時期は中部

河川等からの取水を抑制し、ダム水の増量をするな

どの対応を実施しております。

令和３年度につきましては、現在、比謝川の取水

量につきましては、北谷浄水場の原水に占める割合

としまして、２月末現在で3.7％程度、日量5500トン

程度に抑制しているところでございます。

以上でございます。

○新垣光栄委員 もうこのように頑張っていただい

て、3.7％ということで、取水量も大分減らしていた

だいているんですけれども、これは渇水状態になっ

たときも、そういう状況で対応できるのかどうか。

○志喜屋順治配水管理課長 渇水が厳しくなった時

期というのが平成30年当時がありますが、その当時

の比謝川の取水割合は10.7％―北谷浄水場の先ほど

3.7％に対して30年度は10.7％、日量にして１万

6400トン程度となっております。比謝川を含む嘉手

納井戸群などの中部水源全体を含めると、北谷の水

源の４割程度を占めているところでございます。で

すので、比謝川等の中部水源につきましては、安定

給水と渇水リスク軽減のためには、非常に貴重な水

源と考えているところでございます。

以上でございます。

○新垣光栄委員 そのためにも、ぜひこの原因究明

が重要課題と思いますので、しっかり、先ほども言っ

たように取り組んでいただきたいと思います。

それともう一つ、最後に、嘉手納基地への供給状

況は、今隣接する市町村からの供給ということでなっ

ていますけど、沖縄市、北谷町、そして嘉手納町だ

と思うんですけれども、どういう状況なのか説明い

ただけないでしょうか。

○志喜屋順治配水管理課長 嘉手納基地への給水に

つきましては、委員おっしゃるとおり、沖縄市、嘉

手納町、北谷町にまたがるんですが、給水そのもの

は沖縄市水道局のほうから実施しております。それ

につきまして、令和２年度の嘉手納基地への給水量

の実績につきましては、年間で約340万立方メートル、

日量では約9300立方メートルです。そのうち、企業

局の北谷浄水場からは約78％、石川浄水場のほうか

らは約22％の割合で給水されているところでござい

ます。

以上です。

○新垣光栄委員 私は、こういう嘉手納基地にも、

石川浄水場の水量が多いのではないかなと思ってい

たんですよ、ＰＦＯＳを含まないですね。しかし、

同じように北谷浄水場から78％、石川浄水場から

22％って、基地に暮らしている外国人も影響がある

わけですから、そういうのもしっかりアピールすれ

ば、自分たちのことなんだよと、このＰＦＯＳ問題

は。そういうのを実感できると思いますので、しっ

かり、基地内にいる、生活している方々にもしっか

り訴えていくのは、この外国人の奥さんや家族も守

ることになると思いますので、しっかりその辺を訴

えていただきたいと思います。

どうでしょうか。

○棚原憲実企業局長 このＰＦＯＳ関係の問題が発

覚しまして、我々、沖縄防衛局のほうにもすぐその

実情をお話して、検出状況とか、それは米軍側にも

きちんと伝えてあります。企業局が所管するのは水

道水というものですので、日米合同委員会でも、関

係省庁の説明によると、米軍としても重要な関心は

寄せているということは聞いています。

今後も、委員おっしゃるように、しっかり水道水

の安全性の向上のためということをしっかり伝えて

取り組んでいきたいと思います。

○新垣光栄委員 しっかり、このＰＦＯＳの問題は、
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米軍・軍属も一緒になって、沖縄県民も含めて、こ

れを解決することは自分たちの命と暮らしを守ると

いうことを、共通認識を持っていただけるようにしっ

かり訴えていただきたいと思います。

以上です。

○下地康教副委員長 次に、崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 お願いします。

予算説明資料の62ページの給水対象に関連をして

伺いますが、金武町の地下水源から、国の指針値50ナ

ノグラムを超えるＰＦＯＡが93ナノグラムの検査で

問題になっておりますが、これは情報によると、金

武町自身が１日平均が6533トンに対して企業局が

4224トン供給をして、あと自己水源。どうしても、

ここで混合して頼らざるを得ないという意味では、

2320トンが自己水源と言われておりますが、その中

で企業局は、金武町の全水量―１日給水量の6533ト

ン全量直ちに給水ができるというような報道をされ

てはいるんですが、では、企業局はできるんだけれ

ども、この全量供給に何が問題あるかというのを

ちょっと教えてください。

○志喜屋順治配水管理課長 金武町が6500トンを全

量受け切れないというふうな理由につきまして、金

武町に確認したところ、金武町の配水管そのものが

細くて、企業局から供給される水量に十分対応でき

ない状況にあるということで、金武町では水道管の

口径を太くする増径ですとか、あと、配水池等の新

規整備を計画しているというふうに聞いております。

以上でございます。

○崎山嗣幸委員 企業局は全量供給に問題がないと

いうことなので、水道管の口径の問題、課題がある

と言われているんですが、この金武町の中での口径

の工事とかについてのめど、この辺は相談をされて

いるのかどうか教えてください。

○志喜屋順治配水管理課長 金武町に確認をしたと

ころ、金武町のほうでは防衛省補助を活用しまして、

今年度から、水道管を整備するための実施設計業務

を開始していまして、次年度に実際の水道管の整備

工事に着手するというふうに聞いております。令和

４年度中に完成させて、令和５年度からは企業局の

水が100％供給できるような計画で今進めているとい

うふうに聞いております。

以上でございます。

○崎山嗣幸委員 令和５年からは企業局が6533トン、

これ平均ということなんですが、供給できることに

なれば、自己水源に頼らなくてもいいということの

理解をしてよろしいですか。

○棚原憲実企業局長 今、金武町とは我々いろいろ

相談しながら対応策を進めているところですが、勘

違いのないようにちょっと補足で説明させていただ

くと、金武町の１日平均使用量については、企業局

の現在の施設で供給できる6500トンはできるんです

が、金武町のほうも今後いろいろ計画とかありまし

て、最大供給水量になると、企業局の現在の施設で

は、それ以上は企業局も施設改良が必要ですので、

今、金武町と将来予測も含めて、きちんとした計画

の下に相談していきましょうということを進めてい

ます。現在能力で平均水量だけは送れるということ

で御理解いただきたいと思います。

○崎山嗣幸委員 これからまたさらに増えた場合に

ついては、課題があると思いますが、では令和５年

までの期間、今回、現時点における状況について、

対策なんですが、これ金武町と企業局との間ででき

るまでの間―１年ぐらいかかりますか、１年かから

んかな。来年度からという意味では、半年ぐらいな

んですかね。これは工事終わって、供給するまでの

間はどういう対策を取るのかをちょっと教えてくだ

さい。

○志喜屋順治配水管理課長 今、金武町に対しては

技術的助言を鋭意、調整させていただいておりまし

て、その中では、金武町が管理する複数の浄水場の

うちで、ＰＦＯＳが検出されていない浄水場があり

ますので、そこを活用する方策とか、あと、現在、

ＰＦＯＳが検出されている浄水場につきまして、浄

水処理方法を、例えば活性炭を導入するですとか、

膜処理を導入するですとか、一時的なそういった、

令和５年度に向けて、そういった当面の処理方式等

々について、技術的な助言等々で調整させていただ

いているところでございます。

以上です。

○崎山嗣幸委員 いずれにしても、全量供給したと

ころで米軍基地から出されただろうという可能性が

高いという意味では、解決はしないわけですよね、

その問題についてはね。だから、先ほどから言って

いるような、米軍基地から出てきている可能性につ

いての立入調査なり、実際、その原因の究明をして、

しっかりここが地下水源に流れないよう歯止めをす

るなり、しっかり取るべき必要があると思うんです

が、そこは先ほどから言っているように、全量供給

について私はいいと思うんですが、直ちに地下水源

の問題は解決しないので、そこはぜひ企業局として

も、鋭意、努力をしてもらいたいと思うんですよ。

これ、局長に最後に決意のほどを。
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○棚原憲実企業局長 ＰＦＯＳ対策については、先

ほども申し上げたように、環境問題と水道水の問題

と広範囲に課題があるものですので、しっかり部局

間も連携しながら、嘉手納基地だけじゃなくて、県

全体として取り組んでいきたいと思います。

○下地康教副委員長 次に、金城勉委員。

○金城勉委員 今、話題になっているＰＦＯＳ、Ｐ

ＦＯＡの件ですけれども、これは民間での使用とか、

そういうこれまでの経緯、状況はどうですか。

○志喜屋順治配水管理課長 ＰＦＯＳにつきまして

は、多様な用途で活用されております。

民間の企業で話をしますと、例えばガソリンスタ

ンドですとか、そういったところでの泡消火剤の活

用ですとか、あと、民間というか各家庭でもそうな

んですが、撥水剤としてのスプレーみたいな形の撥

水スプレーでの活用ですとか、いろんな活用がされ

ているというふうに聞いております。

○金城勉委員 その民間の影響、民間での残留値と

かそういう調査はやったことありますか。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局としましては、

水道水源についていろいろ調査をさせていただいて

おりまして、嘉手納基地周辺の比謝川の検出状況で

すとか、そういったところは把握しているところで

ございます。そのほかのところにつきましては、全

国調査として、環境部のほうがその他の地域ですと

か、水道水源以外のところも調査しているというふ

うに聞いております。

○棚原憲実企業局長 環境省が令和２年度に行った

全国143地点の環境調査の結果によりますと、21地点

で暫定指針値を超過しております。全国的な課題で

はあるというふうに理解しています。

○金城勉委員 やはり民間でも使ってきた経緯があ

りますのでね、全てが基地由来というふうに決めつ

けていいのかどうかということもありますので。

そういうところは、基地内への立入調査も必要だ

と思うんですけど、これは今まではできていますか。

○志喜屋順治配水管理課長 調査につきましては、

基地内に入っての立入調査は実現しておりませんが、

基地周辺の幾つかのポイントにつきましてボーリン

グ調査を実施して、そのボーリング調査に基づいて

ＰＦＯＳの検出状況を確認する調査を、平成29年度、

平成30年度には行っております。

○金城勉委員 この水というのは米軍基地にも影響

していることでね、その被害がもしあるとすれば、

米軍の基地内の利用者のほうにも影響を及ぼすし、

当然、民間にも影響が及んでくることで、双方にとっ

て調査は必要なことだと思うんです。ですから、そ

ういうところから米軍と協力をして、調査をして、

より安全な対策を取るということが必要だと思うん

ですけれども、そこはどうですか。

○棚原憲実企業局長 ＰＦＯＳ等につきましては、

米国本国のほうでも非常に問題というか、国防権限

法でその対策を決定したところですので、米軍もそ

の認識は、重要性については御理解いただいている

と思います。ですので、そういう社会的状況も踏ま

えて、しっかり米軍とも調整を進めていきたいと、

国を通してしっかり求めていきたいと思います。

○金城勉委員 やはりこれはね、双方にとって人命

に関わる共通の課題ですからね。米軍もそこはやは

り調査をして、今後、排出、漏えい等がないような

対策を取る必要があるでしょうし、民間においても

当然、それは必要なことですから、一緒に協力して

やれるような取組を、基地対策課、知事公室あたり

とも連携しながらぜひやっていただきたいと思いま

す。

以上です。

○下地康教副委員長 次に、仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 おはようございます。

先ほど来、金武町のＰＦＯＳの件が上げられてお

ります。ちょっと若干ダブるところもありますけれ

ども質疑をさせてください。

まず初めに、安心・安全な飲料水の供給責務は県

にあるんですか、各自治体にあるんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 水道事業につきまして

は、水道法という法律で規定されて責任範囲を分け

ているんですが、この水道法では、水道事業は原則

として市町村が経営するものとなっておりまして、

企業局は、その市町村に水道用水を供給する水道用

水供給事業を担っております。水道法に基づく水道

用水供給事業者が行う水質検査の場所につきまして

は、水道事業者に水を供給する場所と規定されてお

りまして、企業局が水質を担保する範囲につきまし

ては、水道事業者と取引を行っている供給施設まで

と考えております。水道事業者につきましても、同

様に水道法で規定されておりまして、水道事業者が

行う水質検査の場所としましては、給水末端、いわ

ゆる住民に提供される給水末端が責任の範囲となっ

ております。

金武町の例につきましては、企業局管理の金武調

整池というのがございますが、そこの出口に取引し

ておる供給施設を設置しておりますことから、供給

施設までを企業局が、それから供給施設以降から給
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水末端までを金武町が水質を担保する責任範囲と考

えているところでございます。

以上です。

○仲里全孝委員 今の説明からすると、県の管理し

ている、金武町だったら貯水池が設置されていると

思うんですけれども、そこまでの水質は県のほうが

と。そちらから、末端の、いわゆる町民までの飲料

水の管理は金武町が、それで間違いないですか。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局は金武調整池の

供給施設まで、金武町がそれ以降のところの範囲と

いうことになります。

○仲里全孝委員 金武町に供給されている水は、県

企業局から供給されている水で間違いないですか。

○志喜屋順治配水管理課長 金武町のほうに供給さ

れている水につきましては、金武調整池から提供し

ている水は企業局の水で間違いないんですが、金武

町も複数の浄水場を有しておりますので、住民に対

しては、企業局の水だけではなくて、そのほかの金

武町が管理している浄水場からも供給されていると

いうふうに理解しております。

○仲里全孝委員 いわゆる金武町のほうで、皆さん

の貯水池から受けて、金武町のいわゆる水道課のほ

うから住民に供給されているということですよね。

そこで、ちょっと確認します。

その水に、中身の水にですよ。県から供給されて

いる水はありますよね。入っていますよね。

○志喜屋順治配水管理課長 金武町が所有しており

ます金武浄水場に送水される水に企業局から供給さ

れている金武調整池の水は含まれております。

○仲里全孝委員 そうすれば、この水質、水そのも

のにも、先ほどから話をしている責務に対して、県

もこれは責務ありますよね。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局が供給する水に

つきましては、企業局の責務がございます。企業局

の水にブレンドして、金武町の浄水場、金武浄水場

からブレンドした後の水につきましては、トータル

のブレンドされた後の水として、金武町のほうが管

理する責任があるものと考えております。

○仲里全孝委員 そのブレンドした水の県の関わり

を教えてください。どういういきさつで、そういう

ふうになっているのか教えてください。

○志喜屋順治配水管理課長 県の関わり、企業局と

しましては、金武町と同じ事業、企業局は水道用水

供給事業でして、金武町は水道事業を担っておりま

す。お互い事業を担っている関係の話でいきますと

対等の立場なんですが、金武町が実施している水道

事業に対して指導監督をする立場にございますのは、

認可権者の県の保健医療部のほうとなります。

○仲里全孝委員 分かりました。

それでは、ちょっと再度確認します。

令和２年、令和３年、県の水質検査の実施回数、

結果を教えてください。もちろん、今、県の金武町

にある貯水池の検査。皆さんが供給する水です。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局では、水質検査

計画というものを毎年度策定しまして、それに基づ

いて検査を実施しております。金武町についても、

金武調整池の出口、供給施設のところで検査等を実

施するんですが、それにつきましては、味ですとか

濁り、それから、残留塩素につきましては365日毎日

検査することになっておりまして、そのほかの水道

法の水質基準という51項目ありますが、その項目に

つきましては、項目に応じて毎月検査をする項目、

それから年４回する項目とか、そういった水道法に

定める規定回数で検査を実施しているところでござ

います。

そのほかについての水質基準以外の項目について

も、必要な項目を実施しているところで、すみませ

ん、ちょっと365日毎日やっている検査につきまして

は、すみません、色、濁り、残留塩素でして、先ほ

ど味と申しましたが、それはすみません、訂正させ

ていただきたいと思います。

○仲里全孝委員 今、県の金武町調整池の水の水質

は、毎日行っているということで間違いないですか。

○上地安春水質管理事務所長 企業局では、検査計

画というのを立てておりまして、その必要な箇所、

必要なポイント、あとは必要な頻度について、項目

について管理を行っているところです。金武調整池

につきましては、その供給元である石川浄水場にお

いては、毎月、基準に沿った形での検査を行ってお

ります。あと、石川浄水場から送られる水について

は、その代表する供給点の水を定期で検査している

ところでございます。

あと、金武調整池については、そこに自動計器が

設置されておりまして、主な項目、濁度とか、残留

塩素とかについては常時、監視を続けているところ

でございます。

○仲里全孝委員 いや、あのね、金武町にある貯水

池、これ県のものなんですよ。そこで皆さん、毎日

検査を受けていると話があったんですよ、先ほど。

毎日受けているんですか、検査。水質検査を皆さん、

実施しているんですか。

○上地安春水質管理事務所長 先ほどのお答えの繰
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り返しになりますけれども、金武調整池においては、

自動計器がありまして、それをモニタリングするこ

とによって監視を行っているということでございま

す。

○仲里全孝委員 私が聞いているのは、モニタリン

グじゃないんですよ。水質、今、ＰＦＯＳの問題で

水質検査を皆さんのほうでこれ金武町に送る前に、

そこで貯水検査、水質検査をやっているんですかと

聞いているんです。

○上地安春水質管理事務所長 冒頭申し上げたとお

り、企業局では、必要な箇所、必要な状況に応じて

の検査計画を立ててやっております。金武調整池へ

の送る水については、その元である石川浄水場のほ

うで定期的な検査あるいは毎日のチェックを行って

いるところでございます。

○仲里全孝委員 何で末端の金武町に送るタンクの

水質検査を行わないの。私、石川の話していません

よ。そのタンクから金武町に水が送られているんで

すよ。そのタンクの水がどうだったのかと今、確認

しようとしているんです。

○上地安春水質管理事務所長 企業局が送水してい

る事業体なり、供給点なりというのは多数ありまし

て、現実的に考えた場合、それを全て定期的に検査

するというのは、いろんな条件で無理がございます。

それで代表点というのを設けまして、石川系統につ

いては、ここ、ここ、ここというような形でやって

いて、それ以外については、水質計器等を利用して

モニタリングしているという状況でございます。

○仲里全孝委員 金武町の調整池の水質の検査を

行ったんですか。実施したんですか。それを行った

か、行っていないかを答えてください。

○石新実企業技術統括監 水質の項目の中には、送

水の途中で増加するものもございます。トリハロメ

タン等がそうなんですけれども、塩素と反応するこ

とによって、浄水場で無事でも、末端では大きくなっ

てしまう可能性があります。そういったものについ

ては、末端でも検査を企業局としてはやるようにし

ていますけれども、それら送水の過程で増加する可

能性のないものは代表点―ここで計れば、この全体

を評価できるという点で検査を行っているんですね。

金武町で、送った先で何らかの異常があった場合

ということを監視するために、濁度ですとか、残留

塩素ですとか、そういった項目は常時検査する機械

を現場に置きまして、何らかの異常があった場合は

それらで判断すると。もし、これらの数値に異常が

見られれば、何かの異常が導水過程で発生している

という判断をして対策を講じると、そういった方法

を取っているところです。

○仲里全孝委員 ちょっと私が確認しているのは、

今、ＰＦＯＳの問題が出ているから、我々は不安な

んですよ、金武町民が。企業局から送っている水は

どうだったのか。皆さん、責任分担の話が出たじゃ

ないですか、さっき。それでね、私が言っているの

は、確認したいのは、皆さん確認したいんですよ、

今。この皆さんが設置している金武町調整池、大き

なタンクがありますよね。その管理はどこですか。

○石新実企業技術統括監 金武調整池につきまして

は、企業局の管理となっております。

○仲里全孝委員 そこのタンクに貯水されている水

の水質検査のことを聞いているんですよ。その水の

水質、安心・安全で飲める水質検査やっていると思

うんですよ、皆さん。だから、私が確認したいのは、

令和２年、令和３年、ＰＦＯＳの問題が上がる前の

皆さんの検査状況。モニタリングの話していません

よ。水質の話をしているんですよ、水の話。

○志喜屋順治配水管理課長 金武町に送水されてい

る水につきましては、基本的に石川浄水場で水質検

査をしておりまして、石川浄水場から金武町の調整

池に届くまでの施設について、基本的には保守点検

ですとか、そういった維持管理をしっかりしており

まして、水が汚染される状況がないことを確認して

実施しておりますので、基本的に石川浄水場の水質

をモニタリングする、検査をすることで、金武調整

池の水の水質も担保されているというふうに考えて

おります。

○仲里全孝委員 ちょっとおかしいよ。私が聞いて

いるのは、石川から金武町まで５キロあるんですよ。

石川から金武町までの水質の検査を聞いているわけ

じゃないですよ。今、問題なっているから。石川か

ら金武町に送られているこのタンクの中の水をどう

やってチェックしたのと聞いているわけ。

○志喜屋順治配水管理課長 先ほど来、説明をさせ

ていただいておりますが、基本的には代表点をしっ

かり検査してやっておりまして、金武調整池につき

ましては検査はしておりません。

金武調整池の供給点につきましては、検査は実施

しておりません。

○仲里全孝委員 なぜそこで水質検査もしないで、

ＰＦＯＳの話が出てくるんですか。ＰＦＯＳ、県の

水にはＰＦＯＳは含んでいませんと、そう言ったこ

とがありましたよ。どこで分かったんですか、ＰＦ

ＯＳが県の水に含んでいないということは。
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○志喜屋順治配水管理課長 金武調整池につきまし

ては、石川浄水場の出口でＰＦＯＳの検査を実施し

ております。ＰＦＯＳにつきましては、先ほども説

明させていただいたんですけれども、水道管の中に

ＰＦＯＳを含むような材質はありませんので、基本

的には、石川浄水場の出口でＰＦＯＳが検出されて

いない水につきましては、水道施設を経由してもＰ

ＦＯＳは検出されないというふうに考えております

ので、金武調整池のほうでもＰＦＯＳは検出されな

いというように考えております。

○仲里全孝委員 おかしいよ、皆さん。まさしくお

かしい。金武町にあるタンクは、町民のために皆さ

んが設置しているんですよ。企業局から。先ほど容

量の話もしました。6533トン必要だと。皆さんは、

キャパに対しては問題ないと。しかし、私が確認し

ているのは、いつどこで―私が確認したいんですよ。

令和２年、令和３年、企業局から送られている水は

ＰＦＯＳを含んでいませんよと。ではいつ確認した

んですかと、ＰＦＯＳの検査は。石川の話はしてい

ません、私は。何で、安心・安全な水を皆さん届け

ていると言っているから。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局としましては、

先ほども申し上げましたとおり、水道管が５キロと

いう話がありますが、その間でＰＦＯＳが増加する

ということはないというふうに考えておりますが、

金武町と相談して、必要であれば検査は実施してい

きたいと考えております。

○仲里全孝委員 何で、金武町の話はしていません

よ、私は。私はここでチェックしましたか、検査し

ましたかと。皆さん、技術的なことを言っているよ

ね。石川市の浄水場から金武町まで５キロあります。

物理的にＰＦＯＳが、出るというのはないと言って

いるじゃないですか、今。そういうことを言ってい

ないですよ、私は。このタンクそのものは町民向け

にね、キャパが6533トンを賄えるために皆さんがそ

のタンクを造ったんですよ。何でこんな、金武町の

末端の地下水は皆さんが３月４日に合同で水質検査

をしているんですよ。問題はなかったと。ＰＦＯＳ

の値も下がっていましたと。

○志喜屋順治配水管理課長 ３月に企業局が実施し

た金武町の検査につきましては、合同で検査を行っ

たものではなくて、金武町のほうから県の衛生薬務

課のほうにお話がありまして、それを通じて、県の

衛生薬務課のほうから、企業局のほうで検査してく

れないか、協力いただけないかということで、本来、

金武町のほうで検査すべき検査項目を、企業局のほ

うでＰＦＯＳの検査をしたところでございます。

○仲里全孝委員 何で、本来、金武町のほうで検査

するって、皆さんは協力してやらないんですか。ブ

レンドをしてね、水を町民に与えている。何でやら

ないの。

○志喜屋順治配水管理課長 先ほど来申し上げさせ

ていただいているとおり、供給施設から給水末端ま

での水質を担保する責務は金武町にございますので、

基本的には金武町が実施すべきものと考えておりま

すが、現在、いろいろと問題を抱えているという話

もありますので、金武町のほうからいろいろ相談が

あれば今、協力して対応しているところでございま

す。

○仲里全孝委員 金武町で管理している水の話は分

かりました。皆さんが金武町に供給している水は、

いつどこでＰＦＯＳの検査を行ったんですか。石川

の話じゃないですよ。我々は石川からもらっていな

いですよ。石川から受理していないですよ、この水

は。いつどこでやったんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局のほうでは25事

業体に水を供給しておりまして、その水の確認につ

きましては、基本的には、送水されるまでの間で増

加しない項目につきましては、浄水場出口でしっか

り検査をしているところでございます。ですので、

ＰＦＯＳにつきましても、ほかの市町村に検出され

ないというところを担保する意味で浄水場出口で検

査をしておりまして、金武町についてもほかの市町

村と同様に、浄水場での検査と代えさせていただい

ているところでございます。

○仲里全孝委員 石川から供給されている25自治体

の話が出ました。どこどこですか。全部、ちょっと

答弁してください。

○志喜屋順治配水管理課長 すみません、石川浄水

場から25事業体に送水されているわけではなくて、

企業局の４つの飲み水の浄水場から25の事業体に水

を供給されているものでございます。ですので、石

川浄水場につきましては、その25のうちの複数の事

業体ということになります。

○仲里全孝委員 この複数の自治体、教えてくださ

い。どこと、どこと、どこか。複数では分からない

じゃないですか。

○志喜屋順治配水管理課長 具体的な市町村名を申

し上げますと、うるま市、金武町、恩納村、読谷村、

嘉手納町、沖縄市、北中城村、中城村、西原町、那

覇市、豊見城市、糸満市、南風原町、八重瀬町、南

城市となっております。
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○仲里全孝委員 今お話しが出ていた自治体で、Ｐ

ＦＯＳが検出されたということがありますか。

○志喜屋順治配水管理課長 石川浄水場から供給さ

れている地点で、ＰＦＯＳが検出されたというふう

なお話は市町村からは聞き及んでおりませんが、北

谷浄水場系等供給されている那覇市ですとか、そう

いったところにつきましては、北谷浄水場系のＰＦ

ＯＳの検出があるというふうに聞いてはおります。

○仲里全孝委員 私、今、石川浄水場の話をしたん

だけれども、石川浄水場から金武町に送られている

んですよ、水は。皆さんは石川で水を検出して、検

査もしているから問題ないですよと言っているんだ

けれども、今、町民は水が不安で、ＰＦＯＳが出て、

町民は不安、問題になっているんですよ、去年の10月

から。それは皆さんも把握していると思いますよ。

その水、我々はタンクまでだからね、そのまた金武

町から送水されているから、これ金武町の問題です

よと、そう言っているんですよ、皆さん。だから私

は、金武町でも地下水のサンプルを採ったりしてい

るんですよ。値も下がっている。県の協力も、県が

一緒に協力までしている。まだ原因は、どういった

原因か知らないんですけれども。そこで県がタンク

を設置している、なぜタンクの中、金武町に送水を

する前に何でサンプルを採らないのかと不思議でた

まらないですよ。なぜそこでやってくれないの。

○石新実企業技術統括監 先ほどから申し上げてい

ますけれども、我々は浄水場で検査することで、Ｐ

ＦＯＳ等についても検出されないということは担保

されているものと考えていますけれども、ユーザー

さん、金武町さんのほうが不安に考えていて、検査

してほしいという要望があれば、それは対応したい

と思います。

○仲里全孝委員 無責任だね。県の代表のね、行政

のトップの県がそういうことを、無責任ですよ。問

題になっているのに。何で、そこでタンクのサンプ

ル採るのがそんな難しいことですか。何で、実施す

ればいいのにさ。全く分からないですよ、皆さんが。

私はアドバイスしているんですよ、皆さんに。町か

ら申入れがないととは、何で皆さんは沖縄の行政の

トップでしょう。

○棚原憲実企業局長 金武町のほうでは、水道事業

者として自ら供給する水源ですとか、そういうもの

については金武町が責任を持って調査を実施してい

るところですが、企業局から供給しているその調整

池までの原水についても不安があるんですという御

意見なので、企業局としては検査してみたいと思い

ます。

○仲里全孝委員 以上です。

○下地康教副委員長 次に、座波一委員。

○座波一委員 私は、工業用水について質疑をしま

す。

計画配水量は３万立米にまだ達成もしていないと

いう状況の中で、地域別の需要と供給のバランスが

悪いんです。特に南部のほうでは、糸満、豊見城工

業地帯、あるいは南風原、八重瀬、南城も、この工

業用水が非常に不足しているんです。ですので、企

業誘致が進まない、企業の進出がないということを

再三、私は言ってきたんですが、企業会計の理屈か

らいって、収支の観点から先行投資ができないんだ

という旨の話があるわけです。その原因が、新たに

管路を引くまでもなく、この今ある管を―径を大き

くすればある程度は解決できると思うんですけれど

も、それもできないというのはなぜですか。

○石新実企業技術統括監 管を大きくするというこ

とは、別途新しい管を敷設するということになりま

すので、その費用負担が非常に大きいということで

す。

○座波一委員 では、その費用負担は積算してみま

したか。

○大城清二参事兼総務企画課長 一応、新たに南城

市のつきしろ付近ということでの想定での施設整備

の試算になるんですけれども……。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、座波委員から新たな管路の敷設

ではなく、今ある管路の増径についての質

疑であるとの説明があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

志喜屋順治配水管理課長。

○志喜屋順治配水管理課長 増径する合計で17キロ

を―西原浄水場から潮平配水池までの管を増径する

という仮定で、メーター単価で試算しましたところ、

33億1500万円程度かかるというふうに見込まれます。

○座波一委員 沖縄県の方針として、県土の均衡発

展を目指している。さらに南部地域においても、南

部振興という問題は課題であると言っている。また、

空港周辺にはクラスターを形成して、いろんな企業

を呼び込みたいと言っている割には、こういった方

針が全く一致していない。この33億円ごときで、沖

縄県のこの方針のあれをやることは簡単とは言わな

いけど、大した金額じゃないでしょう。これ企業会

計の論理でこれができないというのはおかしいです

よ。これ以上答え切れなかったら、総括質疑します。
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○大城清二参事兼総務企画課長 現在、工業用水道

事業につきましては、給水原価、水をつくるのにか

かる費用と、あとは供給単価、実際に提供する価格

ですね。その給水原価が供給単価を上回り、料金収

入だけでは運営できない状況にございます。

現在、産業振興目的として、先行投資施設に係る

未利用水分の維持経費を一般会計から繰り入れるこ

とで、現行料金を維持しているところでございます。

もし、新たな費用負担を行った場合には、どうし

ても現行の１立方当たり35円の契約水量の料金では

ちょっと賄うのが難しくなりますので、そういう費

用負担の見直し等の検討も出てくる可能性もござい

ます。そのため、新たな施設整備については、企業

局といたしましては、商工労働部等の関係機関との

調整をした上で進めていきたいというふうに考えて

いるところでございます。

○座波一委員 この問題、やはり今、この何と言う

んですかね、これは方針の問題であるのに、要は今

度はこの給水単価の問題も持ち出しているんだけど、

やはりこれは方針として、県の問題として取り扱う

べきですので総括にしたいんですが。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、副委員長から座波委員に対し、

誰にどのような項目を確認するのか改めて

説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 工業用水の南部地域における需要供

給の問題については、もう南部地域からの企業誘致

に非常に支障が出ております。そういうことで、現

行の管路の取替えをすれば、ある程度解決するとい

うこともあります。

ということで、現行の管路を変えるための方針を

聞いても、企業局はその企業会計の理屈から先行投

資はできないという旨の発言でありますが、これは

沖縄県の均衡発展において極めて重要な問題点であ

るにもかかわらず、そして、また重要なインフラ整

備でありますので、そこは、もう企業局の範囲を超

えているというところもありますから、知事にそれ

を質疑したいと思っております。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容につきま

しては、本日の質疑終了後に協議をいたします。

質疑を続けてください。

座波一委員。

○座波一委員 終了します。

○下地康教副委員長 次に、照屋守之委員。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。

まず、令和４年度の県企業局の工事発注について。

企業局の令和４年度の工事発注の件数と金額、説明

をお願いします。

○大城清二参事兼総務企画課長 企業局の令和４年

度の工事の発注予定件数は136件、発注予定金額は

98億358万6000円となっております。

○照屋守之委員 これは前年度と比べてどうですか。

○大城清二参事兼総務企画課長 令和２年度の実績

ですが、これは契約金額5000万円以上の工事の数字

となりますが、件数で30件、金額で109億3385万7000円

となっております。

○照屋守之委員 136件なんだけど、新年度は。前年

度が30件ということですから、その残りも含めて、

後で教えてくださいね。

次に、公共事業というのは特に今、コロナ感染で

非常に経済も落ち込んでいて、やはり公共投資は非

常に重要なウエートを占めますよ、地域経済とかね。

地元企業を活用、育てていく、そういう視点から非

常に有効なんだけど、指名競争入札制度、非常に大

事だと思いますね。今、大体、総合評価でやってい

るでしょ。県企業局の発注形態はどういうふうにやっ

ているんですか。指名競争入札でやっていますか。

どうですかね。

○大城清二参事兼総務企画課長 まず、企業局の工

事発注については、県が作成しています県内企業へ

の優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づい

て、可能な限り分離・分割発注に努めるとともに、

県内企業のみでは技術的に対応が困難な特殊工事に

ついては、必ず県内業者を構成員に加えた共同企業

体に発注しております。

発注方式につきましては、県土木建築部の建設工

事等に係る入札契約制度に準じて、設計金額5000万

円以上の工事を一般競争入札、5000万円未満の工事

を指名競争入札、それから、沖縄県内に営業所のあ

る業者を対象ということで実施しているところでご

ざいます。

○照屋守之委員 比率はどうなんですか。総合評価

と指名競争入札の比率、金額。トータルでいいです

よ。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、資料がないため、後日提供する

ことを確認した。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 次に、うるま市楚南地区の浄水場
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からの発生土及び活性炭の処理についてですけれど

も、以前に私、委員会で指摘をしましたけど、まだ

改善されていないようですね。非常に残念に思って

おりますけれども。

そこでまず一つ、誰がいつから搬入しているか、

その説明を願えますか。

○志喜屋順治配水管理課長 企業局が売買契約をさ

せていただいています販売業者のほうの保管ヤード

に平成21年度から令和２年度まで企業局から搬入さ

せていただいております。

○照屋守之委員 ということは、企業局がそこに搬

入しているということですよね。これ、手続はどう

いうふうにやっているんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 基本的には、企業局の

ほうとしては運搬業者と契約して、保管ヤードのほ

うに搬出させていただいております。その保管ヤー

ドにつきましては、浄水発生土の購入業者が地主と

借地契約をしているというふうに聞いております。

ヤードとして使わさせていただいている当該用地

につきましては、農業振興地域の整備に関する法律

に基づく農用地地区となっておりますが、浄水発生

土購入業者による農業法の手続が必要ということが

ありましたので、現在、企業局からも助言し、手続

を進めてもらっているところですが、発生土購入業

者につきましては、うるま市農業委員会に一時転用

の許可申請をしておりまして、うるま市農業委員会

のほうからは許可相当というふうな意見を添えて、

県に進達しているというふうに聞いております。現

在、申請内容を確認中で許可までに少し時間を要し

ているというのは聞いております。

以上です。

○照屋守之委員 ごめんなさい。

いつから入れているんですか。もう一回再確認で

す。

○志喜屋順治配水管理課長 今のヤードに入れてい

るのは、平成21年度から令和２年度でして、令和３年

度以降につきましては、搬入は停止しているところ

でございます。

○照屋守之委員 皆さん方は、私がこの前やって、

あの山をやったら現場で対応すると言って、この前、

局長に確認したら、あれ処分終わっていますよとい

う何かそういうふうなニュアンスで言っていたけど、

これ、うるま市のかけはしから今回陳情が出されて。

実は私びっくりして、これ昨日、写真撮ってきたん

ですよ。これ活性炭ですよ。真っ黒、真っ黒。この

状況が今、農地改良地区で行われている。これ、農

振の転用もできていない。うるま市議会のこの陳情

は、無法状態だから何とかしてくれという陳情です

よ。皆様方は、県の企業局として前で指摘したでしょ

う。見てください、今、これ。これ検査しましたか、

ＰＦＯＳの検査やりましたか。そういうことも含め

てね、これ農振地域ですよ、こんな状況よ。減って

いませんよ。どうしてくれるんですか。

○志喜屋順治配水管理課長 今、委員御指摘のある

黒い土につきましては、石川浄水場のほうで粒状活

性炭処理を行っている関係で、粒状活性炭がこすれ

て微粒子になったやつがその発生土のほうに含まれ

ている状況です。ふだんであれば土の色をしている

んですけれども、微量に含まれているがために黒い

色をしているところですが、今、先ほど申し上げま

したとおり、令和３年度からはそのヤードに対して

搬入をストップしておりますので、増えるというこ

とはございません。

今、増えているように見えているのが、業者に確

認したところ、それを搬出するために一度掘り起こ

していると。搬出しやすいように、トラックに積み

やすいように集めて、今それをほぐしながら搬出し

ているという状況がありますので、放置していると

かではなくて、その黒い土につきましても、搬出す

る方向で今、業者さんは動いているというふうに確

認をしております。

○照屋守之委員 いや、これ言い訳できませんよ、

皆さん。活性炭ですよ。昨日回ったら、臭いしまし

たよ。令和３年度から運んでいない。そもそも違法

行為でそこに置かせている現状を分かって、それを

指摘されても片づけない。ここにマスコミもいます

からね。もうマスコミ全部取材しますよ、あれ、あ

の状態を。あれ農振地域ですよ。あれ何ヘクタール

あるか分かりますか、局長。あそこの整備状況を教

えてください。どういう状況でこうなっているか。

○志喜屋順治配水管理課長 今お話しさせていただ

いたとおり、農振地域ではございますが、今、住民

の方々の不安があるという話も伺いましたので、企

業局としましては、農業委員会のほうに直接、令和

３年度……。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員から農振地域の面積や

整備状況について答弁するよう指摘があっ

た。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

志喜屋順治配水管理課長。

○志喜屋順治配水管理課長 何平米あるかにつきま
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しては、手元に資料がございませんので、後ほど提

供とさせていただきたいのですが、今、一時転用許

可につきましては、先ほども説明しましたとおり、

農業委員会のほうでは許可相当というふうな意見を

付して、今現在、申請しているところというふうに

聞いておりまして、却下されているものというふう

には聞いてはおりません。

○照屋守之委員 これ、搬入してから転用出すの。

普通は、こういうことをしたいから許可申請を出し

て、許可が下りたら搬入するんだよね。これは当た

り前ですよ。

私が聞いたのは、市のほうの農業委員会は上がっ

ていますよ。県の農業会議で、こういう状態を放置

しながら許可できますかみたいな雰囲気になってい

たみたいですよ。だからこれ、元に戻されたんでしょ

う、うるま市農業委員会に。県の農業会議で本当に

こういう状況を許可できますか。できないでしょう。

ですから、これはまさに企業局がやることじゃな

いですよ。大きな責任ですよ、皆さん。

これね、土地改良事業も含めて非常に優良な農地

で、うるま市側が懸念するのはＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ

を含んでいる活性炭、これは大変だということです

よ。これ検査しましたか、ここのもの。

○志喜屋順治配水管理課長 浄水発生土につきまし

ては、委員おっしゃるとおり、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ

の検査、含有検査もさせておりまして、毎年度実施

しております。それにつきましては、基本的に基準

値以下であることは毎年度、確認させていただいて

いるところでございます。

○照屋守之委員 いやいや、ここから取ってやった

の、これ。

幾つのポイントでやったの、それを示してくださ

い。この山城区の現場から。

○志喜屋順治配水管理課長 その発生土の検査につ

きましては、搬出するときに検査しているところで

ございますので、基本的には浄水場の中で検査する、

発生した発生土については検査しているところでご

ざいます。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員から山城区の現場では

検査していないことについて確認がなされ

た。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

志喜屋順治配水管理課長。

○志喜屋順治配水管理課長 ヤードに搬出された後

の検査はしておりません。

○照屋守之委員 委員長、総括質疑お願いします。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、副委員長から照屋委員に対し、

誰にどのような項目を確認するのか改めて

説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 この今の楚南地区の企業局からの

活性炭、あるいは処理土の処理については、このヤー

ドが農業委員会の許可ももらわずに法的に違法状態

でそういうふうなものを置かれているということ。

それと、聞いたら、このＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの不

安を抱えている地域住民の声にも応えず、現場の活

性炭の検査もしていない。そういうふうなことから

すると、これはもう知事に対して、しっかりこの対

応を確認するために総括質疑。これは本当に、ここ

は優良な農地に指定されている地域ですから、これ

を県企業局がそういうふうなものを分かりながら

やっていて、私は以前に指摘したのに改善がされて

いないという。もう非常に心苦しい思いがして、知

事に総括質疑でお願いしたいということです。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容につきま

しては、本日の質疑終了後に協議をいたします。

質疑を続けてください。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 最後に、北谷の浄水場の活性炭は

どこに持って行っているんですか。全部こっちに入っ

ていないか。冗談じゃないよ。検査もしない、指摘

しても改善もしない。

○米須修身建設課長 北谷浄水場からの活性炭につ

きましては、県外に搬出して焼却処分しております。

○下地康教副委員長 以上で、企業局関係予算議案

に対する質疑を終結いたします。

休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時20分再開

○下地康教副委員長 再開いたします。

次に、環境部長から環境部関係予算議案の概要説

明を求めます。

松田了環境部長。

○松田了環境部長 環境部でございます。

環境部所管の令和４年度一般会計予算の概要につ

きまして、ただいま通知いたしました令和４年度当

初予算説明資料抜粋版に基づきまして御説明いたし

ます。

環境部の令和４年度当初予算案は、世界に誇る沖
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縄の自然環境を守るという知事公約の実現に向け、

新たな振興計画の基本施策や施策展開に基づき予算

を編成いたしました。

１ページを御覧ください。

令和４年度の環境部の歳出予算額は、上から５行

目でございますが、40億5357万1000円で、前年度当

初予算額と比較しますと８億6968万7000円、率にい

たしまして27.3％の増となっております。その主な

要因は、海岸漂着物等地域対策推進事業において、

軽石回収業務に係る委託料及び補助金の増額等に伴

い４億2996万2000円の増となったこと、外来種対策

事業におきまして、タイワンハブ等対策強化、未着

手の種への対策実施により３億5098万2000円の増と

なったことによるものであります。

続きまして、通知をタップして、２ページを御覧

ください。

歳入予算について御説明いたします。

表の左下の合計欄を御覧ください。

一般会計歳入予算の合計8606億2000万円のうち、

環境部に係る歳入予算は右隣になりますが、22億

3607万4000円で、右端黒枠の下のほうになりますけ

れども、前年度当初予算額に比べまして６億6935万

3000円、率にして42.7％の増となっております。

歳入が増となった主な要因は、軽石回収等に係る

経費が補助対象となっている地域環境保全対策費補

助金など、国庫補助金が増となったことによるもの

であります。

それでは、歳入予算について款ごとに御説明いた

します。

（款）９の使用料及び手数料の環境部所管分は

3593万3000円で、産業廃棄物処理業の許可申請や、

動物取扱業の登録申請など各種申請に伴う手数料の

証紙収入などであります。

（款）10の国庫支出金の環境部所管分は17億2778万

6000円で、これは主に沖縄振興特別推進交付金の国

庫補助金や軽石を含む海岸漂着物の回収・処理等に

係る地域環境保全対策費補助金等であります。

（款）11の財産収入の環境部所管分は１万6000円

で、環境保全基金及び産業廃棄物税基金の預金利子

であります。

（款）13の繰入金の環境部所管分は１億3652万円

で、産業廃棄物税基金繰入金及び環境保全基金繰入

金であります。

（款）15の諸収入の環境部所管分は701万9000円で、

主に動物愛護管理センター受託金収入であります。

（款）16の県債の環境部所管分は３億2880万円で、

主に地域活性化事業（細節）電動車転換促進事業に

係るものであります。

以上で、歳入予算の概要説明を終わります。

続きまして、歳出予算について御説明いたします。

通知をタップしまして、３ページを御覧ください。

上から４行目を御覧ください。

（款）４の衛生費のうち環境部所管分は40億5357万

1000円で、前年度と比較しますと８億6968万7000円、

率で27.3％の増となっております。

次に、（款）衛生費における環境部所管の主な内容

について、（目）ごとに御説明申し上げます。

一番右端の内訳欄を御覧ください。

（目）食品衛生指導費は、動物愛護管理センター

の管理運営及び動物愛護思想の普及推進に要する経

費で２億933万5000円を計上しております。

（目）環境衛生指導費は、一般廃棄物及び産業廃

棄物の適正処理の推進など、持続可能な循環型社会

の構築に要する経費として９億8335万1000円を計上

しております。

（目）環境保全総務費は、環境部職員の給与や課

の運営費で５億8470万6000円を計上しています。

（目）環境保全費は、地球温暖化対策、米軍基地

の環境問題対策、大気汚染対策、赤土等流出防止対

策、緑化の推進などに要する経費で10億1512万6000円

を計上しております。

最後に（目）自然保護費は、世界自然遺産登録地、

沖縄島北部及び西表島でございますけれど、その登

録地での希少種の交通事故防止、密漁対策などを実

施するための経費や、外来種対策、サンゴ礁保全・

再生に向けた対策など、自然環境の保全・適正利用

を図るための経費で、12億6105万3000円を計上して

おります。

以上で、環境部の令和４年度一般会計歳入予算の

概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 環境部長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いいた

します。

また、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思いま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろし

くお願いいたします。
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なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに甲第１号議案に対する

質疑を行います。

玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

電動車転換促進事業についてお伺いいたします。

こちら昨年から始まっていて、去年の12月にたし

か契約が始まったと思うんですけれども、今回拡充

するということで、配備計画について御説明をお願

いいたします。

○久高直治環境再生課長 本事業では、令和７年度

までに知事部局が所有する普通乗用車600台のうち、

約６割、350台を電動車に転換することを計画してお

ります。令和３年度はＰＨＶを59台導入しておりま

す。次年度、令和４年度につきましては66台の導入

を予定しており、４月から入札に向けた手続を開始

することとしております。

充電設備についてなんですけれども、令和３年度

は車両の導入に当たった施設で当面充電が可能とな

るよう、６施設８機の設備を設置しておりますが、

令和４年度は十分な充電環境が整うよう、35施設

105機の設備を設置する予定としております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

こちら、この施設に関しては、県の所有する施設

に対して、県の公用車が使うような形というイメー

ジでよろしいでしょうか。

○久高直治環境再生課長 はい、そのとおりでござ

います。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

最近ちょっと気になるのが、ウクライナ情勢も含

めてなんですけれども、昨年あたりからコロナの状

況で、自動車自体がなかなか手に入らない状況があ

ると思うんですけれども、今回、電動自動車66台を

購入するんですけど、そういったものに影響はない

でしょうか。

○久高直治環境再生課長 委員おっしゃるように、

今状況が、非常に厳しい状況がありまして、そういっ

た相談もしながら入札に臨んで、結果的には今のと

ころ全て導入可能で、今、配車が全て終わってるわ

けではないんですけれども、既にその会社のほうに

はもう車が届いている状況で大丈夫ということです。

○玉城健一郎委員 ぜひ行ってください。

続きまして、島しょ型資源循環型社会構築事業に

ついてお伺いいたします。

こちら、質問通告の中では、この後の脱プラスチッ

クへの次年度の取組ということで、両方リンクして

いるのでちょっと質疑させていただきますが、この

島しょ型資源循環型社会構築事業の説明をお願いい

たします。

○比嘉尚哉環境整備課長 本県は、島嶼地域という

特殊性から資源循環コストが高く、一般廃棄物のリ

サイクル率が全国に比べ低くなっております。本事

業では離島町村も含め、県全域でリサイクルを推進

するため、コスト低減するなどした効率的なリサイ

クル手法、体制について調査検討を行い、体制整備

に必要な技術支援を行うこととしております。

令和４年度はプラスチック、それからバイオマス、

プラスチックを除く容器包装の各分野のリサイクル

状況等を調査するとともに、有識者等から成る検討

委員会を設置し、本県に適したリサイクル手法、体

制について、検討を行う予定としております。

○玉城健一郎委員 今少しお話があった、今プラス

チック問題に関する万国津梁会議が開催されている

と思うんですけれども、こちらから今のところたた

き台ということで提言が出ているんですけど、こう

いった万国津梁会議のそういった提言というのは、

どういった形で部としては生かしていく予定でしょ

うか。

○吉元真仁環境整備課副参事 万国津梁会議なんで

すけれども、まず脱プラスチックの取組としては、

先ほど説明しました島しょ型資源循環社会構築事業

のほかに、令和３年度に設置したプラスチックに関

する万国津梁会議、これらの議論を踏まえて、脱プ

ラスチックに向けたキャッチフレーズですね、それ

やプラスチック循環のアイデア募集、そして学校、

企業における環境教育の普及方法等を検討する予定

としております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

これはもう、この令和４年度でそれは実施すると

いう考えでいいですか。

○吉元真仁環境整備課副参事 令和３年度において、

この沖縄県のプラスチック問題に関する認識とか課

題を整理しまして、令和４年度についてはこの課題

をまとめたものを提言として正式にまとめて、知事

のほうに報告することになっていまして、今言った

取組につきましては、その調整を関係機関と始めて

いくということにしております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

こちら、私も読ませていただきました。とてもい

い提言だと思います。議論もすばらしいと思います。

今年の４月からプラスチックのこの製品の資源循
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環の取組等を定めたプラスチックに係る資源循環の

促進等に関する法律が施行されると思うんですけれ

ども、こちらと、今回この次年度の脱プラスチック

に対する事業とか取組というのは何がありますか。

恐らくこの法律によって、この県内の事業者さんと

かも結構影響が出てくると思いますけれども、そう

いったものに対して県としての取組だったりとか。

○吉元真仁環境整備課副参事 プラスチックに係る

資源循環の促進等に関する法律ですけれども、まず

製造業による環境配慮設計とか、また販売提供事業

者にワンウェイプラスチック製品の削減、提供削減。

そしてあと市町村による分別収集、製造業による自

主回収、排出事業者の排出抑制、再生、この役割を

規定しておりまして、今回、万国津梁会議では委員

の方は７名就任していただいているんですけれども、

大学の先生であるとか、製造事業者、あと消費生活

アドバイザー、小売事業者、産業廃棄物事業者、リ

サイクル業も兼ねて、幅広い方々に就任していただ

いておりまして、この法律も含めて、プラスチック

ごみの回収、リサイクル、使い捨てプラスチックの

代替製品の開発製造、あとスーパー、小売業などの

提供する側の取組とか、あと消費者意識の改革とか、

そういったものを議論して、提言としてまとめてい

きたいと考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

脱プラスチックに関してはもうぜひ、今取り組ん

でいると思いますけど、さらに促進させるように頑

張っていただきたいと思います。

次、続きまして、食品廃棄物調査事業について。

こちらの事業説明と、今回これまで実施してきた

予算が拡充になっていますけれども、この要因を御

説明お願いいたします。

○比嘉尚哉環境整備課長 本事業は、令和３年度か

ら実施しておりまして、令和３年度は糸満市、それ

から大宜味村の協力の下、一般家庭から排出される

食品廃棄物の量について調査を実施しております。

令和４年度は継続して実施します糸満市のほか、

中部圏域の浦添市、それから八重山圏域の石垣市の

３市で調査を行うこととしておりまして、前年度の

２自治体から増加しているため、予算の増となって

おります。

○玉城健一郎委員 こちら、食品廃棄物調査事業と

いうのは、今後この調査を受けたことで、県として

またこの残渣廃棄物に関しての対策を取っていくた

めの調査という認識でいいですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この食品ロスの削減方法

につきましては、今、子ども生活福祉部のほうで所

管してございまして、そこのほうで計画を立てまし

てその削減を進めていくと。そこと連携して、環境

部のほうもこの食品ロスの削減に向けて取り組むと

ともに、あとは市町村のほうにも努力義務がござい

ますので、働きかけて食品ロスの削減に向けて取り

組んでまいりたいと思っております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

ありがとうございます。

続きまして、次のページ。よろしくお願いします。

国立自然史博物館誘致推進事業ということで、昨

年度からかなり予算が大幅に上がっています。こち

らについて、次年度どういった計画なのか御説明を

お願いいたします。

○仲地健次自然保護課長 この事業の次年度の計画

ですが、ホームページなどの充実、復帰50周年記念

事業としてシンポジウムの実施、また世界的な国立

自然史博物館の調査のほか、庁内の推進組織の構築

と、県内企業や市町村など関係団体の説明及び連携

した誘致活動の検討、あわせて国への働きかけを行っ

ていきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

この間私、海洋博の美ら海水族館に行ったときに、

あちらで本当に、自然史博物館の、どういったもの

だよというのをやっていて、結構県内外の人からい

ろんなコメントがあって、参考にさせていただきま

した。まだまだ知らない人たちが多いと思いますの

で、ぜひそういった発信というのを強くしていただ

きたいと思います。

続きまして、世界自然遺産保全・適正利用推進事

業について。

こちらの内容について御説明をお願いいたします。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 本事

業では、世界自然遺産登録地の生物多様性を保全す

るため、イリオモテヤマネコなどの交通事故防止対

策、希少種の密猟防止対策、野猫などの捕獲を行い

ます。また、来訪者の分散化と受入体制強化など、

オーバーツーリズム対策や、地元特産品、観光商品

のブランディングによる地域振興を進めてまいりま

す。

○玉城健一郎委員 分かりました。

オーバーツーリズム対策だったりとか、猫の対策

とかということで話されていますが、今、北部とか

でこの野猫の対策として捕獲していると思うんです

が、そういったものというのはどのように捕獲して

どういった対策をしているのか。それはまた、ボラ
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ンティアさんとかを募って、動物愛護の観点からま

た飼い主を探したりとかしているのか、御説明お願

いいたします。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 北部

のほうでは、集落の猫については３村が野良猫対策

として、県のほうでは森林に入っている野猫の捕獲

作業を実施しております。捕獲すると、捕獲された

近くの役場のほうに飼い主がいないかというふうに、

当然、ホームページや掲示板等でお知らせして、い

る場合はもう返すと。いない場合は猫の譲渡をやり

まして、全て譲渡しているところです。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

続きまして、基地周辺環境対策推進事業について。

こちら返還予定地、普天間飛行場のその返還予定

地のこのＰＦＯＳの対策だと思いますが、こちら御

説明お願いいたします。

○玉城不二美環境保全課長 この事業は、令和４年

度に、令和３年度まで実施してきた基地返還の、環

境政策課で実施していた事業と、ＰＦＯＳ関係の事

業が統合したものでございますが、ＰＦＯＳ等に関

しましては、普天間飛行場周辺のＰＦＯＳ等汚染源

の特定に向けた調査を行います。令和３年度に専門

家会議を開催しておりまして、その提言を受けて、

地下水の流向を調べる必要があるのではないかとい

うことで実施する事業となっております。

○玉城健一郎委員 一般質問でも部長から答弁いた

だいたんですけど、こちらは今のところいつぐらい

にその調査をするとか、そういったものというのは

未定ですか。

○玉城不二美環境保全課長 はい、未定です。

○玉城健一郎委員 今ちょっと提言として聞いてい

ただきたいんですが、市有地やこの県有地をボーリ

ングする予定というふうに伺っています。

ぜひ、この普天間第二小学校だったりとか、ああ

いったところというのが、これまでずっと水が流れ

ていたという経緯もございますので、ぜひあの周辺

も調査をしていただきたいと思います。

これは提言です。よろしくお願いいたします。

では最後に、動物救護事業についてお伺いいたし

ます。今もうこの譲渡施設として、この施設がそろ

そろ完成すると思うんですけれども、今どういった

状況か御説明お願いします。

○仲地健次自然保護課長 現在、令和４年度からの

本供用開始に向け、改修工事を実施しているところ

です。今年度実施した土壌汚染調査で、掘削工事予

定箇所の汚染が確認されましたことから、関係機関

との調整や設計の見直しに時間を要したことから、

本供用が次年度の10月からと予定しております。

○玉城健一郎委員 これ掘削の際、もう少し具体的

に、どういったものが、何が見つかったんですか。

○仲地健次自然保護課長 今回これは浄化槽周辺で

ということなんですけど、ヒ素が見つかりました。

○玉城健一郎委員 ぜひ、事業を進めていただきた

いと思います。

こちらちなみに、譲渡施設ができることによって、

年間どれぐらいの方が利用するとか、そういった試

算ってございますか。

○仲地健次自然保護課長 すみません、ちょっと、

そういった利用者の推計というところまではやって

おりません。

○玉城健一郎委員 私、神奈川のその動物愛護セン

ターというか、この譲渡施設を見てきたんですが、

本当に、今の県の施設と似たような感じで、本当に

周り何もないところにああいった施設があって、で

もこの、結構あそこの施設はボランティアさんだっ

たりとか、あとは獣医師さんたちとの連携施設みた

いな感じになって、民間企業も結構活用する形で、

うまく回っている感じがあるんですよ。

ぜひ県としても、こういった先進地の運用の仕方

というのを検討していただいて、何とかこのボラン

ティアなしではこういった事業はできませんので、

できるようによろしくお願いいたします。

以上です。

○下地康教副委員長 次に、島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 よろしくお願いします。

では、今、タブレット通知します。

私からも世界自然遺産保全・適正利用推進事業に

ついて伺います。

昨年、世界自然遺産登録をされて本当に県民も大

変喜んでいると思います。この世界遺産をしっかり

と保全して守っていくために、この事業は欠かせな

いものだと思いますけれども、聞き取りの中でちょっ

とお話があった中で、この事業の中で動植物の密猟

対策をこの中でやるということなんですけれども、

具体的にどういったことをやっていますか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 沖縄

島北部において、森林内のパトロールを県がやって

おります。環境省が林道のパトロールをやっている

ところです。

今年度は夏に林道の夜間通行止めを実施したとこ

ろではございます。

○島袋恵祐委員 この対策を講じたことによって、
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この密猟の件数が実際少なくなっているんでしょう

か。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 先ほ

ど、夏のときに林道の通行止めをやったと申し上げ

ました。その結果なのですが、わなは減ってきてい

ます。ただ、今年度は、昨年までは二、三件だった

んですが、今年度は10件になりました。ただ、10件

と申しましても、林道を通行止めしているコアのと

ころではなくて、そこに行くための県道から入って

くるところの、何というんですかね、簡易のわなと

いいますか、本格的な密猟じゃないというか、そう

いう簡単なわなの設置はございましたが、その通行

止めしているコアな部分、その中ではわなは発見さ

れておりません。

○島袋恵祐委員 次年度は、この密猟をやはりもう

なくしていくというのが一番大事なんですけれども、

次年度の取組はどういったことを考えていますか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 令和

４年度は森林内のパトロールを引き続き実施し、強

化してまいります。また、次年度はドローンなどの

対策の検討など、密猟対策の強化を図ることとして

おります。

○島袋恵祐委員 このヤンバルの森からの密漁をゼ

ロにするために、引き続き頑張ってもらいたいと思

います。

もう一つ、その事業の中で、このロードキル対策

も行っているという話を聞きましたけれども、その

対策の概要を教えてください。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 例え

ば、西表島での島の北側中央から東側のほうは県道

ですが、土木建築部が県道の下のほうに、イリオモ

テヤマネコだとか動植物が通れるようなアンダーパ

スを設置して、交通事故が昔よりは減ってきていま

す。ただ、西側についてはちょっとこの対策はまだ

進んでいないということで、次年度、その西表島の

西部地区の交通事故対策を強化していきたいと考え

ております。

○島袋恵祐委員 ぜひ強化してほしいんですけど、

今の説明では西表島のお話だったんですが、これヤ

ンバルでのロードキル対策も教えてください。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 沖縄

島北部においても、土木建築部のほうでアンダーパ

スをして、県道の下にアンダーパスをしているんで

すが、一昨年より昨年はヤンバルクイナのロードキ

ルが増えております。

今度、次年度環境部としてもどのような対策が取

れるか検討をして、環境省も含めてどういった対策

が取れるか検討していきたいと思います。

○島袋恵祐委員 説明の中で増えたという話ですが、

この理由というのは何か、どう考えていますか。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 おと

としはコロナの影響で観光客が少なかったのもあっ

て、ヤンバルに行く車自体が減ったと。昨年、やは

りそういうヤンバルに行く車が増えたということで、

ちょっと、車を怖がらないヤンバルクイナも出てき

たという、何か地元の話もございまして、それでロー

ドキルが増えたんじゃないかというふうに考えてお

ります。

○島袋恵祐委員 やはり増えたということで、それ

をまたどんどん増加させるわけには絶対にいかない

ので、ぜひ取組の強化というのは必要だと思います。

例えば県民に対して、ヤンバルの道をゆっくり走

ろうというような掲示板で知らせてみたりとか、ま

た広報、できればまたＣＭとかそういったのも活用

するのもいいと思いますし、ぜひ県民に対してのそ

ういった周知をしていくのもやはり必要だと思うん

ですけれども、次年度、どういった取組をしていく

のかお聞かせください。

○島袋直樹自然保護課世界自然遺産推進室長 いわ

ゆる地元の住民とか、また環境省や民間も含めて、

このヤンバルクイナが出ますから危険ですよという

看板とかはあるんですが、やはりそれだけではヤン

バルクイナのロードキルが増えているというのは、

ちょっと防げないのかなと。

そこで、意見交換すると、道路の除草だとかそう

いうのが有効じゃないかということで、通常、道路

の管理者のほうで除草しているんですが、それでは

足りないんじゃないかという御意見もありましたの

で、その辺を含めてどういう対策が取れるかいろい

ろ意見交換していきたいと思います。

○島袋恵祐委員 分かりました。

ぜひ頑張ってもらいたいと思います。

世界自然遺産登録をされて、やはり世界からも注

目をされて、本当にコロナ後、観光客がまた増加し

てきたら、やはりこのヤンバルの森や西表島の森に

訪れる方も多くいると思います。それでやはり増え

ていくのは、ロードキルであったり、密猟のそういっ

た増加も懸念されます。

そういったのをなくしながら、いかにまた世界の

皆さんに、ヤンバルの森のすばらしさを見てもらう

かということの両立が大事だと思うんですよね。

やはりそういった取組をしっかりとやっていくた
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めに、ぜひ次年度も頑張ってほしいと思うんですが、

部長どうでしょうか。

○松田了環境部長 委員御指摘のとおり、昨年、世

界自然遺産に認められまして、知事もお話になって

いるとおり、これを次の世代、100年後の世代に引き

継ぐのは我々の責務だと、知事もおっしゃっており

ます。

いかに生物多様性を保全して、かつ、またそこに

住民の方々の経済振興にもつながるかというところ

がやはり課題として大きいと思っておりますので、

今、室長からも答弁がありましたように、保全しつ

つ、そして、地域の観光振興を図っていくというこ

とについて、環境部としても取り組んでまいりたい

と考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひこの事業の取組方、頑張って

いただきたいと思います。

次の事業に行きたいと思います。赤土等流出防止

総合対策事業についてお伺いいたしますけれども、

まず、この事業の概要をいま一度教えてください。

○玉城不二美環境保全課長 赤土等流出防止総合対

策事業では、依然として赤土等流出割合の高い農業

関連に重点を置きまして、赤土等流出防止対策検証

事業、また地域の活動を支援する活動促進事業、新

たに赤土等流出防止施設機能強化の３事業を実施し

てまいります。

この新たな事業として特にありますのは、対策検

証事業のほうでは、赤土等の流出要因を特定して、

効果的な対策法を流出発生源者に提示することに

よって、防止対策を推進していくというふうに重点

化させます。また、今までやってきたモニタリング

の結果から、令和４年度から新たな取組として、沈

砂池等既存施設においても、新たな流出源になって

いるということが分かりましたので、そういう泥上

げ等機能改善効果の実証試験を行い、既存施設の適

切な管理推進を図っていく事業の予算を計上してお

ります。

○島袋恵祐委員 この赤土の問題というのは、本当

に長年の沖縄の問題になっています。そういった対

策事業の中で、その事業を講じたことで赤土を防い

だという成果や実績というのは実際にあるんでしょ

うか。

○玉城不二美環境保全課長 これは、まず赤土対策

条例の効果の把握をしており、特に赤土等流出が著

しい農地からの流出を抑制するため、農林水産部と

共同で流出防止対策を進めていることがまず一つの

成果であると思います。

その結果、平成27年度に赤土等流出防止対策行動

計画を策定しておりますが、重点的に対策に取り組

む５地域を選定しまして、対策実績の把握や流出量

の推計など、毎年、進捗管理を行って効果を現して

いるところでございます。

○島袋恵祐委員 今、課長のほうで答弁、この対策

の地域を特定しているというところなんですが、そ

の地域というのはどこになるんですか。

○玉城不二美環境保全課長 地域は、特に石垣島の

重点監視海域、川平湾とか浦底湾とか、そういう重

点化している地域を対象としております。

○島袋恵祐委員 その地域において、赤土のこの流

出というのはどんどん抑えられているという、今、

成果が出ているということで理解していいんでしょ

うか。

○玉城不二美環境保全課長 先ほど、ちょっと追加

になりますが、宜野座村と久米島と石垣市ですが、

23年度の流出量として１万6396トンございましたの

が、元年度の流出量としましては１万3556トンで、

2800トン、17％ほど減少しております。

○島袋恵祐委員 減少しているということで、事業

の効果が出ているのかなと思うんですけれども、や

はりこの県内どこへ行ってもやはり大雨が降ると赤

土が流れ込んで、海を本当に赤く染めるような状態、

状況になっていると思うんですけれども、その事業

を、また次年度どういうふうにやっていくのか教え

てください。

○玉城不二美環境保全課長 平成25年度に基本計画

をつくっておりますが、今年度が最終年度でござい

まして、現在、最終評価をしているところなんです。

その最終評価の結果を受けまして、次年度以降は

そのときに出された課題とか、あと、実績を踏まえ

て計画を立て、重点的に効果をフィードバックして

いけるような事業として組んでいきたいと思ってお

ります。また、積極的に農林水産部と連携しながら

事業を引き続き進めてまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 では引き続き頑張っていただきた

いと思います。

最後ですが、基地周辺環境対策推進事業について

聞かせてください。

これは先ほど玉城委員からも質問がありましたけ

れども、専門家から、汚染源の特定のためにボーリ

ング調査をする必要があるという指摘を受けている

という話なんですけれども、先ほどの答弁で、調査

開始時期がまだ未定だということなんですけれども、

その理由というのは何でしょうか。
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○玉城不二美環境保全課長 未定といいますのは、

これは一括交付金の事業の中でやっておりまして、

次年度に入って契約事務とか始めますので、まだそ

のスケジュール等のめどが立っていないところでご

ざいます。これからの事業内容でございます。

○島袋恵祐委員 これはじゃあ、県のほうが国に対

して申請する際のこの今の事務の作業がまだ、これ

から準備している段階だということの理解なんで

しょうか。

○玉城不二美環境保全課長 契約は交付決定次第で

きるような形で事務作業は進めているところでござ

います。

○島袋恵祐委員 その交付の見通しはいつぐらいに

なるかというのも、それも分からない状況なんです

かね。

○玉城不二美環境保全課長 内閣府と調整しながら、

４月１日にはできるような形で進めていきたいとは

考えております。

○島袋恵祐委員 もし仮に、この一括交付金が例え

ば使えないというふうになったとしても、やはり県

の単費でやるとか、そういったものも実際に考えて

いるんでしょうか。

○玉城不二美環境保全課長 一括交付金が使えない

という想定はしておりませんが、必要な事業ですの

で、事業は執行していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 やはりこのＰＦＯＳの汚染の問題

というのは、県民の命と暮らしが本当にかかってい

る問題ですので、やはり汚染源の特定をするという

ことは、もう非常に重要だと思います。ぜひ、調査

をきちんとやるべきだと私は思いますので、しっか

りとその取組方をお願いしたいと思いますけれども、

最後環境部長お願いします。

○松田了環境部長 普天間飛行場周辺の地下水から

ＰＦＯＳが高濃度で出ているということにつきまし

ては、我々、従前から普天間基地が汚染源である蓋

然性が高いということで、いろいろと調査を進めた

いということで基地の立入り等も申請しております

けれども、なかなか認められないということで、今

年度、専門家の先生方で委員会をつくりまして、現

状、どういうふうにして調査を進めるかということ

で検討を始めたところでございます。

委員の先生方からは、周辺でボーリングをしたら

どうかというふうな御提言もございましたので、来

年度はそれに向けて調査を進めるということで今、

検討を行っているところでございます。きちんとそ

の因果関係を確認しまして、それを元に国や米軍に

きちんとした対応を求めていくということができる

ように、取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。

○島袋恵祐委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

以上です。

○下地康教副委員長 次に、比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 お願いします。

環境部の皆さん、脱炭素社会を目指していろんな

施策を新年度も取り組むと思うんですが、その大本

になる計画についてちょっとお聞きしたいと思いま

す。

この地球温暖化対策の第２次実行計画が一応策定

されたんですが、これ目標を引き上げていくという

ふうになったと思いますが、何％に引き上げるのか、

その改定作業の状況をお聞かせください。

○久高直治環境再生課長 この計画につきましては、

学識経験者やエネルギー供給事業者などの利害関係

者、あと国の関係機関などが参加した地球温暖化対

策実行計画協議会を開催します。

これは次年度数回ほど開催しまして、意見を聴取

するとともに、パブリックコメントを経て、来年度

末に公表する予定にしておりますので、なるべくこ

の高みを目指していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 肝腎のこの削減目標は、今の状況

だと26％なんですけれども、これはどれくらい引き

上げる予定ですか。

○久高直治環境再生課長 国の削減目標は46％とい

うふうに表明しております。世界的な情勢も踏まえ

て、国はその数値を設定していると思うんですけれ

ども、その目標も参考に、協議会の意見を踏まえて

決定をしていくことになりますが、国が掲げた46％

の削減なんですけれども、本県は、やはり島嶼県で

ありまして、やはり大きな原子力発電所とか、大規

模な水力発電所というのはございませんので、そう

いったものを削減しながらなるべく高みを目指して

いくというふうに検討していく考えでございます。

○比嘉瑞己委員 今度、沖縄県も新たな振興計画を

つくろうとしていて、その展望値とかもいろいろ示

されているんですけれども、それに照らすと、大体

どれくらいのパーセントになっていくのか。

○久高直治環境再生課長 展望値のほうでいきます

と、展望値は、今現在の社会趨勢とか現在の経済状

況とかの最新値を用いてやっておりますので、それ

につきましては今、実行計画で定めている26％に、

今、商工労働部でやっているエネルギー政策が今18％
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から26％ほど、再生可能エネルギーを引き上げると

いうものを加味したものを足すと、約30％前後とい

うところで設定したところなんですけれども、国の

46％からするとまだ低いところではありますけれど

も、そういったことの状況を踏まえながら、総合的

に勘案していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 この目標については、実質ゼロと

いうことで国も定めていると。

確かに沖縄は離島であり、長野県みたいに森がた

くさんあるとか、そういった吸収する条件はないん

ですが、でもまだ一方では、その自然が豊かで再生

可能エネルギーの可能性もあるわけですから、私は

できるだけこれ高く目標を掲げるべきだと思います。

ぜひ、新年度での議論も期待したいと思います。

今の現状をちょっとお聞かせいただきたいんです

けれども、直近の温室効果ガスの排出量は幾らで、

その基準年と言われる2013年度と比べると、今何％

削減になっていますか。

○久高直治環境再生課長 今、最新値が2018年度に

なっておりまして、温室効果ガスの排出量は1238万

トンとなっております。基準年度である2013年度と

比較しますと、1.7％の減少となっております。

○比嘉瑞己委員 この1.7％しかまだ削減できていな

いんですよね。これを、もうあと10年切っている、

この2030年度までに、たとえ31％でも確かに大変大

きな数字だと思います。これを本当にどうやってやっ

ていくのかというのでは、県民全体で取り組んでい

かないといけないと思うんですけれども、全国では

こうしたこの排出量に占める分野ごとの特徴がある

と思うんですけれども、沖縄県の特徴を教えていた

だけますか。

○久高直治環境再生課長 沖縄県につきましては、

産業の構成別でいきますと、他の都道府県だと製造

業のほうが割合が高くなる傾向にあるんですが、沖

縄県の場合は製造業の割合が低くて、その製造業の

そもそもの率自体が少ないものですから、その排出

量につきましても製造業が低くて、逆に運輸業―ま

た沖縄県は観光立県でありますので、航空機などの

この運輸業のものが入りますので、約30％ほど航空

機が入っておりますので、その運輸業のほうが少し

多めになっているというのが特徴になっております。

○比嘉瑞己委員 この運輸、航空機含めて、また車

社会、いろんな分野があるんですけど、とても大き

い話ですよね。そこを本当にどうやって動かしてい

くのか。その役割を一番中心で握るのが環境部の皆

さんということで、大変だなと思います。これはな

かなか、掛け声だけでは進まないと思うんですよね。

新年度の事業を見ていても、県民向けの普及啓発と

かそうした事業はあるんですけれども、でも本当に

取り組むところは他の部署であったり、あるいは民

間の皆さんだったりすると思うんですけれども。た

だ、計画をつくって、その進捗管理をするのは環境

部なわけですから、これどうやって実効性ある計画

にしていくのかどうか。ここは部長が答えたほうが

いいと思うんですけど、どのように進めますか。

○松田了環境部長 地球温暖化対策実行計画策定に

当たっては、当然、例えば公共交通の利用促進とい

うことであれば企画部と。そういったことで、いろ

いろな関係部局とも連携しつつ計画をつくっており

ます。そして、関係部局で毎年その進捗状況につい

てＰＤＣＡサイクルを回すというようなことで取組

の進捗状況をチェックしながら、進んでいない分野

についてはどうやったら進むかということについて、

関係部局と一緒になって考えていくというようなこ

とで対策を進めていきたいと。

今、商工労働部のほうでいわゆるそのクリーンエ

ネルギー・イニシアティブということで、電源の再

生可能エネルギーを大胆に引き上げていきたいとい

うふうな計画もありますので、そういった計画を環

境部も一緒になって進めていって、対策を取っていっ

て、温暖化、温室効果ガスの排出量削減を着実に進

めていくということを考えております。

○比嘉瑞己委員 松田部長、今年３月で環境部を離

れるみたいなんですが、本当にお疲れさまでした。

部長はそうおっしゃっても、やはりこの計画を書

いただけで進むわけではないので、これ本当にどう

やって進捗管理を、皆さんが強い権限を持てるかだ

と思うんですよね。皆さん権限も少ない、予算も一

番少ないという中で、本当に大変なお仕事をされて

いると思うんですけれども、この仕組みの中で、環

境部としてこうした権限を持たせてもらえればもっ

と実効性あるものにできるというのは、どんどん私、

提案していくべきだと思うんです。この間取り組ん

できて、そういった課題とかも見えていると思うん

ですけれども、環境部に今必要な権限、他の部署を

動かす、民間の皆さんも動いてもらう、こうした権

限について何かお考えがあればお聞かせください。

○松田了環境部長 先ほど私が申し上げたように、

県の施策というのは、環境部以外のセクションでも

担っているところがございます。再生可能エネルギー

の導入については、今、エネルギー政策ということ

で商工労働部が見ている部分がございます。必ずし
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も環境部が権限を直接的に有していなくても、当然、

その地球温暖化対策実行計画をつくる際には、各部

局がこれだけ下げることができますということで目

標を立てていっていて、その各部局でそれぞれ責任

を持って対策を実施するというふうな体制が取られ

ております。

そういったことで、そういった各部局との連携と、

それから権限という話で言えば、きちんとそれを我

々のほうで数値化して、見える化していくと。見え

る化していって、いわゆるどこが今遅れているのか、

なぜそれが遅れているのかということを明らかにす

るという、そういう部分が環境に任せられた大きな

役割かなと思っております。

そういうことで、そういう見える化、新しい政策

の提言というところについては、環境部としても今

後もまた勉強をして、そういった施策を推進するた

めのスキル、それからテクニック、ノウハウを磨い

ていく必要があるのかなというふうには考えており

ます。

○比嘉瑞己委員 大変大きなテーマですので、ぜひ

頑張っていただきたいと思います。

あと、動物救護事業について伺いたいと思います。

一般質問でも犬猫のことをちょっとお聞きしたん

ですけれども、ここでは、ちょっと統計のことにつ

いてお聞きしたいと思います。皆さん、センターの

ところでこうした傷ついた鳥なども保護していると

思うんですけれども、この動物愛護法の観点から見

て、その飼い主がいると思われるこうしたシャモが、

救護の実績があるのかお聞かせください。

○仲地健次自然保護課長 動物愛護管理法第36条第

２項で、負傷した、傷を負った動物の収容というこ

とがございます。こちらに基づき収容した実績で申

しますと、令和２年度が０件、令和３年度が１件、

１羽、うちシャモが１羽となっております。

○比嘉瑞己委員 県警のほうがその拾得物として、

一旦県警が預かるんだけれども、どうも飼い主が見

つからないということで、センターのほうに預けた

というふうなお話も聞いているんですが、その点は

いかがですか。

○仲地健次自然保護課長 委員が御案内のように、

県警からの拾得物としての処分の依頼というものの

実績としましては、令和２年度は14羽、うちシャモ

が５羽、令和３年度は23羽、うちシャモが７羽、こ

れは３月４日時点でございます。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございます。

私、一般質問で県警にも尋ねたら、その証拠に基

づいて県警としても対処すると言うんですけれども、

県警自身が、こうやってセンターにシャモを処分し

てもらいたいというふうに来ている。実態分かって

いるのに、ちょっと動いていないという点では、も

う皆さんではないんですけれども、やはり取組が弱

いなと思っています。やはり、皆さんがちゃんと県

警と連携をして、これは動物愛護法違反だというと

ころで動かないと、これなくならないと思うんです

よね。ちょっとこの点、後で聞きたいと思いますが、

こうして保護したシャモなんですけれども、これ地

域的な特徴があるのか。このシャモを保護した場所

というのが分かれば、教えてください。

○仲地健次自然保護課長 今、手元にあるデータ、

令和３年度のデータなんですが、ちょっと件数が少

ないので、どこが多いというところは言えないんで

すが、実績のあったところで申しますと、令和３年

度はうるま市、沖縄市、中城村、恩納村になります。

○比嘉瑞己委員 私がこの間、いろいろ調べていっ

たときには、糸満のボランティアの方からいろいろ

聞いたんですけど、糸満でもたくさん見つかってい

る。今お話し聞くと、中部のほうでも実態としてあ

るということが言えると思います。ちなみに、皆さ

んのセンターの中で一旦保護したこうしたシャモは、

その後どういうふうになっていくんですか。

○仲地健次自然保護課長 負傷で収容されたこの

シャモにつきましては、動物愛護管理の一環で、犬

猫と同様に動物愛護管理センターで収容され、希望

者がいれば譲渡することとなっております。

○比嘉瑞己委員 実際にその譲渡ができた実績、あ

るいはそのボランティアが引き取りに来た件数もあ

るというんですが、その内訳を聞かせてください。

○仲地健次自然保護課長 今年度で申しますと、収

容のあった―警察と、または負傷で持ち込まれたも

のが計８羽ありまして、その中で譲渡されたのが５羽

となっております。

○比嘉瑞己委員 それ以外はどうなりますか。

○仲地健次自然保護課長 １羽は収容の翌日に死亡

しまして、残り２羽は殺処分となっております。

○比嘉瑞己委員 犬猫の場合は、ある一定期間、保

護する期間があるんですけれども、こうした鳥の場

合はそういった期間の定めもないそうです。かなり

短い期間で処分されてしまうということがあるので、

やはり残酷だと思うんですよね。

これは別に、野良猫とか野良犬とかと違って、も

ともとはどこかで飼われていたシャモがこうして傷

つけられて捨てられている状況があるわけですから、



－478－

これは絶対放置してはいけないと思います。私たち、

この土木環境委員会で、この闘鶏禁止条例を求める

陳情を採択しております。そういった意味からもね、

やはりもう環境部の皆さんが頑張ってほしいんです

よ。

今、今回の議論で分かったのは、県警からもそう

やって皆さんのところに来ているわけだから、やは

り県警の姿勢も僕は正すべきだと思うんですけど、

そういった、県警とかが持ってきた場合に、皆さん

としては、これ動物愛護法違反なんだから、県警と

一緒に連携して、この実態をまず明らかにしていく

ことが大切だと思いますが、いかがですか。

○仲地健次自然保護課長 動物虐待、遺棄に該当す

るようなものは法律に違反しますので、このような

事案につきましては、市町村、県警察など関係機関

と連携して、闘鶏に関する実態把握、情報収集に努

め、同法の違反が確認されましたら、厳正に対処し

ていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 これまでその確認されたらという

姿勢がずっと続いてきて、なかなかその実態が明ら

かになっていかないんですよね。やはりそうした、

捨てられている実態があるわけですから、もっと踏

み込んで、どこでそういった情報があるというのも

聞こえてくると思うんですよ。これまでより踏み込

んだ対応がどうしても必要だと思うんですが、その

点はいかがですか。

○仲地健次自然保護課長 関係機関と連携して、対

応していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 引き続き審査したいと思います。

ありがとうございました。

○下地康教副委員長 次に、新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは、今タップしましたので、

送信してあります。

令和４年度の当初予算案概要から質問させていた

だきます。

その中の赤土等流出防止総合対策事業から、質問

をさせていただきます。今年度、予算も拡充したと

いうことなんですけれども、その赤土防止対策の関

係部局との連携状況はどのようになっているか、お

聞かせください。

○玉城不二美環境保全課長 県では、副知事を会長、

関係部局長を委員とする、赤土等流出防止対策協議

会や、関係課長で構成する幹事会、またワーキング

チーム会議を組織して、土木建築部や農林水産部等

の事業部局と、赤土対策に係る情報共有を図ってお

ります。

特に、農林水産部と共同で農地からの赤土流出量

を推定し、環境部からは流出源情報及び流域別に有

効と考えられる対策案について報告するとともに、

農林水産部のほうからは赤土流出防止対策に関する

国庫要求の基礎資料として環境部の調査結果を活用

した上で、重点監視海域を有する10市町村で優先的

に対策を展開しており、今、多くの海域で改善が見

られております。

○新垣光栄委員 すみません、今送りましたので。

予算が増えているということで、新たな対策とし

て、先ほどもお伺いしましたけれども、具体的にも

う少し分かりやすく説明していただけませんでしょ

うか。

○玉城不二美環境保全課長 先ほど言いました、令

和４年度からの新たな取組として、沈砂池等の既存

施設において、泥上げ等による機能改善効果の実証

試験を行い、既存施設の適切な管理推進を図るため

の事業費を計上しているところであります。

もう少し詳しく言いますと、モニタリング調査等

から、過去に整備された沈砂池等の既存施設に赤土

等が堆積し、その機能が低下することで、赤土等の

流出源になっていることが示唆されて、対策強化が

重要であると考えておりまして、令和４年度からの

事業につきましては、赤土等除去の方法を検証する

ための実証試験と今後のマニュアル、管理マニュア

ルを策定することを目標に、既存施設の適切な管理

推進を図るための事業費を計上しているところでご

ざいます。

○新垣光栄委員 この対策ですが、赤土流出の対策

は、もう結構年月がたっていると思います。これが

始まったのはいつ頃始まって、もう何年経過してい

るんでしょうか。

○玉城不二美環境保全課長 一括交付金事業に関し

ては平成24年から始まっておりますが、その前から

内閣府の事業費を利用したり、いろんな調査をする

ことによって、経年的に海域の環境の状況を把握し

ているところでございます。

○新垣光栄委員 一向にこの対策が進行しないとい

うことで、今回も予算の内訳書に、赤土等流出防止

対策推進事業と総合対策事業、２つあるんですけれ

ども、その内容をちょっと聞かせてください。

今タップしましたので、57ページです。

○玉城不二美環境保全課長 推進事業のほうは県費

を主体とした事業でございまして、条例に基づく活

動費、また交流会、基金による現地視察等で実施し

ているところでございます。
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総合事業に関しましては、基本計画に基づいた事

業でございまして、この一括交付金を利用した事業

となっております。

○新垣光栄委員 大体、私もそうではないかなと思っ

ていたんですけど、それにしても、この推進事業の

中で、報償費というのが今ほとんどない状態であり

まして、やはり私、提案なんですけれども、もう少

し充実させていただいて、専門家の皆さんも入れて、

対策協議会を―今現在あるとは思うんですけれども、

しっかり専門家を交えた対策協議会を創設したほう

がいいのではないかなと思うんですけど、どうでしょ

うか、部長。

○玉城不二美環境保全課長 専門家の会議につきま

しては、最終評価の際に、最終評価に向けて、そも

そもモニタリングしたデータをどう評価するか、気

象の影響とか、そういういろんな要件、要因があり

ますので、そういう意味で評価するための専門家を

やっておりますが、対策のための専門家につきまし

ては、農林水産部が主体となって、対策のための会

議等を開いているところでございます。

委員がおっしゃるように、全県的な対策も含めて、

全ての専門家ということになりましたら、全庁的な

協議会の中で諮って、専門家を入れるという形にな

りますが、そのような提案を上に上げていきたいと

考えております。

○新垣光栄委員 続きまして、海岸漂着物等の地域

対策推進事業についてお伺いいたします。

この事業、４億2996万円の拡充になっております

けれども、これは増になったのは海岸漂着の軽石対

策だとは思うんですけれども、これを差し引いて、

海岸ごみの予算は幾らになっているでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 海ごみ対策につきまして

は、約１億8000万円となってございます。

○新垣光栄委員 その通常の漂着ごみに関しては拡

充されたのか、そのまま据え置きなのかをお伺いし

ます。

○比嘉尚哉環境整備課長 昨年の当初予算が約１億

5000万円ですので、若干拡充してございます。

○新垣光栄委員 その海洋漂着ごみなんですけれど

も、沖縄における漂着ごみの大半が石垣島地域だと

言われているんですけれども、どのような割合になっ

ていらっしゃいますでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 平成29年度から30年度ま

で、過年度に行った調査ですけれども、八重山諸島

の浜にある漂着物の量が約3468立方メートルとなっ

ておりまして、これが県全体の6871立方メートルの

51％ほどとなっております。続きまして、沖縄本島

周辺離島が1402立方メートル、20％。宮古諸島が約

1052立方メートル、15％。沖縄本島が約949立方メー

トル、14％となってございます。

○新垣光栄委員 この海岸漂着ごみを解決しないと、

沖縄の観光も影響を受けると思っています。そして、

この漂着ごみの国別の割合、どのように分析してい

るでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 これも過年度に行った調

査の結果でございますけれども、これは製造国が分

かるペットボトルについて調査を行ったものでござ

いまして、この全体のペットボトルのうち中国製が

51％、台湾製が４％、ベトナム製が４％、韓国が３％、

国内のものもございまして、それが20％、不明が16％

となってございます。

○新垣光栄委員 この調査からしても、もう私たち

独自の、この対策ではどうにもならないと思うんで

すけれども、そのような海外由来の廃棄物が多い、

ひど過ぎるということで、観光への影響も危惧され

ている。海洋投棄は国際問題であって、そういう訴

える場はどうしても必要ではないかと思っているん

ですけど、どうでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 海外由来のこの漂着物に

ついては、県もその対策は重要な課題と考えており

ます。この海洋ごみなんですけど、この流出元の多

くは新興国、途上国とも言われておりまして、これ

らの国々を含む、世界全体で取り組むことが重要で

ありますことから、国は2019年のＧ20大阪サミット

で共有された、大阪ブルー・オーシャン・ビジョン。

これは2050年までに追加的な汚染をゼロまで削減す

ることを目指すというビジョンなんですが、その実

現に向けて、この途上国の支援であるとか、あるい

は日中韓３か国環境大臣会合、これはこの中で、海

ごみに関する政策、調査結果の共有などの取組を国

のほうで行ってございます。

県では、国のこのような取組を継続していくよう、

令和３年６月には九州地方知事会を通じて、国際的

な環境問題となっているプラスチックごみについて、

環境の保全のためにも発生抑制、回収処理等の対策

を講じることと要請してございます。

以上です。

○新垣光栄委員 ぜひ、この海洋ごみは黒潮に乗っ

て、沖縄、熊本だったり、長崎、対馬、それと福島、

福井ですか、そういう限定されている地域がやはり

多いんですよ。そういう地域とも、一緒になって訴

えていくという必要性は、国任せでもいいんですけ
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れども、ぜひ、沖縄県がリードしてそういう訴えを

していくのも重要ではないかと思うんですけど、ど

うでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 ただ、このやはり海岸漂

着物、特に海外から来るものについてはやはり国の

責任で行っていただくということでは、基本的な立

場ではあるんですけれども、県でも平成26年度から

台湾や中国の自治体、それからＮＰＯ等と連携を図

るため、その相互協力の在り方とか、情報交換など

を目的とした海外交流事業を実施しております。

今年も、台湾の行政機関、それから民間団体が参

加する、これはオンライン―ちょっと、コロナ感染

症のこともありますので、オンラインの交流事業、

ワークショップを開催したところでございます。

○新垣光栄委員 ぜひ訴えていただきたいと思いま

す。

その中で、石垣島で調査した範囲で回収されたご

みの種類としてはどういうのがありますでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 今、石垣島ということで、

ちょっと手元にデータがございませんで、全島で申

し上げたいのですけれども、発泡スチロール類が

15％、ペットボトルが14％、漁業用ブイが14％、そ

の他プラスチック類が16％ということで、プラスチッ

ク類が大半、６割を占めておりまして、残りの４割

は流木といった調査結果でございます。

○新垣光栄委員 種類としてはやはり自然系の流木、

そしてプラスチック、それから発泡スチロール、３つ

の種類が多いと思います。それから重量系の部分で

は、どのようなごみが多いと分析していますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 すみません、重量別の内

訳は手元にないんですけれども、今手元の中にある

もので、これは重いのかなと。やはり自然物ですと

流木、人工物ですと車両タイヤとか、ボンベである

とか、ドラム缶であるとか、そういったものも漂着

している状況があるようです。

○新垣光栄委員 私の資料では、やはり重量系のご

み、浮きとかロープ、そして発泡スチロール等が重

量系として多いということで、これ全部燃えるごみ

なんですよ。

そうすると今、八重山ではそういう処分場がない

ということで大変困っていると思います。広島だっ

たと思うんですけれども、この燃えるごみを活用し

て、粉砕して、これを石膏と一緒に混ぜて圧縮する

と、これが燃える石炭になるそうです。これを活用

して発電すれば、もう燃えるごみが資源だそうです。

本当に資源が足りなくてごみが欲しいという市町村

まで今出てきているわけですよね。

それを踏まえると、八重山諸島に１か所、そうい

う燃えるごみとして処理できて、発電、再生エネル

ギーの部分で使えれば、回収しても資源として使え

るし、それからボランティアが回収した後にどこに

持っていけばいいかと困っている状態ですので、行

政としてもボランティアとしても、そういう施設が

ぜひ八重山諸島に１か所あれば、この離島のごみ対

策というのは、かなり進んでくるのではないかなと

思っているんですけど。

部長、一言お願いします。

○松田了環境部長 委員御指摘のように、回収した

海岸漂着物の処理、離島で非常に困っているという、

そのような状況がございますので、今の御提言内容

を少し調べまして、どのようにしたら沖縄県の離島

にも導入できるかということについて、検討を進め

てまいりたいと考えております。

○下地康教副委員長 次に、崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 ではお願いします。

サンゴの保全・再生事業について、予算説明資料

の22ページに関連して質問をしていきます。

特にハマサンゴは絶滅危惧種と言われていますが、

保全のために、この自然保護法というのか、そうい

う立場から、ぜひこの対策に取り組んでもらいたい

と思いますが、せんだって、辺野古沖で北側海域で

約100体の群体のサンゴが散乱をしているということ

で、これが投棄されているということで問題になっ

ておりますが、ハマサンゴの投棄の原因なんですが、

これを把握しているかどうか伺いたいと思います。

○仲地健次自然保護課長 サンゴの採捕許可につき

ましては、農林水産部の水産課が所管となっており

ますが、水産課によりますと、報道のあった海域で

現在工事を実施しているのは沖縄防衛局のみである

ことから、現在、沖縄防衛局に対して、報道のあっ

た事実について確認を求めているところとのことで

す。

○崎山嗣幸委員 確認中とのことでありますが、こ

の場所は従来からこのサンゴの移植の約４万群体の

箇所でもあるので、多分、防衛局の作業中に遺棄さ

れたという可能性があると思いますが、これを確認

するという意味では、今の段階では、防衛局に問合

せするのか、あるいは県が単独で確認するのか、こ

れの方法は考えておりますか。

○仲地健次自然保護課長 水産課に確認したところ、

今、防衛局に確認中というところです。

○崎山嗣幸委員 報道からするならば、移植すると
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きに一時的に置くときもあると思うんだけれども、

あまりにも長期間これを置いているものだから、藻

が生えたり、あるいは転がったりするということか

らするならば、多分にこれは移植する先のところで

放置されているのではないかということがあるので、

ぜひこれは深刻に受け止めて、環境部としては、保

全する立場から、しっかりこれの原因究明をして、

せっかくの、これはもう何百年かかるという、この

成育をするサンゴを皆さんの責任でもって、やって

もらいたいと思います。

それから、県は2021年７月にこの特別採捕許可を

防衛局に出して、８月の16日から移植作業開始をし

て、期間は22年の６月までとなっているんだけれど

も、この作業中の進捗なんですが、水産課との状況

でどんななっていますか、進捗状況。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、東日本大震災の発生時刻に合わ

せて全員で黙祷をささげた。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

仲地健次自然保護課長。

○仲地健次自然保護課長 ただいまの御質問、サン

ゴの移植の進捗状況についての御質問かと思います

が、これまた水産課によりますと、現在Ｊ、Ｐ、Ｋ

地区の移植を実施しているが、沖縄防衛局から、作

業員の安全確保の観点から、現在実施している移植

に関する移植地区、移植実績等は対外的に明らかに

しないよう求めがありますので、Ｊ、Ｐ、Ｋ地区の

具体的な進捗については差し控えるとのことです。

○崎山嗣幸委員 その件はもう水産課との連携をし

てね、原因究明を含めてしっかり取ってもらいたい

ということで、この件は終わります。

次は、主要施策の55ページのジュゴンの保護対策

事業について伺います。

ジュゴンは御承知のように、日本国内では沖縄県

の海域のみで生息するということが言われて、これ

も絶滅危惧種に指定されており、とても貴重な生物

だと言われておりますが、これまで防衛局の資料で

も、ジュゴンの個体、３頭確認をされているんです

が、この個体Ａ、Ｂ、Ｃの生息状況を現在把握して

いますか。

○仲地健次自然保護課長 この個体Ａ、Ｂ、Ｃとい

うのは、沖縄防衛局が実施する調査の中でつけてい

る名前でして、ちょっと、県のほうではそういった

識別とかそういったのは、調査は行っておりません。

○崎山嗣幸委員 要は、防衛局の調査の、これまで

の環境監視委員会とかとの議事録や議論の中でよろ

しいかと思いますが、この３頭の中で、個体Ｃだっ

たんですが、2015年の９月以降、消息不明だと。そ

れから2017年の８月28日に、第９回国の環境監視委

員会の中の議事録で、これは安田沖で、水中録音で

鳴音が確認されたということで、これは生きている

んではないかと言われたのが2017年なんですが、現

段階でこの鳴音を聞かれたから、そのことの、個体

Ｃの確認を防衛局は何と言っていますか。

○與儀喜真環境政策課副参事 普天間飛行場代替施

設建設事業の事後調査報告書の中の記載としまして

は、令和２年２月から同年８月にかけて、大浦湾内

でジュゴンの鳴音の可能性の高い音が検出されたと

いうのはありますが、これが個体Ｃかどうかという

ことについては不明ということ。あと、ジュゴンの

鳴音かということも、可能性が高い音というだけで、

確定したということではないと記されております。

○崎山嗣幸委員 これは、環境監視委員会の議事録

の中で、可能性があるということで書かれているん

じゃないですか。ないということを今否定されてい

る。

○與儀喜真環境政策課副参事 すみません、ジュゴ

ンの鳴音の可能性が高いということで環境監視委員

会の中でもありましたが、これがＣかどうかという

ことについては言及されていないということで。

すみません、ちょっと言葉足らずでした。

○崎山嗣幸委員 Ｃは今現時点でどうなっているか

については、皆さんは防衛局との関係とか、皆さん

のジュゴンの保護対策という意味でどう捉えており

ますか、これは。

○與儀喜真環境政策課副参事 こちらもこの事後調

査報告書の中で確認できる範囲ですけれども、平成

27年の６月に古宇利島沖のほうで確認、航空調査の

結果からですけれども、確認されたのがＣという、

個体Ｃということで確認されたのが最後ということ

で報告を受けております。

○崎山嗣幸委員 言われている個体Ｂというのが、

2019年３月18日に古宇利島周辺で、ジュゴン１頭の

死骸が発見されたのですが、これまでの防衛局の状

況によっても、この古宇利島の生息の個体はＢとい

うとずっと言われていたのですが、この死骸は、古

宇利島で発見された個体Ｂというのは、今言われて

いるのは、従来言われているＢではないかと言われ

ているのですが、これも含め、分からないのですか、

何だったのか。

○仲地健次自然保護課長 この個体を回収して、県

と関係機関で調査を行いました。
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その際の調査の結果から、外観の特徴から沖縄防

衛局の調査により、沖縄島周辺で確認されれていた

３頭のうち、個体Ｂであると推定しております。

○崎山嗣幸委員 個体Ｂは、もうそういうこの死骸

になって発見されたという意味では、３頭のうち１頭

はもういなくなったということで県も捉え方してい

るわけですか。

○仲地健次自然保護課長 先ほど申し上げたように、

死亡個体については個体Ｂだというふうにちょっと

考えております。

○崎山嗣幸委員 防衛局だけじゃなくて皆さんの対

策事業としてもね、はみ跡の調査とか、あるいは水

中の鳴音とか目撃情報とかについて、努力している

からこそ保護事業、対策事業をしているわけですよ

ね。だから、国だけの調査だけではなくて、皆さん

が、そういったジュゴンの１頭死骸が見つかってい

るということで、今情報がない中では、ぜひ独自に

こういうことを含めて、対策事業を皆さんは持って

いるわけだからね、ぜひこう調査をしたり、その結

果の成果を出していく必要があると思うんですよね。

ただこれ今の段階で、何でこう死んでいたのかも、

原因も分かっているのかどうかですよ、皆さんがね。

だから、今３頭と言われたものが、辺野古の埋立

て事業に関するかどうかについては所管が別だとし

ても、皆さんとしてはこれを保護する事業、立場と

しての役割があるのですよね。

だから、どんな影響でＢが死んだのかね、先ほど

から聞いているように、Ｃは宜野座から辺野古沖に

かけての遊泳をしている状況があって、Ａは国頭近

辺でしょう。ＡとＣもどうなっているか分からんと

いう状況の中ではね、防衛局の工事の関係だけでは

なくて、皆さんがこの事業において、今回、しっか

り調べる必要があるんじゃないかと私は思うんです

が、この計画は、皆さんの対策事業としては、計画

に含まれていませんか。

○仲地健次自然保護課長 県では現在、ジュゴンに

関するはみ跡や環境ＤＮＡの分析、海草藻場の調査

を行うとともに、目撃情報の収集を行っております。

引き続きジュゴンの生息状況について調査をする

とともに、ジュゴンの餌場である海草藻場の保全に

関する普及啓発に取り組んでいきたいと考えており

ます。

○崎山嗣幸委員 ぜひ絶滅危惧種であるしね、先ほ

どから言っているように、沖縄海域でしか生息して

いないという意味で、とても貴重なジュゴンという

意味ではね、北部一帯の３頭が全く見えないという

ことの現状の中においては、今言われた事業を徹底

的に、ジュゴンのはみ跡や、目撃情報や、鳴音や、

あらゆる対策をこの事業の中で展開をしていっても

らいたいと。

部長、その辺は最後に一言。

○松田了環境部長 今後の調査の前に、先ほど、

2019年３月に個体Ｂであると推測されている個体の

死亡個体が確認されたときには環境省が中心になり

まして、県とそれからジュゴンの専門家が一緒になっ

て、これを解剖、調査をしております。その際にエ

イの棘皮でしたかね、尻尾。それが、お腹に突き刺

さって、そのために死亡したであろうという、その

死亡原因まで専門家と一緒になって推定しまして、

報道発表もしております。ですから、我々も積極的

に調査等を行ってきておりますし、委員御提言のあ

らゆる調査をというところについては、環境ＤＮＡ

調査とかそういったものも含めて、来年度以降も実

施してまいりたいと考えております。

○下地康教副委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 まず、国立自然史博物館誘致推進事

業、呉屋委員肝煎りのメニューで、予算が今年度の

当初予算と比べても５倍以上増えているんですけど、

これは呉屋委員の脅迫によるものですか。

説明をお願いします。

○松田了環境部長 従来から、事業を推進するため

に予算を拡充すべきという認識がございましたが、

今回、呉屋委員の御発言の中で、全然足りないので

はないかといったような御指摘も受けまして、改め

て環境部のほうで検討しまして、増額要求を財政課

にして、今、予算として計上しているところでござ

います。我々としては、呉屋委員の御発言で、より

積極的にすべきという認識を、改めて認識した次第

でございます。呉屋委員には感謝申し上げたいと思っ

ております。

○金城勉委員 その増額した予算の事業メニューを

紹介してください。

○仲地健次自然保護課長 次年度の内容ですが、ホー

ムページなどの充実、復帰50周年事業としてシンポ

ジウムを開催、また世界的な国立自然史博物館の調

査、そして庁内の、そういったものを取り組んでい

きたいと考えております。

○金城勉委員 国立という冠がつくからには、国と

の連携というのが当然必要になってくるわけですけ

れども、国との連携という意味では、これまでの、

そういう連携というのはありますか。

○仲地健次自然保護課長 これまで国に対して要請
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という形で、国立自然史博物館の設置について要望

しているところです。こちら、沖縄北方担当大臣に

対しましては過去５回、衆議院、参議院、沖縄北方

問題特別委員会の委員長宛てに３回など行っており

ます。

○金城勉委員 その反応、国の反応はどうですか。

○松田了環境部長 その当時の担当大臣も考えにつ

いては理解を示していただいたというふうに考えて

おります。しかしながら、まだ、いわゆる県内での

その機運の醸成でありますとか、あるいは私ども、

これはいわゆる内閣府の事業というよりは文部科学

省、博物館でございますので、文部科学省との調整、

いわゆるその事務的な調整も必要であろうというこ

とで、今回予算を増額させていただきましたけれど

も、その中ではまずは知っていただく、県民の方に

も知っていただいて、またその県民の中にも応援団

をつくるというところを積極的に推進してまいりた

いというふうに考えております。

それと併せて、委員御提言のとおり、国の機関と

の調整、それから各大臣、県選出の国会議員の方々

にも、ぜひ御理解をいただいてこの推進に向けての

取組が進むように、ぜひ御支援をいただきたいとい

うふうに考えているところでございます。

○金城勉委員 そういう、国を動かしていくために

は、もっともっとやはり県民的な広がり、県民意識

の高揚というものがやはり大きな後押しになるはず

ですから、そういう意味では、誘致のための何らか

の組織、県民を網羅した形での、そういう支援団体

みたいなものが必要だと思うのですが、どうですか。

○仲地健次自然保護課長 そういった取組につなげ

られるよう、県内企業や市町村、関係団体への説明、

そして連携を図っていきたいと考えております。

○金城勉委員 簡単だな。部長どうですか。

○松田了環境部長 これは一つの事例でございます

けれども、北九州の国立博物館が導入される、設立

されるに至った経緯の際に、地元のこの有志の方々、

経済団体の方々から、誘致促進協議会的な組織が設

立されて、非常にそれが大きな推進力になったとい

うふうに聞いております。ですから、我々県のほう

も、いわゆる県民会議のような誘致促進県民会議の

ような団体、あるいはその経済の団体の方々のその

推進協議会といったようなものができることが非常

に望ましいと考えておりまして、そういったものを

ぜひできるように取り組んでまいりたいと。

そのまず一歩として、まず来年度は、県庁内の関

係課の連絡協議会的な組織をつくりまして、全庁的

に取り組んでいくというところからまず始めたいと

いうふうに考えております。

○金城勉委員 やはり誘致県民会議みたいなそうい

う組織がぜひ必要だと思います。県民運動を盛り上

げてこそ、やはり国を動かすエネルギーにもなるの

で。やはり文科省の管轄であれば、非常にハードル

は高いと思いますよ。そこを乗り越えていくための

パワーというのは、県民の中にやはりそのエネルギー

が充満していかないと、なかなか簡単じゃないと思

いますから、ぜひそこはまず新年度、第一歩を踏み

出していただきたいと期待を申し上げたいと思いま

す。

次に、基地周辺の環境対策事業ですけれども、朝

の企業局のときにも質問したんですけれども、今、

基地周辺の地下水からＰＦＯＳ、ＰＦＯＡなどの検

出がされているのですけれども、このＰＦＯＳ、Ｐ

ＦＯＡについては民間でも使われてきた経緯があり

ます。だから、基地に特化するだけじゃなくして、

その基地周辺等、これまで民間で使われてきた経緯

も含めて調査が必要じゃないかと思うのですが、こ

の辺のところはどうですか。

○玉城不二美環境保全課長 平成27年度に基地周辺

に限らず、県の公共用水域を網羅する河川調査、地

下水調査を実施しておりまして、その際、比謝川と

か普天間周辺とか、そういうところから、濃度が高

かったということで、民間についての調査は特に実

施しておりません。

委員のおっしゃるように、民間で使われている実

態もあるはずだということですが、そういうことで

したら、消火剤に限ってなのですが、環境省が全国

調査を実施しておりまして、その調査によりますと、

沖縄県の保有する泡消火薬剤の原液、液量は４万

8344リッター。そのうち、消防機関とか、空港とか、

コンビナートとかありますので、その他の部分が民

間になるかと思いますが、7050リッターというふう

になってます。原液のキログラムで言いますと、沖

縄県全体で約355キログラム。民間が123キログラム

という報告がございます。

○金城勉委員 これは企業局が答えたのですけれど

も、環境省が全国で143か所の地点で調査をして21地

点で基準値をオーバーしたという環境省の調査結果

を紹介しておりました。

だから、沖縄においても、これは環境部の担当で

しょうから、調査をした上で、それとやはり基地周

辺、あるいはまた基地内も含めて、これやはり水道

は基地にも提供しておりますから、県民だけが飲ん
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でいるわけじゃなくて基地のほうも、米軍もそれを

使って飲んでいるわけですから、やはり、もし健康

被害というものがあれば、同じ条件で影響は及ぶこ

とです。そういう意味では、知事公室あたりも連携

しながら、基地の内外、主要なポイントをぜひ調査

をして、しかるべき対策を取るということが必要だ

と思うのですけれども、いかがですか。

○松田了環境部長 先ほど環境保全課長からもござ

いましたけれども、平成28年の時点で全県下の調査

を一旦して、その上でやはり高いところが、今、基

地周辺が多いということで、そういった高い地点を

継続的に年２回測定しまして、そして特に普天間基

地については、この汚染源の特定に向けた今調査、

検討委員会をつくりまして検討に入ったということ

でございます。

引き続き立入りの申請も行っておりますので、そ

ういったものも含めて、国に実現できるように求め

ていくとともに、きちんと調査を行いまして、基地

との蓋然性が高いということについて、実際、基地

からのものであるのかどうかということについて明

らかにして、もしそうであるならば、国、あるいは

その米軍のほうにきちんとした対策を求めていくと

いうところにつながるように調査を進めてまいりた

いというふうに考えております。

○金城勉委員 ぜひこれは基地対策の関係部局とも

連携をしながらぜひ進めていただきたいと思います。

次に、脱炭素社会形成の取組についてですけれど

も、去年の３月に気候非常事態宣言も発出をして、

その2050カーボンニュートラルの取組を進めていこ

うということで打ち出しをしました。このカーボン

ニュートラルという言葉について、ちょっと説明い

ただけますか。

○久高直治環境再生課長 カーボンニュートラル、

一般的には、炭素、温室効果ガスをなくしていこう

というのが、カーボンニュートラルというふうに使

われている言葉だと認識しております。

○金城勉委員 ちょっと説明が。要するにね、私の

認識では、この二酸化炭素の排出量と吸収量とがプ

ラスマイナスゼロになると、排出をゼロにするわけ

にはいかないから、排出と吸収。森林であるとか、

海洋であるとか、吸収もあるわけで、そのバランス

が取れてゼロになるという状況が、カーボンニュー

トラル、ゼロを目指すということでしょうから、そ

のためにやはりこれからの取組をどういうふうにし

ていくのか、この産業界のエネルギー源であったり

とか、あるいはまたこの車であるとか、我々の日常

の生活であるとか、様々あるでしょうから、その辺

の対策について取組はどうですか。

○久高直治環境再生課長 先ほどのカーボンニュー

トラルの説明ありがとうございました。おっしゃる

とおりだと思います。

今、宣言と合わせて同時に行ったのが第２次地球

温暖化対策実行計画の改定でございまして、その削

減目標に向けて、その中で136施策を設けておりまし

て、関係各部局が全て関係するものですので、連携

しながら再生可能エネルギー導入促進や我々がやっ

ています公用車の電動化促進など、省エネルギー対

策などを実施していくこととしております。

○金城勉委員 これ宣言はしたけれども、具体的に

その結果を出すというのはそう簡単じゃないと思う

んです。やはり本当に毎年毎年のそのＰＤＣＡを回

しながらきちんとチェックをして、一歩一歩進めて

いくというふうにしないといけない。

その中でやはりＣＯ?の一番の排出源というのは、

市民生活、我々の生活の中から出てくるのが一番多

いと聞いているのですけど、そうですか。

○久高直治環境再生課長 ちょっと、午前中のほう

で答弁したのを分野ごとに言いますと、産業分野と

民生家庭部門というのがありまして、そういったも

のがありまして、運輸業とかそういったものにする

と、運輸部門が一番排出量が高くなっておりますの

が沖縄県の特徴となっております。その後、民生家

庭部門とかというのも当然重要な部分を占めており

ます。

○金城勉委員 そういう意味では、やはり産業界、

そして県民生活に関わる部分ということ、その辺の

ところの意識啓発というものが、非常に重要になっ

てくるので、そういうところへの取組、啓蒙・啓発

の仕方というのはどういうふうに考えていますか。

○久高直治環境再生課長 先ほどの地球温暖化対策

実行計画の中には、いろいろな利害関係者がござい

まして、エネルギー供給者、事業者もいますけれど

も、環境ＮＧＯの皆さんもいらっしゃいます。

そういったところからも、どのようにしたら、よ

り効果的な啓発活動、今委員がおっしゃっているよ

うなことができるかという意見も聞きながら、また

沖縄県の中には我々のほうで所管しています地域環

境センターというのがあります。そこの中で環境教

育をやったりとか、また市のほうで所管しています

地球温暖化推進センターというのがあって、様々な

今取組をしているところです。

また今年は、復帰50周年ということで、環境フェ
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アのエコライフ＆ネーチャーフェアというのもござ

いまして、そういった中でも紹介しながらこれを進

めていきたいと考えております。

○金城勉委員 もう一つ、エネルギー源ね。

今、化石燃料が主流ですけれども、再エネを増や

していこうという目標も掲げられているのですけど、

再エネについてはどういう考えをお持ちですか。

○久高直治環境再生課長 まず庁内で言いますと、

エネルギーの供給部門につきましては、商工労働部

のほうが所管しておりまして、このクリーンイニシ

アティブというエネルギー政策がございます。

そことは、我々もオブザーバーで参加して、逆に、

地球温暖化対策の実行計画の中に彼らも入ってもら

うという中で協力しながらやっております。

また国とも、総合事務局のほうが、様々なカーボ

ンニュートラルポート事業とか、あとは水素の可能

性調査とかというのがございまして、そこと意見交

換をしたりとか積極的に参加しております。

○金城勉委員 じゃあ、後はまた商工労働部の守備

範囲も出てきますから、今後また議論を深めていき

ましょう。

ありがとうございました。

以上です。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、質疑時間の譲渡等の確認）

○下地康教副委員長 再開いたします。

呉屋委員から、質疑時間の１分を仲里委員に譲渡

したいとの申出がありましたので御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質問中は在席する必要がありますので、

御承知おきお願いいたします。

それでは質疑を行います。

仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さん、お疲れさんでございます。

先ほど来、基地周辺の地下水から発生する汚水の

件の、対策の件がありましたけれども、金武町で、

県のほうで水質調査を行ったと思うんですけれども、

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡも含めて、その結果、そして状

況をちょっと教えてください。

○玉城不二美環境保全課長 金武町の調査に関して

ですが、県が水道水源以外の河川等でＰＦＯＳ等調

査を行っており、令和３年度の夏季調査では、ハン

セン周辺の河川から、４地点中３地点で、環境省の

暫定指針値50ナノグラムリットルを超過していると

いう内容になっております。これは令和３年の12月

に金武町に情報提供を行うとともに、ホームページ

上でも公開しているところでございます。

○仲里全孝委員 その後、調査はされていないです

か。

○玉城不二美環境保全課長 この調査自体は今年度

もやっています。冬期も調査しております。

○仲里全孝委員 結果を教えてください。

○玉城不二美環境保全課長 現在、衛生環境研究所

で調査中でございまして、分析中で、結果はまだ出

ておりません。

○仲里全孝委員 令和３年の12月から３か月間、環

境部のほうでは調査を行っていないということです

か。

○玉城不二美環境保全課長 ただいまの環境部の調

査については、年２回の冬季と夏季の調査でござい

まして、もし金武町の水道水源に関する調査でござ

いましたら、保健医療部のほうで実施していたかと

思います。

○仲里全孝委員 今、基地周辺の地下水の汚染に関

して、特に金武町のほうは、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの

件で問題視されているんですよ。何で環境部のほう

が、現地に行って、それの対応に取り組まないので

すか。

○松田了環境部長 今、水道の水源という観点から、

非常に金武町の方々が御心配なさっているというこ

とについては、我々も承知してございます。

先ほどの企業局の御質問の中での答弁でも少し

あったかと思いますけれども、今、指導監督につい

ては、保健医療部のほうで所管となっておりまして、

まだ我々のほうに一緒に調査をしてほしいとかとい

う、御相談は今ないような状況でして、我々は従前

から基地周辺の河川でずっと、ちょっと高いところ

はやっていて、この経年的な変化を見ているという

ような状況でございます。

改めまして、今この、いわゆる飲料水の水源とし

ている地下水中のＰＦＯＳの金武町の問題につきま

して、保健医療部のほうの調査の方針等も聞いた上

で、我々としてどのような協力ができるかというこ

とについては検討してまいりたいというふうに考え

ております。

○仲里全孝委員 委員長、この件、総括質疑へ上げ

てもらいたいのですけど、いかがですか。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、副委員長から仲里委員に対し、

誰にどのような項目を確認するのか改めて

説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。
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仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 基地周辺の地下水の汚染、そして

安全・安心で飲料水を供給することは県の責務であ

るが、県の対応に疑問視をしている。特に調査方法

とか、結果が公表されていない県の取組。そういっ

た中で、総括でぜひ質疑を求めたいと思います。

○下地康教副委員長 誰にですか。

○仲里全孝委員 知事にです。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容につきま

しては、本日の質疑終了後に協議をいたします。

質問を続けてください。

○仲里全孝委員 以上です。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

午後３時23分休憩

午後３時45分再開

○下地康教副委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 島しょ型資源循環社会構築事業の

３億6000万円、本県に適したリサイクル体制とはど

のようなものですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 本県は島嶼地域という地

理的要因などから、処理施設が十分でないことや輸

送コストなどがかさむため、リサイクルコストが高

くなっております。

そのため、県内において完結できるリサイクル体

制を構築し、コスト低減を図りたいと考えておりま

す。

そのためには、できるだけ廃棄物をまとめて処理

するなどにより、スケールメリットを得る必要や施

設整備などが必要になることから、これらを解決し、

コスト低減を図ることができるか調査検討を行う必

要があります。

以上となります。

○座波一委員 産業廃棄物の場合は、ほぼ民間がリ

サイクルに取り組んでいるわけですけれども、これ

も100％とは言えない。しかし、やるべき分野ではあ

ります。

ここに来て一般廃棄物をリサイクルというのは、

大変大きな取組でありますけれども、ここは行政が

やっていくということになってくるのですか。それ

とも民間を活用するということになってきますか。

○比嘉尚哉環境整備課長 今後具体的な検討をして

いくわけですが、どういった廃棄物をどんなふうに

リサイクルしていくかというのは新年度、検討、調

査して、それをリサイクルするに当たって民間の活

用というのも当然考えられますので、そこは来年度、

調査検討を踏まえて、民間の活用というのも検討し

てまいりたいと考えております。

○座波一委員 リサイクルは当然、分別が鍵ですか

ら、分別して一つにまとめる。量的なものがあって

こそ、非常に価値が出てくるわけですので、そういっ

た視点から県の取組をしていって、民間を活用する

ということにならないと、これは話が進まないと思

う。だから、これまでの産業廃棄物は民間に任せっ

きりだから、そこの県のノウハウの蓄積がないと思

うんですよ。その辺、どう考えていますか。

○松田了環境部長 委員御指摘の分別をして量を増

やしてやるというお考え、非常に我々も重要だと考

えておりまして、今、万国津梁会議の中でプラスチッ

クの削減に向けて検討を行っておりますけれども、

その中でも一般廃棄物のリサイクル、分別の仕方が

今市町村でばらばらなので、それを統一すれば同じ

ような性状のリサイクル可能な物質、廃棄物が、ロッ

トが増えると、量が増えると。そうするとリサイク

ルしやすくなるんじゃないかというふうな御提言も

いただいておりますので、そういった点を来年の検

討の中で市町村に協力を求めることができないかど

うかというのを検討してまいりたいと考えておりま

す。

それから産廃の部分ですけれども、県の土木建築

部が主となっていますけれども、いわゆるゆいくる

材、リサイクルの認定制度を土木建築部のほうでやっ

ておりまして、その成果としまして、例えば瓦礫類

のリサイクル率が非常に上がったという実績もござ

います。そういった制度も、一般廃棄物で導入でき

るのかどうなのかということも含めて検討してまい

りたいと考えております。

○座波一委員 沖縄の強い経済の一環として、域内

の需要を高めるというものに、これを入れていくと

いう発想が必要なんです。リサイクルも一つの大き

な産業になるから、そういった取組をお願いしたい

ということです。

山の日全国大会開催検討事業、1000万円、全国大

会開催だけのためのものだと思うんですけど、その

理念は何でしょうか。その後の沖縄県として、この

山の日というものにどう取り組むのか、そこをお願

いします。

○久高直治環境再生課長 山の日は、平成28年に新

設された祝日となっております。国民の祝日に関す

る法律第２条で、山に親しむ機会を得て、山の恩恵

に感謝すると趣旨で定められております。

全国大会につきましては、山の日の趣旨に関心を
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高めるとともに、浸透を図る目的で開催されており、

これまで、長野県、栃木県、鳥取県、山梨県、大分

県で開催されております。それで、山の日の全国大

会の開催検討事業につきましては、令和５年度の山

の日全国大会の開催に沖縄県開催を目指しまして検

討を行う事業となっております。

○座波一委員 だから、沖縄県が山の日に取り組む

ということの意味合い、理念。それをどう生かそう

かと考えているかということを聞いているんです。

○久高直治環境再生課長 確かに沖縄県は高い山が

ないんですけれども、御存じのとおり令和３年７月

に北部、西表が世界自然遺産に登録されました。こ

れもありまして、山の日全国大会の開催では、県民

が豊かな自然を再認識する機会を創出して、自然保

護の重要性のＰＲと世界自然遺産登録地の活性化を

図る契機となると考えていることから開催を検討す

ることとしています。

○座波一委員 沖縄の海は山が大切なんですよね、

沖縄も。ですから、沖縄も山を大切にするべきだと。

今、山を守るというのはゾーニングというイメー

ジしかないんだけど、本土でやっているとおり、しっ

かり山に入っていって山をしっかり管理すると。要

するに、外来種から防いでいくというようなことも

やらない限りは、今後もう山も駄目ですよ。次のギ

ンネムに結びつくけど、そういう発想を持って山の

日をやるということを持っていくべきだということ

で今の質問をしているんですけど、そういう考えを

持ってないんですよね。

○久高直治環境再生課長 今申し上げました趣旨の

ほかにも、市町村ともいろいろと意見交換している

ところなんですけれども、世界自然遺産になったこ

とで観光客がたくさん来たりとか、委員がおっしゃっ

ているように山の管理とかマナー啓発も含めて検討

していきたいと。

この中に、イベントとか含めていければと思って、

それはこれから委員会を立ち上げて開催が決定した

際には、検討していきたいと思っております。

○座波一委員 山も手入れしないと継続できない時

代になっていますから、お願いしますね。

それと次に、外来種対策なのですが、外来植物対

策事業としてギンネム対策が３年度で終了ですよね、

これ研究ですけど。ということは、ある程度の成果

が出たはずなんだけど、この４年目の対策というこ

とはどういうことでしょうか。

予算はどれぐらいつけているのか。

○久高直治環境再生課長 外来植物防除対策事業に

つきましては、これまで実証試験などによってギン

ネムの防除などについて効果的な手法を確立するこ

とができましたので、今年度中に、防除対策マニュ

アルを策定するところで今取り組んでいて、今年度

中に作成も完了する予定になっております。作成後

は県のホームページに掲載したいと考えております。

今後につきましては、予算のお話がありましたけ

れども、まずはこの普及啓発を非常に取り組みまし

て、あと、県の庁舎内のマトリックスの会議という

のがございますので、全庁的に連携をしまして、い

ろいろ取組を行っていきたいと考えております。

○座波一委員 ある程度の駆除方法が確立されたと

いうことですけど、そうなれば、やはりこの４年度

で実施するということになりますので、これは、あ

る程度の予算は必要でしょう。幾らぐらい計上して

いるのか。

○久高直治環境再生課長 この事業につきましては、

マニュアルをつくるというのが一つの目的で、それ

が今年度中には達成するということで、次年度は、

啓発活動というところで、今年度中に作成しますい

ろいろな動画だとかマニュアルとかを用いまして、

予算はちょっとないんですけれども全庁的に取り組

んでいくということで、後は国とか関係機関ともそ

れぞれ協議をしながら進めていきたいと考えており

ます。

でも、それをまた詰めた中で、いろいろ問題が出て

きましたら、またこれ、さらに取り組んでいきたい

と考えております。

○座波一委員 せめて同時に、目に見えるギンネム

が繁茂しているところがありますよね。非常に見苦

しいところがいっぱいあります、沖縄には。

こういうところも積極的に駆除していくという対

策も取りながらじゃないと、県民に啓発は無理です。

どうですか。

○久高直治環境再生課長 座波委員、崎山委員もい

ろいろと今まで御助言いただいていますけれども、

そういったところで一応テスト的に、糸満市のほう

でちょっと小さな範囲なんですけれども、委員が前

にいろいろ御助言いただいているドローンとか使っ

たりとか調査をして、どれくらい分布しているのか

という調査を試算したりとかはしております。

なので、今後ももう少し、さらに、ギンネム対策

について検討していきたいと考えております。

○座波一委員 次に、赤土対策事業です。１億3000万

円、例年よりちょっと多いぐらいかなという対策で

すけど、これまでも農地の流出対策が一番問題であ
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ると。

先ほどから答弁もあったのですが、効果が出てい

ると言っても農地のものを止めない限りは全く効果

は感じられないんですね。だから、農水部との連携

がテーマだった、それやりますと言ったけど、どう

なっているのですか、農水部との連携。

○玉城不二美環境保全課長 農林水産部との連携に

つきましては、まず農地からの流出赤土がどれだけ

流水しているかに関しては、農林水産部の対策等を

勘案して、環境部のほうで推計しております。また、

今やっている事業の中で、流出源情報とか陸域の調

査をしていますが、いろんな流出源があって、それ

に対して対策をするようにという形で、会議の場で、

ワーキングチームの中で情報提供をしております。

農水部では、いろんな対策に関する国庫要請をい

たしますが、その基礎資料として、こういう試算し

た推計量とか、あと海域の環境がどのようになって

いるか、重点的にどこをやるべきかということを基

礎資料として活用して事業を展開しているところで

ございます。

○座波一委員 これね、一括交付金活用して、もう

何年目ですかね。７年目になるかな、多分。何年目

かな。

○玉城不二美環境保全課長 10年目でございます。

○座波一委員 赤土もそうです、サンゴの再生もそ

うですという意味で、そういうふうな対策にいつも

この事業はマニュアルつくるとか、啓蒙活動すると

か、教育をするとかというようなことが多かった、

あまりにも。これを本当に止めるために、こういっ

たことをやっているんだって、技術的なこういった

ことも使ってやったんだけど、ここまでしかできな

かったとかという議論は本当になかったんですよね、

これまで。私、毎回毎回やっているんだけど、そう

いうことを求められているんですよ。

ですから、国の実証実験で、東村でやっていると

いう事業を確認しましたか、赤土流出の。

○玉城不二美環境保全課長 委員からの御発言もあ

りまして、１月に現場を確認して、東村で実施して

いるパインアップル圃場に対する土壌改良資材の散

布試験をしている現場を見に行っております。その

際、営農支援課の職員も一緒に行っておりまして、

その後、営農支援課のほうでは地域コーディネーター

がおりますので、そういう視察研修をまだ続けてい

ると聞いております。

○座波一委員 感想は。

○玉城不二美環境保全課長 パインアップルの圃場

というのは、非常に分散しやすい土壌なのですが、

非常に団粒化が長いこともっていて、荒地の状態で

も保持するという感想を持ちました。透水性の、非

常に効果が期待できるなと考えております。

○座波一委員 そうなんです。だから、天気の悪い

日に行って、実際に、本当にこれが効果があるのか

どうか、これを確認したようなデータはないわけで

すか、まだ。

○玉城不二美環境保全課長 実証試験中なので、具

体的なデータは見せてもらってないのですが、ただ、

現場で小さな沈殿池がございまして、そこに流れて

いる量と、この場合は流れていないという形を見る

ことができました。

○座波一委員 これは、農地の土から浸透性をよく

していって、表土から流れていかないようにすると

いう工法ですよね。だから、これは確かにいいなと

は思いますけど、いずれにしても農家からの、農地

からの流出を止めない限りは、赤土問題は解決でき

ないというのは明らかですから。これは本当に、こ

の手あの手、いろんな手を使ってやるということに

取り組まないと、これは全く解決におぼつかないと

思っています。

サンゴ礁の保全問題、先ほどからも議論ありまし

たが、再生も含めて。それも、あまり目に見えて成

果が分からないんですよね。確かに移植、保全は、

ある程度再生しているのでしょうけれども、本当に

この地域のサンゴがまた再生しましたというような

もの、本当に確認はできていないと私思うんですけ

れども、そこはどうなんですか、サンゴの部分は。

○仲地健次自然保護課長 この事業の中で、平成29年

度からサンゴの研究であったり、オニヒトデの調査、

そして地域での活動を支援するようなことも取り組

んでおります。この地域での取組でサンゴの移植を

やっておりますが、その辺のサンゴの生残率という

のはなかなか、サンゴそのものの生残率はあまり高

くないんですけど、こちらのほうで厳しい状況であ

ることがあります。

○座波一委員 やはりそうなんですよ、だから。な

かなかサンゴも思ったとおりに再生していっていな

い。私は、この原因の大きなのは赤土だと見ていま

す。専門家は言っていますよ。赤土の流出が止まら

ん限り、サンゴは再生しませんと言っているわけだ

から、全く無駄なことになっているわけよ。

どうのこうの言って、赤土対策をやります、サン

ゴの再生もします。しかし、結果として赤土は止まっ

ていません。サンゴは再生もおぼつかないという状
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態、延々と10年間も繰り返してきたわけですよ。ど

うですか、そういう、私はそう思っていますけど。

○仲地健次自然保護課長 このサンゴ礁保全・再生

総合対策事業の中で、先ほど申し上げました調査研

究のほかにも、モデル地域を指定して、この５年間

の事業の中では恩納村、久米島町のほうを指定して

いろいろ活動を支援してきております。この活動を

支援している中で、漁協が中心となってサンゴを移

植したり、また地域が連携して、ＪＡさんは畑の対

策、役場はどういった対策、また教育部署のほうで

も総合学習の時間を使って子供たちに教育するとか、

そういった総合的な取組に今つながっているので、

こういった取組が今後ほかの地域に展開できること

を期待して、次年度予算要求しております。

○座波一委員 じゃあ、サンゴを再生する地域、育

成する地域をしっかり決めて、そこには絶対に赤土

を流さないというぐらいの政策取れませんか。そう

しないと全く意味ないよ。それが連携ですよ。

○玉城不二美環境保全課長 そうです。今、この10年

間の一括交付金の事業の中でモニタリングしており

まして、重点監視海域を決めて一生懸命サンゴ場が

よくなるように事業しておりますが、中間評価の平

成28年度には、改善した海域が35.5％でしたが、今

取りまとめている最終年度の令和３年度の最終評価

におきましては、75％と倍増しているところでござ

います。いろんな活動を通して、流出量は徐々にし

か上がっていないように見えますが、海域について

は改善の方向に向かっているということは、データ

の上からも見ることができております。

○座波一委員 専門用語を使ったりしてよく分から

んところがあるんですけど、ＯＩＳＴでも工業高校

でもいいから使って、技術的に本当にもう、その技

術を確立してもらわないといかんですよ、この問題

は。ですので、よろしくお願いします。

それと、ジュゴンの問題も、やはりジュゴンがな

ぜ沖縄に立ち寄らなくなったのか。どんどん少なく

なっていって、いるのかいないのか分からん状態に

なったということは、これも海の環境が悪化してい

るからでしょ。辺野古の工事でうるさいからってそ

れだけじゃなくて、沖縄の海全体が悪化しているか

ら寄らなくなっているわけですよ。それも赤土なん

です。私は赤土だと見ていますけど。そういうふう

に、赤土の流出防止って沖縄県の最大のね、離島の

石垣、宮古はあまりないんだけど、石垣もそうなん

です。赤土がどんどん増えてきている。だから、そ

こに警鐘を鳴らして、環境部が率先して止めないと

いかんということですよ。いかがですか。

○松田了環境部長 先ほど来、課長のほうからも御

説明ございましたけれども、今、赤土等流出防止条

例によりまして、開発事業からの流出は大幅に減っ

ていますけれども、そういう状況の中で今流出源と

なっているのは、農地が大部分だという認識、我々

非常に強く持っておりまして、そういう意味で農林

水産部と協働で対策を実施していくという体制を今

取っているところでございます。

委員御指摘のように、まだ対策が不十分であると

いう点について、我々も重々そこは認識しておりま

して、さらに農林水産部のほうに対策を進めていた

だくための取組も含めて、対策を強化していきたい

と考えております。

○座波一委員 最後に、海岸漂着物の問題で、軽石

の回収計画があると言いますけど、これは処理方法

は確立しているんですかね。これ、所管課が環境部

だから聞くんですけど、あれは泡瀬に全部持ってい

くとか、そういう話も聞いているのですが、方針決

まったんですか、回収して処理方法。アバウトでい

いから、全体的な計画を示してください。

○松田了環境部長 港湾、漁港等のいわゆる災害復

旧事業で行いました事業については、基本的には、

いわゆる処分をするというような方向で今作業を進

めているところでございます。

それ以外の一般海岸で回収したものについては、

なるべく再利用に回したいということで、今ホーム

ページ上で、リサイクルのアイデアを公表しまして、

使っていただける方にはどこどこで分けていただけ

ますよということもホームページ上で公表しており

ます。我々のほうとしては再利用を進めつつ、事業

の、どうしても年度で終了するという制約がござい

ますので、今現時点では今年の９月頃をめどに再利

用を進めまして、その後は再利用がなかなか進まな

い部分については、いわゆる処分をするというよう

なことを今想定しているところでございます。

○座波一委員 なるべく処分はやめたほうがいいと

思いますね、お金がかかりますから。

再利用に徹底してください。お願いします。

○下地康教副委員長 次に、呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 令和４年度の予算説明資料、６ペー

ジ。

ここね、この６ページの8606億円の支出予算、環

境部41億円、0.5％、これ何ですか。あなた方に聞く

話ではないかもしれないけど、一応答えてほしい。

○新城光雄環境政策課長 環境部の令和４年度当初
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予算案につきましては、世界に誇る沖縄の自然環境

を守るという知事の公約の実現に向けまして、新た

な振興計画の基本施策や施策展開に基づき予算を編

成しております。令和４年度の当初予算は、総額40億

5357万1000円、対前年度比で８億6968万7000円、率

にして27.3％の増となっております。

対前年度で増額となった主な要因としましては、

海岸漂着物等地域対策推進事業におきまして、軽石

回収業務に係る委託料及び補助金の増額等に伴い、

４億2996万2000円の増、それから外来種対策事業に

おいてタイワンハブなどの対策強化、未着手の種へ

の対策を実施することにより３億5098万2000円の増、

それから世界自然遺産保全適正利用推進……。

○呉屋宏委員 もういいよ、見ているから。そんな

細かいこと言わなくていいから。

○新城光雄環境政策課長 となっております。

○呉屋宏委員 これ比べたら失礼になるかもしれな

いけど、いいですか。

安全・安心を享受する島に新型コロナウイルス感

染受入病床確保事業75億円、環境部全体で41億円。

それであなた方が言っているのは、ＳＤＧｓで第６次

振計をやっていく。これ、本当に真剣にやっている

の。ここ、環境部に質問したってしようがないです

から、委員長、これぜひ総括質疑で知事に聞いてみ

たいと思いますから、ここをメモしていただきたい

なと。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、副委員長から呉屋委員に対し、

誰にどのような項目を確認するのか改めて

説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 簡潔に述べます。

ＳＤＧｓを中心にすぐできる、それは環境が中心

にならなければいけないと思っている。それが41億

円の予算、0.5％でできるのかというのを説明してほ

しいと思っています。

○下地康教副委員長 誰にですか。

○呉屋宏委員 知事に。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容について

は、本日の質疑終了後に協議いたします。

質疑を続けてください。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 それでは、さっきから僕、赤土対策

を聞いているんだけれども、これ実は私が初当選し

たときの平成16年、今から16年も前からこの話ある

んですよ。16年かけてまだ協議している。まだ試験。

こんな状況で本当に赤土がないのか、改善できると

は思わない。これ、一番の問題は、今のこういう問

題は全部県庁で起こっているんだよ。現場で起こっ

ているのはここなんだよ。ここで協議ばかりしたら、

赤土止まるの。これ、さっき言っていた納得できな

いのが、2500トン何か、前年度より削減したって言っ

ていたけれども、この2500トンってどんなして分か

るの。

○玉城不二美環境保全課長 ５か所の2500トンのも

のにつきましては、推定式がございまして、農地の

面積に対策の係数を掛けて赤土がどれだけ流れるか

をその流域によって計算する方法でございます。

○呉屋宏委員 赤土が削減できた、できないは、テー

ブルの上で計算するの。現場でじゃないの。

○玉城不二美環境保全課長 流出量の計算は、その

ように現場で対策がされているかどうかも見ながら、

どれだけの計画があって、実績があって、現場も見

ながら実施しているところです。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、呉屋委員から参考資料の配付が

あった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 玉城課長、これ、おととい自治会館

で説明会をしていた。行ったか。

○玉城不二美環境保全課長 私は行きませんでした

が、担当職員を派遣しております。

○呉屋宏委員 これ私が思っているのは、全部２週

間ぐらい前にもらったやつで、明らかに、これでは

成果が出ているんだよ。

赤土は粒子が細かくて中に浸透しないものだから、

結果的には表面上の粒子が流れていく。これは散布

することによって、表面に水がたまらずにそのまま

浸透して、70センチまで浸透するんだそうだ。これ

は昨日、たまたまそこにいた先生で、琉球大学の植

物生産科学分野の准教授と昨日その場で話もしまし

たよ、おとといか。やったんだけれども、その話を

しているときにですよ、生育している、これ裏見て

くださいよ、サトウキビの生育状況。散布したとこ

ろが大きくなっているんだよ。だから、被害がある

どころか生産しているものがよくなっているんです

ね。赤土も流出しないようになる。100％流出しない

とは言わないけれども、これ問題は、赤土対策とい

うのは単価の問題なんだよ。平米当たりどれだけの

対策ができるかが勝負なんだよ。今、皆さんは東村
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でやっていると言うんだけど、これ石垣でもやった

んじゃないの、どうなの。

○玉城不二美環境保全課長 石垣市でも実施したと

聞いております。

○呉屋宏委員 その効果は。

○玉城不二美環境保全課長 具体的な数字は持って

いませんが、東村のほうが地域としては歓迎してい

るというふうに聞いております。

○呉屋宏委員 だから、環境部がそれだけの予算を

投下して、まずはやってみる。41億円じゃないで

しょ。これ以上言いません。

次、行きます。

外来生物の問題で、同じ説明資料で21ページの⑦

外来生物侵入防止事業費、この中身ちょっと教えて。

○仲地健次自然保護課長 こちらの事業は、公有水

面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入

防止に関する条例の運用に当たり、必要な事務を適

切に行うための予算となっております。

○呉屋宏委員 皆さん、環境部だから聞いていると

思うんだけど、ツルヒヨドリ、これは今どんな状況

なんですか。特性も含めて説明してください。

○仲地健次自然保護課長 ツルヒヨドリはつる性の

多年生植物、草本植物でして、結構成長しますとマ

ント状に厚いやぶをつくります。そういったのでや

ぶをつくって、生物とかに成長を阻害するようなこ

とが確認されております。

県内での生育ですが、沖縄本島、西表島、石垣島、

与那国島で確認されております。

○呉屋宏委員 これね、大宜味の北側から国頭村の

入り口にかけて、田嘉里という集落があるけど、そ

こら辺り。それと名護ですね。これ国頭の安田にも

行ってるけれども、これね、アサガオみたいにつる

が１日で20センチ、30センチ伸びると言われている。

１年間で一つの山を潰すと言われている。それが今、

ヤンバルの世界自然遺産の山で起こっているんだよ。

これね、もちろんマングースとか、そういうのも

もちろん大事にしないといけない。だけど、この対

策はもう、この植物自体が少しでも枝、葉っぱ切っ

てそばに置くと、そこからまた生え出していく。厄

介なもので処分のしようがない。だから、草刈りも

するなと言われている。こんなような植物なんです。

これね、皆さんこの認識が多分、県民に広がって

いないと思うよ。こういうのを皆さんは徹底的に環

境部が県民に知らせないと駄目。あそこに行かなけ

れば、それもしょっちゅう通ってなければ分からな

いんだのに。これ対策どうするの。

○仲地健次自然保護課長 これまで県では重点対策

種というものを15種選定しておりまして、そのうち

の一部着手していたのですが、令和４年度からは全

種、このツルヒヨドリも含めて全種、駆除であった

り、進入防止のためのモニタリングであったり、あ

と普及啓発に努めていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 私は何よりもとは言いませんけれど

も、このツルヒヨドリは真剣にやらないと、本当に

山を、森を全部駄目にする。１年あれば一つの山を

覆うと言われているくらいですから、そこは真剣に

やってください。

次に行きます。メインの国立自然史博物館、これ

2600万円の使い道はどうなるの。

○仲地健次自然保護課長 主な用途としましては、

委託料2315万9000円で、この誘致に係る周知啓発で

あったり、関係団体への働きかけ、あと誘致会議の

開催というようなものに対して委託料として計上し

ております。

○呉屋宏委員 私は代表質問でも言ったんだけど、

この国際通りかどっかの目立つところに事務局を一

つつくって喚起していかないと駄目ですよ、こんな

状況では。ただ、シンポジウム開いたからといって、

果たして何名が目につくのというお話ですよ。

それとね、皆さんね、ほとんどの方が知らないと

思いますけど、これ見てください、この本。これ、

どこがつくっているの。

○仲地健次自然保護課長 ナチュラルヒストリー

ミュージアムの発行元ですが、一般社団法人国立沖

縄自然史博物館設立準備委員会となっております。

○呉屋宏委員 これはどこの団体ですか。

○仲地健次自然保護課長 日本学術会議の中で、こ

の国立自然史博物館を沖縄に誘致しようと考えてい

る学者らの集まりでございます。

○呉屋宏委員 日本の学術界の先生方がみんな固

まって、沖縄に国立自然史博物館を造ろう。だけど、

今年度までの予算は500万円、次年度から2600万円。

私は2600万円でも、これやる気あるのかなとしか思

わないよ。いいですか。これ、もし本当に造るとい

うんだったら、国で700億円、800億円の建物を造ら

なければいけない、全ての設備を。それだけじゃな

い。それ以外に出来上がったときに、全国からの修

学旅行が沖縄に、海洋博と、この２つだけで十分に

修学旅行が来られるようになる。これ、県内経済は

上向きになりますよ。それぐらいのプロジェクトを、

この第６次振計の目玉じゃなければいけないと思っ

ている。部長、これどう思う。
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○松田了環境部長 まさしく委員の御指摘のとおり

だというふうに考えております。

今、国立自然史博物館設立準備委員会とは、来年

度以降の事業についてどのように進めていったらよ

ろしいかということで、お互いに協力して進めると

いうことで打合せ等を行いまして、協働して進める

ということでお願いしているところでございます。

引き続き、設立準備委員会とは連携して誘致に努

めてまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員 それともう一つね、200名から300名

ぐらいのアジアの研究員が全員この沖縄に集まるん

だよ。これね、アジアとの世界に対する協力って、

あなた方、こんな振興計画に書いていながら、何や

ろうとしているの。何も、ただ書くだけ。実現はし

ない。沖縄の自然を守り、アジアに協力をしていく

という、まさにこれ、国立自然史博物館というのは、

まさにその事業じゃないの。僕はそう思うんだけど、

どうなの、部長。

○松田了環境部長 私どもも、そのように考えてお

ります。そのために、来年度以降、まずは県民に知っ

てもらう活動を強化するとともに、それから国、あ

るいは関係機関等と調整を図ると。そのための、ど

のようなアプローチをしたらいいかということにつ

いて、今、設立準備委員会と御相談をさせていただ

いているような状況でございます。

○呉屋宏委員 僕は、これについては、本当に2600万

円でも、僕は納得いかん。だから皆さんが、これ学

者の皆さんがお金を集める、東京の事務所をつくっ

て沖縄に一生懸命誘致しようとしている。逆でしょ。

沖縄から学者の会議に行って、お願いだからやって

くれませんかというのが、普通の、僕はやり方だと

思っています。しかし、学術会議の皆さんが沖縄に

お願いする、政府にお願いするって、こんな話とい

うのはない。委員長、これは知事に、この自然史博

物館をどう考えているのかというのを基本的な考え

方とか、それと、あれだ。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、副委員長から呉屋委員に対し、

誰にどのような項目を確認するのか改めて

説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 これについては、私は少なからず、

今の第６次振計に書いてありますというだけで、全

然見えない。2600万円、これは笑い話だ。だから、

もっと真剣にやれるのかどうか。そして、この５年

間、もう10年じゃないんですよ、沖縄振興特措法は。

５年間である程度のものをね、道筋をつけなければ

いけないということになると、これ、初年度からス

タートダッシュをかけないといけない。

このスケジュール感をどうやってやっているのか

も聞いてみたいと思います、本当にね。知事に全て

の考え方を聞いてみたいと思います。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容について

は、本日の質疑終了後に協議をいたします。

質疑を続けてください。

呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 それでは続けますけれども、最後あ

と28秒しかありませんので、皆さんにお伝えします

けど、これね、はっきり言っておきますけれども、

この状況を僕は前から言っているように、自分たち

で集めて―先生方が集めて、それを一生懸命やろう

とするんじゃなくて、皆さんが予算をある程度は取っ

て、１年間で1000万円でも2000万円でも取って、そ

れを少なからず、東京に送って先生方の活動費にし

てもらえないかと、いうようなことをやるべきだと

思っているので、そのつもりはないか。

○松田了環境部長 国立自然史博物館を沖縄に設置

するということにつきましては、まず日本学術学会

のほうで検討が行われまして、その中の今、設立準

備委員会のメンバーとなっておられる先生方が、ど

こに造ったほうがいいかということで検討しまして、

沖縄と北海道の２案を設定した後に、やはり沖縄が

いいということでお話を最初に我々はいただいてお

ります。設立準備委員会を先生方がおつくりになら

れた後、沖縄県と一緒にやっていきましょうという

ことで、県知事への要請も何度か実施されておりま

して、それを受けて我々も一緒にやっていきたいと

いうことで、これまでやってきております。

今回予算を増額させておりますけれども、当然そ

の予算で十分というふうにはまだ考えておりません

ので、今後、設立準備委員会と協働して、どのよう

な取組を行って誘致を実現するかということについ

ては、準備委員会のほうと十分調整させていただい

て、誘致活動事業を進めていきたいというふうに考

えているところでございます。

○下地康教副委員長 次に、照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。

自然保護課が主導して、遺骨条例制定に向けて進

めているということで、この遺骨条例制定の目的は

何ですか。

○仲地健次自然保護課長 委員、今お話のあった遺
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骨条例、環境部で所管するということにはなってお

りませんでして、その考え方をちょっとお伝えした

いと思います。環境部の所掌する事務は、沖縄県部

等設置条例において環境の保全に関する事項及び緑

化の推進に関する事項と定められております。その

ため、環境部は遺骨条例に関する主管部局に該当し

ないものと考えております。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員から、自然保護課から

発出された遺骨条例に関する文書の目的に

ついて聞きたいとの発言があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

仲地健次自然保護課長。

○仲地健次自然保護課長 これまで熊野鉱山の問題

を契機に、住民団体等から遺骨混じりの土地の開発

行為を規制する条例や戦争の記憶を残す条例など、

南部戦跡を限定としない全県を対象とする遺骨に関

する条例について制定を求められております。

その中で、環境部が求められております。

以上です。

○照屋守之委員 ということはあれですか、県政与

党や住民団体が条例の制定を求めたら、県はつくる

のですか。条例はつくるのですか、いつでも。どう

ですか。書いてありますよ、こっちに。今、説明し

ましたとおり。

○仲地健次自然保護課長 この遺骨条例の制定に関

して検討するということで、知事から指示がありま

した。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員から質疑に対して答弁

するよう指摘があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

松田了環境部長。

○松田了環境部長 条例の必要性ということにつき

ましては、一般の住民の方々からの要請、陳情、あ

るいは各県議の政党からいろいろと要請等を受ける

という状況もございます。そういった各要請、ある

いは御発言等を踏まえて検討はする、しない、さら

に検討するのであれば、どういうふうなやり方で検

討するかというのは、個別、個別の状況に応じて検

討されるものというふうに理解しております。

○照屋守之委員 皆様方からの文書を見ると辺野古

埋立ての設計変更、県政与党や住民団体から、副知

事からの指示、今は知事と言っていましたね。

そうすると、目的は辺野古の工事を止めるという

ことが目的なんじゃないですか、この条例は。どう

なんですか。

○仲地健次自然保護課長 あくまでこの条例につい

ては、遺骨混じり土を使わないようなというところ

の条例制定に向けた必要性の検討ということになっ

ております。

○照屋守之委員 だから、辺野古問題でしょう。辺

野古の埋立てを止めるということなんでしょう。こ

れ、皆さんが書いてありますよ。これは公の、県が

県政与党や住民団体からの要請で条例をつくるって、

よく書けますね。何で、県政はあれですか、与党議

員だけものですか。市民団体だけのものですか。我

々、野党議員はどうなるのですか。何でこういう表

現するのですか。

○松田了環境部長 先ほども御答弁させていただき

ましたけれども、条例については陳情、あるいは県

議会等における御提言等を受けまして、個別案件で

条例を制定する検討をするか否か、あるいは検討に

入りましたら、どういうふうな条例にするかという

のは、個別、個別で検討されるものというふうに理

解しております。今回の件についても、どのような

条例になるかということについても、まだ我々は把

握、承知してございません。

○照屋守之委員 知事、出席お願いします、総括質

疑。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、副委員長から照屋委員に対し、

誰にどのような項目を確認するのか改めて

説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 知事に、これは目的が非常に曖昧

でね、遺骨条例制定の、そういう手続を環境部に指

示するという、こういう文書がありますけれども、

一体全体、知事は何の目的で条例をつくろうとして

いるのか。そこを、手続も含めてどう考えているの

か知事に直接お伺いしたい。よろしくお願いいたし

ます。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容について

は、本日の質疑終了後に協議をいたします。

質疑を続けてください。

○仲地健次自然保護課長 先ほどの答弁でちょっと

誤りがありましたので、先ほど副知事からの指示と

いうところを、知事からの指示というふうに誤った

答弁をしてしまいました。

おわびして訂正させていただきます。

○下地康教副委員長 質疑を続けてください。
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照屋守之委員。

○照屋守之委員 次に、熊野鉱山の措置命令の件で

す。総務省の審査はいつ決定されますか。

○仲地健次自然保護課長 県が行った措置命令につ

いては、現在、総務省公害等調整委員会で審理が行

われており、昨年12月16日に第１回目の審理が行わ

れました。また、３月24日に２回目の審理が行われ

る予定となっておりますが、今後の見通しについて

は承知しておりません。

○照屋守之委員 これ確認しますけれども、この総

務省での審査は県の措置命令が違法か、適法か、そ

の判断が下されるわけですよね。そうですよね。

○松田了環境部長 事業者が当委員会に対しまして

不服申立てを行っておりまして、基本的には県の行っ

た措置命令が法律に適合しているか、否かについて

審議されているものというふうに理解しております。

○照屋守之委員 当然ですよね。だって、熊野鉱山

は、違法行為はしていないわけですからね。この県

の措置命令が適法か、違法か。

あまりこういうことを県はやらんほうがいいです

よ。業者が違法行為をやっているものについて処分

してもいいんだけれども、そうじゃないものについ

て、県が違法かどうか問われるという、総務省から。

こういうことは控えたほうがいいですね。

次に、先ほど企業局でもやりましたけれども、実

はうるま市楚南地区の処理発生土と活性炭の件です。

前に私、企業局にも要請しましたけど、そのときに

環境部にもお願いしませんでしたか。あの状況を

ちょっと見て、対応してくれという。覚えがありま

すけど、皆さん方、対応した覚えありますか。どう

ですか。企業局の、山城の楚南です、楚南地区、農

業整備の。見に行ったでしょう。

○松田了環境部長 今、手元に資料等ございません

ので、詳細にはちょっと御説明できない部分がござ

いますけれども、私の記憶で申し上げますと、環境

整備課の職員と保健所の職員が現場を確認して状況

を把握しております。今回の場合は、企業局のほう

から売却をしております。売却をした場合には、い

わゆる廃棄物処理法の範疇外になってしまうという

ことがございまして、その後の指導については、経

緯を把握する程度にとどまっていたというふうに理

解しております。

○照屋守之委員 いや、今の環境部長の説明とちょっ

と違いますよね。先ほど確認したら、企業局がその

業者にお願いして、そういうふうに処分をしてもらっ

ている。それが山城の楚南地区の農振地域にやった

ことで、今は非常に厄介なことになっているんです。

これ、活性炭、もう山。これ、とにかく昨日の写真

ですよ。これ以前、だからそういうふうに調査しに

行けば、当然、皆様方環境整備課は、あそこのあの

状況見たら環境にどう影響があるのか。ＰＦＯＳ問

題、これ大丈夫なのか。あのときに、ＰＦＯＳとか

そういう、要は検査分析とかって環境部でやりまし

たか。当然やらんといかんです。やりましたか。

○比嘉尚哉環境整備課長 先ほど部長から御説明が

ありましたように、企業局から相談がありまして、

環境部の調査ですけれども、現場確認のほうはして

ございます。ただ、今委員おっしゃるような環境、

ＰＦＯＳ等の調査は実施してございません。

○照屋守之委員 こういうのがあるんですよ。これ、

こういう状況になっていて、現場調査もしない。こ

ういう状況よ。真っ黒で活性炭ですよ。この中入っ

ていったら、臭いがするんですよ。これ今、沖縄中

でＰＦＯＳの問題とか大問題になっていろいろ、こ

れ企業局が捨てているというのは、はっきりしてい

ますよ、置いているという。これ業者に委託して、

そうやっているというのも、企業局はっきり認めて

いますよ。売却という話は一切なかったですよ。こ

れ大問題ですよ。それで北谷のものは県外に持って

いっていると言っていました、危険だから。何でそ

のほかのもの、こういううるま市の農振地域に置い

て、それを環境部が見に行ったのに何の対応もしな

いのですか。検査もしないのですか。地元に指導も

しないのですか。何で何もやらないのですか。周辺

の地域の汚染とか、そういうのを調べないのですか。

いつやっているのですか。おかしいですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 環境部のほうでは、先ほ

ど申し上げましたけれども環境調査はしてございま

せん。

ただ、先ほど部長から説明がありましたように、

この業者は、企業局に料金を支払い、企業局から発

生土を購入していると。それで有価物ということで

ございまして、要は環境部、環境整備課のほうは廃

棄物ということを所管しておりまして、現時点で当

該発生土は廃棄物に該当しないと考えておりまして、

当該発生土の排出元である企業局が、この事業者に

対して、この保管状況や処理状況等の進捗を確認す

るとしておりました。引き続き状況を共有しながら、

必要に応じて助言、指導等をしてまいりたいと考え

ております。

○照屋守之委員 責任逃れしないでくださいよ。企

業局は売却していると言っていません。委託して、
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そういうふうにやっている。いいですか。これ、苦

情問題が来たら、皆様方が対応しないといけないん

でしょう。もっと非常に厄介なことは、ここは農振

地域ですよ。19.6ヘクタールですかね。石川市の時

代の農振ですよ。ここに処分するのに、農業委員会

の許可ももらっていないんですよ。県の農業会議も

却下しているんですよ。だからこれ、違法状態になっ

ているんです、今。だから、そういうことを分かり

ながらやるというのは。総括質疑、お願い。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

（休憩中に、副委員長から照屋委員に対し、

誰にどのような項目を確認するのか改めて

説明するように指示があった。）

○下地康教副委員長 再開いたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 県知事ですね。理由は、これ先ほ

ど企業局からも説明しましたけれども、ここにある

活性炭、あるいは処理土は間違いなく浄水場から出

ているものということで認めております。その処分

は、ここのは農振地域で、手続も踏まないでそこに

置かれているということも分かっております。とこ

ろが今、環境部長は、その業者は企業局から買った

という何か説明ですけど、企業局は一切そういうこ

とを言っておりません。でも、本来は、環境部は以

前に見ていますから、ここを。その時点で、しっか

りそういう環境対策を、汚染水はどうなっているの

か、そのＰＦＯＳの成分はどうなっているか。

○下地康教副委員長 照屋委員、簡潔にお願いしま

す。

○照屋守之委員 しっかりやる必要がありますから、

そこも含めて、これまでの対応と今後の対策は、こ

れはやはり知事にしっかり確認する必要があります。

よろしくお願いします。

○下地康教副委員長 ただいまの提起内容について

は、本日の質疑終了後に協議をいたします。

以上で、環境部関係予算議案に対する質疑を終結

いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○下地康教副委員長 再開いたします。

次に、予算調査報告書記載内容等について御協議

をお願いいたします。

総括質疑が15本出ておりますので、それを私が読

み上げます。それに対しての皆様の御意見をお願い

いたします。

１、ハード交付金の減額とハード交付金の制度の

在り方について。

２、首里城火災の原因究明と責任の明確化及び火

災防止の管理体制の構築について。

３、一般会計当初予算における土木建築部への予

算の割り振りについて。

４、道路事業に対する県三役の考え方について。

５、知事の国庫補助の要求内容及び令和３年度補

正予算における積立金の増額と令和４年度予算の編

成との関係について。

６、本部港上屋の死亡事故に対する県の対応につ

いて。

７、玉城知事の名称の法律的な位置づけについて。

８、辺野古埋立て事業についての知事公約と行政

手続との整合について。

９、工業用水の南部地域への給水について。

10、うるま市楚南地区の浄水場からの処理発生土

の対応について。

11、金武町における基地周辺の地下水の調査につ

いて。

12、ＳＤＧｓを中心となって推進する環境部の予

算の在り方について。

13、国立自然史博物館の設立に対する考え方及び

スケジュールについて。

14、制定しようとしている遺骨条例の目的及び制

定手続について。

15、うるま市楚南地区の浄水場からの処理発生土

のこれまでの対応と対策について。

以上、15本の総括質疑が出ております。

委員の皆様方の御意見を伺いたいと思います。

（「意見なし」と呼ぶ者あり）

○下地康教副委員長 意見なしと認めます。

以上で、総括質疑に関する提起理由の説明と反対

意見の表明を終結いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、総括質疑についての協議）

○下地康教副委員長 再開いたします。

総括質疑につきましては、休憩中に御協議いたし

ましたとおり報告することといたします。

次に、特に申し出たい事項について御提案があり

ましたら、挙手の上、御発言をお願いいたします。

提案ありませんか。

（「提案なし」と呼ぶ者あり）

○下地康教副委員長 提案なしと認めます。

以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

結いたします。

次に、お諮りいたします。
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これまでの調査における予算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に一任願いたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○下地康教副委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は３月15日 火曜日 正午

までにタブレットに格納することにより、予算特別

委員に配付されることになっています。

予算特別委員の皆様は、３月16日 水曜日に総括

質疑の方法等について協議を行う予定になっており

ます。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月22日 火曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆様、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

副 委 員 長 下 地 康 教
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令 和 ４ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和４年３月16日（水曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午前10時41分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 総括質疑の方法等について

出席委員

委員長 山 内 末 子さん

副委員長 新 垣 新君

委 員 新 垣 淑 豊君 島 尻 忠 明君

座 波 一君 又 吉 清 義君

末 松 文 信君 照 屋 守 之君

玉 城 健一郎君 山 里 将 雄君

島 袋 恵 祐君 瀬 長 美佐雄君

比 嘉 瑞 己君 翁 長 雄 治君

仲宗根 悟君 喜友名 智 子さん

國 仲 昌 二君 上 原 章君

大 城 憲 幸君

3ii4

○山内末子委員長 ただいまから予算特別委員会を

開会いたします。

総括質疑の方法等についてを議題といたします。

各常任委員会からの予算調査報告書につきまして

は、予算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、

昨日、タブレットに掲載して予算特別委員に配付し

てあります。

休憩いたします。

（休憩中に、各常任委員会から、報告のあっ

た総括質疑等について事務局より説明）

○山内末子委員長 再開いたします。

理事会による協議のため、暫時休憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時38分再開

○山内末子委員長 再開いたします。

理事会の協議の結果を御報告いたします。

総括質疑の実施方法等については、慎重に協議し

た結果、次のとおりとなりました。

まず、質疑項目につきましては、総括質疑の全て

とする。当該質疑事項に対し、出席を求める者は知

事とする。質疑方法及び時間につきましては、委員

長からの代表質疑は行わない。順序、そして時間に

ついては、沖縄・自民党14分、てぃーだ平和ネット

６分、日本共産党沖縄県議団６分、おきなわ南風

４分、立憲おきなわ４分、公明党３分、無所属の会

３分。質疑時間の譲渡については、できないとする。

質疑順序につきましては、多数会派、沖縄・自民党

からとする。重複する質疑は避ける。質疑通告書に

つきましては、通告書は様式３により質疑の要旨は

可能な限り具体的に記載をする。特に数字等必要な

ものにつきましては、具体的に明記をしながら通告

をお願いいたします。17日、あしたの正午締切りと

します。一問一答とする。

以上、御報告をいたします。

お諮りいたします。

総括質疑の実施方法等については、理事会から報

告のあった協議結果のとおり決することに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたします。

次に、その他委員から特に申出のあった事項の取

扱いに関し、議案の採決後に附帯決議案として採決

に付すかどうかについては、慎重に協議した結果、

理事会として持ち帰り検討することとなりました。

内容につきましては１点だけです。

飼料高騰等により大きな影響を受けている畜産業

界への支援を強化するという内容の決議が出ており

ますが、持ち帰るということで決定をいたしており

ます。

以上、御報告をいたします。

○山内末子委員長 以上で、本日の日程は全て終了

いたしました。

次回は、３月18日 金曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。

予算特別委員会記録（第７号）
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令 和 ４ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和４年３月18日（金曜日）

開 会 午前10時０分

散 会 午後０時24分

場 所 第７委員会室

出席委員

委員長 山 内 末 子さん

副委員長 新 垣 新君

委 員 新 垣 淑 豊君 島 尻 忠 明君

座 波 一君 又 吉 清 義君

末 松 文 信君 照 屋 守 之君

玉 城 健一郎君 山 里 将 雄君

島 袋 恵 祐君 瀬 長 美佐雄君

比 嘉 瑞 己君 翁 長 雄 治君

仲宗根 悟君 喜友名 智 子さん

國 仲 昌 二君 上 原 章君

大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 玉 城 デニー君

知 事 公 室 長 金 城 賢君

総 務 部 長 池 田 竹 州君

環 境 部 長 松 田 了君

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 名渡山 晶 子さん

保 健 医 療 部 長 大 城 玲 子さん

文化観光スポーツ部長 宮 城 嗣 吉君

土 木 建 築 部 長 島 袋 善 明君

企 業 局 長 棚 原 憲 実君

3ii4

○山内末子委員長 ただいまから予算特別委員会を

開会いたします。

総括質疑を議題といたします。

本日の説明員として、知事の出席を求めておりま

す。

これより総括質疑を行います。

なお、総括質疑につきましては、３月16日の予算

特別委員会において決定したとおり、１、出席を求

めるものは知事とする。２、質疑事項は、タブレッ

トに掲載している総括質疑一覧のとおりとする。３、

質疑の方法は、一問一答方式とする。４、質疑の順

序は、多数会派順とする。５、質疑の時間は、答弁

を含めず、沖縄・自民党14分、てぃーだ平和ネット

６分、日本共産党沖縄県議団６分、おきなわ南風

４分、立憲おきなわ４分、公明党３分、無所属の会

３分とする。６、質疑時間の譲渡はできないものと

する。７、重複する質疑は避けるとなっております

ので、御承知おき願います。

それでは早速、各委員の質疑を行います。

座波一委員。

○座波一委員 おはようございます。

総括質疑が今回、初めて制度化されましたが、そ

の意義は、常任委員会において担当部長、課長では

ちょっと答えられない政治的な判断を知事や三役に

確認するものでありますので、ぜひとも知事のほう

でお答えいただきたいと考えております。

まず、一括交付金の減額が７年続き、公共事業関

係が、市町村の公共事業が特に進まない。その状況

の中で、地方の建設業界がもう不況のどん底にあえ

いでいるわけですね。このまま新年度も改善されな

いとなれば、多くの事業者が閉鎖、倒産に陥る可能

性があると言われております。

ハード交付金の減額とハード交付金の制度の今後

の在り方について伺います。

これは今、根本的に見直す時期に来ているのでは

ないかという私どもの指摘であります。

次に、一般会計予算の中で投資的経費の補助事業

が……。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、山内委員長より一問一答方式で

行うよう指摘があった。）

○山内末子委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

ハード交付金の制度の在り方については、沖縄振

興公共投資交付金、いわゆるハード交付金について

は一定規模以下の事業を対象に、県や市町村の主体

的な判断の下で実施する事業を選択し、事業の進捗

状況などに応じて当該年度に実施する事業量を決め

ることができる自由度の高い制度となっております。

この交付金については予算減額が続いており、市町

村から強く増額の要望があることから、私が先頭に

予算特別委員会記録（第８号）
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立って、市町村と一体となって、国へ予算額の確保

を求めてまいります。

なお、沖縄県では昨日、副知事を筆頭に関係部局

長で構成する公共事業等推進調整会議を新たに設置

し、県経済を下支えする公共事業等を推進する観点

から、沖縄振興予算に限らず、各省計上予算の積極

的な活用に向けた事業の掘り起こしなど、公共事業

等関係予算の確保に向けた取組の強化を図る考えで

あります。

以上です。

○座波一委員 知事は新年度から先頭に立ってやる

という、今、言葉がありましたが、この４年間、ど

のようにやってきたんですか。先頭に立ってやって

きたんですか。

一体何回出向いていって、どこと誰と折衝をした

んですか。

それを確認したいです。

○玉城デニー知事 令和４年度の国庫要請に当たっ

ては、全市町村と意見交換を行った上で、昨年８月

５日及び６日には、菅総理や麻生財務大臣など、同

じく10月９日には、西銘沖縄担当大臣、同じく11月

18日及び19日には、岸田総理ほか松野官房長官、西

銘沖縄担当大臣及び小渕沖縄振興調査会会長などに

要請を重ね、そして、同じく12月14日には、さらに

西銘沖縄担当大臣に対して要請を重ねてまいりまし

た。トータルでは、内閣総理大臣へ２回、官房長官

３回、沖縄担当大臣４回、自民党沖縄振興調査会会

長に２回など関係要路への要請を行ってきたもので

あります。

以上です。

○座波一委員 その結果が、この新年度予算のこの

状態であります。これは、その交渉において、知事

の政治姿勢が影響しているということになりません

か。

○玉城デニー知事 ただいま申し上げましたとおり、

私は県知事として、関係要路に対して、そのような

要請を重ねて行ってきたものであります。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、座波委員より政治姿勢が影響し

ているのではないかという問いかけである

との確認があった。）

○山内末子委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 私の政治姿勢と振興予算につい

ての、そのような問題は存在しないのではないかと

思います。私は、令和４年度予算については先ほど

申し上げましたとおりしっかりとその予算を求める

方向で要請を重ねてまいりましたし、都度、部局に

おいてはその関係要路を中心とする担当者とも意見

交換を重ねてきたものであります。

○座波一委員 今の答弁では改善する余地は感じら

れないですね。歴代知事もいろいろ頑張ったと思い

ますが、例えば大田さんは辺野古反対しながら過去

最高の予算を獲得した。稲嶺、仲井眞さんも予算を

しっかり確保しました。翁長知事にいたっては知事

になる前なんですが、反対することによって多くの

予算が取れるんだというふうに目論んでいたわけで

す。玉城知事はどのような戦略があるのか。翁長知

事のレールに乗っただけの運営ではないかと思わざ

るを得ないわけです。目玉事業にも予算がつかない。

私は思います、歴代で予算折衝力のない知事として

見られかねませんよ。これでいいんでしょうか。ま

さに、県政不況になりつつあるんです。

○玉城デニー知事 丁寧に答弁をさせていただきた

いと思います。

新型コロナウイルス感染症の拡大前の令和元年に

は入域観光客数は1016万人、情報通信関連企業は累

計で490社が新たに立地し、就業者数は72万6000人、

完全失業率は2.7パーセント、有効求人倍率は1.19倍

と着実に成果を上げてきておりました。しかしなが

ら、新型コロナウイルス感染症の拡大により沖縄経

済は深刻な影響を受けていることから令和４年度当

初予算では県税や贈与税の増収など、歳入の上振れ

なども含めてそれらを活用した過去最大の8000億円

台の当初予算案を編成し、感染症対策、ワクチン接

種等の感染症の克服と県民の生活、雇用の維持、観

光需要の拡大、促進等の県経済の克服に向けて多岐

にわたる取組を実施することとしているものであり

ます。

○座波一委員 問題の本質をすり替えないでくださ

いよ。コロナによる不況じゃなくてその政治折衝力

の問題によって起こった県政不況だと言っているん

ですよ。

次に、一般会計予算の中で、投資的経費の補助事

業が大幅に減額されております。

土木建築部への予算の割り振りについて伺います。

○池田竹州総務部長 お答えします。

土木建築部の令和４年度の当初予算は、ハード交

付金をはじめ沖縄振興予算の減額に伴い、普通建設

事業費の補助事業が18％減となりました。そのため、

公共事業関係予算の確保の観点から、地方財政措置

等のある県債などの積極的な活用を図り、緊急自然
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災害防止対策事業債事業は12億円の増、緊急浚渫推

進事業債事業は３億円の増額計上を図ったほか、新

たに首里城歴史文化継承基金を創設するなど事業費

の確保に努め、部全体としては、13.7％減となる約

749億円としたところでございます。

○座波一委員 土木建築部の予算において、補助事

業関連が対前年比で20％も削減されているわけです。

今、政府は、コロナ禍からの脱却と回復において、

大型景気対策を打ち立てて、全国的にも公共事業は

決して不足はしていないんですね。やや多めになっ

ているわけです。

なぜ沖縄だけ公共事業の予算が少ないのか。それ

に答えることはできないですか。

○池田竹州総務部長 令和４年度の沖縄振興予算に

おきまして、ハード交付金が大きく減額されており

ます、100億円以上でございますが。今回、その分の

減額を全て県の事業の減という形でしたところでご

ざいます。

（休憩中に、座波委員より知事の考え方を確

認するために質疑しているとの指摘があっ

た。）

○山内末子委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 重複するようで大変恐縮ではあ

りますけれども、いわゆるハード交付金については、

一定事業規模以下の事業を対象に、県や市町村の主

体的な判断の下で実施する事業を選択し、事業の進

捗の状況などに応じて当該年度に実施する事業量を

決めるという自由度の高い設計にはなっております。

しかしながら、減額が続いていることから、市町

村と一体となって、国へ予算額の要求を行ってまい

りました。

さらに、先ほども答弁をさせていただきましたけ

れども、沖縄県としては、この県経済を下支えする

公共事業等を推進する観点から、副知事を筆頭に公

共事業等推進調整会議を新たに設置し、沖縄振興予

算に限らず、各省計上予算の積極的な活用に向けた

事業の掘り起こしなどを行い、公共事業等の関係予

算の確保に向けて取組の強化を図っていくというよ

うな考えで進めているものであります。

○座波一委員 昨年の岸田政権誕生以来、大型補正

予算を打ち出したときには、もう全国から、県知事

クラスは一生懸命、予算獲得に動き出していますよ。

そういうことが、今、沖縄県で全くそれがないとい

うような話も聞いております。だから、このような

質問をしているわけです。

道路事業に対する県三役の考え方についてお願い

します。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

自動車への依存度が高い本県においては、市街地

が連担する本島中南部地域の交通渋滞は全国の大都

市圏並みであり、その時間的、経済的損失は甚大で

あると認識をしております。

このため、都市部の交通円滑化や地域連携を強化

する骨格軸の形成、離島・過疎地域の住環境や利便

性の向上を図る道路の整備に取り組んでいるもので

あります。具体的には、沖縄21世紀ビジョンの基本

的課題に位置づけられている陸上交通ネットワーク

の強化を図るため、那覇空港や那覇港などの広域交

通拠点と各圏域拠点を有機的に結ぶ、体系的な幹線

道路網の構築に取り組んでおります。

また、地域の均衡ある発展に向けては、離島・過

疎地域の定住条件の改善を図り、自立的な地域づく

りを支援すべく、地域特性に配慮した道路整備を推

進しております。

令和４年度から始まる新たな振興計画においても、

本県の自立型経済の構築に向けた基盤整備として、

最も重要である道路整備に鋭意取り組んでまいりま

す。

以上です。

○座波一委員 令和４年から始まる次期振興計画に

おいての10年間で、沖縄の主要な道路を成し遂げな

ければいけないんですよ。もう最後のチャンスだと

言われています。それだけの覚悟があるかというこ

とで、今のこの質問が出ているわけです。

さらにまた、先ほどもありましたこの都市モノレー

ルに傾斜配分をしましたね、大分。そのときに、市

町村がかなり遅れたんですよ。そのときの説明では、

傾斜配分はその後に是正する方向で考えているとい

うことだったんですが、全くされていない。これは

どうするんですか。

○島袋善明土木建築部長 令和４年度のハード交付

金の配分につきましては、ハード交付金が全体の中

で減少する中で、市町村には約９億円上乗せをして

配分しているところであります。それで市町村への

影響が最小限になるよう配慮したところでございま

す。

以上です。

○座波一委員 知事、このような傾斜配分の影響が

出ているという状況は理解しておりますか。

○玉城デニー知事 予算の割り振りに際しては、い

わゆるハード交付金について、今、委員御案内のモ
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ノレールの３両化事業に係る予算を、市町村分を含

め、令和４年度の要望額全額を優先的に配分をさせ

ていただきました。

土木建築部においては、総務部から示された分野

ごとの配分額を基にして、ハード交付金事業及び県

単事業の中の政策的経費、管理運営費などの標準的

経費についても、事業の優先順位を勘案して予算を

割り振っているところであります。

○座波一委員 次に、首里城火災の原因究明と責任

の明確化及び火災防止の管理体制の構築についてで

あります。よろしくお願いします。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

沖縄県警察の捜査結果及び那覇市消防局の発表に

おいて、火災発生の原因は特定されませんでしたが、

沖縄県も施設の管理者として責任があると考えてお

ります。

沖縄県は施設管理者の責務として、首里城火災に

係る再発防止検討委員会からの自衛消防隊の体制強

化や消防との連携強化などの提言を受け、首里城火

災に係る再発防止策（基本的な方向性）を策定して

おります。

また、具体的な取組を計画的に進めるために、首

里城公園管理体制構築計画を今年度中に策定いたし

ます。

さらに、令和４年度は、当該計画に基づき、首里

城公園の防災センター機能の強化、火災に係る初動

対応の強化、様々な公園利用者に配慮した避難誘導

体制の再構築等に向けて、国と連携し取り組んでい

くこととしております。

沖縄県としては、今後このようなことが二度と起

こらないよう取り組んでまいります。

以上です。

○座波一委員 報告書では、確定因子はないんです

が、核心に迫るような報告がされてはいますけれど

も、火災や延焼対策ができなかった原因はまだ特定

されていないわけです。

そのまま再発防止に取り組むということなんです

が、本当に全く再発を防ぐような計画になるのかと

いうのは、本当にまだまだこの原因が分からない以

上は、不安で不安でしようがないんです。

これは県民の多くも感じていると思いますが、特

定できないまま新たに建物を造るという中で、県知

事はしっかり説明責任があると思うんですよ、県知

事に。

そういうふうな説明をする気はありませんか。

○玉城デニー知事 先ほども答弁をさせていただき

ましたが、沖縄県は施設管理者の責務として、首里

城火災に係る再発防止検討委員会からの自衛消防隊

の体制強化、消防との連携強化などの提言を受けて

首里城火災に係る再発防止策を策定しております。

さらに、令和４年度は当該計画に基づいて、首里

城公園の防災センター機能の強化、火災に係る初動

対応の強化、様々な公園利用者に配慮した避難誘導

体制の再構築に向けて、国と連携し取り組んでいく

こととしているものであります。

○座波一委員 首里城のある場所は、一旦火災が起

こると物すごく早いスピードで延焼する場所である

という報告も、今されているわけです。

その場所に同じように大きな木造建築を造るわけ

ですから、これこそ、本当に二度と起こさないとい

う前提で、決意を持ってしっかりと取り組まないと

いけないわけですが、そういう中ではやはり、観光

客の安全対策とか、中にある文化財だけは絶対に燃

やさないとか、そういう具体的な強い意思が知事に

は求められていると思いますよ。

そうじゃないと、原因究明が分からぬまま新しい

復興に向かうということには、少し違和感があるわ

けですが、どう思いますか、どうかと思いませんか。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

首里城火災に係る再発防止検討委員会報告書では、

首里城正殿は木造３階建ての建築物であり、天井高

が比較的低く、かつ、天井仕上げが木材の部屋が多

くあることなどから、出火した場合、すぐに天井に

着火して火が燃え広がりやすいことが建物の特性と

して報告をされております。

県は首里城正殿の建物の特性を含めた当該報告を

踏まえ、防災センター機能の再編、防災・防火設備

等の運用体制の強化、管理運営に関する制度の活用

方法の見直しを３つの柱とする首里城火災に係る再

発防止策（基本的な方向性）を策定しており、その

具体的な取組を計画的に進めるために、首里城公園

管理体制構築計画を今年度中に策定することとして

いるものであります。

以上です。

○座波一委員 次に、観光産業の再興に向けた沖縄

県観光振興基金積立事業の活用についてお願いしま

す。

○玉城デニー知事 沖縄県では、国際競争力の高い

魅力ある観光地の形成を図るための取組を長期的、

安定的に実施するため、基金の創設を検討してまい

りました。

今般、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化
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している状況の中、感染状況や観光業界の実情に対

応して、機動的かつ柔軟に事業を実施する必要があ

ること、県議会複数会派からの基金設置の要請、観

光産業の再興と安全・安心の島沖縄を実現すること

を目的に制定された観光再興条例の趣旨等も踏まえ、

沖縄県観光振興基金を設置するとしたものでありま

す。

以上です。

○座波一委員 私は、この基金の内容を見ていると、

長期的視点で、沖縄のこの基幹産業を支えようとす

る大事な視点が入っていないんじゃないかなと思っ

ているわけです。

積極的なそういった再興政策ではなくて、国の既

存の政策を補塡するような意味合いでの基金なので

はないかと心配していますが、いかがですか。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

沖縄県観光振興基金は、機動的、柔軟に実施する

必要のある事業などに活用することを基本的な考え

としております。

その使途については、１つ、観光旅客の受入れ体

制の充実強化、１つ、観光地における環境及び良好

な景観の保全、１つ、観光の振興に通じる文化芸術

の継承及び発展並びにスポーツの振興、１つ、地域

社会の持続可能な発展を通じて、国内外からの観光

旅行の促進を図るための事業等を想定しております。

その活用については、各部局から提案された事業

について、基金の目的、優先度、効果等を勘案し選

定した上で、有識者や観光関連団体等で構成する検

討委員会で意見を聴取し事業を決定することとして

おります。

活用事業を決定次第、随時補正予算を計上し、早

期の事業執行に取り組んでいこうとするものであり

ます。

以上です。

○座波一委員 経営危機に直面する企業に対する支

援という点では、どのようなことを考えていますか。

○玉城デニー知事 事業の支援というものにつきま

しては、別途のメニューで、国の県単融資、それか

ら、雇用調整助成金など、様々なその制度を活用し

た財源を基に支援策を取っているところであります。

なお、今般の沖縄観光振興基金につきましては、

先ほど申し上げましたとおり、機動的、柔軟に実施

する必要のある事業などに活用することを基本的な

考え方として設置をし、実施をしていこうというも

のであります。

以上です。

○座波一委員 最後に、工業用水の南部地区の給水

についてお願いします。

○玉城デニー知事 沖縄県では、新たな振興計画

（案）において、本県経済の一翼を担う戦略的産業

として、製造業をはじめとするものづくり産業の持

続的な発展を図ることとしております。

工業用水につきましては、県内の食料品製造業を

はじめとする第２次産業の成長発展に必要な産業イ

ンフラと認識をしております。

本島南部地域につきましては、工業用水の契約給

水量が計画給水量を上回っていることから、次年度

に市町村と連携し、企業の需要動向等について調査

を行ってまいりたいと考えております。

以上です。

○座波一委員 今の現状は、西原浄水場以南の管路

が小さいんですよね。これを中北部並にするだけで

も大分供給ができるわけです。

それすらできない今の企業局は、これは企業会計

の論理だと思うんですけれども、それができないか

ら知事に聞いているんです。

政治判断ですが、できませんか。

○玉城デニー知事 県では、産業振興を目的に沖縄

本島６つの地区で工業用水道事業を行っております。

これまで関係部局で連携して、需要予測等を計画

的に検討しながら工業用水を供給してきたところで

あり、６つの地区のうち、名護西海岸地区及び金武

湾地区などにおいては、計画給水量に達していない

状況もあります。

引き続き県全体の均衡ある発展に向けて、工業用

水の利活用の促進を図るとともに、南部地区への給

水量の増加につきましては、計画給水量の見直しの

必要性や工業用水道事業の採算性などの課題も含め

て関係部局と連携して対応してまいりたいと思いま

す。

以上です。

○山内末子委員長 次に進みます。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。お願いしま

す。

まず、１点目、沖縄振興予算の減額について。

国の予算を獲得することは県知事の責任であると

考えております。これまで3000億円台の国の予算が、

玉城知事は概算で3600億円要求しながら2680億円に

決定をした。この責任を玉城知事は県知事としてど

う感じているのか、知事に伺います。

○玉城デニー知事 お答えいたします。
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令和４年度沖縄振興予算は、前年度から326億円の

減となりました。また、市町村と共に増額を強く求

めてきた沖縄振興一括交付金については前年度比

219億円の減額となったものの、その制度の継続は認

められました。

また、沖縄振興予算の確保に合わせて求めていた

高率補助制度、沖縄関係税制などの特別措置の拡充、

法の適用期間、沖縄振興開発金融公庫の存続と機能

強化等については、おおむね本県の要望を踏まえて

いただいたものと考えております。

県としては、沖縄振興予算を含め、過去最大の

8000億円台の当初予算案を編成したところであり、

新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ

経済の立て直しを図るため、沖縄振興予算、税制及

び政策金融を積極的に活用して、新時代沖縄を展望

し得る沖縄の振興発展に全力で取り組んでまいりま

す。

以上です。

○照屋守之委員 休憩願います。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員より予算が減額になっ

たことについて知事はどう感じているか答

弁するよう指摘があった。）

○山内末子委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 委員御案内の、いわゆる予算が

減額になったことについて、県知事として、県勢の

発展及び各事業の振興について、できる限りその影

響を少なくし、さらに、様々な優遇措置などを活用

させて、落ち込んだ経済の立て直しを図り、沖縄振

興予算、税制、政策金融なども積極的に活用して、

沖縄の振興発展に全力で取り組んでいきたいという

私の思いをしっかりと述べさせていただいていると

思います。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員より質疑に答えていな

いという指摘があり、山内委員長から知事

は答えている旨発言があったが、再度答弁

することになった。）

○山内末子委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 私といたしましては、財務当局

による減額査定については非常に残念であります。

しかし、令和４年度の国庫要請に当たりましては、

これも先ほど答弁をさせていただきましたが、全市

町村と意見交換を行った上で、関係要路にるる、そ

の必要性と沖縄県の熱意についてをしっかりとお伝

えをしてまいりました。

その結果、トータルでは内閣総理大臣へ２回、官

房長官３回、沖縄担当大臣４回、自民党沖縄振興調

査会会長には２回など、関係要路への要請を重ねて

きたものであります。

○照屋守之委員 ということは、責任は感じていな

い、そういうふうに受け取りますよ、私は。

玉城知事は、予算交渉でいつ、誰に対して、どの

ような交渉を何回行ったか、玉城知事に伺います。

これは市町村長と一緒にということじゃないです

よ。玉城知事が、県の幹部も含めて、総理大臣、あ

るいは財務大臣、いつ交渉したか、そこを教えてく

ださい。

○山内末子委員長 お静かに願います。

皆さん、お静かに願います。

○玉城デニー知事 令和４年度の国庫要請に当たっ

ては、全市町村と意見交換を行った上で、昨年８月

５日及び６日には、菅総理や麻生財務大臣、同10月

９日には、西銘沖縄担当大臣、同11月18日及び19日

は、岸田総理ほか、松野官房長官、西銘沖縄担当大

臣及び小渕沖縄振興調査会会長、同12月14日には、

西銘沖縄担当大臣に対して要請を重ねてまいりまし

た。

先ほど申し上げましたとおり、トータルでは、内

閣総理大臣２回、官房長官３回、沖縄担当大臣４回、

自民党沖縄振興調査会会長に２回など、関係要路へ

のそのような要請を重ねてきたものであります。

以上です。

○照屋守之委員 繰り返しますが、ちゃんと質問を

聞いてください、内容を。

玉城知事が、職員と一緒でもいいですよ、玉城知

事がですよ、総理大臣、財務大臣、さっきの交渉と

は別に、いつ会っていますか、何回会っていますか。

○玉城デニー知事 先ほども質問に答えさせていた

だいております。

重複して恐縮ではありますが、昨年の８月５日、

６日に菅総理、麻生財務大臣、10月９日に西銘沖縄

担当大臣、11月18日、19日には岸田総理、松野官房

長官、西銘沖縄担当大臣、小渕沖縄振興調査会会長、

12月14日には西銘沖縄担当大臣に対して要請を重ね

たものであります。

○照屋守之委員 それでは、玉城知事自身が、総理

大臣、財務大臣と直接交渉は１回もやっていないと、

市町村長を除いてはですね。知事自身が交渉してい

ないという、そういうような受け止めをしておきま
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す。

次に、令和４年度が2680億円で、令和５年度はさ

らに厳しくなる可能性があります。県民の暮らし、

県経済は不況になることも予想されます。

そこで伺います。

なぜ国から予算を引き出す県事業がつくれないの

か、玉城知事に伺います。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

令和４年度予算編成に当たりましては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、打撃を受

けた本県の観光関連産業に対する支援や、軽石問題

への対応のための財源手当などについて国に求め、

本県の要望も踏まえ、所要の措置を講じていただい

たものと考えております。

一方、沖縄振興予算の減に伴い、普通建設事業費

の補助事業が、対前年度比20％減となるなど県予算

にも影響を与えていることから、昨日、副知事を筆

頭に、関係部局長で構成する公共事業等推進調整会

議を新たに設置し、県経済を下支えする公共事業な

どを推進する観点から、沖縄振興予算に限らず、各

省計上予算の積極的な活用に向けた事業の掘り起こ

しなど、公共事業等関係予算の確保にも取組の強化

を図っていきたいという考えで取り組むものであり

ます。

以上です。

○照屋守之委員 全然答弁になっていませんね。

昨日の話を聞いているんじゃないですよ。国の予

算を要求するからには、県事業があって、それの国

からの補助、例えば一括交付金だったら80％補助、

そういうような事業をつくらない限りは、国の予算

を増やせませんよ。当たり前の話じゃないですか。

だからそれを聞いているのに、そういうこともやら

ないで予算は減額をされる。

次に、こういうことやっていると、県政不況の可

能性が出てきますよ。

玉城知事の見解を問います。

○玉城デニー知事 新型コロナウイルス感染症の拡

大前の令和元年には、入域観光客数は1016万人、情

報通信関連企業は累計で490社が新たに立地し、就業

者数は72万6000人、完全失業率は2.7％、有効求人倍

率は1.19倍と着実に成果を上げておりました。

しかしながら、委員御案内のとおり、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大により、沖縄経済は深刻な影

響を受けていることから、令和４年度当初予算では、

県税や譲与税の増収、それから、歳入の増額などに

より、それらを活用した過去最大の8000億円台の当

初予算案を編成し、感染症対策、ワクチン接種等の

感染症の克服、県民の生活、雇用の維持、観光需要

の拡大促進等の県経済の克服に向けて、多岐にわた

る取組を実施することとしております。

また、令和４年度から始まる新たな振興計画案に

おいては、産業のＤＸ―デジタルトランスフォーメー

ションの導入や産業人材の育成などを積極的に推し

進め、労働生産性や稼ぐ力の向上を図ることとして

おります。

沖縄県としては、予算の効率的な執行により事業

効果の発現を図り、強くしなやかな自立型経済の構

築に向けて、しっかり取り組んでまいります。

以上です。

○照屋守之委員 私、今、玉城知事の国との予算交

渉、リーダーシップを発揮していない状況を非常に

危惧しております。

令和５年度、もしかしたら平成23年度の2300億円、

そのぐらいの規模になるような、本当に危惧してい

るんです。ですから、今の玉城県政では、国の予算

をつくっていくのは非常に厳しいんじゃないかなと、

本当にそう思っています。そのことだけ指摘してお

きます。

次に、ワシントン駐在員事業を継続することにつ

いて。

毎年約１億円の一般財源でワシントン駐在を置い

て８年目になるとのことであります。８億円かけて

その成果が見えない。玉城知事の公約である辺野古

問題も解決していない。なぜ具体的な成果を出さな

いワシントン駐在員事業を継続するのか、玉城知事

に伺います。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

沖縄県では、辺野古新基地建設問題をはじめとす

る米軍基地問題の解決については、日本政府のみな

らず、米国政府、米国議会に対しても、沖縄県自ら

が直接伝えることが重要と考えていることから、平

成27年度にワシントン駐在を設置しています。

ワシントン駐在は平成27年４月の設置以降、今年

度までの７年間で、米国関係者への情報発信や情報

収集等の活動を段階的に拡大、強化したことによっ

て、米国連邦議会や民間シンクタンク等における沖

縄の基地問題の課題に対する認識は徐々に深まって

きていると考えており、ワシントン駐在を置く意義

は大変大きいと考えております。

なお、これまでのワシントン駐在の働きかけの結

果、2019年６月の連邦議会調査局報告書において、

沖縄は、在日米軍専用施設区域の約70％を抱えてい
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ると記載されたほか、同年10月には、普天間飛行場

をめぐる状況について県民投票で投票者の72％が反

対したこと、基地沖合への滑走路建設が物理的に困

難などの記載が追加されております。

また、2020年６月には、下院軍事委員会即応力小

委員会の2021年度国防権限法案に関する書面に、大

浦湾の海底での地震の可能性及び不安定性に対する

懸念など、辺野古新基地建設に係る４つの懸念事項

と、辺野古新基地建設予定地地下の強度の検証結果

など、５つの項目に関する報告書の提出を国防総省

に求めることが明記され、これらはワシントン駐在

の成果の一つと考えております。

さらに、同年11月には、米国のシンクタンク、Ｃ

ＳＩＳも辺野古新基地について完成する可能性が低

そうだと報告するなど、米国内においても、沖縄の

基地問題への認識が広がりつつあると考えておりま

す。

さらに、米軍基地由来のＰＦＯＳの問題について

も、連邦政府や連邦議会関係者とワシントン駐在と

の面談の中で毎回のように取り上げており、県内の

漏出事故の状況や改善の必要性等を強く訴えており、

関係者からは、大変関心があるので関連する資料を

提出してほしい旨の反応を得るなどの成果も上がっ

ております。

沖縄県としましては、これまでの成果を今後に生

かすためにも継続した取組が必要であると考えてい

る次第であります。

以上です。

○照屋守之委員 私、ワシントン事務所の設置は、

オール沖縄県政の失政だと思っていますよ。１億円、

毎年かけて、８年間続けて、県民に対する成果が見

えてこない。一般財源でしょう。県知事が、今言っ

た成果というのは、一般県民の成果ではありません

よ。これ一般財源でしょう、どうですか。確認しま

す。

○金城賢知事公室長 委員御指摘のとおり、一般財

源でございます。

○照屋守之委員 であれば、例えば国からの80％補

助事業を取り付けた場合、この８億円の裏負担分で

幾らの事業ができるか教えてください。

意味分かっていますよね。

○池田竹州総務部長 今、委員御指摘の補助が８割、

一般財源が２割負担としたら、４倍の事業が可能と

考えております。

８億円であれば、32億円になろうかと思います。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員より今の答弁について

疑義があった。）

○山内末子委員長 再開いたします。

池田竹州総務部長。

○池田竹州総務部長 答弁訂正いたします。

国庫補助分が32で、一般財源を足すと、今、委員

御指摘のとおり、40億円になろうかと思います。

○照屋守之委員 知事、ですから、同じ８億円かけ

て、こういう形で具体的な県民のための成果が見え

ない。一方で、この一般財源は、８億円かけて裏負

担分にすると40億円の仕事ができるんですよ、事業

が。これはまさに県民のためじゃないですか。今か

らでも遅くありませんから、これ組み替えたほうが

いいですよ。

辺野古埋立事業について、知事の公約と行政手続

の整合性について。

知事公約は辺野古阻止でありますが、沖縄県は行

政手続で進めております。県民の立場からは理解し

難い。なぜそうなるのか、知事に伺います。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

辺野古新基地建設については軟弱地盤の存在が判

明し、提供手続の完了までに約12年を要するとされ、

今般の変更承認申請が公有水面埋立法に照らした厳

正な審査の結果、不承認となり、埋立工事全体を完

成させることがより困難な状況となりました。

沖縄県としましては、引き続き政府に対し、対話

によって解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く

求め、辺野古に新基地を造らせないという公約の実

現に向けても、全力で取り組んでまいりたいと思い

ます。

以上です。

○照屋守之委員 私が聞いているのは、知事公約は

辺野古阻止であるのに行政手続を進めている。なぜ

そうなるんですかということを聞いています。

知事、お願いします。

○玉城デニー知事 辺野古新基地建設に係る各種申

請等の事務については、関係法令や審査基準に基づ

き適切に対応しております。

このような審査の結果、今般の変更承認申請は不

承認としたものであり、また、地盤改良工事が必要

とされている場所等に生息するサンゴの特別採捕許

可申請についても不許可としたものであります。

辺野古新基地建設については軟弱地盤の存在が判

明し、提供手続の完了までに約12年を要するとされ、

さらに、今般の変更承認申請が公有水面埋立法に照

らした厳正な審査の結果、不承認となり、埋立工事
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全体を完成させることがより困難な状況となったも

のであります。

○照屋守之委員 今、知事は行政手続では適切に対

応しているということですけれども、辺野古阻止を

掲げる県知事だったら、行政手続も何も、全て受け

付けませんよね。

一方では反対、造らせないと言いながら、行政手

続で適切に処理している。これはまさに公約違反で

すね、知事。知事の公約違反でしょう。認めますか、

どうですか。

○玉城デニー知事 法律、法規に則して行政判断を

行っていくということは、行政手続として正当な行

為であります。

○照屋守之委員 県知事は、玉城知事は県民に対し

て、辺野古反対、阻止は、公約ですよね。行政手続

を進めますと約束したんですか。違うでしょう。現

実的に造られていますから、公約に反していますよ

ね、どうですか。

○玉城デニー知事 私は、辺野古に新基地は造らせ

ないという公約を掲げ、多くの県民の付託を受け、

その実現に向けて全力で取り組んでいるところであ

ります。

政府が唯一の解決策とする辺野古新基地建設につ

いては、今般の変更承認申請が不承認となったこと

により、埋立工事の全体を完成させることがより困

難な状況となったものであります。

普天間飛行場の危険性の除去は、政府、県、宜野

湾市の共通の課題、県民にとっても共通の課題であ

り、今後も政府に対しては対話によって解決策を求

める民主主義の姿勢を強く求めてまいりたいと思い

ます。

○照屋守之委員 これは今、知事が御指摘のような

ことをすると、あと30年たっても、50年たっても辺

野古問題解決しないし、普天間返還も実現しません

よ。

国は、県民の負担軽減、普天間飛行場の移設返還

で、県民のためにやろうというふうなことでやって

いますよね。

知事がやっていることは違うじゃないですか。阻

止だけ、あとは何もないじゃないですか。

普天間飛行場の代替施設ということなんだけど、

普天間飛行場なんて永遠に返ってこないんじゃない

ですか。

やっぱりこれ、知事は公約に反していますよ。そ

のことだけ指摘しておきます。

次に、うるま市楚南地区の浄水場からの処理発生

土及び活性炭の対応について。

土木環境委員会でも以前から指摘をして、現場調

査も行ったようであります。当該地区は農業基盤整

備がなされ、優良農地であります。最近、ＰＦＯＳ

等の問題がある中で、玉城知事は、うるま市の楚南

地区のこの問題をどのように認識しているか、玉城

知事に伺います。

○棚原憲実企業局長 現在の対応状況についての御

質問ですので、私のほうからお答えします。

企業局では、各浄水場から発生する浄水発生土に

ついて、令和２年度まで売買契約により購入事業者

に売却しておりました。令和２年10月に当事業者の

うるま市楚南地区の保管場所において発生土が滞留

しているとの情報を得て、現場確認の上、事業者に

聞き取りを行ったところ、新型コロナ感染症の影響

により、園芸用土等の販売が減少し滞留していると

のことでした。そのため、企業局では、令和３年度

から事業者への発生土売却を停止し、適正処理につ

いて助言を行っております。事業者において滞留し

た発生土の処理を継続して行っており、改善が図ら

れていることを確認しております。

なお、経緯、安全性等について、同地区の農業委

員会等への説明を行い、御理解をいただいているも

のと考えております。

以上です。

○照屋守之委員 現場の説明は分かりました。

県知事、この状況を把握していますか。

今の写真も上げてありますけれども、優良農地で、

そういう形で一角に置かれている。

今、企業局長が説明していましたけれども、農業

委員会の許可もまだ取られていないみたいですよ。

皆さん方は調査をしたのに、ＰＦＯＳの検査はまだ

やっていないみたいですよ。周辺の環境調査もまだ

やっていないみたいですよ。

知事、ぜひ指示を出して、現場調査してください。

知事も現場を見てください。

知事の答弁をお願いします。

○玉城デニー知事 委員御案内のこの写真の状況に

ついては、企業局からも現場の状況については、逐

次報告を受けております。

現在は、この処理については順調に進んでいると

いうように聞いておりますが、企業局では、浄水発

生土について、各浄水場において定期的に、土壌に

関する法令等に基づく溶出試験及び含有試験を実施

しているほか、平成28年度からはＰＦＯＳの含有試

験も毎年度実施しており、安全性を確認していると
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ころであります。

なお、ＰＦＯＳ等の対策として使用している北谷

浄水場の粒状活性炭については、産業廃棄物として

適切に処分をしているところであります。

以上です。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員より知事に何ら環境対

策もされていない現場の状況を確認するよ

う指摘があった。）

○山内末子委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 企業局では、令和３年４月以降、

購入事業者への全ての浄水発生土の売却を停止して

いるため、同事業者が管理するうるま市楚南地区の

保管場所の土は増加はしていないということであり

ます。また、この同保管場所について、毎月現場確

認を実施し、発生土が継続的に搬出されていること

を、企業局で確認をしております。

なお、同事業者では、うるま市農業委員会に一時

転用許可を申請しており、現在、関係法令に基づき

対応しているものと聞いております。そのような状

況についても、私も現場を視察して確認をしたいと

いうように思います。

○照屋守之委員 ぜひ現場を見てくださいね。

転用の願いは、普通は、それをする前に、搬出す

る前、搬入する前に手続をするんですよ。これを、

土を入れてから手続して、まだ許可をもらっていな

いんでしょう。あれ、違法状況でしょう。

そういうふうなことも放置して、とんでもないで

すよ。

知事、ですから、ぜひこれを調べて、とにかく周

辺のＰＦＯＳの検査もやる、環境調査もやる、一日

も早く撤去する、それをぜひやってください。お願

いします。

次に、金武町における基地周辺の地下水の調査で

す。地下水の調査については、まあいいか、終わり。

○山内末子委員長 よろしいですね。時間ですので、

お願いいたします。

進めます。

玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

今、照屋委員からもありましたけれども、金武町

における基地周辺の地下水の調査についてです。ま

ず、こちら、金武町の水道事業の中でＰＦＯＳが検

出されて、それからまたこういった話が出てきたん

ですけれども、金武町の水道事業に対する企業局と

保健医療部、そして、環境部、そして、金武町、お

のおのの関わり方について御説明をお願いいたしま

す。

○大城玲子保健医療部長 現在、金武町の水道水に

つきましては、金武町が管理運営する浄水場の水道

水として、県企業局が供給する水道用水を混合して

供給しております。金武町では、水道原水及び水道

水におけるＰＦＯＳ等の調査及び結果の公表を行う

とともに、県企業局から、水道用水供給量の増量や

活性炭を用いたＰＦＯＳ等の低減化等の検討を行っ

ております。

一方、沖縄県では、保健医療部で、水道法に基づ

く指導及び助言、汚染源の可能性の高いキャンプ・

ハンセンへの沖縄県及び金武町による立入調査申請

等を行うほか、環境部で水道水源以外のキャンプ・

ハンセン周辺河川等におけるＰＦＯＳ等の環境調査、

また、企業局で保健医療部と連携したＰＦＯＳ等の

低減化に関する技術的助言を行っているところでご

ざいます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

金武町の基地周辺に関して、環境部のほうで、環

境部が基地周辺のＰＦＯＳ調査をしていると思うん

ですけれども、昨年度は金武町の周辺では、キャン

プ・ハンセンの周辺では調査は行ったんでしょうか。

○松田了環境部長 お答えします。

キャンプ・ハンセン周辺の公共用水域におけるＰ

ＦＯＳの調査につきましては、金武町と相談の上、

令和２年度は、キャンプ・ハンセン周辺の河川水に

つきまして、６地点でＰＦＯＳ等の分析を行ってお

ります。

○玉城健一郎委員 金武町と連携しながら河川水の

調査を行ったということなんですけれども、今後、

地下水の調査というのも、ぜひやったほうがいいと

私は思うんですが、その辺りの考えをお伺いいたし

ます。

○松田了環境部長 この点につきましては、今、金

武町と、それから保健医療部のほうで、まずは水源

としての調査を行っているところでございます。環

境部としても、金武町と相談をしまして、今後、必

要な調査の実施について検討してまいりたいと考え

ております。

○玉城健一郎委員 分かりました。

ぜひ金武町だけの問題だけでは、金武町だけの責

任ではないですので、ぜひ県も一緒になって、金武

町に助言するなり協力しながら、このＰＦＯＳの課

題について解決できるようにやっていただきたいと
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思います。

次の質問に移ります。

国立自然史博物館の設立に対する考え方及びスケ

ジュールについてお伺いいたします。

こちら、今年度528万円から2600万円と５倍となっ

ていますが、次年度の事業内容と、この事業に対す

る知事のお考えをお伺いいたします。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

国立沖縄自然史博物館は、自然史科学を支える研

究及び人材育成の拠点となるだけではなく、国際貢

献、自然環境の保全、沖縄観光の魅力の強化につな

がるなど、今後の沖縄振興になくてはならない施設

であると考えております。国立自然史博物館の誘致

を実現するためには、県民が一丸となって取り組む

必要があります。

そのため、私は、沖縄への設置を進めている日本

学術会議の会員などで構成されます、一般社団法人

国立沖縄自然史博物館設立準備委員会と、令和２年

度に面談した際、協力して誘致に取り組むというこ

とをお互いに確認をしています。

また、引き続き連携を行い、機運醸成の取組や国

への働きかけを強化するとともに、令和４年度は、

県民の理解を深めるために情報発信の充実を図るほ

か、シンポジウムの複数回開催や県内全域での企画

展の開催、海外の代表的な国立自然史博物館の調査

なども予定しているところであります。

以上です。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

ぜひ行っていただきたいと思います。

こちら国立博物館ということで、建てる主体は国

になると思うんですけれども、この沖縄県での役割、

県の役割というのはどのようにお考えでしょうか。

○玉城デニー知事 沖縄県としましては、国立沖縄

自然史博物館の概要と役割、それから、沖縄に設置

する意義等については、広く県民や業界などにも御

理解をいただき、県内の機運の醸成を図るとともに、

沖縄の声を国に届け誘致を実現すること、これが沖

縄県の役割であり、使命であるというように考えて

おります。

以上です。

○玉城健一郎委員 ぜひ県民の機運を高めるために

も、今後、広報活動にも力を入れていただきたいと

思います。

沖縄県、ＣＭが結構上手だなと私は思っているん

ですよ。特に、就学援助のものに関しては、県が広

報をし始めてから、市町村でも一気にこの捕捉率が

高くなりましたので、ぜひこういった、これまで培っ

た広報の技術とかもございますので、そういったと

ころを生かしながら、県民運動として国立博物館誘

致に動かせるよう、よろしくお願いいたします。

次の質問なんですけれども、辺野古埋立事業につ

いての知事公約と行政手続の整合性についてなんで

すが、先ほど答弁がありましたので、こちらは割愛

させていただきます。

次、沖縄振興予算の減額についてお伺いいたしま

す。

先ほども議論がございましたけれども、次期沖縄

振興予算と振興計画への今回減額について、その影

響についてお伺いいたします。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

新たな振興計画案においては、ＳＤＧｓを取り入

れ、県民一人一人をはじめとする社会全体での参画

により、社会、経済、環境の３つの側面が調和した

持続可能な沖縄の発展と、誰一人取り残さない社会

を目指すとともに、ウイズコロナの新しい生活様式

からポストコロナのニューノーマルに適合する、安

全・安心で幸福が実感できる島を形成することとし

ています。

なお、この計画案においては、この終了時の展望

値として、１人当たり県民所得が、令和２年度見込

額の214万円から291万円、完全失業率が令和２年の

3.6％から2.5％、温室効果ガス排出量を平成25年度

比34％減などを掲げており、様々な施策の展開を図

るため、財源の確保が必要としているところであり

ます。

新たな振興計画を着実に推進していくため、令和

５年度以降の沖縄振興予算については、市町村と連

携し、必要な予算の獲得に向けてしっかりと取り組

んでいきたいと思います。

以上です。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

この沖縄振興計画の、今度の次期振興計画の中に

は、これまでなかったアジア戦略というものが、こ

れまで構想だったものを、こちらの振興計画の中に

入れているということでお話を伺っています。

まさに、先ほど知事からも答弁がございましたけ

れども、2019年まで、令和元年までは本当にアジア

のダイナミズムを受けながら、沖縄の経済というの

は最高潮の状況にございました。このアジアのダイ

ナミズムというのは、コロナの中で一時的に少し止

まっている状況にございますけれども、ただ、これ

がなくなったら間違いなく、アジアの成長というの
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は大きくなっていきます。それを、やっぱり取り入

れていくというのは、沖縄県、そして、国としての

国家戦略でもあると思います。

ぜひ次期振興計画におけるアジア経済戦略につい

て、どのように県はお考えなのか、御答弁をお願い

いたします。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

我が国のみならず、アジア各国がいまだ新型コロ

ナウイルスの感染症によって、社会経済活動に大き

な影響を受けています。香港から上海など、コロナ

ウイルスの感染の拡大も懸念されるところではあり

ますが、各国が懸命にその感染拡大防止について取

り組んでいる現況であります。

他方、アジアのダイナミズムは、そのポテンシャ

ルは依然維持しておりまして、段階的に成長軌道に

戻るものと見込まれていることから、アジアの活力

を取り込む取組は、今後とも重要であると考えてお

ります。

沖縄県では、アジア経済戦略構想推進計画の下、

国際競争力ある物流拠点の形成、世界水準の観光リ

ゾート地の形成、国際情報通信拠点スマートハブの

形成など、各種施策を推進してまいりました。

アジア経済戦略構想の戦略やその取組につきまし

ては、新たな振興計画案の中にしっかりと取り組ん

で、それを連携させていこうとするものであり、引

き続き、それらの実現に向けた取組を強力に推進し

て、本県産業の振興にしっかりと努めてまいりたい

と思います。

以上です。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。

今、コロナの中で、このアジア経済戦略自体が少

し見えにくくなっているところで、不安に思ってい

る経営者の皆さんもちょくちょくいたんですね。

その中で、やはり沖縄県としては、これは一時的

なもので、力強く取り組んでいくということを発信

する必要があると思うんですよ。実際、この新型コ

ロナ禍の中でも、新たなホテルの事業、ホテルが入っ

てきたりとか、建築が進んでいるというのは、まさ

に沖縄のポテンシャル、観光地としてもそうですし、

人の文化的な部分でのポテンシャルがあるから、こ

のように注目されていると思います。

ぜひとも力強くこのアジア経済戦略、振興計画の

中に入ったとしても、これを推進していただきたい

と思いますけれども、これについて、知事の前向き

な御答弁をお願いいたします。

○玉城デニー知事 委員御案内のとおり、ホテルの

新設などの工事事業も遅滞なく取り組まれていると

いう状況からも、恐らく沖縄がアジア全体と地理的

に優位な位置にある、さらには、富裕層のリゾート

旅客も取り込める、そういう環境が依然続いている

ということが、恐らく海外の経済界の中からも高い

期待がそのまま継続しているものというように思っ

ております。

県としましては、企業の稼ぐ力を観光関連産業全

般にも連携させていきながら、人材の育成と、必要

な、それらの取組についての計画性を次期振興計画

でもしっかりと遂行できるように努めてまいりたい

と思います。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。

本当に沖縄県、このアジア構想という、アジア経

済戦略に関しては、ほかの他府県よりも先んじて行っ

ていて、現地の事務所も開設しているというのは大

きなアドバンテージだと思いますので、そういった

ところもしっかり生かしながら、沖縄の経済を牽引

できるような、日本の経済を牽引できるような戦略

を取っていただきたいと思います。

以上です。

○山内末子委員長 よろしいですか。

進みます。

比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。

私のほうからも、沖縄振興予算の減額についてお

聞きしたいと思います。

2022年度の一般会計当初予算は、個人県民税や企

業法人税など、県民の皆さんの納める県税の伸び、

また、コロナ対策費などで過去最大規模となる8606億

円を確保することができました。一方で、沖縄振興

予算は2680億円、大幅に減額となっております。中

でも、県や市町村にとって、使途の自由度が高い一

括交付金は８年連続の減額となっています。

今回の各常任委員会での予算審議においては、こ

うした沖縄振興予算の減額による県民生活への影響

を危惧する声が相次ぎました。子供たちの学校建設

もままならない、地域の安全・安心である治水事業

や、道路にも影響が出ていることが明らかとなって

います。

私、この振興予算を考えるときに、翁長県政誕生

以来、この辺野古新基地問題で対峙する県政に対し

て、政府が沖縄振興予算の減額を続けることは、こ

れは民主主義や地方自治を脅かす問題をはらんでお

り、看過できない問題だと思っています。その点に

ついて、知事の見解を伺っていきたいと思います。
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最初に、過去最大の予算規模になりましたが、県

政としてはどのような努力でこの予算を確保するこ

とができたんですか。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

令和４年度当初予算案は、歳入面において、県税、

地方譲与税、繰入金が増となったほか、国庫支出金

も沖縄振興予算が減となったものの、新型コロナウ

イルス感染症に対応するための交付金などの増によ

り増額計上をしております。

歳出面では、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止と県経済の回復、軽石問題への対応、復帰50周

年記念事業、世界自然遺産の保全、首里城の復興、

子供の貧困対策、観光振興など様々な取組とともに、

高齢化に伴う社会保障関係費の増加を受け、対前年

度比8.8％増となる8606億円の予算規模となったもの

であります。

以上です。

○比嘉瑞己委員 続いて、この一括交付金をはじめ

とする沖縄振興予算の減額についてなんですが、県

としては、しっかりと市町村と力を合わせて予算要

求もしてきたと思います。

政府のほうで、なぜこれだけの減額になったのか、

その説明はどういったものでしたか。

○池田竹州総務部長 令和４年度の沖縄振興予算案

につきまして、国としましては、必要と考える所要

額を積み上げた結果、一括交付金や公共事業関係費

などが減少し、約2684億円を計上したとしておりま

す。

○比嘉瑞己委員 報道等で聞くと、よく出てくるフ

レーズですよね。国としては、所要の額を確保した。

しかし、私、これ説明が大変不足していると思うん

ですよ。

その前に、県や市町村は、じゃあどのように要求

をしていったのか、皆さんも漠然とした要求をして

いないと思うんです。

皆さんとしては、どのように政府には要求をして

いますか。

○池田竹州総務部長 令和４年度沖縄振興予算の確

保に向けた国庫要請におきましては、初めてロジッ

クモデルの手法を活用し、個別事業の有効性などが

検証できる資料を提供するとともに、市町村等から

の要望も踏まえまして、子供の貧困対策、そして、

離島の定住条件への取組、特に市町村からの強い要

望のあったハード交付金などを積み上げたところ、

前年度予算を上回る計画額となったことから、財務

省が示しました、各省への概算要求可能額を最大限

活用した3600億円規模を求めたところでございます。

○比嘉瑞己委員 皆さんも、ロジックモデルも用い

て、詳細な資料も示して要求しているのに減額され

てしまった。その理由は、政府としては所要の額を

確保した。こんな簡単な回答で、私、沖縄県は引き

下がっていけないと思うんです。しっかりとした説

明を政府がやるべきだと思うんですけど、そういっ

た説明はなかったんですか。

○池田竹州総務部長 繰り返しになりますけれども、

令和４年度沖縄振興予算の国庫要請におきましては、

ロジックモデルの手法なども活用しまして、個別事

業の有効性などが検証できる資料を提供したところ

です。さらに、貧困対策、あるいは定住条件の取組

などを求めたところでございます。

一方、年末に政府が示した令和４年度の沖縄振興

予算案におきましては、国として必要と考える所要

額を積み上げた結果、一括交付金や公共事業費等が

減少し、約2684億円を計上したとされております。

そのため、令和５年度の沖縄振興一括交付金の確

保に向けましては、県と市町村が協働して取り組む

ことを、１月末に開催された沖縄振興会議において

確認したところでございます。

今後は、これまで以上に市町村と連携を深め、ロ

ジックモデルのさらなる充実なども併せまして、要

請活動を行っていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 部長、御苦労さまです。

私は、県や市町村は十分努力していると思うんで

すね。だけど、私が今聞いているのは、政府の回答

なんです。

政府としては所要の額を、必要な額を確保した。

こんな回答で、私は納得できません。政府はたった

それだけの回答しか述べることができていないんで

すか。事実関係を教えてください。

○池田竹州総務部長 交付金の、繰り返しになりま

すけれども、必要な額を積み上げたところという説

明で、それ以上の細かな説明については、私どもは

様々な調整の都度、求めているところですが、明確

な減額の理由について示されているところはなくて、

必要な額を積み上げた結果という御説明をされてお

ります。

○比嘉瑞己委員 知事、やはり沖縄県としては要望

する側だから、なかなか大きな声も出せないないか

もしれないですけれども、こういった具体的な説明

もないまま減額が繰り返されている状況について、

やっぱり県民みんな怒っているんですよね。これ沖

縄いじめじゃないか。こうした、政府が説明もない
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まま減額していくということは、これは財政の民主

主義にも関わる地方自治の問題だと思うんですけれ

ども、知事のお考えはどうでしょう。

○玉城デニー知事 この間、県においては、例えば

一括交付金など、市町村と連携をして、不用額につ

いてはその精査をしっかりと行い、さらに必要な事

業にその予算を振り分けていけるように努力を積み

重ねてきたところであります。しかし、今般、所要

額を積み上げた結果ということで、政府のほうから

はそのような説明によって減額したというような形

になっておりますが、このような状況に鑑みて、令

和５年度の沖縄振興一括交付金の確保に当たっては、

県と市町村が協働して取り組むことを、１月末に開

催いたしました沖縄振興会議においても確認をして

おります。これは市町村にとっても非常に大きな問

題であるということの認識も、共通認識として確認

をさせていただいたところであります。

今後は、これまで以上に市町村と連携を深め、と

もに要請活動を重ねてまいりたいというように思い

ます。

○比嘉瑞己委員 これまで県が一生懸命頑張ってき

て、こうした根拠も示しているのに、理由もなく、

十分な説明もなく減額がされている現状だと思いま

す。

一方で、沖縄担当大臣のお仕事、大臣がやはりこ

うした沖縄の声を届けるべきだと思うんですね。た

だ、残念なのは、昨年12月の大臣の記者会見を聞く

と、一括交付金については市町村の配分381億円とし

て、それと同額を県の分という形で、数字から見る

と381億円掛ける２の数字を確保したと胸を張ってい

るんです。１対１で確保できたんだ。私、大臣とし

てこれでいいのかというのが私の思いです。

本来であれば、沖縄県の要望をしっかりと伝える

のが大臣の務めだと思うんですけれども、この１対

１を確保したということについて、知事にも説明に

行ったということですが、どういった説明でしたか。

○玉城デニー知事 西銘沖縄担当大臣からは、沖縄

振興予算について、当初、財務省からは一括交付金

について、今年度から500億円減の481億円、総額約

2400億円程度という厳しい予算案が提示されていた

ところ、最終的に、市町村長や経済団体から要望が

あった、市町村分の一括交付金381億円は確保しない

といけないという思いで大臣折衝に臨み、その結果、

一括交付金について281億円の増額が認められ、総額

2684億円を確保することができたものということで

の報道発表がありました。

その一方で、これらの配分は地元で決めていただ

くことであるということを述べられておりましたの

で、今般、その配分については、市町村と協議を行っ

た上で配分の内容についてを決定したということで

あります。

以上です。

○比嘉瑞己委員 大臣が臨むのは当然だと思うんで

すけれども、ただ、それがなぜ市町村と県の割合１対

１だということを勝手に大臣が述べているのか。そ

こについては、やはりおかしいと思わざるを得ませ

ん。しっかりと県の要求を政府に求めていくのが、

私は大臣の仕事だと思います。

次の質問に行きたいと思います。

それで、この減額の影響についてなんですけれど

も、沖縄県は市町村の要望を最大限応えていくとい

うことで、市町村へのハード交付金が、むしろ前年

度よりは上乗せをしました。しかし、例えば道路に

限って言えば、市道とかそういったのを整備しても、

その広域的な県道に遅れが出てしまっていたら、こ

うした効果が十分発揮できないと思うんですよね。

こうした市町村の要望額を確保したことは、私は

大変評価できるんですが、しかし、沖縄県全体で考

えたとき、どういった影響が出てくるんでしょうか。

○池田竹州総務部長 例えばソフト交付金事業につ

きましては、市町村、離島の不利性など、市町村へ

の影響の大きいものにつきましては厳しい状況であ

りますけども、同じ補助率を確保するなど、その維

持に努めてきているところでございます。

一方で、県独自で取り組んできた、例えば海外か

らの観光誘客プロモーションなどについては、縮小

を余儀なくされたというふうに考えております。

ハード交付金につきましては、今年度の減額分は

全て県分という形で対応させていただいております。

そういったところにつきましては、ハード事業と

いうのは、当然ながら積み上げて説明してきたつも

りでございますので、市町村と連携を深めつつ、次

年度、令和５年度の要求に向けて、公共事業等推進

会議も設置して、これからきちっと検証と調整をし

て、公共事業の確保に向けて取り組んでいきたいと

考えております。

○比嘉瑞己委員 特にこのハード交付金なんですけ

れども、減額がずっと続いているんですよ。

私、納得できないのは、沖縄県が中長期的な事業

計画を持っていて、継続的に取り組んできている事

業が多いわけです。それについて、政府もこれまで

は必要な額だということで予算額を確保してきたの
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に、こうした継続事業まで削らざるを得ない、こう

いった状況を生んでいることについて、やはり政府

のあの説明では、私、納得できません。

こうした継続事業の影響については、どのように

お考えですか。

○池田竹州総務部長 ハード事業、公共事業につき

ましては、国直轄、そして、県の事業、市町村事業

が一体的に整備をされて効果が発現していくという

ふうに考えております。

今般の要求でも、実は国、県、市町村の事業が遅

れた場合の影響などについても、具体例を示して説

明させていただいたところでございますが、やはり

その減額が続きますと、どうしても進捗の遅れとい

う形が生じてしまいます。その影響を少しでも緩和

するために、市町村と一体となって、必要な額の確

保に向けて、令和５年度は取り組んでいきたいと考

えております。

○比嘉瑞己委員 最後に、知事に振興予算のことに

ついてお聞きしたいと思います。

くしくも、今日の質疑の中で野党議員の方から、

この沖縄振興予算の減額は知事の政治姿勢が関係す

るのではないか、このような旨の質問がありました。

私は、そういったことがあってはいけないと思うん

です。

この沖縄振興の趣旨、そして、地方財政自治をしっ

かり民主的に守っていくためには、減額の具体的な

理由を政府が説明もしない、時の政府の裁量によっ

て、こうして振興予算が減らされるということは、

私は許してはいけないと思います。基地と振興策の

リンク論については、私はきっぱりと否定すべきだ

と思いますが、最後にお願いいたします。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

沖縄振興一括交付金に対する政府の評価というこ

とについてですが、この交付金が沖縄振興に資する

事業を県が自主的な選択に基づいて実施できる使途

の自由度の高い交付金であるということ、そして、

沖縄振興特別措置法の第１条に定める、沖縄の自主

性を尊重しつつ、その総合的かつ計画的な振興を図

るとする法の目的にも合致するものであるというこ

とを認識するものであります。

ですから、沖縄県としましては、市町村、関係団

体ともしっかりと協議、連携を踏まえた上で、令和

５年度の予算の獲得に向けても、政府に真摯に、沖

縄振興特別措置法上で定められる沖縄の優位性が発

現していけるよう取り組むことと併せて、予算の十

分な確保に努めてまいりたいと思います。

以上です。

○山内末子委員長 翁長雄治委員。

○翁長雄治委員 私の時間なので、よろしくお願い

いたします。

私のほうからも質疑させていただきます。

まず最初に、観光産業の再興に向けた沖縄県観光

振興基金積立事業についてお願いいたします。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

沖縄県では、国際競争力の高い魅力ある観光地の

形成を図るための取組を長期的、安定的に実施する

ために、沖縄県観光振興基金を創設することとして

おります。

基金は、既存事業では十分に対応できない事業、

中長期的に実施する必要のある事業、機動的、柔軟

に実施する必要のある事業などに活用することを基

本的な考え方としており、その使途については、観

光旅客の受入れ体制の充実強化、観光地における環

境及び良好な景観の保全、観光の振興に通じる文化

芸術の継承及び発展並びにスポーツの振興、地域社

会の持続可能な発展を通じて、国内外からの観光旅

行の促進を図るための事業などを想定しております。

以上です。

○翁長雄治委員 この観光基金の積立てについて、

初年度ということで、今後いろいろと積み増しも出

てくるのかなと思いますけれども、この活用方法の

中で、様々な施策を打つ中で、この検討委員会とい

うものがこれから入ってくるかと思います。

施策を打つために、業界の声を聞くとか、有識者

のメンバーの声を聞くとか、そこについての役割と、

もう一つはこのメンバーについてお願いしたいと思

います。どういった方々が想定されているかをお願

いします。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 県では、沖縄県

観光振興基金の公正中立な活用、透明性を高め効果

的な活用を図る観点から、有識者、観光関連団体等

で構成する検討委員会を設置することとしておりま

す。

委員会の構成は、観光行政、環境行政に関し優れ

た識見を有する者、観光関連団体の関係者などを予

定しております。

基金の活用に当たっては、検討委員会において幅

広く意見を聴取し、基金の目的に沿った事業か、事

業者ニーズを適切に捉えているか、課題に対応した

事業効果が見込めるか、最も効果的な手法となって

いるかなどについて検討を行うこととしております。

また、今後は事業実施後の効果検証を行うこと、
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この検討委員会で効果検証を行うことによって実施

事業のさらなる改善も図ってまいりたいと考えてい

るところです。

○翁長雄治委員 この基金の原資についてお伺いし

たいと思います。

宿泊税の検討についても、今、コロナの影響で県

の議論というのは止まっているかと思うんですけれ

ども、今後、宿泊税をやるというふうに検討を再開

して実際にやるとなった場合に、こういったものも

活用したものになっていくのか、お伺いしたいと思

います。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 県では、国際競

争力の高い魅力ある観光地の形成を図るための取組

を長期的、安定的に実施するために宿泊税の導入が

必要であるというふうに考えております。

しかしながら、新型コロナの沖縄観光への影響に

鑑み、直ちに導入することは困難な状況となってお

り、今般、宿泊税の導入に先立ち、沖縄県観光振興

基金を設置するものであります。

今後、旅行事業が安定的に回復する傾向が見られ

た状況において、宿泊事業者等の観光関連団体の理

解が得られるよう、意見交換を密に行い、観光振興

の安定的な財源を確保するための宿泊税の導入に向

け取り組んでまいります。

○翁長雄治委員 今回のこの基金の事業について、

コロナで我々、観光産業が止まってしまうというと

ころを目の当たりにし、以前にも９・11の問題があっ

たり、沖縄の観光の発展というものが、物すごく外

的要因も影響を受けるということが沖縄県民の今、

考えているところです。

こういったことが今後、コロナが終息した後も起

きないということはなかなか言えないものかなとは

思います。

ぜひこの基金の今後活用、どういったことが今、

想定されているかということ、要は、こういった状

況があって、こういった事業に使うことができるん

じゃないかというふうなものが想定されているかど

うか、お願いしたいと思います。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 先ほどありまし

たように、この基金については機動的、柔軟に実施

する必要のある事業などに活用することを想定して

おりますが、当初予算におきましては、観光事業者

の支援策として、国が実施する事業、事業復活支援

金に上乗せを行うおきなわ事業者復活支援金、これ

が約21億円、全国から沖縄への旅行需要を喚起する

ＧｏＴｏおきなわキャンペーン事業に約377億円、そ

れから、繰越予算でありますけど、おきなわ彩発見

事業につきましては、約80億円を繰り越して事業を

実施することとしまして、これらの事業の進捗状況

や効果を勘案した上で、基金の活用につきましては、

先ほどの検討委員会で幅広く意見を聞いて、当初予

算で足りないところがどこなのか、それから、緊急

的に措置すべきなのは何なのかということを幅広く

意見をお伺いしながら、使途事業を決めていきたい

と思っています。

○翁長雄治委員 やはり、観光産業の現場の皆さん

の、声をしっかり聞くということがこの検討委員会

の肝かなと思います。

県が客観的に見た、全体的に、大局的に見て、こ

ういった事業が必要だろうということをどんどん進

めていくというよりも、現場の声を、肌で感じてい

る方々の声を聞きながら、ここに先ほど部長から答

弁あるように、機動性を持たせてスピーディーに施

策が展開できるように、今からしっかり業界の皆さ

んとも話合いを進めていただきたいと思います。

次に、子供の貧困問題なんですけれども、対策事

業の予算確保の中で補助率の決定において、沖縄県

の取組についてお願いします。

○玉城デニー知事 予算額についてですが、沖縄振

興予算が非常に厳しい中、沖縄子供の貧困緊急対策

事業については、令和３年度と比べて１億円増の

15.6億円となっております。

沖縄県の子供の貧困対策の取組の効果、重要性な

ども認められ、予算の増額が図られたものと考えて

おります。

以上です。

○翁長雄治委員 先ほど来から、補助率についても

いろいろと出ているんですけれども、この貧困問題

についても10分の８とするところが多く出てきまし

た。

この１億円増の中身も併せて、こちらの説明をお

願いしたいと思います。

○玉城デニー知事 沖縄子供の貧困緊急対策事業は、

平成28年度から６年間を集中対策期間とし、モデル

的に10割の補助率でスタートし、事業の進捗状況を

踏まえつつ、３年後に補助率が見直されたというと

ころであります。

県としては、10分の10の交付金を求めたところな

のですが、令和４年度については、同事業がメニュー

によって10分の10から10分の８の補助率で継続され

るということになりました。現在、この事業の、市

町村の令和４年度事業計画の調査を行っているとこ
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ろですが、41市町村全てにおいて、この事業が維持、

拡充される見込みというように聞いております。

以上です。

○翁長雄治委員 いろいろと補助率が下がってきた

ものについても、恐らく沖縄県、そして、沖縄県内

の市町村全てが、そして、社会が、この子供の貧困

についての認識が高まって、皆でこの意識を高めて

子供たちを守っていこうという裾野が広がったとこ

ろも、国としてはモデル事業から、沖縄県の一つの

事業として、ある意味、認められて進んできたもの

かなというふうに思います。

この補助率が下がることで、市町村としては影響

が出るかと思うんですけれども、事業執行の影響に

ついてお願いしたいと思います。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 次年度の各市町

村における事業計画におきましては、先ほど知事か

ら御答弁申し上げましたように、各市町村とも維持、

拡充というところで対策を進めていくというふうに

聞いているところでございます。

沖縄県としましても、今般、子どもの貧困対策推

進基金を60億円として積み増しをしたことによりま

して、引き続き就学援助の充実など、市町村の支援

を継続していくこととしておりますし、また、ソフ

ト交付金を活用いたしまして、生活困窮世帯への学

習支援や、ひとり親家庭への学童クラブ利用料の助

成などということで、貧困対策、市町村が行う対策

を後押ししていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

○翁長雄治委員 今、本当に部長から答弁いただい

たように、この補助金だけではなくて、様々な基金

やソフト交付金を活用しながら、子供たちの貧困を

正していくと、そして、大人の貧困を正していくと、

沖縄県民の生活をより豊かにしていくということが

感じられるのかなと思います。

最後に、これも毎度、議会や委員会で知事をはじ

め、部長の皆さんにもお話しているんですけれども、

今回の振興計画の中で子供の貧困というものをしっ

かり解決していかないと、恐らく10年後も同じよう

な、こういったやり取りをしているかと思います。

ぜひ知事、改めて、この子供の貧困をこの振興計

画の中でしっかり解決していくというところの道筋

を、知事の言葉としてお伺いしたいと思います。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

沖縄県では、現在、令和４年度をはじめとする新

たな子どもの貧困対策計画の策定に取り組んでいる

ところであります。今般、取りまとめました計画素

案では、困窮世帯の割合など44の指標を設定し、ヤ

ングケアラーの実態把握や若年妊産婦の支援など、

165の重点施策を掲げさせていただいております。

また、子どもの貧困対策推進基金を積み増しして

60億円とし、引き続き就学援助の充実を図るととも

に、ヤングケアラーと困難を有する家庭への訪問支

援など、個々の家庭の事情に寄り添った支援に、市

町村と連携して取り組んでいこうというように考え

ております。

今後とも、社会の一番の宝であります子供たちが、

その生まれ育った環境によって左右されることなく、

夢や希望を持って成長していけるよう、誰一人取り

残すことのない、優しい社会の構築に向けて全力で

取り組んでまいります。

以上です。

○山内末子委員長 進めます。

國仲昌二委員。

○國仲昌二委員 よろしくお願いします。

まず、県債残高及び投資的経費の状況についてで

すけれども、その中の補助事業分の大幅減について

は、重複するので答弁は求めません。

ただ、先ほども議論になりましたけれども、今回

の交付金の減、例えば土木建築部の道路橋りょう費

などの社会資本整備関係で約100億円の減。それから、

教育委員会の学校関係で26事業ができなくなったと

いうようなことですね。県民生活に大きな影響が出

ている中で、政府の説明が所要額を積み上げた結果

というだけでは、県民は納得しないということを指

摘して質問に行きたいと思います。

単独事業、7.1％、約13億円の増というふうになっ

ていますけれども、この説明をお願いします。

○池田竹州総務部長 沖縄振興予算の減を受けまし

て、公共事業関係予算の確保を図る観点から、地方

財政措置などのございます県債の積極的な活用を図

り、単独事業につきましては、対前年度比７％増と

なる191億円を確保したところでございます。

県としては、経済対策を下支えする公共事業など

を推進する観点から、沖縄振興予算に限らず、各省

計上予算の積極的な活用に向けた事業の掘り起こし

を図るなど、公共事業関係予算の確保に向けた取組

の強化を図る考えでございます。

○國仲昌二委員 この単独事業の増になった部分の

主な事業とかは説明できますか。

○池田竹州総務部長 増の主な理由でございますけ

れども、緊急自然災害防止対策事業債、こちらは13億

円、前年度に比べて12億円の増。そして、緊急浚渫
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推進事業債、こちらが５億円で前年度より３億円の

増という具合になってございます。

○國仲昌二委員 分かりました。

次に行きます。

次、ワシントン駐在員を継続することについて、

先ほども説明がありましたけれども、確認のために、

まず、ワシントン駐在員を配置する目的について伺

います。

○金城賢知事公室長 沖縄県では、辺野古新基地建

設問題をはじめとする米軍基地問題の解決について

は、日本政府のみならず、一方の当事者である米国

政府に対しても、沖縄県自らが直接訴えることが重

要と考えていることから、平成27年度にワシントン

駐在を設置しております。

○國仲昌二委員 その目的を達成するために、いろ

いろ具体的な活動、そして、活動実績、成果事例等

については、先ほど答弁がありましたので、答弁は

求めません。

ただ、目的達成までに、現時点で知事としてどう

いうふうにワシントン駐在活動を評価しているかと

いうのを伺いたいと思います。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

ワシントン駐在は、連邦政府関係者や連邦議会調

査局との面談、それから、有識者等との会議、県系

人団体との交流など、関係者とのネットワークの構

築にこの間、地道に取り組んできております。

現在は、それらの従来の取決めに加え、国防権限

法案に辺野古新基地建設問題やＰＦＯＳ等の問題を

反映させるため、連邦議会関係者への個別面談等を

行っており、沖縄の基地問題に関する積極的な働き

かけを実施し、ワシントン駐在の活動範囲を拡大さ

せていただいております。

また、ワシントン駐在はこれまで６度の知事訪米

の対応を行い、令和元年10月の知事訪米においては、

10人の連邦議会議員との面談調整や講演会のコー

ディネートなども行っております。

以上であります。

○國仲昌二委員 先ほどの答弁でも、様々な成果事

例等の説明がありましたけれども、それと、この目

的を達成するための今後の活動方針等について伺い

ます。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

県としては、令和４年度も引き続きワシントン駐

在を活用し、米国内での情報収集や情報発信、有識

者との会議の開催、連邦政府、連邦議会関係者との

面談等に取り組み、沖縄の米軍基地問題に対する米

国側の理解と協力をお願いしたいと考えております。

また、令和４年度は復帰50年という大きな節目の

年であることから、この機会を捉えて、米国内の大

学等研究機関との連携、米国の外交安全保障分野の

専門誌や新聞などを活用した情報発信に取り組みた

いと考えております。

さらに、今年は、アメリカは連邦議会の中間選挙

があることから、改選された連邦議会議員に対する

働きかけにも積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

以上です。

○國仲昌二委員 このワシントン駐在、米国政府、

あるいは米国連邦議会等、関係者の認識も深まって

いるということですので、しっかりと取り組んでい

ただきたいと思います。

以上です。

○山内末子委員長 進みます。

上原章委員。

○上原章委員 お願いします。

私も、この沖縄振興予算の減額について、またお

尋ねします。

県が求めた金額と国が確定した金額を改めて教え

てください。

○池田竹州総務部長 お答えいたします。

８月の概算要求におきましては、各市町村などの

要望も積み上げまして3600億円の概算要望を行って

ほしいという形で要望いたしましたが、令和４年度

の沖縄振興予算案につきましては、約2684億円となっ

たところでございます。

○上原章委員 知事、県が求めたこの予算額、それ

から、国が確定した1000億円近いこの差というのは、

大変な差だなと思うんですけれども、この要因は何

だと知事として受け止めていますか。

○池田竹州総務部長 令和４年度沖縄振興予算の確

保に向けた国庫要請におきましては、市町村からの

要望なども踏まえまして、貧困対策や離島の定住条

件の取組、特に市町村から強い要望のございました

ハード交付金などを積み上げたところ、前年度の執

行予算を上回る計画額となったことから、財務省が

示した概算要求可能額、それを最大限活用した場合

に3600億円規模を求めたところでございます。

一方で、政府が示しました令和４年度の振興予算

案におきましては、国としまして必要と考える所要

額を積み上げた結果、一括交付金や公共事業関係費

などが減少し、約2684億円を計上したとされており

ます。
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○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、上原委員より1000億円近い乖離

は何が要因であるのかとの質疑に対して答

弁していないとの指摘があった。）

○山内末子委員長 再開いたします。

玉城デニー知事。

○玉城デニー知事 先ほど総務部長から答弁をさせ

ていただきましたが、子供の貧困対策、離島の定住

条件の取組、市町村から強い要望のあったハード交

付金などを積み上げたところ、前年度予算を上回る

計画額となりました。

そのため、財務省が示している概算要求可能額を

最大限見積もらせていただいて活用するということ

で、3600億円規模を求めたものです。

これは概算要求可能額ということで、我々は正当

な要求であろうというように認識をしておりました

ところ、年末に政府が示した令和４年度の沖縄振興

予算案では、国として必要と考える所要額を積み上

げた結果であるというような説明しか受けておらず、

委員御案内のように、大幅な減額となったことは大

変残念とするところであります。

○上原章委員 知事、事務方レベルではロジックモ

デルとか、様々な事務交渉をしたとは聞いているん

ですけれども、結果的に、県が求めた金額が国のほ

うで評価されなかった、届かなかったということで

すか。国の責任ということですか。

○玉城デニー知事 先ほども総務部長から答弁をさ

せていただいておりますが、国からの回答によりま

すと、国として必要と考える所要額を積み上げた結

果、一括交付金や公共事業関係費等が減少し、2684億

円となったということであります。

○上原章委員 知事、国と基地問題とかで対峙して

いる、それは、それぞれの考え方があるわけですけ

れども、よく選挙が終わってノーサイドというよう

なこともありますけれども、知事の合意形成の交渉

力が、私は必要だと思うんですよ。

政治的な決着、判断というのは、国としっかりし

た、沖縄県民の暮らしをどう守るかの高い交渉力が

求められると思うんですが、いかがですか。

○玉城デニー知事 この間、令和４年度の予算の獲

得につきましては、関係要路に度重なる要請を行い、

その都度、真摯に、沖縄県が計画している事業内容、

それに伴う予算規模、そして、それから発現される

経済効果などについても意見交換を進めさせていた

だきました。

しかし今般、国として必要と考える所要額の結果、

減額ということで提示をされたということになった

ものであります。

○上原章委員 知事、最初、私は1000億円近くの差

というのは大変大きいとお伝えさせていただきまし

た。新しい令和５年度も、またこういう形の交渉に

するということですか。

○玉城デニー知事 今般、ハード交付金含む、いわ

ゆる公共事業等は国直轄県事業、市町村事業が一体

的に整備されることで、その効果が発現されるもの

と考えておりますが、ハード交付金を含む公共事業

等の沖縄振興予算の確保に当たりましては、市町村

と連携をし、関係要路へ要請するなど、必要額の確

保に向けて取り組むとともに、各省計上予算の積極

的な活用や地方財政措置のある県債等の活用など、

取組の強化も併せて図っていくという考えでありま

す。

○上原章委員 新しい６次振興計画のスタートの令

和４年度予算が1000億円近くも乖離があるというこ

とは、今後、本当に沖縄県民の暮らしを知事がどう

守っていくかということを考えると、胸襟を開いた、

政府とのしっかりした信頼関係をつくらないと、ま

た同じ、むしろ、それ以降もっともっと後退するん

じゃないかと思うんですが、もっとしっかりした合

意形成、環境をつくる知事の姿勢が必要だと思うん

ですが、いかがですか。それはしないということで

すか。

○玉城デニー知事 先ほどから申し上げております

が、市町村と一体となって国へ予算額の確保を求め

ていく姿勢は、これからもしっかりと堅持をしたい

と思います。

なお、沖縄県では、沖縄振興予算に限らず、各省

の計上予算の積極的な活用に向けた事業の掘り起こ

しを図るため、公共事業等推進調整会議を新たに設

置し、公共事業等関係予算の確保と、あわせて、県

による事業の掘り起こしなどもしっかりと行ってい

きたいというように考えております。

○上原章委員 本会議でも質問しましたけれども、

知事は、第５次振興計画のときに、政争の具にしな

い、各政党はしっかり沖縄の支援に、それが新しい

この予算を確保できたとおっしゃっていました。

今の知事の姿勢はあまりにも、国に対する信頼度

というか、そういった求める交渉力、行動を起こし

ていないように見えるんですが、いかがですか。市

町村と一緒にやりますという今、話ではないと思う

んですが。

○玉城デニー知事 繰り返しになりますが、令和４年
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度の国庫要請に当たっては、全市町村と意見交換を

行った上で、菅総理、麻生財務大臣、西銘沖縄担当

大臣、松野官房長官、小渕沖縄振興調査会会長など

に、関係要路については、しっかりとその要請を重

ねさせていただきました。その間、様々な沖縄の振

興可能性についても議論をさせていただきながら、

引き続き沖縄振興にしっかりと取り組むというよう

な、政府としての、あるいはそれぞれの関係要路か

らの沖縄振興にかける、そういう考え方もお伺いを

させていただいたところであります。

引き続きそのような考えも聞かせていただきなが

ら、令和５年度についても必要な予算がしっかりと

確保できるよう、交渉に努めてまいりたいと思いま

す。

○上原章委員 私が知る限り、大田県政、稲嶺県政、

仲井眞県政、翁長県政と、それぞれ県のトップリー

ダーとしての、本当に政府に対しての交渉というの

は最重要にしていたと思うんですが、ぜひ知事は、

本当にそういうトップリーダーとしての戦いをです

ね、やっていただきたいと要望したいと思います。

もう時間ありませんが、１点だけ。

この観光基金を40億円にした経緯、この40億円の

根拠は何ですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長 県では、国際競

争力の高い魅力ある観光地の形成を図るための取組

を長期的、安定的に実施するために、沖縄県観光振

興基金を設置することとしております。基金は、宿

泊税を導入した場合の想定する税収規模を参考に、

基金を活用して実施する事業の内容を勘案して計上

したところです。

今後、宿泊税導入に取り組むこととしております

が、感染状況や機運醸成も含め、導入まで一定の期

間を要することが見込まれることから、それまでも

必要な事業を実施するために、40億円の積立てを行っ

たものでございます。

○山内末子委員長 それでは最後です。

大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 私、３分です。県民に分かりやす

い議論をするように心がけますので、御協力お願い

いたします。

まず、１番は、エネルギーです。

脱炭素社会に向けた再生可能エネルギーの重要性

は、これまでも再三、知事とも議論してまいりまし

たので認識は共有しているという前提ですけれども、

今予算、担当部局と議論してきましたが、この予算

から、あるいは各施策から、これまで議論してきた

この重要度については読み取れないんですね。

それで改めて、知事の見解、新年度の取組につい

て方針をお願いいたします。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

沖縄県は新たな振興計画案の基本施策として、世

界に誇れる島しょ型環境モデル地域の形成を掲げ、

脱炭素島しょ社会の実現に向けたエネルギー施策の

推進を展開することとしております。

その取組として、再生可能エネルギーの導入拡大

の促進は、引き続き重要であると認識しています。

沖縄県としては、まずは新たな沖縄振興特別措置

法に基づくクリーンエネルギー設備導入に係る税制

優遇制度の活用促進により、民間投資の誘発を促進

したいと考えております。

さらに、これに加え、国の各種補助制度の活用を

促進するとともに、特に再生可能エネルギー導入効

果の早期発現が期待できる離島などにおいては、国

の補助制度が対象としていない民間事業の取組に対

して、沖縄県独自の支援を実施していきたいと考え

ております。

さらに、農業分野での再生可能エネルギーの利用

拡大、運輸部門での低炭素化及び家庭などでの省エ

ネルギー対策などについても加速させ、新たな時代

に対応した、持続可能な沖縄の地域の発展を図って

まいりたいと考えております。

以上です。

○大城憲幸委員 知事が冒頭言ったように、我々は、

この振興策の中でも、世界に誇る島嶼型の、自然に

優しい沖縄をつくると、世界に誇る観光地をつくる

という議論をしてきたわけですよ。そういう意味で

は、去年の５月に知事はハワイとの協定を結んで、

そして、連携しながらやっていこうというのを昨日

か、報道にも出ていましたけれども、知事も御存じ

のとおり、ハワイはもう中間目標の再生可能エネル

ギー３割をクリアをして、10年後にはもう４割、40％

になるわけですよ。

そういう中で、沖縄は直近の数字でも、今、再生

可能エネルギーは８％しかない。10年後も18％何と

かという話ですけれども、18％達成するのにも10年

で2000億円から3000億円かかるから厳しいよという

話なんですけれども、今、説明あったように、まず、

離島からというのは否定はしませんけれども、５億

円という、やっぱり予算措置というのはあまりにも

小さ過ぎると思うんですよ。

そういう意味では、やはり今、少し触れてはいま

すけれども、そのほかの事業も含めて、やっぱり具
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体的に取り組まないといけないと思うんですけれど

も、その辺について再度お願いします。

○玉城デニー知事 再生可能エネルギーの促進につ

いては、クリーンエネルギー・イニシアティブなど

でも策定をさせていただいておりまして、まず、そ

れぞれの島嶼地域に合わせたエネルギー需要と、そ

れに供給するための体制及び技術など、これから革

新的な開発を行っていくことが非常に重要であると

思います。

そのためには、県としましても、離島において、

特に国の補助制度が対象としていなくても民間事業

者が参入できるような、そのような沖縄県独自の支

援を構築するということと併せて、その再生可能エ

ネルギー等の導入に必要な検討も鋭意行っていくと。

まずは令和４年度から、そのような方向性をしっか

りと持って、展開を図ってまいりたいというように

考えている次第です。

○大城憲幸委員 それにしても少し小さ過ぎると思

うんですよね。

次に行って、後でまた触れたいと思いますけれど

も、２番の県債残高及び投資的経費についてですけ

れども、全国で都道府県債残高が増加する中で、沖

縄はこの10年で1000億円近く減少となって、１人当

たりで比較すると、東京、神奈川に次ぐ３番目に借

金の少ない県になっているんですね。

先ほどからあるように、投資的経費が非常に減少

するのを我々、危惧しているんですけれども、今年

度も県債発行額というのは過去最小なんですよ。

財政の健全化というのは重要であるのは理解しま

すけれども、国の予算が減少する中で県経済を支え

る視点、未来への投資の視点から、起債の活用につ

いて、知事の見解、方針をお願いします。

○玉城デニー知事 お答えいたします。

地方債は、後年度の財政負担をもたらすため、い

わゆる資金手当的な県債については、沖縄県行政運

営プログラムに基づき抑制しているところではあり

ますが、発行抑制の対象外である地方財政措置等の

ある県債については、積極的に活用していきたい考

えであります。

さらに、昨日、副知事を筆頭に、関係部局長で構

成する公共事業等推進調整会議を新たに設置し、県

経済を下支えする公共事業等を推進する観点から、

内閣府沖縄振興予算に限らず、各省計上した予算の

積極的な活用に向けた事業の掘り起こしを図るとと

もに、地方財政措置のある県債の活用など、公共事

業等の関係予算の確保に向けた取組の強化を図って

いく考えであります。

○大城憲幸委員 先ほどから議論あるように、我々、

3600億円を国に要望したんですよ。積み上げて、ど

うしても必要な、沖縄振興のために必要な事業で

3600億円を要望して、2680億円しか認められなかっ

た。もう、そこまでの議論は先ほどあったとおりで

す。ただ、その次にどうするのかというときに、こ

れだけ1000億円も予定より少ない予算しかつかな

かったんだけれども、県債は過去最小なんですよね。

そういう意味では、間違ったメッセージを送ってい

ませんかと。

先ほど総務部長は、積極的に事業の掘り起こしを

頑張っていますよと言うけれども、ほかの都道府県

が必死で沖縄の３倍も借金をしながら事業を掘り起

こしているのに、やはり今、東京、神奈川に次ぐ、

沖縄は３番目に借金が少ないというのは、少し沖縄

は、国が補助金出すんだったらやる、国が出さなけ

ればやらない、そういうふうな間違ったメッセージ

になるんじゃないかと思うんです。その辺はもっと

積極的に取り組んでいただきたいと思いますけれど

も、最後にお願いいたします。

○玉城デニー知事 先ほども答弁させていただきま

したけれども、ある一定、その地方債の財政負担、

後年度負担については、そのことを鑑みながら、あ

る一定の抑制はしておりますが、他方で、地方財政

措置等のある県債については、今後、積極的に活用

していきたい。そのためにも、公共事業等推進調整

会議、各省のメニューと予算を積極的に取りに行く

という姿勢で、県政の向上に向けて新たな取組をま

た展開してまいりたいというように考えております。

引き続き御協力賜りますよう、よろしくお願いい

たします。

○山内末子委員長 ありがとうございました。

御協力によりまして、ちょうど２時間ということ

です。

以上で知事に対する総括質疑を終結いたします。

玉城知事、それから、謝花、照屋両副知事、それ

から、執行部の皆さん、説明員の皆さん、大変御苦

労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○山内末子委員長 再開いたします。

以上で予定の議題は終了いたしました。

次回は、３月25日 金曜日 各特別委員会終了後

に委員会を開き、各議案の採決を行います。

委員の皆さん大変御苦労さまでした。
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本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 山 内 末 子



－523－

令 和 ４ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和４年３月25日（金曜日）

開 会 午後３時15分

散 会 午後３時41分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和４年度沖縄県一般会計予

算

２ 甲第２号議案 令和４年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 令和４年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 令和４年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 令和４年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 令和４年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 令和４年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

８ 甲第８号議案 令和４年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

９ 甲第９号議案 令和４年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

10 甲第10号議案 令和４年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

11 甲第11号議案 令和４年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

12 甲第12号議案 令和４年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

13 甲第13号議案 令和４年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

14 甲第14号議案 令和４年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

15 甲第15号議案 令和４年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

16 甲第16号議案 令和４年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

17 甲第17号議案 令和４年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

18 甲第18号議案 令和４年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

19 甲第19号議案 令和４年度沖縄県公債管理特

別会計予算

20 甲第20号議案 令和４年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

21 甲第21号議案 令和４年度沖縄県病院事業会

計予算

22 甲第22号議案 令和４年度沖縄県水道事業会

計予算

23 甲第23号議案 令和４年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

24 甲第24号議案 令和４年度沖縄県流域下水道

事業会計予算

出席委員

委員長 山 内 末 子さん

副委員長 新 垣 新君

委 員 新 垣 淑 豊君 島 尻 忠 明君

座 波 一君 又 吉 清 義君

末 松 文 信君 照 屋 守 之君

玉 城 健一郎君 山 里 将 雄君

島 袋 恵 祐君 瀬 長 美佐雄君

比 嘉 瑞 己君 翁 長 雄 治君

仲宗根 悟君 喜友名 智 子さん

國 仲 昌 二君 上 原 章君

大 城 憲 幸君

3ii4

○山内末子委員長 ただいまから、予算特別委員会

を開会いたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算議

案24件についてを一括して議題といたします。

ただいまの議案に対する質疑については全て終結

し、採決を残すのみとなっております。

休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決の順序及び方法につ

いて協議を行った。）

○山内末子委員長 再開いたします。

○座波一委員 委員長。

○山内末子委員長 座波一委員。

○座波一委員 この際、甲第１号議案に対する修正

予算特別委員会記録（第９号）



－524－

動議を提出します。

お手元に配付のとおり、甲第１号議案令和４年度

沖縄県一般会計予算に対する修正案でございます。

読み上げます。

令和４年度沖縄県一般会計予算の一部を次のよう

に修正する。

第１表中、歳入歳出予算の一部を次のように改め

る。

歳出の（款）２総務費（項）１総務管理費を224億

8627万7000円に、（款）７商工費（項）３観光費を449億

1190万5000円に、（款）14予備費（項）１予備費を45億

6476万8000円とする。なお、歳入歳出の合計は変わ

りません。詳細は添付の資料を御覧ください。

修正内容としては知事公室所管の（事項）基地対

策調査費の中のワシントン駐在員活動事業費6476万

8000円を減額。文化観光スポーツ部所管の（事項）

一般観光事業費の中の沖縄県観光振興積立事業40億

円を減額し、全て予備費に同額を増額するものであ

ります。

次に提案理由といたしまして、ワシントン駐在員

活動事業費6476万8000円の減額については、辺野古

移設を止めるために米国ワシントンにおける活動費

として平成27年から７年連続で年間約１億円の予算

を計上して取り組んでいます。新年度で８年目に入

ることとなり、累計で約８億円となりひもつき事業

に換算したら40億円規模の事業ができたことになり

ます。

ワシントンでの活動の実態の詳細は把握はしてお

りませんが、現実に辺野古の移設工事は止まるどこ

ろか着々と進んでおり、日米の国家間合意による事

業として最高裁は事業の正当性を認めております。

このように司法の場においても決着していながら沖

縄県が未だに公式に辺野古移設を阻止するために県

民の血税を投入し続けることは、もはや行政法を逸

脱しており許されることではないため、新年度から

ワシントン事務所の即時撤収を求めるためでありま

す。

次に、沖縄県観光振興基金積立金事業40億円の減

額につきまして、観光再興条例が議会全会一致で可

決したときの議論で、コロナで壊滅的な打撃を受け

た観光業界の再興を促すための短・中・長期的な支

援をするために観光再興に向けた基金の必要性に対

する意見が多く出ました。提案された観光振興基金

は業界が最も必要とする経営支援（固定費、人件費）

が反映されておらず、コロナ危機からの脱却に対す

る対策が打てる内容ではない。基金の目的、使途に

ついて業界の声が反映されていないのであります。

また、基金の規模にも期待が持てず、国の施策を補

塡する程度の財源規模でしかなく、財源とする宿泊

税に対して業界の理解も得られてないため、宿泊税

と切り離し国に財源支援を求める仕組みにしなけれ

ばならない。よって、提案された基金事業に賛同す

ることができません。

結果が伴わない政治闘争の延長であるワシントン

事務所の経費と、業界の声が反映されていない観光

振興基金への県単費の投入は、むしろ沖縄の子供の

貧困や高校生の端末機購入費個人負担等、子供の教

育に対する手厚い助成が必要と考えております。

以上、委員各位の御賛同をよろしくお願いいたし

ます。

○山内末子委員長 提案理由が説明されました。

休憩いたします。

（休憩中に、山内委員長からこれからの進行

について説明があった。）

○山内末子委員長 再開いたします。

これより甲第１号議案の修正案の採決を行います

が、その前に意見、討論等はありませんか。

山里将雄委員。

○山里将雄委員 それでは、甲第１号議案令和４年

度沖縄県一般会計予算に対する修正案に反対の討論

をさせていただきます。

まず、ワシントン駐在員活動事業費の減額修正に

ついてでありますけれども、沖縄に所在する広大な

米軍基地は地域の産業振興や生活環境の整備を図る

上で大きな阻害要因となっているとともに、米軍に

起因する事件・事故や航空機騒音等の基地被害が県

民生活に大きな影響を及ぼしています。

沖縄県における辺野古新基地建設問題をはじめと

する米軍基地問題の解決については日本政府のみな

らず、米国政府に対しても沖縄県から直接訴えるこ

とが重要です。平成27年度に設置されたワシントン

駐在は米国政府や連邦議会関係者等に対し、沖縄の

基地問題に関する情報提供等の働きかけを精力的に

行っており、その活動は大きな成果を上げておりま

す。

令和４年度は本土復帰50年という大きな節目の年

であり、沖縄の基地問題の実情を訴えるための好機

であります。

引き続きワシントン駐在を活用し、米国政府や連

邦議会関係者等に対する働きかけ、基地問題の解決

に向けて米側の理解と協力を得る必要があります。

加えてワシントン駐在は沖縄県知事の代理として
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政府要人や連邦議会議員と直接面談をして働きかけ

るなど米国政策等に影響を与える活動ができ、一時

的な渡米による訴えや日本国内からのオンラインで

の面談などに比べはるかに信頼性や自由度が高く、

現地において活動することは極めて重要です。

このように米国ワシントンに駐在員を配置し、県

民の圧倒的民意である辺野古新基地建設の阻止、そ

して米軍基地から派生する諸問題の解決に向け、米

国政府や連邦議会関係者への働きかけ等の活動を継

続的に行うことで、沖縄の米軍基地問題に関する米

国政府の理解と協力を促すことは非常に重要である

ことから、ワシントン駐在員活動事業費の削減を求

める予算修正案には反対をします。

次に、沖縄県観光振興基金積立事業費の減額修正

についてでありますが、新型コロナウイルスの感染

症は本県の基幹産業である観光産業に深刻な影響を

及ぼしています。

県では今観光産業の段階的な回復、振興のため、

必要な施策に取り組んでいるところです。次年度以

降も観光関連団体とも連携し、総合的に施策を実施

することにより沖縄観光の回復、振興に向け引き続

き取り組む必要があります。

観光人材の確保、育成、滞在型観光の推進や観光

産業の高付加価値化など質の向上による沖縄観光の

さらなる発展のため、県では令和４年度の当初予算

に計上する事業者への直接支援策や旅行需要喚起策

に取り組むとともに、既存事業では十分に対応でき

ない事業については、沖縄県観光振興基金を活用す

ることとしており、その活用については各部局から

提案された事業を基金の目的、優先度、効果等を勘

案し選定するということで、各部局の横断的施策の

効果に期待するものであります。

このような中、沖縄県観光振興基金積立事業を削

減することは県の観光の回復、振興を推進する動き

にブレーキをかけるということになり、観光産業の

振興を阻害しかねません。

以上のことから沖縄県観光振興基金積立事業費の

削減を求める予算修正案に反対をします。

以上であります。

○山内末子委員長 ほかに意見、討論等はありませ

んか。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 賛成の立場から意見を言わせてい

ただきます。

まず、ワシントン事務所の駐在費毎年１億円、２人

の人件費も含めて―２人の人件費約3000万ぐらいか

かっていますよね。残りの7000万は米国のシンクタ

ンクみたいなところに委託をやっておりまして、も

う８年目ですよ。この成果が具体的に見えないんで

すよ。我々自民党会派で米国に行ったときにワシン

トン事務所回ってきましたよ。残念ながらあの事務

所ではなかなか県民に応えられるような成果という

のはつくれないなと思いますね。同時に今沖縄県が

やるべきことは米国に訴えて、あるいは国会議員と

か米国政府に訴えるということももちろん必要かも

しれませんけれども、まず、辺野古問題は日本政府

と話し合うべきです。しっかりと。日本政府と対面

して今の沖縄の状況も含めて問題解決ができるよう

にやるべきです。

一方では今県は行政手続で辺野古工事進めており

ますよ。そうやりながら米国に対して毎年１億円も

かけてそういう米国の政府の、あるいは国会議員の

理解を得るような形でといったって、アメリカから

すると、まず日本政府からちゃんと説得してくださ

いよと、そういうことになりませんか。ですからそ

ういうことも含めて考えると毎年毎年１億やって、

この７億円の成果が見えない、さらにまた、今年度

も１億円かける、成果を出せない。これは県民に対

する成果ですよね。ですからそういうことからこれ

はやっぱり予算を削減して、別の形で貧困問題とか

そういうふうな形で自己財源を、一般財源を活用し

ていく。そのほうがよっぽど県民のためになるとい

う、そういう視点から賛成します。

同時に基金40億円。財源は観光宿泊税をつくって

その税でこの基金の40億の財源にするという、そう

いう説明ですか。これ観光宿泊税はできているんで

すか。実際そういうふうなことができますか。こう

いうふうな税を新しくつくるときに、まさに県民と

か業界の方々を含めて理解を得られないと、この財

源である観光宿泊税というのはつくれないんじゃな

いですか。そういうふうなものもしっかり整備しな

いで、基金だけ先に40億円つくっていって、その業

界の理解も得られていないとう、そういうふうなこ

とをやろうとすること自体が、今おかしいんじゃな

いですか。

ですからそういうことも含めて、やっぱりしっか

り基金をつくって、40億円というふうなことをやる

からには、具体的にこの観光業界がどういうふうな

形で困って、あるいは観光業界が何を求めているの

かということを把握して、それにしっかり手当てが

できて、この40億円がそれに活用できてこの沖縄県

の観光が再興する、再建をしていくという、そうい
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うめどづけがない限りは、これはやっぱりこの基金

というのは機能しませんから、やっぱりこれは予備

費に置いておいて、そういう体制をしっかりつくっ

た上で基金を活用していく。

これだけ財源が厳しいときに、この財源もはっき

りしない、あるいは使い道もはっきりしない。基金

だけ先につくるという。そういうふうな行政運営と

いうのはこれ県民に対して大変なことですよ。観光

業界に対しても大変なことですよ。

ですから今改めてこれは全委員で賛同して基金の

使い道を考える意味からも、まず予備費に入れてお

きましょうよ。

以上、賛成の立場から討論でした。

○山内末子委員長 ほかに意見・討論はありません

か。

（「意見・討論なし」と呼ぶ者あり）

○山内末子委員長 意見・討論なしと認めます。

以上で、意見、討論等を終結いたします。

これより、甲第１号議案令和４年度沖縄県一般会

計予算を採決いたします。

まず、本案に対して沖縄・自民党から提出された

修正案について採決いたします。

○大城憲幸委員 無所属の会大城ですけれども、

２点、今あった修正案について具体的な中身を今見

させていただきました。

会派内の調整が済んでいないという点、それから

もう１点、観光基金の部分については今審議中の議

案と関連します。この２点から無所属の会は賛否の

表明を保留させていただきたい。退席させていただ

きます。

○山内末子委員長 分かりました。

休憩いたします。

（休憩中に、無所属の会所属委員が退席）

○山内末子委員長 再開いたします。

本修正案は、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

お諮りいたします。

本修正案に賛成の諸君の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○山内末子委員長 挙手少数であります。

よって、本修正案は、否決されました。

休憩いたします。

（休憩中に、退席者入室）

○山内末子委員長 再開いたします。

次に、ただいま修正案が否決されましたので、甲

第１号議案令和４年度沖縄県一般会計予算の原案に

ついて、挙手により採決いたします。

なお、挙手しない者は、これを否とみなします。

○座波一委員 自民党会派は修正動議を出した直後

において賛否に加わることは検討したいということ

で退席します。

○山内末子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、沖縄・自民党、公明党及び無所

属の会所属委員が退席）

○山内末子委員長 再開いたします。

お諮りいたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○山内末子委員長 挙手全員であります。

よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決され

ました。

休憩いたします。

（休憩中に、退席者入室。また、甲第１号議

案に係る附帯決議文案について協議を行い、

内容について意見の一致を見た。）

○山内末子委員長 再開いたします。

ただいま可決されました甲第１号議案令和４年度

一般会計予算に係る附帯決議案について採決いたし

ます。

お諮りいたします。

本附帯決議案は、休憩中に御協議したとおり可決

することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。

よって、本附帯決議案は可決されました。

次に、甲第２号議案から甲第24号議案までの23件

を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案23件は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第２号議案から甲第24号議案までの23件

は、原案のとおり可決されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山内末子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。
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以上で、本委員会に付託された議案の処理は全て

終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

委員の皆様には、熱心に審査に当たられ、おかげ

さまで実り多い審査ができました。

委員各位の御協力に対し、委員長として深く感謝

申し上げます。

これをもって、委員会を散会いたします。

予算特別委員会議案処理一覧表

議 案 番 号 議 案 名 議決の結果

甲 第 １ 号 令和４年度沖縄県一般会計予算

甲 第 ２ 号 令和４年度沖縄県農業改良資金特別会計予算 〃

甲 第 ３ 号 令和４年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算 〃

甲 第 ４ 号 令和４年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算 〃

甲 第 ５ 号 令和４年度沖縄県下地島空港特別会計予算 〃

甲 第 ６ 号 令和４年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 〃

甲 第 ７ 号 令和４年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算 〃

甲 第 ８ 号 令和４年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

甲 第 ９ 号 令和４年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算 〃

甲 第 1 0 号 令和４年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算 〃

甲 第 1 1 号 令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算 〃

甲 第 1 2 号 令和４年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算 〃

甲 第 1 3 号 令和４年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算 〃

甲 第 1 4 号 令和４年度沖縄県産業振興基金特別会計予算 〃

甲 第 1 5 号 令和４年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算 〃

甲 第 1 6 号 令和４年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算 〃

甲 第 1 7 号 令和４年度沖縄県駐車場事業特別会計予算 〃

全 会 一 致

原 案 可 決
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議 案 番 号 議 案 名 議決の結果

甲 第 1 8 号 令和４年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

甲 第 1 9 号 令和４年度沖縄県公債管理特別会計予算 〃

甲 第 2 0 号 令和４年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算 〃

甲 第 2 1 号 令和４年度沖縄県病院事業会計予算 〃

甲 第 2 2 号 令和４年度沖縄県水道事業会計予算 〃

甲 第 2 3 号 令和４年度沖縄県工業用水道事業会計予算 〃

甲 第 2 4 号 令和４年度沖縄県流域下水道事業会計予算 〃

全 会 一 致

原 案 可 決



－529－

（別紙）

甲第１号議案「令和４年度沖縄県一般会計予算」に対する附帯決議

令和４年度沖縄県一般会計予算の執行に当たっては、下記事項に留意し、今後の事務執行に努めること。

記

１ コロナ禍に加え、円安及びウクライナ情勢の悪化等を背景としたエネルギーや穀物の価格高騰等に伴い、

大きな影響を受けている県民生活や畜産業界をはじめとする各種業界への支援を強化すること。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 山 内 末 子
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令 和 ４ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

○総務企画委員会

別紙１（総務企画委員会）

総 括 質 疑

１ 沖縄振興予算の減額について（知事）

【速報版】３月10日 Ｐ７

（総括質疑の内容）

当該予算については、前年度に比べての減額が

あまりにも大き過ぎる。次年度予算は次期沖縄振

興計画に関連している部分もあり、また、衆議院

の沖縄及び北方問題に関する特別委員会において

も沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案

に附帯決議が付されるなどしていることから、予

算編成に当たっての知事の要請活動も含めて本人

に聞きたい。

２ 県債残高及び投資的経費の状況について（知事）

【速報版】３月10日 Ｐ34

（総括質疑の内容）

本県の県債残高及び投資的経費は減額している。

普通単独事業も減額している中で新型コロナウイ

ルス感染症に係る経済対策として、県経済を回復

するためには県単独のハード整備をしっかり行い、

県内企業に受注の機会を与えることや県債の活用

の仕方は重要だと考える。このことについて知事

に聞きたい。

３ ワシントン駐在員活動事業を継続することにつ

いて（知事）

【速報版】３月10日 Ｐ46

（総括質疑の内容）

ワシントン駐在員活動事業は高く評価する議員

がいる一方、費用対効果の考え方に問題があると

して反対している会派もある。同事業を継続する

ことについて、どのような考え方を持っているの

か知事に聞きたい。

なお、この事業については必要であり、あえて

総括質疑を行う必要はないとの反対意見があった。

２ 沖縄復帰50周年記念式典に岸田総理が出席する

こと並びにこの機会を対話のチャンスとして生か

すことについて（知事）

【速報版】３月10日 Ｐ46

（総括質疑の内容）

沖縄復帰50周年記念式典に岸田総理が出席する

こと並びにこの機会はふだん知事が言う対話の

チャンスと考えるが、このことについて知事の考

えを聞きたい。

各常任委員長からの予算調査報告書
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○経済労働委員会

別紙１（経済労働委員会）

総 括 質 疑

１ 低炭素で災害に強い、沖縄らしい島しょ型エネ

ルギー社会の実現に向けた取組について（知事）

【速報版】３月10日 P.69～70、３月11日 P.56～

57

（総括質疑の内容）

再生可能エネルギーの取組が弱いとされる日本

において、沖縄県も全国最下位でなかなか進んで

ない状況である。県内の再生可能エネルギー電源

比率について、これまでの目標値18％を達成する

だけで3000億円以上の費用がかかるという議論を

してきた中で、新たに28％という目標値を掲げた

今後10年間の振興策のスタートの年だというのに、

あまりに予算規模が小さ過ぎるのではないか。こ

のままでは到底10年後の目標値達成は難しいと思

う。

これまでの本会議等では、知事としても莫大な

予算が必要であり財政支援や税制優遇など様々な

施策を抱き合わせながら取り組む旨の発言があっ

たことも踏まえ、改めて知事の見解等を伺いたい。

２ 観光産業の再興に向けた沖縄県観光振興基金積

立事業の活用について（知事）

【速報版】３月11日 P.46～48、P.50～54、P.57

（総括質疑の内容）

本基金事業の活用に関し、特に短期的に速やか

にどのような事業を実施していくのかが見えない。

また、基金繰入の原資として宿泊税の導入が前提

となっているようだが、これで十分な施策展開が

見込めるのか。

新型コロナウイルスの影響を受けている観光産

業の再興に関する条例が１年間延長された中で、

国からの予算獲得も含めて、観光産業再興に向け

た一日も早い支援の在り方等について知事の見解

等を伺いたい。

別紙２（経済労働委員会）

その他委員から特に申出のあった事項

１ 予算特別委員会において、甲第１号議案（令和

４年度沖縄県一般会計予算）に関し、飼料高騰等

により大きな影響を受けている畜産業界への支援

を強化することを求める附帯決議を検討して頂き

たい。

【速報版】３月10日 P.35～38、３月11日 P.56～

58

（申出事項の内容）

沖縄県の農業産出額の約半分を占める畜産につ

いて、円安や重油及び穀物の高騰等で配合飼料の

価格がこの２年ほど値上がりを続けている中、今

回のウクライナ危機等も相まって畜産経営の現場

は非常に厳しい状況にあることから、畜産業界へ

の支援を強化することが求められる。
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○文教厚生委員会

別紙１（文教厚生委員会）

総 括 質 疑

１ 子どもの貧困対策事業の予算確保及び補助率の

決定における沖縄県の取組 について（知事）

【速報版】３月10日 Ｐ17

（総括質疑の内容）

子どもの貧困対策事業の予算は増額になってい

るが、補助率の決定について非常に問題がある。

補助率が下がったということで各市町村がなかな

か使いづらい予算になるのではないかと危惧する

が、沖縄県としてしっかりと働きかけをしたのか

について知事に総括質疑を提起する。
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○土木環境委員会

別紙１（土木環境委員会）

総 括 質 疑

１ ハード交付金の減額と制度の在り方について（知

事）

【速報版】３月10日 Ｐ11

（総括質疑の内容）

近年のハード交付金の減額及び市町村のハード

交付金事業が停滞している現状を鑑みると、ハー

ド交付金は県が優先順位をつけることができるこ

とから県にとって使い勝手のいい制度であるとい

う反面、政府と県の予算折衝の結果が反映されや

すい制度になっている。ハード交付金制度に根本

的な問題を抱えているのではないかと思われ、知

事に総括質疑を提起する。

２ 首里城火災の原因究明と責任の明確化及び火災

防止の管理体制の構築について（知事）

【速報版】３月10日 Ｐ14

（総括質疑の内容）

延焼しやすいと言われる地域に木造で首里城の

再建を図る中で、火災の原因も特定できず原因究

明

もなされない状態で新たに首里城の復旧を進め

ることに対し、非常に不安を感じる。火災の責任

を明確にして、火災を防止する管理体制をしっか

り構築する観点から、知事に総括質疑を提起する。

３ 一般会計当初予算における土木建築部への予算

の割り振りについて（知事）

【速報版】３月10日 Ｐ21

（総括質疑の内容）

沖縄はインフラ整備が未だ十分ではなく、沖縄

振興を進めるのであれば、もっと公共投資を増や

すべきと考えるが、土木費の予算が減額されてい

る。土木建築部への予算の割り振りをどのように

考えているのかについて、知事に総括質疑を提起

する。

４ 道路事業に対する県三役の考え方について（知

事）

【速報版】３月10日 Ｐ24

（総括質疑の内容）

次期沖縄振興計画が最後のインフラ整備のチャ

ンスだと思われ、この10年で道路事業の問題の全

てを解決しなければならないと考えられることか

ら、知事を含め三役の道路整備に対する考え方に

ついて、知事に総括質疑を提起する。

５ 知事の国庫補助の要求内容及び令和３年度補正

予算における積立金の増額と令和４年度予算の編

成との関係について（知事）

【速報版】３月10日 Ｐ27

（総括質疑の内容）

令和３年度予算では高規格ＩＣアクセス道路整

備事業などの国庫補助が内示減となっており、令

和４年度予算でも確実に実施できるか不透明であ

る。国から国庫補助を取り付けるために知事がど

のような働きをしたのかについて知事に総括質疑

を提起する。

また、新年度予算を編成するに当たり、令和３年

度予算の積立金は54億円であったが、補正予算を

組み571億円も積立てに回しており、県民の暮らし

に関わる経済対策などを補正減にして、投資的経

費も55億円減額している。新年度予算を組むため

に、積立金として571億円積み立てて約8000億円の

予算を編成したとしているが、本来は県民の暮ら

しに関わる経済対策を行ってから積立金に回すべ

きであり、この点について、知事に総括質疑を提

起する。
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６ 本部港上屋の死亡事故に対する県の対応につい

て（知事）

【速報版】３月10日 Ｐ30

（総括質疑の内容）

本部港上屋の死亡事故について、遺族に対する

補償等を行う必要があると考えているが、現時点

まで知事が事故現場に赴いていないことも含めて、

知事に総括質疑を提起する。

７ 玉城知事の名称の法律的な位置づけについて（知

事）

【速報版】３月10日 Ｐ32

（総括質疑の内容）

辺野古埋立承認に関する行政手続等、法律的な

事項は玉城康裕知事名で行っているが、その他の

事項は玉城デニー知事名で行っており、非常に分

かりにくい。玉城康裕知事名と玉城デニー知事名

の法律的な位置づけについて、知事に総括質疑を

提起する。

８ 辺野古埋立事業についての知事公約と行政手続

との整合性について（知事）

【速報版】３月10日 Ｐ33

（総括質疑の内容）

辺野古埋立事業について、現在、国と県との行

政手続によって工事が進められているが、一方で

玉城知事は公約で埋立事業に反対し、事業を阻止

するとしている。知事公約と行政手続との整合性

を図る必要があることから、知事に総括質疑を提

起する。

９ 工業用水の南部地域への給水について（知事）

【速報版】３月11日 Ｐ24

（総括質疑の内容）

工業用水の南部地域における需要供給の問題で、

南部地域への企業誘致に非常に支障が出ている。

現行の管路を取り替えればある程度解決すると考

えるが、企業局は企業会計の論理から先行投資は

難しいとのことである。沖縄県の均衡ある発展に

資する極めて重要なインフラ整備の問題であり、

企業局が対応できる範囲を超えているため、知事

に総括質疑を提起する。

10 うるま市楚南地区の浄水場からの処理発生土の

対応について（知事）

【速報版】３月11日 Ｐ28

（総括質疑の内容）

うるま市楚南地区にある浄水場からの活性炭の

含まれている処理発生土について、ＰＦＯＳ及び

ＰＦＯＡの不安を抱えている地域住民の声にも応

えず、企業局は検査をしていない。また、保管ヤー

ドは農振農用地として指定されている優良農地で

あるが、農地転用手続がなされておらず違法状態

で置かれたままである。以前、この問題を指摘し

ていたにもかかわらず、改善がなされていないこ

とから、知事に総括質疑を提起する。

11 金武町における基地周辺の地下水の調査につい

て（知事）

【速報版】３月11日 Ｐ61

（総括質疑の内容）

金武町における基地周辺の地下水のＰＦＯＳ及

びＰＦＯＡの汚染に関して、地下水の調査方法や

調査結果が公表されていない。安全・安心な飲料

水を提供する責務のある県の対応に疑問があり、

知事に総括質疑を提起する。

12 ＳＤＧsを中心になって推進する環境部の予算の

在り方について（知事）

【速報版】３月11日 Ｐ69

（総括質疑の内容）

第６次沖縄振興計画ではＳＤＧsを施策の中心に

据えているが、それは環境部が中心になって推進

していくものと考えている。しかし、県全体の一

般会計当初予算8606億円のうち、環境部の予算は

41億円で全体に占める割合は0.5％でしかない。そ

れだけの予算で果たしてＳＤＧsを推進していくこ

とが可能なのか、知事に総括質疑を提起する。

13 国立自然史博物館の設立に対する考え方及びス

ケジュールについて（知事）

【速報版】３月11日 Ｐ73

（総括質疑の内容）

国立自然史博物館の設立について、第６次沖縄

振興計画に記載しているだけで予算も2600万円程

度であり、設立の実現性が全く見えない。沖縄振

興特別措置法の５年間である程度の道筋をつけな

ければならず、初年度からスタートダッシュをか

けるべきと考えており、国立自然史博物館の設立

に対する考え方及びスケジュールについて、知事

に総括質疑を提起する。

14 制定しようとしている遺骨条例の目的及び制定
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手続について（知事）

【速報版】３月11日 Ｐ75

（総括質疑の内容）

遺骨条例の制定を環境部に指示しているが、本

条例の目的があいまいである。遺骨条例の目的及

び制定手続について、知事に総括質疑を提起する。

15 うるま市楚南地区の浄水場からの発生処理土の

これまでの対応と今後の対策について（知事）

【速報版】３月11日 Ｐ78

（総括質疑の内容）

うるま市楚南地区の浄水場からの発生処理土に

ついて、環境部は現場を確認したにもかかわらず、

その時点でＰＦＯＳや汚染水の状況を調査するな

どの環境対策を取っていない。本件に関するこれ

までの対応と今後の対策について、知事に総括質

疑を提起する。


